
社会福祉法人東北福祉会
認知症介護研究・研修仙台センター

認知症介護実践者等研修の

研修内容に関する調査研究事業

令和７年 3月報告書

令和６年度老人保健健康

増進等事業（老人保健事業

推進費等補助金）報告書



目　次

Ⅰ．事業概要

１．目的	 ………………………………………………………………………………	 1
２．実施体制	 …………………………………………………………………………	 1
３．主な活動日程と内容	 ……………………………………………………………	 2
４．事業成果	 …………………………………………………………………………	 4
５．サマリー	 …………………………………………………………………………	 29

Ⅱ．事業の背景と目的

１．背景	 ………………………………………………………………………………	 31
２．事業の目的	 ………………………………………………………………………	 34
３．事業内容	 …………………………………………………………………………	 35

Ⅲ．現状の課題と方向性

１．認知症基本法を踏まえた改定	 …………………………………………………	 40
２．認知症介護指導者の指導課題を踏まえた方向性	 ……………………………	 41
３．研修プログラムの妥当性に関する課題と方向性	 ……………………………	 48
４．認知症チームケア推進研修プログラムの反映	 ………………………………	 90

Ⅳ．検討委員会・作業委員会における検討

１．改定方針と準備	 …………………………………………………………………	 94
２．作業委員会による検討内容	 ……………………………………………………	 97
３．検討委員会による検討内容	 ……………………………………………………	112

Ⅴ．研修改定案

１．認知症介護実践者研修	 …………………………………………………………	128
２．認知症介護実践リーダー研修	 …………………………………………………	154
３．認知症介護指導者養成研修	 ……………………………………………………	180

Ⅵ．受講アクセシビリティを向上する研修方法

１．研修受講のアクセシビリティ向上に関する方向性	 …………………………	199
２．オンライン活用による研修方法（ライブオンライン）	 ………………………	201
３．オンデマンド教材の活用による研修方法	 ……………………………………	222



Ⅶ．新カリキュラム改訂にともなう
　　各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント

１．目的	 ………………………………………………………………………………	236
２．作成方法	 …………………………………………………………………………	236
３．様式	 ………………………………………………………………………………	236

Ⅷ . 認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査

１．背景と目的	 ………………………………………………………………………	238
２．方法	 ………………………………………………………………………………	238
３．結果	 ………………………………………………………………………………	242
４．結果の要約	 ………………………………………………………………………	304
５．考察	 ………………………………………………………………………………	308
６．今後の方向性	 ……………………………………………………………………	312

Ⅸ . 改定に係る周知用配信動画の作製と周知

１．目的	 ………………………………………………………………………………	315
２．方法	 ………………………………………………………………………………	315
３．動画構成	 …………………………………………………………………………	315
４．周知方法	 …………………………………………………………………………	317

Ⅹ . 今後の課題と方向性

１．研修運用の適正化	 ………………………………………………………………	318
２．改定後研修の運用促進	 …………………………………………………………	319
３．オンライン研修の効果的な運用	 ………………………………………………	320
４．オンデマンドを活用した効果的な研修の運用	 ………………………………	322
５．継続的な指導体制づくり	 ………………………………………………………	325

Ⅺ . 巻末資料

１．	認知症介護指導者を対象とした
　　	「認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修、
　　指導者養成研修カリキュラムの改定に向けた現状と課題に関する
　　アンケート調査」結果	 …………………………………………………………	328
２．シラバス新旧対照表	 ……………………………………………………………	380
３．シラバス改定版	 …………………………………………………………………	424
４．「新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと
　　運用のヒント」案	 ………………………………………………………………	462
５．認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査調査票	 ………………	516
６．周知用説明スライド	 ……………………………………………………………	526



1

Ⅰ． 事業概要

1．目的
「認知症施策推進大綱」では、認知症の人の視点を重視しながら、認知症の行動・心理症状
（BPSD）の予防や症状の進行を遅らせるため、認知症介護研修の充実と受講しやすい仕組み
の必要性を示しており、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、認知症基本
法）」（2024 年施行）においても認知症の人が尊厳を保持し希望を持って暮らせる共生社会の
実現に向け、専門的な介護人材の確保と資質向上の重要性を明記している。
しかし厚生労働省が推計する 2040（令和 22）年の介護人材必要数 272 万人（第９期介護
保険事業計画に基づく推計）に対して、2021（令和 3）年度時点での介護職員数は 214.9 万
人（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査（2021 年度）」）と、介護人材不足の状況は
一層深刻になることが予測される。今後、急増が予測される認知症の人への効果的な支援を
行う専門的知識・技術を有する人材の養成および確保は急務であることが明らかである。
また、2024（令和 5）年 12月に社会保障審議会介護給付費分科会でとりまとめられた「令
和 6年度介護報酬改定に関する審議報告」では、認知症介護研修の質を担保しつつ、研修時
間のスリム化やオンライン化による受講しやすい環境整備の必要性が指摘されており、認知
症の行動・心理症状（BPSD）予防に資するケアプログラムの受講促進も求められている。
これらの背景を踏まえ、本事業では、全国の認知症介護従事者の研修受講率を促進し、専
門的知識・技術を備えた人材の養成を促進するために、以下の 3点を目的としている。
（1）認知症基本法の理念を反映した研修カリキュラムの改定
（2）	認知症の行動・心理症状（BPSD）の予防・緩和を促進する認知症チームケア手法に

関する学習内容の強化
（3）受講しやすい研修形態（オンライン化等）の提案と導入促進

2．実施体制
（以下敬称略、順不同）
（１）検討委員会
	 〇委員長
	 　加藤　伸司	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 〇委　員
	 　内藤　佳津雄	 日本大学文理学部心理学科
	 　仲林　　清	 公立千歳科学技術大学理工学部情報システム工学科
	 　秋山　敏夫	 特定非営利活動法人デジタルラーニング・コンソーシアム
	 　髙橋　加寿子	 山形県健康福祉部高齢者支援課
	 　東海林　一好	 一般社団法人山形県老人福祉施設協議会
	 　長沼　武志	 福島県保健福祉部高齢福祉課
	 　柿沼　　充	 福島県認知症介護指導者連絡会
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	 　森　　俊輔	 有限会社RAIMU
	 　長森　秀尊	 社会福祉法人喜成会　高齢者総合ケアセンターみらい
	 　森本　浩史	 株式会社エムズ
	 　中村　考一	 認知症介護研究・研修東京センター
	 　中村　裕子	 認知症介護研究・研修大府センター
	 　阿部　哲也	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 　吉川　悠貴	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 　森下　久美	 認知症介護研究・研修仙台センター
（２）作業委員会
	 〇委員長
	 　中村　考一	 認知症介護研究・研修東京センター
	 〇委　員
	 　林田　貴久	 社会福祉法人恵仁会特別養護老人ホーム鹿屋長寿園
	 　桑原　　陽	 社会福祉法人新生会サンビレッジ大垣
	 　石井　利幸	 医療法人社団慈泉会介護老人保健施設ひもろぎの園
	 　滝口　優子	 認知症介護研究・研修東京センター
	 　齊藤　葉子	 認知症介護研究・研修東京センター
	 　中村　裕子	 認知症介護研究・研修大府センター
	 　小木曽　恵里子	 認知症介護研究・研修大府センター
	 　山口　友佑	 認知症介護研究・研修大府センター
	 　阿部　哲也	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 　合川　央志	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 　田村　みどり	 認知症介護研究・研修仙台センター
	 　佐々木　昌治	 認知症介護研究・研修仙台センター

3. 主な活動日程と内容
実施日 活動項目 活動内容

令和6年7月29日 第 1回作業委員会 ・事業概要説明
・	認知症介護実践者等研修（認知症介護実践者研修、
認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養
成研修）の研修カリキュラム改定及び受講アクセシ
ビリティ向上に関する検討

令和6年8月19日 第 1回検討委員会 ・事業概要説明
・	認知症介護実践者等研修の研修カリキュラム改定及
びオンライン活用を含めた受講アクセシビリティ向
上に関する検討
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令和6年9月20日～
10月8日

令和6年10月～
令和7年2月

「認知症介護実践研
修等の実施状況に関
する全国調査」実施

・	認知症介護実践研修実施主体である全国都道府県・
政令指定都市 67か所を対象とした認知症介護実践
研修等の実施方法に関する実態調査実施
・調査結果分析
・報告用データ作成

令和6年10月15日 第 2回作業委員会 ・事業経過説明（課題と方向性）
・	認知症介護実践者等研修の研修カリキュラム追加改
定案及びアクセシビリティ向上に資する研修方法に
関する検討

令和6年11月12日 第 2回検討委員会 ・	事業経過報告（第 1回検討委員会における指摘課題
と方向性）
・	認知症介護実践者等研修の研修カリキュラム追加改
定案及びアクセシビリティ向上に資する研修方法に
関する検討

令和6年12月25日 第 3回作業委員会 ・	事業経過報告（第 2回検討委員会における検討結果）
・	認知症介護実践者等研修の研修カリキュラム改定案
に関する最終確認
・	認知症介護実践者等研修における人物像に関する検
討
・	オンデマンド学習を含めた受講アクセシビリティ向
上に資する研修方法に関する検討
・	シラバス変更ポイント及び運用のヒント改定に関す
る検討
・周知用配信動画の構成に関する検討

令和7年1月20日 第 3回検討委員会
プレヒアリング

・	事業経過報告（第 2回検討委員会における検討結果）
・研修に期待される人物像の検討
・	認知症介護実践者等研修の研修カリキュラム改定案
に関する最終確認
・	認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査
の結果報告及びオンデマンド学習も含めた受講アク
セシビリティ向上に関する検討
・	シラバス変更ポイント及び運用のヒント改定に関す
る検討

令和7年2月4日 第 3回検討委員会 ・	事業経過報告（第 2回検討委員会における検討結果）
・	研修に期待される人物像と研修カリキュラム改定案
及びオンライン学習活用に関する最終検討
・	認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査
の結果報告及びオンデマンド学習を含めた受講アク
セシビリティ向上に関する検討
・周知用配信動画の構成に関する検討

令和7年2月17日～
2月21日

第 4回作業委員会
（資料回覧による意
見収集型）

・	「新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変
更のポイントと運用のヒント」案に関する検討

令和7年2月～3月 報告書作成、周知用
配信動画の作製

・報告書の作成
・研修の改定内容に関する周知用配信動画作製
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令和7年3月 報告書、成果物等の
配布、公開準備

・	各委員会委員、認知症介護実践研修実施主体である
自治体及び団体への報告書郵送
・認知症介護指導者への郵送による改定内容周知
・	報告書と成果物の、認知症介護研究・研修センター
サイトDCnet への掲載

4. 事業成果
（1）委員会検討状況
2024（令和 6）年 8月～ 2025（令和 7）年 2月において、4回の作業委員会と 3回の検
討委員会を実施し、本事業における改定方針に従って検討を実施した。
1）作業委員会
（ⅰ）第 1回作業委員会
ⅰ）認知症介護実践者研修
①	主な意見：	・研修のねらいは維持するが、理解しやすい表現が必要。
	 ・「社会参画」は幅広い事例を紹介し、受講者の関心度に配慮。
	 ・偏見軽減のため、認知症の人の声を直接知る機会を設ける。
	 ・	生活支援の内容を社会生活支援まで拡充し、生活の質を高める活

動に内容を統合。
	 ・オンライン研修を導入し、対面研修も確保。
②	結論：	 ・	研修の質を維持しつつ、オンラインと集合研修のブレンド方式を

採用。
	 ・指導者向けのオンライン指導技術向上策を講じる。

ⅱ）認知症介護実践リーダー研修
①	主な意見：	・「介護福祉士 10年」表記は柔軟にし、経験年数の制限を緩和。
	 ・認知症チームケア推進プログラムは事例演習として組み込む。
	 ・	利用者ハラスメント対応を「ストレスマネジメント」科目に明記

すべき。
	 ・指導方法の講義はオンライン可能だが、演習を対面で実施。
②	結論：	 ・研修の一部をオンライン化し、演習は集合研修を維持。
	 ・受講資格は厳格化せず、柔軟な運用を目指す。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修
①	主な意見：	・受講者選抜で志望動機を確認し、加算目的のみの受講を防ぐ。
	 ・医療・介護の連携強化、行政連携の拡充が必要。
	 ・研修期間は短縮しつつ、学習効果を損なわない工夫が求められる。
	 ・事前学習をオンデマンドで実施し、センター訪問回数を削減。
②	結論：	 ・	研修期間は 2週間＋事前学習に短縮し、月またぎのスケジュール

も必要。
	 ・研修の質を確保しつつ、オンラインと対面のバランスを調整。
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（ⅱ）第 2回作業委員会
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定
①	主な意見：	・BPSD支援科目は2日目の方が適切（肯定的な内容を先に学べる）。
	 ・学習成果の共有はインターバル後に 60分確保。
	 ・「共生社会と地域資源」は統合科目とし、インターバル後に配置。
	 ・	科目名「生活支援の方法」「行動・心理症状（BPSD）の理解と支

援」への変更を承認。
②	結論：	 ・	「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」科目は 2日目に配置、「共

生社会と地域資源」科目はインターバル後に配置。
	 ・	「認知症の専門的理解」と「施策の動向」科目は単独実施し、「カ

ンファレンス技法」の時間を延長。
	 ・	課題設定の時間配分は、標準時間を短縮し地域ごとに調整可とす

る。
	 ・オンラインと集合研修を組み合わせ、受講の柔軟性を向上。

ⅱ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定案
①	主な意見：	・	【案 1】3週間の集合研修：学習の質と受講者同士の交流が深まる

が、負担が大きい。
	 ・	【案 2】オンライン事前学習＋ 2週間集合研修：受講しやすいが、

モチベーション維持が課題。
②	結論：	 ・	どちらの案も利点と課題があるため、学びの質と受講しやすさの

両立が必要。
	 ・最終決定は検討委員会で協議。

（ⅲ）第 3回作業委員会
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定
①	主な意見：	・	実践者研修では、家族支援の内容を充実（ポジティブ・ネガティ

ブ双方の事例を含む）。
	 ・「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」科目は 2日目に配置。
	 ・リーダー研修では、職場実習をチーム単位で実施することも必要。
	 ・	指導者研修では、オンラインと対面学習の選択肢を用意し、受講

しやすさを向上。
②	結論：	 ・カリキュラム改定を承認、地域の実状に応じた運用を推奨。

ⅱ）受講アクセシビリティ向上
①	主な意見：	・講義部分はオンデマンド化し、集合研修は実践中心に。
	 ・進捗管理・確認テストの導入を検討。
②	結論：	 ・ブレンド型研修を推進し、全国展開を検討。

ⅲ）周知用配信動画
①	主な意見：	・改定ポイントを簡潔に整理。
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	 ・Q&Aデータベース化・事前質問受付を実施。
	 ・5月を目標に動画公開。
②	全体の結論	・資料を簡潔化し、指導者の理解を促進。

（ⅳ）第 4回作業委員会
ⅰ）主な意見
①新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント
・認知症介護指導者向けの運用ヒントを明確化し、研修日程例を示すべき。
・変更なしの部分は「再掲」と明示し、新任指導者の理解を促進。
・認知症介護実践リーダー研修の表紙誤記（令和 3年度→令和 7年度）を修正。
・オンデマンド研修の適用範囲を明確化し、表現やレイアウトの統一が必要。
②周知用配信動画案について
・周知用動画のナレーター調整、再生速度案内、冗長部分の削除を検討。
③新旧対照表について
・新旧対照表の表現統一、変更点の明示、フォーマット整備が求められる。

ⅱ）結論
・研修の利便性向上のため、指導者向けヒントの充実と表記の統一を実施。
・周知用動画の視認性改善と適切な情報提供を推進。
・新旧対照表の修正を行い、内容の明確化を図る。
・今後の研修運用の円滑化に向けた継続的な改善を進める。

（ⅴ）作業委員会全体の結論
・	認知症介護研修カリキュラムは、受講者の利便性を考慮しつつ、質を担保する方
向で改定を承認。
・オンライン・オンデマンド研修を活用しながら、集合研修での実践的学びを強化。
・	指導者養成研修は、受講しやすさと学びの質のバランスを重視し、選択可能な最
適な形式を導入。
・研修の変更点を簡潔に周知し、フォローアップ体制を強化。

2）検討委員会
（ⅰ）第 1回検討委員会
ⅰ）認知症介護実践者研修等カリキュラム改定案の検討
①	認知症介護実践者研修
　・認知症基本法の理念を強調。
　・課題設定の時間を延長し、理解度のばらつきに対応。
②	認知症介護実践リーダー研修
　・受講者の適正性が課題（実践者研修未受講者の増加）。
　・受講希望者の急増に対応するため、基準と事前確認を明確化。
③	カリキュラム整理・スリム化
　・類似、重複科目の統合と全国統一の評価基準設定を検討。
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④	受講アクセシビリティ向上
　・オンライン・オンデマンド研修の活用を検討（教材作成負担が課題）。
　・	研修の質と労働環境改善のバランスが重要、負担軽減と質向上の両立を目指す。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法の検討
・オンライン研修の定義：リアルタイム型を基本とし、オンデマンドは準備不足。
・	オンデマンド研修の可能性：メリット（自由な学習ペース）、課題（教材作成・
双方向性）。
・研修の質確保：グループワーク活用、受講者増加への対応。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定の検討
・受講アクセシビリティ向上：オンライン活用で学習環境を柔軟化。
・研修カリキュラム改定：他施設実習を廃止し、スーパービジョン演習に変更。

ⅳ）結論
・受講基準の見直しと研修カリキュラムの最適化が必要。
・	エンパワーメント視点の強化から、ストレスマネジメント強化、持続可能なチー
ム運営を目指す。
・指導者養成研修はオンライン活用と他施設実習廃止で効率化。
・ブレンド研修を推進し、オンラインと対面の適切なバランスを維持。

（ⅱ）第 2回検討委員会
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定の検討
①	認知症介護実践者研修
　・「生活支援の方法」「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」に改名を採用。
　・	初日午後、「認知症ケアの理念」の後に「生活支援の方法」を配置し、カリキュ
ラムを確定。

　・家族介護者の声を映像や文字媒体で取り入れる方法を検討。
②	認知症介護実践リーダー研修
　・	実践者との差別化を図りつつ、「認知症の専門的理解」について基本的な知識
は共通化。

　・職場実習の課題設定・評価を短縮化で標準化し、自治体の柔軟対応を認める。
　・統合科目案を採用。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法の検討
・オンライン研修を選択制で導入し、移行期間中に学習効果確認を整備。
・ブレンド型（集合研修＋オンデマンド）を将来的に推進。
・履修時間の柔軟化を視野に制度改正を検討。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定の検討
①	提案された 2つの案
　・案 1：前期を全て集合形式で実施し、指導者同士のネットワーク形成を重視。
　・案 2：事前一部オンライン+２週間集合で実施し、受講者負担を軽減。
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②	各案に対する主な意見
　・案 1支持：集合形式による深いネットワーク形成、地域リーダーの育成。
　・案 2支持：オンライン活用で移動負担・コストを軽減。

ⅳ）結論
・新科目名を確定し、カリキュラムの構成を調整。
・家族介護者の声の活用方法を具体化。
・実践者との差別化を考慮し、認知症専門知識の内容を整理。
・	実践リーダー研修の「職場実習の課題設定・評価」を標準 180 分とし、自治体
の裁量を認める。
・オンライン研修の選択制導入とブレンド型研修の推進。
・指導者養成研修の形態は、案 1・案 2の利点を踏まえた最適案を再検討。

（ⅲ）第 3回検討委員会
ⅰ）人物像とカリキュラム案及びオンライン学習活用に関する最終検討
①	人物像の整理
　・	認知症介護実践者等研修の「人物像」は、普遍的なものとして認知症基本法
を基盤に作成

　・委員会として承認
②	技能実習生の参加に伴う課題
　・実践者研修に技能実習生が参加する機会が増加
　・	日本語レベルN3程度の受講者が、専門用語の理解に困難を感じるケースが
ある

　・用語集や外国語対応の必要性について意見あり
　・運用上の工夫が求められる

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法
①	全国調査の結果
　・実践者研修はオンライン化が進んでいる
　・リーダー研修は集合型が増加傾向
　・「集合型に戻る傾向」が見られる
②	集合型研修の増加理由
　・対面の方が理解が深まりやすい
　・講師が受講生の人間性や思考を把握しやすい
　・オンライン研修の事務負担が大きい
　・受講生側の発言のしやすさ（オンラインでは消極的になる）
③	指導者の世代による意見の違い
　・若手指導者：「オンラインでも問題なし」
　・ベテラン指導者：「集合型の方が効果的」
④	オンラインと集合の「ブレンド型」が望ましい
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　・	Ｙ県のアンケート調査では、「Zoomと集合の組み合わせが最適」との回答が
7割超

　・受講者の負担を考慮し、オンラインの利便性を活用することも重要
ⅲ）オンデマンド学習の活用
①	オンラインとオンデマンドの違い
　・オンライン研修：リアルタイムで時間的束縛あり、インタラクションが可能
　・	オンデマンド研修：自由な時間に受講可能、反復学習に適しているが一方通
行になりがち

②	オンデマンド化可能な科目の選定
　・「知識伝達型の科目」はオンデマンド化しやすい
　・実践者研修では 4科目をオンデマンド化する案が承認された
　・	実践リーダー研修では「ブレンド型」4科目、フルオンデマンド型 3科目の
計 7科目 10時間のオンデマンド化案が承認された

③	オンデマンド学習の課題
　Ａ．学習者のモチベーション維持
　　　・受講者の「アウトプット」を求める設計が必要
　　　・	単なる「動画の垂れ流し」にならないような工夫（レポート提出・フィー

ドバック等）が必要
　　　・受講環境の確保（勤務時間内か、時間外か）が必要

ⅳ）周知用配信動画の構成
・概要について委員会で共有
・一週間以内に意見を提出

ⅴ）今後の作業
・シラバス変更のポイントと運用のヒント改定
・実習関連様式・ガイドラインの改定
・周知用配信動画の作成（令和 7年 2月末）
・第 4回作業委員会（令和 7年 2月予定）

ⅵ）結論
・人物像の整理については、認知症基本法をベースに策定し承認
・受講アクセシビリティについては、「オンラインと集合のブレンド型」が理想
・	オンデマンド学習については、受講生のインタラクションを重視し、適切な設計
が必要
・	今後の対応としては、報告書の作成、ガイドラインの改定、研修方法の改善を進
める

（2）認知症介護実践者等研修に関する改定内容
本事業では、認知症基本法の目的と理念に基づき、認知症介護実践者に求められる人物像
を設定し、現行の研修カリキュラムとの整合性や課題について検討した。その結果、研修カ
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リキュラムの改定を実施し、研修の目的、対象者、履修時間、教育内容の見直しを行い、ま
たカリキュラムに準拠したカリキュラムシラバスの改定を行い、より実践的な学びを提供す
ることを目的とした。
1）認知症介護実践者研修
（ⅰ）研修改定の背景と目的

認知症基本法は、認知症の人を含めたすべての国民がその個性や能力を最大限に発
揮し、互いに人格と個性を尊重し合う「共生社会」の実現を目的としている。本改定
では、この基本理念を踏まえ、以下のような研修目的を再設定した。
①		認知症の人の尊厳と個別性を尊重し、その人らしい生活を支援できる実践者の
育成。

②	認知症の人とその家族の支援を強化し、地域社会における共生社会の実現を促進。
③	アセスメントやケア計画の立案・評価を体系的に学び、実践的な支援力を向上。

（ⅱ）研修カリキュラムの改定概要
ⅰ）認知症介護実践者像の明確化
認知症基本法の目的と 7つの基本理念に基づき、7つの実践者像を設定した。
①	認知症の人の個性と能力を尊重し、共生社会のあり方を理解。
②	本人の意思による円滑な日常生活および社会生活の支援。
③	認知症の人に関する正しい理解。
④	地域・社会への参画や活動の支援。
⑤	本人の意思を尊重し、尊厳を保持する支援。
⑥	家族が安心して生活できるよう支援。
⑦	社会環境の整備に貢献。

ⅱ）カリキュラム改定のポイント
①	研修目的・対象者・履修時間の見直し
　・	目的を「認知症の人と家族の尊厳を重視し、共生社会を支える実践者の育成」
に再定義。

　・	受講対象者は従来通り、認知症介護基礎研修修了者または実務経験 2年程度
の者。

　・	講義・演習時間をスリム化し、職場実習課題の時間を延長したが、総時間は
変更なし。

②	カリキュラムの再構築
　・「認知症介護実践者研修の理解」を新設し、受講者の学習目標設定を支援。
　・	「認知症ケアの理念」を改定し、認知症の人の理解、認知症基本法の理念を強
化し整理。

　・	「生活支援の方法」を拡充し、社会生活支援の要素と意思決定支援の展開を強化。
　・	「権利擁護の視点に基づく支援」で意思決定支援のプロセス、認知症ケアにお
ける倫理的な視点追加。
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　・「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」のQOL向上視点を強調。
　・	「共生社会を推進する地域資源の理解と活用」を強化し、共生社会形成の視点
を追加。

（ⅲ）研修日程の改定
・	「生活支援の方法」を「認知症ケアの理念」の後に配置し、理念の展開方法を促進。
・	「共生社会を推進する地域資源の理解と活用」をインターバル後の後半に統合科目
として配置。
・インターバル後の実践と振り返りを強化（学習成果の実践展開と共有）。
・職場実習の準備として課題設定時間を延長。

（ⅳ）成果と今後の展望
本改定により、認知症ケアの理念と実践の統合が図られ、受講者が実践的なスキル
を体系的に習得できる内容となった。特に、認知症の人の尊厳を重視し、共生社会の
実現に向けた視点が明確になった点が大きな成果である。
今後は、研修の実施状況を評価し、さらなるカリキュラムの改善を行うとともに、
研修受講者のフォローアップを強化し、認知症ケアの質向上を目指していく。

2）認知症介護実践リーダー研修
（ⅰ）認知症介護実践リーダーに求められる知識・技術（人物像）

本研修は、認知症ケアの現場におけるチームリーダーを育成することを目的として
おり、時代の変化や認知症ケアの環境の進展に応じて、その人物像は変化してきた。
ⅰ）2005（平成 17）年度改定
・施設全体の運営支援を視野に入れたマネジメントスキルの育成

ⅱ）2015（平成 27）年度改定
・認知症の病態、メカニズム、非薬物的介入の知識習得を重視
・チームマネジメントに加え、認知症ケア指導力の習得を強化

ⅲ）2021（令和 3）年度改定
・2015（平成 27）年度改定の内容を踏襲し、大きな変更はなし

ⅳ）2024（令和 6）年度改定案
・チーム運営のためのマネジメントスキルの強化
・スタッフの教育・人材育成を通じたケア現場の質向上
・2015（平成 27）年度改定の内容を踏襲し、重複部分を統合し整理

（ⅱ）カリキュラム改定のポイント
ⅰ）研修目的・対象者・履修時間の見直し
・	改定後の目的は、「認知症の人」の理解を前提とし、「家族も含めた本人の希望や
尊厳を保つ視点」を強調。また、「共生社会の実現に向けた地域における認知症
ケアの方向性」の強化など、認知症基本法の理念を反映し、本人だけでなく家族
や地域社会全体へ視点を拡大。
・	対象者は、介護保険施設や指定居宅サービス事業者などで 5年以上従事し、リー
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ダーまたはリーダー候補として認知症介護実践者研修を修了して 1年以上が経
過している者であり、改定後の対象者に変更はなし。
・	改定後の研修時間は、講義・演習：28時間（1,680 分）、実習課題設定：180分、
実習評価（180 分）に短縮したが、地域の実状や特性に応じた柔軟な対応を可
能とする。

ⅱ）カリキュラムの再構築
①	「認知症の専門的理解」のスリム化（120分→ 90分）
　・	認知症介護実践者研修と重複していた疾患・病態・薬物療法等の知識を整理し、
専門性の向上かつ短時間で網羅的に学習できる構成に変更。

　・非薬物的介入の意義や展開例を追加。
②	「施策の動向と地域展開」に認知症基本法を反映（210分→ 120分）
　・	認知症施策推進大綱を主軸とした内容から、認知症基本法の理念や方向性を
中心とした内容に変更。

　・	重複部分を削除し、全国における施策の具体的な地域展開例を取り入れるこ
とで、実践的な学習を強化。

③		「チームケアを構築するリーダーの役割」と「認知症ケアにおけるチームアプ
ローチの理論と方法」を統合

　・	重複部分を整理し、「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」
として再編。

　・認知症チームケア推進研修プログラムを新たに追加。
④	「職場内教育（OJT）」関連科目の統合（240分→ 420 分）
　・	「職場内教育の基本視点」と「職場内教育（OJT）の方法の理解」を統合し、理論・
指導技法・指導計画方法を一貫して学習できる内容に変更。

⑤	「ストレスマネジメントの理論と方法」の拡充（120分→ 150分）
　・ストレス支援に関する演習時間を確保するため時間増加。
⑥	「カンファレンス（会議）の技法と実践」の拡充（120分→ 180分）
　・模擬カンファレンスの演習時間を増加。
　・効果的な会議運営の技法を深く学び、現場での実践力向上を目的とする。
⑦	「認知症ケア指導の実践方法」の延長（360分→ 420分）
　・実習への準備科目としての位置づけを明確化し、演習時間を増加。
　・スタッフへの指導技術を強化し、実践的な指導力を向上。
⑧	「職場実習の課題設定・職場実習評価」の短縮（180分に統一）
　・	研修時間の効率化と、地域の実状に応じた柔軟な対応を可能とする仕組みに
変更。

（ⅲ）研修日程の改定
・施策関連科目を研修初日に配置し、認知症基本法の理念を早期に学習
・	チームマネジメント科目の順番を整理し、ストレスマネジメントやカンファレン
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スの理解後に実践的なスキルを学ぶ流れに変更
・教育指導関連科目を連続配置し、学習の一貫性を強化
・	実習課題設定と実習評価の時間を短縮し、地域の実状に応じた柔軟な運用を可能
とする

（ⅳ）成果と今後の展望
研修のスリム化と効率化により、必要な学習内容を短時間で網羅的に学ぶことが可
能となった。また、認知症基本法の理念を反映し、本人や家族だけでなく地域社会全
体を視野に入れたケアを重視する内容へと改定している。加えて、地域ごとのニーズ
に応じた柔軟な運用を可能にすることで、全国的に均質な研修の実施を目指している。

3）認知症介護指導者養成研修
改定により、認知症介護指導者の育成体系が大幅に見直され、研修の目的、対象者、カ
リキュラム、実施方法の各側面において具体的な改善が行われた。これにより、認知症ケ
アの質向上と地域における支援体制の強化に寄与することが期待される。
（ⅰ）研修目的の明確化と体系的な再構築
ⅰ）目的の見直し
・	認知症基本法の理念を反映し、「共生社会の実現」や「本人・家族の尊厳を保持
する支援」を強調。
・	認知症施策推進との連携強化を明示し、認知症介護指導者が地域における施策推
進者としての役割を果たすことを目的に追加。

ⅱ）研修の方向性
・	「研修の企画・運営ができる人材」「地域における現場の支援者として指導的な役
割を果たせる人材」「地域施策と連携し、認知症ケアの質を向上できる人材」の
3つの視点を重視。

（ⅱ）カリキュラムの実践性と柔軟性の向上
ⅰ）カリキュラムの再構成
・研修時間を最適化し、重要な科目の内容を充実させつつ、全体の受講負担を軽減。

ⅱ）新設・強化した科目
①	施策推進に関する内容の強化
　A.「認知症ケアに関する施策と行政との連携」
　　・	旧カリキュラムでは認知症施策推進大綱の考え方が中心であったが、新カ

リキュラムでは認知症基本法の理念を軸に施策推進の方法や行政との連携
実践を学ぶ内容に改定。

　B.「共生のために地域で支え合う体制づくり」
　　・	「共生社会の実現」を主軸とした、地域ごとの課題に応じた実践事例の検討

を追加。
②	指導力・教育力の強化
　A.「教育方法論」（オンライン研修に対応）
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　　・	受講者がオンライン・対面の両方に対応した教育設計ができるよう、オン
ライン授業の設計を追加。

　　・オンライン授業計画、知的財産権に関する注意点などを新たに追加。
　B.「授業の実施と評価」（旧「模擬授業」）
　　・内容を端的に示した科目名に変更。
③	実践的な相談援助スキルの強化
　A.「相談援助の理論と方法」（旧「他施設実習」から変更）
　　・	他施設実習の負担を軽減し、より汎用的な相談援助スキルを習得できる演

習形式に変更。
（ⅲ）研修対象者の適正化
ⅰ）受講者の役割の明確化
・	指導者としての実践的役割を強化し、受講者が施設内外で指導的立場を担うこと
を想定した育成方針を踏襲し、変更なし
・対象者基準は大きく変更せず、研修の目的に沿った人材の育成に重点を置く。

ⅱ）期待される役割
・認知症介護に関する公的研修の企画・立案・講師・ファシリテーター
・介護保険施設・事業者等の指導者として、介護の質を向上させる
・地域における認知症施策の推進者として、共生社会の実現に貢献

（ⅳ）研修実施方法の改革
ⅰ）ブレンド型研修の導入
・	オンラインを組み合わせ、集合形式の研修期間を短縮した研修方式を導入し、選
択制とすることで、移動負担軽減および受講者ニーズに対応した形式とした。
・研修の一部をオンラインで実施することで、全国どこからでも受講可能

ⅱ）研修日程の見直し
・	従来の「前期 2週間・後期 1週間」の対面形式を、「前期 3週間の対面＋後期オ
ンライン」へ変更。
・	前期 4日間のオンライン+2週間の対面方式を選択可能とし受講者の移動負担
を軽減したオンラインでも学習効果が得られるカリキュラムを選択可能とした。

（ⅵ）成果と今後の展望
本改定により、認知症介護指導者の育成体系がより実践的かつ柔軟なものとなった。
これにより、受講者は指導力・教育力を備え、地域における認知症施策を推進する役
割を担うことが期待される。今後は、研修の実施後に効果検証を行い、さらなる研修
の充実を図ることで、認知症ケアの持続的な発展に貢献していく。

（3）�「新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント」等の
改定

改定後のカリキュラムに基づく円滑な授業運営の支援を目的として、認知症介護指導者お
よび研修講師が、改定された科目シラバスを適切に活用し、実践的な研修を効果的に実施で
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きるように、授業展開に関する具体的なヒントや指針を掲載したガイドラインを作成した。
本ガイドラインでは、各科目の変更点を明確に示しながら、授業設計のポイントや教育上
の留意点、実施方法のイメージを具体的に提示することで、講師の負担軽減と授業の質の向
上を図ることを目的としている。
また、本ガイドラインは、授業の方法や展開を固定化するものではなく、各都道府県や指
定都市の研修実施機関において、認知症介護指導者や研修講師が独自の授業設計を行う際の
参考資料としての役割を担う。各講師がシラバスを活用しながら、受講者の理解を深めるた
めの最適な授業方法を選択できるよう、柔軟な運用を可能とする指針として作成された。
1）目的
・改定後のカリキュラムに沿った円滑な授業運営を支援するために作成。
・認知症介護指導者および研修講師向けのガイドライン。
・	授業の実施方法や展開方法を制約するものではなく、各地域で柔軟に活用できる参考
資料として位置づけ。

2）作成方法
・改定後のカリキュラムと科目シラバスの変更点を中心に整理。
・認知症介護研究・研修センター研修部が改定案を作成。
・作業委員会にて様式・内容を検討し、最終案を確定。
3）ガイドラインの構成と特徴
・1科目ごとに「科目シラバス」と「運用のヒント」を見開きで掲載。
・旧カリキュラムとの比較ができる「旧カリキュラムとの対応」欄を設置。
・授業の進め方を支援する「運用のヒント」欄を追加。
・国の事業や 3センターが作成した参考文献・資料を記載する「参考」欄を設置。
4）活用のポイント
・	研修講師が授業の目的や到達目標に沿った授業展開を考える際の参考資料として活用
可能。
・	新カリキュラムの変更点を把握しやすく、授業の運営をスムーズに行うための指針とし
て活用。
・		シラバスに基づいた柔軟な授業設計を可能にするためのサポートツール。
このガイドラインの活用により、講師が新カリキュラムの変更点を把握しやすくなり、実
践に即した効果的な授業運営が期待される。

（4）受講アクセシビリティを向上する研修方法の検討
本事業では、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養
成研修の各研修において、オンライン等を活用した研修方法を検討し、受講しやすい研修方
法の提案を行った。それぞれの研修に適したオンライン活用の方法を整理し、研修の質を維
持しながら受講アクセシビリティを向上させる研修方法の提案および今後の課題について整
理した。
1）オンライン活用による研修方法
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本事業では、オンライン化の可能性を検討し、オンライン学習の特性に応じたオンライ
ン学習に適したカリキュラムの検討を実施した。
（ⅰ）認知症介護実践者研修におけるオンライン導入可能なカリキュラム

認知症介護実践者研修においては、理論的な知識の習得や事例に基づく討議が中心
となるカリキュラムについて、オンライン学習の導入が可能であると判断した。特に、
「認知症介護実践者研修の理解」や「認知症ケアの理念」など、基本的な概念や理論
を学ぶ科目は、講義形式での学習が中心であるため、オンライン講義やオンデマンド
学習での対応が適している。また、「権利擁護の視点に基づく支援」や「家族介護者
の理解と支援方法」など、法的枠組みや倫理的観点に基づく内容についても、講義や
ケーススタディを通じてオンラインでの学習が十分に可能である。
さらに、「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」では、事例を用いたオンラインディ
スカッションを行うことで、受講者同士の意見交換を促し、対面でのグループワーク
に近い学習効果を得ることが期待できる。「学習成果の実践展開と共有（計画作成）」
についても、オンライン上でグループワークを行い、計画作成の演習を実施すること
で、十分な学習効果を確保できる。

（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修におけるオンライン導入可能なカリキュラム
認知症介護実践リーダー研修では、リーダーシップや施策理解に関する知識習得を
目的とした科目については、オンライン学習との親和性が高い。特に、「認知症介護
実践リーダー研修の理解」では、研修の目的や意義を学ぶ内容が中心となるため、オ
ンライン講義での対応が可能である。「施策の動向と地域展開」においても、施策の
変遷や施策についての学習が中心となるため、資料や動画を用いたオンライン講義が
適している。
また、「認知症の専門的理解」に関しても、最新の動向や最新知識に関する学習が
中心であり、オンライン形式での講義や資料提供が有効である。「ストレスマネジメ
ントの理論と方法」については、理論的な内容の学習が中心であるため、オンライン
ディスカッションを通じた学習が可能であるが、実践的な演習を補完的に実施し、学
習効果を向上することが必要である。

（ⅲ）認知症介護指導者養成研修におけるオンライン導入可能なカリキュラム
認知症介護指導者養成研修では、教育方法論や施策理解に関する講義が多いため、
オンライン化による学習効果が期待できる。「研修の目標設定と総括」や「実践者等
養成事業の実施」では、研修の目的や計画を学ぶ内容が中心となるため、オンライン
での実施が可能である。また、「認知症ケアに関する施策と行政との連携」においては、
施策や行政の役割について学ぶ講義形式の内容が主であるため、オンラインでの学習
が適している。
「共生のために地域で支え合う体制づくり」については、地域支援の理論を学び、
オンラインディスカッションを通じて受講者同士の意見を共有することで、対面での
学習と同等の効果が得られると考えられる。「成人教育論」や「人材育成論」では、



17

成人学習の特性や人材育成の理論を学ぶ内容であり、講義形式での学習が中心である
ため、オンライン学習に適している。

（ⅳ）今後の課題と展望
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修
におけるオンライン導入の可能性を検討し、理論学習や施策理解に関する講義のオン
ライン化を推進することで、受講アクセシビリティの向上や学習機会の均等化に大き
く寄与することが確認された。しかし、オンライン導入の実施に向けては、いくつか
の課題が残されており、今後の方向性について明らかにした。
ⅰ）教育効果の維持・向上
①	学習効果の確保
　	オンライン研修は利便性が高い反面、集中力維持や知識定着に課題がある。イ
ンタラクティブ教材、確認テスト、アクティブラーニングを活用し、効果的な
学習環境を整備する。
②	受講者同士の交流促進
　	ブレイクアウトルーム、グループワーク、意見交換の場を活用し、相互学習の
機会を確保する。

ⅱ）研修の実施体制と運営方法の整備
①	技術サポート強化
　	操作ガイドの作成、事前接続テスト、トラブル対応窓口の整備で受講者の負担
を軽減する。

②	運営負担の軽減
　マニュアル整備、外部支援活用、オンデマンド研修併用で運営の効率化を図る。

ⅲ）対面研修とのバランスと最適な研修設計
①	実践スキル習得との両立
　	介護技術や対人スキルは対面研修が不可欠。オンラインと組み合わせたブレン
ド型研修を設計する。
②	受講者に応じた選択肢の提供
　	経験や勤務形態に応じ、対面・オンラインの適切な組み合わせを検討し、柔軟
な学習環境を整備する。

ⅳ）オンライン研修の効果検証と改善
①	受講率向上
　	アンケートや学習評価を定期実施し、フォローアップ研修を強化。受講履歴の
管理や修了証の発行で進捗を可視化する。

②	研修効果の評価基準策定
　	オンラインはテスト・課題、対面は実技試験・ケーススタディを導入し、適切
な評価方法を整備する。

ⅴ）受講者のモチベーション維持とフォローアップ
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①	継続学習支援
　	オンラインフォーラム、追加講座、相談会を活用し、学習の継続を支援する。
②	修了者ネットワーク形成
　	オンラインコミュニティを形成し、定期的な交流や情報共有を促進する。
	　以上、オンライン研修の導入により、受講者の利便性向上、地域間格差の解消、
コスト削減といったメリットが期待される一方で、学習効果の維持、技術的サポー
トの整備、対面研修とのバランスの確保といった課題が浮き彫りとなった。今後は、
オンラインと対面のブレンド型研修の最適化、受講者の継続的な学習支援、効果
的な評価方法の確立を進め、認知症介護研修の質をさらに向上させることが求め
られる。

2）オンデマンド教材の活用による研修方法
本事業では、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修のカリキュラムにお
けるオンデマンド学習の適用可能性を検討し、効果的な研修方法の提案を実施した。その
結果、各研修の特性に応じたオンデマンド学習の導入が可能な科目を特定し、対面研修と
のブレンド型学習による最適な研修方法を提示することができた。
（ⅰ）オンデマンド学習の導入が可能なカリキュラムの検討
ⅰ）オンデマンド学習の特性
オンデマンド学習は、時間や場所を選ばずに学習できる利便性が高く、特に理論
学習や基礎知識の習得に適している。本事業では、以下の特性を踏まえて、オンデ
マンド学習に適した科目を選定した。
・知識伝達型の講義内容（例：認知症の基礎知識、介護理論、制度・施策の解説）
・短時間で完結し、反復学習が可能な内容（例：法令や倫理、基本的なケア概念）
・視覚的な情報提供が有効な内容（例：図表や動画を活用した解説）
・	講師による即時フィードバックを必要としない内容（例：ケーススタディの基本
解説）

ⅱ）各研修におけるオンデマンド化が可能な科目
本事業における検討の結果、以下の科目についてオンデマンド学習の導入が可能
であることが明らかになった。
①	認知症介護実践者研修
　	A. オンデマンド学習の導入が適した科目：
　	・認知症介護実践者研修の理解
　	・認知症ケアの理念
　	・権利擁護の視点に基づく支援
　	・家族介護者の理解と支援方法
	　これらの科目は、理論や基本的な知識の習得に関する内容が中心であり、個別
学習による知識習得が可能であるため、オンデマンド化に適している。
②	認知症介護実践リーダー研修
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　	A. オンデマンド学習の導入が適した科目：
　	・認知症介護実践リーダー研修の理解
　	・施策の動向と地域展開
　	・認知症の専門的理解
　	・カンファレンスの技法（一部）
　	・ストレスマネジメントの理論（一部）
　	・認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論（一部）
　	・職場内教育（OJT）の理論（一部）
	これらの科目は、施策やチームマネジメント・教育や指導に関する知識を中心と
した内容であり、基本知識や理論部分のみオンデマンド学習による事前学習が有
効である。

（ⅱ）オンデマンド学習を活用した研修方法の提案
各研修において、オンデマンド学習と対面研修を組み合わせたブレンド型研修の方
法を提案した。
・	事前学習としてオンデマンド学習を活用し、受講者が基礎知識を身につけた上で
集合研修に臨む。
・	集合研修では、オンデマンドで学んだ知識を活用し、実践的な演習や討議を中心
に構成する。
・	職場実習は、オンデマンド学習と対面研修で得た知識とスキルを統合し、実践的
な経験を積む機会とする。
この手法により、受講者が効率的に学習を進めながら、対面研修での議論や実践的
なスキル習得に集中できる環境を整えることが可能である。

（ⅲ）オンデマンド学習導入の成果
ⅰ）受講の柔軟性向上

・	オンデマンド学習の導入により、受講者が勤務の合間や自宅で学習できるよう
になり、受講機会の格差が縮小する。
・	遠隔地の受講者や多忙な介護従事者でも、時間を選ばずに研修を受講できる環
境を整備できる。

ⅱ）学習の効率化
・	事前にオンデマンド学習を活用することで、集合研修での理解度が向上し、対
話や実技演習により多くの時間を割けるようになる。
・	知識習得の均一化が可能となり、講師の属人的な影響を最小限に抑えることが
できる。

ⅲ）研修の質の向上
・	事前学習による基礎知識の充実と、集合研修での実践的学習の組み合わせによ
り、学習効果が向上する。
・受講者の学習進捗が可視化され、必要に応じたフォローアップが可能となる。
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ⅳ）研修運営の効率化
・講師の負担軽減と研修の一部自動化により、研修運営の効率化が可能となる。
・	対面研修の時間短縮により、研修コスト（会場費・講師人件費・受講者の移動費等）
が削減できる。

（ⅳ）今後の課題と方向性
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修におけるオンデマンド導入の
可能性を検討し、理論学習や施策理解に関する講義のオンデマンド化を推進すること
で、受講アクセシビリティの向上や学習機会の均等化に大きく寄与することが確認さ
れた。しかし、オンデマンドを活用した研修の実施に向けては、いくつかの課題が残
されており、今後の方向性について明らかにした。
ⅰ）学習機会と継続性の課題と対策
①	学習者のモチベーション維持
　	オンデマンド学習は自己管理が求められるため、進捗管理の仕組み、ゲーミフィ
ケーション（ゲームの娯楽性や相互性を取り入れた学習方式）、報酬制度を導
入し、学習者の意欲を高める。さらに、集合型ディスカッションを組み合わせ、
学習者間の交流を促進する。

②	学習時間の確保
　	学習機会の調整や業務の一環としての認識強化を進め、学習評価と報酬制度を
組み合わせる。

ⅱ）学習効果の課題と対策
①	学習効果のばらつき
　	受講者の理解度の差を補うため、個別サポート体制を整備し、学習の定着を支
援する。

②	学習内容の質の担保
　	提供されるコンテンツの陳腐化を防ぐため、定期的な更新と専門家による監修
を実施し、最新情報を維持する。

③	評価の限界
　	オンデマンド研修の成果を正しく評価するため、小テストや学習ログの活用、
集合研修との併用による総合的な評価方法を確立する。

ⅲ）使用・操作技術の課題と対策
①	技術的な課題
　	通信環境やシステム障害による学習の妨げを防ぐため、オフラインが利用可能
な教材の準備やサポート体制の充実を図る。

②	システム運用管理
　	高品質なコンテンツを維持するため、教材のモジュール化や外部リソースの活
用を進め、必要な部分のみ更新できる体制を構築する。

③	コスト管理
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　	システム導入費や運用コストの負担を軽減するため、スモールスタートの採用
や既存研修資料の再利用を推進する。

④	トラブル対応
　	学習者の疑問やトラブルに迅速に対応するため、FAQ、チャットボット、サポー
ト窓口の設置を進める。

ⅳ）受講管理の課題と対策
①	学習継続の促進
　	受講者が学習を継続しやすいよう、学習進捗を可視化するダッシュボードやリ
マインダー機能を活用する。

②	学習者間の交流不足
　	オンデマンド学習の孤立感を防ぐため、オンラインフォーラム、ウェビナー、
グループディスカッションを導入し、相互学習を促進する。

③	研修効果の測定
　	研修の成果を適切に測るため、参加率、テスト結果、実務適用度などのKPI を
明確化し、定期的な報告を実施する。

ⅴ）方向性の要点
①	ブレンド型研修の標準化
　	オンデマンド研修と集合研修を組み合わせたブレンド型研修を推進し、効率的
かつ実践的な学習環境を整備する。

②	研修の持続可能性の確保
　	システム運用の安定化、評価体制の強化、コンテンツの継続的な改善を進め、
研修の質を維持する。

③	新技術の活用
　	AI、VR、ARなどの新技術を取り入れ、より実践的で効果的な学習環境を構築
する。

	　以上の課題と方向性をふまえ、今後は、オンデマンド学習のさらなる活用と研
修全体の改善を図りながら、より効果的な認知症介護研修の実現に向けて、継続
的な検証と改善を進める必要がある。

（5）認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査
1）目的

全国の研修実施状況を調査し、認知症介護研修における研修の質向上・受講しやす
さの課題をふまえ、今後の改善に向けた基礎資料を作成する。

2）方法
（ⅰ）	対象者 : 認知症介護研修を実施する全国 67自治体（47都道府県・20政令指定都市）
（ⅱ）調査手法 : 郵送・メールによる質問紙調査（自記式）
（ⅲ）実施期間 :2024（令和 6）年 9月 20日～ 10月 22日
（ⅳ）回収率 :55 件 /67 件（82.0%）
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（ⅴ）調査内容 :
・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修の実施状況
・研修の実施方法（対面・オンライン・ブレンド方式）
・オンライン研修の実施状況と課題
・事業者・関連団体からの要望

3）主な結果
（ⅰ）2023（令和 5）年度の実施状況
ⅰ）実施回数
・	認知症介護実践者研修 :4.60 回 / 年、認知症介護実践リーダー研修 :1.35 回 / 年
（81.8%の自治体が 1回のみ実施）

ⅱ）定員
・	認知症介護実践者研修 :67.50 人 / 回（最多は 50～ 59人）、認知症介護実践リー
ダー研修 :43.42 人 / 回（最多は 30～ 69人）

ⅲ）未修了者の状況
・	認知症介護実践者研修 :9.07 人、認知症介護実践リーダー研修 :2.42 人
・	未修了理由 :「一部科目未受講」（61.8%）が最多

ⅳ）研修方法
・	対面のみ：認知症介護実践者研修 47.3％ / 認知症介護実践リーダー研修：
61.8％
・	オンライン・ブレンド方式：認知症介護実践者研修 50.9％ / 認知症介護実践リー
ダー研修：34.5％

（ⅱ）2024（令和 6）年度の実施状況（予定を含む）
ⅰ）実施回数
・	認知症介護実践者研修 :4.56 回 / 年、認知症介護実践リーダー研修 :1.58 回 / 年

ⅱ）定員
・	認知症介護実践者研修 :65.54人 /回、認知症介護実践リーダー研修 :42.66人 /回

ⅲ）研修方法
・	対面のみ : 認知症介護実践者研修 54.5%／認知症介護実践リーダー研修 70.9%
・	オンライン・ブレンド方式 : 認知症介護実践者研修 45.5%／認知症介護実践リー
ダー研修 29.1%

（ⅲ）研修の学習効果・受講者満足度
ⅰ）学習効果

・	認知症介護実践者研修（5点満点）: 対面 4.19 点／オンライン 4.26 点
・	認知症介護実践リーダー研修（5点満点）:対面 4.26点／オンライン4.00点

ⅱ）満足度
・認知症介護実践者研修 : 対面 4.23 点／オンライン 4.26 点
・認知症介護実践リーダー研修 : 対面 4.21 点／オンライン 4.18 点
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オンライン・対面ともに大きな差はなく、一定の満足度がある。
（ⅳ）オンライン研修のメリット・課題
ⅰ）メリット
・地理的制約を受けずに受講可能（70.0%）、移動時間・コスト削減が多数

ⅱ）課題
・受講者のPCスキル不足
・受講者同士の交流・議論が難しい
・技術的トラブル対応の負担

（ⅴ）研修の定員・回数設定の根拠
ⅰ）定員
・「過去の受講希望者数」「会場の収容人数」「講師の確保状況」をもとに設定

ⅱ）回数
・「自治体の予算」「過去の実施状況」「受講希望者数の推移」を考慮し決定

（ⅵ）事業者・関連団体の要望
・定員拡大の要望（21.8%）
・研修回数増加の要望（12.7%）
・オンライン継続の要望（7.3%）
・対面研修希望（7.3%）

4）考察
（ⅰ）研修の実施状況と受講機会の格差

本調査の結果から、認知症介護実践者研修は平均 4.60 回 / 年、認知症介護実践リー
ダー研修は 1.35 回 / 年と、特に認知症介護実践リーダー研修の実施回数が極めて少
ないことが明らかになった。多くの自治体では認知症介護実践リーダー研修を 1回の
みの実施としており、受講希望者に応じた十分な受講機会が提供されていない可能性
が高い。
また、研修の定員についても地域差が大きく、認知症介護実践者研修では 50～ 59
人が最多であるが、自治体ごとの定員設定にばらつきがみられている。定員超過時の
対応として「抽選」による選考が最も多かったが、この方法では公平性が保たれてい
るとは言い難く、落選者が翌年度以降も受講できないケースが発生する可能性がある。
今後は、落選者への優先枠設定や、受講者数に応じた柔軟な定員調整が必要となる。

（ⅱ）オンライン研修の導入とその影響
自治体が予測する認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修の受講者満
足度はともに、オンライン研修の受講者満足度・学習効果は対面研修とほぼ同等（認
知症介護実践者研修 : 対面 4.19 点／オンライン 4.26 点、認知症介護実践リーダー研
修 : 対面 4.26 点／オンライン 4.00 点）であった。この結果から、研修方法の違いに
よる学習成果への影響はほとんどないことが示された。
一方で、オンライン研修の導入により受講機会が増加した自治体があるが、技術的
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な課題や受講者における学習上のスキル不足が大きな問題として浮上している。特に、
受講者のPCスキル不足や、「オンライン環境の不安定さ」「受講者間のコミュニケー
ション不足」「講師と受講者の双方向のやりとりが難しい」といった課題が挙げられ
ている。
このことから、オンライン研修を効果的に運営するためには、操作や使用技術支援
の充実や、対面での補完研修の導入が必要である。例えば、「事前テストセッション
の実施」「チャットやディスカッション機能の活用」「ブレイクアウトルームによるグ
ループワークの充実」といった工夫については全国的な普及や標準化が必要である。

（ⅲ）研修の定員・回数設定の課題
研修の定員や回数の設定に関する基準が自治体ごとに異なり、統一されていないこ
とが大きな課題と考えられる。
ⅰ）定員の設定基準 :「前年の受講者数」「会場の収容人数」「指導可能な最大人数」を
考慮して決定している自治体が多いが、基準のばらつきが大きい。
ⅱ）回数の設定基準 :「自治体の予算」「研修実施機関の人員・施設状況」「前年の受
講希望者数の推移」などをもとに決定されているが、地域によってばらつきがあり、
受講希望者が多い自治体では不足する可能性が示されている。例えば、受講希望者
が多いにもかかわらず、予算や講師の確保が困難なために「年 1回しか開催できない」
「定員オーバーによる落選者が多数発生する」といった課題が報告されており、定員
数の拡大や、研修回数の増加のニーズが多くみられていることから、全国的な研修
実施基準の統一が求められる。

（ⅳ）事業者・関連団体の要望への対応
本調査では、関連団体の要望として研修の定員拡大（21.8%）・研修回数の増加

（12.7%）を求める声が多く、特に受講希望者の多い地域では定員超過が大きな課題
となっている。
また、「オンライン研修の継続（7.3%）」「対面研修の維持（7.3%）」といった相反
する要望も見られており、受講者の状況による研修方法のニーズの違いに対して、す
べての受講者が受講しやすい仕組みを整備する必要がある。
一方で、関係団体・事業所からの要望が反映されている自治体は全体の半数以下（約
46%）であり、予算や講師の確保の問題から「現状では対応が難しい」とする自治体
も多い。このことから、事業者の要望を収集し、研修の改善につなげるための仕組み
が必要である。

（ⅴ）今後の研修の方向性
本調査の結果から、今後の認知症介護研修の実施に向けた課題として、受講機会の
拡充・オンライン研修の質向上・全国的な基準の統一が重要であることが明らかになっ
た。
ⅰ）受講機会の拡充

・研修回数の増加
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・定員超過時の対応策や基準の見直し（前年落選者の優先受講、増枠の検討）
ⅱ）研修方法の最適化

・対面とオンラインを組み合わせた「ブレンド型研修」の導入
・理論講義はオンライン、実習・グループワークは対面といった形式への移行
・全国統一の研修基準の策定（定員・回数・受講選考基準の標準化）

ⅲ）オンライン研修の質向上
・PC操作や技術支援の強化（事前オリエンテーション、事後フォロー等の実施）
・受講者間の交流促進（グループディスカッション・チャット機能の活用）
・通信環境の整備支援（研修前のテスト接続の義務化）

ⅳ）事業者・関連団体との連携強化
・受講者の増加を見越した講師確保と研修運営の体制強化
以上の点を踏まえ、今後は「ブレンド型研修」の普及と、全国的な受講機会の均
等化を目指した取り組みが必要である。また、オンライン研修の技術的な課題を解
決し、対面研修と同等の学習効果を維持できる環境を整備することが重要である。
さらに、受講者の増加を見越し、研修運営の体制を強化し、事業者の要望を適切に
反映するための仕組みを構築することが求められる。

（6）改定に係る周知用配信動画の作製と周知方法
1）目的
改定内容を全国の研修実施主体（自治体・実施団体）や認知症介護指導者等の関係者へ
効率的に周知し、改定後の研修運営が円滑に進むよう周知用配信動画を作製した。
2）内容
（ⅰ）構成

・	研修改定の背景、改定のポイント、カリキュラム変更内容を解説する動画（全 3
部構成）を作成。
・各動画は 20分～ 30分程度で視聴可能とし、負担軽減を考慮した。

（ⅱ）動画内容
ⅰ）研修改定の背景と概要
研修改定の背景と概要では、研修改定の必要性や背景、研修事業の経緯、本事業の
概要、改定の方針となる考え方について理解できるよう以下の内容で構成した。
・認知症介護実践者研修これまでの経緯
・改定の背景「令和 6年度介護報酬改定に関する審議報告　今後の課題」
・「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」概要
・改定に関する検討方針

ⅱ）認知症介護実践者研修
認知症介護実践者研修全体の改定ポイントの解説としては、目的、対象者、研修時
間、カリキュラム全体の新旧比較、主な変更点と研修日程、認知症介護実践者研修の
方向性に関する内容で構成した。
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各カリキュラム別の解説では、カリキュラムの目的と到達目標、学習内容と備考に
関する変更点を中心に解説する構成とし、以下の内容とした。
・研修の改定ポイント
・カリキュラム別解説（12科目）　

ⅲ）認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践リーダー研修全体の改定ポイントの解説としては、目的、対象者、
研修時間、カリキュラム全体の新旧比較、主な変更点と研修日程、認知症介護実践リー
ダー研修の方向性に関する内容で構成した。
各カリキュラム別の解説では、カリキュラムの目的と到達目標、学習内容と備考
に関する変更点を中心に解説する構成とし、以下の内容とした。
・研修の改定ポイント
・カリキュラム別解説（11科目）　

（ⅲ）周知の実施
・	「Dcnet」への掲載 : 認知症介護研究・研修センターのWEBサイトに動画を掲載し、
全国の研修担当者・実施団体・認知症介護指導者等が容易にアクセス可能な環境
を整備。
・	案内文の送付 : 研修担当者・実施団体・認知症介護指導者等に向けて動画の視聴
URLと案内文を配信し、適切な情報提供の環境を準備。

（ⅳ）今後の展開
・	Q&Aサイトの準備 : 視聴者からの質問や意見をWEB上で対応できる仕組みを整
備し、来年度以降に実装予定。
・	研修の円滑な移行支援 : 動画を通じた理解促進に加え、研修担当者・実施団体・
認知症介護指導者等が適切に対応できるよう継続的なフォローアップを予定。

（7）今後の課題と方向性
１）研修運用の適正化
（ⅰ）受講機会の拡充と公平な受講環境の整備

研修の受講機会を公平に確保するため、研修回数を増やし、受講者のニーズに応じ
た柔軟な受講枠の確保が必要であり、特に、認知症介護実践リーダー研修では受講希
望者が多く、希望しても受講できない状況が続いているため、開催頻度の増加と受講
者の勤務形態に合わせた受講機会の増加が重要である。また、定員設定についても見
直し、対面研修の座学部分をオンライン化することで受講枠を拡大し、学習効果を考
慮した適切な定員管理を行うべきである。さらに、受講者の選考方法を透明化し、公
平な受講環境を整えるため、地域差を考慮した全国的な統一基準を策定し、優先的な
受講枠の確保などを含めた適正な受講管理を進めることが必要と考えられる。

（ⅱ）研修方法の最適化
研修の実施方法については、対面研修とオンライン研修の特性を活かしたブレンド
型研修を導入し、より効率的かつ柔軟な運営を図ることが必要である。基本知識や理
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論に関する講義はオンラインで行い、実習やグループワークは対面で実施することで、
学習の質を維持しながら受講者の負担を軽減することが可能である。また、全国統一
のガイドラインを策定し、修了基準を統一することで、研修の公平性と質を確保し、
全国どこでも同じ水準の研修を提供できる体制を整える必要がある。

２）改定後研修の運用促進
（ⅰ）受講者の適応支援

研修改定により、カリキュラムの再編や履修時間の見直しを実施したが、受講者は
新たな学習プロセスに適応する必要があり、特にオンライン研修の導入による学習環
境の変化に対して十分なサポートが必要である。研修の目的や学習方法について事前
に周知を徹底し、適切な支援体制を整えることで、受講者がスムーズに研修を受講で
きる環境を構築することが求められる。

（ⅱ）指導者の育成と支援
指導者や教育担当者には、単なる技術指導にとどまらず、職員の負担軽減や心理的
安全性を確保したマネジメントが求められる。特に、指導方法が職員の負担とならな
いよう、メンタルヘルスやキャリア支援を含めたサポート体制を構築し、認知症介護
実践リーダーや認知症介護指導者の指導方法を強化する必要がある。

（ⅲ）研修の評価と効果測定
研修改定後の成果を最大化するために、定期的な評価を実施し、受講者の理解度や
実践力向上を測定する指標を確立することが不可欠である。受講者の実践状況を把握
し、研修の効果を継続的に検証する仕組みを構築するとともに、フォローアップ体制
を強化し、研修修了者が現場で実際に活用できるよう支援を行うことが求められる。

（ⅳ）認知症基本法の理念の反映
改定された研修では、認知症基本法の理念である「共生社会の実現」を実践できる
専門家の養成を強化している。認知症ケアの実践者が、学んだ内容を現場でどのよう
に活かせるかを具体的に検討し、行政・医療・介護が連携した包括的な支援体制の整
備が必要である。研修修了者が認知症基本法の趣旨を理解し、地域社会の支援体制の
構築に貢献できるよう、国のビジョンを踏まえた改定を継続していく必要がある。

３）オンライン研修の効果的な運用
（ⅰ）教育効果の維持と向上

オンライン研修の利便性を活かしながら学習効果を高めるため、インタラクティブ
な教材の活用やアクティブラーニングの導入が求められる。また、対面研修と同様に
受講者同士の交流機会を確保し、グループディスカッションやブレイクアウトルーム
を活用することで、相互学習の機会を提供する必要がある。

（ⅱ）研修の実施体制と運営方法の整備
技術サポートを強化し、受講者がスムーズにオンライン研修を受講できる環境を整
えることが不可欠である。FAQやヘルプページの充実、ライブ配信型とオンデマン
ド型研修の併用、運営負担を軽減するためのマニュアル整備や外部支援機関の活用な
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ど、オンライン研修の持続可能な運営体制を確立することが求められる。
４）オンデマンド研修の効果的な運用
（ⅰ）学習機会と継続性の確保

学習の進捗管理やフィードバックを強化し、学習者の自己管理能力を支援する仕組
みが必要である。ゲーミフィケーションの導入や短時間学習が可能なマイクロラーニ
ングの活用により、学習の継続性を向上する学習システムが必要である。

（ⅱ）運用体制の整備
クラウド型 LMSの活用によるコスト削減や技術サポート窓口の設置、問い合わせ
対応の円滑化を図るための FAQやチャットボットの活用など実施主体の負担を軽減
する方略の支援が必要である。

（ⅲ）アダプティブラーニングによる学習効率化
規定時間の履修を習得評価とするしくみは、個別の習熟度を考慮しない非効率的な
学習環境である場合が多く、今後は、学習者の習熟度に応じて最適化された学習を提
供し、学習成果に基づいた評価を行う仕組みが必要である。そのために、オンデマン
ド学習とアダプティブラーニングを組み合わせることで、時間にとらわれない柔軟で
効率的な学習環境を実現し、学習の質を向上させることが可能となる。今後の教育や
研修においては、時間の消費ではなく、学習者の理解度とスキル習得を重視するアプ
ローチへの転換が求められる。

５）継続的な指導体制づくり
（ⅰ）学習内容の活用支援

研修で学んだ内容が現場で活用され、認知症の人に還元されるためには、研修修了
後のフォローアップ体制が不可欠である。研修で得た知識やスキルを実践に活かすた
めには、職場の指導担当者が職場における継続的な指導を行う環境を整える必要があ
る。

（ⅱ）職場における指導者の教育力向上
オンデマンド研修のコンテンツ等を職場における学習教材として利用することで
OJT（業務内指導）と研修を連携し、学習内容の定着を促進するような、研修修了者
が学んだ内容を実践に活用できる体制を構築または支援することが重要である。
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5. サマリー

（1）事業概要と目的
　本事業は、「認知症基本法」、研修実施上の課題改善、認知症チームケア推進研修プログラム等の反映、
認知症介護研修の質向上と受講機会の拡充を方針とし、3点を主な目的として研修の改定を実施した。
1）認知症基本法の目的および基本理念を反映した研修カリキュラムの改定
2）認知症の行動・心理症状（BPSD）の予防・緩和を促進するチームケア手法の学習強化
3）受講しやすい研修形態（オンライン化等）の提案と導入促進

（2）方法
1）作業委員会の開催（4回）
・	認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修の課題と改善に
関する検討
・研修の目的、対象者、履修時間、カリキュラムおよびシラバスの課題整理と改善提案
・研修のオンライン化・ブレンド型研修の可能性の検討と提案

2）検討委員会の開催（3回）
・各研修の改定案及び作業委員会による提案の評価と承認

3）認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査の実施（2024 年 9月～ 10月）
・認知症介護研修の実施状況、受講者数、受講環境の調査（全国 67自治体）
・研修のオンライン化の実施状況と課題の収集

4）改定内容の周知
・研修改定ポイントを解説する動画を作成し、研修実施団体に提供する体制準備
・	改定に応じた指導用のガイドライン（新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイン
トと運用のヒント）作成

（3）研修カリキュラムの改定
1）認知症介護実践者研修の改定
・認知症基本法の理念を反映し、共生社会の実現を目指した支援スキルを強化
・「生活支援の方法」「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」などの科目を再編成
・家族支援や地域資源の活用を重視し、社会参加を促進

2）認知症介護実践リーダー研修の改定
・	認知症チームケア推進研修プログラムを「チームマネジメントの理論と方法」カリキュラムの学習
内容に追加
・チームマネジメントと職場内教育（OJT）に関するカリキュラムの再編成
・ストレスマネジメントとカンファレンスの技法に関するカリキュラムの拡充
・実習課題、実習評価を短縮し、地域ごとの柔軟な運用を可能に

3）認知症介護指導者養成研修の改定
・「共生社会の実現」に向けた指導力強化
・施策推進や行政連携に関する指導者の役割を明確化
・地域における指導対象を他事業所だけでなく広く一般化し、実習形式から演習形式に変更
・集合研修回数を 2回から 1回に変更
・オンライン研修時間を増加し、集合期間を 2週間に短縮したコースを追加

（4）受講アクセシビリティを向上する研修方法の検討
1）オンライン研修の導入
・知識習得型の講義をオンライン化し、演習・実技は対面研修を継続するブレンド型を提案
・オンライン研修実施におけるサポートを必須とし、サポート内容を提案

2）オンデマンド研修の活用
・オンデマンド学習の特性と課題について整理
・時間や場所を選ばず学習可能な利点を活かし、基礎知識習得科目をオンデマンド化
・運用上の課題と対策を整理

（5）認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査結果と方向性（回収率 55 件 /82.0％）
1）受講機会の格差と定員管理の課題
・	認知症介護実践者研修の年間実施回数は 4.60 回、認知症介護実践リーダー研修は 1.35 回であり、
特に認知症介護実践リーダー研修の開催頻度が低い自治体が多い。
・	研修の定員は、認知症介護実践者研修 50～ 59 人、認知症介護実践リーダー研修 30～ 69 人が
最多だが、自治体ごとに設定基準が異なり、ばらつきがある。
・	受講希望者が多い地域では、定員超過による抽選方式が主流となっているが、抽選に漏れた場合に
翌年度も受講できない可能性が高い。
・	受講希望者が多い地域では定員増加や受講機会の拡大に対する要望が強い一方で、講師や会場の確
保が難しく、定員拡大が困難な自治体も多い。
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・落選者の救済措置（翌年度優先枠の設定や増枠対応）など、受講機会を確保する仕組みが必要。
2）オンライン研修の導入とその課題
・	オンライン・ブレンド方式の導入が進んでいるが、受講者の ICTスキルの差が大きく、操作サポー
トが求められる。
・	技術的な問題（通信環境の不安定さ、システムトラブル）が受講の妨げとなるケースがあり、事前
の接続テストやサポート体制の強化が必要。
・	オンライン研修では、受講者同士の交流が不足し、グループワークや意見交換が難しいとの指摘が
ある。
・講師と受講者の双方向のやりとりが困難であり、質疑応答やディスカッションの工夫が必要。
・	受講者の満足度や学習効果はオンライン研修と対面研修で大きく変わらないものの、講師の負担増
（システム管理、受講者対応）が課題となっている。
・	集合研修との適切な組み合わせ（ブレンド型研修）を進めることで、オンラインの利便性を活かし
ながら学習効果を向上させることが求められる。

3）研修の統一基準がなく、地域差が大きい
・研修の定員、回数の設定基準が自治体ごとに異なり、一定の基準が必要。
・	受講者の選考基準（経験年数、職種、施設種別など）も自治体ごとに異なるため、公平性を担保す
る全国基準の策定が求められる。
・	オンライン研修の導入については自治体間で温度差があり、受講機会の公平性を確保するための指
針が必要。

4）受講後のフォローアップ体制の不足
・研修内容を職場で実践する際、指導者や経験者からの支援が受けにくいとの声が多い。
・OJTや継続的な学習支援を強化し、研修修了後も学びを深められる環境を整備する必要がある。
・受講者同士のネットワークを形成し、学びを継続できる場（フォローアップ研修、オンラインコミュ
ニティなど）の整備が求められる。

5）研修運営側の負担と支援の必要性
・研修実施自治体では、講師の確保が難しく、負担が大きいという課題がある。
・運営負担の軽減（オンライン研修のマニュアル整備、外部支援機関の活用）が求められている。
・事務作業の負担（受講者管理、研修資料の準備）が増加しており、ICTの活用による効率化が必要。
・	研修講師の教育力向上（指導技法の研修、教材の標準化）を図ることで、研修の質を向上させるこ
とが重要。
・	研修回数の増加、定員管理の見直し、オンライン研修の質向上、全国的な基準の統一、フォローアッ
プ体制の充実を進め、受講機会の公平性を確保しながら、研修の質を向上させる必要がある。

（6）今後の課題と方向性
1）研修運用の適正化
・受講機会の拡充：研修回数を増やし、定員管理を見直し、公平な受講環境を整備。
・	研修方法の最適化：オンラインと対面を組み合わせたブレンド型研修を導入し、全国統一基準を策
定。

2）改定後研修の運用促進
・	認知症基本法理念の強化：地域社会の認知症支援体制の強化に貢献できる「共生社会の実現」を担
う専門家の養成を継続的に支援
・受講者の適応支援：オンライン研修の導入に伴う学習環境の変化に対するサポート強化。
・サポーティブな指導力の向上：負担軽減やメンタルヘルス支援を含めた指導力向上の仕組みを構築。
・研修の評価と効果測定：受講者の学習効果や実践力向上の評価手法の確立と標準化。

3）オンライン研修の効果的な運用
・	教育効果の維持：インタラクティブ教材やグループワークを活用し、確認テストの導入による学習
効果の明確化と向上
・運営体制の整備：技術サポートやマニュアル整備でオンライン研修の継続的運用を確立。

4）オンデマンド研修の活用
・教材の質の確保：効果的な教材開発の支援
・学習機会の確保：ゲーミフィケーションや短時間学習を活用し、継続学習を支援。
・ブレンド型研修の促進：集合型研修とのブレンド効果を促進
・運用体制の強化：LMS導入支援や FAQ・チャットボット活用で負担軽減。
・	学習効率化：履修時間による制限を緩和し、個別の習熟度に応じたアダプティブラーニングへの移
行

5）継続的な指導体制の確立
・	学習内容の活用支援：職場における研修後のフォローアップを充実させ、現場での実践を促進する
体制整備。
・職場指導者の教育力向上：OJTと研修を連携し、実践的な学習環境を整備。



31

Ⅱ． 事業の背景と目的

1．背景
（1）認知症介護実践研修等事業の変遷
我が国における認知症介護実践研修等事業は、1986（昭和 61）年に開始された痴呆性老
人処遇技術研修に端を発する。この研修は、各都道府県や政令指定都市において 1か所の特
別養護老人ホームを研修施設として指定し、地域の介護従事者を対象に認知症介護に関する
知識と技術を提供するものであった。当時の研修内容は、認知症の病態理解や行動・心理症
状（BPSD）の原因と対処法、レクリエーションや療法などの介護方法、適切なコミュニケーショ
ン技術などが中心であった。しかし、この研修は個々の介護者の知識と技術の向上に重点を
置いていたため、組織内での活用が進まず、地域全体の認知症介護の質向上には限界があった。
2000（平成 12）年にはゴールドプラン 21の一環として、より体系的な「痴呆介護研修事業」
が創設された。この事業では、実務者を対象とする基礎課程、リーダーを対象とする専門課程、
地域の指導者を育成する認知症介護指導者養成研修の三層構造を採用した。これにより、各
地域で認知症介護の指導者を養成し、その指導者が地域の事業所に所属する実践者やリーダー
を育成する仕組みが構築された。研修内容は厚生労働省の標準カリキュラムに基づき、制度
理解や認知症の病態、アセスメントやケアプラン作成、基本的な介護技術、リハビリテーショ
ン、生活環境づくりなどが含まれていた。特に「痴呆介護の基本理念」に重点が置かれ、認
知症介護の理念の理解と実践を促進する教育が導入された。
2006（平成 18）年には、研修の名称が「認知症介護研修事業」に変更されるとともに、
内容の一部が改定された。この改定では、認知症の人の生活を中心に捉え、生活支援の視点
を強化する方針が打ち出された。さらに、知識や理論の習得に加え、実践的な介護技術の修
得を目的とし、研修名称も「認知症介護実践者研修」「認知症介護実践リーダー研修」に変更
された。認知症介護実践リーダー研修では、介護事業所の組織管理や人材育成を担う指導者
の育成を目的とし、チームケアを推進するための研修プログラムが整備された。
2013（平成 25）年には、認知症介護実践研修等の課題が指摘され、全国的な研修内容の
格差や、実践技術の教育内容の不足が問題視された。特に、パーソン・センタード・ケアの
理念が普及しつつも、高齢者虐待の増加が示すように、理念と実践の乖離が課題となった。
また、介護人材不足に伴い、介護未経験者の増加が認知症ケアの現場に影響を与え、初任者
向けの教育機会の不足が問題視された。さらに、研修の日数や回数、定員数などが原因で研
修参加が困難であることも指摘された。
これらの課題に対応するため、2016（平成 28）年には「認知症介護基礎研修」が新設され、
介護未経験者や無資格者を対象に、認知症ケアの基本的な知識や技術を提供する仕組みが導
入された。この研修では、認知症の人の理解と対応の基本、認知症ケアの実践的な方法につ
いて学び、講義と演習を組み合わせたカリキュラムが組まれた。また、eラーニングを活用す
ることで、受講の利便性を向上させ、多くの介護職員が基礎研修を受けられるようにした。
同時に、認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研修も改定され、全国統一
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の標準カリキュラムが策定された。認知症介護実践者研修では、認知症の原因疾患や症状に
応じた対応、非薬物的介入、アセスメントとケアの実践を強化し、介護経験 2年程度の実践
者の専門性向上を目的とした。また、認知症介護実践リーダー研修では、認知症介護技術の
指導技術やチームマネジメント能力を強化し、職場における教育指導の役割を担う人材の育
成が進められた。
2020（令和 2）年度には、厚生労働省の「認知症介護実践者等養成研修における受講の仕
組みを含むカリキュラムのあり方に関する調査研究事業」において、認知症ケア従事者が受
講しやすい研修の仕組みを検討するとともに、最近の認知症施策の動向を踏まえたカリキュ
ラムの改定が実施されている。具体的には、研修の質を確保しながらも、eラーニングの部分
的な活用を含めた受講方法の検討、認知症の人の意思決定支援ガイドラインの導入、各都道
府県の研修実施機関や指導者向けの研修資料の作成と周知が進められた。特に、認知症施策
推進大綱が 2019（令和元）年に示されたことを踏まえ、認知症の人やその家族の視点を重視
した施策の推進を目的とし、認知症の共生と予防を両輪とした本人主体の介護の実践と行動・
心理症状（BPSD）の予防について、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修、
認知症介護指導者養成研修への反映が必要とされている。これらを踏まえ、カリキュラムの
改定では、研修内容の不要な部分を削減するのではなく、研修の重点化と時間の圧縮を図る
ことで、受講者が参加しやすい形に整備し、eラーニングを導入することで、研修の利便性を
高める検討および改定が行われた。改定の最大の課題は、研修の質を維持しながら、より多
くの受講者が研修に参加できる環境を整備することであり、カリキュラムの見直しとともに、
有用な教材の整備や研修実施における工夫について検討されている。
（2）「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の成立
認知症施策推進大綱は、日本における認知症施策の基本的な方向性を示し、国・自治体・
関係機関・地域社会が一体となって認知症施策を推進するための指針を示すものである。認
知症の人が尊厳をもって自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目的とし、共生
社会の構築と発症予防の推進を両輪とすることを特徴とした基本理念を掲げている。
具体的な基本理念としては、認知症の人およびその家族が地域社会の一員として尊厳を保
ちながら暮らし続けることができる「共生社会」の実現を目指すとともに、発症予防や進行
の抑制に資する取り組みを推進するといった「共生と予防を両輪とした施策の展開」を理念
の 1つとしている。また、認知症本人の意向を尊重し、意思決定支援を行うことを基本とし
ながら、当事者主体の施策の策定・実施を進め、認知症の人自身が社会に参加し、役割を持
ち続けることができる環境の整備など「本人の視点を重視した施策の推進」を重視している。
さらに認知症施策は、当事者だけでなく、その家族、介護者、地域住民、企業、医療・福祉
従事者など、社会全体が関与するべき課題であるとし、世代を超えて誰もが関心を持ち、協
力し合うことができる体制を構築するといった「全世代・全主体型の取り組みの推進」を掲
げている。これらの基本理念に従い、認知症施策推進大綱は、「共生」と「予防」を柱とし、
認知症の人が尊厳を持ち、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す包括的
な指針であり、認知症に関する施策は、社会全体で取り組むべき課題として推進され、地域
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社会の共生環境の整備、医療・介護体制の強化、発症予防の推進、権利擁護の充実など、多
角的な視点から展開することを目標としている。
これら認知症施策推進大綱の理念を法的に位置づけ、共生社会の実現を国・自治体の責務
として明確化し、具体的な施策の推進の強化を目的として 2023（令和 5）年 6月 14日に「共
生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、2024（令和 6）年 1月 1日より施
行されている。
認知症基本法は、2023（令和 5）年 6月 7日に参議院本会議において可決・成立した。高
齢化の進展に伴い、認知症の人々が安心して暮らせる社会の構築が喫緊の課題となっている
中、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するために制定された法律である。本法の成立に
至る過程では、超党派の議員連盟が中心となり、認知症当事者やその家族、専門家の意見を
取り入れつつ法案を策定した。
認知症基本法の主旨は、認知症の人々が尊厳を持ちながら地域社会で安心して生活できる
環境を整備することにある。また、家族や支援者の負担を軽減し、医療、介護、予防、研究
といった各分野における認知症施策を一体的に推進することを目的としている。本法は、共
生社会の実現を目指し、国民全体の認知症に対する理解を深めることを重視している。
認知症基本法は認知症の人々の意思を尊重し、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を
実現することを基本理念として掲げている。また、全ての人々が協力して認知症の人々を支
える共生社会の構築を目指している。
施策の具体的内容は、認知症の早期診断・治療体制の強化として医療・介護体制の整備、
介護者支援として家族や介護者に対する負担軽減策の実施、地域における活動機会の提供や
就労支援の拡充による共生社会の実現、認知症予防に関する研究および治療法開発の支援の
推進等を基本施策の主な柱としている。
また高齢者のみならず、若年性認知症への対応も含め、幅広い世代への支援を目指してお
り、教育現場や企業内研修を通じて認知症に対する理解を深める取り組みも促進される。企
業や地域団体による認知症フレンドリーな社会づくりを促進し、認知症に配慮した製品やサー
ビスの普及等も推進している。
本法の制定により、認知症の人々やその家族が社会的孤立を避け、尊厳を持ちながら生活
できる環境を整備するための法的基盤が確立されたといえる。しかしながら、本法が掲げる
理念を具体的な施策として実現するためには、実行力のある計画の策定や、地域間における
支援体制の格差解消、国民全体の認知症理解をさらに促進するための普及啓発活動の強化等
が必要と考えられる。
（3）認知症の対応力向上および認知症介護に係る研修の課題（社会保障審議会）
2023（令和 5）年 12月 19 日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会では、2024

（令和 6）年度の介護報酬改定に関する審議報告が取りまとめられており、介護サービスの質
の向上と持続可能な制度の構築を目指し、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・
重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づく
り」「制度の安定性・持続可能性の確保」について検討されている。特に「地域包括ケアシス
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テムの深化・推進」に関する検討の中では認知症への対応力強化が重要な論点とされており、
特に行動・心理症状（BPSD）への対応力向上や、認知症介護に関する研修の受講環境整備な
どが議論され、認知症加算の見直し、認知症専門ケア加算の見直し、認知症の行動・心理症
状（BPSD）への対応強化、認知症介護に係る研修の受講環境整備の必要性が指摘されている。
特に現行の認知症介護研修（認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修等）は、
主に対面形式の実地講義を中心とした内容となっており、介護現場で働きながら研修を受講
する職員にとって、長期間の出張や移動を伴う研修形態は、業務との両立が困難であり、受
講機会の確保が課題であり、審議会では研修の質を確保しつつ、研修時間の見直しやオンラ
イン化の推進を積極的に検討すべきであるとされている。
また、認知症高齢者の増加に伴い、質の高い認知症ケアを提供できる人材の育成が急務で
あることから、認知症介護の専門性向上のため、研修の受講促進は不可欠であり、ICT 等を
活用したオンライン研修の導入や、研修のスリム化によって、必要な知識や技術を効率的に
習得できるようカリキュラムの見直しの必要性が課題となっている。
これらを踏まえ、理論学習と実践研修を効果的に組み合わせ、ブレンド型の研修体系を構
築することで、受講者の利便性を高めつつ、実践的なスキルの向上を図ることが早急に必要
である。

2．事業の目的
2019（令和元）年 6月に政府によってまとめられた「認知症施策推進大綱」では認知症の
人やその家族の視点を重視しながら、認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、
できる限り症状の進行を遅らせるとともに認知症の行動・心理症状（以下行動・心理症状
（BPSD））を予防できるよう、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症
介護指導者養成研修の円滑な推進と、eラーニング等の活用を含め、受講者がより受講しやす
い仕組みの必要性を謳っている。また、2024（令和 6）年 1月には「共生社会の実現を推進
するための認知症基本法」が施行され、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす
ことができるよう 7つの基本理念を示しており、特に「国及び地方公共団体は、個々の認知
症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、
認知症の人の保健、医療又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の確保、養成及
び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする（第 18条 3項）」とし、共生社会の実
現を推進しうる専門的介護人材の確保と資質向上の必要性を明記している。
しかし厚生労働省が推計する 2040（令和 22）年の介護人材必要数 280万人（第 8期介護
保険事業計画に基づく推計）に対して、2021（令和3）年度時点での介護職員数は214.9万人（厚
生労働省「介護サービス施設・事業所調査（（2021（令和 3）年度））と、介護人材不足の状
況は一層深刻になることが予測される。今後、急増が予測される認知症の人への効果的な支
援を行う専門的知識・技術を有する人材の養成および確保は急務であることが明らかである。
一方で、2023（令和 5）年 12月に社会保障審議会介護給付費分科会でとりまとめられた「令
和 6年度介護報酬改定に関する審議報告」では、認知症介護に関する研修（認知症介護指導



35

者養成研修や認知症介護実践リーダー研修等）について、研修の質を担保しつつ、研修時間
数も含めた研修のスリム化やオンライン化など受講アクセシビリティの向上に関する検討の
必要性について指摘されており、認知症介護に係る研修等の受講しやすい環境整備は喫緊の
課題である。
また、同審議会報告では、認知症チームケア推進加算の要件で求めている「認知症の行動・
心理症状（BPSD）の予防に資するケアプログラム」について、より多くの介護職員等の受講
を促進する観点から、同プログラムの受講環境の向上促進の必要性を指摘している。
これらのことから、認知症介護に関する専門的人材の養成および確保が急がれる中、認知
症基本法の理念である認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生
社会を推進する人材の養成、介護人材不足を原因とする研修受講率低迷の解消、行動・心理
症状（BPSD）の予防軽減を促進する認知症チームケアの推進などを踏まえた効果的な研修方
法の検討と実装が急務であると考えられる。
以上の経緯を踏まえ本事業では、全国の認知症介護従事者における研修受講率を促進し、
専門的知識や技術を有する人材の養成をめざした効果的な研修実施方法の確立を促進するた
め、以下の 3点を目的としている。
①		認知症基本法の基本理念等、最新の施策動向を反映した認知症介護実践者研修、認知症
介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修カリキュラムの改定

②		認知症介護実践者等研修カリキュラムにおける行動・心理症状（BPSD）の予防、緩和
を促進する認知症チームケア手法に関する学習内容の強化

③	受講アクセシビリティを向上する効果的な研修形態の提案と周知

3. 事業内容
（1）事業内容と実施体制
本事業は、認知症基本法の基本理念を踏まえつつ、認知症施策の最新動向を反映させた研
修プログラムの見直しを行い、現場のニーズに対応したカリキュラムを構築するとともに、
受講者がより参加しやすい研修形態を検討することを目的としている。
本事業では、認知症介護実践者等研修の改定を通じて、認知症介護従事者が必要な知識と
スキルを効率的に習得できる研修の提案を目指している。また、受講者が抱える地域的・時
間的制約を考慮し、アクセシビリティを向上させるための研修形態の提案を行うことで、研
修の受講率向上と多様な受講者のニーズに対応した柔軟な研修運営の両立を目指している。
事業遂行のための体制は、検討委員会と作業委員会で構成され、検討委員会は、学識経験
者や研修実施自治体の関係者、認知症介護指導者、そして認知症介護研究・研修センターの
専門スタッフによって組織されており、カリキュラム改定案の検討と承認を主な役割として
いる。一方、作業委員会は認知症介護指導者や認知症介護研究・研修センターが主体となり、
具体的な改定案の作成や作業を担当している。この二つの委員会が連携することで、現場の
実状を反映した実効性の高い研修プログラムの構築を目標としている。
事業内容は二つの大きな柱で構成されている。一つ目は、認知症介護実践者等研修のカリ
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キュラム改定である。認知症基本法の理念や認知症チームケア推進研修プログラムを反映し、
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修の目的や
対象者、カリキュラム内容の再検討を実施する。二つ目の柱は、研修の受講アクセシビリティ
を向上させるための研修方法の検討であり、全国の自治体や研修実施機関における現状と課
題を調査し、その結果をもとにオンライン研修の導入を含めた多様な研修形式の検討を実施
する。また、介護職員が受講しやすい研修環境の整備や、内容の柔軟な設計に向けた検討を
進め、受講者の多様なニーズに対応し、受講機会の増加と研修内容の充実を促進する。
本事業の成果としては、認知症介護の現場で活躍する従事者全体の知識やスキルの向上を
期待しており、認知症基本法の理念を反映した研修カリキュラムの普及や認知症チームケア
の推進を通じて、より効果的なケアが可能となる環境整備を推進する。また、受講者ニーズ
に応じた柔軟な研修プログラムの提供により、受講者数の増加を期待している。
総じて、本事業は認知症介護に関する研修の質的向上と、受講しやすさの両面からの改善
を図ることで、認知症施策全体の推進と現場での具体的な課題解決を目指しており、研修内
容や研修方法の検討を踏まえて、認知症介護の実践力を高める仕組みを構築し、介護従事者
の支援を促進することをねらいとしている（図 2-3-1-1）。

図２ ３ １ 事業全体の構成

【【目目的的】】
①認知症基本法の基本理念、認知症チームケア推進研修プログラム等、認知施策動向
を反映した認知症介護実践研修等のカリキュラム改定
②受講アクセシビリティを向上する効果的な研修形態の提案

カリキュラム改定案の検
討と承認
【構成】
・学識経験者
・研修実施自治体、実施団体
・認知症介護指導者
・認知症介護研究・研修セン
ター

カリキュラム改定案の検
討と作製
【構成】
・認知症介護指導者
・認知症介護研究・研修セン
ター

認知症基本法の理念、認知症チームケア推進研修プログラム、研
修実施上の課題等を踏まえた、「認知症介護実践者研修・実践
リーダー研修・指導者養成研修」の目的、対象者、カリキュラム
内容に関する検討および改定を行う

・全国自治体における認知症介護実践研修等事業の実施状況調査
を実施し、オンライン等の活用による研修効果や課題を明らかに
する
・多用な事業所に従事する全ての介護職員が受講しやすい研修形
態の検討を目的とし、オンライン受講、分散型実施、研修内容の
スリム化等を活用した研修の実施形態案を作製する

基本法理念の浸透、
チームケア推進等の
普及および認知症介
護従事者全体の知識
及びスキルの向上

多様な受講者ニーズ
に応じた研修受講の
促進および増加

検検討討委委員員会会（（ 回回））

作作業業委委員員会会（（ 回回））

効効果果的的なな研研修修カカリリ
キキュュララムムのの実実施施

研研修修受受講講のの促促進進

１１．．認認知知症症介介護護実実践践研研修修等等ののカカリリキキュュララムム改改定定

２２．．アアククセセシシビビリリテティィ向向上上ののたためめのの研研修修形形態態のの検検討討

事業体制 事業内容 事業成果

1

（2）事業スケジュール
本事業は、認知症基本法の理念に基づき、認知症施策の動向を反映した研修プログラムの
改定と受講アクセシビリティの向上について検討委員会等での検討を踏まえたカリキュラム
の改定、研修実施形態の見直し、改定後の周知活動を通じて、受講者が必要な知識とスキル
を効率的に習得できる環境を構築することを目的としている（図 2-3-2-1）。
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2

2024年 2025年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　 　　　　　●19日 　●12日 　 ●4日

　　　　　　　　●29日　 　　●15日 　　　　　 　　　　　　●25日 　　　　

①改定内容の説明動画作製と公開

・科目シラバス改定案の検討と承認

【【本本事事業業内内容容  】】
①認知症基本法の基本理念、認知症チームケア推進研修プログラム等、認知施策動向を反映した認知症介護実践研修等のカリキュラム改定
②受講アクセシビリティを向上する効果的な研修形態の提案
③周知用広報動画の作製と公開

事業項目

検討委員会

作業委員会

１．カリキュラム改定

①研修カリキュラム改定(目的、カリキュラム）

・カリキュラム改定検討と改定案作成

・カリキュラム改定案の検討と承認

②科目シラバス改定
・科目シラバス改定検討と改定案作成

②アクセシビリティを向上する研修方法案作成

３．周知用広報動画の作製と公開

③シラバス変更と運用のポイント等の改定
・シラバス変更のポイントと運用のヒント改定
・実習関連ガイドライン改定
・実習関連様式改定

２．受講アクセシビリティの検討

①全国自治体・実施団体向け実態調査

検討委員会

事務局

作業委員会

作業委員会

検討委員会

事務局

検討委員会

東京C原案作成
作業委員会検討

作業委員会

図 事業スケジュール

2

99//2200～～1100//2222調調査査実実施施・・分分析析

本事業のスケジュールは、2024（令和 6）年 7月から 2025（令和 7）年 3月までの期間
について以下のスケジュールで実施された。
（ⅰ）カリキュラム改定

認知症基本法の反映、および認知症チームケア推進研修プログラムの導入を実施し、
より実践的かつ効果的なカリキュラムとするために、以下のプロセスが進められた。
ⅰ）研修カリキュラム改定

①	研修の目的を再定義し、改定方針を決定した。
②	改定すべきポイントを整理し、新たな研修カリキュラム案を作成した。
③		作成したカリキュラム案を作業委員会で検討し、内容の適正性や実施可能性につ
いて協議を行った。

④	検討委員会での審議を経て、正式に改定案を承認した。
ⅱ）科目シラバス改定

①	各科目のシラバスについて、改定方針を決定し、新たなシラバス案を作成した。
②	科目ごとの内容を見直し、変更点について明確化した。

ⅲ）実施期間：2024（令和 6）年 7月～ 2025（令和 7）年 2月
	7 月からカリキュラム改定作業が始まり、委員会での検討を経て、2025（令和 7）
年 2月には改定案が最終承認された。
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（ⅱ）「シラバス変更のポイントと運用のヒント」等の改定
ⅰ）研修講師向けの指導ガイドの作成

①		新しいシラバスを用いた講義の進め方を明確にし、講師がスムーズに授業を進行
できるよう指導ガイドを作成した。

②		受講者が理解しにくいポイントについて、補足説明やディスカッションの導入方
法を提案した。

ⅱ）実習関連書式の改定
研修カリキュラムの改定に従い、実習書式の変更点について検討した。

ⅲ）実施期間：2024（令和 6）年 11月～ 2025（令和 7）年 2月
	11 月から改定作業が始まり、委員会での検討を経て、2025（令和 7）年 2月に改
定案を完成した。

（ⅲ）受講アクセシビリティの検討
全国の研修における受講者のアクセシビリティを向上させるため、調査を行い、改善
策を検討した。
ⅰ）全国自治体向け実態調査

①		研修の実施状況や課題を把握するため、全国の自治体を対象に質問紙調査を実施
した。

②		調査期間は 2024（令和 6）年 9月 20日～ 10月 22日とし、データを収集した。
③	調査結果を分析し、自治体における研修実施状況、課題を明らかにした。

ⅱ）アクセシビリティを向上する研修方法案作成
①		調査結果等をもとに、研修のアクセシビリティを向上させるための具体策を検討
した。

②	オンライン研修の活用に関する方針を提案した。
③	委員会での審議を経て、今後の研修実施に反映させる改善案を策定した。

ⅲ）実施期間：2024（令和 6）年 9月～ 2025（令和 7）年 2月
調査結果の分析を踏まえ、最終的な研修改善策が2025（令和7）年2月に策定された。

（ⅳ）周知用広報動画の制作・公開
カリキュラム改定の内容を関係者に広く伝えるため、広報動画を製作した。

ⅰ）改定内容の説明動画制作
①		研修カリキュラムの改定内容を簡潔に説明する動画を作成するため、制作方針を
決定した。

②	改定のポイントを整理し、シナリオを作成した。
③	制作業者と協力し、映像を制作した。

ⅱ）公開および周知活動
①	作成した動画を関係機関や自治体向けに公開するための準備を実施した。
②		研修実施機関、認知症介護指導者等を対象とし、公式サイトや関連イベントでの
周知環境を準備した。
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ⅲ）実施期間：2024（令和 6）年 11月～ 2025（令和 7）年 3月
動画制作は 11月から始まり、2025（令和 7年）年 2月に完成し、3月には公開された。
本事業は、認知症ケアに関する研修プログラムの質的向上と研修形態の柔軟化を実現
するため、検討委員会と作業委員会が連携して改定案を検討し、運用に向けた準備を遂
行した。



40

Ⅲ． 現状の課題と方向性

本事業の主旨である認知症介護実践者等研修の改定を実施する上で、認知症や認知症介護
に関する社会状況、施策の動向や、全国で実施されている研修実施上の課題、また、現行カ
リキュラムの評価等を踏まえた認知症介護実践者等研修に関する現状の課題や方向性を整理
した。

1．認知症基本法を踏まえた改定
認知症基本法の目的及び理念を実現するためには、認知症介護に携わる実践者が認知症基
本法の趣旨を深く理解し、それを日々の業務に反映することが重要であることから、本事業
における認知症介護実践者等研修のカリキュラム改定についても、認知症基本法の方向性を
反映した改定が必要と考えられる。
（1）共生社会の理念を実現するための理解促進
認知症基本法が示す「共生社会」とは、認知症の人々の意思や選択が尊重され、地域社会
の一員としての役割を果たしながら生活できる環境を指す。この理念を現場で体現するには、
介護職員が認知症の人々の生活や意志を尊重し、寄り添ったケアを提供することが求められ
る。研修を通じて認知症基本法の理念を実践者に浸透させることで、地域全体で認知症ケア
の質を向上させる基盤を築くことができる。
（2）介護職員の役割と責任の認識強化
認知症基本法では、国や自治体だけでなく、介護現場の実践者を含む国民全員が「共生社会」
の担い手として期待されている。とりわけ認知症介護の専門家である介護職員が自らの役割
と責任を認識し、認知症基本法の理念を実現するための知識やスキルを習得することは、地
域社会全体で認知症ケアを支えるための重要な要素である。
（3）現場に即した施策の実践力向上
認知症基本法が掲げる具体的な施策を介護現場で効果的に実践するためには、介護職員の
知識と技術の向上が不可欠である。研修において基本法の内容を反映させることで、実践者
がこれらの施策を現場に適用する力を高めることが可能となる。
（4）国民理解の促進と共生社会の基盤強化
認知症基本法は、国民全体の認知症に対する理解促進を目的の一つとしている。介護職員は、
利用者やその家族、地域住民に直接接する立場であり、認知症への理解を広げる役割を担っ
ている。研修を通じて認知症基本法の趣旨を反映した知識を習得することで、介護職員自身
が共生社会を推進する啓発的・広報的な役割を果たすことが期待される。
（5）法の趣旨に基づく研修内容の刷新
これまでの研修では、実践的な介護技術や認知症に関する基礎的知識が主軸となっていた
が、認知症基本法の制定により、介護職員がより幅広い視点で認知症ケアに取り組む必要が
生じている。研修内容に法の趣旨を反映させることで、制度的な背景や地域社会全体との連
携を意識したケアの提供が可能となる。
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認知症基本法の理念と施策を研修主旨に反映させることは、介護現場における質の高い
ケアの実現と、認知症の人々が安心して暮らせる社会の実現に直結する重要な取り組みと
考えられる。

2．認知症介護指導者の指導課題を踏まえた方向性
認知症介護指導者を対象として認知症介護実践者研修の目的、対象者、研修時間、カリキュ
ラムについての指導上の課題を調査し、その結果を整理したものである（巻末資料 1）。調査
結果は、指導者が研修運用や指導上感じている課題と、それに基づいて導き出された方向性
を項目別に明確化したものとなっている。
（1）認知症介護実践者研修
1）目的に関する課題と方向性（表 3-2-1-1）

表 認知症介護指導者の意見と方向性【実践者研修】

項項目目 要要点点 主主なな意意見見 方方向向性性

目目的的

実践者が地域の活動に関与することが難しい
現実があるため、目的の再考が必要。

「地域の認知症ケアの質向上に関与することができるように
なるとあるが、実際は地域の活動や取組に関与したくてもで
きないという実践者が多い。」 ・地域～の表現を変更する

か
・ゴール設定を実現可能な
ものへ

目的が広すぎるため、初心者には難易度が高
い可能性がある。

「本来の対象である 年程度の経験の者にとっては、自身の
ケアを振り返り、見つめなおす程度にとどめておいた方がよ
いのではないか。」

目的が曖昧であり、具体的な達成目標が必要。 「研修の目的が曖昧で、何を達成するべきかが不明確。」

対対象象者者

年の実務経験では、必要な理解が難しいとの
意見がある。

「実務経験 年で基礎研修を修了していても、なかなか中核
症状や、 が理解できているとは言えない。 年は短いの
ではないかと思う。」

・実務経験年数の条件を見
直し 研修前に必要な知識を
習得させるための予備学習
を導入
・実務経験以外の基準を設
定する

実務経験年数の増加が必要とされている。 「介護を全く学んでこない方や中高年齢層が増えた今、実務
経験は 年以上が理想と思う。」

受講者の経験や理解度に応じた柔軟な対応が
求められている。

「経験者や基礎研修受講者であっても、受講者の力量により
丁寧な説明が必要であったり、深い内容を求められる場合も
あり、適切か否かの判断が難しい。」

研研修修時時間間

研修時間の短縮が内容の詰め込みにつながっ
ており、受講者が理解しにくい状況が生じてい
る。

「講義演習が旧カリキュラムよりも 日短くなったことで、
研修後のアンケートでは『短期間に詰め込み過ぎのように感
じる』という意見が多かった。」

・必要に応じて研修時間を
延長し、内容の詰め込みを
緩和する。
・研修内容のスリム化に応
じた研修時間のスリム化

研修時間が短いことで、内容の理解が表面的
になりやすい。

「研修時間が短くなり、十分咀嚼しての講義となっており、
時間が足らない場合は言葉を覚えるような研修になっている
と思います。」

研修時間が長いことのメリットもあるが、負
担が大きいとの意見もある。

「研修としては長くて大変なことはありますが、学ぶことは
多くあり認知症の質の向上には必要なことだと思います。」

認知症介護実践者研修の目的に関しては、実践者が地域での活動に関与することが困難
であるという現実から、目的を現実的かつ実現可能なものに再設定する必要性が指摘され
ている。また、目的が広すぎるため、初学者には難易度が高く感じられるという意見も見
られる。さらに、目的が曖昧であり、具体的な達成目標を示すことが重要であるという指
摘も多い。
これらの意見を踏まえ、方向性としては以下が挙げられる。
・目的を実現可能なゴールへと明確化する。
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・地域への活動関与を強調する表現を適切に調整する。
2）対象者に関する課題と方向性
対象者については、現行の条件である 2年以上の実務経験では、必要な理解が十分でな
い可能性があるという意見が多い。中核的な介護者としての能力を十分に発揮するために
は、実務経験年数を増加させる必要があるとの指摘もある。また、受講者の経験や理解度
に応じた柔軟な対応が求められていることも明らかになっている。
これを受けて、以下の方向性が考えられる。
・実務経験年数の条件を見直し、必要な知識を補完する準備学習を導入する。
・実務経験以外の基準を設定し、多様な対象者が受講可能な仕組みを構築する。

3）研修時間に関する課題と方向性
研修時間の短さについては、内容の消化が不十分であり、受講者が深く理解することが
難しいとの意見が多い。一方で、研修時間を長くすることで、負担が大きくなるという懸
念もある。短期集中型では、密度の濃い内容の提供が可能である反面、理解の定着には課
題が残ることが分かった。
これに基づき、以下の方向性が考えられる。
・必要に応じて研修時間を延長し、内容を深く学ぶための時間を確保する。
・研修内容のスリム化を進め、受講者の負担と内容のバランスを最適化する。

4）カリキュラムに関する課題と方向性（表 3-2-1-2）
（ⅰ）認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援

このカリキュラムでは、内容が広すぎることや時間が短いという課題が指摘されて
いる。特に、意思決定支援や権利擁護に関する内容が曖昧であり、単元としての統合
が求められている。方向性としては、意思決定支援を権利擁護関連科目に内容を統合
し、具体的で実践的な内容に整理することが挙げられている。

（ⅱ）生活支援のためのケアの演習 1
受講者にとって科目名が抽象的であり、内容が分かりにくいという意見がある。ま
た、広く生活支援をカバーするための時間が不足しているとの指摘もある。
これに対し、科目名を具体的かつ明確にし、内容を「生活支援の方法」に変更する
ことが提案されている。また、実践的な生活支援の手法を盛り込む必要性が指摘され
ている。

（ⅲ）QOLを高める活動と評価の視点
「評価」という言葉が抽象的であり、失礼に感じる受講者がいる可能性があるとの
意見が出されている。さらに、QOLという概念が理解されにくいとの指摘もある。
これに基づき、QOLを高める活動を生活支援科目に統合し、受講者が具体的な実
践につなげられる内容に改定する方向性が示されている。

（ⅳ）家族介護者の理解と支援方法
支援方法が現実の状況と乖離しており、受講者にとっての実践的価値が薄いとの指
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摘がある。また、新しい家族像を考慮した内容が必要であるとの意見が挙げられてい
る。
この課題に対して、家族支援の方法論を具体的に示し、多様な家族支援の実例をカ
リキュラムに取り入れる方向性が示されている。

（ⅴ）権利擁護の観点に基づく支援
権利擁護について学ぶ機会が不足しており、時間が短いため、深い理解が難しいと
の指摘がある。これに対して、意思決定支援の基本的な理解を補強し、必要に応じて
研修時間の延長を検討することが求められている。

（ⅵ）地域資源の理解とケアへの活用
地域資源の重要性は認識されているが、実際の活用方法が具体的に示されていない
との意見がある。
これを受けて、地域支援を重点に置いた演習を導入し、具体的な地域資源の活用例
を提示する方向性が示されている。

（ⅶ）学習成果の実践展開と共有
時間が短く、科目名が分かりにくいとの指摘がある。また、学んだ内容を他の受講
者と共有する機会が限られているとの課題も挙げられている。
これに対応し、共有のための時間を確保し、ディスカッションを促進する仕組みを
構築することが提案されている。

（ⅷ）生活支援のためのケアの演習 2
演習内容が曖昧であり、行動・心理症状（BPSD）への具体的な対応方法が不足し
ているとの意見がある。
この課題に対し、行動・心理症状（BPSD）の予防に重点を置いた内容に改定し、
具体的な支援方法を学べる構成にする方向性が示されている。

（ⅸ）アセスメントとケアの実践の基本
アセスメントの基本的な理解が不十分であり、具体的な指導方法が欠けているとい
う指摘がある。
これに対して、事例を用いた具体的なアセスメント方法を提示し、理解を深める内
容に改定することが求められている。

（ⅹ）職場実習の課題設定と報告・評価
職場実習の課題設定では、目標設定が曖昧で、学習成果が分かりにくく、時間が不
足しているとの意見がある。また、報告や評価の基準が不明確である点が課題として
挙げられている。
この課題に対応するため、明確な目的や評価基準を設定し、受講者が成果を実感で
きるような仕組みを構築することが提案されている。
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カカリリキキュュララムム名名 主主なな指指摘摘課課題題（（原原文文）） 方方向向性性

認認知知症症ケケアアのの理理念念・・倫倫理理とと意意思思決決定定支支援援 内容が広いため、設定時間は短いように思います。特に、意思決定
支援は権利擁護の単元と重ねることも一案だと思います。」

意思決定支援と権利擁護を統合
内容を整理

生生活活支支援援ののたためめののケケアアのの演演習習 科目名を見ただけでは、受講者にはその内容が伝わりにくい。」幅
広く生活を支援する視点が必要。内容が多く時間が不足

科目名を具体的にし、内容に沿ったものに変更「生
活支援の方法

社会生活に拡大し、最終科目として最後へ順番を変更

をを高高めめるる活活動動とと評評価価のの観観点点 評価という言葉が失礼に感じるような気がします。『 を高め
る』」

他科目との統合
生活支援科目へ

家家族族介介護護者者のの理理解解とと支支援援方方法法 支援方法が現実の実務に合っていない。当事者としての想いや生活
課題、生活での工夫等が聴ける機会が必要。新しい家族像が必要

現実的な方法論を盛り込む。
多様な家族支援の実例を用いる

権権利利擁擁護護のの観観点点にに基基づづくく支支援援
いまはもっと権利擁護について学ぶべき時代なのに、時間が短すぎ
て、しっかりと演習を行って考え方を落とし込むまでには至らない
ことがある。」

意思決定支援の基本的理解を挿入

時間延長の必要？

地地域域資資源源のの理理解解ととケケアアへへのの活活用用 地域資源の理解は必要であるが、ケアへの活用へと広げることや、
職場実習につながっているとは言い難い。

社会生活支援との重複を調整
実際の地域資源を用いた演習

学学習習成成果果のの実実践践展展開開とと共共有有 時間が短い、科目名がわかりにくい
科目名を具体化し、共有の目的と範囲を明確にする。

共有時間を確保し、ディスカッションを促進する。

生生活活支支援援ののたためめののケケアアのの演演習習
行動心理症状の理解、評価を明確に。
予防の視点が重要。
科目名がわかりにくい

予防に焦点を絞り、具体的な対応方法を学ぶ。
理念、権利擁護の次に移動

・科目名の変更を検討、 （行動・心理症状）へ
のアプローチ方法、支援方法、ケアの方法

アアセセススメメンントトととケケアアのの実実践践のの基基本本 内容が広範で理解が追いつかず、事前学習や丁寧な説明が必要。介
護過程の展開が良い。生活支援２と重複。

事前学習資料を提供し、アセスメントの基礎を理解
させる。
アセスメント科目を事前に行う

職職場場実実習習のの課課題題設設定定 科目名がわかりにくい。誰の課題かわからない。課題抽出から計画
作成までを行うには、時間が不十分

科目名の検討
課題設定に十分な時間を確保する。

職職場場実実習習 根拠を示すことができない、根拠の意味が理解できていない受講生
が多い。」

実習の目的と根拠を明確にし、事前に指導を行う。
実習後のフォローアップを強化する。

職職場場実実習習報報告告・・評評価価 何を持って、実習ができたとするのか明確な基準がない。時間が不
足している

明確な評価基準を設定し、受講者と共有する。

時間増加の検討

表 認知症介護指導者の意見と方向性【実践者研修】表 認知症介護指導者の意見と方向性【実践者研修】

（2）認知症介護実践リーダー研修
1）目的に関する課題と方向性（表 3-2-2-1）
認知症介護実践リーダー研修の目的について、地域でのリーダー育成に十分対応できて
いないとの指摘がある。特に「地域の認知症施策の役割を担う」という役割を担うことが
現実的には困難であり、目的が妥当ではないとの意見が挙げられている。
また、行動・心理症状（BPSD）に過度に焦点が当たり、カリキュラム全体において行動・
心理症状（BPSD）の重みが大きいという指摘もある。
これらの課題を受けて、以下の方向性が示されている。
・地域視点の育成を重視し、研修内容に反映させる。
・行動・心理症状（BPSD）の比重を軽減し、他の実践スキルに関する学びを充実させる。

2）対象者に関する課題と方向性
認知症介護実践リーダー研修の内容が、認知症介護実践者研修修了者にとって難しすぎ
る場合があるため、対象者の選定基準を再考する必要があるとの意見が多い。特に、受講
者が必要な知識やスキルを十分に備えていない場合、理解が難しくなることが問題視され
ている。
これに基づき、以下の方向性が示されている。
・選定基準を見直し、実務経験以外の基準を検討することで多様な対象者に対応する。
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・	認知症介護実践者研修修了者が認知症介護実践リーダー研修を受講する前提として必
要な準備学習を設ける。

3）研修時間に関する課題と方向性
研修時間の長さについては、長すぎる場合と短すぎる場合の両方の意見がみられ受講者
のニーズに適合していないとの指摘がある。また、研修時間の短縮が必ずしも受講環境の
改善につながらないと感じる受講者が多いとの意見もある。
これに対して、以下の方向性が示されている。
・	必要に応じて研修時間を延長するか、研修内容のスリム化を進めることで、受講者の
負担を軽減しつつ学びの効果を高める。
・	受講者数の拡大を目指すための受講環境の改善を検討する。

表 認知症介護指導者の意見と方向性【実践リーダー研修】

項目 要点 主な意見（原文） 方向性

目目的的

リーダー研修の目的が地域でのリー
ダー育成に十分に対応していないとの
意見がある。

「『地域の認知症施策の役割を担う』講義の中
では、学ぶが実際リーダー研修修了者が地域で
活躍しているとは思えない。」

・地域の質向上の見直し
・ の比重を軽減（認知症の行動・心理症状）に

過度に焦点を当てているとの指摘があ
る。

「必要な内容は網羅されている。ただし、この
文章だと の比重が大きい印象を受け
る。」

対対象象者者
リーダー研修の内容が実践者研修修了
者にとって難しすぎる場合があるため、
受講者の選定基準を再考する必要があ
る。

「実践者研修を受講していないとリーダー研修
の内容のつながりが薄くなり、理解できていな
いまま進んでしまっているのではないかと疑問
を感じているので、実践者研修での学びは重要
であり、リーダーを受ける条件として必要だと
思います。」

・選定基準および実務経験以外の対象
基準の検討

時時間間

研修時間が長すぎる、または短すぎる
との意見があり、受講者のニーズに応
じた適切な時間配分ができていない。

「シラバスの内容を伝えるには、不十分。（理
解できる、あるいは気づけるように伝え、伝
わったかどうかの確認まではできない）」

・研修時間の延長か、研修内容のスリ
ム化

研修時間の短縮が必ずしも受講環境の
改善につながらないと感じる受講者が
多い。

「受講日数の短縮が受講しやすさに対して大き
な改善をもたらしていないことがわかりま
す。」

4）カリキュラムに関する課題と方向性（表 3-2-2-2）
（ⅰ）認知症介護実践リーダー研修の理解

講義時間が長すぎるとの指摘があり、個人ワークの時間が十分に確保されていない
という意見が多い。特に、個人の理解を深めるためのワークの不足が課題として挙げ
られている。方向性としては、時間配分の調整を行い、個人ワークの時間を確保する
ことが求められる。

（ⅱ）認知症の専門的理解
内容が多岐にわたり、受講者が消化しきれない点が課題とされている。また、最新
の研究に基づく内容への更新が必要であるとの指摘もある。
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これに対し、内容を整理・精査して重点を絞り、認知症介護実践リーダー研修にふ
さわしい内容に改定することが方向性として示されている。

（ⅲ）施策の動向と地域展開
現行の 210 分では長すぎるという意見があり、内容をコンパクトにまとめる必要
性が指摘されている。この課題に対して、時間の短縮を図るとともに、最新の施策情
報を反映した内容に改定することが求められる。

（ⅳ）チームケアを構築するリーダーの役割
「チームアプローチ」に関する科目と重複していることが問題視されている。
方向性として、「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法」に統合する
ことが提案されている。

（ⅴ）ストレスマネジメントの理論と方法
オンライン形式の講義が受講者の理解促進に十分でないとの指摘があり、双方向型
の交流が求められている。方向性として、オンライン形式における議論や意見交換の
方法を工夫することが重要である。

（ⅵ）ケアカンファレンスの技法と実践
研修時間が不足しており、理論と実践のバランスが悪いという意見が挙げられて
いる。
これを受けて、研修時間を適切に調整し、理論と実践をバランス良く学べる構成に
改定することが提案されている。

（ⅶ）認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法
指導的な教え方よりも、実践に重点を置いた内容に改定する必要があるとの意見が
ある。これに対し、実践型の指導を強化し、効果的なチームケア手法を学べる内容に
する方向性が示されている。

（ⅷ）職場内教育の基本視点
リーダーとしての自覚と教育的視点の不足が課題であるとの指摘がある。また、教
育的視点のバランスが不明確であることが問題とされている。方向性として、カリキュ
ラム内容を再構築し、目的を明確化することが求められる。

（ⅸ）職場内教育（OJT）の方法の理解
演習時間が不足しており、内容の深掘りができていないとの意見がある。
これに対して、演習内容の見直しと時間配分の再調整を行い、深い理解につながる
研修内容とすることが必要とされている。

（ⅹ）職場内教育（OJT）の実践
実践効果が十分に得られていないことが課題であり、基本的な指導方法が統一され
ていないという指摘がある。これを受けて、研修内容をより指導方法に特化した形に
改定することが提案されている。

（ⅺ）職場実習の課題設定
課題設定の時間が不足しており、十分な準備ができていないとの意見がある。
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方向性として、課題設定に必要な時間を十分に確保することが求められている。
（ⅻ）職場実習

実習内容が十分でなく、実務に役立てる方法が不明確であることが課題とされて
いる。
これに対応し、実習内容に即した計画の作成と支援を強化する方向性が提案されて
いる。

（ⅹⅲ）職場実習報告・評価
評価のための時間が不足しており、学びを深めるための振り返りが十分に行われて
いないとの指摘がある。これに対して、評価に必要な時間を十分に確保し、受講生が
成果を実感できる環境を整えることが必要である。

カカリリキキュュララムム名名 要要点点 主主なな意意見見 方方向向性性

認認知知症症介介護護実実践践リリーーダダーー研研修修のの理理解解 講義時間が長すぎる反面、個人ワークの
時間が不足。

「単純に長いと感じる」「個人ワークを取る時間が
取れず、書ききれていないケースが多い。」

時間配分の調整が必要。個人ワークの時
間を確保する。時間短縮の検討

認認知知症症のの専専門門的的理理解解
内容が多岐にわたり、受講者が消化しき
れない。また、実践者研修で伝えるべき
内容が含まれている。

「内容が多岐にわたりすぎており、時間が足りない。
受講者側も消化しきれない。」「認知症介護実践者
研修で伝えられていれば、リーダー研修では必要な
いのではないか。」

・内容の整理と精査が必要。リーダー研
修にふさわしい内容に絞る。
・最新、専門的な内容が無ければ、削除

施施策策のの動動向向とと地地域域展展開開
現行の 分が長すぎるとされ、他の科
目に時間を割り当てるべきとの意見があ
る。一方、短いという意見もある

「策や地域における取組を理解することは必要であ
るが、 分は長いと思う。 分程度としてその分
を、カンファレンスの技法と実践や へ時間を配
分した方がより良いと思う。」

時間の検討
認知症の専門的理解に、最新情報として
統合

チチーームムケケアアをを構構築築すするるリリーーダダーーのの役役割割
他の講義と内容が重複しており、特に
「チームアプローチ」との内容が重複し
ている。

「『チームケアを構築する』は無いほうが良い。こ
のタイトルだと、チームアプローチと重複する内容
になってしまうような気がする。」

カリキュラム内容の精査と重複部分の削
除または統合を検討する。
チームアプローチ科目との統合
「認知症ケアにおけるチームマネジメン
トの理論と展開」

スストトレレススママネネジジメメンントトのの理理論論とと方方法法
オンライン形式での実施が難しいとされ、
議論や意見交換が不十分になる可能性が
ある。

「オンラインでは、考えの共有はできても議論する
にはまだまだ難しいと感じます。」

オンライン形式における議論や意見交換
の方法を工夫する。

ケケアアカカンンフファァレレンンススのの技技法法とと実実践践 演習時間が不足しており、理論と実践の
バランスが悪い。

「模擬カンファレンスの時間確保が厳しい。」「演
習時間が取れない。」

演習時間を増やし、理論と実践のバラン
スを取る。

認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムアアププロローーチチ
のの理理論論とと方方法法

理論的な教えよりも、実践に重点を置く
べきとの意見がある。

「理論を中心に教える科目ではなく、効果的なチー
ムアプローチを学ぶ科目なので、『の理論』はなく
てもよいのではないか？」

理論部分を削減し、実践に重点を置いた
内容に変更する。
チームマネジメントとして統合

職職場場内内教教育育のの基基本本視視点点 リーダーとしての自覚と教育的視点のバ
ランスが不明確。

「教育的視点なのか、リーダーとしての自覚を持つ
べき内容なのかが判断できない。」

カリキュラム内容を再構築し、目的を明
確化する。
・職場内教育における指導計画の方法

職職場場内内教教育育（（ ））のの方方法法のの理理解解 演習時間が不足しており、内容の深掘り
ができていない。

「方法の伝達だけならもう少し 時間でも理解できる
のでは。」

演習時間を確保し、 の実践に向けた
内容を強化する。
職場内教育における指導方法

職職場場内内教教育育（（ ））のの実実践践
実践が効果的に行われていないとされ、
時間配分や演習内容の再考が必要。基本
視点科目との重複

「内容が多岐にわたり深いので、演習等の時間がな
かなか取れない。」 演習内容の改善と時間配分の再調整

職職場場実実習習のの課課題題設設定定
課題設定の時間が不足しており、リー
ダー個々の特性を活かした設定ができて
いない。

「課題を掘り下げ検討していくには、あと 時間くら
いあってもよいかと思います。」 課題設定に必要な時間を十分に確保する。

職職場場実実習習 実習内容が十分でなく、実際の職場状況
を反映した計画を立てる必要がある。

「 計画作成までではなく、実践も行った方が良
いと指導者会議で決定し、昨年度から 週～ 週にし
ている。」

職場状況に即した計画の作成を支援する。

職職場場実実習習報報告告・・評評価価 評価のための時間が不足しており、学び
を深めるための時間配分の見直しが必要。

「職場実習発表後に、再度振り返りをする時間があ
りが現状ではきつきつの時間となっている。学びを
深めるためにももう少し時間があればと思う。」

評価に必要な時間を十分に確保し、受講
生が学びを深められる環境を整える。

表 認知症介護指導者の意見と方向性【実践リーダー研修】



48

3. 研修プログラムの妥当性に関する課題と方向性
現行の研修目的、対象者、時間、カリキュラムの改定にあたり、認知症介護研究・研修セ
ンター（仙台・東京・大府）研修部において、研修プログラムの妥当性に関する検討を実施
した。研修プログラムの妥当性評価の基準項目としては、「目的とカリキュラムの整合性」「カ
リキュラム連動性」「カリキュラムの順序性」「カリキュラム独自性」「カリキュラム名の適切
性」「カリキュラム目的の適切性と妥当性」「時間配分の適切性」「内容の公正性・全体バランス」
の観点から現状の課題と方向性について検討を行い、本事業における改定案を事務局案とし
て整理した。
（1）認知症介護実践者研修
1）目的
（ⅰ）現在の目的と課題（図 3-3-1-1）

認知症介護実践者研修は、認知症についての理解を深めた上で、本人主体の介護を
実践し、生活の質（QOL）の向上を図ることを目的としている。また、行動・心理症
状（BPSD）の予防に寄与する認知症介護の理念、知識、技術を習得し、地域の認知
症ケアの質的向上に貢献できることを目指している。
しかし、現在の目的は認知症施策推進大綱の考え方を重視した目的となっており、
認知症基本法の目的や基本理念の反映が不十分であるため、以下の課題があると考え
られる。
ⅰ）「認知症の理解」が重視されているが、本人の視点が十分に組み込まれていない
	これまでの研修では、行動・心理症状（BPSD）の予防を含む対応等を中心とし
ており、認知症本人の意思や希望を尊重する視点が不足している。

ⅱ）「家族」の関与が明確に示されていない
	現在の目的では、介護者（実践者）が中心となり、本人主体の介護を行うことが
強調されているが、認知症の人を支える家族の尊厳や役割についての明示的な記
述が不足している。

ⅲ）「共生社会」の視点が十分に反映されていない
	地域の認知症ケアの質向上には言及されているが、認知症の人自身が希望を持ち、
日常生活を送りながら社会に参加できる「共生社会」の実現という視点が明確に
示されていない。

（ⅱ）改定後の目的と変更点
新たな目的では、従来の認知症の理解や介護技術の習得に加え、「認知症の人の尊厳」
や「家族の役割」、「共生社会の実現」に焦点を当てることが強調されている。具体的
な変更点は以下の通りである：
ⅰ）「認知症の人」の理解を基本とする
	従来の認知症の一般的な理解にとどまらず、「認知症の人」一人ひとりの意思や希
望を尊重し、それに基づいた介護を実践できるようになることが目標となる。

ⅱ）「本人だけでなく、家族の尊厳や暮らしを重視する」視点を導入
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	介護実践者だけでなく、家族も重要な存在として捉え、認知症の人と家族の生活
の質を向上させるための支援を重視する。

ⅲ）「認知症になっても希望を持ち、社会参加できる共生社会の実現」を目指す
これまでの「地域の認知症ケアの質向上」にとどまらず、認知症の人自身が希望
を持って日常生活を送り、社会参加を実現できる環境づくりを目指す。
改定後の目的では、認知症の理解を深めるだけでなく、認知症の人が「尊厳を持ち」

「希望を持ち」「社会に参加できる」ことを重視した視点を強化している。また、家
族の役割の明確化や、共生社会の実現に向けた認知症ケアの質の向上が目的として
追加された。

図 実践者研修のねらい案

認知症介護実践者研修は、認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、
生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状（ ）を予防できるよう認知
症介護の理念、知識・技術を修得するとともに、地域の認知症ケアの質向上に関与
することができるようになることをねらいとする

現現在在ののねねららいい

本本研研修修はは、、認認知知症症のの人人ににつついいててのの正正ししいい理理解解ののももとと、、本本人人・・家家族族がが尊尊厳厳をを保保持持しし、、
希希望望ををももっってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう認認知知症症介介護護のの理理念念、、知知識識・・技技術術をを修修得得すするる
ととととももにに、、共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた認認知知症症ケケアアのの質質向向上上ががででききるるよよううににななるるこことと
ををねねららいいととすするる
・認知症の人の理解が基本
・本人だけでなく、家族の尊厳、暮らしを重視
・認知症になっても希望を持って、日常生活を過ごせ、社会参加できる共生社会の
実現

新新ねねららいい

認認知知症症基基本本法法

2）対象者
（ⅰ）現在の対象者について（図 3-3-1-2）　

認知症介護実践者研修の対象者は、原則として「認知症介護基礎研修を修了した者」
あるいは、それと同等以上の能力を有する者とされている。また、「身体介護に関す
る基本的知識・技術を習得している者」であり、「概ね実務経験 2年程度」の者が対
象とされている。
この対象者の基準は、研修の実施において一定の統一性を持たせるために設定され
ているが、受講者の職種や経験の幅が広いため、個々のスキルレベルに多少のばらつ
きが生じるという課題が考えられる。また、「同等以上の能力を有する者」という表
現については、実務経験や研修の受講状況など、各自治体や研修機関によって判断基
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準に若干の違いが出ることも考えられるが、研修対象者としての課題というよりも研
修運用上の課題であるため標準的な対象者基準としては大きな課題はなく変更する必
要性はないと判断した。

（ⅱ）改定後の対象者について
改定後の対象者要件については、基本的に従来の基準を踏襲しており、大きな変更
はない。引き続き、認知症介護基礎研修を修了していること、またはそれと同等以上
の能力を有することが前提とされ、身体介護の基本知識・技術を有し、実務経験 2年
以上の者を対象としている。

図 実践者研修の対象者案

研修対象者は、原則として認知症
介護基礎研修を修了した者あるい
はそれと同等以上の能力を有する
者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している者で
あり、概ね実務経験２年程度の者
とする。

現現在在のの対対象象者者

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する
上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の
考え方を身につけ、チームアプローチに参画す
る一員として基礎的なサービス提供を行うこと
ができる

認認知知症症介介護護基基礎礎研研修修
研修対象者は、原則として認知症
介護基礎研修を修了した者あるい
はそれと同等以上の能力を有する
者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している者で
あり、概ね実務経験２年程度の者
とする。
・身体介護の基本知識と技術を有
する
・認知症介護の基礎知識と技術に
関する基本的な考え方を有し、基
礎的なサービスが提供できる
・実務経験２年以上

新新対対象象者者のの留留意意点点

3）時間
認知症介護実践者研修の標準時間は、現行「講義・演習 24時間（1,440 分）実習：課
題設定 240 分、職場実習 4週間、実習のまとめ 180 分」であり、総時間の検証について
カリキュラム個々の標準時間を検証し、研修の全体時間を考慮する必要がある。そのため、
研修総時間単体での検討はカリキュラムごとの標準時間の検討結果に委ねることとした。
4）カリキュラム
認知症介護実践者研修の現行カリキュラムにおける課題を整理し、改定の方向性を示
す。加えて、3センター案に基づく改定内容を紹介し、今後の検討事項について述べる（表
3-3-1-1 ～表 3-3-1-4）。
（ⅰ）認知症介護実践者研修の理解（新設・60分）
ⅰ）現状
・	本科目は現行カリキュラムで設定されておらず、現行では研修の導入部分がなく、
受講者が研修全体の目的や意義を把握する時間が確保されていない。

ⅱ）課題
・研修の全体像が初めに説明されないため、受講者が目的意識を持ちにくい。
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・	認知症介護実践者の役割や研修の意義が明確に理解される前に各科目へ進むた
め、学習の方向性が整理されていない。

ⅲ）改善の方向性
・	研修の目的、役割、全体構成を説明する導入科目として「認知症介護実践者研修
の理解」を新設する。
・学習の指針を示し、受講者が研修全体の流れを把握しやすくする。

ⅳ）3センターカリキュラム案
「認知症介護実践者研修の理解」（60分）
・認知症介護実践者の役割
・認知症介護実践者研修の概要
・研修の目的と意義

ⅴ）今後の検討事項
・研修の導入部分としての位置付けをどのように整理するかを検討する。

（ⅱ）認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分）
ⅰ）課題

・	認知症ケアの理念、倫理、意思決定支援が一つの科目内に統合されており、そ
れぞれの内容が独立した学習項目として整理されていない。
・	認知症の理解だけでなく、人格、人間性など認知症以外の人としての理解が不
足している。
・	意思決定支援や認知症ケアにおける倫理の考え方に関する具体的なケースの検
討時間が不足している。
・	意思決定支援や倫理的問題への対応に関する方向性や基本的な考え方に関する
学習時間の確保が不足している。

ⅱ）改善の方向性
・	認知症の方の生活の様子、意見や考え方など当事者の声を知る機会を導入し、
人の理解を強化する。
・	認知症ケアの理念と倫理・意思決定支援を分割し、それぞれの学習内容を明確
化する。
・	倫理的課題に関するケーススタディを増やし、意思決定プロセスの実践的な学
習に関する時間を確保する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「認知症ケアの理念」（150分）
・認知症の人の理解
・認知症の理解
・認知症ケアの理念

ⅳ）今後の検討事項
	認知症ケアの理念と倫理の関係性を明確化し、受講者が実践で応用しやすい形に
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整理する必要がある。また、学習内容の整理によって他科目の学習内容に移動す
る内容を検討する。

（ⅲ）生活支援のためのケアの演習 1（300 分）
ⅰ）課題

・	食事・排泄・入浴などの支援を総合的に学ぶものの、個別の場面ごとのコミュ
ニケーションや環境支援の方法など実践的なケア方法の学習が不足している。
・	「生活支援のためのケア」として、生活の考え方やQOL向上の視点が明確に整
理されていない。

ⅱ）改善の方向性
・	生活支援の場面ごとの支援方法を整理し、実践的なスキルが身につくようにす
る。
・	生活支援の基本概念と実践的スキルの両方をバランスよく学べるように時間配
分を最適化する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「生活支援のためのケア 1」（270分）
・生活支援のためのケア（ケアの考え方）
・認知症による生活の障害
・食事、入浴、排泄の場面ごとの生活障害の理解とケア

ⅳ）今後の検討事項
生活支援の演習をより実践的にし、学習効果を高める方法を検討する

（ⅳ）QOLを高める活動と評価の観点（60分）
ⅰ）課題

・	QOL向上に関する知識の整理が不十分であり、実際のケア場面との関連性が弱
い。
・	心理療法やアクティビティ評価を扱う内容が限定的であり、現場での応用力が
不足している。
・	科目の内容が全体のカリキュラムの中で独立しており、生活支援やケアの他科
目との統合が必要。

ⅱ）改善の方向性
・	QOL向上の視点を「生活支援のためのケア」の一部として統合し、実践的な学
びを強化する。
・生活支援においてQOLをどのように向上させるかという視点を明確にする。

ⅲ）3センターカリキュラム案
・本科目を削除し、内容を「生活支援のためのケア」の中に統合する。

ⅳ）今後の検討事項
・	QOLの評価手法をどの科目で扱うか、生活支援の中でどのように学習するかを
整理する必要がある。
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・	仙台センター案では、「生活支援のためのケア 2」にQOLの評価の視点を追加
することを検討している。

（ⅴ）権利擁護の視点に基づく支援（90分）
ⅰ）課題

・	権利擁護の基本的概念は学習できるが、具体的な支援の実践方法に関する学習
が不足している。
・研修時間が短く、内容が十分に網羅できていない。
・	科目の順番についても、意思決定支援や倫理との関係を考慮し再編成が必要であ
る。

ⅱ）改善の方向性
・意思決定支援の視点を加え、権利擁護をより実践的に学べるようにする。
・学習時間を延長し、具体的な支援方法について深く学べるようにする。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「権利擁護の視点に基づく支援」（120分）
・権利擁護の基本知識
・認知症介護における意思決定支援の必要性
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束
・権利擁護のための具体的な取り組み

ⅳ）今後の検討事項
・	法制度の体系理解を深めるため、どの程度詳細な内容を盛り込むべきか検討す
る必要がある。
・認知症の人の意思決定支援の視点をどのように統合するかについて再検討する。

（ⅵ）地域資源の理解とケアへの活用（120分）
ⅰ）課題

・地域資源の活用方法が学べるが、実践的な内容が不足している。
・介護支援の視点だけでなく、社会全体での認知症ケアを考える視点が弱い。
・家族支援に関連する内容とどのように統合するかが課題となっている。

ⅱ）改善の方向性
・「共生社会の実現」の視点を強調し、地域支援を認知症ケアの中心に据える。
・実際の地域資源活用の事例を増やし、実践的な学びを強化する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「地域資源の理解とケアへの活用」（120分）
・共生社会の実現を推進する地域資源と実践者の役割
・共生社会と地域の考え方の明確化
・共生社会の実現を推進する地域資源の活用
・地域資源としての介護保険施設・事業所等

ⅳ）今後の検討事項
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・認知症の人が地域社会とどのように関わりながら生活するかの視点を強化する。
・家族支援と地域資源の活用をどのように関連づけるかを検討する。

（ⅶ）学習成果の実践展開と共有（60分）
ⅰ）課題

・事前計画が不足しており、実践と実践後の振り返りが記述されていない。
・	事例検討の時間が十分に確保されておらず、実践を振り返るプロセスが不足し
ている。

ⅱ）改善の方向性
・	事前計画を強化し、受講者が研修で得た学びをどのように職場で活用するかを
事前に明確化する。
・	インターバル期間中に職場での実践計画を作成し、研修終了後の実践展開を支
援する仕組みを整える。
・事例検討の時間を増やし、研修内での振り返りを促進する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「学習成果の実践展開と共有」（60分）
・自施設・事業所における実践の準備
・自施設・事業所における実践
・研修修了後の実践報告
・自施設・事業所における実践の報告
・実践の成果、課題、今後の方針を共有

ⅳ）今後の検討事項
・	実践の振り返りをどのように深めるか、インターバル研修との連携を強化する
必要がある。
・	職場での実践が研修の学びとどのように統合されるかを確認するため、研修後
のフォローアップの仕組みを検討する。

（ⅷ）生活支援のためのケアの演習 2（行動・心理症状）（240分）
ⅰ）課題

・	行動・心理症状（BPSD）に関する理解が中心となっており、アセスメントや
ケアの実践につなげる視点が不足している。
・	行動・心理症状（BPSD）を症状と捉えるか、それとも環境や関わり方の影響
と捉えるかについて、統一的な視点が確立されていない。
・	QOLの視点が強調されておらず、行動・心理症状（BPSD）への対応が単独で
扱われているため、ケアの統合的な視点が不足している。

ⅱ）改善の方向性
・	行動・心理症状（BPSD）の対応方法を整理し、「緩和するアプローチ」に重点
を置いた学習内容へ再編成する。
・	症状ごとの分類ではなく、生活支援やアセスメントの視点から行動・心理症状
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（BPSD）を捉える視点を導入する。
・	QOL向上の視点を重視し、行動・心理症状（BPSD）のケアを「生活支援」の
一環として統合的に学ぶ内容へ変更する。
・「演習」の記載を削除する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「生活支援のためのケア 2（行動・心理症状）」（240分）
・生活の質の理解
・	行動・心理症状（BPSD）の緩和が目的ではなく、生活の質を高めることが最
終的な目的であることを明確化
・行動・心理症状（BPSD）の基本的理解
・行動・心理症状（BPSD）を緩和するケア方法の理解
・アセスメントの視点を導入し、症状の捉え方を再整理
・障害だけではなく、ケアを施す立場としての評価と支援の視点を強化
・生活症状を緩和するケアの検討（事例演習）
・複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要因とケア方法を学ぶ

ⅳ）今後の検討事項
・	行動・心理症状（BPSD）という表現をどのように位置付けるかを検討する必
要がある。
・	行動・心理症状（BPSD）を症状と捉えるか、それとも周囲の環境や関わり方
が影響する要因と捉えるか。
・科目名の「行動・心理症状」という表記の適切性を再検討する。
・	生活支援の中で行動・心理症状（BPSD）をどう統合するかを整理し、アセス
メント視点を強化する。
・	行動・心理症状（BPSD）の発生要因に関する理解を深めるため、演習の方法
をどのように設計するかを検討する。

（ⅸ）アセスメントとケアの実践の基本（300分）
ⅰ）課題
・	6．実践計画の評価とカンファレンスは、5．実践計画作成の展開（事例演習）
で実施済みであり、内容が重複している。

ⅱ）改善の方向性
・重複分を整理し、時間を短縮する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「アセスメントとケアの実践の基本」（270分）
・認知症の人のアセスメントの基礎的知識
・観察の方法とポイント
・アセスメントの実践（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識
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・実践計画作成の展開（事例演習）
・ケアの実践計画の評価視点

ⅳ）今後の検討事項
・30分の時間短縮を実施。

（ⅹ）職場実習の課題設定（240分）
ⅰ）課題

・課題設定に時間を要するため、時間が不足している。
ⅱ）改善の方向性

・時間を延長し、対象者選定や課題の検討に十分な時間を確保する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場実習の課題設定」（300分）
・職場実習のねらい
・対象者選定
・課題設定
・4週間の行動計画の作成

ⅳ）今後の検討事項
・	シラバス備考等で、オンラインによる指導の場合、集合と比較して効果が落ち
ないように、必要に応じて、時間を延長する等の但し書きを入れることを検討
する。

（ⅺ）職場実習（アセスメントとケアの実践）実習（4週間）
ⅰ）課題

・実習期間中の中間報告について、実施主体によってばらつきがある。
・実習の進捗を把握する仕組みが明確ではない。

ⅱ）改善の方向性
・中間報告の仕組みを強化し、実習期間中の進捗確認を標準化する。
・中間報告を推奨し、実習が適切に進むようにする。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場実習（アセスメントとケアの実践）実習（4週間）」
・実習の準備
・実習の開始
・報告準備※中間報告の実施を推奨する。

ⅳ）今後の検討事項
・中間報告の実施について、推奨レベルではなく必須とするかどうかを検討する。
・実習の進捗を確認し、必要に応じた修正が行えるような仕組みを設計する。

（ⅻ）職場実習評価（180分）
ⅰ）課題と方向性

・現状の課題は特になく、現行通りで継続実施することが望ましい
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ⅱ）3センターカリキュラム案
「職場実習評価」（180分）
・職場実習報告
・ケア実践計画の評価
・職場への報告と展開

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

・研修概要を理解する科目が無
く、受講者の研修目標を立案す
る時間が無い

・実践リーダー研修同様、研修の
目的や構成を理解し、学習内容を
踏まえた自己目標を立案する科目
を創設

★新設
【【認認知知症症介介護護実実践践者者研研修修のの理理解解】】
（（ 分分）

．認知症介護実践者の役割
２．認知症介護実践者研修の概要
３．課題の明確化

【【認認知知症症ケケアアのの理理念念・・倫倫理理とと意意思思決決定定
支支援援】】（（ 分分））

．認知症ケアの理念と我が国の認知症施
策
２．認知症に関する基本的知識
３．認知症ケアの倫理
４．認知症の人の意思決定支援
５．自己課題の設定

・タイトルが長く、内容も混在
している
・内容に対して時間が不足して
いる
・目的が複雑で内容に統一性が
無い

・ケアの理念の重要性が主旨であ
るため科目目変更
・意思決定支援を権利擁護の科目
に移動し、自己課題の設定を「新
設：研修の理解」に移動し 分短
縮
・倫理原則は主ではないため、到
達目標からは除外し、
・本人の利益を中心に考える「倫
理の考え方」を挿入
・認知症という疾患そのものにと
らわれないことが重要であるため、
認知症の人の理解を前提とした認
知症の理解、それらを踏まえたケ
ア理念の構成

★変更
【【認認知知症症ケケアアのの理理念念】】（（ 分分））

１認知症の人の理解
２認知症の理解
３認知症ケアの理念

【【生生活活支支援援ののたためめののケケアアのの演演習習１１ 】】
（（ 分分））

１． 生活支援のためのケア
２．認知症の生活障害
３．認知症の人の生活環境づくり
．中核症状の理解に基づくコミュニケー
ション
５．生活場面ごとの生活障害の理解とケ
ア

・基本的な活動だけだと生活活
動の視点が弱い
⇒生活支援のためのケアの演習
であるため、食事・入浴・排泄
だけに限らず、それらを代表と
し、その他も含む日常生活全般
を意識してもらう必要がある。

・演習）代表的なケア場面とい
う表現だと、学習する具体的な
生活場面がわかりにくい。

・意思決定支援の学習を先に行
う必要があるのではないか。
（科目順変更の必要がある）

・ の理解は丁寧に行う必要
がある。

・生活の質を向上することが最終
的な目的であることを強調する。
・食事・入浴・排泄だけに限らず、
生活そのもの支援を目的とするた
め、生活の考え方、種類の理解を
踏まえ、ケアの考え方を理解す
る。
・演習）具体的な生活場面（食事、
入浴、排せつ）を取り上げ
る。
・ の理解は、生活支援 へ移
動

生生活活支支援援ののたためめののケケアア 】】
（（ 分分））

１． 生活支援のためのケア
追加（備考）生活の考え方を理解した
上で、ケアの考え方を理解する
２．認知症による生活の障害
３．食事場面における生活障害の理解
とケア
４．入浴場面における生活障害の理解
とケア
５．排泄場面における生活障害の理解
とケア

※科目順番の変更
【認知症ケアの理念】

↓【権利擁護の視点に基づく支援】
↓【家族介護者の理解と支援方法】
【生活支援のためのケア 】

・生活障害は、頻出する
重要な概念なので押さえ
ておく必要があるのでは
ないか。（どこに表記す
るのか）
・生活を日常生活だけで
なく社会生活まで含めた
考え方として強調するべ
きか

表表 実実践践者者研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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【【 をを高高めめるる活活動動とと評評価価のの観観点点】】
（（ 分分））

１．アクティビティの基礎的知識と展開
．心理療法やアクティビティの評価方法

・非薬物療法からの遷移であり、
療法を 分だけ取り上げるのは
連動性が無い
・科目名の表現が難しい
・内容に対して時間が短い

・科目削除⇒他科目へ統合移動
・実践リーダー【認知症の専門的
理解】へ非薬物的介入の方法や効
果的な療法に関する紹介、特徴な
どを挿入
・活動や活動支援に関する内容は、
生活支援１や生活支援２、地域資
源の理解などに日常生活、社会生
活として含めていく。

・科目内容の移動により科目削除

・評価の視点をどの科
目に追加するか検討が
必要。

※仙台センター案で
は、生活支援のための
ケアの演習 に追加し
ている。

【【権権利利擁擁護護のの視視点点にに基基づづくく支支援援 】】
（（ 分分））

１．権利擁護の基本的知識
２．権利侵害行為としての高齢者虐待と
身体拘束
３．権利擁護のための具体的な取り組み ・時間が足りない

・科目の順番について、検討が
必要。

・意思決定を支援することが権利
を擁護するために必要であるため、
基本的な考え方と必要性を追
加。
・意思決定支援を追加したため時
間延長
・科目順番の変更

【【権権利利擁擁護護のの視視点点にに基基づづくく支支援援 】】
（（ 分分））

１．権利擁護の基本的知識
※中項目へ意思決定支援の必要性と考
え方を追加
２．権利侵害行為としての高齢者虐待
と身体拘束
３．権利擁護のための具体的な取り組
み
※科目順番の変更

・虐待防止の体制整備
の義務については、運
営基準改正において虐
待防止規定が設けられ
たことに触れるよう備
考に明記してはどうか

【【地地域域資資源源のの理理解解ととケケアアへへのの活活用用 】】
（（ 分分））

１．認知症の人にとっての地域資源と実
践者の役割
２．インフォーマルな地域資源活用
３．フォーマルな地域資源活用
４．地域資源としての介護保険施設・事
業所等

・目的の「開発、参画」までは
実践者像の想定では難しいと思
われる。
・家族会の内容は、家族支援の
科目でよいのではないか
・基本法の考え方である共生社
会を目指すことを強調するため、
地域だけにとどまらず、共生社
会につながる地域を意識しても
らう

・基本法の理念に合わせて表現を
変更する。
・目的、到達目標を「～理解す
る」に変更。
・【家族介護者の理解と支援方
法】へ家族会などの認知症施策に
おける介護者支援の内容を追加。

【【地地域域資資源源のの理理解解ととケケアアへへのの活活
用用】】（（ 分分））

１共生社会の実現を推進する地域資源
と実践者の役割
※共生社会と地域の考え方を明確に

する。
２共生社会の実現を推進する地域資源
の活用
３地域資源としての介護保険施設・事
業所等

認知症基本法理念の反
映
・認知症の人が個性と
能力を発揮し、国民全
員が相互に人格と個性
を尊重し支えあう社会
の在り方を理解
・個性や能力に応じた
地域・社会への参画や
活動の支援

特にこれらの理念をど
のように反映するか

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

10

表表 実実践践者者研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【生生活活支支援援ののたためめののケケアアのの演演習習２２
（（行行動動・・心心理理症症状状））】】（（ 分分））

１．行動・心理症状（ ）の基本的
理解
２．行動・心理症状（ ）の発症要
因とケアの検討（事例演習）
３．行動・心理症状（ ）の評価
４．生活の質の評価

・科目タイトルの演習という表現
は必要か
・ や症状という表現は適切
か

・科目名「の演習」を削除

・ＢＰＳＤへの対応方法にとどま
らないように、目的である生活の
質を強調するため、内容を増加

・ＱＯＬ、ＢＰＳＤの評価尺度の
理解よりも視点の理解が重要なた
めＢＰＳＤ評価、ＱＯＬはケア方
法の理解の中に追加

【【生生活活支支援援ののたためめののケケアア （（行行
動動・・心心理理症症状状））】】（（ 分分））

１生活の質の理解
※行動・心理症状（ ）の緩和

が目的ではなく、生活の質を高めるこ
とが最終的な目的であることに留意す
る

２行動・心理症状（ ）の基本的
理解

３行動・心理症状（ ）を緩和す
るケア方法の理解
※アセスメントシートの紹介だけで

はなく、アセスメントの視点を理解す
る。障害だけではなく、有する能力に
ついてもアセスメントする視点も理解
する

４主な症状を緩和するケアの検討（事
例演習）
※・複数の行動・心理症状

（ ）について、発症要因とケア
方法を検討する。

・ や症状という
表現を変更するか、ど
のような表現とするか
・科目名の行動心理症
状は省くか
・基本法理念である個
性や能力に応じた地
域・社会への参画や活
動の支援方法をどのよ
うに反映するか

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

11

【【学学習習成成果果のの実実践践展展開開とと共共有有】】
（（ 分分））

職場においての取り組み
１．認知症の人本人の声を聴く（自施
設・事業所における実践）
２．事例収集（自施設・事業所における
実践）
３．中間課題の発表と共有

・事前計画が不足しており、実践
と実践後だけが記述されている

・前期での計画準備、インターバ
ル中の実践、実践後の後期最初の
報告と共有と実施段階に分けて記
載 ・
事例収集は、実践に含むため、階
層を１つ下げる

【【学学習習成成果果のの実実践践展展開開とと共共有有】】
（（ 分分））

１．自施設・事業所における実践の準
備
※前期研修の最後に３０分程度実施す
る。
２．自施設・事業所における実践
３．自施設・事業所における実践の報
告
※後期研修の最初に３０分程度実施す
る

表表 実実践践者者研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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【【アアセセススメメンントトととケケアアのの実実践践のの基基
本本】】（（ 分分））

１．認知症の人のアセスメントの基礎的
知識
２．観察の方法とポイント
３．アセスメントの実際（事例演習）
４．実践計画作成の基礎的知識
５．実践計画作成の展開（事例演習）
６．実践計画の評価とカンファレンス

６．実践計画の評価とカンファ
レンスは、５．実践計画作成の
展開（事例演習）で実施済みで
あり、内容が重複している

・「学習成果の展開と共有 分」
に合わせて 分短縮。 時間半なら
実施可能
・６．「とカンファレンス」を削
除

【【アアセセススメメンントトととケケアアのの実実践践のの基基
本本】】（（ 分分））

１．認知症の人のアセスメントの基礎
的知識
２．観察の方法とポイント
３．アセスメントの実際（事例演習）
４．実践計画作成の基礎的知識
５．実践計画作成の展開（事例演習）
６．ケアの実践計画の評価視点

【【職職場場実実習習のの課課題題設設定定】】（（ 分分）

１．職場実習のねらい
２．対象者選定
３．課題設定
４．４週間の行動計画の作成

・課題設定に時間を要するが不
足

・ 分時間延長
・到達目標が担保される場合はオ
ンラインでも可能とするが、シラ
バス備考等で、オンラインによる
指導の場合、集合と比較して効果
が落ちないように、必要に応じて、
時間を延長する等の但し書きを入
れてはどうか

【【職職場場実実習習のの課課題題設設定定】】 分分））

１．職場実習のねらい
２．対象者選定
３．課題設定
４．４週間の行動計画の作成

・シラバス備考等で、
オンラインによる指導
の場合、集合と比較し
て効果が落ちないよう
に、必要に応じて、時
間を延長する等の但し
書きを入れてはどうか

【【職職場場実実習習（（アアセセススメメンントトととケケアアのの
実実践践））】】実実習習（（ 週週間間））

１．実習の準備
２．実習の開始
３．報告準備

・実習期間中の中間報告につい
て、実施主体によってばらつき
がある

・中間報告の実施について、推奨
レベルで備考に入れる 【【職職場場実実習習（（アアセセススメメンントトととケケアア

のの実実践践））】】実実習習（（ 週週間間））

１．実習の準備
２．実習の開始
※中間報告の実施を推奨する。
３．報告準備

【【職職場場実実習習評評価価】】（（ 分分））

１．職場実習報告
２．ケア実践計画の評価
３．職場への報告と展開

【【職職場場実実習習評評価価】】（（ 分分））

１．職場実習報告
２．ケア実践計画の評価
３．職場への報告と展開

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践者者研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

5）カリキュラムの課題と方向性に関する整理
（ⅰ）現行カリキュラムの課題

現在のカリキュラムについて、以下の課題が指摘された。
ⅰ）研修の目的と各科目の関連性が明確でない
ⅱ）	受講者が研修全体の目的や意義を理解しやすくするため、カリキュラム全体の流
れを整理する必要がある。

ⅲ）各科目の内容が重複している部分がある
例えば、「認知症ケアの理念」と「倫理・意思決定支援」など、一部の科目で内容
が重複しており、統一的な整理が求められる。
ⅳ）時間配分の見直しが必要
一部の科目では時間が不足しており、重要な内容の理解が深まらない可能性や、
逆に、一部の科目では冗長になっている部分もあり、時間配分の最適化が求められる。
ⅴ）演習の内容が具体性に欠ける
生活支援や行動・心理症状（BPSD）のケアに関する演習では、実際の介護現場
を想定した具体的なケーススタディが不足している。

（ⅱ）改定後のカリキュラムの変更点
改定案では、これらの課題に対応し、以下のような変更および方向性が検討された。

ⅰ）導入科目の新設
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研修の概要や目的を理解するための「認知症介護実践者研修の理解」を新設し、
学習の方向性を明確にする。
ⅱ）一部科目の統合・時間配分の見直し
「認知症ケアの理念」と「倫理・意思決定支援」を整理し、内容を再構成し、「生
活支援のためのケア 1・2」では、QOLの向上に重点を置き、生活支援の考え方を
整理する。
ⅲ）演習の内容を具体化し、実践的な学習を強化
「生活支援のためのケア」では、食事・排泄・入浴場面から社会生活まで生活範囲
を拡大し、各生活場面別の支援を詳細に学ぶことで、実際の場面で適用できるよう
な演習を強化する。また行動・心理症状（BPSD）のケアに関しても、アセスメン
トの視点を明確にし、症状の緩和に向けた具体的なアプローチを学ぶこととする。
ⅳ）「地域資源の理解とケアへの活用」を拡充
認知症の人が社会参加を続けられるよう、地域資源の活用や共生社会の考え方を
明確にし、実際に活用できる知識を強化する。

（ⅲ）改定による方向性の要点
ⅰ）研修全体の流れが整理され、受講者が学びやすくなる。
ⅱ）内容の重複を解消し、時間配分を最適化。
ⅲ）演習の具体性を高め、より実践的な学びを提供。
ⅳ）	QOLの向上や地域資源の活用を強化し、認知症の人が生活しやすい社会の実現に
貢献。

（2）認知症介護実践リーダー研修
1）目的
（ⅰ）現在の目的と課題（図 3-3-2-1）

現行の認知症介護実践リーダー研修の目的は、事業所全体で認知症についての理解
を深め、本人主体の介護を実践し、生活の質の向上を図ることを目指すものである。
また、行動・心理症状（BPSD）の予防に寄与するチームケアの実施体制を構築する
ための知識・技術を習得することを主な目的としている。さらに、地域の認知症施策
の中で多様な役割を担うことができるようになることもねらいとされている。
ⅰ）チームケアの推進が中心となっており、認知症の人の視点が強調されていない
現行の目的では、チームケアの実施体制構築に重点が置かれているが、認知症の
人の尊厳や希望をどう支えるかの視点が弱い。
ⅱ）地域との連携の重要性が明確に示されていない
事業所内でのチームケアだけでなく、地域全体での認知症ケアの質向上を目指す
ことが求められている。
ⅲ）認知症基本法の視点が盛り込まれていない
認知症基本法の考え方を研修に取り入れ、共生社会の実現を推進する視点を強化
する必要がある。
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図 実践リーダー研修のねらい案

認知症介護実践リーダー研修は、事業所全体で認知症についての理解のもと、本人
主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状（ ）を
予防できるチームケアを実施できる体制を構築するための知識・技術を修得するこ
と及び地域の認知症施策の中で様々な役割を担うことができるようになることをね
らいとする

現現在在ののねねららいい

本本研研修修はは、、認認知知症症のの人人ににつついいててのの正正ししいい理理解解ののももとと、、本本人人・・家家族族がが尊尊厳厳をを保保持持しし、、
希希望望ををももっってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムケケアアをを推推進進すするる
たためめのの知知識識・・技技術術をを修修得得すするるととととととももにに、、共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた地地域域のの認認知知症症
ケケアアのの質質向向上上ががででききるるよよううににななるるここととををねねららいいととすするる
・基本法の考え方を挿入し、実践者研修の目的と統一。
・また共生社会の実現を目的とした地域としての意味を強調

新新ねねららいい

認認知知症症基基本本法法

（ⅱ）改定後の目的と変更点
改定後の目的では、認知症の人の視点を中心に据え、本人や家族の尊厳を重視する
姿勢を強化している。さらに、共生社会の実現に向けた地域の認知症ケアの質向上を
目的に加え、地域との連携を強調している。
ⅰ）「認知症の人」の視点を強化
	認知症の人の生活の質向上を目的とし、本人や家族の希望を尊重する視点を研修
の中心に据える。

ⅱ）「共生社会の実現」を明確化
	認知症ケアを単なる介護技術の習得にとどめず、共生社会の実現を目指した地域
との連携を強調する。

ⅲ）「認知症基本法」の視点を統合
	認知症基本法の考え方を取り入れ、認知症介護実践者研修の目的との整合性を図
ることで、より体系的な研修構成とする。

（ⅲ）要点
改定後の目的では、認知症の人の視点を重視し、地域全体で認知症ケアの質向上を
目指す視点が強化されている。特に、共生社会の実現に向けた取り組みが研修の目的
として明確化され、事業所単位のチームケアから、地域全体での支援体制構築へと視
点を広げることが求められている。また、認知症基本法の考え方を取り入れ、研修の
方向性を統一的に整理している。
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2）対象者
（ⅰ）現在の対象者について（図 3-3-2-2）

認知症介護実践リーダー研修の対象者は、原則として介護保険施設等において介護
業務に概ね 5年以上従事した経験を有し、ケアチームのリーダーまたはリーダーにな
ることが予定されている者とされている。また、認知症介護実践者研修を修了して 1
年以上が経過していることも受講要件の一つとなっている。これにより、一定の介護
実務経験を持ち、チームの指導的立場を担うことが想定される者が対象とされている。
この対象者の基準は、研修の実施において一定の統一性を持たせるために設定され
ているが、2027（令和 9）年 3月 31日までの特例措置として、介護福祉士の資格取
得後 10年間、介護従事時間 1,800 時間以上の実務経験を有する者は認知症介護実践
者研修を受講せずに認知症介護実践リーダー研修を受講可能となっており、認知症介
護実践リーダー研修対象者として明記するかの課題が挙げられる。これらの課題につ
いては、3年間有限措置であることと、「介護業務に概ね 5年以上従事した経験を有
している」者相当の判断に関する研修運用上の課題であるため標準的な対象者基準と
しては変更の対象とはせず、変更する必要性はないと判断した。

図 実践リーダー研修の対象者案

研修対象者は、 介護保険施設に
おいて介護業務に概ね５年以上従
事した経験を有している者であり、
かつ、 ケアチームのリーダー又
はリーダーになることが予定され
る者であって、 認知症介護実践
者研修を修了し１年以上経過して
いる者とする。

現現在在のの対対象象者者

介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等
であって、一定以上の期間の実務経験を有し、
かつ、認知症介護実践者研修の修了後一定の期
間を経過している者とする。
ただし、介護保険施設・事業所等において

サービスを利用者に直接提供する介護職員とし
て、介護福祉士の資格を取得した日から一定以
上の期間の実務経験を有する者については、令
和９年３月 日までの間は、本文の規定に関
わらず研修対象者とする。
（以下、課長通知より）
ただし、介護保険施設・事業所等においてサー
ビスを利用者に直接提供する介護職員として、
介護福祉士資格を取得した日から起算して
年以上、かつ、 日以上の実務経験を有
する者あるいはそれと同等以上の能力を有する
者であると実施主体の長が認めた者については、
令和９年３月 日までの間は、本文の規定に
関わらず研修対象者とする。

実実施施要要綱綱４４ ２２ イイ、、実実践践リリーーダダーー研研修修対対
象象者者のの一一部部改改正正

研修対象者は、 介護保険施設 に
おいて介護業務に概ね５年以上従
事した経験を有している者であり、
かつ、 ケアチームのリーダー又
はリーダーになることが予定され
る者であって、 認知症介護実践
者研修を修了し１年以上経過して
いる者とする。

・介護福祉士10年以上についての
明記は必要か

新新対対象象者者のの留留意意点点

介 護 保 険 最 新 情 報Vol.１２２４ 令和６年３月15日 厚 生 労 働 省 老健局 認 知 症 施 策・地
域介護推進課 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について 、認知
症介護実践者等養成事業の実施について（平成18年３月31日老発0331010号厚生労働省老
健局長通知）実施要綱４（２）イ及び認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について
（平成18年３月31日老計発0331007号厚生労働省老健局計画課長通知）２(２)イより引用
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（ⅱ）改定後の対象者について
改定後の対象者要件については、基本的に従来の基準を踏襲しており、大きな変更
はない。引き続き、介護保険施設等において介護業務に概ね 5年以上従事した経験を
有し、ケアチームのリーダーまたはリーダーになることが予定されている者で、認知
症介護実践者研修を修了して 1年以上が経過していることを対象基準として継続する
こととした。また、別途、研修運用上の課題として特例措置に関する対応については
今後の検討が必要となる。

3）時間
認知症介護実践リーダー研修の標準時間は、現行「講義・演習 31時間（1,860 分）　実
習：課題設定 240 分　職場実習 4週間　実習のまとめ 420 分」であり、総時間の検証に
ついてカリキュラム個々の標準時間を検証し、研修の全体時間を考慮する必要がある。そ
のため、研修総時間の検討はカリキュラムごとの標準時間の検討結果に委ねることとした。
4）カリキュラム
認知症介護実践リーダー研修の現行カリキュラムにおける課題を整理し、改定の方向性
を示す。加えて、3センター案に基づく改定内容を紹介し、今後の検討事項について述べ
る（表 3-3-2-1 ～表 3-3-2-6）。
（ⅰ）認知症介護実践リーダー研修の理解（90分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、実践リーダーの役割や研修の概要についての説明が含
まれているが、チーム構築に関する具体的な説明が不足している。また、実践リー
ダーとしての課題を明確化する過程で「実践リーダーとしての強み・弱みを理解す
る」という表現が使用されているが、この表現では学習の目的が不明瞭になりやすい。
リーダーとしての役割を明確にするためのワークの設計も不十分であり、自己課題
設定やフレームワークを活用した分析が求められる。
ⅱ）改善の方向性
実践リーダーの役割についての説明を強化し、「チームマネジメントにおける実践
リーダーの役割」に焦点を当てた内容を追加する。また、実践リーダーとしての課
題の明確化については、ワークシートを活用し、自己評価を体系的に行えるような
方法を導入する。これにより、受講者が自身の強みや課題を客観的に整理しやすく
なる。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「認知症介護実践リーダー研修の理解」（90分）
・実践リーダーの役割
・チームマネジメントにおける実践リーダーの役割
・認知症介護実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化※前提条件「強み・弱みの理解」は削除

ⅳ）今後の検討事項



64

特に、リーダーとしての役割を具体的に理解できるよう、フレームワークを用い
た分析やケーススタディの活用について検討を進める。

（ⅱ）認知症の専門的理解（120分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、認知症に関する最新かつ専門知識を中心に学ぶが、認
知症を取りまく社会的課題における意思決定支援、若年の就労等、社会活動支援は
認知症介護実践者研修でも学習されるため、最新情報でない。
・	実践者の非薬物療法（効果的な療法に関する紹介や特徴）に関する学習内容を
追加。

ⅱ）改善の方向性
・	認知症を取りまく社会的課題における意思決定支援、若年の就労等、社会活動
支援は削除し、告知、ターミナルを医学に関連する専門情報として残す。
・	実践者の非薬物療法（効果的な療法に関する紹介や特徴）を専門知識として強
調する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「認知症の専門的理解」（120分）
・認知症に関する理解
・原因疾患別の捉え方のポイント
・医学的視点に基づいた介入
・認知症に関連する介護技術の考え方（包括的アプローチ、RO療法、薬剤調整など）

ⅳ）今後の検討事項
医学的な視点と介護技術のバランスをどのように設定するかを検討する必要があ
る。また、実践に即した受講者の理解を深めるため、具体的な事例を活用したカリキュ
ラム構成を検討し、座学中心ではなく、演習形式を取り入れることも考慮する。

（ⅲ）施策の動向と地域展開（210分）
ⅰ）課題
今後のカリキュラムでは、認知症基本法の理念に関する理解が中心となるべきだ
が、その内容が十分に整理されていない。さらに、実践者の立場で地域での施策展
開に積極的かつ十分に関与することが困難なケースが多く、学習目標の難易度が高
い。
ⅱ）改善の方向性
全国、地域に関わらず認知症ケアに関する地域での展開事例を増やし、実際にど
のように施策を展開していくかの視点を強化する。また、認知症基本法の理念の理
解を中心に据え、その理念に基づいた施策の展開方法を学ぶことを目的とする。加
えて、連携・調整・推進といった視点を整理し、地域の認知症ケアに実際に活用で
きる知識を提供する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
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「施策の動向と地域展開」（210分）
・認知症施策の変遷
・認知症施策の動向と共生社会の実現を推進するための方向性
・地域における認知症ケア関連施策の展開
・目標に向けた地域での認知症施策の展開方法

ⅳ）今後の検討事項
時間配分の再検討が必要であり、地域での施策展開に偏らず、全国での実践事例
をどの程度盛り込むかが課題となる。また、共生社会の視点を強調し、地域社会全
体での取り組みの方向性をより明確にする必要がある。

（ⅳ）チームケアを構築するリーダーの役割（180分）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、チームの意味や目的、チームの構築及び活性化するため
の運用方法について学ぶが、科目名がリーダー論として展開される傾向があり、チー
ムマネジメントに関するカリキュラムの意味づけがあいまいである。
ⅱ）改善の方向性
チームケアの運用について、リーダー論からチームマネジメントの理論への意識
付けを強化するため科目名をチームマネジメントの理論と方法に変更する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「チームマネジメントの理論と方法」（180分）
・チームの意味や目的、種類
・チームの構築及び活性化するための運用方法
・チームの目標や方針の設定と展開方法

ⅳ）今後の検討事項
リーダーシップ論に偏らず、実際にチームを管理・運営する視点をどのように強
化するかが重要な検討事項となる。また、チームの運営において、単なる方針設定
ではなく、意思決定のプロセスやチームの合意形成の方法をより具体的に示す必要
がある。さらに、実践現場でどのように活用できるかを考慮し、より実践的な事例
を取り入れることが求められる。

（ⅴ）ストレスマネジメントの理論と方法（120分）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、チームにおけるストレスマネジメントの重要性を学ぶが、
チーム全体のストレス管理に関する視点に焦点を当てており、個々のメンバーへの
支援に関する学習内容が不足している。
ⅱ）改善の方向性
チームメンバーへのストレスマネジメントの手法に関する具体的な事例を増やし、
受講者が実際の現場で活用できるようにする。
ⅲ）3センターカリキュラム案
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「ストレスマネジメントの理論と方法」（120分）
・チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性
・ストレスマネジメントの方法
・チームメンバーへの支援方法

ⅳ）今後の検討事項
リーダー自身のセルフマネジメントを重視する重要性が高まっているため、自己
管理の手法を強化するかどうかを検討する。また、PCC（パーソン・センタード・
ケア）の考え方を取り入れることで、ストレスマネジメントの実践に活かすことが
できるかを議論する必要がある。

（ⅵ）ケアカンファレンスの技法と実践（120分）
ⅰ）課題
ケアに特化しないチームにおける会議やミーティングと、それ以外の情報共有の
必要性や進め方についての説明が不足しており、科目名がケアカンファレンスに偏っ
ている。
ⅱ）改善の方向性
ケアに限らない会議など一般的なカンファレンスの意義や活用方法を整理し、チー
ムマネジメントにおけるカンファレンスの重要性を明確にするため、科目名をカン
ファレンス（会議）に変更する。また、会議の進行における情報共有のポイントを
明確にし、意思決定や課題解決のプロセスを学べるようにする。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「カンファレンス（会議）の技法と実践」（120分）
・チームにおけるカンファレンス（会議）の目的と意義
・カンファレンスを円滑に行うためのコミュニケーション
・効果的なカンファレンス（会議）の展開

ⅳ）今後の検討事項
リーダーは「スーパーバイザー」よりも「ファシリテーター」としての役割に変
更し調整、連携支援の役割を強調することを検討するべきである。

（ⅶ）認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、認知症称に課題がある。

ⅱ）改善の方向性
チームアプローチの表現を整理し、単なるチームのあり方ではなく、実際にリー
ダーがチームをマネジメントする方法を理解できるようにする。そのために、科目
名を「認知症ケアにおけるチームマネジメントの展開方法」に変更し、学習の目的
を明確化する。また、チームアプローチを推進するための研修プログラムの開発を
組み込み、受講者がチーム運営の具体的なスキルを身につけられるようにする。
ⅲ）3センターカリキュラム案
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「認知症ケアにおけるチームマネジメントの展開方法」（180分）
・認知症ケアにおけるチームケアの意義と必要性
・施設・在宅での認知症ケアにおけるチームアプローチの方法
・認知症におけるチームケア推進プログラムの展開

ⅳ）今後の検討事項
チームアプローチの具体的な適用方法をどのように学習させるかが課題となる。
また、チームマネジメントの強化を目的とするため、単なるチーム構築だけでなく、
リーダーとしての意思決定や調整能力を育成する仕組みを検討する必要がある。

（ⅷ）職場内教育の基本視点（240分）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、職場内教育の基本視点として、人材育成における介護職
員のとらえ方や指導者のあり方、職場内教育（OJT）の実践方法について学ぶが、
教育の実践方法についての学習意図について科目名が分かりにくく、到達目標を反
映した科目名とはなっていない。
ⅱ）改善の方向性
科目名を「職場内教育（OJT）の方法」に変更し、職場内教育の実践を中心とし
た学習内容に統一する。また、職場内の教育手法を明確にし、指導に必要な視点を
体系的に学べるようにする。さらに、人材育成という大きな概念よりもチームにお
ける実践リーダーとして期待されている職場内教育や指導に明確化する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場内教育（OJT）の方法」（240分）
・人材育成の基本視点
・指導者のあり方の理解
・人材育成の意義と方法
・職場内教育の意義
・職場内教育（OJT）の実践方法

ⅳ）今後の検討事項
指導方法の具体化が課題となるため、どのような指導方法が最も効果的かを検討
する必要がある。また、OJTの実践に関する事例を増やし、受講者が具体的に学べ
る内容に変更することが求められる。

（ⅸ）職場内教育（OJT）の方法の理解（240分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、職場内教育（OJT）における指導技法や、指導におけ
る活用と留意点について学ぶが、実践技術を体験的に学習する演習時間が不足して
いる。また、スーパービジョンを具体的かつ詳細に学習するための時間も不足して
いる。さらに、指導技法の統合的な理解が難しいため、個別の技法ではなく全体の
枠組みの中でOJTの位置づけを明確にする必要がある。
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ⅱ）改善の方向性
前科目「職場内教育（OJT）の方法」と区別するため、「職場内教育（OJT）の指
導方法」に変更する。また、スーパービジョンにおける具体的な指導方法はコーチ
ングやティーチング、面接技法と重複しているため、概要や基本的理解にとどめた
目標に変更する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場内教育（OJT）の指導方法」（300分）
・職場内教育（OJT）における指導技法
・ティーチング・コーチングの理論と技法の理解
・スーパービジョンの基本的理解
・指導における活用と留意点

ⅳ）今後の検討事項
職場内教育の指導方法の明確化が求められるため、ティーチングとコーチングの
適用場面を整理し、指導方法の選択がしやすいカリキュラムを設計する必要がある。

（ⅹ）職場内教育（OJT）の実践（360分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、OJTの実践として、食事・入浴・排泄への介護指導、行動・
心理症状（BPSD）への対応指導、アセスメントおよびケアの実践指導、自己の指導
に関する特徴の振り返りといった内容が組み込まれている。しかし、各項目が個別
に扱われており、それらを統合的に学習する視点が不足している。また、事例演習
の時間配分が適切でないため、各演習を効果的に実施するための工夫が求められる。
さらに、行動・心理症状（BPSD）の対応指導については、他の科目と重複する
部分が多く、OJTの中でどのように実践的に活用すべきかの明確な指針が不足して
いる。また、時間が限られる中で、食事・入浴・排泄、行動・心理症状（BPSD）、
アセスメントといった多岐にわたる内容をすべて教えるのは難しく、どの項目に重
点を置くべきかの見直しが必要となる。
ⅱ）改善の方向性
OJTの実践をより体系的にするために、介護職員のOJTにおける指導のプロセ
スを整理し、指導の各段階における学習内容を明確化する。つまり介護場面ごとで
はなく、指導手順ごとの学習項目として「介護目標設定に関する指導」「生活の質を
向上させるアセスメントおよびケア方法に関する指導」に再構成し、1事例の演習
を可能とすることで、演習時間を見直し、実践指導の内容がより効果的に学べるよ
うに 60分間の短縮を行い調整する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場内教育（OJT）の実践」（300分）
・介護目標設定に関する指導（事例演習）
・介護職員への介護技術の指導（事例演習）
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・生活の質を向上させるケア方法に関する指導（事例演習）
・自己の指導の特徴の振り返り

ⅳ）今後の検討事項
認知症ケア指導に関する具体的な指導方法を学習するかが課題となる科目であり、
行動・心理症状（BPSD）の対応に関する指導は、他の科目と重複する部分があるため、
OJTの中でどのように組み込むかの整理が必要である。さらに、指導時間の見直し
を行い、現場での適用が容易になるようなカリキュラム構成を検討する。

（ⅺ）職場実習の課題設定（240分）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、介護職員の認知症ケア能力の評価方法の理解を目的とし、
実習計画の立案までのプロセスを学ぶが、認知症基本法をベースとした認知症ケア
の必要能力の見直しが求められている。また、シラバスの学習項目表記について演
習に関する表示がわかりにくいため、学習内容が理解しにくい。
ⅱ）改善の方向性
学習項目の柱に演習に関する文言を追加し、受講者に理解しやすい表現に変更した。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場実習の課題設定」（240分）
・介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の理解
・介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法の実践（演習）
・実習計画の立案（演習）

ⅳ）今後の検討事項
時間配分の見直しが必要であり、評価の理論と実践のバランスをどのように取る
かが課題となる。また、受講者が実際に評価を行うための適切な演習方法を検討す
る必要がある。

（ⅻ）職場実習（4週間）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、認知症ケア能力の評価と課題の設定、指導目標の立案方
法の理解、指導計画の作成とその実施について学ぶが、中間報告の実施についての
明確な指針がなく、進捗確認の仕組みが不十分であるという指摘がある。
また、シラバスに中間報告の記載がないため、統一的に実施されていないことが
課題となっている。その結果、受講者が実習期間中に適切なフィードバックを受け
る機会が少なく、学習の定着が不十分になりやすい。
ⅱ）改善の方向性
中間報告の実施を推奨し、進捗確認の仕組みを明確にする。

ⅲ）3センターカリキュラム案
「職場実習（4週間）」
・認知症ケア能力の評価と課題の設定・合意
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・指導目標の立案方法の理解
・指導目標に応じた指導計画の作成
・指導計画に応じた指導の実施（痛考）
・中間報告の実施を推奨する

ⅳ）今後の検討事項
中間報告の実施が受講者にどの程度有効かを評価し、統一的な基準を設ける必要
がある。また、実習期間中の進捗確認の手法を標準化し、受講者が適切にフィードバッ
クを受けられる仕組みを検討する必要がある。

（ⅹⅲ）結果報告／職場実習評価（420分）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、職場実習の成果報告と評価を行うが、420 分という長
時間の実施に対して、受講者から「長すぎる」という意見がある。自治体や地域によっ
ては、評価時間の短縮を検討する必要がある。
ⅱ）改善の方向性
標準時間を短縮し、地域による柔軟な運用を促すため、延長を可能とする仕組み
を導入する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
「結果報告／職場実習評価」（420分）
・認知症ケア指導の実践方法に関する自己の課題の整理と考察
・認知症ケア指導に関する方向性の明確化

ⅳ）今後の検討事項
評価時間を適正化するために、各自治体や施設の状況に応じた柔軟な運用方法を
検討する。
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現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

【【認認知知症症介介護護実実践践リリーーダダーー研研修修のの
理理解解】】（（ 分分））

１．実践リーダーの役割
２．実践リーダー研修の概要
３．実践リーダーとしての課題の明確
化

・１．実践リーダーの役割 ）
チーム構築が分かりにくい。
・３．実践リーダーとしての課
題の明確化 備考欄 「実践
リーダーとしての強み・弱みを
理解する」は表現が冗長的。

・１．実践リーダーの役割 ）
チームマネジメントに変更

・３．実践リーダーとしての課
題の明確化 備考欄 「実践
リーダーとしての強み・弱みを
理解する」を削除。

【【認認知知症症介介護護実実践践リリーーダダーー研研修修のの
理理解解】】（（ 分分））

１．実践リーダーの役割
）チームマネジメントにおける実践
リーダーの役割
２．実践リーダー研修の概要
３．実践リーダーとしての課題の明確
化
※備考「強み・弱み～」削除

・ワークシートは指導
者に任せではどうか。
ただし、自己課題設定
の留意点として、スト
ラテジーコーチングの
プロセスを示すのはど
うか
具体例）
①授業を踏まえ、リー
ダーとしての自分自身
のこうなりたい目標
②目標と照らした今の
自分の姿（肯定的側
面・否定的側面）
③目標達成のためにま
ず何ができるようにな
るといいか
④そのために具体的に
まず何をするかに合わ
せて検討する

【【認認知知症症のの専専門門的的理理解解】】
（（ 分分）

１．認知症に関する理解
２．原因疾患別の捉え方のポイント
３．医学的視点に基づいた介入
４．認知症を取りまく社会的課題

・意思決定支援、若年の就労等、
社会活動支援は実践者に含まれ
ており、最新ではないことから
除外し、告知、ターミナルを医
学に関連する専門情報として残
してはどうか。
・疾患別の中核症状、行動心理
症状、薬剤の作用機序などの何
を伝えるのか検討が必要。
・”医学的視点に基づいた介入”で
は生活しづらさの理解に基づい
ての介入とやや乖離している印
象がある

・４．認知症を取りまく社会的
課題 意思決定支援、若年の就
労等、社会活動支援を削除。告
知、ターミナルを医学に関連す
る専門情報として残す。

・実践者（ ）の非薬物療法
（効果的な療法に関する紹介や
特徴）を追加。

【【認認知知症症のの専専門門的的理理解解】】
（（ 分分））

１．認知症に関する理解
２．原因疾患別の捉え方のポイント
３．医学的視点に基づいた介入
追加 非薬物的介入の方法（回想法
療法音楽療法などの療法等）
４．認知症を取りまく社会的課題
削除 ）意思決定支援、 ）若年性、
）本人の社会活動

・実践者みなし受講者
については事前課題な
どで復習を促すように
示してはどうか（備考
などで）

・受講生の認知症の理
解度を揃えるために事
前課題を設けるのはど
うか。

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【施施策策のの動動向向とと地地域域展展開開】】
（（ 分分））

１．認知症施策の変遷
２．認知症施策の動向と認知症施策推
進大綱の内容
３．地域における認知症ケア関連施策
の展開

・地域のリーダー研修修了者の
活動事例等や全国の活動事例を
紹介してはどか。

・基本法の理念の理解を中心と
する必要がある。

・研修のねらいからすると、連
携・参画の目的はレベルが高い
印象がある。

・事例は、全国での事例でも可と
する。
・基本法の理念の理解を中心とす
る
・目的について、連携・参画→展
開方法を理解するに変更。変更に
ともない時間短縮してはどう
か？
・２．３）地域包括ケアシステム、
地域共生社会の構築は基本法にも
含まれるため項目から除外

【【施施策策のの動動向向とと地地域域展展開開】】
（（ 分分））
目的）連携参画→展開方法を理解するに
変更
１．認知症施策の変遷
２．認知症施策の動向と共生社会の実現
を推進する認知症基本法の方向性
３．地域における認知症ケア関連施策の
展開

）全国における各地域での認知症施
策の展開事例

・時間の検討が必要

【認知症基本法の反映】
・認知症の人が個性と能
力を発揮し、国民全員が
相互に人格と個性を尊重
し支えあう社会の在り方
を理解
・個性や能力に応じた地
域・社会への参画や活動
の支援
これらの理念をどのよう
に反映するか

【【チチーームムケケアアをを構構築築すするるリリーーダダーー
のの役役割割】】（（ 分分））

１．チームの意味や目的、種類
２．チームの構築及び活性化するため
の運用方法
３．チームの目標や方針の設定と展開
方法

・リーダー論として展開されや
すく、チーム作りのポイントが
不足しやすい ・
中項目が項目名だけなので分か
りにくい印象がある。

・リーダーシップ論と誤解されい
やすいため、科目名をチームマネ
ジメントの理論と方法に変
更。
・各中項目へ、「の必要性」を追
加。

チチーームムママネネジジメメンントトのの理理論論とと方方法法】】
（（ 分分））

１．チームの意味や目的、種類
２．チームの構築及び活性化するための
運用方法
３．チームの目標や方針の設定と展開方
法

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））



72

【【スストトレレススママネネジジメメンントトのの理理論論とと
方方法法 】】（（ 分分））

１．チームにおけるストレスマネジメ
ントの意義と必要性
２．ストレスマネジメントの方法

・チームにおけるストレスマネ
ジメントだけではなく、個々の
メンバーをサポートすることが
チーム構築には必要だが不足
・リーダー自身のセルフマネジ
メントが不足

・２．ストレスマネジメントの方
法 ）チームメンバーへの支援方
法へ変更。

【【スストトレレススママネネジジメメンントトのの理理論論とと方方
法法】】（（ 分分））

１．チームにおけるストレスマネジメン
トの意義と必要性
２．ストレスマネジメントの方法
追加 ）チームメンバーへの支援方法

・リーダー自身のセルフ
マネジメントを手厚くす
るのは意義が大きいと思
われる。 の理解を
深めるうえでも重要では
ないか。

【【ケケアアカカンンフファァレレンンススのの技技法法とと実実
践践】】（（ 分分））

１．チームケアにおけるケアカンファ
レンスの目的と意義
２．ケアカンファレンスを円滑に行う
ためのコミュニケーション
３．効果的なケアカンファレンスの展
開

・ケアに特化した会議だと、ケ
ア以外の情報共有の必要性や、
会議ミーティングをイメージし
にくく、ケア会議のみになって
しまい、広くチームづくりの手
法として理解されにくい。

・ ）スーパーバイザーと記
載あるが、初めての記載となり
説明が必要となる。
・ ）建設的なコミュニケー
ションのポイントについて、ポ
イントとはどの立場からの話な
のか分かりにくい。

・科目名変更「カンファレンス
（会議）の技法と実践」へ変更
・ケアに限らず、会議やミーティ
ングなど情報共有や意思決定を目
的とする広い意味としての会議に
修正
・チーム作りのための方法として
会議やミーティングの必要性を強
調
・２． ）建設的なコミュニケー
ションのポイントについて、文言
変更の検討
・３． ）スーパーバイザーについ
て文言変更の検討。

【【カカンンフファァレレンンスス（（会会議議））のの技技法法とと
実実践践】】（（ 分分））

・チームにおける意思決定、情報共有、
メンバー間の円滑なコミュニケーション
の活性化を促進しチーム力の向上を図る
ため、効果的なカンファレンス（会議）
の展開方法を習得する。

１．チームにおけるカンファレンス（会
議）の目的と意義
２．カンファレンスを円滑に行うための
コミュニケーション
３．効果的なカンファレンス（会議）の
展開

・２． ）建設的なコ
ミュニケーションのポイ
ント → 「建設的な議
論になるためのリーダー
の留意点」としてはどう
か。
・３．２）スーパーバイ
ザーの表記を削除、ファ
シリテーターに変更して
はどうか

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムアアププ
ロローーチチのの理理論論とと方方法法】】
（（ 分分））

１．
認知症ケアにおけるチームアプローチ
の意義と必要性（まとめ）
２．認知症ケアにおけるチームの種類
と特徴
３．施設・在宅での認知症ケアにおけ
るチームアプローチの方法

・チームアプローチはチームメン
バー側の視点であり、リーダー視
点とは異なる

・施設、在宅におけるチームアプ
ローチに関係機関も含んでいるた
め削除

・リーダーはチームアプローチを
理解するのではなく、マネジメン
トの方法を理解するよう表現を変
更 科目名「認知症ケアにおける
チームマネジメントの展開方法」
に変更。

・チームケア推進研修 分の導入。。

【【認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムママネネジジ
メメンントトのの展展開開方方法法】】（（ 分分））

目的文言変更
・これまでの学習を踏まえ、認知症ケ
アにおけるチームマネジメントの方法
を理解し、チームケアを展開するため
の指導力を身につける。

１．認知症ケアにおけるチームケアの
意義と必要性
２．施設・在宅での認知症ケアにおけ
るチームアプローチの方法
３．認知症におけるチームケア推進プ
ログラムの展開

【【職職場場内内教教育育のの基基本本視視点点】】
（（ 分分）

１．人材育成における介護職員等のと
らえ方
２．指導者のあり方の理解
３．人材育成の意義と方法
４．職場内教育の意義
５．職場内教育（ ）の実践方法

・科目目が分かりにくい。 ・育成計画の手順を学ぶ科目であ
り「職場内教育（ ）の方法」
へ科目変更 ・職場内の
教育であるため、人材育成という
大きな概念ではなく、指導に関す
る文言へ変
更
・職場内の教育であるため、人材
育成という大きな概念ではなく、
指導に関する文言へ変更

【【職職場場内内教教育育（（ ））のの方方法法】】
（（ 分分））

１．人材育成の基本視点
２．指導者のあり方の理解
３．人材育成の意義と方法
４．職場内教育の意義
５．職場内教育（ ）の実践方法

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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【【職職場場内内教教育育（（ ））のの方方法法のの
理理解解】】 （（ 分分））

１．職場内教育（ ）における指導
技法
２．指導における活用と留意点

・「職場内教育（ ）の方
法」と科目名が重複している
・実践できるような深い理解に
至る体感を得られる演習をする
には時間不足な印象がある
・ティーチングとコーチングは
対で対比的にする方が理解しや
すい
・スーパービジョンは教育内容
が多いため時間的にも習得が難
しい。
・実践への活用は２の活用と重
複
・統合の表現がわかりにくい

・「職場内教育（ ）の方
法」と区別するため、「職場内
教育（ ）の指導技法」に変
更
・ 分時間増
・ティーチング・コーチングの
中項目を統合
・スーパービジョンにおける具
体的な指導方法はコーチングや
ティーチング、面接技法と重複
している点もあるため、基本的
理解にとどめる。
・実践への活用は２の活用へ移
動
・統合の表現を、活用の実際や
留意点に修正

【【職職場場内内教教育育（（ ））のの指指導導方方
法法】】 （（ 分分））

１．職場内教育（ ）における指導
技法

）ティーチング・コーチングの理論
と技法の理解

）スーパービジョンの基本的理解
２．指導における活用と留意点

【【職職場場内内教教育育（（ ））のの実実践践】】
（（ 分分））

１．食事・入浴・排泄等への介護に
関する指導計画（事例演習）
２．行動・心理症状（ ）への介
護に関する指導（事例演習）
３．アセスメント及びケアの実践に
関する計画立案の指導方法（事例演
習）
４．自己の指導の特徴の振り返り

・ と を分けることで演習の事
例設定を難しくさせている

・行動心理症状への介護の指導
に限定しすぎている

・食事入浴排泄、 、アセス
メントとケアの指導をすべて教
えるとの誤解があり、時間数が
少ないとの意見が多い。

・１．２．を統合し項目名を
「介護目標設定に関する指導
（事例演習）」に変更。
・場面別に分類せず、それらの
指導に共通する手順を学習する
ことが主旨であるため、場面や
事例の選定数は任意とし、指導
手順ごとに学習する項目とする

・倫理的ジレンマ、権利擁護、
家族介護者支援、リスクマネジ
メント等への指導については、
事例の中にいずれかを盛り込む
ことを記載し、いずれかを選択
することとする

・場面ごとではなく、指導手順
ごとの学習項目に再構成し、 場
面でも可能としたため、 分短
縮

【【職職場場内内教教育育（（ ））のの実実践践】】
（（ 分分））

１．介護目標設定に関する指導（事例
演習）

＜備考＞
・介護職員の介護事例を取り上げ、介
護職員への指導方法のプロセスを体験
的に学ぶ演習とする。なお、事例の選
定は、「食事・入浴・排泄等の日常生
活場面における介護事例」、「行動・
心理症状（ ）への介護事例」か
ら つ以上を選択すること
・倫理的ジレンマ、権利擁護、家族介
護者支援、リスクマネジメント等のい
ずれかの事例も含んだ事例とすること

２．アセスメントに関する指導（事例
演習）
３．生活の質を向上するケア方法に関
する指導（事例演習）
４．自己の指導の特徴の振り返り

・時間数の検討

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【職職場場実実習習のの課課題題設設定定】】 分分））

１．介護職員等の認知症ケアの能力に
関する評価方法の理解
２．介護職員等の認知症ケアの能力の
評価方法の立案
３．実習計画の立案

・基本法をベースとした認知症
ケアに必要な能力を見直してみ
る必要があるのではないか
・演習部分が分かりにくい

・演習文言の追加
【【職職場場実実習習のの課課題題設設定定】】（（ 分分））

１．介護職員等の認知症ケアの能力に関
する評価方法の理解
２．介護職員等の認知症ケアの能力の評
価方法の立案（演習）
３．実習計画の立案 （演習）

【【職職場場実実習習】】実実習習（（ 週週間間））

１．認知症ケア能力の評価と課題の設
定・合意
２．指導目標の立案方法の理解
３．指導目標に応じた指導計画の作成
４．指導計画に応じた指導の実施

・中間報告について、シラバス
に記載が必要ではないか

中間報告は設定することが望まし
い旨を備考に明記

【【職職場場実実習習】】 実実習習（（ 週週間間）

１．認知症ケア能力の評価と課題の設
定・合意
２．指導目標の立案方法の理解
３．指導目標に応じた指導計画の作成
４．指導計画に応じた指導の実施
（備考）・中間報告の実施を推奨する。

【【結結果果報報告告／／職職場場実実習習評評価価】】
（（ 分分））

１．認知症ケア指導の実践方法に関す
る自己の課題の整理と考察
２．認知症ケア指導に関する方向性の
明確化

・ 分は長いとの意見もあるが、
自治体や地域によって事情が異
なるため、標準時間の設定を短
くするか検討が必要

・標準時間は短く設定し、時間設
定は自治体、実施主体の判断とす
る。時間数については要検討

【【結結果果報報告告／／職職場場実実習習評評価価】】
（（ 分分））

１．認知症ケア指導の実践方法に関する
自己の課題の整理と考察
２．認知症ケア指導に関する方向性の明
確化

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 実実践践リリーーダダーー研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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5）カリキュラムの課題と方向性に関する整理
（ⅰ）現行カリキュラムの課題

認知症介護実践リーダー研修のカリキュラムには以下の課題がある：
ⅰ）リーダーシップの理解不足
チームマネジメントに関する具体的な説明が不足しており、リーダーとしての課
題の整理が不明瞭。
ⅱ）社会的課題の重複
認知症を取り巻く社会的課題の学習内容が他研修と重複しているため、カリキュ
ラム全体の整理が必要。
ⅲ）施策理解の難易度
地域の施策展開に関する学習内容の難易度が高く、認知症基本法の理念整理が
十分でない。
ⅳ）チームマネジメントの意義が曖昧
リーダー論に偏り、チームマネジメントの体系的理解が不十分。

ⅴ）ストレスマネジメントの焦点
チーム全体のストレス管理が中心で、個々のメンバーへの支援に関する学習内容
が不足。
ⅵ）カンファレンスの枠組み不足
ケアカンファレンスに偏り、一般的な会議運営や情報共有の方法が整理されてい
ない。
ⅶ）職場内教育の指導技法不足
OJTの指導方法の理解が統合的でなく、実践演習の時間が不足。

（ⅱ）改定後のカリキュラムの変更点
ⅰ）リーダーシップとチームマネジメントの強化
実践リーダーの役割を明確にし、チームマネジメントの視点を強化する。また、
フレームワークを活用した自己評価を導入し、受講者が自身の課題を整理しやすい
ようにする。さらに、「認知症ケアにおけるチームマネジメントの展開方法」として、
チームの構築や運営に必要なスキルを強化する。
ⅱ）専門知識の整理と最新情報の強調
非薬物療法に関する最新の知識を強調し、他の研修と重複する社会的課題の内容
を削除する。また、医学的視点と介護技術のバランスを見直し、より実践的な学び
が得られるよう調整する。
ⅲ）施策理解の体系化
認知症施策の変遷を整理し、「共生社会の実現を推進する施策の方向性」を明確に
する。全国的な事例を活用しながら、地域施策の展開方法を体系的に学べるようカ
リキュラムを再構成する。
ⅳ）ストレスマネジメントの視点拡充
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個々のメンバーに対する支援の視点を追加し、リーダー自身のセルフマネジメン
トについても強化する。また、PCC（パーソン・センタード・ケア）の考え方を取
り入れ、より実践的なストレスマネジメントを学べるようにする。
ⅴ）カンファレンス技法の明確化
科目名を「カンファレンス（会議）の技法と実践」に変更し、ケアに限定されな
い会議全般の運営方法を学べるようにする。さらに、会議の進行方法や意思決定の
プロセス、情報共有の技法を整理し、実務に活用できる内容へと強化する。
ⅵ）職場内教育の統合的理解の強化
「職場内教育（OJT）の指導方法」に科目名を変更し、ティーチングやコーチング
の理論を明確に学べるようにする。また、演習時間を増加し、受講者が具体的な指
導方法を身につけられるようにする。
ⅶ）職場実習の評価と進捗確認の仕組み導入
中間報告の実施を推奨し、進捗状況を確認する仕組みを標準化する。また、評価
時間を適正化し、自治体ごとに柔軟な運用ができるよう調整する。

（ⅲ）改定による方向性の要点
ⅰ）変更点の要点
①	リーダーシップとチームマネジメントの強化
役割の明確化、自己評価の導入、実践的スキルの強化。

②	専門知識の整理と最新情報の強調
非薬物療法の最新知識を強化、社会的課題の重複を削除。

③	施策理解の体系化
施策の変遷を整理し、全国事例を活用して地域施策の展開方法を学ぶ。

④	ストレスマネジメントの視点拡充
	リーダー自身のセルフマネジメントと PCC（パーソン・センタード・ケア）
を導入。

⑤	カンファレンス技法の明確化
会議運営全般を学べるようにし、進行・意思決定・情報共有を整理。

⑥	職場内教育の統合的理解の強化
OJTの指導技法を体系化し、ティーチング・コーチングの演習を強化。

⑦	職場実習の評価と進捗確認の標準化
中間報告の導入、評価時間の適正化、自治体ごとの柔軟な運用。

ⅱ）改定の方向性
①	実践リーダーとしての役割を明確化し、チーム運営力を強化。
②	専門知識を最新化し、学習の重複を解消。
③	施策の理解を深め、全国的な事例を活用した学びを強化。
④	ストレスマネジメントや会議運営のスキルを向上。
⑤	職場内教育の質を高め、効果的なOJT指導を実現。
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⑥	職場実習の評価方法を見直し、進捗確認の仕組みを標準化。

（3）認知症介護指導者養成研修
1）目的
（ⅰ）現在の目的（図 3-3-3-1）

現在の認知症介護指導者養成研修は、認知症についての理解のもと、本人主体の介
護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状（BPSD）を予防できる
実践者を養成するために、認知症介護実践者研修、および認知症介護実践リーダー研
修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当するための知識・技術を習得する
ことを目的としている。また、介護保険施設や事業者等における介護の質の改善につ
いて指導するとともに、自治体等における認知症施策の推進に寄与できるようになる
ことを目指している。これにより、介護の質の向上のみならず、認知症ケアの政策的
な推進にも関与できる指導者を育成することをねらいとしている。

図 指導者養成研修のねらい案

本研修は、認知症介護従事者が認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行
い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状 を予防することがで
きるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践研修及び認知症介護実践リーダー
研修 を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当することができる知識・技
術を習得すること及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指
導するとともに、自治体等における認知症施策の推進に寄与できるようになること
をねらいとする

現現在在ののねねららいい

本本研研修修はは、、認認知知症症のの人人ににつついいててのの正正ししいい理理解解ののももとと、、本本人人・・家家族族がが尊尊厳厳をを保保持持しし、、
希希望望ををももっってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう、、認認知知症症介介護護基基礎礎研研修修、、認認知知症症介介護護実実践践研研
修修及及びび認認知知症症介介護護実実践践リリーーダダーー研研修修 をを企企画画・・立立案案しし、、講講義義、、演演習習、、実実習習のの講講師師をを
担担当当すするるここととががででききるる知知識識・・技技術術をを習習得得すするるこことと及及びび介介護護保保険険施施設設・・事事業業者者等等にに
おおけけるる介介護護のの質質のの改改善善ににつついいてて指指導導すするるととととももにに、、共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた認認知知
症症施施策策のの推推進進にに関関与与ででききるるよよううににななるるここととををねねららいいととすするる。。
・基本法の表現に揃える
・「自治体等における」→「共生社会の実現に向けた」へ変更
・「推進に寄与できるよう」→「関与できることをねらいとする」へ変更

新新ねねららいい

認認知知症症基基本本法法

（ⅱ）新しい目的（改定後）
改定後の認知症介護指導者養成研修では、「認知症の人」についての正しい理解を
前提とし、本人および家族の尊厳を保持し、希望を持って暮らすことができるように
することを重視する。そのために、指導者が認知症介護実践者研修、および認知症介
護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当する知識・技術
を習得することが求められる。また、介護保険施設や事業者等における介護の質の改
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善について指導するとともに、「共生社会の実現に向けた認知症施策の推進に関与で
きる」指導者の育成を目指しており、指導者の役割が単なる技術指導に留まらず、社
会全体での認知症施策の推進を支援する役割を果たすことを強調している。

（ⅲ）変更点とその背景
ⅰ）認知症基本法の表現に統一
改定後のねらいでは、認知症基本法の考え方を反映させ、「認知症の人」という表
現を明確にする。
「本人主体の介護」だけでなく、「本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮ら
せるようにする」という表現に変更することで、より包括的なケアの考え方を強調
している。
ⅱ）自治体等における関与の視点
これまでの「自治体等における認知症施策の推進に寄与できる」という表現を、「共
生社会の実現に向けた認知症施策の推進に関与できる」に変更。
これは、指導者が施策の推進に「主体的に関与し、支援していく」ことを求める
意図を反映している。
ⅲ）貢献から関与への変更
「推進に寄与できるようになる」を「関与できるようになる」と表現を変更し、指
導者がより積極的に認知症施策の推進に関与することを意識し、実践につなげるこ
とを促す。

（ⅳ）要点
今回の改定により、認知症介護指導者養成研修のねらいが「共生社会の実現に向け
た支援者の育成」へと発展することが期待される。特に、認知症の人や家族の尊厳を
保持し、希望を持って暮らせるようにする視点が強調され、社会全体での支援体制の
構築に関与することが求められる。また、自治体や行政との関わり方も、積極的に認
知症施策の推進に関わることが求められ、指導者が政策や施策の地域展開及び推進に
おいて重要な役割を果たすことが期待される。

2）対象者
（ⅰ）現在の対象者について（図 3-3-3-2）

認知症介護指導者養成研修の対象者は、原則として「医療・福祉に関する国家資格
を有する者、またはこれに準ずる者」とされ、加えて、認知症介護実践者研修および
認知症介護実践リーダー研修を修了した者、またはそれと同等の能力を有すると認め
られる者が対象となり、さらに、認知症介護実践者等研修の企画・立案、講師、地域
ケアの推進を担う見込みのある者が対象に含まれている。
この対象者の基準は、、指導者として求められる知識や経験を確保し、研修を円滑
に企画・運営できるようにするために設けられており、指導者が地域の認知症ケア推
進に積極的に関与できるよう、単なる資格や研修修了の有無だけでなく、指導や研修
運営に関する実務経験が期待されている。
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図 指導者養成研修の対象者案

研修対象者は、医療・福祉に係る
国家資格を有する者（または準ず
る者）、認知症介護実践者研修及
び認知症介護実践リーダー研修を
修了した者（または同等者）、認
知症介護実践研修の企画・立案、
講師、地域ケアの推進を担う見込
みの者とする。

現現在在のの対対象象者者

研修対象者は、医療・福祉に係る
国家資格を有する者（または準ず
る者）、認知症介護実践者研修及
び認知症介護実践リーダー研修を
修了した者（または同等者）、認
知症介護実践研修の企画・立案、
講師、地域ケアの推進を担う見込
みの者とする。

＊実践者研修を受講しない実践
リーダー研修修了者への対策が別
途必要

新新対対象象者者のの留留意意点点

（ⅱ）改定後の対象者について
改定後の対象者も、基本的には現行の要件を維持し、医療・福祉に係る国家資格を
有する者、認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研修を修了した者、
認知症介護実践者等研修の企画・立案、講師、地域ケアの推進を担う見込みのある者
が対象とされる。
しかし、「認知症介護実践者研修を受講していない認知症介護実践リーダー研修修
了者への対応」について検討する必要があると考えられる。一部の受講者が認知症介
護実践者研修を経ずに認知症介護実践リーダー研修を修了しているという現状があ
り、その結果、研修を受ける認知症介護指導者養成研修の受講者について知識やスキ
ルレベルにばらつきが生じ、研修の進行や内容理解に影響を与える可能性が懸念され
る。指導者養成研修の対象者基準として記述しないが、別途、認知症介護実践者研修
を受講していない者が認知症介護指導者養成研修に参加する場合、認知症ケアの基本
的な知識やスキルが不足している可能性があるため、それに対する対応策を検討する
必要がある。

3）時間
認知症介護指導者養成研修の標準時間は、現行「講義・演習 24時間（1,440 分）実習：
課題設定 240 分、職場実習 4週間、実習のまとめ 180 分」であり、総時間の検証につい
てカリキュラム個々の標準時間を検証し、研修の全体時間を考慮する必要がある。そのた
め、研修総時間単体での検討はカリキュラムごとの標準時間の検討結果に委ねることとし
た。
4）カリキュラム
認知症介護指導者養成研修の現行カリキュラムにおける課題を整理し、改定の方向性を
検討した。加えて、3センター案に基づく改定内容を示し、今後の検討事項について述べ
る（表 3-3-3-1 ～表 3-3-3-5）。
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表表 指指導導者者養養成成研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【【【認認知知症症介介護護実実践践者者等等養養成成事事
業業のの実実施施】】 （（ 時時間間））

１．認知症介護実践者等養成事業
の実施
２．実践研修等の概要（事前課
題）
３．実践研修等の展開状況（事前
課題）

・前回カリキュラム改定の背景は
必要ない。 ・シラバス備考「認
知症介護指導者をゲストスピー
カーとして事例報告を行うは、や
り方が限定されてしまう。

・令和３年度カリキュラム改訂の背
景の削除
・備考「認知症介護指導者をゲスト
スピーカーとして事例報告を行う」
を削除※柔軟なやり方ができるよう
にするため

【【認認知知症症介介護護実実践践者者等等養養成成事事業業のの
実実施施】】（（ 時時間間））

１．認知症介護実践者等養成事業の実
施 ※令和３年度カリキュラム改訂の
背景の削除
２．実践研修等の概要（事前課題）
３．実践研修等の展開状況（事前課
題）※「認知症介護指導者をゲストス
ピーカーとして事例報告を行う」を削
除

【【認認知知症症ケケアアにに関関すするる施施策策とと行行
政政ととのの連連携携】】（（ 時時間間））

１．認知症ケアと認知症施策の歴
史（事前課題）
２．最新の認知症施策の動向（事
前課題）
３．関連専門職の役割とスキル
（事前課題）
４．認知症介護指導者と行政との
連携のポイントと事例

・「１．認知症ケアと認知症施策
の歴史」の文言を修正。
・基本法の理解が必要。事前課題
ではなく研修講義の中に入れるか
の検討
・「２．最新の認知症施策の動
向」の最新の定義が分かりにくい
・「３．関連専門職の役割とスキ
ル」について、地域包括支援セン
ターの理解は必要ないのではない
か。

・備考欄、時代に合わせて等の文
言修正

・「１．認知症ケアと認知症施策の
歴史」→「１．認知症施策の変遷」
に変更。また、中項目を変更。
・２．認知症施策の動向の中に、基
本法を追加
・備考 共生と予防について削除
・事前課題の内容の検討・問いの文
言などの修正
・「２．最新の認知症施策の動向」
→「現在の認知症施策の動向」に

変更
・「３．関連専門職の役割とスキ
ル」について、地域包括支援セン
ター削除

【【認認知知症症ケケアアにに関関すするる施施策策とと行行政政とと
のの連連携携】】（（ 時時間間））

１．認知症施策の変遷（事前課題）
※オレンジプラン、新オレンジプラン
２．最新の認知症施策の動向（事前課
題）
※共生社会の実現を推進するための認
知症基本法の追加
３．関連専門職の役割とスキル（事前
課題）
※地域包括支援センター削除
４．認知症介護指導者と行政との連携
のポイントと事例

・事前課題の内容の検
討
・備考欄に、「施策の
変更や時代情勢に合わ
せて・・」などの文言
の追加の是非

【【研研修修のの目目標標設設定定とと研研修修総総括括】】
（（ 時時間間））

１．自己の目標設定
２．目標の達成状況の評価
３．今後の取り組みの検討
４．認知症介護指導者のネット
ワークについて

・特になし ・特になし
【【研研修修のの目目標標設設定定とと研研修修総総括括】】
（（ 時時間間））

１．自己の目標設定
２．目標の達成状況の評価
３．今後の取り組みの検討
４．認知症介護指導者のネットワーク
について

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項
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【【教教育育方方法法論論】】
（（ 時時間間））

１．討議法の特徴と活用
２．課題分析に関する技法の特徴
と活用
３．事例検討法の特徴と活用
４．認知症ケア実践における課題
解決技法の活用（演習）

・拡散技法や収束技法等を具体的
に指定して記載しており、限定的
である。偏っているのではないか

・備考欄に「教育技法の特徴」とし
て各種技法を例として記載する 【【教教育育方方法法論論】】

（（ 時時間間）

１．教育技法の特徴と活用
※備考欄へ具体的技法を追加
２．認知症ケア実践における課題解決
技法の活用（演習）

【【授授業業設設計計法法】】（（ 時時間間））

１．授業計画や教材作成の基本的
考え方
２．授業のねらいの設定
３．授業のねらいを達成するため
の学習内容と授業の構造
４．授業計画作成及び効果的な授
業実施のポイント
５．授業の評価と改善方法
６．授業計画及び教材作成（演
習）

・著作権について触れる必要があ
る。

・著作権に関する事項として、教材
検索、教材開発、教材選択のポイン
トを備考欄に追加する。

【【授授業業設設計計法法】】（（ 時時間間））

１．授業計画や教材作成の基本的考え
方 ※著作権留意事項にふれる
２．授業のねらいの設定
３．授業のねらいを達成するための学
習内容と授業の構造
４．授業計画作成及び効果的な授業実
施のポイント
５．授業の評価と改善方法
６．授業計画及び教材作成（演習）

【【模模擬擬授授業業】】 （（ 時時間間））

１．模擬授業の実施
２．受講者間の討議による模擬授
業の評価
３．授業計画及び教材の修正

・実施内容と科目名が合っていな
い

・科目名を「授業の実施と評価」へ
変更 【【模模擬擬授授業業】】（（ 時時間間））

１．模擬授業の実施
２．受講者間の討議による模擬授業の
評価
３．授業計画及び教材の修正

・科目名「授業の実施

と評価」へ変更の是非

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 指指導導者者養養成成研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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【【研研修修企企画画とと評評価価】】（（ 時時間間））

１．カリキュラム構築の基本的知
識
２．研修目標の設定
３．研修内容と順序の検討
４．研修カリキュラムの評価

・４． ）実践者研修だけでなく、
リーダー研修も含まれる
・時間の検討が必要か

・実践リーダー研修の追加
【【研研修修企企画画とと評評価価】】（（ 時時間間））

１．カリキュラム構築の基本的知識
２．研修目標の設定
３．研修内容と順序の検討
４．研修カリキュラムの評価

【【人人材材育育成成論論】】（（ 時時間間））

１．認知症ケアにおける人材育成
２．人材育成における動機づけの
理解
３．効果的な人材育成のための組
織体制づくりと運用

・介護現場では、現状の介護人材
不足の解消は難しく大きな課題で
あり、人材マネジメントの概念も
入れる必要があるのではないか

・人材育成論のシラバスに、人材マ
ネジメントを追加するか検討

【【人人材材育育成成論論】】（（ 時時間間））

１．認知症ケアにおける人材育成
２．人材育成における動機づけの理解
３．効果的な人材育成のための組織体
制づくりと運用

・人材育成論のシラバ
スに、人材マネジメン
トを追加するか検討

【【成成人人教教育育論論】】（（ 時時間間））

１．成人教育学の基本的考え方
２．教育者の役割と倫理
３．学習支援の方法

・成人教育論で学んだことを繰り
返し思い出していくことが大切で
あり、初日にある意味があり時間
を増やしてもよいのではないか

・事前課題（レクチャー部分の動画
〔 時間程度〕を作成し、動画視聴
とワークシート記入を検討。

【【成成人人教教育育論論】】（（ 時時間間））

１．成人教育学の基本的考え方
２．教育者の役割と倫理
３．学習支援の方法

・時間の検討が必要
・事前課題（レク
チャー部分の動画〔
時間程度〕を作成し、
視聴とワークシート記
入）を追加の検討。時
間変更なし。

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 指指導導者者養養成成研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

【【認認知知症症ケケアアにに関関すするる研研究究法法のの
概概論論】】（（ 時時間間））

１．学術的な研究の考え方とプロ
セス
２．研究課題の設定
３．介入方法に合わせたデータ収
集の方法
４．分析と仮説の検証
５．研究成果のまとめ方やプレゼ
ンテーション

・職場実習のオリエンテーション
という位置で考えると 時間でも
よいのではないか
・職場実習の組み立て方、分析方
法、評価方法などの話をしており、
時間は欲しい
・研究法の名前が浮いているので
はないか。

・職場実習が終わった後に、研究的
な視点として 時間程度講義をして
はどうか
・「 学術的な研究の考え方とプロ
セス」→「研究の考え方とプロセ
ス」への変更
・事前課題（レクチャー部分の動画
〔 時間程度〕を作成し、視聴と
ワークシート記入）を追加してはど
うか

【【認認知知症症ケケアアにに関関すするる研研究究法法のの概概
論論】】 （（ 時時間間））

１．学術的な研究の考え方とプロセス
２．研究課題の設定
３．介入方法に合わせたデータ収集の
方法
４．分析と仮説の検証
５．研究成果のまとめ方やプレゼン
テーション

・「 学術的な研究の
考え方とプロセス」→
「研究の考え方とプロ
セス」への変更の是非

【【職職場場実実習習企企画画 職職場場実実習習 職職場場
実実習習（（振振りり返返りり））職職場場実実習習報報告告】】
演演習習（（ 時時間間）） 実実習習（（ 週週間間））
演演習習（（ 時時間間））演演習習（（ 時時間間））

【職場実習企画】
１ 職場実習に関するオリエンテー
ション
２ 職場実習企画書の作成
【職場実習】
３ 企画書に基づいた実践
【職場実習（振り返り）】
４ 職場実習全体の振り返り
【職場実習成果報告】
５ 取り組みの成果の報告

・丁寧に企画し実習を進めていく
ためには時間数を増やす必要があ
るのではないか

・実習は 週間が長いので、 週間に
戻す

【【職職場場実実習習企企画画 職職場場実実習習 職職場場実実習習
（（振振りり返返りり）） 職職場場実実習習報報告告】】
演演習習（（ 時時間間）） 実実習習（（ 週週間間）） 演演習習
（（ 時時間間））演演習習（（ 時時間間）

【職場実習企画】
１ 職場実習に関するオリエンテーショ
ン
２ 職場実習企画書の作成
【職場実習】
３ 企画書に基づいた実践
【職場実習（振り返り）】
４ 職場実習全体の振り返り
【職場実習成果報告】
５ 取り組みの成果の報告

・実習期間の是非（
週間→ 週間）

現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 3セセンンタターー案案 検検討討事事項項

表表 指指導導者者養養成成研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））
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現現行行カカリリキキュュララムム内内容容 課課題題 改改善善点点 セセンンタターー案案 検検討討事事項項

【【共共生生ののたためめにに地地域域でで支支ええ合合うう体体制制づづくく
りり】】（（ 時時間間））

１．共生及びそのための関係機関等との連
携に必要な基本的考え方（事前課題）
２．関連機関等との連携体制における認知
症介護指導者の位置づけと役割（事前課
題）
３．医療・介護・地域連携等の実践事例
４．地域における認知症の人に対する支援
体制づくりの目標と課題の整理

・認知症基本法の理念が反
映されているか検討が必要

【【共共生生ののたためめにに地地域域でで支支ええ合合うう体体制制づづくく
りり】】（（ 時時間間））

１．共生及びそのための関係機関等との
連携に必要な基本的考え方（事前課題）
２．関連機関等との連携体制における認
知症介護指導者の位置づけと役割（事前
課題）
３．医療・介護・地域連携等の実践事例
４．地域における認知症の人に対する支
援体制づくりの目標と課題の整理

・認知症基本法の理
念が反映されているか

【【他他施施設設・・事事業業所所実実習習】】（（ 時時間間））

１．実習オリエンテーション
２．認知症対応力向上の取り組みに際して
必要となる知識・技術の理解
３．実習施設・事業所の認知症ケアの課題
に関する情報収集及びその分析
４．実習施設・事業所の認知症ケアの課題
の発生要因の説明
５．実習成果の振り返りとスーパーバイ
ザーとしての自己の課題の明確化

・丁寧に企画し実習を進め
ていくためには時間数を増
やす必要があるのではない
か

・時間の検討が必要
・実技習得のための実習ではなく、
現場を借りた体験型の演習である
ため、 日程度の教室内体験も可能
ではないか

【【他他施施設設・・事事業業所所実実習習】】（（ 時時間間））

１．実習オリエンテーション
２．認知症対応力向上の取り組みに際し
て必要となる知識・技術の理解
３．実習施設・事業所の認知症ケアの課
題に関する情報収集及びその分析
４．実習施設・事業所の認知症ケアの課
題の発生要因の説明 ５．実習成果の振
り返りとスーパーバイザーとしての自己
の課題の明確化

・時間の検討が必要
・実技習得のための実
習ではなく、現場を借
りた体験型の演習であ
るため、 日程度の教室
内体験も可能ではない
か。

表表 指指導導者者養養成成研研修修カカリリキキュュララムムにに関関すするる主主なな課課題題とと改改善善案案（（認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー研研修修部部にによよるる検検討討））

（ⅰ）認知症介護実践者等養成事業の実施（1時間）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、認知症介護実践者等養成事業の実施内容や研修の概要、
研修の展開状況について学ぶが、前回のカリキュラム改定の背景に関する説明は不
要である。また、備考欄に記載される「認知症介護指導者をゲストスピーカーとし
て事例報告を行う」というシラバスの内容が実際には活用されていないため、形骸
化しているという課題がある。
ⅱ）改善の方向性
2021（令和 3）年度のカリキュラム改定の背景に関する項目と「ゲストスピーカー
による事例報告」を削除し、より実践的な研修内容に修正する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
認知症介護実践者等養成事業の実施（1時間）
・認知症介護実践者等養成事業の実施（令和 3年度カリキュラム改定の背景を除く）
・実践研修等の概要（事前課題）
・実践研修等の展開状況（事前課題）
・「認知症介護指導者をゲストスピーカーとして事例報告を行う」の削除

ⅳ）今後の検討事項
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事前課題の充実を図り、受講者が事前に学習を深められる学習の準備形成の支援
を強化する。また、事業の実施内容について、過去の研修事例に偏らず、現在の制
度や実践と結びつけた学習を可能にする方法を検討する必要がある。

（ⅱ）認知症ケアに関する施策と行政との連携（1時間）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、認知症ケアと認知症施策の歴史や最新の施策動向、関連
専門職の役割やスキル、行政との連携方法について学ぶが、認知症基本法に関する
理解が不足しており、受講者が施策の背景を把握しにくいという課題がある。また、
最新の認知症施策の動向についての事前課題が不十分であるため、受講者が施策の
全体像を理解するのに時間を要する。
ⅱ）改善の方向性
認知症施策の変遷を整理し、認知症基本法の理念とその展開、また、最新の施策
に関する事前課題を修正し、受講者が事前に施策の背景を把握できるようにする。
さらに、認知症基本法の視点を新たに追加し、受講者が行政との連携の中でどのよ
うな役割を果たすべきかを明確にする。
ⅲ）3センターカリキュラム案
認知症ケアに関する施策と行政との連携（1時間）
・	認知症施策の変遷（オレンジプラン、新オレンジプラン、最新の認知症施策の動
向を含む）
・認知症基本法の追加
・関連専門職の役割とスキル（事前課題）
・地域包括支援センターに関する内容を削除し、行政との連携に関するポイントを
整理
ⅳ）今後の検討事項
事前課題の充実を図るとともに、施策の変遷や行政連携の視点をどのように統合
するかを検討する必要がある。また、「施策の変遷や行政連携に関する文言を簡潔に
まとめることが望ましい」との意見があるため、学習内容をコンパクトに整理し、
受講者が効率的に理解できるような工夫を検討する必要がある。

（ⅲ）研修の目標設定と研修総括（9時間）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、受講者が自らの目標を設定し、目標達成状況を評価す
ることを目的とした研修を行うが、特に大きな課題はない。
ⅱ）改善の方向性
研修内容を維持しつつ、受講者が目標設定を適切に行い、自己の成長を実感でき
るような仕組みを継続する。また、認知症介護指導者のネットワーク形成に関する
議論を深め、受講者同士の意見交換を促進する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
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研修の目標設定と研修総括（9時間）
・自己の目標設定
・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・認知症介護指導者のネットワークについて

ⅳ）今後の検討事項
特に大きな変更は必要ないが、受講者同士のネットワークをより活用できるよう
な仕組みを強化し、目標達成の評価方法について、より具体的なフィードバックが
得られるような工夫を検討する必要がある。

（ⅳ）教育方法論（14時間）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、討議法の特徴や活用、課題分析技法、事例検討法の活用、
認知症ケア実践における課題解決技法などを学ぶ。しかし、各技法についての説明
が広範にわたる一方で、特定の技法に偏った学習内容となっている。
ⅱ）改善の方向性
各技法については、例として備考欄に記載し、学習項目を「1．教育技法の特徴と
活用」に修正する。　
ⅲ）3センターカリキュラム案
教育方法論（14時間）
・教育技法の特徴と活用（備考：事例を交えた具体的技法の提示）
・認知症ケア実践における課題解決技法の活用（演習を含む）

ⅳ）今後の検討事項
各技法の活用事例を備考表記に変更し、学習内容が偏らないようする。

（ⅴ）授業設計法（28時間）
ⅰ）課題
授業計画や教材作成の基本的な考え方、授業の目的の設定、授業の効果的な実施
方法などを学ぶが、著作権に関する取り扱いについての言及が不足していることが
課題となっている。
ⅱ）改善の方向性
授業設計に関する指導内容の一環として、著作権に関する取り扱いを明確にし、
教材の検索・選択に関する指針を明示する。また、実際の教材作成や授業設計の演
習において、著作権を意識した適切な資料作成を学べるような指導を強化する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
授業設計法（28時間）
・授業計画や教材作成の基本的考え方（著作権に関する留意点を明示）
・授業の目的の設定
・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
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・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント
・授業の評価と改善方法
・授業計画及び教材作成（演習）

ⅳ）今後の検討事項
著作権の問題について、受講者が理解しやすい形で整理し、適切な教材利用を促
すための指針を提供することが求められる。

（ⅵ）模擬授業（14時間）
ⅰ）課題
受講者が実際に模擬授業を行い、授業実施の評価や改善点を検討する科目である
が、「模擬授業」という科目名が、研修内容と整合していない。
ⅱ）改善の方向性
「模擬授業」という科目名を「授業の実施と評価」に変更することを検討し、より
明確な目的を持った研修にする。
ⅲ）3センターカリキュラム案
授業の実施と評価（14時間）
・授業の実施
・受講者間の討議による授業評価
・授業計画及び教材の修正

ⅳ）今後の検討事項
「授業の実施と評価」という科目名への変更の是非について、研修の目的に沿った
適切な名称を検討することが求められる。

（ⅶ）研修企画と評価（5時間）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、カリキュラム構築の基本的知識、研修目標の設定、研
修内容と順序の検討、研修カリキュラムの評価について学ぶが、学習項目の表記が
認知症介護実践者研修のみに限定されているため、認知症介護実践リーダー研修も
対象とする表記に変更する。
ⅱ）改善の方向性
認知症介護実践者研修だけでなく、認知症介護実践リーダー研修も含む学習項目
に変更する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
研修企画と評価（5時間）
・カリキュラム構築の基本的知識
・研修目標の設定
・研修内容と順序の検討
・研修カリキュラムの評価

（ⅷ）人材育成論（3時間）
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ⅰ）課題
介護現場においては、人材不足が深刻な課題となっており、研修においてもその
解消をどのように考えるべきかが重要視されている。しかし、現行のカリキュラム
では人材育成の基本概念は学べるものの、人材マネジメントの視点が不足しており、
実際の職場でどのように人材を確保・育成し、長期的に定着させるかという視点が
十分に盛り込まれていない。
ⅱ）改善の方向性
人材育成論において、人材マネジメントの概念を追加し、特に介護現場における
人材定着やモチベーション管理の視点を強化する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
人材育成論（3時間）
・認知症ケアにおける人材育成
・人材育成における動機づけの理解
・効果的な人材育成のための組織体制づくりと運用

ⅳ）今後の検討事項
人材育成論のシラバスにおいて、人材マネジメントに関する内容を新たに追加す
るかどうかを検討する必要がある。

（ⅸ）成人教育論（3時間）
ⅰ）課題
成人教育論では、学んだことを繰り返し思い出すことで学習定着を促進すること
が重要とされるが、学んだことを後の研修で振り返る機会が少なく、受講者の学習
の定着を高める工夫が求められている。
ⅱ）改善の方向性
成人教育の学習定着を促すために、事前課題としてレクチャー部分の動画を用意
し、受講者が事前に内容を視聴しながら理解を深められるようにする。また、事前
課題に関連したワークシートを作成し、研修中の振り返りを強化する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
成人教育論（3時間）
・成人教育学の基本的考え方
・教育者の役割と倫理
・学習支援の方法（事前課題としてレクチャー部分の動画を活用）

ⅳ）今後の検討事項
時間の検討が必要であり、事前課題として動画教材（レクチャー部分約 1時間）
を作成し、視聴した内容をワークシートに記入する形で学習の定着を図ることが検
討される。現時点では、時間配分の変更は予定されていないが、今後の受講者の学
習効果を見ながら再評価する必要がある。

（ⅹ）認知症ケアに関する研究法の概論（2時間）
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ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、研究課題の設定、介入方法に合わせたデータ収集、分
析と仮説の検証、研究成果のまとめ方などを学ぶが、職場実習のオリエンテーショ
ン的な役割が強く、「研究法」という名称が学術的な研究を想起させ、実務者にとっ
て取り組みづらい印象を与えてしまう。
ⅱ）改善の方向性
研究法の名称を「研究の考え方とプロセス」に変更し、学術的な研究ではなく、
実践現場で活用できる研究の進め方を学ぶ内容を強化する。
ⅲ）3センターカリキュラム案
認知症ケアに関する研究法の概論（2時間）
・学術的な研究の考え方とプロセス
・研究課題の設定
・介入方法に合わせたデータ収集の方法
・分析と仮説の検証
・研究成果のまとめ方やプレゼンテーション

ⅳ）今後の検討事項
「学術的な研究の考え方とプロセス」から「研究の考え方とプロセス」への変更が
適切かどうかを検討する

（ⅺ）職場実習関連（職場実習企画・職場実習・振り返り・報告）
ⅰ）課題
職場実習は、企画、実施、振り返り、報告の各段階に分かれているが、現行の実
習計画では、受講者が実習内容を十分に設計するための実習企画に関する時間が不
十分である。また、現在の実習期間（6週間）が長すぎるという指摘があある。
ⅱ）改善の方向性
職場実習計画の立案をより詳細に行い、受講者が実習内容を具体的に設計できる
ようにする。また、実習期間を 6週間から 4週間へ短縮し、より効果的な学習がで
きるようにすることで、受講者の負担を軽減しつつ、学習の質を向上させることを
目指す。
ⅲ）3センターカリキュラム案
職場実習企画
【職場実習企画】
・職場実習に関するオリエンテーション
・職場実習企画書の作成
【職場実習】
・企画書に基づいた実践
【職場実習（振り返り）】
・職場実習全体の振り返り
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【職場実習成果報告】
・取り組みの成果の報告

ⅳ）今後の検討事項
実習期間を 6週間から 4週間へ短縮することが、受講者の学習効果にどのような
影響を及ぼすかを評価し、実習の設計方法やフィードバックの仕組みを見直す必要
がある。特に、短縮による実習内容の圧縮が適切に行われるかどうかについて、実
践現場での適用を検討することが求められる。

（ⅻ）共生のために地域で支え合う体制づくり（1時間）
ⅰ）課題
現行カリキュラムでは、関係機関との連携、地域支援体制の整備、医療・介護・
地域連携の実践事例の紹介、認知症の人に対する支援体制の目標と課題整理を学ぶ。
しかし、認知症基本法の理念がカリキュラム内に十分に反映されているかの検討が
必要である。
ⅱ）改善の方向性
認知症基本法の理念について学習項目に追加する。

ⅲ）3センターカリキュラム案
共生のために地域で支え合う体制づくり（1時間）
・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な基本的考え方（事前課題）
・共生についての理解と自地域の課題（備考）認知症基本法における「共生」の概
念を説明する。
ⅳ）今後の検討事項
認知症基本法に関する学習項目に追加修正する必要について検討が必要である。

（ⅹⅲ）他施設・事業所実習（21時間）
ⅰ）課題
現行のカリキュラムでは、実習オリエンテーション、認知症対応力向上の取り組
みに関する知識と技術の理解、認知症ケアの課題に関する情報収集・分析、実習成
果の振り返りなどを含む。しかし、実践的な学びを深めるために、より丁寧な実習
計画の策定と実習期間の見直しが必要であり、実習時間の過不足について検討が必
要である。
ⅱ）改善の方向性
実践的な学びの機会を確保するため研修の時間配分を再検討する。逆に実技研修
の実習ではなく、演習による事例検討等が可能となるようにすることで、研修時間
のスリム化も検討が必要である。
ⅲ）3センターカリキュラム案
他施設・事業所実習（21時間）
・実習オリエンテーション
・認知症対応力向上の取り組みに際して必要となる知識・技術の理解
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・実習施設・事業所の認知症ケアの課題に関する情報収集及びその分析
・実習施設・事業所の認知症ケアの課題の発生要因の説明
・実習成果の振り返りとスーパーバイザーとしての自己の課題の明確化

ⅳ）今後の検討事項
実習ではなく、演習による学習が可能かどうかを評価する必要があり、実習によ
る体験学習ではなく、事例を教材として演習による学習の可能性について検討する。

5）カリキュラムの課題と方向性に関する整理
（ⅰ）現行カリキュラムの課題
ⅰ）内容の形骸化と不要な学習項目の存在
2021（令和 3）年度カリキュラム改定の背景説明や「ゲストスピーカーによる事
例報告」の項目が含まれているが、実際には活用されていないため、削除する必要
がある。
ⅱ）認知症施策に関する基礎理解の不足
受講者の認知症基本法に関する理解が不足しており、行政との連携に関する視点
が十分に盛り込まれていない。また、施策の変遷や最新施策の背景を学ぶ事前課題
が不十分であり、受講者が学習の全体像を把握しにくい状況となっている。
ⅲ）研修の目標設定や評価方法の維持の必要性
受講者が自ら目標を設定し、目標達成状況を評価する仕組みは維持されているが、
認知症介護指導者のネットワーク形成に関する議論が不足しており、受講者同士の
意見交換を促進する工夫が求められている。
ⅳ）教育技法のバランスの偏り
現行のカリキュラムでは、特定の教育技法に偏った内容となっており、広く多様
な技法習得について学習できるようシラバスを修正する。
ⅴ）授業設計における著作権指導の不足
授業設計の中で著作権の取り扱いに関する指導が十分に行われておらず、教材作
成に関するガイドラインが明確ではないため、受講者が適切に学習できるよう改善
が求められる。
ⅵ）研修名称と実施内容の整合性の不足
「模擬授業」という科目名が研修内容と合致しておらず、受講者にとって学習目標
が明確になっていないため、研修の名称をより適切なものへ変更する必要がある。
ⅶ）研修対象の表記の限定的な表現
研修企画と評価に関する内容が「認知症介護実践者研修」のみに限定されている
ため、認知症介護実践リーダー研修も対象とするよう修正し、より包括的な内容と
することが求められる。
ⅷ）人材育成の視点の不足
介護現場での人材確保や定着の視点が不足しており、人材マネジメントに関する
学習が必要となっている。
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ⅸ）成人教育における学習定着の仕組み不足
学んだ内容を振り返る機会が少なく、学習定着を促進するための工夫が求められ
ている。
ⅹ）研究法の学習内容が実務者向けではない
「研究法」という名称が学術的な研究を想起させるため、実務者にとって取り組み
づらい印象を与えており、現場で活用できる研究手法に焦点を当てた学習内容に変
更する必要がある。
ⅺ）職場実習の期間と企画時間のバランスの問題
職場実習の期間が 6週間と長すぎるため、4週間へ短縮することで、受講者の負
担を軽減しながら効果的な学習ができるようにする必要がある。また、実習企画の
時間が不足しているため、受講者が十分な計画を立てられるよう改善することが求
められる。
ⅻ）認知症基本法の学習不足
カリキュラム内に認知症基本法の理念が十分に反映されていないため、学習項目
に追加し、受講者が認知症基本法の視点を理解できるようにする必要がある。

ⅹⅲ）実習時間の最適化の必要性
実習時間の過不足について再検討し、事例演習を活用することで、より効率的な
学習が可能となるよう見直すことが求められる。

（ⅱ）改定後のカリキュラムの変更点
ⅰ）実践的な内容への修正
2021（令和 3）年度カリキュラム改定の背景説明や「ゲストスピーカーによる事
例報告」を削除し、より実践的な学習内容に変更する。
ⅱ）認知症施策の理解の強化
施策の変遷を整理し、認知症基本法の理念と展開を明確にする。また、施策の背
景を学ぶ事前課題を充実させることで、受講者がよりスムーズに学習を進められる
ようにする。
ⅲ）目標設定とネットワーク形成の強化
受講者が目標設定を適切に行い、自己の成長を実感できるような仕組みを維持し
ながら、認知症介護指導者のネットワーク形成に関する議論を深め、受講者同士の
意見交換を促進する。
ⅳ）教育技法のバランスの調整
各教育技法の学習内容を整理し、教育技法の特徴と活用に焦点を当てることで、
より実践的な学びができるようにする。
ⅴ）授業設計における著作権指導の追加
授業設計の中で著作権の取り扱いを明確にし、教材作成のガイドラインを示すこ
とで、受講者が適切に理解できるようにする。
ⅵ）研修名称の見直し
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「模擬授業」を「授業の実施と評価」に変更し、学習目標を明確にする。
ⅶ）研修対象の拡充
「研修企画と評価」の内容を認知症介護実践者研修だけでなく、認知症介護実践リー
ダー研修も対象とするよう修正し、幅広い学習者に対応できるようにする。
ⅷ）人材育成におけるマネジメント視点の導入
人材確保や定着の視点を追加し、人材マネジメントの学習を強化する。

ⅸ）成人教育の学習定着の促進
事前課題として動画教材を活用し、ワークシートを通じて学習内容を振り返る機
会を増やす。
ⅹ）研究法の内容を実務者向けに変更
科目名を「研究の考え方とプロセス」に変更し、実務現場で活用できる研究手法
に焦点を当てる。
ⅺ）職場実習の期間と企画時間の最適化
実習期間を 6週間から 4週間に短縮し、実習企画の時間を増やすことで、学習の
質を向上させる。
ⅻ）認知症基本法の視点の追加
認知症基本法に関する学習項目を追加し、「共生」の理念を学べるようにする。

ⅹⅲ）実習時間の見直しと演習の活用
実習時間の配分を最適化し、事例演習を活用することで、学習効果を高める。

（ⅲ）改定による方向性の要点
ⅰ）実践的なスキル習得を重視し、不要な内容を整理。
ⅱ）認知症施策と認知症基本法の理解を強化し、行政との連携を明確化。
ⅲ）教育技法や授業設計の指導を強化し、実務に即した学習環境を整備。
ⅳ）研修対象を拡充し、指導者としてのスキル向上を促進。
ⅴ）実習期間の最適化と演習の活用により、学習の質を向上。

4. 認知症チームケア推進研修プログラムの反映
厚生労働省では、2024（令和 6年）年度の介護報酬改定において認知症の人の行動・心理
症状（BPSD）を予防し、症状の軽減を図るための体制整備の推進を目的に、「認知症チーム
ケア推進加算」を新設している。認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状（BPSD）
の予防および早期対応を促進し、認知症の人の生活の質（QOL）を向上するために専門的な
研修を受けた職員を中心とするチームの編成、チームによる計画的な行動・心理症状（BPSD）
の評価、ケア計画の策定・実施、月 1回以上のカンファレンスの開催といった要件を満たす
ことで、本加算の算定が可能となる。これら認知症におけるチームケアの推進を促進する人
材の養成プログラムとして認知症チームケア推進研修プログラムが設計され、①	行動・心理
症状（BPSD）の客観的評価、②	全人的アセスメント、③	PDCAサイクルを活用したチーム
アプローチの理解や方法に関する研修が実施されている。
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本事業における認知症介護実践者等研修の改定における方針の 1つとして、認知症チーム
ケア推進研修プログラムの導入によって、認知症介護実践リーダーのチームケア推進スキル
の向上を目的として認知症介護実践リーダー研修カリキュラムへの導入方法について検討を
実施した。
（1）認知症チームケア推進研修プログラムの概要
認知症チームケア推進研修テキストを参考に、認知症チームケア推進研修の概要を整理し、
認知症介護実践者等研修カリキュラムとの関係性について検討した後、カリキュラム改定の
方向性を明らかにした。
認知症チームケア推進研修の概要は以下の通りである（図 3-4-1-1）。

18

認認知知症症チチーームムケケアア推推進進研研修修テテキキスストト
～～認認知知症症のの人人ののそそのの人人ららししいい暮暮ららししののたためめにに～～

令和3～5年度老人保健健康増進等事業「BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究」成果より

図 認知症チームケア推進研修の学習内容

1）研修の目的
認知症チームケア推進研修では、認知症の人が「その人らしい暮らし」を継続できるよ
う支援するために、行動・心理症状（BPSD）の理解を深め、チームケアの実践方法を学
ぶことを目的としている。認知症の人が示す行動・心理症状（BPSD）は、単なる問題行
動ではなく、本人のニーズや思いが表出されたものであると捉えることが重要であり、そ
の背景を適切に分析し、対応するための具体的な方法を学ぶ研修である。
2）行動・心理症状（BPSD）の基本的な考え方
最初に、行動・心理症状（BPSD）の基本概念とその背景要因について学ぶ構成となっ
ている。行動・心理症状（BPSD）とは、認知症の進行に伴い現れる行動や心理症状の総
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称であり、徘徊、興奮、幻覚、抑うつ、不安、食行動異常など、多様な症状が含まれ、こ
れらの症状は、本人の身体的・環境的要因や心理的な要素と密接に関連しており、適切な
評価と対応の必要性が学習内容の中心となっている。また、行動・心理症状（BPSD）を
適切に理解し対応するためには、その背景にある要因を分析し、対応策を検討することが
必要であり、健康状態や痛み、薬の影響といった身体的要因、生活環境や施設の構造、人
間関係といった環境要因、さらにはストレスや不安、過去の経験などの心理的要因など、
多角的な視点から背景の評価を行うことで、より適切なケアを提供する方法を学ぶ。
3）認知症チームケア推進の具体的な方法
行動・心理症状（BPSD）への対応には、個別性の高い支援が求められるため、認知症
ケアでは、多職種が協力し、統一した視点を持つことが重要である。本研修では、チーム
ケアを推進するために必要な組織化や体制づくりについて、認知症ケアに関わる多職種が
協力し、適切な役割分担を行うことで、統一したケアを提供するために、介護職、看護師、
医師、リハビリ職、福祉職など、それぞれの役割を明確にすることが求められる。また、行動・
心理症状（BPSD）の対応を適切に進めるためには、本人の言動や生活環境を観察し、行動・
心理症状（BPSD）の発生要因を特定することが求められるため、研修では、アセスメン
トツールを活用し、客観的な評価を行う方法について学ぶ。
4）ケアの流れ
行動・心理症状（BPSD）に対応するための一連のプロセスとして、アセスメント、結
果の分析、ケア計画の立案、ケアの実行と見直しという四つのステップを学ぶ。
アセスメントでは、本人の生活歴や価値観を把握し、「その人らしい暮らし」の実現を
目指すために、健康状態、生活習慣、家族背景などの基本情報を収集し、適切なケアの方
向性を決定する方法を学ぶ。
結果の分析では、行動・心理症状（BPSD）の背景要因を分析し、症状を軽減するため
の要因を特定する手法を学ぶ。具体的には、健康状態や薬剤の影響、生活環境、心理的要
因など、多角的な視点から評価を行う。
アセスメントと分析の結果をもとに、本人のニーズに沿ったケアプランを作成する方法
つまりケア計画の立案方法については、本人の希望や生活習慣を尊重しながら、「その人
らしい暮らし」を実現するための具体的な支援方法について検討する必要性や具体的な方
法を学ぶ。
最後に、作成したケア計画を実践しながら、調整を行う「ケアの実行と見直し」について、
多職種による定期的なミーティングを実施し、ケアの進捗や改善点を共有しながら、より
適切な支援を継続する方法を学ぶ。
5）実践的なスキルの習得
チームケアを円滑に進めるためには、実践的なスキルの習得を基本とし、話し合いの工
夫、日程調整の工夫、進め方のポイントなどについて学ぶ。チーム内で意見を共有しやす
い環境を整え、意思統一を図るための話し合いの工夫や、多職種が関わるケアにおいて、
適切にスケジュールを調整し、スムーズな連携を可能にするための日程調整の工夫、さら
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には、計画の進捗を定期的に確認しながら、柔軟に対応する方法についても学ぶ。
認知症チームケア推進研修では、行動・心理症状（BPSD）に関する基本的な理解を深
め、適切な評価と対応を学習し、認知症の人の「その人らしい暮らし」を支援することを
目的としている。また、チームケアの推進により、多職種が協力しながら効果的な支援を
提供するための実践的なアプローチを学び、研修で学習した内容について行動・心理症状
（BPSD）の理解、アセスメント、ケア計画の立案、チームでの対応に関する学習成果を
実際の現場でどのように活かせるかを整理する内容となっている。
以上、認知症チームケア推進研修プログラムは、認知症ケアにおけるチームリーダーの
育成に適した内容であり、行動・心理症状（BPSD）の理解を深め、アセスメントからケ
ア計画の立案・実施・見直しまでのプロセスについて体系的に学び、リーダーが適切に行動・
心理症状（BPSD）を評価し、チームの方針を明確に示すことで、チームメンバーが連携し、
統一した視点を持つ重要性を学ぶ点は、チームを牽引する役割が期待される認知症介護実
践リーダーを養成する認知症介護実践リーダー研修と親和性が高いと考えられる。

（2）導入対象となるカリキュラム
認知症チームケア推進研修プログラムを認知症介護実践リーダー研修に導入する場合の導
入方法について、学習の目的や到達目標、学習内容が類似あるいは親和性が高い認知症介護
実践リーダー研修カリキュラムについて検討し、学習内容への反映について検討を実施した。
現行、認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおいて、チームケアのマネジメント方
法の学習を目的としているカリキュラムは、「チームケアを構築するリーダーの役割（180分）」
「ケアカンファレンスの技法と実践（120 分）」「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論
と方法（180 分）」である。このうち認知症チームケア推進研修の主旨であるカンファレン
スのマネジメント手法に該当するカリキュラムは　「ケアカンファレンスの技法と実践（120
分）」「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180 分）」であるが、「ケアカン
ファレンスの技法と実践（120 分）」では、認知症ケアに限らないチームにおける情報共有や
意思決定の促進を目的とした会議やミーティング全般のマネジメント手法を主としているた
め、認知症ケアに焦点をあてたチームケア推進の学習とは主旨が異なると考えられる。よって、
認知症ケアにおけるチームケアの事例検討によってカンファレンス運用や目標設定と統一、
意思決定の促進、情報共有の方法、職員のストレスマネジメント手法などの学習を主目的と
する「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180分）」との親和性が高く、「認
知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180 分）」の学習内容に、新たな学習項目
として導入することが効果的であると判断した。本事業では認知症チームケア推進研修プロ
グラムの学習項目の導入は、認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおける「認知症ケ
アにおけるチームアプローチの理論と方法（180 分）」の改定に関する検討事項として扱うこ
ととした。
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Ⅳ． 検討委員会・作業委員会における検討

1. 改定方針と準備
本事業における研修改定にあたり、改定の基準を設け改定方針を策定した（図 4-1-1、図
4-1-2）。改定の基準として認知症基本法の目的と基本理念、研修プログラムの評価基準、認
知症介護指導者の指導上の課題、受講者のアクセシビリティ向上に向けた研修形態を設定し、
現行カリキュラムの課題と改善点を踏まえ、改定案の原案を事務局にて作成し、有識者、専
門家から構成される検討委員会、作業委員会にて検討を実施した。

【【目目的的】】認認知知症症のの人人をを含含めめたた国国民民一一人人一一人人ががそそのの個個性性とと能能力力をを十十分分にに発発揮揮しし、、相相互互にに人人格格とと個個
性性をを尊尊重重ししつつつつ支支ええ合合いいななががらら共共生生すするる活活力力ああるる社社会会（（＝＝共共生生社社会会））のの実実現現をを推推進進すするる。。
認認知知症症施施策策はは、、認認知知症症のの人人がが尊尊厳厳をを保保持持ししつつつつ希希望望をを持持っってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう、、
①①～～⑦⑦をを基基本本理理念念ととししてて行行うう。。

①全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営
むことができる。

②国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正し
い理解を深めることができる。

③認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知
症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことがで
きるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

④認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく
提供される。

⑤認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生
活を営むことができる。

⑥共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断
及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすため
の社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その
他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

⑦教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

図 認知症基本法の目的と基本理念
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【【研研修修ププロロググララムム評評価価】】

１．目的とカリキュラムの整合性
２．カリキュラム連動制
３．カリキュラムの順序性
４．カリキュラム独自性

５．カリキュラム名の適切性
６．カリキュラム目的の適切性と妥当性
７．時間配分の適切性
８．公正性・バランス

【【認認知知症症介介護護指指導導者者のの指指導導課課題題】】

１．研修目的・対象者・期間、時間の適切性
２．カリキュラム名の適切性
３．カリキュラム時間適切性

４．カリキュラム内容の適切性
５．カリキュラム必要性
６．オンライン化可能カリキュラムおよび内容

アアククセセシシビビリリテティィ向向上上ののたためめのの研研修修形形態態のの検検討討

【【１１．．オオンンラライインン利利用用にによよるる実実施施形形態態】】・全オンライン化、オンライン 集合のブレンド化、オンデマンド化

【【２２．．分分散散型型実実施施】】・週１日ペース、月１日ペース、半日連続

【【３３．．研研修修時時間間ののススリリムム化化】】・時間短縮の可能性

図 改定方針の基準

（1）認知症基本法の目的と基本理念
認知症基本法の目的は、認知症の人を含むすべての国民が、それぞれの個性と能力を十分
に発揮し、互いに尊重し合いながら共生する社会（共生社会）の実現を促進することである。
この目的に基づいた基本理念が以下の通りであり、研修改定においては現行カリキュラムに
おいてこれらの基準との整合性を検証し改定作業を進めることとした。
・認知症の人が基本的人権を享有し、自らの意志に基づいて日常生活を営めること
・国民の認知症への理解を深めること
・社会の一員として、認知症の人が意思表明や社会活動に参画できる環境の整備
・医療・福祉サービスの適切な提供
・家族を含めた支援の充実
・認知症の人の社会参加を促進する環境整備
・教育・地域づくり・雇用・医療・福祉における包括的な取り組み
これらの基本理念を反映し、研修カリキュラムは単なる技術的指導にとどまらず、認知症
の人の権利を尊重しながら、生活の質を向上する専門家養成の視点が重要となる。
（2）研修プログラムの評価基準
研修改定にあたり、研修の妥当性について、以下の研修プログラム評価基準を設定し、現
行カリキュラムの妥当性について検証した。
・目的とカリキュラムの整合性：研修の目的がカリキュラムと適切に連携しているか
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・カリキュラムの連動性：各モジュールが体系的に構成されているか
・カリキュラムの順序性：学習の流れが適切であるか
・カリキュラムの独自性：他の研修と差別化された内容を持つか
・カリキュラム名の適切性：受講者にわかりやすい名称であるか
・カリキュラムの目的の適切性と妥当性：学習目的が明確で妥当であるか
・時間配分の適切性：学習内容に対する時間の割り当てが適切か
・公平性・バランス：受講者にとって公平で、偏りのない内容となっているか
これらの基準に基づき、現行カリキュラムの課題と改善点について検討を実施した。

（3）認知症介護指導者の指導上の課題
現行の研修における認知症介護指導者の指導上の課題を整理し、現行カリキュラムの課題
と改善点を検討した。
・研修目的・対象者・期間・時間の適切性：研修の目的に応じた対象者、期間、時間の適切性
・カリキュラム名の適切性：受講者にとってわかりやすいカリキュラム名か
・カリキュラム時間の適切性：学習効果を考慮した適切な時間設定か
・カリキュラム内容の適切性：目的に準拠した適切な学習内容か
・カリキュラム必要性：研修目的達成において必要なカリキュラムか
・オンライン化可能カリキュラムおよび内容：オンライン学習が適切なカリキュラムか
これらの基準に従って、認知症介護指導者の指導課題を明らかにし、課題改善に向けた改
定内容を検討する。
（4）受講アクセシビリティ向上のための研修形態
研修の受講機会を拡充し、受講者がより柔軟に学べる環境の整備を目的として、以下の研
修方法の適正および実施方法について改定を実施する。
1）オンライン利用による実施形態
・完全オンライン研修の導入
・オンラインと集合研修のブレンド形式
・オンデマンド型研修の導入

2）分散型実施
・週 1日ペースでの開催
・月 1日ペースでの開催
・半日連続研修の実施

3）研修時間のスリム化
・必要最低限の時間に調整し、受講者の負担を軽減
これらの研修方法について検討し、受講アクセシビリティの向上に関する改定を実施す
る。
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2. 作業委員会による検討内容
（1）設置目的
認知症介護実践者等研修の受講アクセシビリティ向上を目的とした研修カリキュラムの改
定案および効果的かつ多様な研修形態案を検討し作製するため、①	研究事業全体の方向性の
確認と共有②	認知症介護実践者等研修のカリキュラム改定内容に関する検討と改定案の作成
③	受講アクセシビリティを向上する効果的な研修方法の検討と実施方法案の作成④	全国自治
体における認知症介護実践者等研修の実施方法に関する調査項目案の作成を主なテーマとし
た各案の作成と提案を目的としている。
（2）委員構成
認知症介護研究・研修センター 3か所の研修を修了した認知症介護指導者（3名）、認知症
介護研究・研修仙台センター研修部スタッフ（4名）、同東京センター研修部スタッフ（3名）、
同大府センタースタッフ（3名）の計 13名で構成され、事務局職員 1名がこれを補佐する。
（3）作業内容
1）第 1回作業委員会
（ⅰ）実施内容

2024（令和 6）年 7月 29 日（月）9：30 ～ 12：30 にて Zoom等を使用し、委
員 13名の参加にて遠隔会議を実施し検討を行った。①	研究事業全体の方向性の確認
②	認知症介護実践者等研修カリキュラム改定案に関する検討と立案③	受講アクセシ
ビリティを向上する研修方法案の検討と立案④	認知症介護指導者養成研修カリキュ
ラム改定案に関する検討と立案について、課題および代替案について検討した。

（ⅱ）主な意見
ⅰ）	認知症介護実践者等研修カリキュラム改定及びアクセシビリティ向上に関する事項
①	認知症介護実践者研修

A．研修のねらいと対象者
・	ねらい：「共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上」は維持。ただし、
受講者が理解しやすい工夫が必要。
・対象者：現行のままで問題なし。

B．「社会参画」の扱い
・	受講者の関心度に配慮：施設類型により受け止め方が異なるため、講
義の工夫が必要。
・幅広い事例提示：「就労」に偏らず、様々な参画の形を紹介。
・「参画」と「参加」の違いを明確に：受講者の実践に結びつけやすくする。

C．科目名・シラバスの見直し
・	科目名変更：「共生社会を推進する地域資源」へ変更し、認知症基本法
との連携を明確化。
・施設・事業所の役割を強調：地域資源としての重要性を伝える。

D．偏見の軽減と認知症の理解
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・無関心層へのアプローチ：関心を持たせる仕掛けが必要。
・「認知症の人の声」を直接知る機会を設ける。
・できることに焦点を当てる：残存能力を意識した伝え方を推進。

E．研修科目の改定
・	「QOLを高める活動と評価の観点（60 分）」科目の整理統合削除：時
間の制約を考慮し、他の科目で補完。
・	生活支援の拡充：「食事・入浴・排泄」に加え、「家事」「買い物」など
も取り上げる。

F．オンライン研修の形態
・基本案：2日間オンライン＋集合研修（1案）を採用。
・週 1回オンラインも検討：学習効果向上の可能性あり。
・	最低限のオンライン指導基準を策定：指導者の力量が研修効果に影響
するため、質を担保する必要がある。

G．集合研修の必要性
・最低 1回の対面研修を実施：実践的な学びの機会を確保｡

H．オンライン指導技術の向上
・オンライン研修の質向上：指導者向け研修で適切な進行スキルを強化。
・グループワークの管理指針を明確化：適切な学習環境を整備。

②	認知症介護実践リーダー研修
A．受講資格の「介護福祉士 10年」表記
・	「10年」と明記すると、認知症介護実践者研修修了者で 10年未満の人
が不利になる可能性がある。
・「10年または同等の経験」と柔軟な表現が望ましい。
・	決定事項：国通知に基づくが、経過措置があるため表記しない方向で
検討。

B．認知症チームケア推進プログラムの統合
・既存の東京センターの研修は旧カリキュラム修了者向けに存続。
・	認知症介護実践リーダー研修内でプログラムをカバーするが、独立科
目ではなく事例演習の一環として組み込む。

C．OJT・職場内教育の変更
・	認知症介護実践者研修未受講者向けの事前課題を標準カリキュラムに
組み込むか検討。
・	決定：事前課題は標準カリキュラムには入れず、各研修機関の裁量で
対応。

D．利用者ハラスメントへの対応
・職員が暴力やハラスメントを受けるケースが増加。
・決定事項：「ストレスマネジメント」科目内に、職員の安全確保とハラ
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スメント対応を明記。
E．オンライン研修の適用範囲
・可能：指導方法などの講義形式。
・不可：カンファレンス技術やペアワークを含む演習。
・決定事項：課題設定以外はオンライン実施可。演習は集合研修を維持。

F．研修のスリム化と全オンライン化の可否
・	全オンライン化は不可。指導方法の講義はオンライン可能だが、カンファ
レンス技術などは対面が必要。
・決定事項：オンラインと集合研修の併用を前提に改定。

G．最終決定事項
・「10年」表記は不要、柔軟な表現に変更。
・認知症チームケア推進プログラムは事例演習内に組み込む。
・実践者未受講者向け課題は標準カリキュラムに入れず、各機関で対応。
・「ストレスマネジメント」科目内にハラスメント対応を明記。
・オンライン研修は可能な範囲で導入、演習は対面で実施。
・全オンライン化は不可、ブレンド形式で進行。
・（全員承認）研修の改定と実施計画を進める。

③	認知症介護指導者養成研修
A．研修のねらいと対象者
・事務局案を承認。
・加算目的で受講し、指導者にならない人の存在が課題。
・	決定事項：選抜考査で指導者希望の有無を確認し、対象者の制限は設
けない。

B．研修内容の改善
・	医療・介護の連携強化：医師や看護師の判断が優先される現状を見直し、
意思決定支援を強化。
・行政との連携強化：施策理解の研修時間が短いため、拡充を検討。
・	決定事項：「意思決定支援」科目の強化、「行政連携」の研修内容を充実。

C．研修期間とスケジュール調整
・	集合 2 週間 vs 集合 3 週間：短縮すると理解が浅くなるが、負担軽減
が必要。
・月またぎの活用：シフト調整しやすくなるため導入を検討。
・決定事項：2週間を基本とし、月またぎスケジュールを導入。

D．オンライン研修の活用
・事前学習（4週間）を導入し、オンデマンドで学習。
・研修期間短縮と負担増加のバランスを調整。
・決定事項：事前学習の負担を軽減しつつ、研修期間の短縮を調整。
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E．研修の質と指導者の認識
・短縮により指導者の価値が低下する懸念あり。
・決定事項：研修の質を担保するための工夫を検討。

F．最終決定事項
・対象者の制限はせず、選抜考査で指導者希望を確認。
・「意思決定支援」と「行政連携」の研修内容を拡充。
・研修期間は 2週間を基本とし、月またぎスケジュールを導入。
・センター訪問回数を 1回に統一し、負担軽減。
・事前学習の負担を軽減し、研修期間の短縮とバランスを取る。
・指導者の価値低下を防ぐため、研修の質を確保。

（ⅲ）議事要点と結論
ⅰ）認知症介護実践者研修
①	主な意見：
　・研修のねらいは維持するが、理解しやすい表現が必要。
　・「社会参画」は幅広い事例を紹介し、受講者の関心度に配慮。
　・偏見軽減のため、認知症の人の声を直接知る機会を設ける。
　・生活支援の内容を拡充し、QOL関連科目を統合削除。
　・オンライン研修を導入し、最低 1回の対面研修を確保。
②	結論：
　・研修の質を維持しつつ、オンラインと集合研修のハイブリッド方式を採用。
　・指導者向けのオンライン指導技術向上策を講じる。

ⅱ）認知症介護実践リーダー研修
①	主な意見：
　・「介護福祉士 10年」表記は柔軟にし、経験年数の制限を緩和。
　・認知症チームケア推進プログラムは事例演習として組み込む。
　・利用者ハラスメント対応を「ストレスマネジメント」科目に明記。
　・指導方法の講義はオンライン可能だが、演習は対面で実施。
②	結論：
　・研修の一部をオンライン化し、演習は集合研修を維持。
　・受講資格は厳格化せず、柔軟な運用を目指す。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修
①	主な意見：
　・受講者選抜で志望動機を確認し、加算目的のみの受講を防ぐ。
　・医療・介護の連携強化、行政連携の拡充が必要。
　・研修期間は短縮しつつ、学習効果を損なわない工夫が求められる。
　・事前学習をオンデマンドで実施し、センター訪問回数を削減。
②	結論：
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　・研修期間は 2週間＋事前学習に短縮し、月またぎのスケジュールを採用。
　・研修の質を確保しつつ、オンラインと対面のバランスを調整。

2）第 2回作業委員会
（ⅰ）実施内容

2024（令和 6）年 10 月 15 日（火）14：00 ～ 17：00 にて Zoom 等を使用し、
委員 13 名の参加にて遠隔会議を実施し検討を行った。①	第 1回検討委員会、第 1
回作業委員会における指摘課題の確認②	認知症介護実践者等研修カリキュラム追加
改定案に関する検討と立案③	受講アクセシビリティを向上する研修方法追加改定案
の検討と立案④	認知症介護指導者養成研修カリキュラム追加改定案に関する検討に
ついて、課題の指摘および承認に関する検討を実施した

（ⅱ）主な意見
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム追加改定案に関する検討
①	研修カリキュラム案の追加改定案に関する検討
A．認知症介護実践者研修
　a）日程案の比較と科目の順序
・	日程案 1では、最初の午後から行動・心理症状（BPSD）の科目が始まって
おり、認知症のマイナス面を強調するスタートになってしまう可能性がある。
日程案 2では行動・心理症状（BPSD）が 2日目に構成されており、最初に
肯定的な内容を学び、その後に行動・心理症状（BPSD）を扱う流れがより
適切である。

＊行動・心理症状（BPSD）支援科目は、1日目よりも 2日目が適切
・	行動・心理症状（BPSD）の科目を 2日目に構成する日程案 2を支持する。
午前中に「生活支援の方法」を入れ、午後から「行動・心理症状（BPSD）
の理解と支援」を構成することで、学習の流れがより良くなる。

＊	生活支援科目も 2日目、行動・心理症状（BPSD）支援科目も 2日目が適切
・	認知症介護実践者研修では、行動・心理症状（BPSD）を早期に行うことで、
後の権利侵害や家族支援の科目内容がわかりやすくなる。知識が不足してい
る人も、行動・心理症状（BPSD）を先に学ぶことで全体の理解が促進される。

＊行動・心理症状（BPSD）支援科目は、1日目が適切
・	ケア理念の項目で認知症や行動・心理症状（BPSD）の基本を学習するため、
行動・心理症状（BPSD）の学習を後に構成しても全体の理解に問題はない。
行動・心理症状（BPSD）の理解を前に持ってくる必要性は感じない

＊理念科目で行動・心理症状（BPSD）は学ぶため、行動・心理症状（BPSD）
科目は 2日目でも支障はない

　b）「学習成果の実践展開と共有」の時間配分
・	日程案 2では、インターバル前の準備時間 30分、インターバル後の発表時
間 60分で適切である。日程案 1では逆に準備時間が長く、発表時間が短い
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ため、改善が必要である
・	インターバルの後の発表には 60分が必要であり、インターバル前の説明は
30分で十分である
・	インターバル前は説明のみで、戻ってから 60分を使って共有と振り返りを
行っている。
・	自分の地域でも同様の時間配分で運用しており、案 2の 60分確保に賛成。
＊インターバル後の時間配分を延長することが適切である。

　c）「共生社会の推進と地域資源」の配置
・	この科目をインターバルに引き続き、「アセスメントとケアの実践の基本」
の前に配置することは流れとして自然である

＊	共生社会の推進と地域資源の科目は、インターバル後の配置が適切である。
　d）科目名の適切性
・	「生活支援の方法」と「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」という科
目名は適切である。

＊科目名の変更は適切である
　e）合意事項
・	科目配列案 1、ケア理念、権利擁護、家族支援、生活支援、行動・心理症状
（BPSD）支援
・	科目配列案 2　ケア理念、生活支援、権利擁護、家族支援、行動・心理症状
（BPSD）支援
		について検討委員会にて要検討。
・	「共生社会の推進と地域資源」はインターバル後に配置し、総合科目として
位置づける。
・	「学習成果の実践展開と共有」はインターバル前 30分、インターバル後 60
分とし報告、共有時間を確保する。
・	「生活支援の方法」と「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」の科目名は承認。

B．認知症介護実践リーダー研修
　a）「専門的理解」と「施策の動向と地域展開」の統合について
・	「専門的理解」に地域展開を統合することで、科目内容が過剰になる可能性
がある。
・	新しいカリキュラムの認知症介護実践者研修を受けていない受講者も、「共
生社会の実現」について学ぶ必要があるため、施策の動向と地域展開は統合
せず残した方がよい
・	施策の動向を統合するのであれば、「専門的理解」に向けての動向や社会的
変化を含め、科目名を修正した方がよい

＊	施策の動向と地域展開については、認知症基本法の理念や地域展開が主であ
り、認知症介護実践者研修でも学習するが、旧認知症介護実践者研修修了者
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も多く含まれることから、独立科目として残し、専門的理解との統合はしな
い方向。

　b）「カンファレンスの技法と実践」の科目について
・	「ケアカンファレンスの技法と実践」より「カンファレンスの技法と実践」
の方が良い。なぜならケアカンファレンスだとケアマネージャーの学習内容
になってしまうが、カンファレンスであれば実践リーダーが現場で活用でき
るグループスーパービジョン的な内容に焦点をあてられる。
・	「カンファレンスの技法と実践」の時間を短縮し、その分を「専門的理解」
に充てた方がよい。

＊「カンファレンスの技法と実践」の科目名で承認、かつ時間延長で了承。
　c）科目統合案について

＊リーダーの役割とチームアプローチ、職場内教育の基本的な視点とOJTの
統合については整理が進む良い方向であると承認。

　d）「課題設定・報告評価」の時間配分
・評価計画までであれば現在の時間で十分であり、延長する必要はない。
・	「課題設定」に十分な時間を確保することが、受講者の成長につながり、参
加者が課題設定に慣れていないため、時間が必要。
・評価ツールの作成や計画には時間がかかるため、時間の確保が必要
・「実習報告・評価」についても、地域差があり同様で調整
・	受講のしやすさを考慮し、標準としては短い時間設定し、必要に応じて各地
域で延長可能なしくみが必要。

＊延長反対と肯定、双方の意見があるため、検討委員会に諮ることで承認
　e）合意事項
・「専門的理解」「施策の動向と地域展開」の統合
	旧認知症介護実践者研修修了者の受講も多いことから、認知症介護実践者研
修との重複も必要であり、統合せずに独立科目として残す方向。
・「カンファレンスの技法と実践」の科目名と時間延長について
科目名および時間延長については承認
・	「リーダーの役割とチームアプローチ」「職場内教育の基本視点とOJT方法」
の統合
		科目統合については承認
・「課題設定・実習報告評価」の時間配分 :
	標準を短く設定し、各地域で柔軟に運用する方針が提案されたが、両論ある
ため検討委員会に諮ることで合意

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
①	認知症介護実践者研修
A．オンライン形式の有効性
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・	ブレイクアウトルームを活用することで、受講者が他者の意見を聞きながら
個別の課題に取り組めるオンライン形式は効果的であるが、課題設定の機密
性がオンラインでは難しい。
・	1 日全体がオンラインの構成も可能だが、集合研修の価値も高いと考え、完全
オンラインには慎重になるべき。
・課題設定やアセスメント演習では集合形式が適している。
B．集合形式の重要性
・	集合形式は、細かい助言やアドバイスがしやすく、対面での交流が受講者の
学びを深めるとの意見が共有された。
・	集合形式で行った課題設定やアセスメント演習は、指導する側と受講者の双
方にとってスムーズで効果的。

②	認知症介護実践リーダー研修
A．集合形式の優位性
・	カンファレンス技法やOJTに関する演習は、対面形式での実施が効果的。
集合形式では細かい指導ができ、受講者同士の相互作用が学びを深める。
・特に認知症介護実践リーダー研修ではオンラインよりも集合形式が適してい
ると感じる。

B．オンライン活用の可能性
・	オンライン研修では、ブレイクアウトルームを利用した模擬カンファレンスな
どが有効だが、集合形式ほどの効果は期待しにくい。ただし、技法や理論の講
義部分をオンライン化することで、受講者の負担を軽減できる可能性を示唆。
・	全国における研修方法の調査からも、認知症介護実践リーダー研修において
集合形式が重視される傾向があり、オンライン導入には慎重な配慮が必要。

③	その他
A．オンデマンド導入の可能性
・	オンデマンドで基礎的な理論を学び、集合形式で応用や演習を行う方式もア
クセシビリティ向上には有効だが、オンデマンドと集合の学習のつながり支
援に労力がかかり、複数科目の場合、学習者にとって複雑化する可能性が高い。
・	複数科目のオンデマンドコンテンツ作製に時間を要するため、長期的な計画
が必要である

B．オンライン・集合方式の義務について
・	推奨のみであり義務ではない。また、集合科目についても推奨レベルであり
義務ではないが、オンライン時の注意点や学習達成度の確認について条件づ
ける必要がある。

④	合意事項
・	認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修におけるオンラインとの
ブレンド案についてはおおむね了承。
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・	オンライン可能科目についてはオンライン指導時のサポート内容を条件づけ、
各自治体の選択制として周知する必要がある。
・今後はオンデマンド導入案についても長期的な計画検討の必要性がある。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定案に関する検討
①	案 1（3週間集合＋オンライン職場実習）
A．賛成意見
・深い学びと交流の確保
受講者同士の対話が深まり、知識や経験の共有がしっかり行われる。
・モチベーションの維持 :
集合研修が連続して行われるため、モチベーションが維持されやすい。
・学びの質の向上
集合形式は指導者養成研修において深い学びを得るのに最適であり、質の高
い指導者を育成できる。

B．課題
・職場や受講者の負担が大きい。
3週間連続で集合研修を実施することが難しい場合、受講者の参加が制限され
る可能性。

②	案 2（オンライン事前学習＋ 2週間集合）
A．賛成意見
・受講しやすさの向上
地方や離島の受講者にとって、参加しやすい。
職場の負担が軽減され、より多くの人が受講しやすくなる。
・オンラインと集合の効率的な組み合わせ :
オンラインで基礎知識を事前に学んだうえで集合研修に臨むことで、集合研
修をより実践的かつ集中的に活用できる。
認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修と同様にオンラインを
活用した一貫性のある形が実現できる。
・研修の柔軟性 :
間口を広げることで多様な受講者が参加でき、地域差を解消できる。

B．課題
・	オンライン研修が進むことで研修の軽視につながり、質が低下する可能性が
ある。
・	集合研修前のオンライン期間中、受講者間のモチベーションの維持が難しい
C. 要約
　a）案 1（3週間集合）
・	学びの深さを確保し、指導者としてのスキルを徹底的に鍛えることが可能。
・ただし、受講者や事業所への負担が大きく、参加ハードルが高い。



106

　b）案 2（オンライン＋ 2週間集合）
・間口を広げ、受講のしやすさを向上させる。
・研修全体の質をどのように担保するかが課題。
＊	認知症介護指導者養成研修のカリキュラム改定案について、案 1では質の向
上、案 2では量の確保を重視しており、どちらの案も利点と課題があり、最
終決定には受講者の学びの質を確保しつつ、受講のしやすさを両立させる工
夫が必要であるが、両論あるため検討委員会に諮ることで了承。

（ⅲ）議事要点と結論
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定
①	主な意見：
・BPSD支援科目は 2日目の方が適切（肯定的な内容を先に学べる）。
・学習成果の共有はインターバル後に 60分確保。
・「共生社会と地域資源」はインターバル後に配置。
・科目名「生活支援の方法」「BPSDの理解と支援」を承認。
②	結論：
・BPSD支援科目は 2日目に配置、共生社会はインターバル後に配置。
・認知症施策の科目は独立、カンファレンス技法の時間を延長。
・課題設定の時間配分は地域ごとに調整可。
・オンラインと集合研修を組み合わせ、受講の柔軟性を向上。

ⅱ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定案
①	主な意見：
・【案 1】	3週間の集合研修：学習の質と受講者同士の交流が深まるが、負担が大きい。
・【案 2】	オンライン事前学習＋ 2週間集合研修：受講しやすいが、モチベーショ

ン維持が課題。
②	結論：
・どちらの案も利点と課題があるため、学びの質と受講しやすさの両立が必要。
・最終決定は検討委員会で協議。

3）第 3回作業委員会
（ⅰ）実施内容

2024（令和 6）年 12 月 25 日（水）14：00 ～ 17：00 にて Zoom 等を使用し、
委員 13 名の参加にて遠隔会議を実施し検討を行った。第 2回検討委員会での指摘
事項を踏まえた認知症介護実践者等研修カリキュラム改定案について、①	第 2回検
討委員会における検討結果と指摘事項②	研修カリキュラム改定案に関する最終確認
③	認知症ケアにおける専門家像④	受講アクセシビリティを向上する研修方法⑤	新カ
リキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒントの改定案⑥	
周知用配信動画の構成を議題とした意見交換および承認に関する検討を実施した。

（ⅱ）主な意見
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ⅰ）認知症介護研修カリキュラム改定案の最終確認
①	認知症介護実践者研修
・	家族支援の内容：ポジティブ・ネガティブ双方の家族の実態や心理を含め、多
様な事例の紹介を重視。
・	90 分の制約：家族支援テーマは重要だが、時間内に収めるには内容を絞り、
他科目（生活支援や行動・心理症状（BPSD））とも連携させる必要がある。

②	認知症介護実践リーダー研修
・職場実習の課題：個人中心の実習が多く、チーム全体への波及効果が弱い。
・	中間報告の実施：中間報告の有無で労力が課題。ただし進捗確認としての価値
は高く、各地域の実状に応じた柔軟な実施が提案された。

③	認知症介護指導者養成研修
・	オンラインと対面の選択肢：両方の形式を選択可能にすることで参加しやすい
環境を提供すべき。オンラインで質が低下するエビデンスはなく、柔軟な運用
が重要。
・	地域連携の内容強化：指導者に期待される地域全体の質向上や広域的視点の育
成について、時間数拡大や具体的内容の議論が必要。

④	結論と今後の方向性
・	実践者・リーダー研修では「地域の実状に応じた実施」を強調し、具体的な事
例やヒントを指導資料に明記。
・	指導者養成研修では、オンラインと対面の選択肢を用意し、多様な形式での運
用を推進する。
・	地域の実践事例の共有やフォローアップ研修の活用を進め、全体の質向上を目
指す。
・全員承認

ⅱ）人物像の妥当性と研修カリキュラムの整理・スリム化の検討
事務局にて作成した認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修・認知
症介護指導者養成研修の到達人物像を踏まえたカリキュラムの適切性について、科
目間の重複や類似性（例：「生活支援の方法」と「行動・心理症状の理解と支援」）
について、統合可能な部分を検討した。また時間削減だけでは質を担保できないため、
人物像達成に「必要な内容」と「到達目標」を基準に検討を実施した。さらに、人
物像の達成に必要な学習時間の根拠（例：事例検討や演習に必要な時間）について
意見交換を実施した。
①	カリキュラムの柔軟性
・	自治体の裁量を認める形で、標準時間を短く設定しつつも、自治体の判断で延
長可能な仕組みを追加することで対応可能。
・	時間削減が難しければオンデマンド型の授業を活用し、受講者のアクセシビリ
ティを向上させることも必要。
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②	指導者像に基づく内容設定
・必要な指導者像を基に、科目内容を設定する重要性を再確認。
・	指導者の役割が施策や制度上に明確に位置付けられることが重要であり、地域
における直接的指導に関するカリキュラムが必要。

③	結論
・人物像および人物像を達成するカリキュラム改定案について全員承認。

ⅲ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
①	オンデマンド研修の導入に関する議論
A．目的と効果
・	オンデマンド導入により、受講者が自分のペースで学習可能に。特に、講義
部分を切り分けることで効率化を図る。
・講師の役割は、事例展開や対話型のスキルが重要となる。
B．課題
・時間の縛りがオンデマンドの柔軟性を損なう可能性がある。
・	専門的なコンテンツ作成が求められ、質の低い内容では教育効果が下がる。
C．受講者負担
・自主学習の時間負担が集合研修より増加する可能性がある。
・家庭や個人時間での学習を強制されることへの配慮が必要。

②	オンデマンド研修の科目別検討
・	一部科目（例：「認知症ケアの理念」「生活支援の方法」）はオンデマンド化可
能だが、以下の条件が議論された：
・必要な知識を効率的に学べる設計が前提。
・事前課題設定や共有の仕組みを強化する必要がある。
・オンデマンドで事前学習し、集合研修ではその応用を重視する構成とする。
③	技術的・運用的な要件
A．オンデマンド化のメリット：
・繰り返し学習が可能。
・データベース化による受講者課題の共有や管理の効率化が可能。
B．デメリット：
・事務局の負担が増加（例：進捗管理、受講記録管理）する可能性がある。
・コンテンツの質が均一化されることで、講師の独自性が失われる。
C．今後の方向性
a）研修内容の選定
・講義部分をオンデマンド化し、実践的な内容を集合研修で補う。
b）運用設計
・	標準時間の縛りを緩和し、効率的なコンテンツを作成することが必要。
・	必要に応じた確認テストや受講管理システムを導入することが条件となる。



109

c）段階的な導入
・実施方法や成果を検証しながら全国展開を進める。
・各地域の事務局の負担軽減策も並行して検討すべきである。

ⅳ）周知用配信動画の構成に関する検討
①	周知用資料の提供・運用に関する議論
A．資料構成
a）改定のポイントに集中：
・科目ごとに変更点を箇条書きで簡潔に記載。
・目的や詳細内容はシラバスに任せる形で省略。
b）参考資料の補足：
・手元資料として「新旧対照表」や運用のヒントを提供。
・	動画内で「資料のどのページを参照すべきか」を明示し、閲覧者の理解を
サポート。

B．視覚的配慮
・	スライドでは文字を大きく、詳細情報は手元資料で確認するスタイルを採用。
・動画内で細かい情報を提示することは避け、ストレスを軽減。

C．質問対応と指導者のフォローアップ
a）質問受付の方法
・事前質問：ウェブで質問を受け付け、回答をまとめて公開。
・リアルタイム質問：ウェビナー中のチャットで対応。
・Q&Aデータベース化：受けた質問を蓄積し、検索可能な形で提供。
b）AI の活用案
・	基本的な質問はAI で対応可能にすることも検討。ただし、回答の精度には
注意が必要。

c）スケジュール
・動画公開は 2024（令和 6）年度の通知文が発出される 3月以降。
・早ければ 4月内、遅くとも 5月初旬を目指す。

②	決定事項
A．簡潔で見やすい資料作り
改定ポイントを明確化し、指導者が旧プログラムとの違いを容易に把握で
きる形式にする。
B．指導者の混乱を防ぐ運用案
手元資料や参照ページを明示し、詳細を確認できる仕組みを構築。

C．質問対応の計画
時間的制約を考慮しつつ、質疑応答を可能な範囲で実施。

（ⅲ）議事要点と結論
ⅰ）認知症介護研修カリキュラム改定
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①	主な意見：
・	実践者研修：家族支援の内容を充実（ポジティブ・ネガティブ双方の事例を含む）。
・BPSD支援科目は 2日目に配置。
・リーダー研修：職場実習をチーム単位で実施し、影響を強化。
・指導者研修：オンラインと対面学習の選択肢を用意し、受講しやすさを向上。
②	結論：
・カリキュラム改定を承認、地域の実状に応じた運用を推奨。

ⅱ）受講アクセシビリティ向上
①	主な意見：
・講義部分はオンデマンド化し、集合研修は実践中心に。
・進捗管理・確認テストの導入を検討。
②	結論：
・ハイブリッド研修を推進し、全国展開を検討。

ⅲ）周知用配信動画
①	主な意見：
・改定ポイントを簡潔に整理（詳細はシラバス参照）。
・Q&Aデータベース化・事前質問受付を実施。
・5月を目標に動画公開。
②	結論：
・資料を簡潔化し、指導者の理解を促進。

4）第 4回作業委員会
（ⅰ）実施内容

令和 7年 2月 17 日（月）～ 21日（金）の期間において、議題に関する事務局案
を委員 13名に送付し回覧によって意見を回収した。「新カリキュラム改訂にともなう
各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント」改定案について修正点、意見を収集
した。

（ⅱ）主な意見
ⅰ）新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント
・	運用のヒントの活用指導者がどのように組み立てるかが重要であり、運用のヒン
トが有効に活用されるべきである。
・	研修日程（案）の例示研修計画作成の際に参考となるよう、日程案を例示するこ
とが望ましい。
・	変更なしの部分について、「変更なし」「再掲」と明示することで、新任指導者に
も分かりやすくなる。
・	認知症介護実践リーダー研修の表紙について「令和 3年度から」とあるが、正
しくは「令和 7年度から」。
・	「若年性認知症の人の声を認知症の人の意見の代表と誤解したり」という表現が
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強いため、慎重な表現が求められる。
・オンデマンド化の内容と適用範囲について明記する。
・レイアウトの修正表記の統一やインデントの調整が必要。
・	認知症介護実践者研修の目次の修正「認知症ケアの理念」「生活支援の方法」が
抜けている。
・	認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修に、新たな職場実習科
目の名称を追加する案を検討。

ⅱ）周知用配信動画案について
・	スライド文字にナレーターが重なる部分があり、サイズ調整または画面分割が
必要。
・	フォントの工夫フォントの色や強調により、視認性が向上している点が評価さ
れた。
・ナレーションが速いため、再生速度の調整が可能であることを周知するべき。
・	0:27 ～ 1:10 の説明が冗長であるため、削除またはWEBページの工夫で対応す
ることが望ましい。
・	BPSDの強調と誤解される可能性があるため、「これに加え」という表現を削除
する。

ⅲ）新旧対照表について
・「シラバス」ではなく「シラバス等」とする方が適切。
・「生活支援の方法」の項目番号の表記を半角で統一。
・	「権利擁護の視点に基づく支援」の概要部分は変更点ではないため、赤字から黒
字へ修正。
・	「アセスメントとケアの実践の基本」における「ケアカンファレンスによって」
の部分を赤字に変更。
・	半角・全角の統一、インデントの調整表記の一貫性を確保し、読みやすさを向上
させる。

（ⅲ）議事要点と結論
・運用のヒントの詳細化については、3センターで検討。
・変更なしの部分の明示については、センター研修部で検討。
・認知症介護実践リーダー研修の表紙を「令和 7年度から」に修正。
・表現の適正化、レイアウトの統一を実施。
・新たな職場実習科目の名称について、今後の検討課題とする。
・ナレーターのサイズ調整や分割表示を検討し、視認性を向上。
・再生速度調整の案内を追加し、視聴の利便性を高める。
・冒頭部分の削除または目次スライドの追加を検討。
・「これに加え」の表現を削除し、誤解を避ける。
・シラバスの表題を「シラバス等」に修正。
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・フォーマット（半角・全角、インデント）の統一を実施。

・変更点の明示（赤字・黒字の適正化）を実施し、統一感を持たせる。

3. 検討委員会による検討内容
（1）設置目的
認知症介護実践者等研修の受講アクセシビリティ向上を目的とした研修カリキュラムの改
定および効果的かつ多様な研修方法の在り方について、
1）事業全体の方向性の確認と共有
2）認知症介護実践者等研修のカリキュラム改定内容に関する検討と改定案の検討
3）受講アクセシビリティを向上する効果的な研修の実施方法に関する検討と提案
4）全国の自治体における認知症介護実践研修等の実施方法に関する実態調査の検討　
を主なテーマとして検討することを目的としている

（2）委員構成
認知症介護、人材育成、ＩＴ教育に関する有識者（3名）、オンライン研修実施自治体 2か
所の担当者（2名）および実施団体担当者（2名）、3センター認知症介護指導者ネットワー
ク代表（3名）、認知症介護研究・研修東京センター研修部長（1名）、同大府センター研修部
長（1名）、同仙台センタースタッフ（4名）の計 16名および事務局職員 2名がこれを補佐
する。
（3）検討内容
1）第 1回委員会
（ⅰ）実施内容

2024（令和 6）年 8 月 19 日（月）15：00 ～ 17：00 にて Zoom 等を使用し、
委員 16名によって遠隔会議を実施し検討を行った。事務局にて作成した認知症介護
実践者等研修カリキュラム改定案について、①	研究事業全体の方向性の確認、②	認
知症介護実践者等研修カリキュラム改定案に関する検討③	受講アクセシビリティを
向上する研修方法案の検討④	認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定案に関す
る検討をテーマとし、課題の指摘、案の承認に関する意見交換を実施した。

（ⅱ）主な意見
ⅰ）カリキュラム改定案に関する検討
①	認知症介護研修カリキュラム改定に関する検討
A．認知症介護実践者研修
　a）目的とカリキュラムの見直し
・「知識・技術」だけでなく、「考え方」を含めるべきではないか？
・「態度」に含まれるため、「考え方」を明記するかは要検討。
・認知症基本法に基づき「社会参画」や「意思決定支援」を強調すべき。

　b）受講者の多様化への対応
・	高齢受講者が増え、84 歳の受講生もいる。外国人受講者も増えているが、
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日本語理解が厳しい。
・研修の限界もあるが、受講者の状況を踏まえた柔軟な対応が必要。

　c）課題設定の時間延長
・受講者によって時間のばらつきがあるため、一律延長が適切か疑問。
・	指導者の意見を反映し、短すぎるという声が多かったため延長を決定。

B．認知症介護実践リーダー研修
　a）受講者の適正性と対象者の見直し
・	「介護福祉士 10年・1800 日実働」の経過措置により、認知症介護実践者研
修未受講の認知症介護実践リーダー研修受講者が増加している。
・対象者の把握が曖昧で、知識レベルのばらつきが大きい。
・リーダー研修の受講基準に事前確認の仕組みを導入すべきか検討中。

　ｂ）受講者増加への対応
・	認知症介護実践リーダー研修の受講希望者が急増（1.4 倍）。実践者未受講
者への対応が課題。
・	自治体ごとに事前確認を実施しているが、全国統一基準を設けるべきか議論
が必要。

C．研修カリキュラムの整理・スリム化
　a）カリキュラムの統合と調整
・	「生活支援の方法」と「行動・心理症状（BPSD）支援」など、類似科目の
整理が必要。
・到達目標を明確にしないと、効果的な研修にならない。
・	各地域で異なる対応をしているため、標準時間を短縮し、自治体判断で延長
可能な仕組みがよい。

　b）評価基準の明確化
・研修の効果測定が曖昧で、評価基準を全国統一するべきでは？
・ある地域では報告会を評価基準としているが、全国統一は難しい。
・	都道府県ごとに評価基準が異なり、受講生の質がバラつく課題がある。

D．受講アクセシビリティ向上策
　a）オンライン・オンデマンド研修の活用
・70代の受講者が増えており、対面研修の負担が大きい。
・講義部分をオンデマンド化し、受講者の負担を軽減する案を検討中。
・外国人受講者にとって、オンラインのほうが学びやすい場合もある。

　b）課題
・事務局の負担が増え、進捗管理が大変になる可能性がある。
・	オンデマンド研修の内容を充実させないと、受講者の理解が浅くなるリスク
がある。
・	集合研修では実践的な内容を重視し、オンラインと対面をバランスよく活用
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する。
E．認知症介護指導者養成研修の評価基準
　a）研修の質をどう評価するか
・	評価基準を設けないと、認知症介護実践者研修未受講の指導者が増え、研修
の質が低下する懸念。
・都道府県ごとに評価基準が異なるため、全国統一は難しい。
・研修修了基準の設定
・	「研修を受けた＝修了」ではなく、知識・考え方の習得を重視した基準が必要。
・	全国統一の基準は現状ないが、指導者の育成には明確なゴール設定が必要。

F．研修の質と労働環境の改善
　a）認知症介護実践リーダー研修に「働きやすさ・生産性向上」の視点を導入
・「質の向上＝負担増加」とならないよう配慮が必要。
・	認知症介護実践リーダー研修に「ストレスマネジメント」や「心理的安全性」
の視点を加えることを検討。

G．今後の対応と実施計画
　a）研修内容の周知とフォローアップ
・	指導者が理解しやすいように、改定内容を明確化した資料を作成すべき。
・全国アンケートを実施し、研修の実態を把握。
・各地域の研修運営の実態を把握し、必要な調整を実施する。

H．要点
　a）カリキュラム改定
・受講者の多様化に対応しつつ、研修の目的・内容を整理。
・	認知症介護実践リーダー研修の受講基準を明確化し、事前確認の仕組みを検
討。

　b）カリキュラムの整理・スリム化
・科目の統合を進めつつ、評価基準の全国統一は慎重に検討。

　c）受講アクセシビリティ向上
・ブレンド研修を推進し、オンラインと対面を効果的に組み合わせる。

　d）研修の質と労働環境の改善
・	認知症介護実践リーダー研修に「働きやすさ」の視点を加え、持続可能なチー
ム運営を推進。

　e）今後の対応
・研修内容を明確化し、指導者向けの周知資料を作成。
・全国アンケートを実施し、受講者の実態を把握する。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
①	オンライン研修の形態と運用
A．オンラインの定義



115

・	「オンライン」と一言で言っても、オンデマンド（非同期）とリアルタイム（同
期型）があるが、本議論ではリアルタイム（同期型）前提としている。
・	科目数が多く、教材作成に時間がかかるため、現時点ではオンデマンド化は
難しい。
・	Zoomなどのツールの使用は各自治体や指導者に任されているが、全体の標
準化を進める余地がある。

B．現在のオンライン研修の運用状況
　a）各自治体の取り組み
・	A自治体：認知症介護実践者研修は全てオンラインで実施、認知症介護実践
リーダー研修はオンライン 3日＋集合 3日で実施。
・	B 自治体：2021（令和 3）年からオンライン研修に移行。課題設定や報告
会は集合で実施するなど、ブレンド形式を採用。教材は共通のシラバスを基
に作成するが、事例紹介は指導者ごとに異なる。

　b）オンライン研修の課題
・	研修の質を担保するため、オンラインでもインタラクティブな授業（発表、
グループワーク等）を行っている。
・	一部の地域では、受講者の集中力維持が課題になっており、適切な時間配分
が必要。
・指導者の役割を維持しつつ、オンラインと対面のバランスを取ることが重要。

C．オンデマンド研修の可能性
　a）メリット
・受講者が自分のペースで学習できるため、理解が深まる。
・短時間の動画を分割して提供すれば、集中力維持が可能。
・確認テストや課題提出を組み込むことで、学習効果を高められる。

　b）課題
・教材作成に時間がかかるため、短期間での導入は難しい。
・	受講者との対話やグループワークが難しくなり、一方通行の学習になりやす
い。
・	オンデマンド化が進むと、指導者の役割が縮小する懸念がある。

　c）進め方
・段階的にオンデマンドを導入し、一部科目で試験運用を行う。
・指導者の負担軽減と学習の質向上を両立する仕組みを構築。
・受講者の意見をアンケートで収集し、今後の運用に活かす。

D．研修の質を確保するための工夫
　a）インタラクティブな学習方法
・	ブレイクアウトルームを活用したグループワークを実施し、受講者同士の交
流を促進。
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・発表やディスカッションを組み込むことで、受け身の学習を防ぐ。
・	研修内容を一方的に詰め込みすぎると、消化不良が発生するため、時間配分
を工夫する。

　b）研修参加者の増加と対応
・	介護保険改定による加算制度の影響で、受講希望者が増加（F県では定員の
倍以上）。
・	研修時間を短縮するのではなく、効果的な学習方法を導入することが重要。

E．今後の方向性
　a）短期的対応
・	ブレンド形式（オンライン＋集合研修）を継続し、現場の負担軽減を図る。
・オンデマンド導入は準備期間を考慮し、段階的に進める。
・受講者のフィードバックを収集し、研修の改善に活かす。

　b）長期的対応
・オンデマンド教材を作成し、一部の科目で試験運用を開始。
・研修の標準化を進め、指導者の役割や教材の統一を検討。
・	集合研修の重要性を維持しつつ、オンライン研修の質を向上させる工夫を継
続。

F．要点
　a）オンライン研修の現状
・	現時点ではリアルタイムのオンライン研修が主流で、オンデマンド導入は今
後の課題。

　b）研修の質の確保
・グループワークや発表を組み込んだインタラクティブな学習を重視。
・受講時間の短縮ではなく、効率的な学習方法を導入することが必要。

　c）今後の方向性
・ブレンド形式を維持しつつ、オンデマンド教材の開発を段階的に進める。
・受講者のフィードバックを活用し、研修の質を向上させる。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定に関する検討
①	受講アクセシビリティ向上に関する検討
A．認知症介護指導者養成研修の変遷と現状
・	研修のカリキュラムは時代に応じて変化しており、新しい指導者が最新の内
容を学び、それを既存の指導者が受け継ぐ形になっている。
・研修内容を柔軟に更新しながら、指導者の成長を促す仕組みが重要。
B．オンライン研修の必要性
・オンライン活用は今後ますます重要になるため、導入を推進すべき。
・	ただし、指導者のスーパービジョンの質を維持するための適切な設計が必要。
C．研修カリキュラム案に関する検討
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　a）他施設実習の必要性
・他施設実習を廃止すべきとの意見が多数。
・	実習先によって指導の質にばらつきがあり、新しい研修内容を適切に伝えら
れない施設もある。
・	スーパービジョンの基礎が十分に確立されていないと、実習の効果が低い。
・	実習の目的を達成するためには、別の方法（例：ケーススタディや演習）で
代替できる可能性がある。

　b）結論：他施設実習は廃止の方向で検討。
D．研修の今後の進め方
・3センターでの意見共有を進めながら、最終的な決定を行う。
・	参加者からの追加意見を収集し、研修の質を向上させるための議論を継続。
E．要点
　a）受講アクセシビリティの向上
・オンライン研修の導入を進め、柔軟な学習環境を提供する。

　b）カリキュラム改定の方向性
・他施設実習は廃止し、より効果的な学習方法を検討。
・スーパービジョンの基礎をしっかり学べる研修設計を重視。

（ⅲ）議事要点と結論
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定案についての検討
①	認知症介護実践者研修
・	目的・カリキュラム：「知識・技術」だけでなく「考え方」も重視。認知症基本
法の理念（社会参画・意思決定支援）を強調。
・	課題設定の時間延長：受講者の理解度にばらつきがあり、短すぎるとの意見を反
映し延長決定。

②	認知症介護実践リーダー研修
・	受講者の適正性：経過措置により認知症介護実践者研修未受講者が増加し、知識
レベルのばらつきが課題。
・	受講者増加対応：受講希望者が急増（1.4 倍）。受講基準の明確化と事前確認の
仕組みを検討。

③	研修カリキュラムの整理・スリム化
・	科目統合：「生活支援の方法」と「行動・心理症状（BPSD）支援」など類似科
目を整理。
・評価基準の明確化：全国統一の評価基準設定が課題。
④	受講アクセシビリティ向上
・オンライン・オンデマンド活用：高齢・外国人受講者の負担軽減へ。
・課題：教材作成の負担増、研修の質維持が課題。
⑤	研修の質と労働環境改善
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・	認知症介護実践リーダー研修に「働きやすさ」の視点追加：負担軽減と質向上を
両立。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
①	オンライン研修の形態
・オンラインの定義：リアルタイム型を前提、オンデマンド導入は準備不足。
・課題：標準化が進んでおらず、自治体・指導者の負担増。
②	オンデマンド研修の可能性
・メリット：受講者のペースで学習可能、理解が深まる。
・課題：教材作成負担、双方向性の確保が必要。
③	研修の質確保
・インタラクティブ学習：グループワーク・発表を活用し、学習効果向上。
・受講者増加対応：加算制度の影響で受講希望者が急増。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定に関する検討
①	受講アクセシビリティ向上
・オンライン活用：柔軟な学習環境を提供し、受講のしやすさを確保。
②	研修カリキュラム改定
・他施設実習の廃止：指導の質にばらつきがあり、効果が限定的。
・スーパービジョンの強化：実習に代わる学習方法を検討。

ⅳ）結論
・	認知症介護実践者研修については、目的の明確化と受講者対応を強化し、カリキュ
ラムの最適化を進める。
・	認知症介護実践リーダー研修については、基礎知識の担保を前提に、受講基準を
見直す必要あり。
・	認知症介護実践リーダー研修についてはストレスマネジメントを強化し、持続可
能なチーム運営を目指す。
・	認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修ともにカリキュラムの重複
を整理し、柔軟な運用で対応。
・	認知症介護指導者養成研修については、指導者の育成環境を改善し、オンライン
研修の活用を推進。
・	認知症介護指導者養成研修については、他施設実習を廃止し、より効果的な指導
方法を導入。
・ブレンド研修を推進し、オンラインと対面のバランスを取る。
・短期的にはリアルタイム型、長期的にオンデマンド導入を検討。
・オンデマンド活用は一部科目で試験運用し、段階的に導入。
・オンラインと対面の適切なバランスを維持し、研修の質を確保。

2）第 2回委員会
（ⅰ）実施内容
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2024（令和 6）年 11 月 12 日（火）16：00 ～ 18：00 にて Zoom 等を使用し、
委員 16名の参加にて遠隔会議を実施し検討を行った。第 1回検討委員会を踏まえて
作成した認知症介護実践者等研修カリキュラム追加改定案について、①	研究事業進
捗の報告②	認知症介護実践者等研修カリキュラム追加改定案に関する検討③	受講ア
クセシビリティを向上する研修方法追加案の検討④	認知症介護指導者養成研修カリ
キュラム追加改定案に関する検討をテーマとし、課題の指摘、案の承認に関する意見
交換を実施した。

（ⅱ）主な意見
ⅰ）研修カリキュラム案の追加改定案に関する検討
①	認知症介護実践者研修
A．科目名の変更について
・	「生活支援方法」と「行動・心理症状の理解と支援」という新科目名は適切か。
・名称変更によって科目間の連動性が分かりづらくなる懸念。
・新しい名称でも改定案では十分に連動性が確保されると判断。
B．家族介護の理解と支援
・家族の多様性や「当事者の声」を学習項目に反映。
・過去の教材（DVDなど）活用の提案。
・	家族の多様な声を反映した内容を目指す必要があり、映像や文字媒体で補う。
C．科目位置の検討
・案の比較 :
案 1：	理念と生活支援を早めに学び、受講者が実践的な内容を初日に取り組め

る構成。
案 2：	権利擁護や家族介護者の理解を先に学び、その後に生活支援や行動・心

理症状（BPSD）を配置。
案 3：	行動・心理症状（BPSD）を早めに学び、生活支援の具体例へ展開。

・各案の特徴と議論 :
案 1：	理念と実践内容が連続し、受講者が入りやすい構成。初日が重くならず

モチベーション維持が期待できる。
案 2：	権利や家族理解を先に学び、基礎を固めてから実践へ。ただし初日に抽

象的な内容が多く、重いと感じる可能性。
案 3：	行動・心理症状（BPSD）の理解を早めに学び、生活支援を後半に学ぶ。

ただし実践的ケアの話が後回しになるデメリット。
・	案 1を採択。理念から生活支援への連動性が高く、受講者がスムーズに学べ
ると判断。

②	認知症介護実践リーダー研修
A．認知症の専門的理解の内容
認知症介護実践リーダー研修の「認知症の専門的理解」の内容が実践者との差
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別化を図れているか。リーダーに求められる知識のレベルについて、現場での実
用性や実践者との差異を議論。
・基礎知識の重複は一定程度必要（実践者から時間が経過しているため）。
・	リーダーには高度な知識よりも「症状を具体的に見立てて現場に伝える力」が
求められる。
・	現場のリーダーが必要とする内容は、実践的なスキルやコミュニケーション
方法であり、高度な医療知識は現場で活用しにくい。
・実践者の内容にプラスして最新の治療薬などを補足する形で妥当。
B．職場実習の課題設定に関する時間配分
職場実習の課題設定、結果報告 /実習評価の時間を標準でどれだけ設定すべき
か。地域差がある中での標準化のあり方を検討。
・長時間（420分）の設定が妥当（現場では時間超過するケースも多い）。
・短い標準設定（180分）を設け、自治体裁量で延長する形も選択肢。
・時間超過が問題となる場合、自治体に柔軟な対応を認める方針が現実的。
・180分を標準設定とし、必要に応じて自治体が時間を延長する方針。
C．統合科目について
「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」など、認知症介護実
践リーダー研修の 2科目統合の妥当性について議論。
・科目内容が重複しているため統合が適切。
・2科目の統合を承認し、現場での実施負担を軽減。
D．要点
・	認知症専門知識は、実践者との差別化を図りつつ、現場で実用的な内容に絞る。
・	職場実習の課題設定、結果報告 /実習評価は、180 分を標準とし、自治体に
柔軟な対応を認める。
・認知症介護実践リーダー研修の統合科目案を採用

③	認知症介護指導者養成研修カリキュラム
A．提案された 2つの案
案 1：	全て集合形式で研修を実施。指導者同士のネットワーク形成や学びの深

さを重視。
案 2：	オンライン形式でスタートし、後半は集合形式で実施。受講者の負担軽

減や参加しやすさを考慮。
B．各案に対する主な意見
（案 1の支持理由）
・集合形式による深いネットワーク形成と学びの共有が重要。
・	認知症介護指導者養成研修は「Howto」の知識ではなく、地域リーダーとし
ての姿勢を学ぶ場。
・	長期間の集合研修は受講者のモチベーション向上や充実した学びにつながる。
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（案 2の支持理由）
・オンライン形式は受講者の移動負担やコストを軽減し、参加しやすい。
C．今後の検討課題
・認知症介護指導者養成の目的の明確化 :
質の高い指導者を養成することを重視するか、多くの指導者を確保することを
優先するかを整理する必要がある。
・参加しやすさと研修の質のバランス :
オンライン導入による利便性向上と、集合研修の学びの深さのどちらを優先す
るか。
・受講者の多様性への対応 :
都市部と地方、指導者の多い地域と少ない地域での運用に柔軟性が必要。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
①	オンライン研修の課題と導入方針
・	実技やディスカッションはオンラインでの実施が難しい。集合研修との連動性や
学習効果確認が必要。
・	オンライン研修は選択制で進め、移行期間を設ける。確認テストを活用し学習効
果を担保。

②	オンデマンド形式の活用
・学習者がペースを調整可能。理解度確認テストで効果を補完。
・履修時間の縛りがあり柔軟性に欠ける。集合研修までの間隔が課題。
・確認テストを導入し、オンデマンド形式を段階的に拡大する方向が必要
③	学習効果測定の必要性
・	オンライン研修の効果を測るエビデンス不足。指導者の満足度と学習効果にばら
つき。
・	学習効果の評価方法を標準化し、オンラインと集合研修を組み合わせるブレンド
型が望ましい。

④	移行期間の設定と自治体の対応
・自治体の準備不足、予算や委託契約変更の必要性。
・経過措置を設けて段階的に導入可能とすることが望ましい

（ⅲ）議事要点と結論
ⅰ）認知症介護実践者等研修カリキュラム改定に関する検討
①	認知症介護実践者研修
・新しい科目名「生活支援の方法」「行動・心理症状の理解と支援」を採用。
・案 1の「生活支援の方法」を初日午後に入れる構成を確定。
・家族介護者の声を取り入れる方法（映像や文字媒体など）の具体化を進める。
②	認知症介護実践リーダー研修
・	「認知症の専門的理解」は、実践者との差別化を図りつつ、実践者と同様の内容
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を基本。
・	職場実習の課題設定、実習評価は、短縮化を標準とし、延長については自治体に
柔軟な対応を認める。
・認知症介護実践リーダー研修の統合科目案を採用。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法に関する検討
・オンライン研修を選択制で導入し、移行期間中に学習効果確認方法を整備。
・	将来的に集合研修とオンデマンド形式を組み合わせたブレンド型で進めることが
必要
・履修時間の縛りを緩和する制度改正を視野に入れる。

ⅲ）認知症介護指導者養成研修カリキュラム改定に関する検討
①	提案された 2つの案
案 1）	全て集合形式で研修を実施。指導者同士のネットワーク形成や学びの深さ

を重視。
案 2）	オンライン形式でスタートし、後半は集合形式で実施。受講者の負担軽減

や参加しやすさを考慮。
②	各案に対する主な意見
A．案 1の支持理由
・集合形式による深いネットワーク形成と学びの共有が重要。
・	指導者養成研修は「Howto」の知識ではなく、地域リーダーとしての姿勢を
学ぶ場。
・	長期間の集合研修は受講者のモチベーション向上や充実した学びにつながる。
B．案 2の支持理由
・オンライン形式は受講者の移動負担やコストを軽減し、参加しやすい。

③	結論
・	事務局で再度検討し、案 1・案 2の利点を踏まえた参加しやすさと学びの質を
両立する
最適な形態を提案することが必要。

ⅳ）結論
・新しい科目名「生活支援方法」「行動・心理症状の理解と支援」を採用。
・案 1の科目位置を採用し、カリキュラム構成を確定。
・家族介護者の声を取り入れる方法（映像や文字媒体など）の具体化を進める。
・認知症専門知識は、実践者との差別化を図りつつ、現場で実用的な内容に絞る。
・	職場実習の課題設定、結果報告 /職場実習評価は、180 分を標準とし、自治体に
柔軟な対応を認める。
・認知症介護実践リーダー研修の統合科目案を採用
・オンライン研修を選択制で導入し、移行期間中に学習効果確認方法を整備。
・	将来的に集合研修とオンデマンド形式を組み合わせたブレンド型で進めることが
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必要。
・履修時間の縛りを緩和する制度改正を視野に入れる。
・	認知症介護指導者養成研修改定案については、事務局で再度検討し、案 1・案 2
の利点を踏まえた参加しやすさと学びの質を両立する最適な形態を提案すること
が必要。

3）第 3回委員会
（ⅰ）実施内容

2025（令和 7）年 2月 4日（火）10：00 ～ 12：00 にて Zoom等を使用し、委
員 13名の参加にて遠隔会議を実施し検討を行った。第 1回・2回検討委員会での指
摘事項を踏まえて作成した事務局案について、①	研究事業進捗の報告②	人物像とカ
リキュラムの対応およびオンラインを活用した研修方法に関する最終確認③	受講ア
クセシビリティを向上する効果的な研修方法案の検討④	周知用広報動画の構成に関
する検討をテーマとし、事務局案に関する指摘、案の承認について検討した。

（ⅱ）主な意見
ⅰ）人物像とカリキュラム案およびオンライン学習活用に関する最終検討
①	認知症介護実践者研修・リーダー研修・指導者養成研修の人物像
A．「人物像」の考え方
・	これまでの研修では、認知症施策の「推進大綱」を基盤としていたが、今後は「認
知症基本法」に基づいた普遍的な人物像を構築。
・認知症基本法に沿って、変化しない普遍的な内容とする方針を確認。
・委員会として了承。
B．技能実習生の受講に関する課題
a）外国ｊ籍の受講者が増加
・	Ｎ県では技能実習生（N3レベル）が受講しており、昨年度は 3名、本年度
は 2名が受講。
・専門用語の理解が困難なケースが見られる。
・グループワークでの発言・理解が難しい状況も確認。
b）対策の検討
・「用語集」や「外国語表記」などの補助資料の整備が必要ではないか？
・人物像の説明をどのようにするか検討が必要
・	これまでの議論では、カリキュラム策定時の人物像についての議論が中心で
あり、受講者への説明方法については考慮されていなかった。
・今後の運用面での課題として認識し、今後の検討課題とする。

ⅱ）受講アクセシビリティを向上する研修方法
①	全国調査の結果
・実践者研修のオンライン化は進展
・リーダー研修は集合型が増加



124

・全体的に「集合型に戻る傾向」がある
②	集合型が増加した背景
A．対面の方が理解が深まりやすい
・直接のコミュニケーションが取りやすく、質問や議論が活発になる。
・講師が受講生の人間性や思考パターンを把握しやすい。
B．オンライン研修の事務負担が大きい
・事前の技術サポートや接続トラブル対応に手間がかかる。
・受講環境の整備が難しい受講者がいる。
C．受講生側の発言のしやすさ
・	オンラインでは「積極的に発言する受講者」と「全く発言しない受講者」の
二極化が見られる。
・集合研修では、井戸端会議のような自由な意見交換ができる。
D．指導者の意見の違い
・若手指導者：「オンラインでも問題なし」
・ベテラン指導者：「集合型の方が効果的」
・指導者の経験や世代によって集合型の必要性に関する意見が分かれる。

③	オンラインと集合の「ブレンド型」が望ましい
A．Ｙ県のアンケート調査
・「Zoom＋集合研修」がよいとの回答が 7割以上
・移動の負担を減らすことが重要
・オンラインでの事前学習→集合研修での実践が効果的

ⅲ）オンデマンド学習の活用
①	オンラインとオンデマンドの違い
A．オンライン研修：
・リアルタイムでのインタラクションが可能
・時間的束縛がある
B．オンデマンド研修：
・受講者の好きな時間に視聴可能
・反復学習に適している
・一方通行になりがち

②	オンデマンド化可能な科目
A．認知症介護実践者研修：
・知識伝達型の 4科目をオンデマンド化
B．認知症介護実践リーダー研修：
・	「ブレンド型」4科目、「オンデマンドのみ」3科目とし、7科目10時間の構成

③	オンデマンド学習の課題
A．学習者のモチベーション維持
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・受講者が積極的に学べる工夫が必要
・	「レポート提出」「ディスカッション」などインタラクティブの仕組みの必要
性

B．受講者のアウトプットを求める設計
・	単なる「動画の垂れ流し」を避ける（スライド動画や講義録画動画の映写のみ）
・学習者同士の意見共有を促進する（提出課題や意見の共有化）
C．受講環境の確保
・	介護現場の人手不足により、勤務時間内外に関わらず受講しやすい仕組みづ
くりが必要

ⅳ）周知用配信動画の構成
・研修内容の広報・周知用の動画について一週間以内に意見を提出するよう要請

ⅴ）その他
①	今後の作業
・シラバス変更のポイントと運用のヒント改定
・実習関連様式・ガイドラインの改定
・周知用配信動画の作成（令和 7年 2月末）
・第 4回作業委員会（令和 7年 2月予定）

（ⅲ）結論
①	人物像の整理
・	認知症基本法を基盤とした普遍的な人物像を設定し、技能実習生などの外国籍受講
者への配慮も検討課題とする。

②	受講アクセシビリティの向上
・	受講者の負担を軽減するため、「オンライン＋集合研修のブレンド型」の活用が望
ましい。

③	オンデマンド学習の導入
・	知識伝達型の科目を中心にオンデマンド化を進めるが、学習者のモチベーション維
持の仕組みを構築することが重要。
・	「動画を見るだけ」の形式ではなく、レポートやディスカッションを取り入れた学
習設計を行う。

④	今後の対応
・シラバスやガイドラインの改定、周知用配信動画の作成を進める。

（4）委員会における検討の要点
1）研修カリキュラムの見直し
（ⅰ）認知症介護実践者研修
ⅰ）カリキュラムの整理と最適化
・認知症基本法の理念（共生社会・社会参画・意思決定支援）を反映。
・	科目の統廃合：「生活支援の方法」と「行動・心理症状の理解と支援」など科目名
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変更と内容の整理
・家族介護の理解を強化し、家族の多様性や「当事者の声」を学ぶ機会を提供。
ⅱ）受講者の多様化への対応
・外国籍受講者のための補助資料（用語集・外国語表記）の整備が必要。
ⅲ）研修の時間配分
・「職場実習の課題設定」の時間延長を決定（受講者の理解度のばらつきを考慮）。

（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修
ⅰ）受講基準の明確化
・	経過措置により、認知症介護実践者研修未受講者が増加し、知識レベルのばらつ
きが課題。
・受講基準の事前確認の仕組み導入を検討。
ⅱ）カリキュラムのスリム化
・「認知症ケアにおけるチームマネジメント」など、類似科目の統合を決定。
・職場実習の標準時間を 180分とし、自治体裁量で延長可能な仕組みを採用。
・「働きやすさ・生産性向上」の視点を導入
・	ストレスマネジメントや心理的安全性に関する内容を追加し、持続可能なチーム
運営を目指す。

（ⅲ）認知症介護指導者養成研修
ⅰ）研修の形式
・	集合形式（対面）の意義が強調される一方、受講者の負担軽減のためオンライン
活用も検討。
・完全集合型 vs. オンライン＋集合型の比較検討が行われた。
ⅱ）他施設実習の廃止
・	実習先の指導の質にばらつきがあり、スーパービジョンの基礎が不十分であるた
め、他施設実習を廃止。
・ケーススタディや演習形式への移行を推奨。

2）受講アクセシビリティ向上策
（ⅰ）オンライン研修の拡充

・リアルタイム型（同期）とオンデマンド型（非同期）の両方を活用。
・実践的内容は対面研修、知識伝達型はオンライン研修を基本方針とする。
・オンライン研修の標準化と全国統一基準の検討が求められる。

（ⅱ）オンデマンド研修の導入
・	知識伝達型の科目や学習内容（実践者研修の 4科目、リーダー研修の 7科目）をオ
ンデマンド化（一部オンデマンド化を含む）。
・	レポート提出やディスカッションを組み込むことで、受講者のモチベーション維持
を図る。

（ⅲ）受講者の利便性向上
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・	介護現場の人手不足を考慮し、勤務時間内外を問わず受講しやすい仕組みの構築が
必要。
・オンラインと集合の「ブレンド型」が最適との結論に至る。

3）研修の質向上と評価基準の明確化
（ⅰ）全国統一の評価基準の検討

・受講者の知識・考え方の習得度を評価する仕組みが必要。
・研修修了＝知識習得ではなく、実践力を伴った修了基準の設定が求められる。

（ⅱ）オンライン研修の質を維持する工夫
・	単なる「動画視聴」の研修にならないよう、双方向型の学習設計（グループワーク・
ディスカッション）を重視。

4）周知と今後の対応
（ⅰ）広報・周知

・	研修の新カリキュラムや受講方法について、周知用動画を制作し、各自治体・受講
者へ情報発信を進める。

5）今後の課題
・シラバス変更や実習関連ガイドラインの改定を実施。
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Ⅴ． 研修改定案

1．認知症介護実践者研修
（1）認知症介護実践者に求める知識・技術（人物像）
本事業では、認知症介護実践者等研修の改定方針として認知症基本法の目的と理念に基づ
いた認知症介護実践者に求められる人物像を設定し（図 5-1-1-1）、現行の研修カリキュラム
との整合性や課題について検討した。

図 認知症基本法を踏まえた認知症介護実践者像

【【目目的的】】認認知知症症のの人人をを含含めめたた国国民民一一人人一一人人ががそそのの個個性性とと能能力力をを十十分分にに発発揮揮しし、、相相互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重ししつつつつ支支ええ合合いいなな
ががらら共共生生すするる活活力力ああるる社社会会（（＝＝共共生生社社会会））のの実実現現をを推推進進
認認知知症症施施策策はは、、認認知知症症のの人人がが尊尊厳厳をを保保持持ししつつつつ希希望望をを持持っってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう、、①①～～⑦⑦をを基基本本理理念念ととししてて行行うう。。
①全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができ
る。
②国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め
ることができる。
③認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社
会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接
関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性
と能力を十分に発揮することができる。
④認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
⑤認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むこと
ができる。
⑥共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並び
にリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認
知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研
究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。
⑦教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

丸数字は基本理念番号
ア 認知症の人が個性と能力を発揮し、国国民民全全員員がが相相互互に人格と個性を尊重し支えあう社会の在り方を理解している 【目的】
イ 本本人人のの意意思思による円滑な日常生活および社社会会生生活活の支援ができる①
ウ 認認知知症症のの人人のの理理解解を踏まえて認知症を正しく理解している ②
エ 地域・社会において個性や能力に応じた地域・社社会会へへのの参参画画やや活活動動の支援ができる③
オ 本本人人のの意意思思をを尊尊重重し、尊厳を保持できるよう支援することがができる 前文・④
カ 家家族族が安心して生活できるよう支援することができる ⑤
キ 他の人々と支え合いながら共共生生すするるここととががででききるる社社会会環環境境のの整整備備ができる⑥

求められる人物像

33

1）認知症基本法を踏まえた実践者像
認知症基本法は、認知症の人を含めたすべての国民が、その個性や能力を最大限に発揮
しながら、互いに人格と個性を尊重し合い支え合う「共生社会」の実現を目指す理念を掲
げている。
「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個
性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実現の推進」を目
的とし、以下の基本理念が示されている。
（ⅰ）全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常
生活及び社会生活を営むことができる。

（ⅱ）国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認
知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
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（ⅲ）認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去するこ
とにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にか
つ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項
に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の
確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

（ⅳ）認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉
サービスが切れ目なく提供される。

（ⅴ）認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域に
おいて安心して日常生活を営むことができる。

（ⅵ）共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の
障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人
が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他
の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する
科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

（ⅶ）教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な
取組として行われる。

	　これらの目的、基本理念から認知症基本法は、認知症の人を含むすべての人々が尊厳
を持ちながら安心して暮らせる「共生社会」の実現を目指し、いくつかの重要な特徴を
有している。1つ目は、国民相互がケアする・されるという関係性を超え、認知症の人々
を含む全ての国民が社会の中で主体的に役割を担うことができる共生社会像の明確化で
ある。2つ目は、すべての認知症の人が基本的人権を有する個人として、その意思を尊
重されながら自ら選択し生活できることを重視する「人権」の考え方を基盤としている。
3つ目は、政策形成や社会づくり、研究開発など様々な場面において、認知症の人々や
その家族が積極的に参画する仕組みを推進しており、参加のみならず、参画による当事
者ニーズに即した施策展開を目指している点も大きな特徴である。
	　これらの特徴を通じ、本事業では、認知症基本法の方向性を踏まえ、目指すべき認知
症介護実践者像を立案し、実践者像の達成を目標とした研修カリキュラムの改定を検討
した。
	　具体的な実践者像としては認知症基本法の目的、7つの基本理念に従って 7つの実践
者像が示された。
ア　	認知症の人が個性と能力を発揮し、国民全員が相互に人格と個性を尊重し支えあう
社会の在り方を理解している　「目的」

イ　本人の意思による円滑な日常生活および社会生活の支援ができる　「基本理念①	」
ウ　認知症の人の理解を踏まえて認知症を正しく理解している　「基本理念②	」
エ　	地域・社会において個性や能力に応じた地域・社会への参画や活動の支援ができる　
「基本理念③	」

オ　	本人の意思を尊重し、尊厳を保持できるよう支援することができる　「前文・基本理
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念④	」
カ　家族が安心して生活できるよう支援することができる　「基本理念⑤	」
キ　	他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備ができる　「基本理
念⑥	」

	　これらの項目は、認知症介護に従事する者が備えるべき倫理観と実践力を明確にし、
介護現場における具体的な指針として機能するものである。また、これらの人物像は、
認知症ケアの質を向上させ、共生社会の実現を支える重要な基盤となると考えられる。

2）人物像の変遷と方向性
認知症介護実践者に求められる人物像は、社会の変化や認知症施策の進展に伴い、時代
ごとに改定されている。、2005（平成 17）年度から 2024（令和 6）年度に至るまでの人
物像の変遷を段階的に整理しその背景と変更点を整理する（表 5-1-1-1）。

34表 実践者研修が期待する人物像の変遷 （ ）内表記は基本法の目的・基本理念に基づく人物像と対応

痴呆介護実務
者研修

（基礎課程）
平成 年改定 平成 年度改定 令和 年度改定 認知症基本法の目的・基本理

念に基づく人物像 令和 年度改定 案）

人物像
研修
目標）

とくになし

ア） 研修生が、介護専門職
として自身の痴呆介護に関
する理念を明確にして、具
体的に自分の言葉として構
築できる場とする

イ）上記の理念の構築に基
づき、研修生自身の痴呆介
護の知識と技術の振り返り
を行い、その振り返りに基
づいて新しい介護技術の習
得を行う

ウ）自己の介護現場におい
て、その新しい痴呆介護の
知識と技術を実践に発揮で
きる力を習得することを目
指す

【平成 年度老健事業報告
書より】

①認知症の人の尊厳を尊重しその権利を介護
職の立場で擁護することができる。

②認知症の原因疾患を理解したうえで最善の
介護方法を選択し実践することができる。

③認知症の人の中核症状を理解し、ＢＰＳＤ
の軽減を図る上での介護を提供できる。

④認知症の人の中核症状を理解し、本人の能
力を生かした環境調整や介護技術を実践でき
る

⑤認知症の人の家族を支え、共に支援するこ
とができる。

⑥認知症の人の社会資源を開発、活用したケ
アができる。

⑦認知症に関する最新知識（薬、予防、制度、
サービスの動向）を理解し、介護実践場面で
実践できる。

⑧これらの実践事例を解決するためのアセス
メント及びケアプランを作成し実行、評価す
ることができる

【平成 年度老健事業報告書より】

ア）認知症の人が個性と能力
を発揮し、国民全員が相互に
人格と個性を尊重し支えあう
社会 共生社会）の在り方を理
解している

イ）本人の意思による円滑な
日常生活および社会生活の支
援ができる

ウ）認知症の人の理解を踏ま
えて認知症を正しく理解して
いる

エ）地域・社会において個性
や能力に応じた地域・社会へ
の参画や活動の支援ができる

オ）本人の意思を尊重し、尊
厳を保持できるよう支援する
ことがができる

カ）家族が安心して生活でき
るよう支援することができる

キ）他の人々と支え合いなが
ら共生することができる社会
環境の整備ができる

①研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標
を立案でき、目標を達成するための学習を遂行
することできる
②認知症の人の意思を尊重した生活を実現する
ため、認知症だけにとらわれない人格や個別性、
想いなどの認知症の人の理解と正しい認知症の
知識に基づいた認知症ケアの理念を理解し、認
知症ケアの方向性と意義を説明できる（ア）
（ウ）
③日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）・社会生活における中核症状の影響を評価
でき、認知症の人の意思を尊重した生活環境づ
くりや、認知症の人の有する能力に応じたコ
ミュニケーションの方法を理解している イ）
④認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考
え方、認知症の人にとって適切なケア、不適切
なケアを理解し、身体拘束や高齢者虐待を防止
する役割を担い実践できる。（オ）
⑤介護する家族支援を実践する上で、家族の状
況や心理、介護負担の要因を理解し、必要な支
援方法が展開できる（カ）
⑥行動・心理症状（ ）が生じている認知
症の人に対して、行動の背景を理解した上で生
活の質が高められるようチームで支援できる
オ）
⑦認知症の人が地域において尊厳を保持しつつ
希望を持って暮らすことができる共生社会の推
進に向けた地域の資源や実践方法を理解する
エ） キ）
⑧認知症の人へのアセスメント視点を理解し、
アセスメントを踏まえた目標の設定と、目標を
実現するためのケアの実践計画の作成・立案・
評価ができる（ア） イ）（ウ （エ）（オ）
（カ）（キ）

（ⅰ）2005（平成 17）年度改定
創設時それまで実施されていた痴呆介護実務者研修（基礎課程）では、特に明確な
人物像は明記されておらず、2005（平成 17）年度に改定された認知症介護実践者研
修の人物像として以下の人物像が検討されていた。
ⅰ）認知症の人を介護専門職として支援する上で必要な基本的知識や技術を習得する
こと。
ⅱ）認知症の原因や特性を理解し、個別の介護に応用できる具体的な支援方法を学ぶ
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こと。
ⅲ）研修の中で新しい知識を繰り返し学び、現場での適用力を高めること。
	　特徴は、認知症あるいは認知症介護に関する基礎的な知識と技術の習得に重点を
置き、現場での実践力の向上を目的としていた点である。

（ⅱ）2015（平成 27）年度改定
2015（平成 27）年度の改定では、生活者としての視点を重視し新たな視点が導入
されている。
ⅰ）認知症の人の中核症状と行動・心理症状（BPSD）を理解し、その特性に応じた
ケア方法を学ぶこと。
ⅱ）認知症の人の家族を支援し、家族が地域で安心して暮らせる環境を整備すること。
ⅲ）認知症の人の社会資源へのアクセスを促進するため、地域との連携について学ぶ
こと。
	この改定では、認知症の人だけでなく、家族や地域全体を支える視点が追加された。
行動・心理症状（BPSD）の理解を深め、具体的な対応策を学ぶことが求められて
いる。

（ⅲ）2021（令和 3）年度改定
2021（令和 3）年度の改定では、さらに次のような要素が強調されている。

ⅰ）認知症の人の尊厳を重視し、共生社会の実現に向けたケアを提供する能力を養う
こと。
ⅱ）日常生活を支援する中で、社会生活の場面における意思決定を支援するプロセス
を学ぶこと。
ⅲ）認知症の人の権利擁護を基本とした倫理的なケアの提供を重視すること。
	　この改定では、認知症施策推進大綱の理念を反映し、単なるケア技術の習得にと
どまらず、認知症の人が尊厳を持って生活できる社会を実現するための支援を学ぶ
ことが求められた。

（ⅳ）2024（令和 6）年度改定案
2024（令和 6）年度の改定案では、これまでの内容をさらに発展させ、以下のよ
うな具体的な視点を追加している。
ⅰ）認知症の人とその家族の尊厳を重視し、家族支援と地域資源の活用を強化すること。
ⅱ）認知症の人のアセスメントやケア計画の立案・評価方法を体系的に学ぶこと。
ⅲ）認知症の人の行動・心理症状（BPSD）を適切に評価し、緩和するためのアプロー
チを学ぶこと。

ⅳ）	社会生活支援における地域資源の具体的な活用方法を習得し、共生社会の実現に
貢献すること。
特徴は、個別支援の枠を超えて、家族や地域、さらには社会全体を包括的に支える
視点を重視している点である。また、アセスメントやケア計画といった具体的な支援
手法がより体系的に取り入れられることで、現場での実践力を一層高める内容となっ
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ている。
これまでの改定を通じて、認知症介護実践者に求められる人物像は、基礎的な知識
と技術の習得から、共生社会の実現に向けた支援へと進化している。2024（令和 6）
年度改定案では、認知症の人とその家族が地域や社会の中で尊厳を持って生活できる
環境を実現するため、より具体的で実践的な学びが提供されることが期待されている。

3）人物像とカリキュラムの対応
認知症ケア実践者に求められる人物像に対応したカリキュラムの到達目標と研修時間、
教育内容について検討を実施した。各科目は人物像の要件を反映した内容となっており、
受講生が現場で実践的に活用できる知識とスキルを効果的に習得できるよう設計されてい
る（表 5-1-1-2）。

35
人物像（括弧内は基本法との対応） 対応カリキュラム 到達目標 時間 根拠

研修理
解

①研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標
を立案でき、目標を達成するための学習を遂行
することできる

「認知症介護実践者研修の
理解」

１．認知症介護を実践する者の役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を
把握する。
２．認知症介護を実践する者として課題を認識し、研修における学習目標を明確化
できる。

・研修説明 分
・自己課題設定 分

認
知
症
ケ
ア
の
基
本

②認知症の人の意思を尊重した生活を実現する
ため、認知症だけにとらわれない人格や個別性、
想いなどの認知症の人の理解と正しい認知症の
知識に基づいた認知症ケアの理念を理解し、認
知症ケアの方向性と意義を説明できる（ア）
（ウ）

「認知症ケアの理念」

１ 認知症だけにとらわれない人格や個別性、想いを理解し、有する能力に応じた
本人が望む生活を実現するケアの姿勢を身につける。
２ 認知症の原因疾患とその症状の特徴、中核症状、心理的特徴及び行動・心理症
状（ ）の発症要因について説明できる。
３ 認知症ケアの理念を理解し、認知症ケアの方向性とその意義を説明できる。

・認知症の人の理解
分
・認知症の理解 分
・認知症ケアの理念
分

③日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）・社会生活における中核症状の影響を評価
でき、認知症の人の意思を尊重した生活環境づ
くりや、認知症の人の有する能力に応じたコ
ミュニケーションの方法を理解している イ）

「生活支援の方法」

１．日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）・社会生活における生活と中核症
状による影響を評価できる。
２．認知症の人の意思を尊重した日常生活・社会生活支援の方法を理解している。
３．認知症の人の意思を尊重したコミュニケーションや生活環境の支援方法を理解
し実践できる。

・生活の考え方 分
・日常生活支援事例の
検討 分
・社会生活支援事例の
検討 分

④認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考
え方、認知症の人にとって適切なケア、不適切
なケアを理解し、身体拘束や高齢者虐待を防止
する役割を担い実践できる。（オ）

「権利擁護の視点に基づく
支援」

１．認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考え方を理解する。
２．認知症の人にとって適切なケア、不適切なケアを理解する。
３．身体拘束や高齢者虐待を防止する役割を担い実践できる。

・権利擁護、人権、施
策、制度、意思決定支
援、ケアの倫理で
分講義

⑤在宅で介護する家族支援を実践する上で、家
族の状況や心理、介護負担の要因を理解し、必
要な支援方法が展開できる（カ）

「家族介護者の理解と支援
方法」

１．介護する家族の置かれている状況や心理を理解する。
２．家族の介護負担の要因を理解し必要な支援方法が展開できる。
３．介護保険施設・事業所等の介護職員等としての家族支援の役割を理解する。

・介護実態の理解
・負担と心理
・支援方法で 分

⑥行動・心理症状（ ）が生じている認知
症の人に対して、行動の背景を理解した上で生
活の質が高められるようチームで支援できる
オ）

「行動・心理症状
（ ）の理解と支援」

１．認知症の人の行動の背景を洞察しケアを展開できる。
２．認知症の行動・心理症状（ ）に対してチームで対応できる。
３．認知症の行動・心理症状（ ）にとらわれすぎず、生活の質を高めるケア
を検討できる。

・生活の質の考え方
分
・事例検討× 分

⑦認知症の人が地域において尊厳を保持しつつ
希望を持って暮らすことができる共生社会の推
進に向けた地域の資源や実践方法を理解する
エ） キ）

「共生社会を推進する地域
資源の理解と展開」

１．認知症の人にとっての地域資源の意味と介護職員等の役割を理解する。
２．地域の資源を活用しながら認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす
ことができる共生社会に向けた地域での取り組みを理解する。
３．インフォーマル・フォーマルな地域資源を知り、ケアに活用する方法を理解す
る。

・基本法の理解 分
・事例検討１ 分
・事例検討２ 分

認
知
症
の
人
へ
の
具
体
的
支
援
の
た
め
の
ア
セ
ス
メ

ン
ト
と
ケ
ア
の
実
践

⑧認知症の人へのアセスメント視点を理解し、
アセスメントを踏まえた目標の設定と、目標を
実現するためのケアの実践計画の作成・立案・
評価ができる（ア） イ）（ウ （エ）（オ）
（カ）（キ）

「アセスメントとケアの実
践の基本」

１．支援過程における認知症の人のアセスメントの基本的視点を理解し、認知症の
人が望む生活とそれを阻む身体要因、心理要因、神経心理学的要因等を明らかにす
ることができる。
２．認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、その達成に向けた目標を
設定できる。
３．アセスメントに基づき、認知症の人の望む生活の実現に向けたケアの実践計画
を作成・立案・評価できる。
４．アセスメント及びケアの実践計画についてのケアカンファレンスを行うことが
できる。

・事例導入 分
・事例検討 分×４
・解説を総論講義 分

「実習課題設定」「実習」
「職場実習評価」

・認知症の人が望む生活の実現に向けて、適切にアセスメントを行い、課題と目標
を明確にした上で、ケアの実践に関する計画を作成することができる。
・研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明らかにするための
アセスメントができる。アセスメントの内容をもとに、認知症の人の生活支援に関
する目標設定、ケア実践計画及びケアの実践を展開できる。
・アセスメントやケア実践計画の実施結果を整理した上で、客観的に評価、分析し
職場および自己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。

４Ｗ

表 認知症ケア実践者に求められる人物像と対応カリキュラム、到達目標

（ⅰ）認知症介護実践者研修の理解
受講生が研修全体の目的を把握し、自らの学習目標を明確に設定できる人物像が求
められる。この科目は研修の導入部分として、自分の学びを自律的に進める基盤を形
成する役割を担っている。
「認知症介護実践者研修の理解」では、研修内容の全体像を説明し、受講者が自己
の学習課題を明確にする時間を設けている。研修時間は 60分で、そのうち 40分を
概要説明、20分を目標設定に充てている。
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（ⅱ）認知症ケアの理念
認知症の人の尊厳を理解し、個別性を重視した支援を行える人物像が求められる。
この科目は、認知症ケアにおける基本的な理念と価値観を深く学ぶことを目的として
いる。
「認知症ケアの理念」では、認知症の人への正しい理解を基礎に、倫理的なケアの
提供を学ぶ内容が組み込まれている。到達目標は、認知症の人の個別性を踏まえたケ
ア理念の習得であり、研修時間は 150分である。

（ⅲ）生活支援の方法
食事、入浴、排泄などの日常生活支援を実践的に行い、コミュニケーションや環境
支援を通じて生活の質を向上させる人物像が求められる。
「生活支援の方法」では、日常生活における具体的な支援手法を学ぶほか、生活支
援における意思決定プロセスの理解を深める内容が盛り込まれている。研修時間は
210分で、演習や具体例を通じてスキルを習得する構成となっている。

（ⅳ）権利擁護の視点に基づく支援
認知症の人の権利を守り、不適切なケアを防ぐための倫理的視点を持ち、適切な支
援を提供できる人物像が求められる。
「権利擁護の視点に基づく支援」では、権利擁護の基本的な知識と具体的な支援方
法を学ぶ。また、不適切な介護を防ぐためのリスク管理についても理解を深める内容
となっている。研修時間は 120分である。

（ⅴ）家族介護者の理解と支援
認知症の人の家族を支援し、家族が地域で安心して生活できる環境を整える能力を
持つ人物像が求められる。
「家族介護者の理解と支援」では、家族のニーズを理解し、家族介護者に対する具
体的な支援方法を学ぶ。また、家族が地域社会で孤立しないための支援モデルについ
ても扱う。研修時間は 90分である。

（ⅵ）行動・心理症状（BPSD）の理解と支援
行動・心理症状（BPSD）を適切に理解し、その緩和を目的とした支援を実施でき
る人物像が求められる。
「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」では、行動・心理症状（BPSD）に関す
る基礎的な知識を習得し、その評価方法や緩和のための具体的な支援方法を学ぶ。研
修時間は 180分で、実践的なアプローチに重点を置いている。

（ⅶ）共生社会を推進する地域資源の理解と展開
地域資源を効果的に活用し、認知症の人が社会参画できる環境を構築する能力を持
つ人物像が求められる。
「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」では、地域資源を活用した支援方法
を学び、共生社会の実現に向けた具体的な取り組みを理解する。研修時間は150分で、
事例演習を通じた実践的学びを提供している。
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（ⅷ）アセスメントとケアの実践の基本
認知症の人の状況を的確にアセスメントし、適切なケア計画を立案し、評価する能
力を持つ人物像が求められる。
「アセスメントとケアの実践の基本」では、アセスメントの基礎知識を習得し、ケ
ア計画の立案と実施方法を学ぶ。研修時間は 330 分で、事例演習を通じて現場での
応用力を養成する内容となっている。

（ⅸ）実習課題設定と職場実習評価
職場での実習を通じて、課題を設定し、具体的な解決方法を見出す能力を持つ人物
像が求められる。
「実習課題設定と職場実習評価」では、実習を通じて適切なアセスメントを行い、
評価基準に基づいたケア計画を作成する方法を学ぶ。研修時間は 300 分で、現場で
の課題解決能力を育成する構成となっている。
各カリキュラムは、認知症ケア実践者に求められる具体的な人物像に基づいて設計
されており、実践的なスキルと知識を身につけることを特徴としており、認知症ケア
の質向上と共生社会の実現に向けた取り組みが強化されることを期待している。

（2）研修目的・対象者・履修時間の改定
認知症介護実践者研修は、認知症基本法の理念を反映し、現行カリキュラムの課題を見直
すことで、研修の目的や内容をより明確にし、受講者が実践的に活用できる知識とスキルを
習得できるように改定された（表 5-1-2-1）。

36

現行 新 主な変更点と特徴

目的

認知症についての理解のもと、本人主体の介
護を行い、生活の質の向上を図るとともに、
行動・心理症状（ ）を予防できるよう
認知症介護の理念、知識・技術を修得すると
ともに、地域の認知症ケアの質向上に関与す
ることができるようになることをねらいとす
る

本研修は、認知症の人についての正しい理解
のもと、本人・家族の尊厳を保持し、希望を
もって暮らすことができるよう認知症介護の
理念、知識・技術を修得するとともに、共生
社会の実現に向けた地域の認知症ケアの質向
上ができるようになることをねらいとする。

基本法の考え方に関する文言を反映
【目的】【基本理念】①②③④⑤⑥

・認知症の人の理解を強調
・家族も含む基本法の理念に準拠
し、尊厳の保持と希望を持った暮
らしを強調
・共生社会の実現につながる地域
に修正
・実践者全てが地域ケアに関与す
ることは困難であるため削除

対象者
研修対象者は、原則として認知症介護基礎研
修を修了した者あるいはそれと同等以上の能
力を有する者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している者であり、概ね
実務経験２年程度の者とする。

研修対象者は、原則として認知症介護基礎研
修を修了した者あるいはそれと同等以上の能
力を有する者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している者であり、概ね
実務経験２年程度の者とする。

変更なし

時間
講義・演習 時間（ 分）実習：課題設
定 分、職場実習 週間、実習のまとめ
分

講義・演習 時間（ 分）実習：課題設定
分、職場実習 週間、実習のまとめ 分

・講義演習はスリム化に
より 分減
・実習課題の設定時間を
分延長

表 実践者研修の目的・対象者・時間 新旧対照
＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

3
6
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1）目的
　改定後の目的では、認知症の人の尊厳と個別性をより重視し、その人らしい生活を支え
ることを目指している。具体的には、「認知症の人についての正しい理解のもと、本人・
家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができる」ことを理念の中心に据え、認知
症介護の理念や技術を学ぶことが目的として掲げられている。
これにより、従来の目的で強調されていた「行動・心理症状（BPSD）の予防」や「地域
の認知症ケアの質向上への関与」という広範な内容から、個別の人に焦点を当てた実践的
支援へと重点が移されている。また、認知症基本法の考え方を反映し、共生社会の実現を
支えるための視点が新たに追加されたことが特徴である。
2）改定後の対象者
　対象者については、改定前後で大きな変更はない。研修対象者は、引き続き認知症介護
基礎研修を修了した者、またはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関す
る基本的な知識と技術を有していることが求められる。また、概ね実務経験 2年程度の者
とされている。
このように、対象者の要件は従来通りであるが、研修の目的が明確化されたことで、受講
者が研修を通じて何を学び、現場でどのように活用するかの具体的な方向性がより理解し
やすくなったと考えられる。
3）改定後の時間
　改定後の研修時間では、全体的なスリム化が図られている。講義と演習の時間は現行の
24時間（1,440 分）から 23時間（1,380 分）に短縮されているが、これは講義内容の整
理によるものである。一方で、実習課題の設定に関する時間が現行の 240 分から 300 分
に延長され、より実践的な学びを深めることが可能となっている。
　この変更により、講義や演習の時間配分を効率化すると同時に、実習における課題設定
が強調され、受講者が現場での応用力をより高められる内容となっている。また、スリム
化によって得られた時間は、学びの質を向上させるために有効活用されている。
　今回の改定では、目的において認知症の人とその家族の尊厳を重視し、共生社会の実現
に向けた理念が明確化されたことが特徴である。対象者の要件は従来通りであるが、改定
によって研修の方向性がより具体化され、受講者にとっての学びの意義が明確になってい
る。時間の配分では、スリム化と実習課題の設定の時間延長が行われ、より実践的な学び
を深められる設計となった。この改定により、認知症介護の質向上と共生社会の形成に寄
与する研修プログラムが実現されることが期待される

（3）研修カリキュラムの改定
1）新旧カリキュラムの比較
改定後の認知症介護実践者研修カリキュラムでは、認知症介護の理念と実践の統合を図
り、共生社会の実現を目指した内容に再構築された。以下では、各カリキュラムごとの変
更点についカリキュラム別に示す（図 5-1-3-1 ～図 5-1-3-3）。
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37

図 実践者研修カリキュラムの新旧対照 ＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

１認知症ケアの基本

認知症介護実践者研修の理解
・認知症介護実践者の役割
・認知症介護実践者研修の概要
・自己課題の設定

認知症ケアの理念
・認知症の人の理解・認知症の理解
・認知症ケアの理念（認知症ケアの変遷、パー
ソンセンタードケア、共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法の理念）

生活支援の方法

・生活支援の方向性
（生活の考え方、意思を尊重した生活支援の理
解）・認知症によって起きやすい生活の障害と
有する能力・日常生活（食事・入浴・排泄・生
活管理等）への支援（日常生活（食事・入浴・
排泄・生活管理等）場面におけるコミュニケー
ションの方法、意思決定支援の方法、環境支援
の方法）
・社会生活（活動・交流・就労等）への支援
（社会生活（活動・交流・就労等）における意
思決定支援の方法）

権利擁護の視点に基づく支援

・権利擁護の基本的知識
（認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方
、認知症ケアの倫理の必要性と考え方）
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束
・権利擁護のための具体的な取組み

家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解
・家族介護者の心理（様々な家族介護者の声）
・家族介護者の支援方法

行動・心理症状（ ）の理解
と支援

・生活の質の理解
・行動・心理症状（ ）の基本的理解
・行動・心理症状 を緩和するケア方法の
理解・主な症状を緩和するケアの検討（事例演
習）

２認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

学習成果の実践展開と共有
・自施設・事業所における実践の準備
・自施設・事業所における実践
・自施設・事業所における実践の報告

共生社会を推進する地域資源の
理解と展開

・共生社会を推進する地域資源と実践者の役割
・共生社会の実現を推進する地域資源の活用

アセスメントとケアの実践の基
本

・認知症の人のアセスメントの基礎的知識
・観察の方法とポイント
・アセスメントの実際（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識
・実践計画作成の展開（事例演習）
・実践計画の評価

３実習
課題設定 内容変更は無し
職場実習 内容変更は無し ４週間
職場実習評価 内容変更は無し

１認知症ケアの基本

認知症ケアの理念・倫理と意思
決定支援

・認知症ケアの理念と我が国の認知症施
策・認知症に関する基本的知識・認知症ケ
アの倫理・認知症の人の意思決定支援・自己
課題の設定

生活支援のためのケアの演習１

・生活支援のためのケア
・認知症の生活障害
・認知症の人の生活環境づくり・中核症状
の理解に基づくコミュニケーション
・生活場面ごとの生活障害の理解とケア

を高める活動と評価の観点 ・アクティビティの基礎的知識と展開
・心理療法やアクティビティの評価方法

家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解
・家族介護者の心理
・家族介護者の支援方法

権利擁護の視点に基づく支援
・権利擁護の基本的知識
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体
拘束
・権利擁護のための具体的な取組み

地域資源の理解とケアへの活用

・認知症の人にとっての地域資源と実践者
の役割
・インフォーマルな地域資源活用
・フォーマルな地域資源活用
・地域資源としての介護保険施設・事業所等

２認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

学習成果の実践展開と共有

・認知症の人本人の声を聴く（自施
設・事業所における実践）
・事例収集（自施設・事業所における実
践）
・中間課題の発表と共有

生活支援のためのケアの演習２
（行動・心理症状）

・行動・心理症状（ ）の基本的理解
・行動・心理症状（ ）の発症要因と
ケアの検討（事例演習）
・行動・心理症状（ ）の評価・生活
の質の評価

アセスメントとケアの実践の基
本

・認知症の人のアセスメントの基礎的知識
・観察の方法とポイント
・アセスメントの実際（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識
・実践計画作成の展開（事例演習）
・実践計画の評価とカンファレンス

３実習
職場実習の課題設定
職場実習（アセスメントとケ

アの実践）
４週
間

職場実習評価

現現行行カカリリキキュュララムム 改改定定案案

38

Ⅵ．「生活支援のためのケアの演習Ⅰ」意思決定支援による社会生活支援を強化

Ⅲ．「 を高める活動と評価の観点」科目を移動統合し、単独科目は廃止

Ⅱ．「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」に基本法理念を反映

Ⅰ．「認知症介護実践者研修の理解」を新設

図 実践者研修カリキュラム改定のポイント

・「認知症の人」の理解を踏まえた、認知症の理解を強化
・認知症基本法の理念や方向性の理解を強調

・非薬物的介入など療法、活動の理解は実践リーダーへ
・ を高める活動と評価は、生活の質、生活とは、生活の評価視点として「生活支援の方法」へ

・実践リーダーと揃え、自己目標機会を挿入

・ 「生活支援のためのケアの演習Ⅰ 」を内容を端的に示した「生活支援の方法」へ改名
・日常生活 社会生活まで含めた生活の考え方と支援方法の理解を強調 就労、社会活動、参画支援の必要性
を追加）
・生活支援における、生活場面別の意思決定支援の具体的方法を強化
・生活支援における、生活場面別のコミュニケーション、環境支援に関する具体的方法の理解を強化
・３．認知症の人の生活環境づくり、４．中核症状の理解に基づくコミュニケーションの柱を整理し、各生
活場面での具体的な支援方法の理解として整理したため、 分から 分へ 分短縮

Ⅳ．「権利擁護の視点に基づく支援」に意思決定支援・認知症ケアの倫理を挿入

・ 「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」から、意思決定支援、認知症ケアの倫理に関する考え方
を移動して挿入

ⅤⅤ．． 「「家家族族介介護護者者のの理理解解とと支支援援方方法法」」にに家家族族のの声声をを追追加加

・認知症の当事者と同様、介護家族当事者の声を追加し、実状や心理の理解を促進
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39

ⅨⅨ．． 「「学学習習成成果果のの実実践践展展開開とと共共有有」」をを 分分延延長長

・中間実習であるインターバル期間後の報告時間を延長し、報告による共有機会の確保を促進

・ 基本法理念を反映し、「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」に改名
・共生社会の実現を推進するための社会資源の理解や活用に変更
・日常生活支援から社会参加・参画支援に関する実践活動まで資源と活用に含む

・中間実習後、共生社会の推進に向けた地域支援の実際や展開方法の理解を総合科目として位置づけ、実習前に移動
・基本法の理念を踏まえた内容を強化するため、 分から 分へ 分延長

ⅩⅩ．． 「「アアセセススメメンントトととケケアアのの実実践践のの基基本本」」をを 分分延延長長
・実習と連動する科目であり、アセスメント立案スキルの向上を目的に演習時間を十分に確保

Ⅷ．「 地域資源の理解とケアへの活用」基本法理念を反映

Ⅶ．「生活支援のためのケアの演習Ⅱ」生活の質を目的とした支援を強調

・ 「生活支援のためのケアの演習Ⅱ」を「行動・心理症状（ ）の理解と支援」に改名
・実践的な ケアの理解にとどまらず、生活の質を向上するための基本的ケアとしての位置づけを強調
・行動心理症状へのケアに特化した内容であり、総合科目ではなくなったため基本知識科目群に移動
・生活の質の評価に関する内容を整理し、 分から 分へ 分短縮

ⅪⅪ．． 「「職職場場実実習習課課題題のの設設定定」」をを 分分延延長長

・実習に向けた実習課題や実習計画の策定時間を十分に確保するため

ⅫⅫ．． 「「職職場場実実習習評評価価」」 変変更更ななしし

・ 分を標準とし現状維持だが、不足の場合は実状に応じて延長を任意で可能とする

図 実践者研修カリキュラム改定のポイント

（ⅰ）認知症介護実践者研修の理解
新たに設けられた科目であり、受講者が研修全体の概要を把握し、自己目標を設定
する機会を提供する。これにより、研修の方向性が明確化され、受講生が自律的に学
びを進める基盤を形成する役割を果たしている。

（ⅱ）認知症ケアの理念
現行の「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」を改称し、認知症基本法の理念
を反映した内容に整理された。認知症の人の尊厳と個別性を重視し、共生社会を推進
するための理念の学習が強化された。

（ⅲ）QOLを高める活動と評価の観点
この科目は統合され、単独の科目としては廃止された。内容は「生活支援の方法」
や「生活の質の評価」に組み込まれ、生活の質向上を目的とした具体的な活動と評価
方法が他科目で扱われるよう再構成されている。

（ⅳ）権利擁護の視点に基づく支援
「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」を移動し、「認知症ケアの倫理」として
内容を統合した。これにより、権利擁護と倫理的な視点が一貫して学べる構成となっ
た。

（ⅴ）家族介護者の理解と支援方法
改定により、「家族の声」を新たに取り入れ、家族介護者の視点をより重視した内
容に変更された。家族支援の方法を具体的に学ぶことで、家族の負担軽減と生活の質
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向上を目指す内容が強化されている。
（ⅵ）生活支援のためのケアの演習 1

科目名が改称され、内容が再編された。生活支援における意思決定支援や社会生活
を支えるための視点が追加され、生活場面ごとの具体的な支援方法が詳細に学べる構
成となっている。

（ⅶ）生活支援のためのケアの演習 2
「行動・心理症状（BPSD）」の理解と支援がこの科目に統合され、生活の質を高め
るための具体的な支援方法が学べるよう再編された。評価方法も整理され、効率的に
学べる構成に変更された。

（ⅷ）地域資源の理解とケアへの活用
科目名が「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」に改称され、認知症基本法
の理念を反映した内容に改定された。地域資源を活用し、社会参加や生活支援を実現
するための具体的な方法が強調されている。

（ⅸ）学習成果の実践展開と共有
研修時間が延長され、学習成果を共有する機会が増えた。これにより、受講者間で
の情報共有が促進され、実践力の向上を目指す内容に強化されている。

（ⅹ）アセスメントとケアの実践の基本
研修時間が延長され、演習時間が充実した。アセスメントの基礎知識と実践方法が
さらに深く学べるようになり、現場での応用力を高める構成となった。

（ⅺ）職場実習課題の設定
研修時間が 60分延長され、実習課題の設定がより丁寧に行えるよう変更された。
実習前に具体的な目標を設定し、計画的に実習を進められる設計となっている。

（ⅻ）職場実習
特に変更はなく現行の内容を継続することとした。

（ⅹⅲ）職場実習評価
研修時間や評価基準に変更はないが、受講者が自己評価を行い、次のステップにつ
なげる視点がより明確に強調されている。
改定後のカリキュラムは、認知症ケアに必要な知識とスキルを体系的かつ実践的に
習得できる内容に強化された。各科目において理念と実践が統合され、特に共生社会
の実現に向けた視点が明確化されている。受講生が現場で即応可能なスキルを身に
つけられる構成となり、認知症ケアの質の向上と社会的課題の解決に貢献する内容と
なっている。

2）カリキュラム改定案
改定後の実践者研修カリキュラムは、受講者が認知症介護に必要な知識とスキルを段階
的かつ効果的に習得できるよう設計されている（表 5-1-3-1）。
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向上を目指す内容が強化されている。
（ⅵ）生活支援のためのケアの演習 1

科目名が改称され、内容が再編された。生活支援における意思決定支援や社会生活
を支えるための視点が追加され、生活場面ごとの具体的な支援方法が詳細に学べる構
成となっている。

（ⅶ）生活支援のためのケアの演習 2
「行動・心理症状（BPSD）」の理解と支援がこの科目に統合され、生活の質を高め
るための具体的な支援方法が学べるよう再編された。評価方法も整理され、効率的に
学べる構成に変更された。

（ⅷ）地域資源の理解とケアへの活用
科目名が「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」に改称され、認知症基本法
の理念を反映した内容に改定された。地域資源を活用し、社会参加や生活支援を実現
するための具体的な方法が強調されている。

（ⅸ）学習成果の実践展開と共有
研修時間が延長され、学習成果を共有する機会が増えた。これにより、受講者間で
の情報共有が促進され、実践力の向上を目指す内容に強化されている。

（ⅹ）アセスメントとケアの実践の基本
研修時間が延長され、演習時間が充実した。アセスメントの基礎知識と実践方法が
さらに深く学べるようになり、現場での応用力を高める構成となった。

（ⅺ）職場実習課題の設定
研修時間が 60分延長され、実習課題の設定がより丁寧に行えるよう変更された。
実習前に具体的な目標を設定し、計画的に実習を進められる設計となっている。

（ⅻ）職場実習
特に変更はなく現行の内容を継続することとした。

（ⅹⅲ）職場実習評価
研修時間や評価基準に変更はないが、受講者が自己評価を行い、次のステップにつ
なげる視点がより明確に強調されている。
改定後のカリキュラムは、認知症ケアに必要な知識とスキルを体系的かつ実践的に
習得できる内容に強化された。各科目において理念と実践が統合され、特に共生社会
の実現に向けた視点が明確化されている。受講生が現場で即応可能なスキルを身に
つけられる構成となり、認知症ケアの質の向上と社会的課題の解決に貢献する内容と
なっている。

2）カリキュラム改定案
改定後の実践者研修カリキュラムは、受講者が認知症介護に必要な知識とスキルを段階
的かつ効果的に習得できるよう設計されている（表 5-1-3-1）。

40表 改定後実践者研修カリキュラム

１ 認知症ケアの基本

認知症介護実践者研修の理解
・認知症介護実践者の役割
・認知症介護実践者研修の概要
・自己課題の設定

認知症ケアの理念
・認知症の人の理解・認知症の理解
・認知症ケアの理念（認知症ケアの変遷、パーソンセンタードケア、共生社会の実現を推進するた
めの認知症基本法の理念）

生活支援の方法

・生活支援の方向性（生活の考え方、意思を尊重した生活支援の理解）
・認知症によって起きやすい生活の障害と有する能力
・日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）への支援
（日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面における意思決定支援の方法、コミュニケー
ションの方法、環境支援の方法）
・社会生活（活動・交流・就労等）への支援
（社会生活（活動・交流・就労等）における意思決定支援の方法）

権利擁護の視点に基づく支援
・権利擁護の基本的知識
（認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方、認知症ケアの倫理の必要性と考え方）
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束
・権利擁護のための具体的な取組み

家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解
・家族介護者の心理（様々な家族介護者の声）
・家族介護者の支援方法

行動・心理症状（ ）の理解と支援
・生活の質の理解
・行動・心理症状（ ）の基本的理解
・行動・心理症状 を緩和するケア方法の理解
・主な症状を緩和するケアの検討（事例演習）

２認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

学習成果 の実践展開と 共有
・自施設・事業所における実践の準備
・自施設・事業所における実践
・自施設・事業所における実践の報告

共生社会を推進する地域資源の理解と展開 ・共生社会を推進する地域資源と実践者の役割
・共生社会の実現を推進する地域資源の活用

アセスメ ントとケアの 実践の基本

・認知症の人のアセスメントの基礎的知識
・観察の方法とポイント
・アセスメントの実際（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識
・実践計画作成の展開（事例演習）
・実践計画の評価

３実習

課題設定 ・職場実習のねらい・対象者選定・課題設定
・４週間の行動計画の作成

職 場 実 習 ・実習の準備・実習の開始・報告準備 ４週間
職場実習 評価 ・職場実習報告・ケア実践計画の評価・職場への報告と展開

（ⅰ）認知症ケアの基本
ⅰ）認知症介護実践者研修の理解
研修全体の概要を理解し、自己目標を設定する機会を提供する。研修の導入部分
として位置づけられ、受講生が自らの学びを効果的に進めるための基盤を形成する
ことを目的としている。研修時間は 60分である。
ⅱ）認知症ケアの理念
認知症の人の理解を深め、ケアの理念を習得することを目指している。パーソン
センタードケアや共生社会の実現に向けた基本理念を学び、倫理的な視点を強調し
ている。研修時間は 150分である。
ⅲ）生活支援の方法
日常生活における具体的な支援方法を学ぶ科目である。食事、入浴、排泄などの
基本的な生活支援に加え、生活支援における意思決定プロセスやコミュニケーショ
ンの方法についても習得する。研修時間は 210分である。
ⅳ）権利擁護の視点に基づく支援
認知症の人の権利擁護を目的とした支援の必要性を学び、倫理的なケアを実践す
るための具体的な知識とスキルを身につける。研修時間は 120分である。
ⅴ）家族介護者の理解と支援方法
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　認知症の人の家族のニーズを理解し、具体的な支援方法を学ぶことを目的とし
た科目である。家族が地域で安心して生活できるよう、支援モデルについても習得
する。研修時間は 90分である。
ⅵ）行動・心理症状（BPSD）の理解と支援
行動・心理症状（BPSD）の基本的な理解を深め、その緩和に向けた具体的なア
プローチを学ぶ内容である。評価方法や事例演習を通じて、実践力を高めることを
目的としている。研修時間は 180分である。

（ⅱ）認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践
ⅰ）学習成果の実践展開と共有
実践における準備から成果の共有までのプロセスを学ぶ科目である。自施設や事
業所での実践を通じて、成果を共有し具体的な改善につなげることを目的としてい
る。研修時間は 90分である。
ⅱ）共生社会を推進する地域資源の理解と展開
地域資源を活用し、共生社会を実現するための具体的な支援方法を学ぶ科目であ
る。地域資源の役割と活用方法について、実践的に学ぶ内容となっている。研修時
間は 150分である。
ⅲ）アセスメントとケアの実践の基本
アセスメントの基礎知識を学び、実践を通じてケア計画を立案・評価するスキル
を習得する科目である。事例演習を通じて、現場での応用力を高めることを目的と
している。研修時間は 330分で、演習に重点を置いた構成となっている。

（ⅲ）実習
ⅰ）課題設定
実習前に課題を設定し、明確な目標を持って取り組むための準備を行う。研修時
間は 300分である。
ⅱ）職場実習
実習期間は 4週間で、職場での実際の状況に応じた支援の実践を行う。現場での
課題解決能力を高めることを目的としている。
ⅲ）職場実習評価
実習成果を評価し、自己の学びを振り返るとともに、今後の課題を明確化する。
研修時間は 180分である。
改定後の認知症介護実践者研修カリキュラムでは、認知症の人や家族、地域社会
を対象とした具体的な支援方法を段階的に学べる構成となっている。講義・演習か
ら実習に至るまで、一貫して実践力の向上を重視しており、受講者が現場で即応で
きる知識とスキルを習得することが期待される。この改定案は、認知症ケアの質向
上と共生社会の実現を目指す重要な基盤となるものである。

3）研修日程案
研修カリキュラムの改定に伴い、改定後のカリキュラムに対応した研修の流れについて
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日程案を検討した。認知症介護実践者研修の流れについて現行と改定案を比較し、変更点
について以下に示す（図 5-1-3-4）。

41
日目 認知症ケ ア の 理念・ 倫理と意思 決定支援

） 生活支援 のためのケア の演習１（ ）

日目
生活支援 のため
のケア の演習１

（ ）

を高 め
る活動と評
価の観点

家族介護 者の理解と
支援方法

権利擁護の視点に基づ
く支援（ ）

地域資源の理解とケアへの活用
（ ）

インターバル期間
日目 学習成果 の実践

展開と 共有
生活支援 のためのケア の演
習２（行 動・心理症 状） 生活支援 のためのケア の演習２

（行 動・心理症 状）
アセスメ ントとケアの 実践の基本

（ ）

日目 アセスメ ントとケアの 実践の基本（ ） 課題設定（ ）

職場実習（ 週間）
職場実習評価 分）

日目 認知症介護実践者
研修の理解（ ） 認知症ケアの理念（ 生活支援の方法

日目 権利擁護の視点に基づく支援
（ ））

家族介護者の理解と
支援方法（ 行動・心理症状（ ）の理解と支援（ ）

学習成果
の実践展
開と 共有

インターバル期間
日目 学習成果 の実践

展開と 共有
共生社会を推進する地域資源の理

解と展開（ ） アセスメ ントとケアの 実践の基本（ ）＊ 分

日目 アセスメ ントとケアの 実践の
基本（ ） 課題設定（ ） 課題設定（ ）

職場実習（ 週間）
職場実習評価 分）

改定後

図 実践者研修日程案 ＊赤字は変更点

（食事・入浴・排泄・生活管理・社会生活）

（コミュニケーション、環境支援、意思決定支援の展開）

【現在の日程】講義・演習24時間（1,440分）実習：課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

【改定日程案】講義・演習23時間（1,380分）実習：課題設定300分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

（ⅰ）現行の科目の流れ
ⅰ）1日目
①		午前：「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分）」
	認知症ケアの基本的な理念や倫理に基づく意思決定支援について学ぶ。認知症
の人を支援する際の基本的な考え方を理解することを目的としている。

②	午後：「生活支援のためのケアの演習 1（240 分）」
	食事や入浴、排泄などの生活支援を中心に、具体的なケア方法について演習形
式で学ぶ。

ⅱ）2日目
①	午前：「QOLを高める活動と評価の観点（60分）」
	認知症の人の生活の質（QOL）を向上させるための活動や、それらを評価する
視点について学ぶ。

②	午後：	「権利擁護の視点に基づく支援（90分）」と「地域資源の理解とケアへ
の活用（120分）」
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	認知症の人の権利を守るための支援方法や、地域に存在する資源を活用してケ
アを展開する方法について学ぶ。

ⅲ）3日目
①	午前 :「学習成果の実践展開と共有（60 分）」

「生活支援のためのケアの演習 2（行動・心理症状）（120分）」
	これまでの学びを振り返り、実践に展開するための方法や他の受講者との共有
を行う。
行動・心理症状（BPSD）のケア方法について学ぶ。

②	午後：	「生活支援のためのケアの演習 2（行動・心理症状）（120分）」と
「アセスメントとケアの実践の基本（120分）」

行動・心理症状（BPSD）のケアやアセスメントとケア計画の実践について学ぶ。
ⅳ）4日目
①	午前 /午後：「アセスメントとケアの実践の基本（180分）」と「課題設定（240分）」
アセスメントに基づいてケア計画を立案し、それを基にした実践方法を学ぶ。
これまでの学習成果を踏まえ、職場実習の準備と計画作成を行う。

ⅴ）4週間「職場実習」
実習計画に従って、職場における事例についてケアプランを立案しケアの実践を
行う。実施した実践記録を整理し報告の準備を行う。
ⅵ）5日目
①	午前：実習評価
実習後、実習成果を報告し、評価によって課題を明らかにする。

（ⅱ）改定案の科目の流れ
ⅰ）1日目
①	午前：「認知症介護実践者研修の理解（60分）」と「認知症ケアの理念（150分）」
	研修全体の目的や流れについて学び、認知症ケアの理念など基本的な考え方を
学ぶ。

②	午後：「生活支援の方法（210分）」
	食事、入浴、排泄、生活管理、社会生活支援などを含む生活支援方法を総合的
に学ぶ。
＊	午前中のカリキュラムでは、認知症ケアの理念を学習しているため、午後は
認知症ケアの理念を踏まえた具体的なケアの実践方法を学習するカリキュラ
ムとしている。

ⅱ）2日目
①		午前：「権利擁護の視点に基づく支援（120 分）」と「家族介護者の理解と支援
方法（90分）」
認知症の人の権利を守るための支援や、家族の支援方法について学ぶ。

②		午後：「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援（180 分）」「学習成果の実践



143

展開と共有（30分）」
	行動・心理症状（BPSD）に特化したケア方法を詳しく学び、具体的な支援方
法を深掘りする。
	これまでの学びを振り返り、インターバル期間中の職場での実践計画を作成す
る。

ⅲ）インターバル期間
これまでの学習を踏まえ、実践計画に従った取り組みを実践し、報告書として整
理する。
ⅳ）3日目
①		午前：「学習成果の実践展開と共有（30分）」「共生社会を推進するための地域
資源の理解と展開（150分）」
インターバル期間での職場における取組や学びを振り返り、成果を共有する。
地域資源を活用して共生社会を実現するための考え方と方法について学ぶ。
＊これまでの学習成果を踏まえ、地域社会全体を視野に入れた支援方法を学ぶ。

②	午後：「アセスメントとケアの実践の基本（210分）」
アセスメントに基づいたケア計画の作成方法を体験演習を通して実践的に学ぶ。

ⅴ）4日目
①	午前：「アセスメントとケアの実践の基本（120分）」と「課題設定（60分）」
アセスメントに基づいたケア計画の作成方法を体験演習を通して実践的に学ぶ。
これまでの学習を踏まえ職場実習の準備と計画作成を行う。

②	午後：「課題設定（240分）」
これまでの学習を踏まえ職場実習の準備と計画作成を行う。

ⅵ）4週間「職場実習」
実習計画に従って、職場における事例についてケアプランを立案しケアの実践を
行う。実施した実践記録を整理し報告の準備を行う。
ⅵ）5日目
①	午前：実習評価
実習後、実習成果を報告し、評価によって課題を明らかにする。

（ⅲ）主な変更点
研修日程における主な変更点は、現行カリキュラムの流れでは「生活支援のための
ケアの演習2（行動・心理症状）」を3日目に配置し、認知症ケアの基本に関するカリキュ
ラムを総括するための総合科目として職場実習の前に位置づけられているが、改定案
では、「共生社会を推進するための地域資源の理解と展開」（旧「地域資源の理解とケ
アへの活用」）を、認知症基本法の理念である共生社会の実現を重視し、認知症介護
実践者研修カリキュラムの総合科目として、職場実習前に配置し認知症ケアの基本に
関するカリキュラム群の総括的な位置づけとしている。
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（4）カリキュラムシラバスの改定
認知症介護実践者研修における目的、対象者、時間、カリキュラムの改定に伴い各カリキュ
ラム内容に関する講義シラバスについても改定を実施した。現行シラバスと改定後のシラバ
スを比較し各カリキュラム内容の変更点および改定後のシラバスを作成した（巻末資料 2，3）。
1）新旧カリキュラムシラバスの比較
（ⅰ）認知症介護実践者研修の理解
ⅰ）課題
①	研修の全体像の理解が不十分
・	「改定前のカリキュラムでは、研修全体の目的やカリキュラムの構成、各科目
の相互関係についての説明が浅く、受講者が研修の意図や学びの全体像を十分
に理解しにくい構成となっていた。

②	自己の学習目標の設定が曖昧
・	「受講者が研修を通じて達成すべき自身の学習目標を明確に設定するプロセス
が不足しており、受講者個々の課題認識や目標設定が不十分な状態で研修が進
行するケースがあった。

③	実践者としての役割の理解が限定的
・	「認知症介護実践者として求められる具体的な役割や期待されるスキル、行動
に関する理解が曖昧で、現場での実践に直結しにくい部分が課題とされてい
た。

④	受講動機の強化が不十分
・	「研修開始時に受講者の動機付けを高める仕組みが不足しており、学習意欲や
主体性が十分に引き出せない状況が見受けられた。

ⅱ）改善点
①	研修全体の構成と目的の明確化
・	「改定後のカリキュラムでは、研修の目的やカリキュラム全体の構成、各科目
の位置付けを初期段階で明確に伝える内容を強化。
・	「各科目間の関連性を示すことで、受講者が学習内容の全体像を理解しやすく
なった。

②	自己の学習目標設定プロセスの導入
・	「受講者が自身の課題を認識し、学習目標を設定する時間を確保することにより、
個々の学びに対する責任感や主体性を引き出す仕組みを追加した。
・	「自己の目標達成のための計画立案と振り返りを行うことで、研修成果の向上
をねらいとした。

③	実践者としての役割の明確化
・	「認知症介護実践者としての具体的な役割や期待される能力（例 : 本人の意思を
尊重したケア、共生社会の推進への貢献）を明示。
・実践者像を具体化し、受講者が目指すべき姿を明確にする内容を追加。
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④	受講動機を高める仕組みの強化
・	「研修開始時に自己課題の認識を深めるアクティビティを導入し、受講者が自
身の課題と研修内容を結びつけやすくする工夫を追加。
・	「研修の学習内容が現場の実践にどう役立つかを具体的に説明することで、受
講意欲の向上を図っている。

ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、研修全体像の理解を深め、受講者自身の課題認識と
目標設定を支援する仕組みが整備されている。また、認知症介護実践者としての役
割を具体化することで、受講者が研修の成果を現場に活用しやすいように改善が図
られている。これにより、研修が単なる知識の伝達に留まらず、実践力を養成する
体系的な学びへと進化している。

（ⅱ）認知症ケアの理念
ⅰ）課題
①	個別性や多様性の理解不足
・	「認知症の人の個別性や多様性を十分に理解し、それをケアに反映する視点が
不足していた。
・	「画一的なケアが行われる可能性があり、認知症の人が望む生活の実現につな
がりにくい。

②	理念と実践の乖離
・	「理念や理論が抽象的な学びに留まり、現場のケアにどのように適用するかが
不明確だった。
・実践の場で理念を活用する具体的な方法が不足していた。
③	本人・家族の声を反映する視点の不足
・	「認知症の人やその家族の声や希望をケアの中にどのように取り入れるかが十
分に示されていなかった。
・本人主体のケアが強調されつつも、具体的な支援方法が限定的であった。
④	倫理的視点の弱さ
・ケアの現場で直面する倫理的ジレンマや判断に関する学びが不足していた。
・ケア提供者が倫理観を持って行動するための指針が曖昧だった。
⑤	社会的視点の限定性
・	「認知症ケアの理念が個人の生活支援に留まり、地域全体での共生社会の実現
に向けた視点が弱かった。

ⅱ）改善点
①	個別性や多様性を重視したケアの実現
・	「認知症の人の個別性や人格を尊重し、その人が望む生活を実現するためのケ
ア姿勢を重視する内容を追加。
・本人の能力や希望を中心に据えた支援方法を明確化。
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②	理念の実践への応用を具体化
・	「理念を現場で活用するための具体的な方法を、事例や演習を通じて学べるよ
う改善。
・理論と実践を結びつける演習内容を強化。
③	本人・家族の声を取り入れる方法の強化
・	「認知症の人の声や希望、非言語的メッセージ（表情や態度など）を受け止め、
それをケアに反映させる方法を明確化。
・家族の心理や負担を考慮した支援の重要性を強調。
④	倫理的視点の強化
・	「ケア提供者が直面する倫理的ジレンマや判断に対処するための倫理原則や具
体例を追加。
・倫理観を持ったケアを実現するための学習項目を拡充。
⑤	社会的視点を含む理念の拡大
・	「「共生社会の実現」を目標に据え、地域全体で認知症の人を支える社会づくり
を意識した内容を追加。
・地域資源の活用や多職種連携の視点を学ぶ機会を提供。

ⅲ）要点
改定後の内容は、課題として指摘されていた「個別性の欠如」や「理念と実践の乖離」
を克服し、理念を具体的な行動に落とし込む学びを重視している。また、倫理観や
共生社会の実現といった幅広い視点を取り入れることで、認知症の人が尊厳を持っ
て暮らせる社会を支える実践者を育成する内容へと進化している。

（ⅲ）QOLを高める活動と評価の視点
ⅰ）課題
①	QOLの概念が生活全体に結び付けられていない
・	「QOL向上を目的とした活動が個別のアクティビティや心理療法に限定される
傾向があり、生活全般の中でQOLを捉える視点が十分ではなかった。

②	生活活動とQOLの関連性の認識不足
・	「生活の中の日常活動そのものがQOLに影響するという視点が弱く、生活支援
として包括的に捉える学びが不足していた。

③	非薬物療法の位置付けの曖昧さ
・	「非薬物療法が特定の科目に閉じた学習内容となり、医療分野における薬物療
法との位置付けや専門性が不明確であった。

④	専門性と基礎的学習内容の混在
・	「非薬物的介入やアクティビティの方法が基礎的学習内容として扱われており、
より専門的な内容との区分が不明確だった。

⑤	QOLの評価に関する学習の不足
・	「QOLの活動支援における評価の具体的視点や方法が不足しており、支援の効
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果を明確に捉えるための学びが不十分だった。
ⅱ）改善点
①	生活支援科目へのQOLの概念移動
・	QOLを高める活動を日常生活活動として捉え、生活そのものがQOLに影響を
与えるという視点を生活支援科目に統合。
・	「生活の理解」を学ぶ中で、日常生活や社会生活を通じたQOL向上の考え方を
強化。

②	専門的内容の分離と再配置
・	アクティビティや心理療法の方法、評価については専門性の高い学習内容とし
て、実践リーダー科目に移動。
・	非薬物的介入の方法や効果的な療法の特徴、効果などを「認知症の専門的理解」
に統合し、専門的知識の習得を促進。

③	医療分野における位置付けの明確化
・	非薬物療法の学習内容を医療分野における薬物療法との比較や位置付けとして
整理し、実践リーダー科目の内容に適切に組み込む。

④	生活活動を中心とした学びの充実
・	生活支援 1・2や地域資源の理解科目に、QOLの考え方を基盤として、日常生
活や社会生活における活動支援と評価を学ぶ内容を追加。
・	具体的な事例や評価視点を学ぶことで、受講者が生活全体を支える視点を養う
ことを目指す。

⑤	QOL評価の視点の拡充
・	生活における活動の評価に関する具体的な方法や視点を学習に組み込み、支援
の効果を測定・改善するスキルを習得できるようにする。

ⅲ）要点
QOLを高める活動と評価の観点に関しては、生活全体を支える視点を強化するた
め、QOLの概念を生活支援科目に統合し、日常生活や社会生活の中で理解する枠組
みへと改善が図られている。また、アクティビティや非薬物療法などの専門的な学
習内容は実践リーダー科目に移動し、専門性を強化することで学びの体系的な整理
が行われている。これにより、受講者は基礎から専門性まで一貫してQOLの向上に
寄与する支援方法を学ぶことが可能となっている。

（ⅳ）生活支援の方法
ⅰ）課題
①	認知症の人の意思を尊重した支援の不足
・	改定前のカリキュラムでは、生活支援が主に支援者の視点で計画・提供される
傾向があり、認知症の人の意思や希望を十分に反映できていないという課題が
あった。
・	本人の意思形成や意思表明を支援する具体的な方法が十分に明示されていな
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かった。
②	生活支援の包括的視点の欠如
・	日常生活（食事、入浴、排泄など）の支援が中心で、社会生活や活動の支援へ
の視点が限定的であった。
・	認知症の人が社会参加や活動を通じて自立を維持する支援方法が十分に取り入
れられていなかった。

③	認知症の人の能力を引き出す支援の不十分さ
・	認知症の人の有する能力を正確に評価し、それを活用した支援を行う視点が不
足していた。
・	認知症の中核症状や行動・心理症状（BPSD）への対応が中心で、本人の残存
能力を活かす方法が十分に提示されていなかった。

④	意思決定支援の具体性の不足
・	意思決定支援の重要性は示されていたものの、その実践方法やプロセスについ
て具体的な学びが不足していた。
・	支援者がどのように意思決定支援を進めるべきかが曖昧で、現場での実践が難
しい状況だった。

ⅱ）改善点
①	本人の意思を尊重した支援の強化
・	改定後のカリキュラムでは、認知症の人の意思形成・意思表明・意思実現のプ
ロセスを支援する具体的な方法を明示。
・	「認知症の人の日常・社会生活支援における意思決定支援ガイドライン」を活
用し、本人の意思を中心とした生活支援を学ぶ内容を追加。

②	生活支援の包括的視点の導入
・	社会生活や活動支援も学習内容に加え、生活全般にわたる支援方法を学べる構
成に改善。
・	日常生活の支援にとどまらず、地域活動や社会参加を促す支援の必要性を強調。
③	能力を活かす支援方法の強化
・	認知症の人が持つ残存能力を評価し、それを最大限に活用した支援方法を学ぶ
内容を充実。
・	中核症状や行動・心理症状（BPSD）に対処するだけでなく、認知症の人が可
能な限り自立した生活を営めるよう、能力活用の視点を導入。

④	意思決定支援の具体的なプロセスの学習
・	意思決定支援における具体的なステップ（意思形成→意思表明→意思実現）を
学ぶ項目を新設。
・	事例を用いて実践的に意思決定支援を考える演習を導入し、支援者が現場で活
用できるスキルを養う。

⑤	演習の充実による実践力の向上
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・	改定後のカリキュラムでは、具体的な事例を通じて生活支援を実践的に学べる
演習を拡充。
・	食事、入浴、排泄といった基本的な支援だけでなく、活動支援や社会参加の支
援についても事例を用いた学習機会を提供。

ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、課題として挙げられていた「本人の意思の尊重」「社
会生活まで含む生活の包括的な視点」「意思を反映した支援方法」を補強するため、
理念と実践を結びつけた内容をより強調している。また、生活場面における意思決
定支援の展開や演習の充実を通じて、実践力の向上を強化している。これにより、
認知症の人の意思を尊重した、質の高い幅広い生活支援を提供するための実践方法
を学ぶカリキュラムに改定している。

（ⅴ）権利擁護の視点に基づく支援
ⅰ）課題
①	意思決定支援の重要性の理解不足
・	認知症の人の意思決定を支援することが権利擁護に不可欠であるにもかかわら
ず、その基本的な考え方や必要性についての理解が不足していた。
・	意思決定支援が具体的なプロセスやスキルとして体系的に学ばれていなかった
ため、現場での実践が困難な状況があった。

②	権利擁護における基準となる倫理的視点の欠如
・	権利擁護の方法において基準となる「ケアの倫理」に関する学習が不十分であり、
支援者が行動指針を持たずに支援を行うケースが見られた。
・	ケアの倫理が具体的な支援行動に結び付けられておらず、現場でのジレンマ解
決に活用できない状況があった。

ⅱ）改善点
①	意思決定支援の基本的な考え方と必要性の追加
・	認知症の人の意思決定を支援することが権利擁護において重要であるとの認識
を深めるため、基本的な考え方とその必要性を学ぶ内容を追加。
・	意思決定支援における具体的なプロセス（意思形成→意思表明→意思実現）を
学ぶ項目を新設し、実践的なスキルを養成。

②	ケアの倫理に関する学びの強化
・	権利擁護の基準となる「ケアの倫理」の必要性と基本的な考え方を学ぶ内容を
カリキュラムに追加。
・	倫理的視点を持ちながら権利擁護を行うための具体例やケーススタディを用い
て、現場での判断力を養う。

ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、意思決定支援を権利擁護における中核的な要素とし
て位置付け、その基本的な考え方や必要性を学ぶ機会が強化されている。また、ケ
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アの倫理を基準とした具体的な支援方法が追加され、支援者が現場で自信を持って
実践できるスキルの向上が図られている。さらに、認知症の人が尊厳を保持し、自
分らしく生活できるための支援がより包括的かつ実践的なものへと進化している。

（ⅵ）家族介護者の理解と支援方法
ⅰ）課題
①	家族介護者の実状理解の不足
・	認知症の人の介護を行う家族の具体的な状況や心理的負担、社会的課題に対す
る理解が十分ではなかった。
・	支援者が家族介護者の声を直接聴く機会が少なく、現場での対応が家族の実状
に即していない場合があった。

②	多様な家族介護者の状況理解
・	家族介護者の状況は一様ではないが、個別の事情やニーズに応じた支援方法が
不足していた。
・	若年介護者、共働き世帯、高齢介護者など、多様な状況に対する理解が不足し
ていた。

ⅱ）改善点
①	家族介護者の声を聴く機会の追加
・	認知症の人本人と同様に、家族介護者の声を直接聴く学びの場を設けることで、
家族の実状を深く理解する機会を提供。
・	家族介護者が直面する課題や支援ニーズを具体的に知るための事例共有を導入。
②	多様な家族介護者の理解の強化
・	若年介護者、高齢介護者、共働き世帯など、さまざまな状況に置かれた家族介
護者の事例を理解し、個別の状況に応じた支援の必要性とその方法を学ぶ機会
を増やした。
・	家族介護者とのコミュニケーションスキルの向上

ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、家族介護者の声を直接聴く機会を設けることで、多
様な家族の実状や課題への理解を深める内容を強化した。

（ⅶ）行動・心理症状（BPSD）の理解と支援
ⅰ）課題
①	科目名の分かりづらさ
・	科目名が抽象的または長すぎるため、受講者が学習内容を直感的に理解しにく
いという指摘があった。
・	行動・心理症状（BPSD）に焦点を当てた支援内容であることが一目でわかる
名称が必要だった。

②	生活の質（QOL）の目的意識の弱さ
・	行動・心理症状（BPSD）への対応が中心となり、支援の目的である「認知症
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の人の生活の質（QOL）の向上」という視点が希薄だった。
・	行動・心理症状（BPSD）対応が「問題行動の軽減」や「症状の抑制」に留まり、
生活全体の質を改善する支援が十分に学ばれていなかった。

③	評価尺度の理解の重視による視点の不足
・	行動・心理症状（BPSD）やQOLの評価尺度を用いる技術に偏重し、それを
現場でどのように応用するかという視点が不足していた。
・	評価尺度が結果だけを追う形式的な使い方になり、支援に結びつかない場合が
あった。

ⅱ）改善点
①	科目名の簡潔化と明確化
・	科目名を「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」に変更し、行動・心理症
状（BPSD）を中心とした学習内容であることを分かりやすく明示。
・	短く明確な科目名にすることで、受講者が学習内容を直感的に把握できるよう
に改善。

②	生活の質（QOL）の向上を目的とした内容の充実
・	行動・心理症状（BPSD）の対応方法にとどまらず、「認知症の人の生活の質
を向上させる」という目的を明確化。
・	QOL の向上を目指した支援方法や視点を具体的に学べる内容を追加し、受講
者が支援の全体像を理解できるように強化。

③	評価尺度よりも視点の理解を重視
・	行動・心理症状（BPSD）やQOLの評価尺度を「ツールとしての利用」だけでなく、
「視点としての理解」に統合。
・	評価尺度の具体的な使い方ではなく、ケアの中でどのように活用するかを学ぶ
内容に変更し、支援の実践力を養成。

④	ケア方法の学習の中に評価視点を追加
・	行動・心理症状（BPSD）やQOLの評価をケア方法の学習に統合し、評価が
支援の一環として活用される視点を強化。
・	評価結果を基に生活支援を計画・実行するプロセスを具体的に学べる内容を
追加。

⑤	包括的なケア方法の理解の向上
・	行動・心理症状（BPSD）を「症状」ではなく、認知症の人の生活全体を支え
るための手がかりとして捉える視点を強調。
・	QOL 向上を目的に、本人の意思や残存能力を活かしたケア方法を学ぶ内容を
充実。

ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、科目名を簡潔で直感的なものに変更し、学習内容の
焦点を明確化している。また、行動・心理症状（BPSD）への対応を「症状の軽減」
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に留めず、認知症の人の生活の質（QOL）の向上を目的とした視点を強化している。
評価尺度の使い方よりも「評価を通じて支援を改善する視点」を学ぶ内容を統合し、
より実践的なケア方法の学びが提供される構成とした。受講者が認知症の人の生活
全体を支える包括的な支援を実践できるよう改定した。

（ⅷ）学習成果の実践展開と共有
ⅰ）課題
①		インターバル期間の前後において、職場での実践計画の作成や報告、グループ
による共有や整理を実施する時間が不足している。

②		科目シラバスにおける学習項目の構成が、実態に沿っておらず理解が困難な構
成となっている。

ⅱ）改善点
①		実施段階を明確に 3フェーズに分割し、計画準備（前期）段階として学習成果
を現場にどう適用するかを具体的に計画する段階、実践（インターバル期間）
の段階として現場での実践を行い、その記録を収集する段階、報告・共有（後
期初期）段階として実践の成果を他の受講者と共有し、フィードバックを受け
る段階に再構成した。

②		インターバル後の研修時間を延長し、総時間を 90分とした。
ⅲ）要点
改定後のカリキュラムでは、学習成果の展開を「計画準備」「実践」「報告・共有」
の 3段階に分けることで、受講者が一貫して成果を現場に活用できるような仕組み
に整理した。

（ⅸ）共生社会を推進する地域資源の理解と展開
ⅰ）課題
①	認知症基本法の目的や理念を反映していない
・	現行の科目名が「共生社会の実現」や「地域生活の重要性」といった認知症基
本法の理念を十分に反映していない。
・	地域生活を「共生社会につながる地域」として捉える視点が弱く、受講者にそ
の意識が伝わりにくい。

②	目的や到達目標が実践者像と乖離している
・	現行の目的が「開発の提案」など高度な内容を含んでおり、実践者像として想
定される受講者には難しい内容になっている。
・目的や到達目標が受講者の学習範囲や実践レベルに合致していない。
③	地域生活支援の範囲が限定的
・	地域生活支援の内容が「日常生活支援」に偏りがちであり、社会参加や参画といっ
た広い視点が含まれていない。
・地域生活を共生社会につなげる意識を受講者に持たせる内容が不足している。

ⅱ）改善点
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①	科目名の変更と認知症基本法の理念の反映
・	科目名を変更し、認知症基本法の理念である「共生社会の実現」に対応した表
現を採用する。
・科目名を通じて、地域生活を共生社会に結びつける視点を強調。
②	目的や到達目標の見直し
・	目的や到達目標を受講者のレベルに合わせ、「～を理解する」といった表現に
変更。

③	地域生活支援の範囲拡大
・	地域生活支援を「日常生活」だけでなく「社会参加」「社会参画」まで含むこ
とを強調。
・	地域生活が共生社会につながる仕組みや実践例を学ぶ内容を追加し、広い視点
を受講者に提供。

ⅲ）変更のポイント
改定後のカリキュラムでは、科目名を変更し、認知症基本法の理念である「共生
社会の実現」をより強調する内容に修正されている。また、目的や到達目標を「～
を理解する」といった実践者像に合った表現に改め、学びを現場で応用しやすい形
に調整している。さらに、地域生活支援の範囲を広げることで、受講者が社会参加
や参画の視点を有するよう改定した。

（ⅹ）アセスメントとケアの実践の基本
この科目は、認知症の人が望む生活を実現するために必要なアセスメントからケア
計画、評価までの一連のプロセスを学び、現場で実践できる力を養うことを目的とし
ている。具体的には、身体要因、心理要因、神経心理学的要因など多面的な視点から
アセスメントを行い、認知症の人の生活を阻む要因やニーズを的確に把握した上で、
本人の意思や希望を尊重し、個別性に応じた目標を設定し、ケア計画を作成・実施す
る力を培うことを目指している。そして実施したケア計画の成果を評価し、改善につ
なげることでケアの質を継続的に向上させる能力の向上を目的としている。この過程
では、ケアカンファレンスを通じてアセスメントや計画内容を多職種間で共有し、チー
ムケアを効果的に進めるためのスキルも重視する。
認知症の人が自分らしく暮らせる生活を支えるための基本的な視点と実践力を育成
し、支援者としての役割を適切に果たすことを期待している。特に大きな変更点は無
く現行通りの内容としている。

（ⅺ）課題設定
この科目は、認知症介護実践者研修で修得した知識や技術を活用し、現場でのケア
の質を向上させるための実習課題設定を行うことを目的としている。認知症の人が望
む生活を実現するためには、現状のケアを適切に評価し、課題を明確にした上で改善
に向けた計画を立てることが必要である。
本科目では、対象者を定めて現状の課題を分析し、アセスメントに基づいて作成し
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たケアの実践計画案に基づき、職場実習での行動計画を立てることを目的とし、研修
で学んだ知識や技術を実際の現場に応用できることを期待している。
受講者は、現状のケアを評価することで課題を見出し、認知症の人の望む生活像を
アセスメントし、その達成に向けた課題と目標を具体的に設定することを目指してい
る。本科目は、受講者が研修内容を実践へと展開し、現場でのケアの改善に貢献する
力を高めることを期待している。特に大きな変更はなく、現行の内容通りとなる。

（ⅻ）職場実習
「職場実習（アセスメントとケアの実践）」は、研修で学んだ知識や技術を現場で活
用し、認知症の人の生活支援に必要なアセスメント、計画、実践、評価を体系的に学
ぶことを目的としている。この実習では、課題となる事例を対象に、研修中に学んだ
アセスメントの手法を用いて認知症の人や家族のニーズを明らかにし、アセスメント
の結果に基づいて認知症の人の望む生活を実現するための具体的な目標を設定し、ケ
ア実践計画を立案する。その計画に基づいて生活支援を実践し、実施内容を詳細に記
録・評価するプロセスを通じて、ケアの質を継続的に向上する能力を学習する。
この科目は、研修で学んだ理論を現場の実践に結びつける科目であり、認知症の人
の自立支援や生活の質向上に寄与するための具体的なスキルを習得し、認知症の人の
ニーズに応じた計画の策定と実践力の向上を目的としている。現行の内容から大きな
変更はない。

（ⅹⅲ）職場実習評価
「職場実習評価」は、職場実習で実施したケア実践計画の結果を整理し、客観的に
評価・分析することを通じて、職場および自己の認知症ケアにおける今後の課題を明
確にすることを目的としている。
この科目では、受講者が職場実習で取り組んだケア実践計画について、実施結果を
文章や資料としてまとめ、それを基にグループ発表を行う。発表後には、他の受講者
と相互評価を行い、ケア実践計画が認知症の人にとってどのような効果をもたらした
かを客観的に検証する。相互評価を通じて他者からの助言や指導を得ることで、自己
の取り組みを振り返るとともに、職場における支援の改善点や新たな課題を発見する
ことを目標としている。受講者は自らのケア実践計画を整理し、分かりやすく他者に
伝えるスキルを身に付け、他の受講者の計画に対して助言を行う中で、ケアの実践が
認知症の人に与える影響を客観的に評価する視点を養う。さらに、評価結果を分析し、
職場のケア体制や自己の実践力の向上に向けた課題を明確化する能力を養うことを目
指している。
この科目は、職場実習での学びをさらに深め、実践の質を高めるための重要なプロ
セスであり、現行の内容から大きな変更はない。

2. 認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践リーダー研修のカリキュラム改定は、認知症や認知症介護に関する最新の
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動向を踏まえた研修内容への改定を方針とし、認知症基本法の目的と理念に基づいた認知症
介護実践リーダーに求められる人物像を設定し、現行の研修カリキュラムの整合性や課題に
ついて検討した。
（1）認知症介護実践リーダーに求める知識・技術（人物像）
1）人物像の変遷と方向性
認知症介護実践リーダー研修は、認知症ケアの現場におけるチームリーダーの育成を目
的とし、その人物像は時代や認知症ケアの環境の変化に応じて変化してきている。以下に
各改定の特徴を整理する（表 5-2-1-1）。

42表 実践リーダー研修が期待する人物像の変遷 ＊色文字の同色は対応を示している

痴呆介護実務
者研修（専門

課程）
平成 年度改定 平成 年度改定 令和 年度改定 令和 年度改定

人物
像 不明

・介護現場の実践リー
ダーとしての役割を果た
すことができる技能を身
につける。
・チームケアを推進でき
る技能を身につける。
・高齢者の介護のアセス
メントのみではなく、介
護現場、施設の介護状況
のマネジメントもできる
技能を身につける

・チームにおける認知症ケアの理念に基づいたスタッフのケア能力の評価を行うことができ、認知症ケアの知
識、態度、技術について根拠を示しながら説明、指導することができる。
・チームによる円滑な認知症ケアを推進するため、チームマネジメントの知識と技術を有し、チームを活性化
して認知症の方の生活の質を向上することができる。
①認知症の病態、メカニズム、発生機序、脳内作用等、認知症に
関する専門的な知識を有し、認知症に関する最新の知見を把握し
ている
②国の認知症施策と施策の地域における展開例を理解し、認知症
支援施策に関する今後の方向性を考えることができる。
③チームづくりや運営におけるリーダーの役割や使命を理解し、
リーダーの責務をふまえたチームマネジメントの方法を理解して
いる
④チームにおける認知症介護理念の有用性を踏まえ、チームによ
る理念構築を牽引し、チームの方向性を明確にして共有化する方
法を理解している
⑤チーム内の情報共有やスタッフ間コミュニケーションの促進の
ために認知症ケアにおけるカンファレンスやミーティング、事例
検討の効果的な方法を理解している
⑥チームマネジメントに関する考え方や方法論を活用し、認知症
者へのチームケアを効果的に実践する方法を理解している。
⑦ に関する考え方や計画立案、運用から評価方法を理解し、
活用できる
⑧介護スタッフへのアドバイスや指導方法に関する基本技術を理
解し活用できる
⑨認知症ケアの指導に関する基本的な考え方や、指導者としての
基本的な態度や指導理念を理解している
⑩認知症ケアにおける倫理の考え方を理解し、介護場面での倫理
的判断基準、倫理に基づいた介護等に関する指導方法を理解し、
基本技法を実践できる
⑪認知症の人の行動心理症状別のアセスメントやケア方法の指導
方法を理解し基本技法を実践できる
⑫認知症の人の食事・入浴・排泄への介護に関するアセスメント
方法や介護方法の指導内容や指導観点を理解し基本技法を実践す
ることができる
⑬認知症の人のへの権利擁護の方法に関する指導や助言、教育方
法を理解し、基本技法を実践することができる
⑭認知症の人の介護家族を中心とする家族への支援方法に関する
指導方法を理解し、基本技法を実践することができる
⑮行動心理症状の緩和のみならず、認知症の人の生活の質を向上
するための生活支援に関するアセスメントやケアプラン作成の指
導方法を理解し、実践できる

①研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標を
立案でき、目標を達成するための学習を遂行する
ことできる
②チームリーダーに必要な認知症の病態や、治療
薬、非薬物的な介入方法等に関する専門知識を有
している
③認知症施策を踏まえた国の方向性を理解し、地
域における施策の展開例を理解している。
④認知症ケアにおけるスタッフのストレス把握や
マネジメントができる。
⑤会議やミーティング等の運用方法を理解し、
チーム内の情報共有やスタッフ間コミュニケー
ションを促進できる。
⑥チームマネジメントに関する基本的な考え方や
方法を踏まえ、認知症ケアにおけるチームマネジ
メントの意義と実践方法を理解している
⑦認知症ケアに関する職場内教育の重要性や考え
方を理解し、育成計画の立案方法を理解している。
⑧職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの
指導計画を立案することができる
⑨職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの
指導や人材育成を実践できる

（ⅰ）2005（平成 17）年度改定
2005（平成 17）年度の改定では、リーダーとしての基礎的な実践力と施設全体の
運営を支える能力が重視された。具体的な変更点としては以下の通りである。
ⅰ）	認知症ケアの推進役として、基本的なアセスメントやケア実践能力を習得するこ
とを重視。

ⅱ）高齢者ケアを多職種で連携して行うための基盤構築を目的としている。
ⅲ）	チームや施設全体のケアの質向上を目指し、基礎的なマネジメントスキルの育成
を強調。
	この時期は、リーダーに必要な基本的な知識やスキルの習得に重点が置かれ、現場
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での役割を担える基盤を構築することが目的であった。
（ⅱ）2015（平成 27）年度改定

2015（平成 27）年度の改定では、リーダーとして現場で求められる知識やスキル
を習得し、チーム全体を牽引する役割を果たすことが期待されている。そのため、リー
ダーには以下のような専門的知識や実践力が求められている。
ⅰ）専門知識の習得と活用
リーダーは、認知症の病態やメカニズム、脳内作用など、専門的な知識を有し、
認知症に関する最新の知見を把握していることが必要である。また、国の認知症施
策とその地域展開を理解し、今後の施策の方向性を考える視点も求められる。
ⅱ）チームマネジメントの実践
リーダーとして、チームづくりや運営における役割や使命を理解し、責務をふま
えたマネジメントを行う能力が必要である。具体的には、以下の能力が重視される
①	認知症介護理念を共有化し、チームの方向性を明確にする方法の理解。
②		チーム内の情報共有やスタッフ間のコミュニケーション促進を図るためのカン
ファレンスやミーティング、事例検討の活用方法の理解。

③		チームケアを効果的に実践するためのマネジメント方法の活用。
ⅲ）指導力の発揮
リーダーは、現場でのOJT（職場内教育）に関する計画立案、運用、評価を理解し、
それを活用できることが求められる。また、介護スタッフに対するアドバイスや指
導方法の基本技術を理解し、実践する能力が必要である。
ⅳ）指導者としての基本理念の習得
認知症ケアにおける指導者として、基本的な態度や指導理念を理解することが重
要である。これには、倫理的判断基準や倫理に基づいた介護指導、実践技法の習得
が含まれる。
ⅴ）具体的な介護技術の指導
リーダーには、以下のような実践的な介護技術の指導能力が求められる。
①	認知症の行動・心理症状（BPSD）のアセスメントやケア方法の指導。
②	食事、入浴、排泄といった基本的な介護のアセスメントおよびケア技法の指導。
③	認知症の人の権利擁護や家族支援に関する助言や教育方法の指導。

ⅵ）生活支援の視点の重視
行動・心理症状　(BPSD) の緩和だけでなく、認知症の人の生活の質（QOL）の
向上を目指した生活支援に関するアセスメントやケアプラン作成を指導できる能力
が期待される。
認知症介護実践リーダーには、認知症に関する深い専門知識と現場での応用力、
さらにチームマネジメントやスタッフ指導力を発揮することが求められている。ま
た、認知症の人やその家族を支えるための包括的な視点を持ち、介護現場の質向上
に貢献することが期待される。
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（ⅲ）2021（令和 3）年度改定
2021（令和 3）年度の改定は、2015（平成 27）年度改定の内容を踏襲しており、
認知症介護実践リーダーに求められる人物像の大きな変更はなく継続している。

（ⅳ）2024（令和 6）年度改定案
認知症介護実践リーダーは、学習目標を自ら設定し達成する力、認知症ケアに関す
る深い専門知識、チームを運営するためのマネジメントスキル、そしてスタッフの教
育や人材育成を通じて現場全体のケアを改善する能力が求められる。これらのスキル
を身に付けることで、リーダーは認知症ケアの質を向上させる中核的な役割を果たす
ことが期待されている。2024（令和 6）年度の改定案では、それまでのチームマネー
ジャー、認知症ケアトレーナーとしての役割を踏襲し人物像の整理を行った。主な特
徴は以下の通りである。
ⅰ）学習目標の設定と達成
認知症介護実践リーダーは、自らの学習計画を立案し、目標を達成するための学
習を進める力が求められる。
①		研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標を設定し、それを遂行する力を持つ。

ⅱ）専門知識の習得
認知症の病態や治療法、非薬物的な介入方法に関する専門的な知識を持ち、現場
で活用できることが求められる。
①	認知症の病態や治療薬、非薬物的介入方法に関する専門知識を有する。
②	国の認知症施策や地域展開例を理解し、施策の方向性を考える力を持つ。

ⅲ）チームマネジメント
リーダーとして、チーム運営やスタッフのストレスマネジメント、コミュニケー
ション促進に貢献できるスキルが必要である。
①		チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を理解し、認知症ケアにお
けるマネジメントの意義を実践に活かす。

②		チーム内の情報共有やスタッフ間のコミュニケーションを促進するための会議
やミーティング運営のスキルを持つ。

③	認知症ケアにおけるスタッフのストレス把握とマネジメントができる。
ⅳ）職場内教育と人材育成
職場内での教育活動を通じて、スタッフのスキル向上とチーム全体の成長を支え
ることが期待される。
①	職場内教育の重要性や考え方を理解し、育成計画の立案方法を把握している。
②	チームメンバーへの認知症ケアの指導計画を立案できる。
③		チームメンバーへの指導や人材育成を実践し、チーム全体のケアの質を向上さ
せる。

2）人物像とカリキュラム対応
認知症介護実践リーダー研修は、各人物像に応じた具体的なカリキュラムと到達目標を
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設定し、理論と実践の両面から能力を育成する内容となっている。これにより、受講者は
現場で求められる知識とスキルを体系的に習得し、認知症ケアの現場で中核的な役割を果
たすことが期待される。
人物像ごとに対応するカリキュラム、到達目標、時間、内容について以下に示す（表
5-2-1-2）。

43人物像 対応カリキュラム 到達目標 時間 根拠

研
修
理
解

①研修の目的や内容を踏まえた自
己の学習目標を立案でき、目標を
達成するための学習を遂行するこ
とできる

「認知症介護実践リーダー
研修の理解」

１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。
２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。

・研修内容説明 分
・自己課題設定 分

専
門
知
識

②チームリーダーに必要な認知症
の病態や、治療薬、非薬物的な介
入方法等に関する専門知識を有し
ている

「認知症の専門的理解」

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活への影響を理解
する。
２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の方の生活への影響や使用の
注意点を理解する
３．認知症の方の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、方法、効果を理
解する

・講義 分

③認知症施策を踏まえた国の方向
性を理解し、地域における施策の
展開例を理解している。

「施策の動向と地域展開」
１．認知症施策の変遷を踏まえた認知症ケアに関連する施策の動向を理解し、説明で
きる。
２．地域における認知症施策の具体的な展開方法を理解する。

・基本法の理解 分
・施策の展開例 分

認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

④認知症ケアにおけるスタッフの
ストレス把握やマネジメントがで
きる。

「ストレスマネジメントの
理論と方法」

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。
２．ストレスのしくみと対処法を理解する。
３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。
４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理解し、チームメ
ンバーへの支
援方法を理解する。

・導入 分
・事例検討１（ストレスと要因）
分

・事例検討 （支援方法） 分

⑤会議やミーティング等の運用方
法を理解し、チーム内の情報共有
やスタッフ間コミュニケーション
を促進できる。

「カンファレンス（会議）
の技法と実践」

１．チームケアの質の向上を目的としたカンファレンス（会議）の目的や意義、必要
性を理解する。
２．チームの意思決定や、情報の共有、コミュニケーションの活性化を促進する方法
を理解し、目的に応じた効果的なカンファレンス（会議）を展開することができる。

・基本知識の講義 分
・体験演習１ 分
・事例検討２ 分

⑥チームマネジメントに関する基
本的な考え方や方法を踏まえ、認
知症ケアにおけるチームマネジメ
ントの意義と実践方法を理解して
いる

「認知症ケアにおけるチー
ムマネジメントの理論と方
法」

１．チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を説明できる。
２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と実践方法を理解する。
３．認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる

・チーム作り演習 分
・チームケア推進プログラム 分
・事例検討と解説 分

認
知
症
ケ
ア
の
指
導
方
法

⑦認知症ケアに関する職場内教育
の重要性や考え方を理解し、育成
計画の立案方法を理解している

「職場内教育（ ）の理
論と方法」

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。
２．認知症ケアにおける職場内教育（ ）の意義を理解できる。
３．職場内教育（ ）の計画方法を体験的に理解する。
４．職場内教育（ ）における有効な指導技法の種類と実際の方法を理解する

・導入 分
・技法演習 分
・育成計画の体験演習×
分

⑧職場におけるチームメンバーへ
の認知症ケアの指導計画を立案す
ることができる

「認知症ケア指導の実践方
法」

１．行動・心理症状（ ）への支援方法や生活支援の方法に対する指導の演習を
通じ、介護職員等を指導するための方法を理解する。
２．認知症ケアにおけるアセスメント及びケアへの指導計画を立案することができる。
３．介護職員等に対する自己の指導の特徴を理解する。

・スキル評価演習 分
・目標設定演習 分
・アセスメント指導計画 分
・指導方法計画演習 分
・介護評価計画演習 分

⑨職場におけるチームメンバーへ
の認知症ケアの指導や人材育成を
実践できる

「職場実習の課題設定」・
「職場実習」・「職場実習
評価」

・研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を
理解する。
・研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価、課題
の設定・合意、指導目標の設定や指導計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケア
を指導する。
・職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・
論理的に考察・報告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。

４Ｗ

表 認知症ケア実践リーダーに求められる人物像と対応カリキュラム、到達目標

（ⅰ）	研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標を立案でき、目標を達成するための学
習を遂行することができる人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「認知症介護実践リーダー研修の理解」であ
る。このカリキュラムでは、研修の目的や意義を深く理解する力を育てるとともに、
自己の学習目標を設定し、その達成に向けた学習を進める力を養成することを目的と
している。60分のプログラムでは、研修内容の概要についての講義（40分）と、自
己課題を設定するための演習（20分）等が想定される。この内容を通じて、研修全
体の意義を把握し、自らの学びを計画的に遂行できることをねらいとしている。

（ⅱ）	チームリーダーに必要な認知症の病態や、治療薬、非薬物的な介入方法等に関する
専門知識を有している人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「認知症の専門的理解」である。このプログ
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ラムでは、認知症ケアのリーダーとして必須の専門的知識を習得することを目的とし
ており、90分間の講義等が想定される。講義では、認知症の病態や発生メカニズム、
治療法（薬物的・非薬物的介入方法）を網羅的に学ぶほか、最新の研究知見に関する
知識の習得も期待される。これにより、認知症ケアにおける高度な判断力を備えたリー
ダーとなることをねらいとしている。

（ⅲ）	認知症施策を踏まえた国の方向性を理解し、地域における施策の展開例を理解して
いる人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「施策の動向と地域展開」である。このカリ
キュラムでは、認知症施策の背景や国の方向性を理解するとともに、それを地域レベ
ルでどのように展開するかを学ぶことを目的としている。120 分のプログラムでは、
施策の基礎知識を学ぶ講義（60分）と、地域展開の具体例を学ぶ講義（60分）等が
想定される。この内容により、政策全体の理解を深め、地域特性を考慮した施策を踏
まえたケアの展開に活用できることをねらいとしている。

（ⅳ）認知症ケアにおけるスタッフのストレス把握やマネジメントができる人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「ストレスマネジメントの理論と方法」であ
る。このプログラムでは、スタッフのストレスを適切に把握し、それを軽減するため
の支援方法を学ぶことを目的としている。150分のプログラムには、ストレスマネジ
メントの導入講義（30分）、事例を基にした検討（60分）、支援方法の検討（60分）
等が想定される。スタッフのストレスの原因を理解し、職場環境を改善するための具
体的なスキルの習得をねらいとしている。

（ⅴ）	会議やミーティング等の運用方法を理解し、チーム内の情報共有やスタッフ間コミュ
ニケーションを促進できる人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「カンファレンス（会議）の技法と実践」で
ある。このプログラムでは、チーム内での情報共有を円滑に進めるための会議運営ス
キルを習得することを目的としている。180分間のプログラムでは、会議運営の基礎
講義（60分）と、実際の場面を想定した演習（120 分）等が想定される。チーム内
のコミュニケーションを促進し、効果的な情報共有を行うための具体的な技術の習得
をねらいとしている。

（ⅵ）	チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を踏まえ、認知症ケアにおける
チームマネジメントの意義と実践方法を理解している人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「認知症ケアにおけるチームマネジメントの
理論と方法」である。このプログラムでは、チーム運営に必要な基本的な考え方や実
践方法を学ぶことを目的としている。240 分間のプログラムには、理論講義と演習
（240 分）等が想定される。チームを効果的に運営し、認知症ケアの質を向上させる
ためのリーダーシップを発揮できる能力を養成する。

（ⅶ）	認知症ケアに関する職場内教育の重要性や考え方を理解し、育成計画の立案方法を
理解している人物像
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この人物像に対応するカリキュラムは「職場内教育（OJT）の理論と方法」である。
このプログラムでは、OJTの意義や計画の立案方法を学び、スタッフのスキル向上
を促進する能力を養成することを目的としている。420分間のプログラムでは、理論
講義（60分）と、実際に育成計画を立案するための演習（180 分× 2）等が想定さ
れる。これにより、スタッフ教育を効果的に進めるスキルの習得をねらいとしている。

（ⅷ）	職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの指導計画を立案することができる人
物像
この人物像に対応するカリキュラムは「認知症ケア指導の実践方法」である。この
プログラムでは、認知症ケアにおける具体的な技法を基にした指導計画を作成し、現
場で実践できる力を養成する。420分間のプログラムでは、スタッフの現状評価と指
導等に関する演習が想定される。認知症ケア技術の指導力を強化し、スタッフ育成を
促進する能力の習得をねらいとしている。

（ⅸ）職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの指導や人材育成を実践できる人物像
この人物像に対応するカリキュラムは「職場実習の課題設定・職場実習・職場実習
評価」である。このプログラムでは、研修で学んだ内容を生かして、職場のスタッフ
を対象とした認知症ケアの能力の評価、課題の設定、指導目標の設定や指導計画を作
成し、指導計画に基づいて認知症ケアの指導を実施し、認知症ケア指導の方法に関す
る課題やあり方について客観的・論理的に考察・報告し、実践リーダーとして指導の
方向性を明確にすることをねらいとしている。180 分のプログラムでは、課題設定・
実習計画の立案、4週間はスタッフを対象とした認知症介護指導の計画立案や実践、
180分のプログラムでは課題発表とディスカッションが想定される。

（2）研修目的・対象者・履修時間の改定
（ⅰ）目的における変更点と特徴（表 5-2-2-1）

現行の目的では、認知症についての理解を深め、本人とその家族の生活の質向上を
図るとともに、行動・心理症状（BPSD）の予防に取り組むチームケアの推進など認
知症施策の中での役割を担うための知識・技術修得を目的としていた。しかし、改定
後の目的では「認知症の人」の理解を前提とすることや「家族も含めた本人の希望や
尊厳を保つ視点」を強調している。また、「共生社会の実現に向けた地域における認
知症ケアの方向性」の強化など、認知症基本法の理念を反映し、本人を中心としながら、
本人のみならず家族や地域全体への視点へと対象を拡大している。
改定後の特徴としては、本人と同時に家族の希望や尊厳を守る役割をリーダーに求
めている。また、共生社会の実現を目指し、地域全体を支えるケアの方向性を研修の
重要な目的としている。さらにチーム内でのケア推進から、共生社会を意識した地域
社会全体への貢献を期待している。
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現行 新 主な変更点と特徴

目的

認知症介護実践リーダー研修は、事業所全体
で認知症についての理解のもと、本人主体の
介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、
行動・心理症状（ ）を予防できるチーム
ケアを実施できる体制を構築するための知
識・技術を修得すること及び地域の認知症施
策の中で様々な役割を担うことができるよう
になることをねらいとする

本研修は、認知症の人についての正しい理解の
もと、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもっ
て暮らすことができるよう認知症ケアにおける
チームケアを推進するための知識・技術を修得
するととともに、共生社会の実現に向けた地域
の認知症ケアの質向上ができるようになること
をねらいとする

基本法の考え方に関する文言を反映
【目的】【基本理念】①②③④⑤⑥

・認知症の人の理解を強調
・家族も含む基本法の理念に準拠し、
尊厳の保持と希望を持った暮らしを
強調
・体制の構築から、チームケアの推
進に変更
・共生社会の実現につながる地域に
修正
・実践リーダー全てが施策の中で役
割を担うことは困難であるため削除

対象者

研修対象者は、介護保険施設、指定居宅サー
ビス事業者、指定地域密着型サービス事業者、
指定介護予防サービス事業者又は指定地域密
着型介護予防サービス事業者等において介護
業務に概ね５年以上従事した経験を有してい
る者であり、かつ、ケアチームのリーダー又
はリーダーになることが予定される者であっ
て、認知症介護実践者研修を修了し１年以上
経過している者とする

研修対象者は、介護保険施設、指定居宅サービ
ス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指
定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型
介護予防サービス事業者等において介護業務に
概ね５年以上従事した経験を有している者であ
り、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダー
になることが予定される者であって、認知症介
護実践者研修を修了し１年以上経過している者
とする

変更なし

時間 講義・演習 時間 分 実習：課題設定
分 職場実習４週間 実習のまとめ 分

講義・演習 時間 分 実習：課題設定
分 職場実習４週間 実習のまとめ 分

・スリム化、統合により講義演習時
間を 時間減
・課題設定、実習のまとめの時間を
短くし、 分減
＊ただし、地域の実状に応じて延長
を選択とする

表 実践リーダー研修の目的・対象者・時間 新旧対照
＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

（ⅱ）対象者における変更点と特徴
対象者については、特に変更はなく、介護保険施設や指定居宅サービス事業者など
で 5年以上従事し、リーダーまたはリーダー候補として認知症介護実践者研修を修了
して1年以上が経過している者が対象となる。認知症介護の経験が豊富で、すでにリー
ダーとしての役割を担う準備ができている人材も研修対象としている。
改定後の特徴としては、経験豊富な対象者を維持し、専門性の高い研修内容を提供
する基盤を確保しつつ、認知症介護実践者研修を修了した者を対象とし、実践的な応
用力を高めるための内容に焦点を当てている。

（ⅲ）時間における変更点と特徴
研修時間については、現行では講義・演習が31時間（1,860分）、実習が240分であっ
たのに対し、改定後では講義・演習が 28時間（1,680 分）に短縮され、実習の課題
設定が 240 分から 180 分に変更された。この時間短縮は、スリム化と内容の統合に
よる効率化を目的としている。一方で、地域の実状や特性に応じて柔軟な対応を可能
とするよう改定した。
「認知症介護実践リーダー研修」の目的、対象者、時間の改定については、認知症
基本法の理念を反映し、認知症だけでなく「人」の理解に焦点をあて、ケアの対象を
本人だけでなく家族や地域社会全体へ拡大している点が大きな特徴である。
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（3）研修カリキュラムの改定
1）新旧カリキュラムの比較
認知症介護実践リーダー研修カリキュラムに関する改定前と改定後の比較を通じて主な
変更点について整理した（図 5-2-3-1、図 5-2-3-2）。

45

図 実践リーダ 研修カリキュラム新旧対照 ＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

21

科目 内容 時間数
１ 認知症介護実践リーダー研修総論

認知症介護実践リーダー研修の理解
・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

分

認知症の専門的知識

施策の動向と地域展開

・認知症施策の動向と共生社会の実現を推
進するための認知症基本法の方向性（認知
症施策の変遷、共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法設立の経緯、理念と概
要）
・地域における認知症ケア関連施策の展開

分

認知症の専門的理解

１．認知症に関する理解（認知症の原因疾
患別の特徴（病態や症状、診断基準な
ど）・原因疾患別の生活への影響・認知症
に起きやすい合併症・若年性認知症の特
徴）
２．医学的視点に基づいた介入（認知症の
告知とその支援・認知症治療薬の種類と特
徴・行動心理症状（ ）に用いられるこ
とがある薬物の主な作用機序と副作用、使
用方法・非薬物的介入の方法と特徴（回想
法 療法音楽療法などの療法や活動支援
等）・認知症の人のエンドオブライフケア

分

認知症ケアにおけるチームマネジメント
ストレスマネジメントの理論と方

法
・チームにおけるストレスマネジメントの
意義と必要性・ストレスマネジメントの方
法

分

カンファレンス 会議）の技法と実
践

・チームにおけるカンファレンス 会議）の
目的と意義・カンファレンス 会議）を円滑
に行うためのコミュニケーション・効果的
なカンファレンス 会議 の展開

分

認知症ケアにおけるチームマネジ
メントの理論と方法

・チームマネジメントの基本的理解
・認知症ケアにおけるチームマネジメント
の必要性・認知症におけるチームケア推進
プログラムの展開・認知症のチームケアに
おけるチームマネジメントの実践方法

分

認知症ケアの指導方法

職場内教育（ ）の理論と方法
・人材育成の意義と方法・職場内教育の意
義と方法・職場内教育（ ）における指導
技法・職場内教育（ ）の実践方法

分

認知症ケア指導の実践方法

・介護目標設定に関する指導（事例演習）
・アセスメントに関する指導（事例演習）
・生活の質を向上するケア方法に関する指
導（事例演習）・自己の指導の特徴の振り
返り

分

認知症ケア指導実習
職場実習の課題設定 内容の変更はなし 分
職場実習 内容の変更は無し ４週間
結果報告 職場実習評価 内容の変更は無し 分

科目 内容 時間数
１認知症介護実践リーダー研修総論

認知症介護実践リーダー研修の理解・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

分

２認知症の専門知識
認知症の専門的理解 ・認知症に関する理解

・原因疾患別の捉え方のポイント
・医学的視点に基づいた介入
・認知症を取りまく社会的課題

分

施策の動向と地域展開 ・認知症施策の変遷
・認知症施策の動向と認知症施策推進大綱の内
容
・地域における認知症ケア関連施策の展開

分

３認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント
チームケアを構築するリーダーの役

割
・チームの意味や目的、種類
・チームの構築及び活性化するための運用方
法・チームの目標や方針の設定と展開方法 分

ストレスマネジメントの理論と方法・チームにおけるストレスマネジメントの意義
と必要性
・ストレスマネジメントの方法

分

ケアカンファレンスの技法と実践 ・チームケアにおけるケアカンファレンスの目
的と意義・ケアカンファレンスを円滑に行うた
めのコミュニケーション
・効果的なケアカンファレンスの展開

分

認知症ケアにおけるチームアプロー
チの理論と方法

・認知症ケアにおけるチームアプローチの意義
と必要性（まとめ）
・認知症ケアにおけるチームの種類と特徴
・施設・在宅での認知症ケアにおけるチームア
プローチの方法

分

４認知症ケアの指導方法
職場内教育の基本視点 ・人材育成における介護職員等のとらえ方

・指導者のあり方の理解・人材育成の意義と方
法・職場内教育の意義
・職場内教育（ ）の実践方法

分

職場内教育（ ）の方法の理解 ・職場内教育（ ）における指導技法
・指導における活用と留意点 分

職場内教育（ ）の実践 ・食事・入浴・排泄等への介護に関する指導計
画（事例演習）・行動・心理症状（ ）への
介護に関する指導（事例演習）・アセスメント
及びケアの実践に関する計画立案の指導方法
（事例演習）・自己の指導の特徴の振り返り

分

５認知症ケア指導実習
職場実習の課題設定 分
職場実習 週間
結果報告 職場実習評価 分

【現在カリキュラム】 【改定案】
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ⅢⅢ．． 「「チチーームムケケアアをを構構築築すするるリリーーダダーーのの役役割割」」とと「「認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムアアププロローーチチのの理理論論とと方方法法」」
をを統統合合しし、、 分分へへ

ⅠⅠ．．「「認認知知症症のの専専門門的的理理解解」」ををススリリムム化化 分分かからら 分分へへ

図 実践者リーダー研修カリキュラム改定のポイント

・内容重複のため、科目を統合
・認知症ケアにおけるチームマネジメント手法の一環として、チームケア推進研修プログラムに準拠した学習内容を追加

・実践者研修との内容重複を鑑み、疾患や病態、治療薬等の知識を整理
・実践者研修科目「ＱＯＬを高める活動と評価の観点」科目より、非薬物的介入の意義と展開例を追加

Ⅳ．「職場内教育の基本視点」と「職場内教育（ ）の方法の理解」を統合し 分へ

・人材育成科目として、基本視点、指導技法、指導計画法を統合
・１．人材育成の意義と方法２）指導における基本的態度を追加
・（備考）に「指導者の基本的な態度としてエンパワーメント視点や動機付けの重要性を理解する」を追加

ⅤⅤ．． 「「カカンンフファァレレンンスス 会会議議））のの技技法法とと実実践践」」をを 分分かからら 分分にに延延長長

ⅡⅡ．． 「「施施策策のの動動向向とと地地域域展展開開」」へへ基基本本法法をを反反映映

・認知症基本法の目的や理念の理解を強調

・変遷や経緯をスリム化し認知症施策推進大綱、基本法の理念と地域展開に焦点化したため、 分から 分へ短縮

・模擬カンファレンスの演習時間確保のため 分延長

ⅦⅦ．． 「「職職場場実実習習のの課課題題設設定定・・職職場場実実習習評評価価」」をを 分分にに短短縮縮

・標準時間を短縮し、不足する場合は任意で延長可能なしくみとする

ⅥⅥ．． 「「認認知知症症ケケアア指指導導のの実実践践方方法法」」をを 分分かからら 分分にに延延長長

・実習の準備科目としての位置づけであり、十分な学習時間を確保するため 分延長

（ⅰ）「認知症の専門的理解」をスリム化（120分から 90分へ）
「認知症の専門的理解」では、認知症介護実践者研修で重複していた疾患、病態、
治療法に関する知識を整理し、従来 120分で行われていた内容を 90分に短縮して効
率化を実施した。また、「QOLを高める活動と評価の観点」科目で扱われていた非薬
物的介入の意義や展開例を新たに追加し、専門的、包括的な内容として再編した。短
時間で必要な知識を網羅的に学べる内容とし、学習効率を向上した。

（ⅱ）「施策の動向と地域展開」に認知症基本法を反映
「施策の動向と地域展開」では、認知症基本法の目的や理念を反映し、地域展開の
意義や施策の方向性に焦点を当てた内容へと改定した。改定では、従来の内容を整理
して重複部分を削除し、全体のスリム化を図ることで、210分から 120分に短縮した。
地域展開の具体例を取り入れることで、受講者が現場で施策を活用するための実践的
な学習を強化している施策の基本的な理解を深めるとともに、地域ケアを支える実践
力を強化することをねらいとしている。

（ⅲ）	「チームケアを構築するリーダーの役割」と「認知症ケアにおけるチームアプロー
チの理論と方法」を統合
改定により、「チームケアを構築するリーダーの役割」と「認知症ケアにおけるチー
ムアプローチの理論と方法」の 2科目を統合した。これにより、内容の重複を整理し、
認知症チームケア推進研修プログラムに準拠した学習内容の追加によって、認知症ケ
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アにおけるチームマネジメント手法を包括的に学ぶことができる構成に改定した。
（ⅳ）「職場内教育の基本視点」と「職場内教育（OJT）の方法の理解」を統合

「職場内教育の基本視点」と「職場内教育（OJT）の方法の理解」を統合し、人材
育成の基本知識、理論、指導技法、指導計画立案の方法を一貫して学べるプログラム
として再構成した。受講者は現場で人材育成を推進するための包括的なスキルを習得
できる内容となっている。また、420分間という十分な時間を確保することで、実践
的な演習や深い学習を可能としている。

（ⅴ）「カンファレンス（会議）の技法と実践」を 120分から 180分に延長
「カンファレンス（会議）の技法と実践」では、模擬カンファレンスの演習時間を
拡大し、講義時間を 120 分から 180 分に延長した。この改定により、受講者は効果
的な会議運営の技法をより深く学び、現場で活用するための具体的なスキルを身に付
けることができる構成とした。特に、会議運営に関する理論と実践のバランスが強化
され、受講者が実務に直結する知識を得られる内容としている。

（ⅵ）「認知症ケア指導の実践方法」を 360分から 420分に延長
「認知症ケア指導の実践方法」では、実習への準備科目としての位置付けを明確化し、
演習時間を 60分延長することによって、実践的な指導技術を学べる時間を確保した。
受講者がスタッフに対して適切に指導するためのスキルを強化し、現場で即応できる
能力を育成することを目的としている。

（ⅶ）「職場実習の課題設定・職場実習評価」を 180分に短縮
「職場実習の課題設定・職場実習評価」では、効率化を図るために時間が短縮され、
標準時間を 180 分と短縮している。一方で、研修時間が不足する場合には延長可能
とする柔軟な運用を導入し、地域による実習内容の差異に応じた対応を可能とした。
今回の改定では、カリキュラムの統合やスリム化が進められ、重複部分の削除や内
容の整理によって学習の効率化をねらいとしている。また、同時に演習時間の拡大や
具体的な支援方法の追加によって、実践力の強化も改定のポイントとして重視してい
る。

2）カリキュラム改定案
認知症介護実践リーダー研修のカリキュラム改定案について、カリキュラム別の特徴と
概要を示す（表 5-2-3-1）。
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表 実践リーダ 研修カリキュラム改定案

（講義・演習 時間 分 実習：課題設定 分 職場実習４週間 実習のまとめ 分）

１ 認知症介護実践リーダー研修総論

認知症介護実践リーダー研修の理解
・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

分

認知症の専門的知識

施策の動向と地域展開
・認知症施策の動向と共生社会の実現を推進するための認知症基本法の方向性（認知症施策の変遷、共生社会
の実現を推進するための認知症基本法設立の経緯、理念と概要）
・地域における認知症ケア関連施策の展開

分

認知症の専門的理解

１．認知症に関する理解
（・認知症の原因疾患別の特徴（病態や症状、診断基準など）・原因疾患別の生活への影響・認知症に起きや
すい合併症・若年性認知症の特徴）
２．医学的視点に基づいた介入
（・認知症の告知とその支援・認知症治療薬の種類と特徴・行動心理症状（ ）に用いられることがある
薬物の主な作用機序と副作用、使用方法・非薬物的介入の方法と特徴（回想法 療法音楽療法などの療法や
活動支援等）・認知症の人のエンドオブライフケア）

分

認知症ケアにおけるチームマネジメント
ストレスマネジメントの理論と方法 ・チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性・ストレスマネジメントの方法 分

カンファレンス 会議）の技法と実践 ・チームにおけるカンファレンス 会議）の目的と意義・カンファレンス 会議）を円滑に行うためのコミュニ
ケーション・効果的なカンファレンス（会議）の展開 分

認知症ケアにおけるチームマネジメント
の理論と方法

・チームマネジメントの基本的理解
・認知症ケアにおけるチームマネジメントの必要性・認知症におけるチームケア推進プログラムの展開・認知
症のチームケアにおけるチームマネジメントの実践方法

分

認知症ケアの指導方法

職場内教育（ ）の理論と方法 ・人材育成の意義と方法・職場内教育の意義と方法・職場内教育（ ）における指導技法・職場内教育
（ ）の実践方法 分

認知症ケア指導の実践方法
・介護目標設定に関する指導（事例演習）
・アセスメントに関する指導（事例演習）
・生活の質を向上するケア方法に関する指導（事例演習）
・自己の指導の特徴の振り返り

分

認知症ケア指導実習

職場実習の課題設定
・介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の理解
・介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法の立案
・実習計画の立案

分

職場実習
・認知症ケア能力の評価と課題の設定・合意
・指導目標の立案方法の理解
・指導目標に応じた指導計画の作成
・指導計画に応じた指導の実施

４週間

結果報告 職場実習評価 ・認知症ケア指導の実践方法に関する自己の課題の整理と考察
・認知症ケア指導に関する方向性の明確化 分

（ⅰ）認知症介護実践リーダー研修総論
ⅰ）認知症介護実践リーダー研修の理解
この科目では、受講者が認知症介護実践リーダーとしての役割を理解し、自らの
課題を明確にすることを目的として内容を構成した。研修の意義や目的、自己目標
設定の方法を学ぶ機会を提供し、受講者が研修を効果的に進める基盤を形成するこ
とを狙いとしている。講義形式とし、60分間を想定して設計した。

（ⅱ）認知症の専門的知識
ⅰ）施策の動向と地域展開
認知症介護の基盤となる認知症基本法の理念や方向性を理解し、地域展開の方法
を具体的に学ぶことを目指して科目を構成した。受講者が地域における認知症施策
を実践に活用できるよう、施策の経緯や概要を体系的に整理し学習できる内容とし
ている。講義中心の内容とし、120分間を想定して設計した。
ⅱ）認知症の専門的理解
認知症の病態、診断基準、行動・心理症状（BPSD）など、認知症に関する基礎
的な知識を学ぶとともに、非薬物的介入の活用方法や最新のケア手法を解説する内
容を構成した。受講者が認知症ケアの専門性を高めるために必要な必須内容として
設計している。講義形式で実施し、90分間を想定した。

（ⅲ）認知症ケアにおけるチームマネジメント
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ⅰ）ストレスマネジメントの理論と方法
チーム内で発生するスタッフのストレスを管理し、職場環境の改善を促進する方
法を学ぶための内容として構成した。ストレスマネジメントの重要性を理解し、具
体的な解決策を探る方法の理解を目的としている。講義と演習を組み合わせ、150
分間を想定して設計した。
ⅱ）カンファレンス（会議）の技法と実践
チーム内の情報共有を円滑に進めるためのカンファレンスの運営技法を実践的に
学ぶ内容として構成した。模擬会議の演習を含めることで、受講者が会議運営スキ
ルを効果的に習得できるよう設計した。講義と演習を組み合わせ、180 分間を想定
した。
ⅲ）認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法
認知症ケアを推進するリーダーとしての役割を理解し、チームマネジメントを実
践するための手法を学ぶ内容として構成した。受講者が実際の現場でチームを効果
的に運営できる能力を習得できるよう設計している。講義と演習を組み合わせた
240分間を想定した。

（ⅳ）認知症ケアの指導方法
ⅰ）職場内教育（OJT）の理論と方法
人材育成を目的とし、職場内教育（OJT）の基本理論や指導技法を学ぶための内
容として構成した。受講者が効果的にスタッフを育成できるよう、具体的な指導計
画の立案方法を提供することを目指している。講義と演習を組み合わせた 420 分間
を想定して設計した。
ⅱ）認知症ケア指導の実践方法
現場でのアセスメントや生活支援計画に関する指導技術を習得するために、具体
的な演習を通じて指導の実践力を向上させる内容として構成した。事例検討や演習
を含む 420分間を想定して設計している。

（ⅴ）認知症ケア指導実習
ⅰ）職場実習の課題設定
職場実習に向けた課題を設定し、実習計画を策定する内容として構成した。受講
者が目標を明確にすることで、実習の効果を最大限に引き出せるよう設計している。
講義とディスカッション形式で 180分間を想定した。
ⅱ）職場実習
4週間の職場実習を通じて、研修で学んだ内容を実際の現場で適用する機会を提
供する目的で構成した。受講者は実習計画に基づき具体的なケアの指導を立案ある
いは実践する中で、学びを深められるよう設計している。
ⅲ）職場実習評価
実習の成果を発表し、相互評価を通じて学びを振り返る機会を提供する内容とし
て構成した。受講者が実習の結果を分析し、今後の課題を設定することでリーダー
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としての能力を向上させられるよう設計している。発表とディスカッションを含む
構成で、180分間を想定した。

3）研修日程案
研修カリキュラムの改定に伴い、改定後のカリキュラムに対応した研修の流れについて
日程案を検討した。認知症介護実践リーダー研修の流れについて現行と改定案を比較し、
変更点について以下に示す（図 5-2-3-3）。

48

日目 リーダー研修の理解（ ） 認知症の専門的理解（ ）
※計 分

認知症の
専門的理
解（ ）

施策の動向と地域展開（ ）

日目 チームケアを構築するリーダーの役割（ ） ストレスマネジメントの理論と方法
（ ）

ケアカンファレンスの技法と
実践（ ）

日目 認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法
（ ） 職場内教育の基本視点（ ）

日目 職場内教育（ の方法の理解（ ）※計 分 職場内教育（ の方法
の理解（ ） 職場内教育（ の実践（ ）※計 分

日目 職場内教育（ の実践（ ） 職場実習の課題設定（ ）

結果報告・職場実習評価（ ）

日目 リーダー研修の理
解（ ） 施策の動向と地域展開（ ） 認知症の専門的理解

（ ） ストレスマネジメントの理論と方法（ ）

日目 カンファレンス（会議）の技法と実践（ ） 認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法（ ）

日目 職場内教育（ の理論と方法（ ））※計 分 職場内教育（ の理論と方法（ ）

日目 認知症ケア指導の実践方法(180)※計 分 認知症ケア指導の実践方法

日目 職場実習の課題設定（ ）

結果報告・職場実習評価（ ） ＊＊地地域域のの実実状状にに応応じじてて延延長長をを可可能能ととすするる

図 実践リーダー研修日程案 ＊赤字は変更点

改定後

現行日程（講義・演習 時間 分 実習：課題設定 分 職場実習４週間 実習のまとめ 分）

改定日程案（講義・演習 時間 分 実習：課題設定 分 職場実習４週間 実習のまとめ 分）

職場実習（４週間）

職場実習（４週間）

＊＊地地域域のの実実状状にに応応じじてて延延長長をを可可能能ととすするる

（ⅰ）現行案の日程の流れ
ⅰ）1日目
①	午前：「リーダー研修の理解（90分）」および「認知症の専門的理解（90分）」
認知症ケアの基礎を築くため、認知症介護実践リーダー研修全体の目的や役割、
認知症に関する専門的知識を学ぶ。

②	午後：「認知症の専門的理解（30分）」「施策の動向と地域展開（210分）」
認知症に関する専門的知識を学習した後、認知症施策の全体像や地域での展開
方法を理解し、施策をケアに活用する考え方を学ぶ。

ⅱ）2日目
①	午前：「チームケアを構築するリーダーの役割（180分）」
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チームケアの推進におけるリーダーの役割を具体的に学び、チームケアにおけ
るリーダーの位置づけを理解する。

②	午後：	「ストレスマネジメントの理論と方法（120分）」
「ケアカンファレンスの技法と実践（120分）」
チーム内のストレス要因を把握し、管理や解消に向けた方法論を学ぶ。
チームでの情報共有や意思決定を目的としたカンファレンスの進め方を学習す
る。

ⅲ）3日目
①	午前：「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180分）」
認知症ケアにおけるチームケアのマネジメントについて実践方法を習得する。

②	午後：「職場内教育の基本視点（240分）」
職場内で教育を実践するための視点を学び、育成計画の立案方法を体験的に理
解する。

ⅳ）4日目
①	午前：「職場内教育（OJT）の方法の理解（180分）」
職場内の教育（OJT）に関する具体的な理論を学び、実践的な指導技法を体験
的に理解する。

②	午後：	「職場内教育（OJT）の方法の理解（60分）」
「職場内教育（OJT）の実践（180分）」

職場内の教育（OJT）に関する具体的な理論を学び、実践的な指導技法を体験
的に理解する。
具体的な認知症ケア事例について、事例を通じた指導方法の演習を行い、認知
症ケアにおける教育実践力を強化する。

ⅴ）5日目
①	午前：「職場内教育（OJT）の実践（180分）」
具体的な認知症ケア事例について、事例を通じた指導方法の演習を行い、認知
症ケアにおける教育実践力を強化する。

②	午後：「職場実習の課題設定（240分）」
これまでの研修を踏まえ、職場実習への準備や実習計画を作成する。

ⅵ）4週間　職場実習
実習計画に従って、職場における認知症ケアの指導計画の立案、指導を実施し実
習成果を整理する。
ⅶ）6日目
①	午前：「結果報告・職場実習評価（420分）」
実習後、実習成果を報告し、評価によって課題を明らかにする。

（ⅱ）改定案の日程の流れ
ⅰ）1日目



169

①		午前：「認知症介護実践リーダー研修の理解（60分）」および「施策の動向と
地域展開（120分）」

認知症介護実践リーダー研修全体の流れを理解した研修目標を作成した後、認知
症施策の動向を基盤に、認知症ケアの方向性と地域展開の方法について理解する。
②	午後：「認知症の専門的理解（90分）」

「ストレスマネジメントの理論と方法（150分）」
実践リーダーとして必要な認知症の病態や治療法に関する最新知識を理解する。
チームメンバーのストレス管理に焦点を当て、効果的なマネジメント方法を学
ぶ。

ⅱ）2日目
①	午前：「カンファレンス（会議）の技法と実践（180分）」
ケア会議を含めたチーム運営に役立つカンファレンスの具体的な進行方法を
学ぶ。

②	午後：「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法（240分）」
チームマネジメントの理論や方法を体系的に学び、チームづくりに必要なスキ
ルを習得する。

ⅲ）3日目
①	午前 /午後：「職場内教育（OJT）の理論と方法（420分）」
職場内教育（OJT）に焦点をあて、認知症ケアに関する職場での教育や指導を
計画・実行するための具体的な手法を学ぶ。

ⅳ）4日目
①	午前・午後：「認知症ケア指導の実践方法（420分）」
認知症ケア事例における認知症ケアの実践的な指導方法を学ぶ。

ⅴ）5日目
①	午前：「職場実習の課題設定（180分）」
これまでの研修を踏まえ、職場実習の準備や実習計画を作成する。地域の実状
に応じて延長を可能とする。

ⅵ）4週間　職場実習
実習計画に従って、職場における認知症ケアの指導計画の立案、指導を実施し実
習成果を整理する。
ⅶ）6日目
①	午前：「結果報告・職場実習評価（180分）」
実習後、実習成果を報告し、評価によって課題を明らかにする。地域の実状に
応じて延長を可能とする。

（ⅲ）主な変更点
ⅰ）	現行案では初日の午前に「認知症の専門的理解」が実施され、「施策の動向と地域
展開」が午後に配置されているが、改定案では「施策の動向と地域展開」が午前
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中に実施されており、早期の段階で認知症基本法を踏まえた認知症ケアの方向性
について学習するよう改定している。

ⅱ）	現行案では 2日目の午前に「チームケアを構築するリーダーの役割」が配置され、
チームケアの重要性やリーダーの役割に焦点を当てているが、改定案では「認知
症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」として、ストレスマネジメン
トやカンファレンスの技法と実践の後、2日目午後に配置している。つまり、ス
トレスマネジメントやカンファレンスの運用に関する理解を踏まえ、チームビル
ディングに必要な理論や方法を認知症ケアにおけるチームづくりに活用する方法
の習得を促進するため、「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」
を総合科目としてチームマネジメント関連カリキュラムの最後に位置づけている。

ⅲ）	現行案では、3日目午後に「職場内教育の基本視点」が実施され、4日目午前・
午後に「職場内教育（OJT）の方法の理解」と「職場内教育（OJT）の実践」が
分割されているが、改定案では、「職場内教育（OJT）」に関する内容が 3日目午前・
午後、4日目午前・午後に統合され、連続的に実施される。つまり、改定案では、
教育・指導に関連するカリキュラムが連続的に学べる形に再構成している。

ⅳ）	現行案では「職場実習の課題設定（240分）」「結果報告・職場実習評価（420分）」
であるが、改定案では「職場実習の課題設定」「結果報告・職場実習評価」の時間
が 180 分に短縮され、地域の実状によって任意に延長できるよう効率化を図って
いる

以上、現行案と改定案における主な日程の差異は、「施策の動向と地域展開」と「認知
症の専門的理解」の実施順序を変更し施策関連科目を最初に実施している点、指導や教
育関連科目が改定案では連続的に配置され一貫した学習が可能となっている点、「認知症
ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」を総合科目として位置づけている点、「職
場実習の課題設定」「結果報告・職場実習評価」の時間設定を柔軟に運用可能としている
点など、改定案ではより効率的な学びを提供する構成となっている。

（4）カリキュラムシラバスの改定
認知症介護実践リーダー研修における目的、対象者、時間、カリキュラムの改定に伴い
各カリキュラム内容に関する講義シラバスについても改定を実施した。現行シラバスと改
定後のシラバスを比較し各カリキュラム内容の変更点および改定後のシラバスを作成した
（巻末資料 2，3）。
1）新旧カリキュラムシラバスの比較
（ⅰ）認知症介護実践リーダー研修の理解
ⅰ）課題
①	チーム構築概念の曖昧さ
「チーム構築」という言葉が幅広い解釈を可能にする反面、具体的なマネジメン
ト手法に関する指導が不足している。そのため、受講者が職場での実践に結びつけ
ることが難しいとの声がある。
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ⅱ）改善点
①	「チーム構築」から「チームマネジメント」への表現変更
チームの運営・管理に焦点を当てた「チームマネジメント」という表現に変更す
ることで、研修内容を具体化し、受講者が職場で実践できるスキルを学びやすくす
る。この変更により、受講者はチーム運営に必要な指導力や調整力を効果的に学ぶ
ことが期待される。
②	冗長な表現の削除による簡潔化
「実践リーダーとしての強み・弱みを理解する」という備考欄の表現は冗長であ
るため削除し、記載内容を簡潔にする。これにより、受講者が重要なポイントに集
中して学べる環境を提供する。

ⅲ）要点
受講者が研修の目的や内容をより深く理解し、リーダーとしての具体的な行動計
画を立案できることで、職場での指導力を強化し、認知症ケアの質向上に寄与する
ことが期待される。

（ⅱ）認知症の専門的理解
ⅰ）課題
①	行動・心理症状（BPSD）に関連する薬剤情報の不足
現行のカリキュラムでは、行動・心理症状（BPSD）悪化の原因となる薬剤や、
せん妄を引き起こす可能性のある薬剤に関する具体的な作用機序や副作用の学習内
容を最新にする必要がある。
②	意思決定支援や社会活動支援の内容の重複
認知症介護実践者研修ですでに網羅されている意思決定支援や若年性認知症の就
労支援、社会活動支援が含まれており、最新知識ではない。
③	社会的課題の視点の分散化
認知症を取り巻く社会的課題を大きな柱として扱っているが、内容が分散して
いる
④	終末期ケアの概念の曖昧さ
「ターミナルケア」という表現が用いられているが、現代のケアの幅広い対応を
反映しきれておらず、受講者にとって実践的な理解を得にくい。

ⅱ）改善点
①	行動・心理症状（BPSD）に関連する薬剤情報の強化
行動・心理症状（BPSD）悪化やせん妄のリスクを理解するため、薬剤の作用機序、
副作用、使用方法を追加することで、薬剤の適切な使用に関する実践的な知識を強
化する。
②	非薬物療法の内容を充実
認知症介護実践者研修で取り扱っている非薬物療法に関する具体的な効果や特徴
を「認知症の専門的理解」に取り入れ、実践リーダーの専門知識として専門的な学
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習内容とする。
③	意思決定支援や社会活動支援の除外
認知症介護実践者研修で既に扱われている内容を除外することで、重複を整理し、
効率的な学習内容に改編する。
④	医学的介入視点として整理
認知症を取り巻く社会的課題のうち、「告知」や「エンドオブライフケア」のテー
マを医学的介入視点として整理し、実践的かつ専門的な知識に集約する。
⑤	終末期ケアの概念の更新
「ターミナルケア」を「エンドオブライフケア」に変更することで、現代のケア
の考え方を反映し、受講者が幅広い終末期ケアの理解を深められる内容に改定する。

ⅲ）要点
「認知症の専門的理解」は、受講者にとって実践的かつ最新の知識を提供するカリ
キュラムに整理した。

（ⅲ）施策の動向と地域展開
ⅰ）課題
①	認知症基本法の理念
現行の内容では、認知症施策推進大綱が主となっており認知症基本法の理念や方
向性の反映が必要。
②	連携・参画の目的が高度すぎる
研修のねらいにおいて、「連携・参画」の目的が受講者のレベルに対して難易度
が高い印象を与えている。このため、受講者が実践に結びつける際にギャップが生
じる可能性がある。
③	認知症施策の変遷が分散的に扱われている
認知症施策の変遷が独立した項目として扱われており、内容が分散することで全
体の効率性が低下している。
④	地域包括ケアシステムや地域共生社会の重複
地域包括ケアシステムや地域共生社会の構築に関する内容は認知症基本法にも含
まれており、重複している。
⑤	施策展開例が地域に限定されている
現行の内容では施策展開の活動例が地域に限定されているため、全国規模での施
策展開について学べる機会が不足している。

ⅱ）改善点
①	認知症基本法の反映
カリキュラム全体を通じて認知症基本法の理念や方向性を軸に据え、受講者が認
知症基本法を実践の基盤として理解できるよう内容を整理する。
②	目的を「連携・参画」から「展開方法の理解」に変更
目的としての「連携・参画」を「展開方法の理解」に変更することで、受講者が
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現場で活用できる具体的な知識や手法を学びやすくする。この変更により、実践的
なスキルの習得が促進される。
③	認知症施策の変遷を施策動向の柱に統合
認知症施策の変遷を独立した項目から、施策動向全体の柱に統合し、内容をスリ
ム化する。これにより、学習内容が効率化され、受講者が重要なポイントを把握し
やすくなる。
④	地域包括ケアシステム・地域共生社会の項目を削除
地域包括ケアシステムや地域共生社会の構築に関する内容は、認知症基本法の中
に含まれているため、重複を避ける目的で項目としては削除する。
⑤	施策展開例に全国規模の活動を含める
地域だけでなく、全国規模での施策展開活動例を取り入れることで、受講者がよ
り広い視野で施策を理解できるようにする。この改善により、受講者が自らの地域
での実践に全国的な施策の展開方法を活用することが可能となる。

ⅲ）要点
これらの改善策により、「施策動向と地域展開」の内容がより効率的かつ実践的に
なり、受講者が認知症基本法や全国的な施策展開を深く理解し、現場での実践に役
立てられるようになることが期待される。また、内容のスリム化を図ることで、研
修全体の学びの効果を最大化することが可能となる。

（ⅳ）カンファレンス（会議）の技法と実践
ⅰ）課題
①	科目名の限定的な印象
従来の科目名「ケアカンファレンス」では、会議の主題がケアに限定されてい
る印象を与え、ケア以外の情報共有や意思決定を目的とした会議の重要性が伝わ
りにくい。そのため、受講者がチームづくりに必要な広範な会議手法を学びにく
いとの指摘がある。
②	目的の焦点が不明確
目的が会議そのものの重要性に十分触れておらず、会議やミーティングがチー
ムづくりの手法としてどのように役立つかが受講者に伝わりにくい。
③	到達目標の表現が分かりにくい
現行の到達目標の 2番目と 3番目の記述が複雑であり、受講者にとって具体的
なイメージを持ちにくい。その結果、学習成果として会議技法をどのように実践
に結びつければよいかが不明瞭になっている。
④	ケア特化の会議への偏り
ケアカンファレンスという枠組みに限定されることで、ケア以外の情報共有や
意思決定を目的とした広義の会議が軽視されがちであり、受講者が多様な会議手
法を学ぶ機会を失う可能性がある。

ⅱ）改善点
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①	科目名の変更
科目名を「カンファレンス（会議）の技法と実践」に変更する。この変更により、
会議の主題がケアに限定されることなく、情報共有や意思決定を目的とした会議
全般を扱う内容であることを明確にする。
②	目的の明確化
会議やミーティングがチームづくりの方法として重要であることを強調する目
的を新たに設定する。これにより、受講者が会議の意義や活用方法を具体的に理
解できる内容となる。
③	到達目標の表現変更
到達目標の 2番目と 3番目を具体的かつ分かりやすい表現に変更する

④	広義の会議へ修正
ケアに限らず、情報共有や意思決定を目的とした広い意味での会議やミーティ
ングを取り上げることで、受講者が多様な場面で会議手法を活用できる内容に修
正する。これにより、ケアカンファレンスのみでは対応できない課題にも対応可
能なスキルを習得できるようになる。
⑤	カンファレンスとケアカンファレンスの区別
カンファレンス（一般的な会議）とケアカンファレンス（ケアに特化した会議）
の違いを明確に説明し、それぞれの特性や目的、進行手法について学び、状況に
応じた会議の適切な手法を選択・実践できるようになる。

ⅲ）要点
「カンファレンス（会議）の技法と実践」は、受講者が会議やミーティングをチー
ムづくりや意思決定の手法として広く活用できるよう改定した。さらに、カンファ
レンスとケアカンファレンスを区別して学ぶことで、それぞれの目的や進行手法を
適切に理解し、現場で実践に活かす能力を向上することで、会議技法に関する研修
内容がより実践的で包括的なものとなる。

（ⅴ）ストレスマネジメントの理論と方法
ⅰ）課題
①	ストレスマネジメントの範囲が限定的
現行の内容では、チーム全体におけるストレスマネジメントに焦点が当たって
いる一方で、チームの中で困難を抱えている個々のメンバーへの支援方法が具体
的に示されていない。そのため、チーム内の個別課題に対応する方法論が不足し
ている。
②	環境の取り扱いの曖昧さ
現行のプログラムでは「環境」として言及されている内容が、実際には「組織」
という文脈で用いられているため、受講者にとって概念が曖昧になりやすい。こ
のため、環境の要素を整理し、適切に組み込む必要がある。

ⅱ）改善点
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①		項目の拡張：「ストレスマネジメントの方法」に「チームメンバーへの支援方法」
を追加
「ストレスマネジメントの方法」に個々のメンバーへの支援を含めることで、
チーム全体の管理だけでなく、特定のメンバーが抱えるストレスや困難を解決す
る方法を学べる内容に変更する。この修正により、受講者はメンバーの個別課題
に対応する力を養い、チーム構築の基盤を強化できる。
②	「環境」の要素を「チームメンバーへの支援方法」に統合
「環境」は「組織」と同義で扱われることが多いため、3）組織によるストレス
マネジメントの方法に統合する。

ⅲ）要点
「ストレスマネジメントの理論と方法」の改定により、チーム全体のストレス管理
に加えて、個々のメンバーへの具体的な支援方法を学ぶ機会を追加した。この修正
により、受講者は個人とチームの両方に適したストレスマネジメントの技法を身に
付け、現場でのチーム構築において即戦力となるスキルを習得することが期待され
る。

（ⅵ）認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法
ⅰ）課題
①	科目名と内容の焦点のずれ
現行の科目名「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法」では、リー
ダーとしてのマネジメント能力の習得という目的が十分に反映されておらず、内
容と主旨の一貫性が低い。また、「チームアプローチを理解する」という表現では、
リーダーの役割として求められるマネジメント能力の習得が明確に示されていな
い。
②	重複内容の存在
「チームケアを構築するリーダーの役割」との内容が重複している。
③	関連機関へのアプローチの分かりにくさ
現行では、「関連機関へのチームアプローチ」が抽象的であり、具体的な場面
での適用が受講者にとってイメージしにくい。
④	チームづくりの具体性の欠如
現行のプログラムでは、チーム構築に必要な具体的なマネジメントの方法や指
導のポイントが十分に取り入れられていない。

ⅱ）改善点
①	科目名の変更
科目名を「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」に変更する。
この変更により、科目の主旨がリーダーとしてのマネジメント能力の習得に焦点
を当てたものであることが明確になる。
②	目的の強調
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マネジメント能力の習得を中心に据え、「チームづくりのための指導」を明確
に強調する目的を新たに設定する。この目的により、受講者がチーム運営に必要
な具体的なスキルを学べる内容となる。
③	到達目標の改定
到達目標を改定し、「チームマネジメントの実践を理解し、応用できること」
を強調する内容に変更する。これにより、受講者が学習成果を現場で具体的に活
用できる能力を習得することを目指す。
④	概要の修正
科目の概要を「チームアプローチの展開」から「それらのマネジメント方法を
学ぶ」に改定する。この変更により、科目の主旨が明確化され、受講者が学ぶべ
き内容が具体的に示される。
⑤	内容の統合とポイントの挿入
「チームケアを構築するリーダーの役割」と統合し、チーム作りに必要なポイ
ントを新たに挿入する。
⑥	関連機関へのチームアプローチの削除
「関連機関へのチームアプローチ」については、多職種・同職種におけるチー
ムマネジメントの実践方法に含むこととした。
⑦	新設プログラムの導入
「認知症チームケア推進プログラム」70分間を学習内容に追加する。

ⅲ）要点
改定により、「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」は、リー
ダーとして必要なマネジメント能力を効果的に学ぶことが可能となり、具体的なチー
ム運営のスキルに重点を置くことで認知症ケアに関するチームケアの推進を実践す
る力を向上することが期待される。また、チームケア推進プログラムの導入により、
認知症チームケアの推進に関する具体的な手法を学ぶ環境が強化される。

（ⅶ）職場内教育（OJT）の理論と方法
ⅰ）課題
①	科目名の分かりにくさ
現行の科目名が内容を十分に反映しておらず、受講者にとって科目の目的が伝
わりにくい。このため、科目名と内容の一貫性を高める必要がある。
②	到達目標の基本視点に偏り
到達目標において基本視点に関する記述が多く、具体的なOJTの内容に関す
る項目が不足している。そのため、受講者が現場で実践するためのスキルに結び
つきにくい。
③	基本視点項目の配分バランスの不均衡
基本視点に関する項目の配分時間が全体のウェイトを占めており、他の実践的
内容に割く時間が相対的に不足している。
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④	人材育成という概念の抽象性
人材育成を大きな概念として扱う項目が多く、具体的な指導に関する内容が明
確に示されていない。
⑤	科目内容の重複
職場内教育の方法に関する内容が重複しており、整理し学習内容を効率化する
必要がある。

ⅱ）改善点
①	科目名の変更
科目名を「職場内教育（OJT）の理論と方法」に変更することで、育成計画の
手順を学ぶ科目であることを明確化する。この変更により、受講者が学ぶ内容の
焦点がより理解しやすくなる。
②	到達目標の見直し
基本視点に関する到達目標を 1つに絞り、OJTに関する具体的な項目を追加
することで、学習のウェイトを実践的な内容に移す。この変更により、受講者が
現場での指導スキルを習得しやすくなる。
③	基本視点項目の統合
「介護職員のとらえ方」と「指導者のあり方の理解」を統合し、「指導の基本視点」
に集約する。この変更により、学習内容が整理され、配分時間が全体的に効率化
される。
④	指導に関する文言への変更
人材育成に関連する項目を「指導に関する文言」に変更することで、受講者が
学ぶ内容がより具体的かつ実践的なものとなる。この変更により、学習内容が現
場のニーズに即したものとなる。
⑤	科目内容の統合
指導技術に関する科目「職場内教育の方法」と一部内容が重複しているため、
科目を統合し、職場内教育に関する学習内容として統合した内容とする。この統
合により、学習内容が整理され、受講者が混乱なく学べるようになる。

ⅲ）要点
これらの改定により「職場内教育（OJT）の理論と方法」は、育成計画の手順を
具体的に学び、OJTの実践的なスキルを習得するための効率的な科目となる。科目
名や到達目標、配分時間を見直すことで、学習内容が簡潔かつ実践的に整理され、
受講者が現場で即応できる力を養うことが期待される。また、科目間の重複を解消
することで、全体の学習設計がさらに効果的になると考えられる。

（ⅷ）認知症ケア指導の実践方法
ⅰ）課題
①	行動・心理症状（BPSD）に限定されている印象
現行の内容が行動・心理症状（BPSD）に特化しているように見えるため、受
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講者が介護全般に必要な指導手法を学ぶことが難しいという印象がある。
②	指導内容の誤解と時間不足
現行では、食事・入浴・排泄、行動・心理症状（BPSD）、アセスメントとケア
の指導をすべて網羅的に教えるとの誤解があり、時間数が不足しているという意
見が多い。

ⅱ）改善点
①	指導手順に焦点を当てた学習内容の設計
指導手法の学習を事例の場面別ではなく、指導手順ごとに行う内容に変更する。
場面や事例の選定数は任意とし、すべての指導手法に共通するプロセスを学ぶこ
とを主旨とする。この変更により、時間内に効率的に学習できる構成となる。

（ⅸ）職場実習の課題設定
ⅰ）課題
①	研修時間の過不足
地域による研修実施状況において、研修時間が不足または過剰となるケースが
課題となっている。一部の地域では、限られた時間内で必要な内容を十分に消化
できない場合があり、逆に過剰な時間配分が行われる地域も見られる。このよう
な状況は、研修内容の習得レベルや質に地域差を生じさせる原因となるため、時
間配分の調整が求められている。

ⅱ）改善点
①	標準的な研修時間の設定
研修時間を統一的な基準として「180 分」に設定する。これにより、全国的に
一定の学習時間を確保し、研修内容の習得における最低限の質を担保する。
②	地域の実状に応じた時間延長の柔軟性
標準時間である 180分を基準としつつ、不足が生じる場合には地域の実状や受
講者の進捗状況に応じて、自治体の裁量で時間を延長できる仕組みを設ける。こ
の柔軟な対応により、地域ごとの特性や課題に即した研修プログラムを提供する
ことが可能となる。
③	期待される成果
柔軟な時間設定の導入により、研修時間が不足する地域でも受講者が必要な学
習を十分に行えるようになり、また過剰な時間配分が行われる地域では効率的な
時間設計が可能となる。これにより、研修内容の統一性が向上し、受講者全体の
学習成果が安定することが期待される。

ⅲ）要点
研修時間における過不足の課題を解決するため、標準時間を 180 分に設定し、自
治体の裁量で延長可能な柔軟な仕組みを導入する。この改善により、地域ごとの特
性を反映しつつ、全国的に均質で効果的な研修が実現される

（ⅹ）職場実習



179

ⅰ）課題
①	進捗確認の困難性
現行では、4週間の実習期間中、研修の進捗確認や学習内容の共有を適切に行
うことが困難である。

ⅱ）改善点
①	中間報告の推奨
中間報告の実施を推奨するため、備考に明記する。この記載により、研修実施
担当者が中間報告を適切に計画に取り入れる重要性を理解できるようにする。

ⅲ）要点
中間報告の設定を明記することで、受講者と担当者双方が研修進行の進捗確認を
行い、学習の成果を段階的に確認できるようになる。また、受講者同士の交流や情
報共有が促進されることで、研修全体の学びが深まることが期待される。

（ⅺ）結果報告 /職場実習評価
ⅰ）課題
①	研修時間の過不足
地域による研修実施状況において、研修時間が不足または過剰となるケースが
課題となっている。一部の地域では、限られた時間内で必要な内容を十分に消化
できない場合があり、逆に過剰な時間配分が行われる地域も見られる。このよう
な状況は、研修内容の習得レベルや質に地域差を生じさせる原因となるため、時
間配分の調整が求められている。

ⅱ）改善点
①	標準的な研修時間の設定
研修時間を統一的な基準として「180 分」に設定する。これにより、全国的に
一定の学習時間を確保し、研修内容の習得における最低限の質を担保する。
②	地域の実状に応じた時間延長の柔軟性
標準時間である 180分を基準としつつ、不足が生じる場合には地域の実状や受
講者の進捗状況に応じて、自治体の裁量で時間を延長できる仕組みを設ける。こ
の柔軟な対応により、地域ごとの特性や課題に即した研修プログラムを提供する
ことが可能となる。
③	期待される成果
柔軟な時間設定の導入により、研修時間が不足する地域でも受講者が必要な学
習を十分に行えるようになり、また過剰な時間配分が行われる地域では効率的な
時間設計が可能となる。これにより、研修内容の統一性が向上し、受講者全体の
学習成果が安定することが期待される。

ⅲ）要点
研修時間における過不足の課題を解決するため、標準時間を 180 分に設定し、自
治体の裁量で延長可能な柔軟な仕組みを導入する。この改善により、地域ごとの特
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性を反映しつつ、全国的に均質で効果的な研修が実現される

3. 認知症介護指導者養成研修
認知症介護指導者養成研修のカリキュラム改定は、認知症や認知症介護に関する最新の動
向を踏まえた研修内容への改定を方針とし、認知症基本法の目的と理念に基づいた認知症介
護指導者に求められる人物像を設定し、現行の研修カリキュラムの整合性や課題について検
討した。
（1）認知症介護指導者に求める役割（人物像）
指導的な役割を担う認知症介護指導者は、地域、社会全体における認知症の人々やその家
族が適切な支援を受けられる環境を構築し、認知症基本法に示される共生社会の実現を推進
する上で重要な役割が期待されている。
認知症介護指導者に求められる役割として以下の 3点が挙げられる（図 5-3-1-1）。49

役割①認知症介護に関する公的研修の企画・立
案、講師役、ファシリテーター

役割②介護保険施設・事業者等（医療機関も含
む）における介護の質の改善に向けた指導
的役割（アドバイザー・スーパーバイザー）

役割③地域における認知症施策の推進への貢献

図 指導者養成研修が期待する人物像 役割）

1）認知症介護に関する公的研修の企画・立案、講師役、ファシリテーター
認知症介護実践者や実践リーダーが認知症介護の現場で活用できる実践的なスキルを習
得することを支援し、研修全体の質を高めることが目的となる。認知症介護に関する公的
研修を計画し、受講者が専門的知識とスキルを効果的に学べるよう、企画段階から実施ま
でを担う役割である。この役割には、講師として専門知識を提供する責任や、研修の進行
を円滑に進めるためのファシリテーターとしてのスキルも求められる。
期待される具体的な活動内容としては、公的研修の内容や対象者に応じた適切なカリ
キュラムの設計、専門的な知識を基にした講義や演習の実施、グループディスカッション
や事例検討におけるファシリテーターとしての進行役等である。
2）	介護保険施設・事業者等における介護の質の改善に向けた指導的役割（アドバイザー、スー
パーバイザー）
施設内外全体の介護水準を向上させることで、認知症の方々がより良い生活を送れる環
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境を整えることを目的としている。地域における介護保険施設や事業者において、介護の
質を向上させるための指導やアドバイスを行う役割である。施設運営や現場の改善に向け
た指導的役割を果たすことで、認知症ケアの質を高めることが求められる。期待される具
体的な活動内容としては、現場の課題を特定し、解決策を提案することや、職員への技術
指導やアドバイス、ケアの評価基準や手法に基づいた質改善のサポートの実施等である。
3）地域における認知症施策の推進への貢献
地域全体で認知症の人とその家族を支える包括的な支援体制の構築や、認知症施策の地
域展開に貢献することを目的としている。地域社会において認知症施策の推進に寄与する
役割を担う。この役割では、地域における認知症ケアの啓発やネットワーク構築のサポー
トなど、認知症基本法を踏まえた地域における施策への貢献を通じて認知症支援体制の整
備に貢献することが期待されいている。期待される具体的な活動内容としては、地域包括
ケアシステムの中で認知症ケア施策を推進することや、地域住民や関係機関との連携を強
化し、情報共有を促進すること、認知症に関する啓発活動や、地域での支援プログラムの
実施等、認知症基本法が目指している共生社会の実現を促進する役割である。
認知症介護指導者に期待される重要な役割とは、認知症ケアにおける専門性を高め、地
域や施設の支援体制を強化し、研修を通じた人材育成に寄与することであると考えられる。
認知症介護指導者の役割は、認知症介護指導者養成研修事業の創設以来、終始一貫して
おり、専門的知識と実践力を備え、地域の介護事業所を対象とした研修や認知症ケアの現
場の指導を通じて認知症ケアの質を向上させる重要な役割を担っている。また、認知症基
本法の理念にあるように共生社会の実現を推進する上で、地域社会全体での認知症支援体
制の構築に貢献することも期待されている。

（2）人物像とカリキュラムの対応
認知症介護指導者は、現場や地域における認知症ケアの質を向上させるために、多岐にわ
たる役割を担っている。各科目は、指導者に期待される役割に基づいて設計し、指導者が現
場や地域で効果的に活躍するためのスキルと知識が学習できるよう設計されている。認知症
介護指導者に求められる役割と各カリキュラム科目との対応関係を整理し、それぞれの科目
が果たす役割について示す（表 5-3-2-1）。
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50
学習内容 科目 目的 役割分類

認知症介護研修総論

認知症介護実践者等養成事業の実施 認知症介護実践者等養成事業における各研修の目的や実施の背景、認知症介護指導者の
役割について理解し、各研修の現状と課題を踏まえた実施方法を具体的に把握する。 研修企画者、講師

認知症ケアに関する施策と行政との連
携

認知症ケアに関連する施策の動向及び施策に位置づけられた認知症ケアの専門職の役割
やスキルを理解する。行政の役割を理解し、行政と効果的に連携・協働するための視点
を理解する。

認知症施策への貢
献

研修の目標設定と研修総括
認知症介護指導者養成研修の目的を踏まえ、自己課題を設定し、その達成状況について
自己評価できる。自己課題の設定とその評価の経験を基にして、指導者としての自己研
鑽のあり方を考察する。

認知症ケアにおける教育の
理論と実践

教育方法論 認知症ケア現場や認知症介護実践研修等において活用する技法の特徴を理解し 、 そ れ
ら を 活 用して、介護職員等の課題解決力を高めるための支援ができる

研修企画者、講師
アドバイザー、
スーパーバイザー

授業設計法
認知症ケアにおける授業（講義・演習）計画書の作成の際に必要となる基本的考え方や
方法を理解する。模擬授業の計画作成を通して、授業のあり方について理解し、授業の
ねらいを踏まえた教材を 準 備 す るこ と が で きる

研修企画者、講師

模擬授業 授業計画に基づく講義・演習を展開できる。模擬授業での演習の成果や評価結果に基づ
いて、授業のねらいや内容、方法について改善のための提案ができる。 研修企画者、講師

研修企画と評価 研修の位置づけや受講者の力量等、研修の条件に合わせた研修目標やカリキュラム構築
及びその評価方法の基本的考え方について理解し、適切な研修企画ができる。 研修企画者、講師

認知症ケア対応力向上のた
めの人材育成

人材育成論 認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。キャリアパス構築等効果的な
人材育成のための組織体制づくりのあり方を理解する

研修企画者、講師
アドバイザー、
スーパーバイザー

成人教育論 成人教育学における成人の特徴を理解し、効果的な支援のあり方を考察する
研修企画者、講師
アドバイザー、
スーパーバイザー

認知症ケアに関する研究法の概論 認知症ケアについての学術的な課題設定、データ収集、分析及び評価などの方法を理解
す

アドバイザー、
スーパーバイザー

職場研修企画
研修で学んだ内容を生かして、認知症ケアにおける実習企画、その実践及び評価をする
ことができる。職場実習における取り組みの成果を分かりやすく報告することができる。

アドバイザー、
スーパーバイザー

職場実習
職場実習（振り返り）

職場実習報告

地域における認知症対応力
向上の推進

共生のために地域で支え合う体制づく
り

地域包括ケアシステムや認知症とともに生きる共生社会づくりのための関係機関との連
携体制の構築についての基本的考え方を理解し、地域において認知症の人が自分らしく
暮らし続けるための支援体制に関する課題解決の提案ができる

認知症施策への貢
献

他施設・事業所実習 認知症の人の生活における課題解決のため、他施設・事業所の認知症対応力の向上に向
けた指導を実践的に展開することができる。

認知症施策への貢
献、アドバイザー、
スーパーバイザー

表 指導者に期待される役割と対応カリキュラム

1）認知症介護研修総論
（ⅰ）認知症介護実践者等養成事業の実施

対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター
この科目では、認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修の目的と背景、
指導者が担うべき役割について学ぶ。研修企画者として、受講者の現状を把握し、課
題を抽出する力を養い、講師やファシリテーターとして研修を円滑に進めるスキルを
習得する。

（ⅱ）認知症ケアに関する施策と行政との連携
対応する役割：認知症施策への貢献
この科目では、認知症ケアに関連する施策の背景や目的、行政の役割を理解し、行
政と効果的に連携・協働するための視点を理解する。認知症基本法の理念を踏まえた
施策の展開を地域で推進するための知識と視点を理解する。

（ⅲ）研修の目標設定と研修総括
対応する役割：特になし
この科目では、研修全体の目標を理解し、それに基づく学習目標の明確化と学習動
機の向上を目標としている。

2）認知症ケアにおける教育の理論と実践
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（ⅰ）教育方法論
対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター、アドバイザー、スーパーバ
イザー
教育の場面で活用される具体的な方法や技法を学び、職場や研修の現場で応用でき
る力を育成する。指導者として、受講者が課題解決能力を高められるよう支援するス
キルを身につける。

（ⅱ）授業設計法
対応する役割：研修企画者研修企画者、講師、ファシリテーター
授業計画の作成に必要な基礎的知識を学び、計画から実施までの流れを具体的に理
解する。指導者が講義や演習を効果的に進行できるよう、準備方法や進め方を習得す
る。

（ⅲ）模擬授業
対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター
授業計画に基づいた模擬授業を行い、講義や演習を円滑に進めるスキルを身につけ
る。授業の進行や評価基準に基づいて指導者としての実践力を強化する。

（ⅳ）研修企画と評価
対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター
研修の計画立案と実施後の評価方法を学ぶ。研修の効果を測定し、次回の研修内容
を改善するためのフィードバック手法を習得する。

3）認知症ケア対応力向上のための人材育成
（ⅰ）人材育成論

対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター、アドバイザー、スーパーバ
イザー
職場や地域における人材育成の方法を体系的に理解し、キャリアパスの構築や教育
プログラムの実施に応用する能力を養う。

（ⅱ）成人教育論
対応する役割：研修企画者、講師、ファシリテーター、アドバイザー、スーパーバ
イザー
成人教育の基本理念を学び、職場や研修の場で応用できる教育支援方法を理解する。

（ⅲ）認知症ケアに関する研究法の概論
対応する役割：アドバイザー、スーパーバイザー
研究法の基礎を理解し、データ収集や分析手法、評価方法について学ぶことで、現
場での課題解決に活用できる能力を高める。

4）地域における認知症対応力向上の推進
（ⅰ）共生のために地域で支え合う体制づくり

対応する役割：認知症施策への貢献
地域住民や関係機関との連携を強化する方法を学ぶ。共生社会の実現に向けた地域
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活動の推進力を養う。
（ⅱ）他施設・事業所実習

対応する役割：認知症施策への貢献、アドバイザー、スーパーバイザー
他施設や自事業所における認知症ケアの現場を理解し、支援体制の強化や指導方法
の実践力を高める。

（3）研修目的・対象者・履修時間の改定
認知症介護指導者養成研修の改定前（現行）と改定後（新）の目的、対象者、研修時間に
関する変更点を整理し、その特徴と意図を示し、改定により、研修の目指す方向性を明確化
した（表 5-3-3-1）。

51
現行 新 主な変更点と特徴

目的

本研修は、認知症介護従事者が認知症についての理
解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上
を図るとともに、行動・心理症状 を予防す
ることができるよう、認知症介護基礎研修、認知症
介護実践研修及び認知症介護実践リーダー研修 を
企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当する
ことができる知識・技術を習得すること及び介護保
険施設・事業者等における介護の質の改善について
指導するとともに、自治体等における認知症施策の
推進に寄与できるようになることをねらいとする。

本研修は、認知症の人についての正しい理解のも
と、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮
らすことができるよう、認知症介護基礎研修、認
知症介護実践研修及び認知症介護実践リーダー研
修 を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担
当することができる知識・技術を習得すること及
び介護保険施設・事業者等における介護の質の改
善について指導するとともに、共生社会の実現に
向けた認知症施策の推進に関与できるようになる
ことをねらいとする

・基本法の考え方に関する文
言を反映
【目的】【基本理念】①②③

④⑤⑥

対象者
研修対象者は、医療・福祉に係る国家資格を有する
者（または準ずる者）、認知症介護実践者研修及び
認知症介護実践リーダー研修を修了した者（または
同等者）、認知症介護実践研修の企画・立案、講師、
地域ケアの推進を担う見込みの者とする

研修対象者は、医療・福祉に係る国家資格を有す
る者（または準ずる者）、認知症介護実践者研修
及び認知症介護実践リーダー研修を修了した者
（または同等者）、認知症介護実践研修の企画・
立案、講師、地域ケアの推進を担う見込みの者と
する

変更なし

時間
講義・演習 時間（うち 時 間は職場における

オンライン研修）、職場実習５週間（ 日）、他施
設・事業所 実習 時間

【案１】 集合 オンライン形式
講義・演習 時間（うち 時間は職場における

オンライン研修）
＋職場実習５週間（ 日）

・他施設実習を演習に変更
・オンライン研修： 時間
・前期 週間 後期 週間を
前期 週 日間に変更

【案２】 オンライン 集合 オンライン形式
講義・演習 時間（うち 時間は職場における

オンライン研修）
＋職場実習５週間（ 日）

・他施設実習を演習に変更
・オンライン研修： 時間
・集合時間を 週間から 週
間に変更

表 指導者養成研修カリキュラム改定案
＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

1）目的における変更点
（ⅰ）改定前の目的（現行）

認知症介護指導者養成研修は、認知症介護従事者が認知症についての理解をもとに、
本人主体の支援を行い、生活の質の向上を図ることを目的としていた。また、行動・
心理症状（BPSD）を予防することができるよう、認知症介護基礎研修や認知症介護
実践者等研修を支援する役割を担う人材を育成するための知識と技術を習得すること
を目指していた。さらに、自治体や施設全体での施策推進に寄与する役割も含まれて
いた。
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（ⅱ）改定後の目的（新）
改定後の目的では、「認知症の人についての正しい理解」を明確にし、本人および
家族が尊厳を保持し希望を持てる生活を支援するという点が強調されている。さらに、
「共生社会の実現に向けた地域施策との連携」にも焦点が置かれている。この新しい
目標は、認知症基本法の理念を反映したものであり、地域や施設全体での包括的な支
援体制の構築を強調している。

（ⅲ）主な変更点
ⅰ）認知症基本法の理念を反映：認知症基本法の理念を組み込み、「共生社会の実現」
に重点を置いた。
ⅱ）本人と家族の支援を強調：支援対象として家族を含め、尊厳と希望の保持を重視。
ⅲ）地域施策との連携強化：施策推進だけでなく、地域での実践的な連携活動を促進。

2）対象者における変更点
（ⅰ）改定前の対象者（現行）

対象者は、医療・福祉に係る国家資格を有する者、認知症介護実践者研修および認
知症介護実践リーダー研修を修了した者、または同等の資格を持つ者、自治体や施設
における施策企画・推進に携わる者としていた。

（ⅱ）改定後の対象者（新）
対象者に関しては大きな変更は無く、現行の基準を踏襲している。

（ⅲ）主な変更点
対象者の要件については特に変更はなく、現行の対象者基準を継続した。

3）研修時間における変更点
（ⅰ）改定前の研修時間（現行）

講義・演習時間：133時間（うち、他施設・事業所実習：21時間）
職場実習：5週間（25日）

（ⅱ）改定後の研修時間（新）
講義・演習時間：128時間
職場実習：5週間（25日）

4）主な変更点と意図
目的においては「共生社会の実現」や「本人と家族の尊厳を保持する支援」を強調し、
認知症基本法の理念を反映した内容としている。また、オンライン研修の活用により、受
講アクセシビリティの向上による受講効率化を目標とし選択可能な 2案の研修形態を作成
している。

（4）研修カリキュラムの改定
1）新旧カリキュラムの比較
認知症介護指導者養成研修の改定は、社会の変化や認知症基本法の理念を反映させ、よ
り実践的で現場に適応した内容へ進化させることを目的とした。改定前と改定後の変更点
を詳細に整理し、その意図と影響について述べる（図 5-3-4-1 ～図 5-3-4-3）。
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52

図 指導者養成研修カリキュラム案 新旧対照 ＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少

認知症介護指導者養成研修 標準カリキュラム 改定後カリキュラム案
【目的】 本研修は、認知症介護従事者が認知症についての理解のもと、本人主体の
介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状 を予防すること
ができるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践研修及び認知症介護実践リー
ダー研修 を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当することができる知識・技
術を習得すること及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導
するとともに、自治体等における認知症施策の推進に寄与できるようになることをね
らいとする。

【目的】 本研修は、認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が尊厳を
保持し、希望をもって暮らすことができるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実
践研修及び認知症介護実践リーダー研修 を企画・立案し、講義、演習、実習の講師
を担当することができる知識・技術を習得すること及び介護保険施設・事業者等にお
ける介護の質の改善について指導するとともに、共生社会の実現に向けた認知症施策
の推進に関与できるようになることをねらいとする。

【指導者像】 【指導者像】
【対象者】 研修対象者は、医療・福祉に係る国家資格を有する者（または準ずる
者）、認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修を修了した者（または
同等者）、認知症介護実践研修の企画・立案、講師、地域ケアの推進を担う見込みの
者とする

【対象者】 研修対象者は、医療・福祉に係る国家資格を有する者（または準ずる
者）、認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修を修了した者（または
同等者）、認知症介護実践研修の企画・立案、講師、地域ケアの推進を担う見込みの
者とする

【時間】 講義・演習 時間（うち 時間は職場におけるオンライン研修）、職場
実習５週間（ 日）、他施設・事業所実習 時間

【時間】 講義・演習 時間（うち職場におけるオンライン研修 案１： 時間、
案２： 時間）＋職場実習５週間（ 日）

１認知症介護研修総論 １認知症介護研修総論

認知症介護実践
者等養成事業の実施

・認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景（事
前課題）・実践研修等の概要（事前課題）
・実践研修等の展開状況（事前課題）
・指導者の役割と実践事例

時間 認知症介護実践者
等養成事業の実施

・認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景
（事前課題）・実践研修等の概要（事前課題）
・実践研修等の展開状況（事前課題）
・指導者の役割と実践事例

時間

認知症ケアに関
する施策と行政との
連携 

・認知症ケアと認知症施策の歴史（事前課題）
・最新の認知症施策の動向（事前課題）
・関連専門職の役割とスキル（事前課題）・指導者と行
政との連携のポイントと事例

時間
認知症ケアに関す

る施策と行政との連
携 

・認知症施策の変遷（事前課題）
・現在の認知症施策の動向（事前課題）、共生社会の
実現を推進するための認知症基本法

・関連専門職の役割とスキル（事前課題）・指導者と
行政との連携のポイントと事例

時間

研修の目標設定
と研修総括 

・自己の目標設定 ・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・指導者のネットワークについて

時間 研修の目標設定と
研修総括 

・自己の目標設定・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・指導者のネットワークについて

時間

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 ２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 

教育方法論 
・討議法の特徴と活用・課題分析に関する技法の特徴と
活用・事例検討法の特徴と活用・認知症ケア実践におけ
る課題解決技法の活用（演習）

時間 教育方法論 ・討議法の特徴と活用（オンライン教育の特徴と活用）
・認知症ケア実践における課題解決技法の活用（演習） 時間

授業設計法

・授業計画や教材作成の基本的考え方
・授業のねらいの設定
・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント
・授業の評価と改善方法
・授業計画及び教材作成（演習）

時間 授業設計法

・授業計画や教材作成の基本的考え方
・授業のねらいの設定
・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント
・授業の評価と改善方法
・授業計画及び教材作成（演習）
・オンライン研修の授業設計や授業実施のポイント

時間

模擬授業
・模擬授業の実施
・受講者間の討議による模擬授業の評価
・授業計画及び教材の修正

時間 授業の実施と評価
・模擬授業の実施（オンラインも含む）
・受講者間の討議による模擬授業の評価
・授業計画及び教材の修正

時間

研修企画と評価
・カリキュラム構築の基本的知識
・研修目標の設定
・研修内容と順序の検討
・研修カリキュラムの評価

５ 時間 研修企画と評価
・カリキュラム構築の基本的知識
・研修目標の設定
・研修内容と順序の検討
・研修カリキュラムの評価

５ 時間

53
３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 ３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 

人材育成論
・認知症ケアにおける人材育成
・人材育成における動機づけの理解
・効果的な人材育成のための組織体制づくりと運用

時間 人材育成論
・認知症ケアにおける人材育成
・人材育成における動機づけの理解
・効果的な人材育成のための組織体制づくりと運用 時間

成人教育論 
・成人教育学の基本的考え方
・教育者の役割と倫理
・学習支援の方法

時間 成人教育論 

・成人教育学の基本的考え方
・教育者の役割と倫理
・学習支援の方法 時間

認知症ケアに関
する研究法の概論

・学術的な研究の考え方とプロセス
・研究課題の設定
・介入方法に合わせたデータ収集の方法
・分析と仮説の検証
・研究成果のまとめ方やプレゼンテーション

時間 認知症ケアに関
する研究法の概論

・学術的な研究の考え方とプロセス
・研究課題の設定
・介入方法に合わせたデータ収集の方法
・分析と仮説の検証
・研究成果のまとめ方やプレゼンテーション

時間

職場実習企画 ・職場実習に関するオリエンテーション
・職場実習企画書の作成

時
間 職場実習企画 ・職場実習に関するオリエンテーション

・職場実習企画書の作成 時間

職場実習 ・企画書に基づいた実践 週間 職場実習 ・企画書に基づいた実践 週間
職場実習（振り

返り） ・職場実習全体の振り返り 時間 職場実習（振り
返り） ・職場実習全体の振り返り 時間

職場実習報告 ・取り組みの成果の報告 時
間 職場実習報告 ・取り組みの成果の報告 時間

４ 地域における認知症対応力向上の推進 ４ 地域における認知症対応力向上の推進 

共生のために地
域で支え合う体制づ 
くり 

・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な基本
的考え方（事前課題）
・関係機関等との連携体制における指導者の位置づけと
役割（事前課題）
・医療・介護・地域連携等の実践事例
・地域における認知症の人に対する支援体制づくりの目
標と課題の整理

時間
共生のために地

域で支え合う体制づ 
くり 

・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な
基本的考え方（事前課題）
・関係機関等との連携体制における指導者の位置づ
けと役割（事前課題）
・医療・介護・地域連携等の実践事例
・共生社会の実現を推進するための認知症基本法の
考え方を踏まえ、地域における認知症の人に対する
支援体制づくりの目標と課題の整理

時間

他施設・事業所
実習 

・実習オリエンテーション（事前課題）
・認知症対応力向上の取り組みに際して必要となる知
識・技術の理解
・実習施設・事業所の認知症ケアの課題に関する情報収
集及びその分析
・実習施設・事業所の認知症ケアの課題の発生要因の説
明
・実習成果の振り返りとスーパーバイザーとしての自己
の課題の明確化

時
間

相談援助の理論
と方法

・相談援助における原則や基本的態度、必要な
知識・技術の理解

・相談者の置かれている状況や課題、ニーズを
踏まえ、課題解決するための情報収集及びその
分析方法の実践的理解

・事例等を用いた演習を通して具体的な相談援助の
場面及び過程における技術等の習得

・自己の相談援助のあり方の振り返りと今後の
取り組みの方向性の明確化

7時間

53図 指導者養成研修カリキュラム案 新旧対照 ＊赤字は変更点、研修時間については赤字が増加、青字が減少
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54

図 指導者養成研修における改定のポイント

Ⅲ．「教育方法論」を整理と追加 時間⇒ 時間

Ⅰ．「認知症ケアに関する施策と行政との連携」 基本法の理解を反映

・認知症基本法の概要、理念等を施策の中心に変更

・討議法について、特徴と活用に整理。各種技法例は備考欄へ
・オンライン授業法を追加

Ⅳ．「授業設計法」にオンライン授業に関する事項追加 時間⇒ 時間

・知的財産権に関する注意事項を追加
・オンライン形式での授業設計を追加

Ⅴ． 「授業の実施と評価」 にオンライン授業の事項追加 時間⇒ 時間

・「模擬授業」から「授業の実施と評価」に名称変更
・オンライン形式での授業評価を追加

Ⅱ．「共生のために地域で支え合う体制づくり」 時間⇒ 時間

・共生社会の実現を推進するための認知症基本法の考え方を追加

Ⅵ．「他施設実習」を実習から演習方式に変更 時間⇒ 時間

・「相談援助の理論と方法」に名称変更
・スーパーバイザーから相談援助方法の学習に変更

（ⅰ）「認知症ケアに関する施策と行政との連携」における改定
ⅰ）改定前の内容
改定前は、認知症に関連する施策や行政との連携について基礎的な内容を学ぶこ
とが中心であり、認知症基本法に関する説明や背景の掘り下げが限定的であった。
ⅱ）改定後の内容
改定後は、認知症基本法の概要や理念を中心とした内容に変更され、施策を理解
するための基本的枠組みとして認知症基本法を位置づけた。これにより、行政との
連携を深めるための基礎知識が強化された。
ⅲ）主な変更点
認知症基本法の理解を中心とする構成とした。

（ⅱ）「共生のために地域で支え合う体制づくり」における改定
ⅰ）改定前の内容
改定前は、地域における認知症ケアの基本的な枠組みを学ぶ内容であり、共生社
会の実現に向けた具体的な活動事例の提示は限定的であった。
ⅱ）改定後の内容
改定後は、「共生社会の実現」を推進する観点を取り入れ、認知症基本法に基づく
活動手法を追加した。また、研修時間を 1時間から 2時間に延長し、内容を充実さ
せた。
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ⅲ）主な変更点
共生社会の実現を中心に据えたカリキュラムに変更し、時間を倍増し深い議論と
学習を可能とした。

（ⅲ）「教育方法論」の改定
ⅰ）改定前の内容
改定前の教育方法論では、対面形式の教育が中心であり、ディスカッション手法
やオンライン授業に関する記載が不足していた。
ⅱ）改定後の内容
改定後は、ディスカッションの特性と活用法を整備し、オンライン授業法を追加
した。また、研修時間を 14時間から 16時間に延長し、教育内容を強化した。
ⅲ）主な変更点
オンライン授業法を新たに追加するとともに、ディスカッション技法を明確化し、
実践的な内容を充実した。

（ⅳ）「授業設計法」の改定
ⅰ）改定前の内容
改定前は、授業設計法が主に対面形式に限定されており、オンライン授業に特化
した内容は含まれていなかった。
ⅱ）改定後の内容
改定後は、オンライン形式での授業設計を新たに追加し、知的財産権に関する注
意事項やオンライン授業計画の立案方法を強化した。また、研修時間を 28時間から
35時間に延長し、内容を拡充した。
ⅲ）主な変更点
オンライン授業に関する具体的な設計手法を追加するとともに、時間を延長しオ
ンライン形式に特化した内容を拡充した。

（ⅴ）「授業の実施と評価」の改定
ⅰ）改定前の内容
改定前は、「模擬授業」を中心に、授業の評価基準を学ぶ内容であった。

ⅱ）改定後の内容
改定後は科目名を「授業の実施と評価」に変更し、オンライン授業に関する評価
手法を新たに追加した。また、研修時間を 14時間から 17時間に延長し、実施から
評価までの一連の流れを深く学ぶ内容とした。
ⅲ）主な変更点
オンライン授業の実施と評価に関する内容を追加し、評価基準の多様化に対応す
るため、時間を延長した。

（ⅵ）「他施設実習」の改定
ⅰ）改定前の内容
改定前は他施設の認知症ケアの指導実践を中心とし実習時間が 21時間であった。
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ⅱ）改定後の内容
改定後は、科目名を「相談援助の理論と方法」に変更し、スーパーバイザーとし
て相談援助の具体的な方法を学ぶ内容に再構成した。また、研修時間を 21時間から
7時間に短縮し、演習形式に変更した。
ⅲ）主な変更点
科目名を変更し相談援助に特化し、時間を短縮した。

（ⅶ）まとめ
今回の改定では、認知症基本法の理念を反映し、共生社会の実現やオンライン授業
への対応を追加することで、受講者が現場や地域で実践できる具体的なスキルと知識
を習得できるよう設計した。

2）カリキュラム改定案
認知症介護指導者養成研修のカリキュラム改定案について、カリキュラム別の特徴を示
す（表 5-3-4-1）。

55表 指導者養成研修カリキュラム改定案
【時間】 講義・演習 時間（うち職場におけるオンライン研修 案１： 時間、案２： 時間）＋職場実習５週間（ 日）

１認知症介護研修総論

認知症介護実践者等養成事業の実施
・認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景（事前課題）・実践研修等の概要（事前課題）
・実践研修等の展開状況（事前課題）
・指導者の役割と実践事例

時間

認知症ケアに関する施策と行政との連携 

・認知症施策の変遷（事前課題）
・現在の認知症施策の動向（事前課題）、共生社会の実現を推進するための認知症基本法
・関連専門職の役割とスキル（事前課題）・指導者と行政との連携のポイントと事例 時間

研修の目標設定と研修総括 
・自己の目標設定・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・指導者のネットワークについて

時間

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 

教育方法論 ・討議法の特徴と活用（オンライン教育の特徴と活用）
・認知症ケア実践における課題解決技法の活用（演習） 時間

授業設計法
・授業計画や教材作成の基本的考え方・授業のねらいの設定・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント・授業の評価と改善方法・授業計画及び教材作成（演習）
・オンライン研修の授業設計や授業実施のポイント

時間

授業の実施と評価 ・模擬授業の実施（オンラインも含む）・受講者間の討議による模擬授業の評価・授業計画及び教材の修正 時間

研修企画と評価 ・カリキュラム構築の基本的知識・研修目標の設定・研修内容と順序の検討・研修カリキュラムの評価 ５ 時間

３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 

人材育成論 ・認知症ケアにおける人材育成・人材育成における動機づけの理解・効果的な人材育成のための組織体制づくりと
運用 時間

成人教育論 ・成人教育学の基本的考え方・教育者の役割と倫理・学習支援の方法 時間
認知症ケアに関する研究法の概論 ・学術的な研究の考え方とプロセス・研究課題の設定・介入方法に合わせたデータ収集の方法

・分析と仮説の検証・研究成果のまとめ方やプレゼンテーション 時間
職場実習企画 ・職場実習に関するオリエンテーション・職場実習企画書の作成 時間
職場実習 ・企画書に基づいた実践 週間
職場実習（振り返り） ・職場実習全体の振り返り 時間
職場実習報告 ・取り組みの成果の報告 時間

４ 地域における認知症対応力向上の推進 

共生のために地域で支え合う体制づ くり 

・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な基本的考え方（事前課題）
・関係機関等との連携体制における指導者の位置づけと役割（事前課題）
・医療・介護・地域連携等の実践事例
・共生社会の実現を推進するための認知症基本法の考え方を踏まえ、地域における認知症の人に対する支援体制づ
くりの目標と課題の整理

時間

相談援助の理論と方法
・相談援助における原則や基本的態度、必要な知識・技術の理解
・相談者の置かれている状況や課題、ニーズを踏まえ、課題解決するための情報収集及びその分析方法の実践的理
解
・事例等を用いた演習を通して具体的な相談援助の場面及び過程における技術等の習得
・自己の相談援助のあり方の振り返りと今後の取り組みの方向性の明確化

7時間

（ⅰ）認知症介護研修総論
ⅰ）認知症介護実践者等養成事業の実施（1時間）
本カリキュラムは、認知症介護の基本概念と研修の意義について学ぶことを目的
としている。認知症介護実践者等養成事業の背景や目的を理解し、認知症介護指導
者としての役割を明確にすることで、今後の研修における学習の基盤を構築する内
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容とした。
ⅱ）認知症ケアに関する施策と行政との連携（1時間）
認知症ケアにおける政策・制度を理解し、行政との連携の重要性を学ぶ。政策の
背景を知ることで、認知症ケアの全体像を捉え、実務における支援の方向性を明確
にする狙いがある。また、共生社会の実現に向けた取り組みについても考察する機
会を設けている。
ⅲ）研修の目標設定と研修総括（7時間）
研修の目標を適切に設定し、成果を最大化する方法を学ぶ。研修の効果を高める
ために、計画的な目標設定の重要性を理解するとともに、研修の振り返りを通じて
改善点を明確にする。受講者が研修を体系的に整理し、認知症介護指導者として研
修全体の評価によって、自己評価することを目的としている。

（ⅱ）認知症ケアにおける教育の理論と実践
ⅰ）教育方法論（16時間）
教育の基本理論を学び、研修に活かす方法を検討する。教育の理論的枠組みを理
解することで、指導者として適切な研修手法を選択できるようになる。また、オン
ライン研修の活用についても学び、今後の研修環境に対応できるスキルを身につけ
る。
ⅱ）授業設計法（35時間）
授業を効果的に構築するための設計手法を学ぶ。授業の目的設定、構成、教材作
成のポイントを学び、受講者の理解を促進する方法を検討する。指導者として、受
講者の学習成果を最大化するための授業設計力を養うことを目的としている。
ⅲ）授業の実施と評価（17時間）
授業を適切に実施し、その成果を評価する方法を学ぶ。対面型研修とオンライン
研修のそれぞれの特性を理解し、効果的な授業運営を実践できるようになる。また、
受講者の学習成果を測定し、適切なフィードバックを提供する手法についても習得
する。
ⅳ）研修企画と評価（5時間）
研修の企画立案や評価の手法を学び、より効果的なカリキュラムを設計する。受
講者のニーズを踏まえた研修企画の方法を学ぶとともに、研修効果を適切に測定し、
改善につなげる技術を習得する。

（ⅲ）認知症ケア対応力向上のための人材育成
ⅰ）人材育成論（3時間）
認知症ケアにおける人材育成の考え方を学び、職場での教育体制を強化する方法
を理解する。指導者として、研修を通じた人材育成の仕組みを構築し、組織的な支
援環境を整備することを目的としている。
ⅱ）成人教育論（3時間）
成人学習の理論と実践を学び、認知症ケア従事者向けの研修設計に活用できるこ



191

とを目的としている。成人の学習特性を考慮した教育手法を理解し、効果的な研修
を実施するための知識を習得する。
ⅲ）認知症ケアに関する研究法の概論（2時間）
認知症ケアに関する研究手法を学び、実務に活かす方法を考える。研究計画の立
案やデータ収集・分析の基礎を学ぶことで、エビデンスに基づいたケアの実践力を
向上させることを目的としている。
ⅳ）職場実習企画（12時間）
職場実習の目的や内容を具体化し、実習を円滑に実施するための計画立案方法を
学ぶ。受講者が職場実習を実施する際に必要な計画立案の技術を習得し、効果的な
実習環境を構築することを目的としている。
ⅴ）職場実習（5週間）
職場において実習を行い、実務を通じて指導者としての役割を体験し、実践的な
スキルを向上させる。現場での経験を通じて、指導者としての適応力を高めること
を目的としている。
ⅵ）職場実習（振り返り）（3時間）
職場実習（振り返り）は、実習の経験を整理し、学びを深めるためのプロセスである。
リフレクションを通じて、実習中の気づきや課題を客観的に分析する機会を提供す
る。自身の成長を振り返り、今後の指導に活かすことを目的としている。
ⅶ）職場実習報告（14時間）
職場実習報告は、実習の成果を整理し、論理的にまとめることで経験を形式知化
するプロセスである。また、報告内容を他者と共有化し、実習での学びを振り返り、
教育的な視点で分析する機会を提供する。実習での学びを明確化し、今後の教育活
動に活かすことを目的としている。

（ⅳ）地域における認知症対応力向上の推進
ⅰ）共生のために地域で支え合う体制づくり（2時間）
共生のために地域で支え合う体制づくりは、関係機関との連携の基本的考え方を
学び、地域ごとの支援体制の課題を整理し、認知症基本法の視点を踏まえ、認知症
における地域支援の方法や連携方法の検討を通して学習する機会を提供している。
実践事例を通じて、共生社会の実現に向けた指導者の役割を明確にし、効果的な支
援体制の構築を目指すことを目的としている。
ⅱ）相談援助の理論と方法（7時間）
相談援助の基本的な理論を学び、実践的な支援方法を習得する。ロールプレイや
ケーススタディを活用しながら、具体的な支援技術を高め、相談援助の実践力を養
うことを目的としている。
認知症介護指導者養成研修カリキュラムは受講者が認知症ケアの専門性を高める
とともに、指導者として必要な教育スキルや研修運営能力を習得できるよう設計し
ている。理論と実践を組み合わせた構成とし、実際の現場で活用できる学びを提供
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することを目的としている。
3）研修日程案
認知症介護指導者養成研修カリキュラムの研修日程については、認知症介護研究・研修
東京センター、大府センター、仙台センターにおいて標準的なカリキュラムおよび到達目
標や内容を共通内容とし、カリキュラム順番や実施方法についてはそれぞれのセンターの
特色を反映し若干異なった日程となっている。よって、研修日程案も標準的な研修内容を
踏まえた標準的な日程案として設計した。実際の研修日程については、3センターそれぞ
れにおいて運用計画を検討した後、日程案が組まれることになる。3センターに共通する
標準的な日程案の流れについて説明する（図 5-3-4-4）。

56

図 指導者養成研修日程案

週数 形式 日数

集
合

目標設定と総括
（ ）

（開講式含む）

実践者等養成事業
の

実施

認知症ケアに関する
施策と行政との連携 共生のために地域で

支えあう体制づくり 研修の目標設定と総括

成人教育論 人材育成論 目標設定と総括（１）

教育方法論 教育方法論

教育方法論 教育方法論〈 ）

相談援助の理論と方法（講義・演習）（７）

授業設計法（講義）（７）

研修企画と評価（５） 教育方法論（２）

授業設計法（演習）（７）

授業設計法（演習）（７）

授業設計法（演習）（７）

授業の実施と評価（７）

授業の実施と評価（７）

認知症ケアに関する研究法の概論
（ ） 職場実習企画（５）

職場実習企画（７）

４～５

６ 職場実習 職場実習中間発表（ ）

７～８

オ
ン
ラ
イ
ン

職場実習報告（７）

職場実習報告（７）

3 授業設計法（オンライン（３） 授業設計法（オンライン）（４）

授業の実施と評価（オンライン）（ ） 研修の目標設定と総括（ ） 修了式）

認知症介護指導者養成研修は 9週間にわたり実施され、対面形式とオンライン形式を組
み合わせることで、効率的かつ効果的な学習環境を提供することを目的としている。以下
が各週の主な内容となる。

（ⅰ）第 1週（対面形式）
初日は「目標設定と総括」に焦点を当て、研修全体の目的や方向性を明確化する。
続いて「実践者等養成事業の実施」や「認知症ケアに関する施策と行政の連携」につ
いて学び、認知症ケアの基盤となる施策や行政の役割を理解する。午後には「共生の
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ために地域で支え合う体制づくり」により、地域社会での実践的な対応力を強化する。
（ⅱ）第 2週（対面形式）

教育方法論や人材育成論に焦点を当て、「成人教育論」「教育方法論」では教育技法
の基本と応用を学び、講義と演習を通じて具体的なスキルを習得する。また、「相談
援助の理論と方法」では、認知症ケアにおける支援や相談技術を向上する学習内容と
なっている。

（ⅲ）第 3週（対面形式）
「研修企画と評価」および「授業設計法」の演習に重点を置き、教育現場での計画
力と評価力を養う。また、「授業の実施と評価」に関する演習を通じて、研修の進行
や効果測定について学び、「認知症ケアに関する研究法の概論」では、研究方法の理
解を踏まえ認知症ケアの質を向上するための能力を強化する。「職場実習計画」によっ
て職場実習を円滑に実施するための計画立案を実施する。

（ⅳ）第 4～ 8週（職場実習）
職場実習では、受講者が現場での実践活動を通じて、研修で得た知識やスキルを応
用する。これには「職場実習中間発表」が含まれ、実習の進行状況を共有し、フィー
ドバックを得る機会が設けられている。

（ⅴ）第 9週（オンライン形式）
最終週には「職場実習報告」を行い、実習内容を振り返り、成果を共有する場を設
けている。また、その後「授業設計法」および「授業の実施と評価」をオンライン上
で学ぶ内容となっており、最新の教育技法を習得する。「研修の目標設定と総括」に
より、研修全体の振り返りと今後の課題を明確にし、終了する。
この日程案は、現行における前期 2週間、後期 1週間の対面型形式による受講者の移
動負担等を軽減し、対面形式とオンライン形式を効果的に組み合わせ、後期 1週間の対
面形式を廃止し、前期 3週間の対面形式として受講における移動負担を軽減し、受講ア
クセシビリティを向上する日程となっている。

（5）カリキュラムシラバスの改定
認知症介護指導者養成研修における目的、対象者、時間、カリキュラムの改定に伴い各カ
リキュラム内容に関する講義シラバスについて改定を実施した。現行シラバスと改定後のシ
ラバスを比較し各カリキュラム内容の変更点および改定後のシラバスを作成した（巻末資料 2，
3）。
1）新旧カリキュラムシラバスの比較
（ⅰ）認知症介護実践者等養成事業の実施
ⅰ）課題
①	実践事業の内容の柔軟性が不足
シラバスにおける「認知症介護指導者をゲストスピーカーとして事例報告を行
う」という記述が方法を限定しすぎており、多様な実施方法を阻害する可能性が
ある。
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②	前回カリキュラム改定の背景に関する説明
2021（令和 3）年度のカリキュラム改定背景が必要以上に強調されており、現
在の目的にそぐわない情報が含まれている。

ⅱ）改善点
①	柔軟な実施方法の確保
シラバス備考から「認知症介護指導者をゲストスピーカーとして事例報告を行
う」の記述を削除する。これにより、研修方法の自由度が高まり、現場の状況に
応じた最適な実施が可能となる。
②	不要な背景説明の削除
2021（令和 3）年度カリキュラム改定の背景に関する記述を削除することで、
現在の目的に沿った内容に整理し、研修の意図を明確化する。

（ⅱ）認知症ケアに関する施策と行政との連携
ⅰ）課題
①	科目名や中項目の表現が適切でない
「1．認知症ケアと認知症施策の歴史」という科目名が内容を十分に反映してい
ないため、表現の変更が求められる。
②	最新の認知症施策の動向における表現の不明確さ
「2．最新の認知症施策の動向」という表現が曖昧であり、受講者にとって「最新」
の定義が分かりにくい状況である。また、認知症基本法が含まれておらず、現行
の施策を学ぶ際の重要な要素が不足している。
③	地域包括支援センターに関する内容の妥当性
「3．関連専門職の役割とスキル」における地域包括支援センターの理解は既に
広く周知されているため、学習内容としての必要性が低下している。

ⅱ）改善点
①	科目名の変更と中項目の修正
「1．認知症ケアと認知症施策の歴史」を「1．認知症施策の変遷」に変更し、
内容を的確に反映させる。「1）認知症ケアの歴史 2）2015 年の認知症介護」を
学習項目の表現からは削除し、「1）オレンジプラン 2）認知症施策推進総合戦略（新
オレンジプラン）」の学習内容に含むこととする。
②	表現の明確化と内容の充実
「2．最新の認知症施策の動向」を「現在の認知症施策の動向」に変更し、表現
を明確化する。また、認知症基本法を追加することで、施策全体を理解するため
の重要な枠組みを補強する。
③	地域包括支援センターに関する内容の削除
「3．関連専門職の役割とスキル」から地域包括支援センターに関する項目を削
除することで、内容を簡潔化し、他の重要な専門職の役割やスキルに焦点を当て
た学習内容に再構成する
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（ⅲ）研修の目標設定と研修総括
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅳ）教育方法論
ⅰ）課題
①	教育技法の分類が細分化されすぎている
拡散技法や収束技法などを個別に記載することが必ずしも必要ではなく、学習
内容が冗長になる可能性がある。また、具体的な方法が記載されていないことで、
受講者にとって理解が曖昧になる懸念がある。
②	オンライン研修に対応した内容の不足
オンライン研修の機会が増加している現状において、オンライン形式に対応し
た講義や演習技法が十分に盛り込まれていない。これにより、現場での研修や教
育活動においてオンライン技法の活用が難しくなる可能性がある。

ⅱ）改善点
①	教育技法を「教育技法の特徴」として統合
拡散技法や収束技法などの分類を「教育技法の特徴」として一つにまとめる。
これにより、学習内容が簡潔化され、受講者が学ぶべきポイントが明確になる。
具体的な方法については備考欄に記載し、受講者が必要に応じて参照できるよう
にする。
②	オンライン授業技法の追加
オンライン形式の講義や演習技法に関する内容をカリキュラムに追加する。特
に、オンライン授業の実施における留意点や効果的な技法を含めることで、受講
者が現場でのオンライン研修を円滑に進めるためのスキルを習得できるようにす
る。

（ⅴ）授業設計法
ⅰ）課題
①	著作権に関する留意事項が不足
研修において使用される教材の開発、検索、選択に関するプロセスにおいて、
著作権に関する具体的な指針や注意事項が明確に示されていない。このため、受
講者が教材作成や使用の際に著作権を正しく理解し、適切に対応することが難し
い状況がある。

ⅱ）改善点
①	備考欄に著作権に関する項目を追加
教材検索、教材開発、教材選択のプロセスを支援するために、備考欄に著作権
に関する留意事項を追加する。

（ⅵ）授業の実施と評価
ⅰ）課題
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①	旧科目名「模擬授業」が実施内容と一致しておらず、科目名として不適切
現在の科目名が学習内容を十分に反映しておらず、実施内容との間に齟齬が生
じている。このため、受講者が科目の趣旨を正確に理解することが難しい状況が
ある。

ⅱ）改善点
①	科目名を「授業の実施と評価」へ変更
科目名を「授業の実施と評価」に変更することで、実施内容と科目名を一致さ
せる。これにより、科目の目的が明確化され、受講者が学ぶべき内容を理解しや
すくなる。新しい科目名は、授業の計画、実施、評価に焦点を当てた内容を適切
に反映しており、学習者にとって理解しやすい科目名と考えられる。

（ⅶ）研修企画と評価
ⅰ）課題
①	対象が限定されている
現行では、認知症介護実践者研修のみが対象となっており、認知症介護実践リー
ダー研修など他の重要な研修が対象に含まれていない。

ⅱ）改善点
①	対象の拡大
対象を認知症介護実践者研修だけでなく認知症介護実践リーダー研修にも広げ
る。

（ⅷ）人材育成論
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅸ）成人教育論
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅹ）認知症ケアに関する研究法の概論
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅺ）職場実習企画
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅻ）職場実習
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅹⅲ）職場実習（振り返り）
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。
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（ⅹⅳ）職場実習報告
現行カリキュラム内容について特に課題はなく、現行通りの内容を継続して実施す
ることとした。

（ⅹⅴ）共生のために地域で支え合う体制づくり
ⅰ）課題
①	研修時間の不足により十分な理解が得られない
共生社会の推進を掲げる認知症基本法の理念を学ぶ主要な科目であるにもかか
わらず、現行の研修時間が短いため、受講者がその内容を十分に理解することが
難しい状況である。この結果、研修の目的である共生社会の実現に向けた具体的
な行動計画や実践に結びつきにくい。

ⅱ）改善点
①	研修時間の延長による理解促進
研修時間を 1時間延長することで、受講者が認知症基本法の理念についてより
深く理解できるようにする。この延長により、共生社会の推進に向けた理念の学
習に加え、具体的な事例検討やグループディスカッションの時間を確保し、実践
的な理解を深めることが可能となる。

（ⅹⅵ）相談援助の理論と方法
ⅰ）課題
①	学習範囲の限定
現状では、他施設や事業所への相談援助技術の習得に限定されており、汎用的
な相談援助技術の知識や技術の習得が必要である。
②	実習に要する学習時間の負担
他施設での実習は多くの時間を要するため、他の学習内容（講義・演習など）
とのバランスが取りにくくなっている。
また、実習施設の確保が困難であり、受け入れ側の負担も大きく、特に実習先
の数が限られている場合、学習機会の公平性が損なわれる可能性もある。

ⅱ）改善点
①	学習範囲の拡大
事業所に限定されない汎用性の高い相談援助技術について学習する内容に変更
する。
②	講義・演習への変更
他施設実習を一部削減し、講義や演習を取り入れることで学習時間を短縮する
ことによって、実習場所の確保にかかる負担を軽減するとともに、実習での学び
をより体系的に整理することができる。
③	ロールプレイ等の実践的学習の導入
相談援助の基本を確認しながら、ロールプレイやケーススタディを活用し、実
際の支援場面を体験しながら、適切な対応方法を学べるようにすることで、現場
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での実践につなげやすくする。また、実際の業務に近い状況を再現することで、
より効果的なスキル習得を可能にする。
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Ⅵ． 受講アクセシビリティを向上する研修方法

1. 研修受講のアクセシビリティ向上に関する方向性
2024（令和 6）年度介護報酬改定に関する審議報告では、地域包括ケアシステムの深化・
推進を目的として、認知症介護に関する研修の受講しやすい環境整備の必要性が指摘されて
いる。具体的には、認知症介護指導者養成研修や認知症介護実践リーダー研修などの研修方
法において、実地での講義形式が中心であり、長時間にわたる研修が多い現状であり、参加
者の負担が大きいことが課題として挙げられている。このような背景を踏まえ、研修の質を
担保しつつ、研修のスリム化やオンライン化を積極的に検討する必要性が求められているこ
とから、本事業においても認知症介護実践者等研修における受講アクセシビリティの向上に
関する検討によって研修方法案を提案した（図 6-1-1）。

58

図 受講アクセシビリティの向上に関する方向性

令令和和６６年年度度介介護護報報酬酬改改定定にに関関すするる審審議議報報告告 今今後後のの課課題題

１１．．地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの深深化化・・推推進進【【認認知知症症介介護護にに係係るる研研修修等等のの受受講講ししややすすいい環環境境整整備備】】
〇 認知症介護に関する研修（認知症介護指導者養成研修や認知症介護実践リーダー研修等）について、
現行の研修方法では実地の講義等が多いことから、研修の質を担保しつつ、研修時間数も含めた研修
のスリム化やオンライン化について積極的に検討していくべきである。

「厚生労働省老健局老人保険課：令和６年度介護報酬改定に関する審議報告 令和５年 月 日 より引用」

【背景】

方方法法 内内容容

短時間分散型 ミニセッション：短時間の研修セッションを分散し、拘束時間を短縮

オンライン活用

オンデマンド学習：録画された学習コンテンツによって、受講者都合で学習
可能

ライブオンライン研修により、場所を選ばず参加可能とする

回数増加による機会提供
複数の日程：同じ研修を複数の日程で開催し、受講者都合で任意に選択可能
とする

４ インセンティブの提供： 加算増加、義務化等

研修受講率向上のための方法

（1）現状の課題
1）長時間の拘束
研修が対面形式かつ長時間にわたり実施されることが多く、受講者にとって時間的負担
が大きく、慢性的な人材不足を背景とした特に多忙な介護現場で働く職員にとって、長時
間の研修参加は困難である。
2）受講機会の地域格差
研修会場への移動が必要であり、遠隔地の職員にとって参加が困難である場合があり、
地域ごとの受講率の差につながっている。
3）柔軟性の欠如
研修日程が固定あるいは回数が制限されており、受講者のスケジュールに合わない場合
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が多い。
（2）研修受講率向上のための方法
研修の受講アクセシビリティを向上する方法として、以下の方法が検討された。
1）短時間分散型研修の導入
ミニセッション形式により、短時間の研修セッションを複数回に分散させる方法である。
これにより、1回あたりの拘束時間を短縮し、受講者の負担を軽減する。
2）オンライン活用の推進
オンデマンド学習では、録画された学習コンテンツを受講者が自分の都合に合わせて視
聴することが可能である。
ライブオンライン研修では、双方向のコミュニケーション学習を可能とし、対面に近い
学習効果が期待できる。
3）研修回数の増加による選択肢の提供
同じ研修内容を複数の日程で開催することで、受講者が任意のタイミングで参加できる
ようにする。
4）インセンティブの提供
受講者に対するインセンティブとして、加算報酬や受講の義務化を導入する方法によっ
て、研修の参加意欲を高めることが可能となる。

（3）オンライン活用における方向性
受講アクセシビリティを向上する研修方法について、本事業では通信技術やしくみを活用
したオンライン活用による研修方法の検討を実施した。オンラインを活用した研修方法とし
ては、非同期型学習（オンデマンド学習）と同期型学習（オンライン学習）が一般的となっ
ている。
1）非同期型学習（オンデマンド学習）
受講者の都合に合わせた柔軟な学習が可能となる。
介護現場での離席を最小限に抑えることができる。

2）同期型学習（ライブオンライン研修）
遠隔地の受講者も参加可能となり、地域間格差を縮小する効果が期待される。

3）オンライン形式による研修方法の導入
受講の選択肢を増やし、従来の研修方式に比べて高い利便性を実現できると考えられる。

（4）本事業における受講アクセシビリティ向上に関する検討事項
1）受講率向上のための基盤整備
オンライン学習の導入は、参加者の利便性を向上させ、受講率の向上に寄与する可能性
が高い。特に、オンデマンド形式やライブ配信形式を組み合わせることで、受講者の多様
なニーズに応えることができるため、多様なオンライン活用による研修法の検討が必要と
なる。
2）コストパフォーマンスの評価
オンライン研修の実施には初期費用がかかるが、長期的には対面研修の会場費用や移動
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費用を削減できる可能性があり、費用対効果を考慮した検討も必要である。
3）技術的課題の克服
受講者のオンライン環境の整備や、操作方法の周知などの課題を解決する方略を検討す
る必要がある。

（5）結論
研修のオンライン化は、受講者の利便性を高め、地域格差の是正や研修の柔軟性向上に有
効であるが、導入にあたっては、技術面や費用対効果の評価を含めた総合的な検討が必要で
あり、具体策の提案が重要となる。

2. オンライン活用による研修方法（ライブオンライン）
（1）オンライン学習と集合型対面学習の比較
研修の目的や内容に応じた適切な学習方法の選択は、受講者の学びの質や効率に大きな影
響を与える。近年、オンライン学習と対面による集合型研修がそれぞれの特性を活かした形
で活用されているが、オンライン学習と集合型研修の特徴を整理し、それぞれの学習方法に
適した内容について整理した（図 6-2-1-1）。 59

図 オンライン学習と集合型学習の特徴

オンライン学習 集合型研修

特徴

受講者都合：
・場所や時間に縛られず、参加者が自分のペースで
学べる。

対面交流：
・参加者同士や講師との直接的な交流が可能。

コスト効率：
・交通費や会場費が不要で、低コストで実施できる。

実践的な体験：
・体験・参加・実践型 ハンズオン）の演習や実地訓練
が容易

定員拡大：
・多数の参加者に対して同時に研修を提供できる。

集中力の維持：
・対面環境により集中しやすく、注意力の維持継続が
しやすい

アクセス性：
・インターネット接続があればどこからでも参加可
能。

即時フィードバック：
・講師からのリアルタイムのフィードバックが可能

適した学習

理論的な内容：
・基礎知識や理論、コンセプト、最新情報など情報
提供

実践的な内容：
・実際に身体を使った作業やシミュレーション、設備
や機器を使った実地訓練

受講者のペース学習：
・短時間で完結する学習内容

複雑・高度なグループワーク：
・チームでの問題解決やプロジェクト演習

．討議・意見交換学習：
・言語を中心とする意見交換やアイデア交換、討議
による学習

デモンストレーション：
・複雑な技術や手法の観察、

相互交流による対面活動：
・アドリブ型ロールプレイングや複数者間での感情交
流や即時フィードバック

1）特徴の比較
（ⅰ）オンライン学習の特徴

オンライン学習は、インターネットを活用して実施される学習形態であり、以下の
特徴を有する。
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ⅰ）受講者都合
オンライン学習では、場所や時間に縛られず、受講者が自身の都合に合わせて学
習できる。これにより、業務や家庭の事情で時間が制約されている受講者にも柔軟
な学習環境を提供できる。
ⅱ）コスト効率
会場費や交通費が不要であるため、低コストで研修を実施できる。この特徴は運
営側だけでなく、受講者にとっても経済的負担を軽減する。
ⅲ）定員拡大
同時に多数の受講者へ研修を提供することが可能であり、研修の規模を拡大しや
すい点が特徴である。
ⅳ）アクセス性
インターネット環境が整っていれば、地理的な制約を受けずにどこからでも参加
可能であり、遠隔地に住む受講者でも研修に参加しやすい。

（ⅱ）集合型研修の特徴
集合型研修は、参加者が一堂に会する形式の研修であり、以下の特徴がある。

ⅰ）対面交流
参加者同士や講師との直接的な対話が可能であり、リアルタイムのコミュニケー
ションを通じて深い学びが得られる。
ⅱ）実践的な体験
実地での演習やシミュレーションなど、身体を使った学びが可能であり、特に設
備や機器を使用する実践型の内容にも適している。
ⅲ）集中力の維持
対面環境では、集中しやすく、注意力が持続しやすい傾向があるため、研修内容
を効率よく学ぶことが期待できる。
ⅳ）即時フィードバック
講師がその場でフィードバックを提供することが可能であり、学びの質を向上す
ることが可能となる。

2）学習内容の適正
（ⅰ）オンライン学習に適した内容

オンライン学習は、基礎知識や理論的な内容を効率的に提供するのに適しており、
短時間で完結する学習内容や、受講者自身のペースで学べる内容、言語を中心とした
討議や意見交換に効果的である。

（ⅱ）集合型研修に適した内容
集合型研修は、実践的な内容や高度なグループワークを必要とする学習に適してお
り、例えば、シミュレーションを伴う訓練や、複雑な問題解決を目的としたプロジェ
クト演習、対面による相互交流やデモンストレーションを活用した学習に適している。

3）結論
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オンライン学習と集合型研修は、それぞれ異なる特徴を持つため、研修の目的や内容に
応じて適切な方法を選択する必要がある。オンライン学習は受講者に柔軟な環境を提供す
る一方、集合型研修は実践的な学びや対面交流を可能にしており、研修の到達目標や教育
方法によって学習効果を最大限に引き出す学習形態を検討する必要が示唆された。

（2）オンライン活用による教育方法の適正
オンライン研修は場所や時間に制約を受けずに参加できる点が大きな特徴であり、研修内
容によってはオンライン形式の利点を最大限に活用することが可能である。例えば、グルー
プディスカッションでは、特定のテーマに基づき意見交換や討議を行うことが可能であり、
オンライン会議システムを利用することで、遠隔地の受講者同士でもスムーズな討議が可能
となる。また、ケーススタディ分析では、実際の事例を共有し、課題解決の方法を検討する
形での研修が可能であり、資料の画面共有機能を活用すれば効率的に進めることができる。
短時間で完結するロールプレイングや、チームでプロジェクトを進めるグループ活動も、
オンライン環境で十分に実施可能であり、例えば、ケア方法の練習としての役割演技や、共
同で計画書等を作成するプロジェクト活動などは、ビデオ会議やオンラインコラボレーショ
ンツールを活用すれば十分に学習効果を得ることができる。議論スキルを養うためのディベー
トや、受講者同士でフィードバックを行うピアレビューも、オンライン環境での実施が適し
ており、主に言語を用いた意見交換や、理論的な内容の学習は、オンライン形式がその利便
性と効果を発揮すると考えられ、オンラインを活用した教育においてもグループワーク等の
学習は効果的に運用することができると考えられる。
一方、オンライン形式では対応が難しい研修内容としては、実際の機器を使用する高度な
技術の習得や、身体を動かして行う実践的な学習など、機器を使用した操作訓練や介護現場
での体位交換の演習などは、物理的な設備を必要としオンラインでは再現が困難である。また、
非言語的な要素を重視した学習、例えば表情や身体の動きなど、微細なニュアンスを伴うコ
ミュニケーション練習は、画面越しでは伝わりにくい場合がある。
さらに、介護現場などの環境を使用した実地訓練や、安全性が求められるトレーニングも
オンラインでは困難であり、例えば、緊急対応を伴う訓練では、現実の環境での実践を必要
とするため、オンラインでは代替が難しいと考えられる。また、大規模なグループ活動や、
全員が一斉に参加するレクリエーションのような活動も、オンラインでは管理が難しく、制
約を受けることが多い。加えて、セキュリティやプライバシーに関わる議論では、情報漏洩
のリスクが懸念されるため、オンライン環境での実施には慎重な対応が求められる。
このように、オンライン研修には多くの利点がある一方で、物理的な操作や対面でのやり取
りが必要な内容については実施が難しい。したがって、研修の目的や内容に応じて、オンラ
イン形式と対面形式の特性を活かした方法を適切に組み合わせることが重要であり、オンラ
イン研修は効率性や柔軟性に優れているが、実地での体験を必要とする学習には対面形式が
不可欠であり、双方の特徴を踏まえたブレンド形式の実施方法が必要と考えられる（図 6-2-
2-1）。
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図 オンライン活用による教育方法の適正

演習方法 具体例
グループディスカッション テーマに基づく意見交換、討議
ケーススタディ分析 事例分析や解決策の検討
簡易なロールテイキング シナリオに従った簡易な役割演技法による体験学習

グループプロジェクト 身体活動を伴わない役割分担によるグループ協働計画、立
案作業

ディベート 討議・議論スキルの習得

ピアレビュー 相互評価とフィードバックのスキル習得（プレゼンテー
ション練習とフィードバック等）

．机上で完結するワークショップ 法等を活用した課題解決、アイデア交換、計画立案
作業 ＊スキル４①②が必須条件

【【オオンンラライインンにによよるる演演習習がが可可能能なな方方法法】】

演習方法 具体例 理由

高度な技術の習得 複雑な操作や使用を要する道具や環境の利用 物理的な道具や環境が必要な場合、オンラインでは限界

緻密かつ複雑な共同作業が必要な学習 複雑かつ緻密な計画立案や開発提案作業 リアルタイムな相互作用の制限により効果的な進行が困難

非言語情報等を要する
繊細なテーマのディスカッション

カウンセリング技術、複雑なコミュニケーション技術、複雑な指
導技術の体験

非言語的なコミュニケーション（表情、ボディランゲージなど）技術やフィー
ドバックを必要とする場合は情報不足

即時フィードバックが必要なスキル練習 技術、動作の練習 即時フィードバックや直接的な修正が必要

大人数による同時かつ複雑な活動 多人数によるゲーム、レクリエーション 複数の参加者による同時・複雑な相互交流は困難

深い個別指導が必要な学習 高度かつ複雑な個別指導 グループ形式のブレイクアウトルームでは対応困難

安全性が重要なトレーニング 安全訓練や避難訓練、ヒヤリハット体験訓練、リスク対応の体験
模擬 安全性確保のため、リスク管理された実際の設備や環境での訓練が必要

８ 物理的な空間の共有が必要なアクティビ
ティ 現場実習、実地訓練、フィールドワーク等による実体験学習 共同作業が物理的な空間を共有することを前提としている

９ 機密性が高いディスカッション 個人情報の保護や守秘義務等に関連する情報を扱う場合 セキュリティやプライバシーの確保、機密情報の厳密な管理が必要

【【オオンンラライインンにによよるる演演習習がが困困難難なな方方法法】】

事前の準備と設定 ①明確な目的と目標の設定
②適切なグループ構成

指示と役割の明確化 ①タスクの説明
②明確な役割分担

技術的サポート
①オンラインツールの活用
②ツールの使用方法説明
③トラブルシューティング

適切な時間管理 ①適切な時間の管理
②適切な休憩の設定

定期的な巡回とサポート ①適切な巡回サポート
②即時フィードバックの提供

６ インタラクティブなサポート ①迅速な質問対応
②追加質問や視点等のアドバイス

７ 学習リソースの提供 ①追加資料の提供
②参考情報の提示

８ エンゲージメント（意欲・やる
気・動機等）の促進

①成果等への評価承認
②インタラクティブなアクティビティ

まとめと共有 ①成果の整理および共有サポート
②成果の全体共有促進

フォローアップ ①追加質問への対応
②次のステップの提示

【【オオンンラライインン指指導導ののススキキルル】】
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（3）オンライン研修におけるサポート方法
オンライン研修は、参加者が場所や時間の制約を受けずに学習できる柔軟性を持つ一方で、
対面研修と比較して参加者の学習進捗や集中度の管理が難しいという課題がある。効果的な
オンライン研修を実現するには、適切なサポート体制を整えることが必須条件であることか
ら、オンライン研修を成功させるための具体的なサポート項目とその内容について整理した
（図 6-2-3-1）。

61サポート項目 サポート内容

事前の準備と設定
①明確な目的と目標の設定 ：話し合いの目的や目標を事前に設定し、明確に説明

②適切なグループ構成 ：学習テーマに基づく、参加者の所属、経験、資格、スキルや役割等に基づくグループ構成の設定

指示と役割の明確化
①タスクの説明 ：具体的なタスクやディスカッションのテーマを明確に説明

②明確な役割分担 ：リーダー、タイムキーパー、記録係などの役割分担の設定と指示

技術的サポート

①オンラインツールの活用 ：学習内容に応じたチャット機能、投票機能、ホワイトボード等の活用

②ツールの使用方法説明 ：オンラインツールの機能や操作方法の説明

③トラブルシューティング ：技術的な問題発生への対処および準備

適切な時間管理
①適切な時間の管理 ：ブレイクアウトルームのセッション時間を管理し、時間内のタスク完了をサポート

②適切な休憩の設定 ：適宜、適切な休憩時間の設定と管理による集中力の維持をサポート

定期的な巡回とサ
ポート

①適切な巡回サポート ：ブレイクアウトルームへの定期的な巡回と進捗確認に基づく、質疑応答、アドバイスの提供

②即時フィードバックの提供：即時に方向性の修正や論点の整理などのフィードバックを提供

６ インタラクティブ
なサポート

①迅速な質問対応 ：質問への迅速かつ的確な回答および理解を深めるサポートの提供
②追加質問や視点等のアドバ
イス ：適宜、追加の質問や視点を提供し、ディスカッションを円滑化するサポートの提供

７ 学習リソースの提
供

①追加資料の提供 ：適時、関連資料やリンクの共有等、討議や作業の質を向上するための追加リソースを提供

②参考情報の提示 ：適時、事例やデータを提供し、具体的かつ実践的な学習の促進を補助

８ エンゲージメント
（意欲・やる気・動機
等）の促進

①成果等への評価承認 ：成果や進捗への適時評価・承認によるモチベーションの維持

②インタラクティブなアク
ティビティ ：インタラクティブなアクティビティによる積極的な関与の促進

まとめと共有
①成果の整理および共有サ
ポート

：グループワークの成果の整理（記録等）をサポートし、グループ内での重要なポイントや結論を共
有する場を提供

②成果の全体共有促進 ：参加者全体に対する成果共有の場を提供

フォローアップ
①追加質問への対応 ：ディスカッション後の質問やフォローアップのための時間を設定

②次のステップの提示 ：ディスカッションの結果や成果を踏まえ、次段階へのアクションプランを提示

図 オンライン研修におけるサポート項目確認表

1）事前の準備と設定
オンライン研修を効果的に進行するためには、研修の目的や目標を事前に明確に設定し、
参加者に共有することが重要である。具体的には、研修内容のゴールや学習テーマを明確
に説明し、受講者の経験やスキルに応じて適切なグループを編成する。また、役割分担を
事前に設定し、リーダーや記録係などの役割を明確にすることで、研修の円滑な進行を支
える。
2）指示と役割の明確化
オンライン研修では、対面研修に比べて指示が曖昧になるリスクが高い。そのため、タ
スク内容やスケジュールを具体的に説明し、各参加者の役割を明確化することが必要であ
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る。リーダーやタイムキーパーなどの役割を明示し、研修の進行を効率化する。
3）技術的サポート
オンライン研修では、技術的なトラブルが発生する可能性が高いため、これに対応する
ためのサポートが不可欠である。オンラインツールの使用方法を事前に説明するとともに、
トラブルシューティングの手順を準備しておく必要がある。また、参加者がツールをスムー
ズに操作できるよう、事前の練習機会を設けることも有効である。
4）適切な時間管理
オンライン研修では、時間管理が疎かになると、参加者の集中力が低下する可能性があ
る。そのため、ブレイクアウトルームの活用などを通じて適切な時間配分を設定し、定期
的な休憩を挟むことで、集中力を維持する工夫が求められる。
5）定期的な巡回とサポート
オンライン研修中は、参加者が進捗状況を確認しづらい場合があるため、講師やファシ
リテーターによる定期的な巡回が必要である。進捗確認や質問対応を行い、即時フィード
バックを提供することで、受講者が抱える疑問や課題を迅速に解決することが可能である。
6）インタラクティブなサポート
オンライン研修を効果的に進めるためには、質問や視点の深掘りを行い、ディスカッショ
ンを円滑にするためのインタラクティブなサポートが必要である。参加者が自由に質問し
やすい環境を整えることが、学習の質を向上させる鍵となる。
7）学習リソースの提供
オンライン研修の内容を補完し、学びを深めるためには、適切な学習リソースの提供が
重要である。例えば、関連資料や事例データなど、参加者が自主的に学習を進めるための
参考情報を共有することが求められる。
8）エンゲージメントの促進
オンライン研修では、受講者のやる気や意欲を高めることが重要である。そのため、成
果や進捗の確認を行い、ポジティブなフィードバックを提供することが必要であり、イン
タラクティブなアクティビティを取り入れることで、研修への主体的な参加を促すことが
できる。
9）まとめと共有
オンライン学習に限らないが、研修修了時には、成果を全体で共有し、参加者全体の理
解を深めることによって、研修内容が定着し学びが実践につながることを促進する。
10）フォローアップ
研修修了後は、研修中に生じた質問や課題に対応し、次のステップへの行動計画を提示
することで、受講者が継続的に学習できる環境を整えるようなフォローが重要である。
オンライン研修を効果的に実施するためには、上記のような多岐にわたるサポート項目を
適切に実施することが前提であり、これらのサポートは、参加者が研修内容を深く理解し、
実践に活かすために不可欠であり、オンライン研修の成功に多大な影響を与えると考えられ
る。研修を実施する際は、これらのサポートを計画的に組み込み、質の高いオンライン研修
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を提供することが求められる。
（4）認知症介護実践者研修
1）認知症介護実践者研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性
認知症介護実践者研修のカリキュラムは、受講者が現場で即座に実践できるスキルを習
得することを目的として設計されている。しかしながら、一部の教育方法においては、物
理的な環境や対面での実践が不可欠であるため、オンライン形式での実施が困難である。
各教育方法の研修カリキュラムへの該当状況とオンライン対応の難易度について整理した
（表 6-2-4-1、表 6-2-4-2）。

62表 オンライン困難な実践者研修カリキュラム

認知症介護実践者研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況

高
度
な
技
術
習
得

緻
密
・
複
雑
な
共
同
作
業

非
言
語
情
報
を
要
す
る
繊
細
な

討
議 即

時
指
導
に
よ
る
技
術
習
得

大
人
数
の
同
時
活
動

深
い
個
別
指
導

安
全
管
理
に
関
す
る
技
術
習
得

８
物
理
的
な
空
間
の
共
有

９
機
密
性
を
要
す
る
討
議

１ 認知症ケアの基本

認知症介護実践者研修の理解
・認知症介護実践者の役割
・認知症介護実践者研修の概要
・自己課題の設定

認知症ケアの理念

・認知症の人の理解
・認知症の理解
・認知症ケアの理念
（認知症ケアの変遷、パーソンセンタードケア、共生社会の実現を推
進するための認知症基本法の理念）

生活支援の方法

・生活支援の方向性
（生活の考え方、意思を尊重した生活支援の理解）
・認知症によって起きやすい生活の障害と有する能力
・日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）への支援（日常
生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面におけるコミュニ
ケーションの基本的態度、意思決定支援の方法）・社会生活
（活動・交流・就労等）への支援（ 社会生活（活動・交流・就
労等）における意思決定支援の方法）

△

権利擁護の視点に基づく支援

・権利擁護の基本的知識
・認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方
・認知症ケアの倫理の必要性と考え方
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束
・権利擁護のための具体的な取組み

家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解
・家族介護者の心理（様々な家族介護者の声）
・家族介護者の支援方法

行動・心理症状（ ）の
理解と支援

・生活の質の理解
・行動・心理症状（ ）の基本的理解
・行動・心理症状 を緩和するケア方法の理解
・主な症状を緩和するケアの検討（事例演習）

△
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63

認知症介護実践者研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況

高
度
な
技
術
習
得

緻
密
・
複
雑
な
共
同
作
業

非
言
語
情
報
を
要
す
る
繊
細

な
討
議 即

時
指
導
に
よ
る
技
術
習
得

大
人
数
の
同
時
活
動

深
い
個
別
指
導

安
全
管
理
に
関
す
る
技
術
習

得 ８
物
理
的
な
空
間
の
共
有

９
機
密
性
を
要
す
る
討
議

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

学習成果の実践展開と共有
・自施設・事業所における実践の準備
・自施設・事業所における実践
・自施設・事業所における実践の報告

共生社会を推進する地域資源の理解と
展開

・共生社会を推進する地域資源と実践者の役割
・共生社会の実現を推進する地域資源の活用
・地域資源としての介護保険施設・事業所等

アセスメ ントとケアの 実践の基本

・認知症の人のアセ スメントの基礎的 知識
・観察の方法とポイ ント
・アセスメントの実 際（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識
・実践計画作成の展 開（事例演習）
・実践計画の評価

〇 △ 〇

３ 実習

課題設定
・職場実習のねらい
・対象者選定
・課題設定
・４週間の行動計画の作成

〇 〇
職 場 実 習（アセス メントとケ ア

の実践）
・実習の準備
・実習の開始
・報告準備

４ 週
間 〇 〇

職場実習評価
・職場実習報告
・ケア実践計画の評価
・職場への報告と展開

△ 〇

表 オンライン困難な実践者研修カリキュラム

（ⅰ）生活支援の方法
【困難な学習方法】：緻密・複雑な共同作業
生活支援の方法は、グループ検討によって生活支援の方法を計画する演習が主と
なっており、緻密かつ複雑な共同作業を必要とするため、オンライン形式では円滑な
実施が難しいと思われる。実施方法によっては可能であると考えられるため、指導内
容によって選択することが必要である。

（ⅱ）心理・行動症状（行動・心理症状（BPSD））の理解と支援
【困難な学習方法】：緻密・複雑な共同作業
行動・心理症状（BPSD）の対応方法を学ぶ際には、具体的な事例を基にした対面
での指導が効果的であり、緻密かつ複雑な共同作業が必要となるため、生活支援の方
法と同様、オンラインによる指導方法によって学習目標が達成される場合は、オンラ
イン学習も可能な内容と考えられる。

（ⅲ）アセスメントとケアの実践の基本
【困難な学習方法】：高度な技術習得、深い個別指導
実際の事例を基にしたアセスメント演習やケア計画の作成には対面指導が必要であ
り、また、実習と直接連動しているカリキュラムであるため、個別指導を必要として
いる。そのため、オンライン形式では十分な効果を得るのが難しいと考えられる。
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（ⅳ）職場実習の課題設定と職場実習、職場実習評価
【困難な学習方法】：物理的な空間の共有、深い個別指導、機密性を要する討議
職場実習に向けての実習計画の作成および職場実習評価では、特定の事例情報など
機密性を要する情報を扱った学習であるため、通信方式を利用した方法は不適切であ
ると考えられる。また、職場での事例を基にした実地での活動を通じて技術の定着を
図ることが不可欠であり、実践学習が求められるため、オンライン形式では対応が不
可能と考えられる。

（ⅴ）結論
認知症介護実践者研修のカリキュラムでは、現場での体験や対面指導を重視した教
育方法が多く含まれており、これらの教育方法のオンライン対応は難しい場合が多い。
特に、アセスメントやケアの実践、職場での実習に関しては、対面での活動を通じて
学習効果を最大化することが求められている。一方で、部分的にオンライン形式で補
完できる内容も存在するため、オンラインと対面を適切に組み合わせたブレンド型の
研修も有効であると考えられる。

2）オンラインを活用した認知症介護実践者研修の方法
認知症介護実践者研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性に基づき、認知症
介護実践者研修におけるオンライン学習を活用した研修方法案を提案した（図 6-2-4-1）。
オンラインによる学習が可能なカリキュラムは、「認知症介護実践者研修の理解」「認知症
ケアの理念」「生活支援の方法」「権利擁護の視点に基づく支援」「家族介護者の理解と支
援方法」「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」「学習成果の実践展開と共有（計画作成）」
であり、理論的知識や討議を中心とした内容であるが、オンラインによる同期型の学習方
法が可能であると考えられる。
一方、集合型学習が必須なカリキュラムは、「学習成果の実践展開と共有（報告と共有）」

「共生社会を推進するための地域資源の理解と展開」「アセスメントとケアの実践の基本」
「職場実習の課題設定」「職場実習」「職場実習評価」など実践的な技術や現場における体
験学習等を重視しており、対面での指導や個別指導、高度な技術の習得、機密情報を要す
る討議、グループ活動、介護現場の環境が必要となる内容である。
ブレンド型研修は、オンライン学習の柔軟性と集合型研修の実践的な指導の利点を組み
合わせた効果的な方法であり、オンライン学習を組み入れた本研修方法案は理論学習をオ
ンラインで行い、実践的なスキル習得を集合型研修や職場実習で補完することで、受講者
が現場で必要なスキルを確実に習得できるよう設計されている。また、この方法は学習の
効率性と実用性を両立させる優れたアプローチであると考えられる。
これらオンライン学習と集合型の学習をブレンドした研修方法によって、受講アクセシ
ビリティを向上し、また理論と実践の両方をバランスよく学ぶことが可能となる。
また効果的なオンライン学習を促進するためには、条件として事前準備と設定、指示と
役割の明確化、技術的サポート、適切な時間管理、定期的な巡回とサポート、インタラクティ
ブなサポート、学習リソースの提供、エンゲージメントの促進、まとめと共有、フォローアッ
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プ等のサポートを実施することが条件であり、これらのサポートを通じてオンライン学習
の効率性と学習効果を向上することが可能となる。

64

オオ
ンン
ララ
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ンン
可可

集集
合合
方方
式式

図 オンライン学習を活用したブレンド案【実践者研修】

日目
認知症介護
実践者研修
の理解
（ ）

認知症ケアの理念（ 生活支援の方法 ＊旧生活支援１

日目 権利擁護の視点に基
づく支援（ ））

家族介護者の理
解と支援方法

（
行動・心理症状（ ）の理解と支援

（ ）＊旧生活支援２

学習成
果 の実
践展開
と 共有

インターバル期間

日目
学習成果
の実践展開
と 共有

共生社会を推進する地域
資源の理解と展開

（ ）
アセスメ ントとケアの 実践の基本（ ）

日目
アセスメ ントとケア

の 実践の基本
（ ）

課題設定
（ ） 課題設定（ ）

【【オオンンラライインン研研修修ササポポーートト内内容容】】
1. 事前の準備と設定
2. 指示と役割の明確化
3. 技術的サポート
4.適切な時間管理
5. 定期的な巡回とサポート
６. インタラクティブなサポート
７. 学習リソースの提供
８. エンゲージメント（意欲・やる気・
動機等）の促進
9. まとめと共有
10. フォローアップ

+

＊＊オオンンラライインン条条件件

職場実習評価（180）

職場実習(4W)



211

（5）認知症介護実践リーダー研修
1）認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性
認知症介護実践リーダー研修のカリキュラムは、受講者が現場で即座に実践できるスキ
ルを習得することを目的として設計されている。しかしながら、一部の教育方法において
は、物理的な環境や対面での実践が不可欠であるため、オンライン形式での実施が困難で
ある。各教育方法の研修カリキュラムへの該当状況とオンライン対応の難易度について整
理した（表 6-2-5-1、表 6-2-5-2）。

65表 オンライン困難な実践リーダー研修カリキュラム

認知症介護実践リーダー研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況

高
度
な
技
術
習
得

緻
密
・
複
雑
な
共
同
作
業

非
言
語
情
報
を
要
す
る
繊
細
な
討

議
即
時
指
導
に
よ
る
技
術
習
得

大
人
数
の
同
時
活
動

深
い
個
別
指
導

安
全
管
理
に
関
す
る
技
術
習
得

８
物
理
的
な
空
間
の
共
有

９
機
密
性
を
要
す
る
討
議

１ 認知症介護実践リーダー研修総論

認知症介護実践リーダー研修の理解
・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

認知症の専門的知識

施策の動向と地域展開
・認知症施策の変遷
・認知症施策の動向と共生社会の実現を推進する認知症基本
法の方向性（共生社会の実現を推進するための認知症基本法
設立の経緯、理念と概要）・地域における認知症ケア関連施
策の展開

認知症の専門的理解

・認知症に関する理解
（・認知症の病態や経過の捉え方、診断方法に関する
最新情報・認知症の原因疾患別の特徴を踏まえた混合
認知症の特徴・認知症治療薬の特徴と注意）
・認知症を取り巻く動向
（・認知症施策の動向と共生社会の実現を推進するた
めの認知症基本法の方向性・全国における各地域での
認知症施策の展開）

認知症ケアにおけるチームマネジメント

カンファレンス 会議）の技法と実践
・チームにおけるカンファレンスの目的と意義
・カンファレンスを円滑に行うためのコミュニケー
ション・効果的なケアカンファレンスの展開

△ 〇 〇 〇

ストレスマネジメントの理論と方法 ・チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要
性・ストレスマネジメントの方法 △

認知症ケアにおけるチームマネジメン
トの理論と方法

・チームマネジメントの基本的理解
・認知症ケアにおけるチームマネジメントの必要性
・認知症におけるチームケア推進プログラムの展開
・認知症のチームケアにおけるチームマネジメントの
実践方法

△ △ △
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66

認知症介護実践リーダー研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況

高
度
な
技
術
習
得

緻
密
・
複
雑
な
共
同
作
業

非
言
語
情
報
を
要
す
る
繊
細
な

討
議 即

時
指
導
に
よ
る
技
術
習
得

大
人
数
の
同
時
活
動

深
い
個
別
指
導

安
全
管
理
に
関
す
る
技
術
習
得

８
物
理
的
な
空
間
の
共
有

９
機
密
性
を
要
す
る
討
議

認知症ケアの指導方法

職場内教育（ ）の理論と方法

・人材育成の意義と方法
・職場内教育の意義と方法
・職場内教育（ ）における指導技法
（・ティーチング、コーチングの理論と技法の理解・
面接技法の理論と技法の理解
・スーパービジョンの基本的理解
・ティーチング・コーチング・面接技法を活用した指
導の実際）
・職場内教育（ ）の実践方法

〇 〇 〇 〇 〇

認知症ケア指導の実践方法

・介護目標設定 に関する指導（事例演習）
・アセスメントに関する指導（事例演習）
・生活の質を向上するケア方法に関する指導（事例演
習）
・自己の指導の特徴の振り返り

〇 △ 〇 〇

認知症ケア指導実習

職場実習の課題設定
・介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の
理解
・介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法の立案
・実習計画の立案

〇 〇 〇

職 場 実習 （職場の介護職員等の
認知症ケアの能力の評価、課題の設
定・合意、指導目標の設定や指導計
画を作成）

・認知症ケア能力の評価と課題の設定・合意
・指導目標の立案方法の理解
・指導目標に応じた指導計画の作成
・指導計画に応じた指導の実施

４ 週間 〇 〇 △ 〇 〇

職場実習 評価
・認知症ケア指導の実践方法に関する自己の課題の整
理と考察
・認知症ケア指導に関する方向性の明確化

△ 〇 〇

表 オンライン困難な実践リーダー研修カリキュラム

（ⅰ）カンファレンス（会議）の技法と実践
【困難な学習方法】: 緻密・複雑な共同作業、非言語情報を要する繊細な討議、大人
数の同時活動、物理的な空間の共有
カンファレンスでは、模擬演習による体験学習が重要となり、表情やジェスチャー、
声の抑揚などの非言語情報が学習要素として重要となる。また、複数人の受講者が
参加するグループ演習が必要であるため、オンライン環境では実施が困難となり、
集合による対面形式での指導が必要となる。

（ⅱ）ストレスマネジメントの理論と方法
【困難な学習方法】: 緻密・複雑な共同作業
ストレスマネジメントの方法に関する学習は、事例検討やグループによる共同作業
が中心となるため、受講者間の複雑な交流や意見交換等が必要となり、集合型による
対面学習が望ましい。しかし、オンライン研修の実施方法によっては、学習効果を確
保することが可能となる場合があるため、選択的にオンライン学習も可能である。

（ⅲ）認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法
【困難な学習方法】:緻密・複雑な共同作業、大人数の同時活動、物理的な空間の共有
チームマネジメントの実践方法の習得には、対面でのディスカッションや協働作業
が必要であり、オンラインではグループ内の動きや協力関係を十分に再現するのが難
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しいと考えられる。しかし、オンライン学習の実施方法によっては、これらの学習が
可能な場合があり、選択的にオンライン学習を実施できるカリキュラムとなる。

（ⅳ）職場内教育（OJT）の理論と方法
【困難な学習方法】: 高度な技術習得、緻密・複雑な共同作業、非言語情報を要する
繊細な討議、即時指導による技術習得、深い個別指導
職場内教育（OJT）の理論と方法は、現場での具体的な状況に応じた指導を実践す
るための方法を修得することが目的であり、高度な技術が求められることから、個別
指導や即時のフィードバックが必要である。オンライン環境では、瞬時の指導や動作
確認が難しいため、対面指導による学習が必要である。

（ⅴ）認知症ケア指導の実践方法
【困難な学習方法】: 高度な技術習得、緻密・複雑な共同作業、即時指導による技術
習得、深い個別指導
職場における認知症ケア指導の実践方法を学ぶ際には、実地での指導や演習が不可
欠であり、高度な技術指導、複雑な共同作業や個別の指導が必要となる。オンライン
では、細かい動作の確認や修正が難しく、実技の学習が困難である。

（ⅵ）職場実習の課題設定
【困難な学習方法】: 即時指導による技術習得、深い個別指導、機密性を要する討議
職場実習の課題設定は、現場の事例を活用しながら課題を設定する必要があり、機
密性を要する討議が必要となる。また、職場実習の準備作業であり、円滑な実習の遂
行において即時あるいは深い個別指導による実践的な学習が不可欠である。

（ⅶ）職場実習
【困難な学習方法】: 高度な技術習得、非言語情報を要する繊細な討議、深い個別指導、
物理的な空間の共有、機密性を要する討議
職場実習は、受講者の職場における実践学習であるため、オンラインによる実施は
不可能である。

（ⅷ）職場実習評価
【困難な学習方法】: 深い個別指導、機密性を要する討議
実習評価には、受講者の具体的な行動や成果を詳細に討議する必要があり、オンラ
イン環境ではセキュリティの懸念があり、機密性の高い議論を行うには対面学習が適
切であるため、オンラインによる学習は困難であると考えられる。

（ⅸ）結論
認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおいて、オンライン実施が困難な方法
は、主に実践的なスキルの習得や非言語情報を伴う活動、現場環境での観察や指導を
必要とするカリキュラムとなる。これらの学習方法は対面形式で実施することで、受
講者の理解を深め、指導の効果を最大限に引き出すことを可能としている。一方、理
論的な内容はオンライン形式で補完することが可能であり、オンラインと対面を組み
合わせたブレンド型の研修が適切であると考えられる。
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2）オンラインを活用した認知症介護実践リーダー研修の方法
認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性に基づき、
認知症介護実践リーダー研修におけるオンライン学習を活用した研修方法案を提案した。
オンラインによる学習が可能なカリキュラムは、「認知症介護実践リーダー研修の理解」「施
策の動向と地域展開」「認知症の専門的理解」「ストレスマネジメントの理論と方法」であり、
理論的知識や討議を中心とした内容であるが、オンラインによる同期型の学習方法が可能
であるカリキュラムと考えられる。
一方、集合型学習が必須なカリキュラムは、「カンファレンス（会議）の技法と実践」「認
知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」「職場内教育（OJT）の理論と方法」
「認知症ケア指導の実践方法」「職場実習の課題設定」「職場実習」「職場実習評価」など実
践的な技術や現場における体験学習等を重視しており、対面での指導や個別指導、高度な
技術の習得、機密情報を要する討議、グループ活動、介護現場の環境が必要となるカリキュ
ラムである。
ブレンド型研修は、オンライン学習の柔軟性と集合型研修の実践的な指導の利点を組み
合わせた効果的な方法であり、1日間のオンライン研修と 4日間の集合研修をブレンドし
た本研修方法案は理論学習をオンラインで行い、実践的なスキル習得を集合型研修や職場
実習で補完することで、受講者が現場で必要なスキルを確実に習得できるよう設計されて
いる。また、この方法は学習の効率性と実用性を両立させる優れたアプローチであると考
えられる。
これらオンライン学習と集合型の学習をブレンドした研修方法によって、受講アクセシ
ビリティを向上し、また理論と実践の両方をバランスよく学ぶことが可能となる。
また効果的なオンライン学習を促進するためには、条件として事前準備と設定、指示と
役割の明確化、技術的サポート、適切な時間管理、定期的な巡回とサポート、インタラクティ
ブなサポート、学習リソースの提供、エンゲージメントの促進、まとめと共有、フォローアッ
プ等のサポーを実施することが条件であり、これらのサポートを通じてオンライン学習の
効率性と学習効果を向上することが可能となる（図 6-2-5-1）。
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67

図 オンライン学習を活用したブレンド案【実践リーダー研修】

結果報告・職場実習評価（ ）

職場実習

オオ
ンン
ララ
イイ
ンン
可可
能能

集集
合合
方方
式式

日目 リーダー研修の理
解（ ） 施策の動向と地域展開（ ） 認知症の専門的理解

（ ） ストレスマネジメントの理論と方法（ ）

日目 カンファレンス（会議）の技法と実践（ ） 認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法（ ）

日目 職場内教育（ の理論と方法（ ））※計 分 職場内教育（ の理論と方法（ ）

日目 認知症ケア指導の実践方法(180)※計 分 認知症ケア指導の実践方法

日目 職場実習の課題設定（ ＊地域の実状に応じて延長を可能とする

＊地域の実状に応じて延長を可能とする

（6）認知症介護指導者養成研修
1）認知症介護指導者養成研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性
認知症介護指導者養成研修のカリキュラムは、受講者が現場で実践できるスキルの習得
を目的として設計されている。しかしながら、一部の教育方法においては、物理的な環境
や対面での実践が不可欠であるため、オンライン形式での実施が困難である。各教育方法
の研修カリキュラムへの該当状況とオンライン対応の難易度について整理した（表 6-2-
6-1、表 6-2-6-2）。
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68表 オンライン困難な指導者養成研修カリキュラム

認知症介護指導者養成研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況

高
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な
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る
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す
る
技
術
習
得

８
物
理
的
な
空
間
の
共
有

９
機
密
性
を
要
す
る
討
議

１ 認知症介護研修総論

認知症介護実践者等養
成事業の実施

・認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景（事前課
題）
・実践研修等の概要（事前課題）
・実践研修等の展開状況（事前課題）
・指導者の役割と実践事例

時間

認知症ケアに関する施
策と行政との連携 

・認知症施策の変遷（事前課題）
・現在の認知症施策の動向（事前課題）（認知症施策推進大
綱、共生社会の実現を推進するための認知症基本法）
・関連専門職の役割とスキル（事前課題）
・指導者と行政との連携のポイントと事例

時間

研修の目標設定と研修
総括 

・自己の目標設定
・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・指導者のネットワークについて

時間

２ 認知症ケアにおける教育の理論と実践 

教育方法論 ・討議法の特徴と活用（オンライン教育の活用と特徴）
・認知症ケア実践における課題解決技法の活用（演習）

時間 △ △ △ △

授業設計法

・授業計画や教材作成の基本的考え方
・授業のねらいの設定
・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント
・授業の評価と改善方法
・授業計画及び教材作成（演習）

時間

△ △ △

授業の実施と評価
・模擬授業の実施
・受講者間の討議による模擬授業の評価
・授業計画及び教材の修正

時間
△ △ △ △ △ △

研修企画と評価
・カリキュラム構築の基本的知識
・研修目標の設定
・研修内容と順序の検討
・研修カリキュラムの評価

５ 時間
〇 △ 〇 〇 〇
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認知症介護指導者養成研修カリキュラム案

オンライン困難な方法別 該当状況
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３ 認知症ケア対応力向上のための人材育成 

人材育成論
・認知症ケアにおける人材育成
・人材育成における動機づけの理解
・効果的な人材育成のための組織体制づくりと運用

時間

成人教育論 
・成人教育学の基本的考え方
・教育者の役割と倫理・学習支援の方法

時間

認知症ケアに関する研
究法の概論

・学術的な研究の考え方とプロセス・研究課題の設定
・介入方法に合わせたデータ収集の方法
・分析と仮説の検証・研究成果のまとめ方やプレゼンテーショ
ン

時間

△ △ △ △

職場実習企画 ・職場実習に関するオリエンテーション
・職場実習企画書の作成

時間 〇 〇 〇
職場実習 ・企画書に基づいた実践 週間 〇 〇
職場実習（振り返り） ・職場実習全体の振り返り 時間

職場実習報告 ・取り組みの成果の報告 時間

４ 地域における認知症対応力向上の推進 

共生のために地域で支
え合う体制づ くり 

・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な基本的考え
方（事前課題）
・関係機関等との連携体制における指導者の位置づけと役割
（事前課題）
・医療・介護・地域連携等の実践事例
・地域における認知症の人に対する支援体制づくりの目標と課
題の整理

時間

相談援助の理論と方法

・相談援助における原則や基本的態度、必要な知識・技術の理
解
・相談者の置かれている状況や課題、ニーズを踏まえ、課題解
決するための情報収集及びその分析方法の実践的理解
・事例等を用いた演習を通して具体的な相談援助の場面及び過
程における技術等の習得
・自己の相談援助のあり方の振り返りと今後の取り組みの方向
性の明確化

時間

〇 〇 〇 〇 〇

表 オンライン困難な指導者養成研修カリキュラム
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（ⅰ）教育方法論
【困難な学習方法】高度な技術習得、緻密・複雑な共同作業、物理的な空間の共有
教育技術の習得には模擬体験による学習や演習が必要であり、講義法に関するグ
ループ討議では非言語的な要素を含むグループワークが不可欠であることから、集合
が望ましいが、オンライン学習の工夫により理論や基礎知識の学習については可能で
ある。

（ⅱ）授業設計法
【困難な学習方法】高度な技術習得、即時指導による技術習得、深い個別指導
授業計画の実践的理解を目的としており、実践的な手法やツールの操作など高度な
技術習得や即時フィードバックによる指導が必要であり、オンラインでの学習では指
導が不十分となるため、集合形式による学習が望ましいが、オンライン指導の工夫や
サポートによって計画作成や基本知識の学習については、オンライン学習も一部可能
である。

（ⅲ）授業の実施と評価
【困難な学習方法】高度な技術習得、緻密・複雑な共同作業、即時指導による技術習得、
深い個別指導、大人数の同時活動、物理的な空間の共有
実践的な授業展開のスキル習得には、授業実践後の即時指導と修正、深い個別指導
が必要であり、また、模擬授業の実施演習では高度な技術習得や大人数の同時活動、
物理的な空間の共有を必要としオンライン環境には限界があるため、集合型による学
習が望ましい。しかし、オンライン授業の実施と評価に関する学習では、オンライン
上での模擬実践が必要となるため、一部オンライン実施が可能である。

（ⅳ）認知症ケアに関する研究法の概論
【困難な学習方法】高度な技術習得、緻密・複雑な共同作業、即時指導による技術習得、
深い個別指導
研究方法の理解や実践方法の習得は、高度な技術を必要とし、緻密・複雑な共同に
よる演習や計画作成が重要となる。また、個別の深い指導や即時のフィードバックが
求められ、オンライン環境による学習には限界があり集合による学習が望ましいと考
えられる。

（ⅴ）職場実習
【困難な学習方法】高度な技術習得、物理的な空間の共有
職場における実地学習では職場環境での観察や実践を伴い物理的な空間の共有が必
要となるため、オンラインでは現場の状況を十分に共有できないことからオンライン
による学習は困難と考えられる。
認知症介護指導者養成研修カリキュラムでは、教育や指導、現場での指導実践を重視
する内容が多く、オンライン形式での実施が困難な場面が多い。特に、「非言語情報を
要する繊細な活動」や「深い個別指導」、「物理的な空間の共有」を必要とする項目では、
対面での指導が不可欠である。一方で、理論的な内容についてはオンライン形式で補完
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できる部分もあり、オンラインと集合型研修の組み合わせが効果的な研修方法となる。
2）オンラインを活用した認知症介護指導者養成研修の方法
認知症介護指導者養成研修カリキュラムにおけるオンライン学習の妥当性に基づき、オ
ンライン学習を活用した研修方法案を提案した。オンラインによる学習が可能なカリキュ
ラムは、「研修の目標設定と総括」「実践者等養成事業の実施」「認知症ケアに関する施策
と行政との連携」「共生のために地域で支える体制づくり」「成人教育論」「人材育成論」「教
育方法論」「職場実習中間発表」「職場実習報告」「授業設計法（オンライン）」「授業の実
施と評価（オンライン）」であり、理論的知識や討議を中心とした内容であるが、オンラ
インによる同期型の学習方法が可能であるカリキュラムと考えられる。
一方、集合型学習が必須なカリキュラムは、「教育方法論」「研修企画と評価」「相談援
助の理論と方法」「認知症ケアに関する研究法の概論」「授業設計法（講義・演習）」「授業
の実施と評価」「職場実習企画」「職場実習」など実践的な技術や現場における体験学習等
を重視しており、対面での指導や個別指導、高度な技術の習得、機密情報を要する討議、
グループ活動、介護現場の環境が必要となるカリキュラムである。
なお、「教育方法論」については基本知識や理論をオンライン学習で、実践技術の習得
や理解には集合型の学習を設計しオンラインと集合型の学習をブレンドした方法を設定し
ている。「授業設計法」「授業の実施と評価」については、集合型による授業法の習得を主
として、オンラインを活用した授業法の習得はオンライン学習での習得を設定しており、
習得すべき内容に応じてブレンド型の方法を設計している。
ブレンド型研修は、オンライン学習の柔軟性と集合型研修の実践的な指導の利点を組み
合わせた効果的な方法であり、理論学習をオンラインで行い、実践的なスキル習得を集合
型研修や職場実習で補完することで、受講者が現場で必要なスキルを確実に習得できるよ
う設計されている。また、この方法は学習の効率性と実用性を両立させる優れたアプロー
チであると考えられる。
これらオンライン学習と集合型の学習をブレンドした研修方法によって、受講アクセシ
ビリティを向上し、また理論と実践の両方をバランスよく学ぶことが可能となる。
また効果的なオンライン学習を促進するためには、条件として事前準備と設定、指示と
役割の明確化、技術的サポート、適切な時間管理、定期的な巡回とサポート、インタラクティ
ブなサポート、学習リソースの提供、エンゲージメントの促進、まとめと共有、フォローアッ
プ等のサポーを実施することが条件であり、これらのサポートを通じてオンライン学習の
効率性と学習効果を向上することが可能となる。
3）オンラインを活用した認知症介護指導者養成研修の流れ
認知症介護指導者養成研修カリキュラムの流れについて、オンライン研修と集合研修、
職場実習を組み合わせたブレンド型の研修の日程案を作製した。以下に、研修の流れを段
階ごとに説明する（図 6-2-6-1）。
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図 オンライン学習を活用した研修方法案【指導者養成研修】

週数 形式 日数

オ
ン
ラ
イ
ン

目標設定と総括（ ）
（開講式含む）

実践者等養成事業
の実施

認知症ケアに関する施
策と行政との連携

共生のために地域で
支えあう体制づくり 研修の目標設定と総括

成人教育論 人材育成論 目標設定と総括（１）

教育方法論 教育方法論

授業設計法（講義）（７）

～ 週間のインターバル

集
合

教育方法論（３） 教育方法論（ ）

研修企画と評価（５） 教育方法論（２）

相談援助の理論と方法（講義・演習）（７）

授業設計法（演習）（７）

授業設計法（演習）（７）

授業設計法（演習）（７）

授業の実施と評価（７）

授業の実施と評価（７）

認知症ケアに関する研究法の概論
（２）

職場実習企画（ ）

職場実習企画（７）

～
職場実習 職場実習中間発表（ ）

～

オ
ン
ラ
イ
ン

職場実習報告（７）

職場実習報告（７）

授業設計法（オンライン）（３） 授業設計法（オンライン）（４）

授業の実施と評価（オンライン）３） 研修の目標設定と総括 ） 修了式）

（ⅰ）第 1週：オンライン研修（導入・基礎知識の習得）
研修の初週はオンライン形式で実施され、指導者としての基礎知識を習得すること
を目的としている。
ⅰ）目標設定総括（1時間）・研修の目標設定総括（2時間）
・研修の全体像を理解し、学習目標を明確化する。

ⅱ）実践者等養成事業の実施（1時間）
・認知症介護に関する研修事業の実施方法を学ぶ。
・認知症ケアに関する施策と行政との連携（1時間）
・認知症ケアにおける政策・行政との連携の重要性を学ぶ。

ⅲ）共生のために地域で支え合う体制づくり（2時間）
・認知症の人が安心して暮らせる地域支援体制について学ぶ。

ⅳ）成人教育論（3時間）・人材育成論（3時間）
・成人学習の特性や教育手法の基礎を学ぶ。

ⅴ）授業設計法（講義）（7時間）・教育方法論（7時間）
・研修を設計するための基本的な方法を学習する。

（ⅱ）第 2～ 3週：集合研修（理論と実践の統合）
この期間は、受講者が集合研修に参加し、実践的な学習を深めるフェーズである。
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ⅰ）教育方法論（3時間）・教育方法論（4時間）
・より具体的な教育理論を学び、指導方法の理解を深める。

ⅱ）研修企画と評価（5時間）
・研修プログラムの作成や評価手法を学ぶ。

ⅲ）相談援助の理論と方法（講義・演習）（7時間）
・認知症ケアにおける相談支援の実践的スキルを習得する。

ⅳ）授業設計法（演習）（7時間）・授業の実施と評価（7時間）
・授業設計を実践し、効果的な授業の進め方を身につける。

ⅴ）認知症ケアに関する研究法の概論（2時間）
・認知症ケアの研究手法を学び、現場での活用方法を考える。

ⅵ）職場実習企画（7時間）
・実際の職場実習に向けた計画を立て、実習内容を整理する。

（ⅲ）第 4～ 8週：職場実習（実践経験の習得）
この期間は、受講者が職場に戻り、実際の現場で学びを実践するフェーズである。
・研修で学んだ知識やスキルを現場で実践する。
・職場の環境や教育方法を評価し、研修者としての指導経験を積む。

ⅰ）職場実習中間発表（3時間）
・実習の途中経過を報告し、課題を整理する。

（ⅳ）第 9週：オンライン研修（総括と最終評価）
再びオンライン形式で実施され、学習内容を整理し、研修全体の振り返りを行う。

ⅰ）職場実習報告（14時間）
・職場実習を終えた後、受講者は実習の成果を整理し、報告を行う。
・実習での経験をまとめ、学びの成果を報告する。
・他の受講者との意見交換を行い、指導者としての視点を深める。

ⅱ）授業設計法（オンライン）（7時間）・授業の実施と評価（オンライン）（3時間）
・オンライン研修の設計と評価の方法を学ぶ。
・研修の目標設定と総括（修了式）（2時間）
・研修の最終振り返りを行い、今後の課題を整理する。
・修了式を実施し、受講者の今後の活動を支援する。

	　このように、集合研修の前にオンライン学習による自学習を設定し、オンライン学
習と集合研修、職場実習を組み合わせることで、受講アクセシビリティを向上すると
ともに、理論と実践を統合した学習環境を提供することを目的としている。

（7）今後の課題と方向性
1）教育効果の維持と向上
（ⅰ）学習効果の担保

オンライン研修は時間や場所を問わず受講可能である点が利点である一方、受講者
の主体的な学習姿勢や自己管理能力に依存する部分が大きい。対面研修と比較して、
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集中力の維持が難しく、知識の定着度や理解度に差が生じる可能性がある。今後は、
オンラインでも効果的に学べるように、インタラクティブな教材の活用、クイズ形式
の確認テスト、アクティブラーニングの導入など、学習効果を高める工夫と標準化が
必要である。

（ⅱ）受講者同士の交流機会の確保
対面研修では、グループワークやディスカッションを通じた相互学習が行われるが、
オンラインではコミュニケーションの機会が限定的になる。オンライン研修の実施に
あたっては、グループディスカッション、ブレイクアウトルームの活用、受講者同士
の意見交換の場の提供など、受講者間の交流を促進する仕組みを強化し、標準化する
必要がある。

2）研修の実施体制と運営方法の整備
（ⅰ）技術的サポートの強化

オンライン研修の導入には、安定した通信環境や適切なシステムの整備が不可欠で
ある。特に、介護現場の受講者の中には ICT機器の操作に不慣れな者も多く、受講前
の技術サポートが必要となる。受講者向けにオンライン研修の操作ガイドの作成、事
前接続テストの実施、技術的なトラブルに対応する窓口の設置など、技術的なサポー
ト体制の構築が求められる。

（ⅱ）運営負担の軽減
オンライン研修の実施にあたっては、運営側の負担も考慮する必要がある。特に、
ライブ配信型のオンライン研修では、講師やファシリテーターの確保、事前の準備、
システム管理など、従来の対面研修とは異なる運営コストが発生する。今後は、研修
運営を効率化するためのマニュアル整備、外部支援機関の活用、事前収録型のオンデ
マンド研修の併用など、負担軽減のための標準化が必要である。

3）対面研修とのバランスと最適な研修設計
（ⅰ）実践的なスキル習得との両立

認知症介護研修では、介護技術や対人スキルの習得が不可欠であり、オンライン研
修だけでは対応が難しい分野がある。特に、「アセスメントとケアの実践の基本」「職
場実習」「認知症ケア指導の実践方法」などの実技を要するカリキュラムは、対面形
式での実施が不可欠である。今後は、オンラインと対面を適切に組み合わせた効果的
なブレンド型研修の設計を進め、実践的な学びとオンライン学習の利便性を両立させ
る必要がある。

（ⅱ）受講者の状況に応じた選択肢の提供
受講者の勤務形態や研修ニーズに応じて、オンラインと対面の選択肢を提供するこ
とで、より柔軟な学習環境を整備することが求められる。例えば、経験の浅い受講者
には対面研修を重視し、経験の豊富な受講者にはオンライン研修を中心にするなど、
受講者のレベルや状況に応じた研修プログラムを検討する必要がある。

4）オンライン研修の効果検証と改善
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（ⅰ）研修の受講率向上
オンライン研修の導入によって、受講機会が増えることが期待されるが、実際の受
講率や学習定着度を継続的に検証することが重要である。今後は、受講者アンケート
や学習成果の評価を実施し、オンライン研修の有効性を定期的に測定する必要がある。
また、研修修了後のフォローアップ研修の実施や、オンライン学習の継続的なサポー
ト体制の構築も課題の一つである。

（ⅱ）研修効果の評価基準の策定
対面研修とオンライン研修では、学習方法や評価方法が異なるため、それぞれの研
修効果を適切に評価する基準を策定する必要がある。例えば、知識習得型のオンライ
ン研修ではテストや課題提出を評価基準とし、実践型の対面研修では実技試験やケー
ススタディの評価を導入するなど、研修内容に応じた適切な評価方法を整備すること
が求められる。

5）受講者のモチベーション維持と研修修了後のフォローアップ
（ⅰ）研修後の継続的な学習支援

オンライン研修は受講のしやすさが強みである一方で、研修修了後のフォローアッ
プが不十分になる可能性がある。受講者が学んだ内容を現場で活用できるよう、研修
修了後の継続的な学習支援が必要である。今後は、オンラインフォーラムの活用、研
修修了者向けの追加講座の提供、オンライン相談会の実施など、受講者が学び続けら
れる環境を整備することが求められる。

（ⅱ）研修修了者のネットワーク形成
研修修了者同士が情報交換や相談を行えるネットワークを形成することも、重要な
課題である。オンラインプラットフォームを活用し、研修修了者が定期的に意見交換
を行う場を提供することで、学習の継続と実践力の向上を図ることができる。

3. オンデマンド教材の活用による研修方法
（1）オンデマンド学習に適した学習内容の特徴
オンデマンドを活用した研修を実施する際には、学習内容の特性に基づき適切に選定する
必要がある。オンデマンド学習の特性とオンデマンド化に適した内容、補完的にオンデマン
ド化が必要な内容、そしてオンデマンド化が困難な内容について整理した（図 6-3-1-1）。
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図 オンデマンド化科目の考え方

１１．．オオンンデデママンンドド学学習習のの特特性性
（ ）教育内容
・属人性が強い内容（講師によるばらつき、講師不足）
・視覚的要素が高いもの（言語化が難しい、言語伝達が困難）
・細分化（チャンク化）しやすいもの
・講義後において、時間などの制限で代表例しか紹介できないもの

（ ）研修方法
・講義中心で知識、理論、法則等の伝達が主なもの
・講義と演習が同程度の割合（一部オンデマンド化）

２２．．オオンンデデママンンドド化化科科目目のの特特性性
（１）オンデマンド化可能科目
・短時間で、演習が難しく、講義に依存しがちな科目
・基本知識、理論など知識伝達が中心で講義中心の科目

（２）オンデマンド化が補足的に必要な科目
・知識伝達と体験学習の双方が必要な科目

（３）オンデマンド学習が困難な科目
体験学習中心となり、長時間を要する科目

1）オンデマンド学習の特性
（ⅰ）教育内容の特性

・	講師に依存しない、属人的要素が強い内容に適している。これは、講師による教え
方や個々の解釈の違いが少なく、学習者全員に均一な内容を提供できる場合である。
・	視覚的要素が重要な学習内容に適している。言語のみでは伝達が困難な情報を、動
画や画像を用いて効率的に伝えることができる。
・	細分化（モジュール化）が容易で、短時間で学習が完結する内容に適している。こ
れにより、学習者が自身のペースで学ぶことが可能となる。
・	講義後に質疑応答や事例紹介が不要な内容に適している。制約された時間内で学び
を完結させる形式に最適である。

（ⅱ）研修方法の特性
・知識や理論、法規の伝達を主目的とする講義形式の学習に適している。
・	演習の必要性が少ない、もしくは講義が研修の大部分を占める場合、一部または全
体をオンデマンド化することで効率化が図れる。

2）オンデマンド化の適正科目
研修内容の特性に応じて、オンデマンド化が適する科目、補完的に活用できる科目、オ
ンデマンド化が困難な科目に分類することができる。
（ⅰ）オンデマンド化に適した科目

・短時間で完結する内容
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知識や理論の習得を目的とし、講義形式が中心の科目である。これらは講師の直接
的な介入が不要で、視聴による知識伝達が十分に可能である。例として、法令や規
則の解説、基礎理論の講義。

・反復学習が効果的な内容
基礎的な知識を何度も確認する必要がある場合、オンデマンド形式が学習者にとっ
て効率的である。

（ⅱ）補完的にオンデマンド化が必要な科目
・知識伝達と体験学習が必要な内容
体験型学習を補助する形でオンデマンド形式を活用できる。例えば、事前に理論や
背景知識をオンデマンドで学び、その後の対面研修で演習や応用に取り組むことで
学習効果を高めることができる。

・一部が講義形式の科目
演習や実技を含む研修内容であっても、講義部分のみをオンデマンド化することで
効率化が図れる。

（ⅲ）オンデマンド化が困難な科目
・体験学習が中心の内容
実技指導やグループディスカッションなど、学習者間や講師との直接的な相互作用
が求められる科目である。これらはオンデマンド形式のみでは効果的な学習が難し
い。

・長時間の直接指導を必要とする内容
状況判断力や応用力を養うような研修では、講師からのリアルタイムな指導と
フィードバックが不可欠である。

	　オンデマンド学習は、教育内容や研修方法に応じて適正に活用することで、研修の
効率化と学習効果の向上を実現する手段である。ただし、体験学習や相互作用が重要
な内容については、対面形式や直接指導と組み合わせたブレンド型の研修が必要であ
る。研修内容ごとの特性を適切に分析し、最適な形式を選択することが重要である

（2）オンデマンド教材を活用した認知症介護実践者等研修の方法案
オンデマンド学習の特徴とオンデマンド学習に適した学習内容を踏まえ、認知症介護実践
者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修カリキュラムにおけるオ
ンデマンド学習の適正およびオンデマンド科目と集合科目のブレンドによる研修方法案を作
製した。
1）認知症介護実践者研修
（ⅰ）オンデマンド学習が可能なカリキュラムの検討

認知症介護実践者研修のカリキュラムにおいて、オンデマンドによる学習が可能な
科目と、対面での受講が必要な科目について、オンデマンド学習の特性やオンデマン
ド学習に適した学習内容を踏まえオンデマンド対応が可能な科目と困難な科目に分類
した（表 6-3-2-1）。



225

73
認知症介護実践者研修改定案 オンライン可 オンデマンド可

１ 認知症ケアの基本

認知症介護実践者研修の理解
・認知症介護実践者の役割
・認知症介護実践者研修の概要
・自己課題の設定

〇
〇

＊要自己課題の
提出

認知症ケアの理念
・認知症の人の理解 ・認知症の理解 ・認知症ケアの理念
（認知症ケアの変遷、パーソンセンタードケア 、共生社会の実現を推進
するための認知症基本法の理念）

〇 〇

生活支援の方法

・生活支援の方向性
（生活の考え方、意思を尊重した生活支援の理解）
・認知症によって起きやすい生活の障害と有する能力
・日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）への支援
（日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面におけるコミュニケー
ションの方法、意思決定支援の方法、環境支援の方法）
・社会生活（活動・交流・就労等）への支援
（ 社会生活（活動・交流・就労等）における意思決定支援の方法）

〇

✘
＊複雑、高度な

事例検討
協働作業

権利擁護の視点に基づく支援
・権利擁護の基本的 知識 （認知症の人の意思決定支援の必要性と考え
方）（認知症ケアの倫理の必要性と考え方 ）
・権利侵害行為とし ての高齢者虐待と 身体拘束
・権利擁護のための 具体的な取組み

〇 〇

家族介護者の理解と支援方法 ・家族介護者の理解 ・家族介護者の心理（様々な家族介護者の声）
・家族介護者の支援方法 〇 〇

行動・心理症状（ ）の理解と支
援

・生活の質の理解
・ 行動・心理症状 （ ）の基本的 理解
・行動・心理症状 を緩和するケア方法の理解
・主な症状を緩和するケアの検討（事例演習）

〇
✘

＊複雑、高度な
事例検討
協働作業

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

学習成果 の実践展開と 共有 ・自施設・事業所における実践の準備 ・自施設・事業所における実践
・自施設・事業所における実践の報告 ✘ ✘

共生社会を推進する地域資源の理解と
展開

・共生社会を推進する地域資源と実 践者の役割
・共生社会の実現を推進する地域資源の活用 〇 ✘

アセスメ ントとケアの 実践の基本
・認知症の人のアセ スメントの基礎的 知識
・観察の方法とポイ ント ・アセスメントの実 際（事例演習）
・実践計画作成の基礎的知識 ・実践計画作成の展 開（事例演習）
・実践計画の評価

✘ ✘

３ 実習
課題設定 ✘ ✘
職 場 実 習 ４ 週間 ✘ ✘

職場実習 評価 ✘ ✘

表 実践者研修カリキュラムにおけるオンデマンド対応科目

「認知症介護実践者研修の理解」や「認知症ケアの理念」、「権利擁護の視点に基づ
く支援」、「家族介護者の理解と支援方法」は主に理論学習や基礎知識の講義を中心と
しており、オンラインでの講義や資料を活用することで十分に理解できる内容であり、
オンデマンド学習が可能な科目と考えられる。これらの科目は、主に座学を中心とし
た学習内容が可能であり、動画や資料を活用することで知識を習得することができ、
「認知症介護実践者研修の理解」における自己課題の設定はオンライン上で自己課題
の提出を求めることで学習成果の確認が可能である。
一方で、オンデマンドでの受講が難しい科目は、対話・実習・協働作業・事例検討
による学習が必要であり、オンデマンドによる学習のみでは困難である。「生活支援
の方法」や「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」などは、ケア事例を通して高
度なスキルや実践方法の理解が必要であるため、講義だけでは十分な学習が困難とな
る。また、複雑な事例検討や協働作業が含まれるため、対面での議論や演習を通じて
学ぶ必要があり、特に行動・心理症状（BPSD）への対応では、実際の症例を用いた
グループワークが求められる。
さらに、認知症の人への具体的な支援のためのアセスメントとケアの実践について
も、オンデマンドでの対応は困難であると考えられる。「学習成果の実践展開と共有」、
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「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」、「アセスメントとケアの実践の基本」
といった科目は、実践的な活動が求められるため、オンライン学習のみでは十分な習
得が難しい。事例検討やグループワーク、ディスカッションなどの対話型学習が必要
であり、アセスメントやケア計画作成には現場の視点が不可欠であり、模擬演習やケー
ススタディを通じた学習が効果的である。
実習に関する科目もオンデマンド対応は不可能である。「課題設定」や「職場実習（4
週間）」、「職場実習評価」といった科目は、実際の現場での体験が必須であり、オン
デマンド学習は困難である。これらの科目では、対面での評価やフィードバックが重
要であり、個別の指導が求められる。
理論や基礎知識の学習が中心の科目についてはオンデマンドによる学習が可能であ
るが、実践や事例検討、協働作業が必要な科目については対面研修での実施が必要と
なる。

（ⅱ）オンデマンド学習と集合形式のブレンド案
認知症介護実践者研修カリキュラムにおけるオンデマンド学習が可能なカリキュラ
ムの検討結果を踏まえ、オンデマンド学習、オンライン対応可能な集合研修、対面で
の集合研修、そして職場実習を組み合わせたブレンド型研修の日程案を提案した（図
6-3-2-1）。

74
認知症介護実践
者研修の理解
（ ）

認知症ケアの理念（

権利擁護の視点に基づく支援
（ ））
家族介護者の理解と支援方法
（

日
目 生活支援の方法 行動・心理症状（ ）の理解と支援（ ）

学習成果
の実践展
開と 共有

インターバル期間

日
目

学習成果 の実践
展開と 共有

共生社会を推進する地域資源の
理解と展開（ ） アセスメ ントとケアの 実践の基本（ ）

日
目

アセスメ ントとケアの 実践
の基本（ ） 課題設定（ ） 課題設定（ ）

図 実践者研修カリキュラムにおけるオンデマンド導入時の日程案

4科目、7時間

集
合

オ
ン
ラ
イ
ン
可
能

集
合
形
式

オ
ン
デ
マ
ン
ド
科
目

職場実習(4W)

職場実習評価（180）

16時間+（300分+４Ｗ+180分）

講義・演習23時間（1,380分）実習：課題設定300分、職場実習4週間、実習のまとめ180分
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ⅰ）オンデマンド対応科目（計 4科目、7時間）
オンデマンド学習として提供される科目には、「認知症介護実践者研修の理解（60
分）」「認知症ケアの理念（150 分）」「権利擁護の視点に基づく支援（120 分）」「家
族介護者の理解と支援方法（90分）」が含まれる。これらの科目は、主に理論学習
や講義による学習が中心であり、受講者が自分のペースで学習を進めることが可能
となる。基礎知識や理論に関する知識を最初に習得し、習得した知識を集合研修に
おける討議や計画立案などで活用する構成としている。
ⅱ）集合研修（オンライン対応可能）
「生活支援の方法（210分）」、「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援（180分）」
「学習成果の実践展開と共有（30分）」は、事例検討や計画作成など集合による対面
学習が必要となるが、効果的なオンライン指導が可能であれば、オンライン（同期型）
による学習も可能と考えられる科目であり、オンデマンド学習後の実施が適当と考
えられる。
ⅲ）集合研修（対面形式）
対面での集合研修は、オンデマンド学習だけでは習得が困難な実践的な内容を習
得するために必要であり、「学習成果の実践展開と共有（60分）」「共生社会を推進
するための地域資源の理解と展開（150分）」「アセスメントとケアの実践の基本（330
分）」「課題設定（300分）」は、オンデマンド学習後に実施することが必要と考えら
れる。
ⅳ）職場実習と評価
研修の最後に、それまでの学習内容を踏まえた実践方法の習得をねらいとして 4
週間の職場実習によって、実際の介護現場において実践しながら体験的に学ぶ科目
となっている。職場実習終了後には、研修全体での学習成果を確認するために「職
場実習評価（180分）」を通じて客観的に自己の学習を整理し今後の課題を検討する
ことをねらいとしている。
ⅴ）総時間
研修に要する総時間は、講義・演習が 23 時間（1,380 分）、職場実習が 4週間、
実習関連の課題設定が 300分、実習のまとめが 180分となっている。
この日程案は、理論学習をオンデマンドで柔軟に学びつつ、集合研修で必要な対
話やグループワークを行い、最終的に職場実習で実践力を強化する設計となってい
る。この方式により、受講者は個別学習と実践研修のバランスを取りながら、知識
とスキルを統合的に習得することが可能となる。

2）認知症介護実践リーダー研修
（ⅰ）オンデマンド学習が可能なカリキュラムの検討

認知症介護実践リーダー研修のカリキュラムにおいて、オンデマンドによる学習が
可能な科目と、対面での受講が必要な科目について、オンデマンド学習の特性やオン
デマンド学習に適した学習内容を踏まえオンデマンド対応が可能な科目と困難な科目
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に分類した（表 6-3-2-2）。

75表 実践リーダー研修カリキュラムにおけるオンデマンド対応科目

認知症介護実践リーダー研修改定案 オンライン可 オンデマンド可
１ 認知症介護実践リーダー研修総論

認知症介護実践リーダー研修の理解
・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

分 〇 〇

認知症の専門的知識

施策の動向と地域展開
・認知症施策の動向と共生社会の実現を推進するための認知
症基本法の方向性（認知症施策の変遷、共生社会の実現を推
進するための認知症基本法設立の経緯、理念と概要）
・地域における認知症ケア関連施策の展開

分 〇 〇

認知症の専門的理解

１．認知症に関する理解 （・認知症の原因疾患別の特徴
（病態や症状、診断基準など）・原因疾患別の生活への影
響・認知症に起きやすい合併症・若年性認知症の特徴）
２．医学的視点に基づいた介入（・認知症の告知とその支
援・認知症治療薬の種類と特徴・行動心理症状（ ）に
用いられることがある薬物の主な作用機序と副作用、使用方
法・非薬物的介入の方法と特徴（回想法 療法音楽療法な
どの療法や活動支援等）・認知症の人のエンドオブライフケ
ア

分 〇 〇

認知症ケアにおけるチームマネジメント

カンファレンス 会議）の技法と実践
・チームにおけるカンファレンスの目的と意義
・カンファレンスを円滑に行うためのコミュニケーション
・効果的なケアカンファレンスの展開

分 △ 一部可 分
集合 分）

ストレスマネジメントの理論と方法 ・チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性
・ストレスマネジメントの方法 分 △ 一部可 分

集合 分）

認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と
方法

・チームマネジメントの基本的理解
・認知症ケアにおけるチームマネジメントの必要性
・認知症におけるチームケア推進プログラムの展開
・認知症のチームケアにおけるチームマネジメントの実践方
法

分 ✘ 一部可 分
（集合 分）

認知症ケアの指導方法

職場内教育（ ）の理論と方法
・人材育成の意義と方法
・職場内教育の意義と方法
・職場内教育（ ）における指導技法
・職場内教育（ ）の実践方法

分 ✘ 一部可 分
集合 分）

認知症ケア指導の実践方法
・介護目標設定 に関する指導（事例演習）
・アセスメントに関する指導（事例演習）
・生活の質を向上するケア方法に関する指導（事例演習）
・自己の指導の特徴の振り返り

分 ✘ ✘

認知症ケア指導実習
職場実習の課題設定 分 ✘ ✘
職 場 実習 ４ 週間 ✘ ✘
職場実習 評価 分 ✘ ✘

認知症介護実践リーダー研修についてオンデマンド対応が可能な科目としては、「認
知症介護実践リーダー研修の理解」「施策の動向と地域展開」「認知症の専門的理解」
などが対応している。これらの科目は、主に座学を中心とした学習が可能であり、動
画や資料を活用することで知識を深めることができる。特に、政策や理論、専門知識
に関する内容は実践的な演習を必要とせず、知識のインプットが主体となるため、オ
ンデマンド学習に適している。
「カンファレンス（会議）の技法と実践」「ストレスマネジメントの理論と方法」「認
知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法」「職場内教育（OJT）の理論と
方法」は、理論や基本知識の学習についてオンデマンド学習が可能であるが、実践的
な技術の習得については対面による研修が必要となる。これらの科目では、基礎理論
部分はオンデマンドで受講し、実践的な学習は集合研修で行うことで、より深い理解
とスキルの習得が可能となる。例えば、ストレスマネジメントの理論はオンラインで
学習可能であるが、理論の応用である具体的な展開方法や実践方法はグループワーク
やディスカッション、体験学習を通じた学習が必要であり、オンデマンド学習と対面
学習によるブレンド型の学習が適していると考えられる。
一方で、「認知症ケア指導の実践方法」「職場実習の課題設定」「職場実習」「職場実
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習評価」などは、実際の現場での指導や評価、また実践計画の作成技術が求められる
ため、オンデマンド学習のみでは十分な学習が困難である。これらの科目では、実際
の職場での体験やフィードバックが不可欠であり、対面での研修が不可欠であり、チー
ムマネジメントの実践的なスキルを学ぶためには、カンファレンスの実施やグループ
ワークが重要であり、これもオンデマンド学習だけでは十分に習得することが難しい。
特に、職場実習については、実際の環境での指導が必須であり、受講者が現場での課
題に対処する経験を積むことが求められるため、オンデマンドでは学習効果を得るこ
とが難しい。
理論学習が中心の科目についてはオンデマンドでの受講を可能にし、実践や事例検
討、協働作業が必要な科目については対面研修を組み合わせることで、知識の習得と
実践スキルの向上を両立することが可能となる。

（ⅱ）オンデマンド学習と集合形式のブレンド案
認知症介護実践リーダー研修カリキュラムにおけるオンデマンド学習が可能なカリ
キュラムの検討結果を踏まえ、オンデマンド学習、対面による集合研修、そして職場
実習を組み合わせたブレンド型研修の日程案を提案した（図 6-3-2-2）。

76
リーダー研修の
理解（ ）

施策の動向と地域展開（ ）
認知症の専門的理解
（ ）
カンファレンスの
技法（
ストレスマネジメ
ントの理論
認知症ケアにおける
チームマネジメント
の理論（
職場内教育（ の理

論

１日目 カンファレンス（会議）の
実践方法（ ）

ストレスマネジメント
の方法

認知症ケアにおけるチームマネジメントの
方法（ ）

日目 職場内教育（ の方法（ ）＊ 職場内教育（ の方法
（ ）＊

認知症ケア指導の実践方法
(120)※計 分

日目 認知症ケア指導の実践方法（180)※計
分

認知症ケア指導の実践方法
（120)※計 分

職場実習の課題設定（180)※実状により
延長を可能とする

結果報告・職場実習評価（ ）※実状に
より延長を可能とする

図 実践リーダー研修カリキュラムにおけるオンデマンド導入時の日程案

集
合
形
式

オ
ン
デ
マ
ン
ド
科
目

7科目、10時間

職場実習(4W)

講義・演習27.5時間（1,650分）実習：課題設定180分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

17.5時間+（180分+４Ｗ+180分）
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ⅰ）オンデマンド対応科目（計 7科目、10時間）
「認知症介護実践リーダー研修の理解（60分）」「施策の動向と地域展開（120分）」
「認知症の専門的理解（90分）」「カンファレンスの技法（60分）」「ストレスマネジ
メントの理論（60分）」「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論（60分）」「職
場内教育（OJT）の理論（90分）」は主に理論学習が中心であり、集合研修前にオ
ンデマンド学習が可能な科目として設定した。「カンファレンスの技法（60分）」「ス
トレスマネジメントの理論（60分）」「認知症ケアにおけるチームマネジメントの理
論（60 分）」「職場内教育（OJT）の理論（90 分）」の 4科目については、基本知
識や理論の学習部分のみをオンデマンドで学習し、事例検討や討議に必要な前提知
識の習得を目的としており、オンデマンド学習と集合研修とのブレンド型科目とな
る。
ⅱ）集合研修（オンライン対応可能）
オンデマンド学習後、「カンファレンス（会議）の実践方法（120 分）」、「ストレ
スマネジメントの方法（90 分）」「認知症ケアにおけるチームマネジメントの方法
（180 分）」については、オンデマンド学習で習得した理論や基礎知識を、事例検討
による実践的な学習展開に活用することをねらいとし、演習を中心とする集合研修
科目として実施する。
ⅲ）集合研修（対面形式）
対面での集合研修は、オンデマンド学習では習得が困難な実践的な学習内容の習
得を目的としている「職場内教育（OJT）の方法（300 分）」「認知症ケア指導の実
践方法（420 分）」「職場実習の課題設定（180 分）」は研修後半に実施する。「職場
実習の課題設定」については、受講者の学習状況によって時間の延長が可能である。
ⅳ）職場実習と評価
研修の最後に、それまでの学習内容を踏まえた実践方法の習得をねらいとして 4
週間の職場実習によって、実際の介護現場において実践しながら体験的に学ぶ科目
となっている。職場実習終了後には、研修全体での学習成果を確認するために「職
場実習評価（180分）」を通じて客観的に自己の学習を整理し今後の課題を検討する
ことをねらいとしている。なお、「職場実習評価」については、受講者の学習状況に
応じて時間を延長することが可能である。
ⅴ）総時間
研修に要する総時間は講義・演習が 27.5 時間（1,650 分）、職場実習が 4週間、
実習関連の課題設定が 180分、実習のまとめが 180分となっている。
この日程案は、理論学習をオンデマンドで柔軟に学びつつ、集合研修で必要な対
話やグループワークを行い、最終的に職場実習で実践力を強化する設計となってい
る。この方式により、受講者は個別学習と実践研修のバランスを取りながら、知識
とスキルを統合的に習得することが可能となる。
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（3）今後の課題と方向性
1）オンデマンド活用による研修の課題と対策
オンデマンド形式の研修は、時間や場所に縛られずに学習を進められる利点がある一方
で、いくつかの課題が指摘されている。これらの課題を「学習機会や継続性」、「学習効果」、
「使用・操作技術」の 3つの観点から整理し、それぞれの課題に対する具体的な対策を示
す（図 6-3-3-1）。

77
１１．．学学習習者者ののモモチチベベーーシショョンンのの維維持持
・ 進捗を管理する強制力がないため、モチベーションを保つのが難しい
対策学習目標の明確化、定期的な進捗確認やフィードバック、ゲーミフィケーションや報酬制度の導入、

定期的なオンラインディスカッションの開催、集合型とのブレンドによるフォロー

２２ 学学習習時時間間のの確確保保
・ 勤務時間外での実施が負担となり、学習機会が確保しにくい
対策勤務内学習機会の確保、評価と報酬制度のしくみ

３３ 学学習習効効果果ののばばららつつきき
・ 学習者ごとに理解度や進捗が異なり、自己管理能力の差によって学びの質に差が生じる
対策個別対応が可能なサポート体制の整備、学習者間での交流やチューター制度の導入

４４ 学学習習内内容容のの質質のの担担保保
・提供されるコンテンツが古くなった場合、学習内容が最新ではなくなる
対策定期的なコンテンツの更新や専門家によるコンテンツ監修

５５ 評評価価のの限限界界
・ オンデマンド学習では、学習成果を適切に評価するのが難しい場合（実技など）がある
対策小テストやオンライン課題の活用、学習ログを基にした評価システムの導入、集合研修での評価

６６ 技技術術的的なな課課題題
・通信速度の遅延・システム障害などインターネット環境やデバイスなどの技術的な問題
対策ユーザーフレンドリーなプラットフォームの採用やオフラインで利用可能な教材の提供

図 オンデマンド学習の課題と対策

【【学学習習機機会会やや継継続続性性】】

【【学学習習効効果果】】

【【使使用用・・操操作作技技術術】】

（ⅰ）学習機会や継続性

ⅰ）学習者のモチベーションの維持
オンデマンド学習は自己管理が基本であり、進捗管理や強制力が弱いため、学習
者のモチベーションを保つのが難しい。
（対策）: 学習目標を明確にし、定期的な進捗確認やフィードバックを行う。また、
ゲーミフィケーションや報酬制度の導入により、学習者の意欲を高めることが有効
である。さらに、集合型ディスカッションを組み合わせたブレンド形式で学習者間
の交流を促進する。
ⅱ）学習時間の確保
勤務時間外での学習が求められることが多く、学習機会の確保が難しい場合がある。
（対策）: 勤務時間内で学習を行えるように調整し、学習を業務の一部として認識
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させる。また、学習評価と報酬制度を組み合わせることで、学習者が主体的に取り
組む環境を整える。

（ⅱ）学習効果に関する課題と対策
ⅰ）学習効果のばらつき
学習者ごとの理解度や進捗状況に差が生じることがあり、学びの質が一定でない
問題がある。
（対策）: 個別対応が可能なサポート体制を整えることが重要である。具体的には、
チューター制度や学習者間での交流の機会を設けることで、自己学習能力の差を補
完する。また、オンデマンド学習内容を補完する体制を整備する。
ⅱ）学習内容の質の担保
提供されるコンテンツが古くなることで、学習内容が最新ではなくなる場合があ
る。
（対策）: 定期的なコンテンツの更新を行い、専門家による内容監修を導入する。
これにより、学習内容の信頼性と有用性を保つことが可能である。
ⅲ）評価の限界
オンデマンド形式では、学習成果を適切に評価することが難しい場合がある。特
に実技や応用力が求められる内容の評価が課題である。
（対策）: 小テストや学習ログの活用を基にした評価システムを導入する。また、
集合研修と併用して学習効果を総合的に評価する仕組みを構築することが必要であ
る。

（ⅲ）使用・操作技術に関する課題と対策
ⅰ）技術的な課題
通信速度の遅延やシステム障害、インターネット環境やデバイスの問題が学習の
障壁となる場合がある。
（対策）: ユーザーフレンドリーなプラットフォームの提供を進め、オフラインで
も利用可能な教材を準備することで、技術的な問題を軽減する。また、トラブル対
応のサポート体制を整備することも必要である。
オンデマンド研修は効率的な学習手段として大きな可能性を秘めているが、学習
者のモチベーション維持、学習内容の質、評価方法、技術的課題といった複数の課
題を有している。これらの課題に対して、適切な対策を講じることで効果的な研修
運営が可能となるため、今後は、オンデマンド形式と集合研修形式を組み合わせた
ブレンド型の研修によって双方の課題を補完するような研修方法が有効であり、学
習者の多様なニーズに応える柔軟な研修設計が求められる。

2）オンデマンド形式を活用した研修の運用に関する課題と対策
オンデマンド研修は、学習者が時間や場所を選ばずに学習を進められる柔軟性を持つ一
方、効果的な運営には多くの課題が存在する。その課題は「システム運用管理面」と「受
講管理面」の二つの観点に整理できる。これらの課題に対する具体的な対策を以下に詳述
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する（図 6-3-3-2、図 6-3-3-3）。

78

１１．．ココンンテテンンツツ（（教教材材））のの作作成成とと更更新新
・高品質なコンテンツ作成のコストが必要、内容の陳腐化を防ぐための定期的な更新が必要
①外部リソースの活用 専門家や制作会社に一部委託する
②モジュール化 小単位でコンテンツを構成し、必要な部分だけを効率的に更新
③フィードバックシステムの構築 学習者からのフィードバックを収集し、更新に反映

ププララッットトフフォォーームムのの選選定定とと運運用用
・ 使いやすいシステムの選定・導入、継続的な安定運用のため専門知識やリソースが必要
①使いやすさを重視した選定 ユーザビリティの高い （学習管理システム）
②トラブル対応体制の整備 サポート担当者を設置し、学習者の技術的な問題に対応

３３ ココスストト管管理理
・システム導入費やコンテンツ制作費、人件費など、初期および運用コストが高い
①スモールスタート 初期段階で対象範囲を絞り、段階的に運用
②既存リソースの活用 過去の研修資料やビデオを再利用

４４ ササポポーートト体体制制のの構構築築
・学習者からの問い合わせ対応や、トラブルへの対応が必要で、リソースが必要
① やヘルプページの充実 よくある質問をまとめ、学習者が自己解決できる仕組み
②チャットボットの導入 基本的な問い合わせには チャットボットで対応。
③サポート窓口の明確化 問題解決のための連絡先や手順を明確にする。

図 オンデマンド研修運用上の課題と対策

【【シシスステテムム運運用用管管理理面面】】
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１１ 参参加加率率とと継継続続率率のの確確保保
・学習者が研修を開始し、最後まで継続して学ぶことを保証するのが難しい
①リマインダーの送信 未学習者や進捗が遅れている学習者に自動的に通知を送る仕組み
②目標設定と報酬制度 修了証明書やインセンティブを提供
③進捗の可視化 進捗を一目で把握できるダッシュボードの設置。

２２ 学学習習者者間間のの交交流流のの場場のの提提供供
・ オンデマンド研修では学習者同士のコミュニケーションが希薄
①オンラインフォーラムの設置 学習者が質問や意見を共有できる場を提供
②ライブセッションの実施 定期的なウェビナーやグループディスカッションを開催
③集合型研修との併用

３３ 研研修修のの効効果果測測定定とと報報告告
・ 研修の成果を運用側や関係者に報告する際、実施状況に関するデータが不足
① の設定 学習完了率、テスト結果、実務への影響など、研修効果を測定する指標を定義
②定期的な報告書の作成 集計データを元に研修の成果を可視化し、共有するしくみ

【【受受講講管管理理面面】】

図 オンデマンド研修運用上の課題と対策
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（ⅰ）システム運用管理面
1点目に高品質なコンテンツ作成のコストが必要であり、内容の陳腐化を防ぐため
の定期的な更新が必要といった教材の作成と更新に関する課題がある。高品質なコン
テンツの制作には多大なコストと時間が必要であり、さらに内容が古くならないよう
定期的に更新する必要がある。このような課題に対応するためには、専門的な知識を
持つ外部リソースを活用することが効果的である。また、コンテンツを小単位のモ
ジュールに分割することで、必要な部分だけを効率的に更新する仕組みを構築するこ
とが求められる。さらに、学習者からの意見やフィードバックを収集し、それを更新
に反映させることで、学習者のニーズに合った内容を維持できる。
2点目は、システム選定と運用について継続的な安定運用のため専門知識やリソー
スが必要であり導入のハードルが高いという課題である。使いやすさと信頼性を備え
た学習管理システム（LMS）の導入が重要であり、学習者が直感的に操作できるプラッ
トフォームを選ぶことで、利用のハードルを下げることが可能である。また、技術的
なトラブルに対応するため、IT サポートの担当者を配置し、問題解決のためのマニュ
アルやプロセスを事前に整備する必要がある。
3点目は、システム導入費やコンテンツ制作費、人件費など、初期および運用コス
トが高いといったコスト管理に関する課題である。オンデマンド研修の初期費用には
システム導入やコンテンツ制作が含まれるが、これを低減するためには、まず小規模
からスタートし、徐々に対象範囲を広げる「スモールスタート」の手法を活用するの
が有効である。既存の研修資料やビデオを再利用することも、コスト削減の有効な手
段となる。
4点目は、学習者からの問い合わせ対応や、トラブルへの対応といった対応システ
ムの構築に関する課題である。学習者が直面する疑問やトラブルに迅速に対応できる
よう、FAQやヘルプページを充実させ、基本的な問い合わせにはチャットボットを
活用することが推奨される。さらに、問題が解決しない場合に備えて、明確なサポー
ト窓口を設置し、迅速な対応が可能な体制を整備することが重要である。

（ⅱ）受講管理面
受講管理の課題として、学習者が研修を継続するモチベーションを維持することが
難しい点が挙げられる。自己管理が基本となるオンデマンド研修では、学習を継続さ
せるために学習進捗を可視化する仕組みが重要である。例えば、学習者が自分の進捗
状況を一目で把握できるダッシュボードを導入することや、進捗が遅れている学習者
にはリマインダーを送る機能を組み込むことで、継続的な学習を促進できる。また、
修了証明書の発行や報酬制度の導入により、学習者のモチベーションを高める工夫も
効果的である。
2点目は、オンデマンド形式では学習者同士の交流が希薄になりやすいという課題
がある。これに対応するためには、オンラインフォーラムを設置し、学習者が質問や
意見を自由に共有できる場を提供することが重要である。また、定期的にウェビナー
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やグループディスカッションなどのライブセッションを実施し、リアルタイムでの交
流機会を設けることが有効である。これにより、学習者間の孤立感を防ぎ、相互作用
を通じて学びを深めることが可能となる。
3点目は、研修効果を適切に測定し、報告する仕組みを整備することも課題である。
これには、研修の成果を測定するための具体的な指標（KPI）を設定することが重要
である。例えば、参加率、テスト結果、実務への適用度などを評価項目として定義し、
それに基づいて研修成果を可視化する仕組みを構築する。加えて、定期的に報告書を
作成し、関係者と共有することで、研修の状況を適切に把握できる体制を整える必要
がある。
オンデマンド研修は学習の柔軟性を高める一方で、システム運用と受講管理の両面
で解決すべき課題が多い。しかし、課題ごとに適切な対策を講じることで、学習者の
満足度を高め、研修の効果を最大化することが可能である。今後は、オンデマンド形
式の利便性を活かしつつ、集合型研修とのブレンド形式を取り入れることで、より充
実した学習環境を提供することが求められる
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Ⅶ．  新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント

1. 目的
カリキュラム改定後の円滑な授業運用のサポートを目的とし、科目シラバスに対応した教
育上の留意点や学習内容に関する教育ポイントなど、シラバスを活用した授業運用のヒント
となるような情報（内容や実施方法のイメージ）の提供を念頭に、認知症介護指導者および
研修講師向けのガイドライン「新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス変更のポイン
トと運用のヒント」を改定した。
また、本ガイドラインの位置づけは、あくまでも運用のヒントであり、授業の実施方法や
展開方法について制約するものではなく、各都道府県・指定都市において、認知症介護指導
者および研修講師が科目シラバスに即し、実践をふまえた授業を自ら作成し、展開するため
の参考資料という位置づけになっている。

2. 作成方法
現行の研修カリキュラムおよび科目シラバスの学習内容に準じた「新カリキュラム改訂に
ともなう各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント」について、改定後のカリキュラム
および科目シラバスにおける変更点を中心に、認知症介護研究・研修センター研修部によっ
て改定案を検討、作成した。作成された改定案について、本事業の作業委員会にて様式、内
容に関する検討を行い最終案を確定した。

3. 様式
ガイドラインの構成は、1科目毎に科目シラバスを左ページに、シラバスに記載される科目
の目的や到達目標、学習内容に関する授業実施上のヒントや変更点の解説を右ページに配置
し見開きで参照できるように構成した（図 7-3-1、巻末資料 4）。
（1）旧カリキュラムとの対応
旧カリキュラム名と時間を比較できるように「旧カリキュラムとの対応」欄を設け、旧カ
リキュラムの科目名と時間数を掲載した。
（2）運用のヒント
「運用のヒント」欄は、シラバスの「内容」の左側にある柱（項番号部分）ごとにヒントを
掲載した。
（3）参考
「参考」欄は、各科目の参考文献となりうるもののうち、国の事業や 3センターの事業で作
成した文献・資料等を掲載「参考」欄を設け、授業展開に参考となる参考資料や文献等につ
いて記載した。
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81
科目シラバス 運用のヒント

図 「新カリキュラム改訂にともなう 各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント」様式参考例
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Ⅷ．  認知症介護実践研修等の実施状況に関する全国調査

1. 背景と目的
2024（令和 6）年 1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（第
18条 3項」では、「国及び地方公共団体は、個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切
な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、認知症の人の保健、医療又は福祉
に関する専門的知識及び技術を有する人材の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策
を講ずるものとする」としており、共生社会の実現を推進しうる専門的介護人材の確保と資
質向上の必要性が明記されている。また「令和 6年度介護報酬改定に関する審議報告」では、
認知症介護に関する研修について、研修の質を担保しつつ、研修のスリム化やオンライン化
など受講アクセシビリティを向上する必要性について指摘されており、認知症介護に係る研
修等の受講しやすい環境整備は喫緊の課題と考えられる。
以上を踏まえ本調査は、全国で実施されている認知症介護実践者等研修の実施状況および
オンラインを活用した研修の効果や課題を把握し、認知症介護実践者研修・認知症介護実践
リーダー研修の効果的な実施方法の検討に資する基礎資料としての活用を目的としている。

2. 方法
（1）対象者
47 都道府県、20政令指定都市における認知症介護研修事業を担当する自治体担当者およ
び実施団体担当者 67件を対象とした。なお、各自治体管轄地域において複数の研修実施団体
がある場合は、複数の実施団体の実態について自治体で集約し回答することした。
（2）調査内容
全国で実施されている認知症介護実践者等研修の実施状況およびオンラインを活用した研
修の効果や課題を把握し、認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修の効果的な
実施方法の検討に資する基礎資料としての活用を目的とし、事務局にて調査項目案を設計し、
検討委員会にて承認を得た（巻末資料 5）。
1）基本情報
回答者基本情報については、調査主旨に鑑み、自治体名のみとし回答者氏名等は除外した。

2）認知症介護実践者等研修に関する実施実績
（ⅰ）2023（令和 5）年度実績

・年間実施回数
・1回あたり定員数
・年間受講者数および修了者数
・未修了者数、理由、対応方法
・実施した研修方法（集合方式、オンライン方式、ブレンド方式）

（ⅱ）2024（令和 6）年度実績（調査時点での数および予定も含む）
・年間実施回数
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・1回あたり定員数
・年間受講者数および修了者数（調査時点での集計値）
・未修了者数、理由、対応方法
・実施したあるいは予定している研修方法（集合方式、オンライン方式、ブレンド方式）

3）認知症介護実践者等研修の実施状況
・受講料（複数の実施団体がある場合、平均値）
・申込方法
・定員設定基準
・定員超過時の調整方法
・実施回数の設定基準
・関連団体からの要望有無と内容
・要望への対応有無
・受講しやすい環境整備の工夫
・今後予定している研修方法
・オンデマンド研修導入時の支障
・自治体がとらえている学習効果（5段階評価）
・自治体がとらえている受講者の満足度（5段階評価）
4）オンライン研修の実施状況
・オンライン研修を実施する理由
・オンラインを活用した研修カリキュラム名と課題の有無、理由
・オンライン研修の実施方法
・オンライン研修に使用しているツールの種類
・オンライン研修の実施間隔
・オンライン研修における教育方法上の課題
・オンライン研修を受講する参加者のメリット
・今後、学習効果の向上に向けて必要なこと
・運用上の問題程度（5段階評価）と課題
・参加者の管理やサポート面の課題
・運営体制やリソース面の課題
・運用上のメリット

（3）方法
自記式質問紙およびPDFファイルを郵送およびメール添付によって、調査説明書とともに
送付し、同意対象者のみメール添付あるいは郵送による返送を依頼した悉皆による郵送調査
を実施した。
（4）実施期間
2024（令和 6）年 9月 20日に調査対象者自治体へ送付し、同年 10月 22日までの返送を
対象とした。
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（5）倫理上の配慮
対象となる個人および団体の権利擁護についての配慮については個人・団体情報の保護、
途中における同意取り消しの自由、疑問・質問への対応に関する具体的な方法、研究協力者
への説明・同意の方法、研究協力者への不利益を最小化する方法に関する倫理審査書を作製し、
研究の倫理的妥当性について、当センターにおける倫理審査委員会の承認を得ており、事業
担当者はCITI	Japan	eラーニングプログラム研修による研究倫理教育を受講している。以下、
倫理的な配慮に関する具体事項である。
１）	取得したデータの取扱について
(ⅰ）本研究において得られた情報を事業以外の目的で使用することはない。これらのこ
とは調査依頼時に調査説明書、調査票等へ記載し、問い合わせ先を明示する。

(ⅱ ) 本調査で取得された団体情報の内、団体名などの特定情報は、報告書等への掲載・
公開は一切行わず、団体名等が特定できないようコード化して分析処理を行い、要約
あるいは集計した結果のみの公表を行う。

(ⅲ ) 調査データを含む資料の保管、管理、廃棄については、「認知症介護研究・研修仙
台センター研究事業に係る文書保存基準」に従い、研究責任者（阿部哲也）が鍵付き
保管庫に保管し施錠の上、厳重に管理を行う。5年経過後は協議により保管継続か廃
棄を判断し、廃棄の場合は匿名化し粉砕後溶解し廃棄する。

( ⅳ ) 得られた情報等を含むデジタルデータは通信機能を有しない記録媒体（HDD・
DVD・フラッシュメモリ等）を使用し、保管、管理、廃棄については「認知症介護研
究・研修仙台センター研究事業に係る文書保存基準」に従いDVD、CD等の媒体は粉砕、
溶解処理を行い廃棄し、HDD、フラッシュメモリ等の媒体は復元不可能な抹消処理を
行う。

２）研究協力の同意について
(ⅰ ) 同意の方法

この調査では、調査票内にある同意に関するチェックボックスへの記入をもって調
査協力の承諾・同意が行われたものとして取り扱う。調査協力への承諾・同意の判断は、
あくまでも任意とする。

(ⅱ）途中における同意取り消しの自由
調査への協力（回答）の撤回・訂正が必要な場合は、成果公表までの間、回答を特
定可能な範囲でできる限り対応することとする。

３）疑問、質問への対応について
研究内容や目的等について疑問、質問等がある場合は、研究責任者（阿部哲也）がい
つでも回答することとする。
４）相談の自由について
研究協力への同意、取り消し等に関して他の者に自由に相談することが可能であり、
その旨説明書に明示する。
５）研究協力者に生じる負担並びに予測される危険性・不利益及び利益、また、当該負担
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及び危険性・不利益を最小化する対策について
調査票の記入にはおおよそ 30分から 1時間程度の時間を要し、業務以外の時間的拘束
が発生し業務に支障がでる可能性があるが、協力可否の判断は任意であり、協力できな
い場合でも不利益がないことを説明書に明記する。

（6）分析方法
本調査による回答データの分析については、学習効果と受講者満足度について 1点から 5
点を加点して得点化した。５点満点で得点化した学習効果と受講者満足度、実施回数や受講
料等の連続値について平均値、標準偏差、最大値、最小値を算出し、選択項目を選択する回
答などの離散値については度数分布、割合を算出した。また、その他の自由記述については
カテゴリー分類後、カテゴリー別度数を算出した。また、群間の平均値の比較についてはｔ
検定によって差の検定を実施した。
本調査の主旨に従い、オンライン研修実施群におけるオンライン研修の影響を明らかにす
るため、オンライン研修によって影響が予測される学習効果、受講者満足度、未修了者数、
受講者総数、定員数、受講料、オンライン研修の課題改善の工夫、2025（令和 7）年度予定
の研修方法、オンデマンド導入の支障、要望の有無と反映状況についてオンライン研修実施
群、非実施群における平均値、度数割合等を算出し比較を行った。また、各団体からの要望
の有無への影響が予測される学習効果、受講者満足度について要望有群と無し群の比較を行
い、満足度や学習効果による要望の有無への影響を検討した。
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3. 結果
（1）回収状況
分析対象となった回答者数は 55件 /67 件（回収率 82.0％）、有効回答率は 55件（82.0％）
であった。
（2）基本集計
　1）認知症介護実践研修等の実施実績
　　（ⅰ）2023（令和 5）年度実施状況
　　　ⅰ）	実施回数

（ⅰ）認知症介護実践研修の実施実績

ⅰ）令和 年度実施状況

①実施回数

図 8-3-2-1 令和５年度の実施回数/年
実践者研修では平均 回 年、実践リーダー研修では平均 回 年である。実践者研
修では 回 年の自治体が 自治体中 自治体と最も多く、実践リーダー研修では 回
年が 自治体と大半を占めている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):①令和5年度の実施回数/年 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回以上

図 8-3-2-1　2023（令和 5）年度の実施回数 /年

認知症介護実践者研修では平均 4.60 回 / 年、認知症介護実践リーダー研修では平均 1.35
回 / 年である。認知症介護実践者研修では 3回 /年の自治体が 55自治体中 17自治体と最も
多く、認知症介護実践リーダー研修では 1回 /年が 45自治体と大半を占めている。
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ⅱ）	定員数

①① 定員数

図 8-3-2-2 令和５年度の定員数

令和 年度における 回ごとの定員数は、実践者研修では平均して 人、実践リーダ
ー研修では 人である。実践者研修では ～ 人、 ～ 人の定員が大半となる一
方で、実践リーダー研修においては 人～ 人の範囲でばらつく結果となった。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):②令和5年度の定員数/1回 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-2-2　2023（令和 5）年度の定員数

2023（令和 5）年度における 1回ごとの定員数は、認知症介護実践者研修では平均して
67.50 人、認知症介護実践リーダー研修では 43.42 人である。認知症介護実践者研修では 50
～ 59 人、60 ～ 69 人の定員が大半となる一方で、認知症介護実践リーダー研修においては
30人～ 69人の範囲でばらつく結果となった。
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ⅲ）	受講者総数

②② 受講者総数

図 8-3-2-3 令和５年度の受講者総数

③ 令和 年度の受講者総数をみると、実践者研修では平均 人 年、実践リーダー
研修では平均 人 年である。実践者研修では 人未満の自治体が半数を超えて
おり、実践リーダー研修では 人未満が約 割を占める。実施回数×定員数よりも受
講者数の方が多い結果となっており、各自治体で定員数を調整して対応していること
が窺える。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 100人
未満

100～
149人

150～
199人

200～
249人

250～
299人

300人
以上 平均 最小値 最大値

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):③令和5年度の受講者総数/年 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践リーダー研修

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

実践者研修

人未満 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-2-3　2023（令和 5）年度の受講者総数

		2023（令和 5）年度の受講者総数をみると、認知症介護実践者研修では平均 209.64 人 / 年、
認知症介護実践リーダー研修では平均 41.18 人 / 年である。認知症介護実践者研修では 200
人未満の自治体が半数を超えており、認知症介護実践リーダー研修では 40人未満が約 6割
を占める。実施回数×定員数よりも受講者数の方が多い結果となっており、各自治体で定員
数を調整して対応していることが窺える。
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ⅳ）未修了者数未修了者数

図 8-3-2-5 令和５年度の未修了者数

令和 年度の未終了者数の平均は、実践者研修で 人、実践リーダー研修で 人で
ある。

※上段:実数
下段:%

ｎ 0人 1～
3人

4～
6人

7～
9人

10～
12人

13～
15人

16～
18人

19～
21人

22人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):④令和5年度の未修了者数/年 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

5.5 0

実践者研修

実践リーダー研修

人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

3

図 8-3-2-4　2023（令和 5）年度の未修了者数

2023（令和 5）年度の未修了者数の平均は、認知症介護実践者研修で 9.07 人、認知症介護
実践リーダー研修で 2.42 人である。
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①	未修了の理由Ａ 未修了の理由

図 8-3-2-6 令和５年度の未修了の理由

【その他内容】
 本人申し出による辞退。
 辞退・年度途中に退職
 体調不良等による辞退
未修了の理由としては、「一部の科目が未受講」が半数を超えており最も多い結果となっ
た。

問2.1):④-1 未修了の理由  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 一部の科目が未受講 修了時評価で不合格 その他   不  明

※その他, 不明を除き降順ソート

図 8-3-2-5　2023（令和 5）年度の未修了の理由

【その他内容】
• 本人申し出による辞退。
• 辞退・年度途中に退職
• 体調不良等による辞退

未修了の理由としては、「一部の科目が未受講」が半数を超えており最も多い結果となった。
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②	未修了者への対応Ｂ 未終了者への対応

図 8-3-2-7 令和５年度の未修了への対応
【その他内容】
 来年度、未受講科目から受講可能。
 次年度に限り、新たに全てのカリキュラムを受講することによってのみ修了認定とす

る。
 受講中の研修については、修了不可。受講については改めて申込から行っていただい

た。
未終了者への対応として「未受講科目のみ再受講」を行っている自治体は 割程度であ
り、その他の回答では「次年度や次回に改めて再申込み・受講してもらう」といった対応
で、その研修中での対応は行わず、次回以降の対応としている自治体も多く見られる。

問2.1):④-2 未修了者への対応  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 未受講科目の
み再受講

全ての科目を
再受講

レポート等で
補講 その他   不  明

※その他, 不明を除き降順ソート

図 8-3-2-6　2023（令和 5）年度の未修了者への対応

【その他内容】
• 来年度、未受講科目から受講可能。
• 次年度に限り、新たに全てのカリキュラムを受講することによってのみ修了認定とする。
• 受講中の研修については、修了不可。受講については改めて申込から行っていただいた。

未修了者への対応として「未受講科目のみ再受講」を行っている自治体は 3割程度であり、
その他の回答では「次年度や次回に改めて再申込み・受講してもらう」といった対応で、そ
の研修中での対応は行わず、次回以降の対応としている自治体も多く見られる。



248

ⅴ）	実施した研修方法⑤実施した研修方法

図 8-3-2-8 実施した研修方法
実践者研修では約半数の自治体が「対面のみ実施」としており、オンライン研修を行って
いる自治体とおおよそ同数となる。一方で、実践リーダー研修においては「対面のみ実
施」が 割を超えている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 対面(集合研
修)のみ

実習を除いて
全て

オンライン

対面とオンラ
インの組合わ

せ

回によって両
方実施 その他 不明

問2.1):⑤実施した研修方法 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

対面 集合研修 のみ 実習を除いて全てオンライン
対面とオンラインの組合わせ 回によって両方実施
その他 不 明

図 8-3-2-7　実施した研修方法

認知症介護実践者研修では約半数の自治体が「対面のみ実施」としており、オンライン研修
を行っている自治体とおおよそ同数となる。一方で、認知症介護実践リーダー研修において
は「対面のみ実施」が 6割を超えている。
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（ⅱ）2024（令和 6）年度実施状況（予定を含む）
　ⅰ）	実施回数

ⅱ）令和 年度実施状況（予定を含む）

①実施回数

図 8-3-2-9 令和 6 年度の実施回数

実践者研修は平均 回、実践リーダー研修は平均 回の実施予定数であり、令和
年の実績と同様、実践者研修では 回実施が多く、実践リーダー研修では 回のみ実施が
大半を占めている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
以上 平均 最小値 最大値

問2.2):①令和6年度(予定を含む)の実施回数/年 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

回 回 回 回 回 回 回 回 回 回以上

図 8-3-2-8　2024（令和 6）年度の実施回数

認知症介護実践者研修は平均 4.56 回、認知症介護実践リーダー研修は平均 1.58 回の実施予
定数であり、2023（令和 5）年の実績と同様、認知症介護実践者研修では 3回実施が多く、
認知症介護実践リーダー研修では 1回のみ実施が大半を占めている。
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ⅱ）	定員数②定員数

図 8-3-2-10 令和 6 年度の定員数

令和 年度の 回あたり定員数は、実践者研修で平均 人 回、実践リーダー研修で
人 回である。令和 年の実績と同様に、実践者研修では ～ 人、 ～ 人の定

員が大半となり、実践リーダー研修では 人～ 人の範囲で分散している。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.2):②令和6年度(予定を含む)の定員数/1回 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-2-9　2024（令和 6））年度の定員数

2024（令和 6）年度の 1回あたり定員数は、認知症介護実践者研修で平均 65.54 人 / 回、認
知症介護実践リーダー研修で 42.66 人 / 回である。2023（令和 5）年の実績と同様に、認知
症介護実践者研修では 50～ 59人、60～ 69人の定員が大半となり、認知症介護実践リーダー
研修では 30人～ 69人の範囲で分散している。
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ⅲ）	”受講済み”受講者総数③”受講済み”受講者総数

図 8-3-2-11 令和 6 年度の受講者総数（実施済み）

未修了の自治体も多くあり暫定値となるが、調査時点で受講済みの受講者総数は実践者研
修で平均 人、実践リーダー研修で平均 人であった。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 0人 1人～
99人

100～
149人

150～
199人

200～
249人

250～
299人

300人
以上

未終
了 平均 最小値 最大値

※上段:実数
　下段:%

ｎ 0人 1～
19人

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上

未終
了 平均 最小値 最大値

問2.2):③令和6年度(予定を含む)の受講者総数 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修[実施自治体ベース]  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践リーダー研修

人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上 未終了

実践者研修

人 人～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 人以上 未終了

図 8-3-2-10　2024（令和 6）年度の受講者総数（実施済み）

未修了の自治体も多くあり暫定値となるが、調査時点で受講済みの受講者総数は認知症介護
実践者研修で平均 132.15 人、認知症介護実践リーダー研修で平均 43.00 人であった。
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ⅳ）	実施している研修方法④実施している研修方法

図 8-3-2-12 実施している研修方法

令和 年（本年度）に実施している研修方法について、実践者研修では約半数を超える自
治体が「対面のみ実施」、実践リーダー研修においては「対面のみ実施」が 割を超えて
いる。令和 年（前年度）の実績と比べて、両研修における「対面のみ実施」の自治体が
増加していることが明らかとなった。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 対面(集合研
修)のみ

実習を除いて
全てオンライ

ン

対面とオンラ
インの組合わ

せ

回によって両
方実施 その他

問2.2):④実施している研修方法 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研
修

対面 集合研修 のみ 実習を除いて全てオンライン
対面とオンラインの組合わせ 回によって両方実施
その他

図 8-3-2-11　実施している研修方法

2024（令和 6）年（本年度）に実施している研修方法について、認知症介護実践者研修では
約半数を超える自治体が「対面のみ実施」、認知症介護実践リーダー研修においては「対面の
み実施」が 7割を超えている。2023（令和 5）年（前年度）の実績と比べて、両研修におけ
る「対面のみ実施」の自治体が増加していることが明らかとなった。
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2）研修の実施状況
　（ⅰ）研修受講料（円）

（ⅱ）研修の実施状況

ⅰ）研修受講料 円

図 8-3-2-13 研修受講料

研修の受講料は、実践者研修が 円、実践リーダー研修が 円と、実践
リーダー研修の方がやや高く、実践者研修は 円以上 円未満が半数近くとな
るのに対して、実践リーダー研修では自治体によってばらつきが見られる。また、自治体
によっては、受講料を無料としている自治体が見られている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 10,000円
未満

10,000円
～14,999
円

15,000円
～19,999
円

20,000円
～24,999
円

25,000円
～29,999
円

30,000円
～34,999
円

35,000円
～39,999
円

40,000円
～44,999
円

45,000円
～49,999
円

50,000円
以上 不明 平均 最小値 最大値

問2.3):①研修受講料(円) (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

円未満 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円以上 不明

図 8-3-2-12　研修受講料

研修の受講料は、認知症介護実践者研修が 23,608.15 円、認知症介護実践リーダー研修が
33,936.27 円と、認知症介護実践リーダー研修の方がやや高く、認知症介護実践者研修は
20,000 円以上 35,000 円未満が半数近くとなるのに対して、認知症介護実践リーダー研修で
は自治体によってばらつきが見られる。また、自治体によっては、受講料を無料としている
自治体が見られている。
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（ⅱ）研修の申し込み方法ⅱ）研修の申し込み方法

図 8-3-2-14 研修の申込方法

【その他内容】
 専用フォームによる申込。必要書類に押印のうえ、 受付。
 実践者研修：必要書類の郵送

実践リーダー研修：電子申請システムを用いた電子申請
半数以上の自治体が「郵送」での申し込みであり、次いで「電子申請」「郵送・電子両
方」がどちらも約 割となっている。

問2.3):②研修の申込み方法  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 必要書類の郵送 メール等による電
子申請

書類の郵送とメー
ル等の電子申請 その他

必要書類の郵送

メール等による電子申請

書類の郵送とメール等の電子申請

その他

図 8-3-2-13　研修の申込方法

【その他内容】
• 専用フォームによる申込。必要書類に押印のうえ、FAX受付。
• 実践者研修：必要書類の郵送実践リーダー研修：電子申請システムを用いた電子申請

半数以上の自治体が「郵送」での申し込みであり、次いで「電子申請」「郵送・電子両方」が
どちらも約 2割となっている。
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（ⅲ）定員数設定方法ⅲ）定員数設定方法

図 8-3-2-15 定員設定の方法

【その他内容】
 開催会場の収容可能人数に基づいて
 会場のキャパシティーも併せて検討。
 認知症介護研修計画の目標値
適正な指導が可能な最大人数に基づいて設定している自治体が 割を超え、前年参加者数
に基づいて決定している自治体も半数を超えている。その他、会場の定員人数を考慮して
いるという自治体も見られている。

ⅳ）定員を超過した際の調整方法
抽選で決定 件

・ 抽選により受講者決定

・ 抽選により調整。
   

推薦者を優先 件

・ 選考基準を定め、その優先順位により選考する。実践者研修は「管理者・計

画作成担当者に就任予定かつ市町の長の推薦があった者」等、実践リーダー

問2.3):③1回あたりの定員数設定方法  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ
適正な指導が
可能な最大人
数に基づいて

前年度の参加
者数に基づい

て

予想される参
加者数に基づ

いて

研修内容の難
易度や範囲に
応じた学習効
果に基づいて

その他

※その他を除き降順ソート

図 8-3-2-14　定員設定の方法

【その他内容】
• 開催会場の収容可能人数に基づいて
• 会場のキャパシティーも併せて検討。
• 認知症介護研修計画の目標値

適正な指導が可能な最大人数に基づいて設定している自治体が 7割を超え、前年参加者数に
基づいて決定している自治体も半数を超えている。その他、会場の定員人数を考慮している
という自治体も見られている。

（ⅳ）定員を超過した際の調整方法
抽選で決定 11件

・抽選により受講者決定
・抽選により調整。

推薦者を優先 10件

・	選考基準を定め、その優先順位により選考する。実践者研修は「管理者・計画作成担当
者に就任予定かつ市町の長の推薦があった者」等、実践リーダー研修は「短期利用を行
う際の基準を満たすために受講が必要な者で、市町の長の推薦があった者」等を選考対
象としている。
・	市町からの推薦状の有無等の優先順位を作成しており、その優先順位に基づいて、参加
者の調整を行っている。
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1 つの法人・事業所で参加できる人数を制限 9件

・各事業所 1名でお願いする場合がある。
・	各事業所ごと、1名を優先的に受講決定。修了によって人員配置基準を満たす事情を考慮。

切迫度の高い事業所・受講者を優先 8件

・	①	指定基準を満たしていない事業所、②	資質向上のために受講予定の事業所について、
①	→②	の順に優先順位を設けて受講決定を行っている。その他、選定の基準を設けて
調整している。
・	受講者の人員配置が義務付けられている事業所の希望者を優先したうえで抽選。

増員・可能な限り受け入れ 6件

・受入れの可否について確認し、可能であれば増員した。
・会場の定員及び講師との調整により最大受入人数内で採用

独自の選考基準 6件

・予め定めている選考基準に基づいて調整している。
・選定基準を設けている。

前年・過去落選者を考慮 5件

・	定員超過が発生した回においては、参加者の調整は特段していないが、申込者のデーター
ベースを作成しているため、当該定員超過による落選者から再び申し込みがあった際に
は、優先して受講決定している。

事業者側の優先順位に基づいて決定 3件

・	受講申込み時に記入いただいた事業所内及び法人内優先順位に基づいて優先順位の高い
者から受講決定を行う。
受講希望理由やレポートによって決定 3件
・	受講申込書にある「受講希望理由」の内容を参考に選考を行っている
キャリア順 2件
・経験年数の多い方順、また、応募施設・事業所に行き渡るように調整している。
市内事業所を優先 2件
・市内従事者優先。
修了者のいない事業所を優先 2件
・	①	修了者のいない事業所を優先して決定。②	①	修了者のいない事業所のみで超過する
場合は事業所の種別によって決定。
先着順 2件
・先着順、選考のうえ決定。
その他 6件
・	受講条件を満たしていることを確認の上、各市町村・広域圏組合ごとの受講対象者数に、
「総定員数／受講対象者総数」を乗じた数を受講決定者とする。
・他の研修実施団体の定員に空きがあった場合は調整して活用している。

抽選を活用している自治体や、受講者の優先順位をつけている自治体が多く見られており、
可能な限り定員を増やして対応している自治体も見られている。
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（ⅴ）実施回数の設定方法ⅴ）実施回数の設定方法

図 8-3-2-16 実施回数の設定方法

【その他内容】
 実施機関が定員数を決定している。
 認知症介護研修計画の目標値
前年度の実績や、スタッフのスケジュール・リソースに基づいて回数を設定していると回
答した自治体が 割を超えており、予算や予想参加者数による設定をしている自治体も一
定数みられている。

問2.3):⑤年間の実施回数設定方法  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ

前
年
度
の
実
績
に
基
づ
い
て

講
師
や
教
育
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
リ
ソ
ー
ス
に
基
づ
い
て

予
算
の
制
約
に
基
づ
い
て

予
想
さ
れ
る
参
加
者
数
に
基
づ
い
て

研
修
内
容
の
難
易
度
や
範
囲
に
応
じ

た
効
果
的
な
学
習
時
間
に
基
づ
い
て

受
講
者
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
意
見

に
基
づ
い
て

そ
の
他

※その他を除き降順ソート
図 8-3-2-15　実施回数の設定方法

【その他内容】
• 実施機関が定員数を決定している。
• 認知症介護研修計画の目標値

前年度の実績や、スタッフのスケジュール・リソースに基づいて回数を設定していると回答
した自治体が 7割を超えており、予算や予想参加者数による設定をしている自治体も一定数
みられている。
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（ⅵ）関連団体や事業所からの要望有無ⅵ）関連団体や事業所からの要望有無

図 8-3-2-17 関連団体や事業所等からの要望有無
要望のある自治体は 自治体と、今回調査の約半数であった。
具体的な要望については下記の通りである。
定員の確保 件

・ 他団体や政令市が実施している回で選考漏れしたため受講させてほしいな

どの受講決定に係る要望が多い。研修の定員増加に係る要望。

・ 実践者研修について、受講希望者が多く抽選で落選となる方が多かったた

め定員数を増やしてほしいとの要望があった。

・ 過年度の実績を踏まえ、定員数の見直しを行ってほしい。
   

研修回数の増加 件

・ 実践リーダー研修について、実施法人から、来年度以降、実施回数を増や

したいとの相談があった。

・ 実施回数を増やし、修了者を増やしてほしい旨の要望がある。
   

オンライン研修の要望 件

・ 新型コロナウイルスの感染拡大のためオンライン研修を導入したが、

オンライン研修においても、対面での研修と同等の効果を得ることができてい

る。感染拡大が収まったが、オンライン研修を継続してもいいか。

・ 離島からの研修参加申込者から，オンライン研修実施の要望があった。
   

問2.3):⑥令和4年度以降の関連団体や事業所等からの要望有無  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ ない ある

ない
ある

図 8-3-2-16　関連団体や事業所等からの要望有無

要望のある自治体は 26自治体と、今回調査の約半数であった。
具体的な要望については下記の通りである。

定員の確保 12件

・	他団体や政令市が実施している回で選考漏れしたため受講させてほしいなどの受講決定
に係る要望が多い。研修の定員増加に係る要望。
・	実践者研修について、受講希望者が多く抽選で落選となる方が多かったため定員数を増
やしてほしいとの要望があった。
・過年度の実績を踏まえ、定員数の見直しを行ってほしい。

研修回数の増加 7件

・	実践リーダー研修について、実施法人から、来年度以降、実施回数を増やしたいとの相
談があった。
・	実施回数を増やし、修了者を増やしてほしい旨の要望がある。

オンライン研修の要望 4件

・	新型コロナウイルスの感染拡大のためオンライン研修を導入したが、オンライン研修に
おいても、対面での研修と同等の効果を得ることができている。感染拡大が収まったが、
オンライン研修を継続してもいいか。
・	離島からの研修参加申込者から，オンライン研修実施の要望があった。

集合形式の希望 4件

・オンラインから対面への変更（特に演習部分）。

実施時期の変更 2件
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・実践者研修を前期、後期制にしてほしい。
オンライン研修が苦痛。

その他 3件

・	令和 6年度の介護報酬改定に伴い、リーダー研修の対象者拡大が行われ、特に実践者研
修未受講者の受講について、講師の多くから懸念の声が上がっている。
・他施設実習の実施有無について（自施設実習への振替）
・	受講者の質の向上（研修のレベルが高いため、講義についていけない受講者がいる）。定
員超過時の受講者選定方法に関する要望。研修予算に関する要望。

以上、定員数や実施回数についての要望が多く挙げられている。
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（ⅶ）受けた要望の反映有無ⅶ）受けた要望の反映有無

図 8-3-2-18 要望の反映状況
【反映していない内容 理由】
 実施回数（コース）については講師も限られており、他の研修とのスケジュールの兼

ね合いもあるので現体制では困難。
県内の会場が限られており全日程集合開催で行うことは困難。

 実践者研修を受講した人が、その後実践リーダー研修を受講できるように実施時期を
調整しているため。②講師や教育スタッフの負担を考慮した最大回数のため。

 予算の関係、指導者の不足
受けた要望を反映または一部反映していると回答した自治体は計 自治体で、要望を受
けた自治体のうち半数弱であった。また、要望を反映できていない 自治体の中でも、
今後の反映予定があると回答した自治体は 自治体と多い傾向がみられている。

ⅷ）受講しやすい環境整備のための工夫
開催地に関連する工夫をしている 件

・ 県内の会場を東西で、交互に行うようにしている。

・ 県内各所から受講できるように、県中央部に位置する会場を確保している

・ 県内にて開催地が偏らないよう実施している。
   

オンライン研修やオンラインでの課題提出を実施している 件

問2.3):⑦受けた要望の反映有無(反映していない場合の内容/理由)(要望あり ベースBase)  (n=26)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 反映している 一部反映して
いる

反映していな
いが、今後反
映する予定で

ある

反映していな
いし、今後も

予定はない
不明

反映している

一部反映している反映していないが、今後反映する予定
である

反映していないし、今後も予定
はない

不明

図 8-3-2-17　要望の反映状況

【反映していない内容 /理由】
•		実施回数（コース）については講師も限られており、他の研修とのスケジュールの兼
ね合いもあるので現体制では困難。
県内の会場が限られており全日程集合開催で行うことは困難。”
•		実践者研修を受講した人が、その後実践リーダー研修を受講できるように実施時期を
調整しているため。②	講師や教育スタッフの負担を考慮した最大回数のため。
•		予算の関係、指導者の不足

受けた要望を反映または一部反映していると回答した自治体は計 12自治体で、要望を受けた
自治体のうち半数弱であった。また、要望を反映できていない 13自治体の中でも、今後の反
映予定があると回答した自治体は 10自治体と多い傾向がみられている。

（ⅷ）受講しやすい環境整備のための工夫

開催地に関連する工夫をしている 11件

・県内の会場を東西で、交互に行うようにしている。
・県内各所から受講できるように、県中央部に位置する会場を確保している
・県内にて開催地が偏らないよう実施している。

オンライン研修やオンラインでの課題提出を実施している 10件
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・	オンラインで課題配信・課題提出・連絡事項の配信が行なえるようにしている
・	対面とオンラインを組み合わせて実施することにより、感染症等への配慮や受講者にとっ
て参加しやすい環境を提供している。

開催時期の工夫をしている 7件

・月末や月初はできるかぎり開催しないようにしている。
・スケジュールを管理しやすいように前年度と同様の時期に開催をしている。

曜日の工夫をしている 7件

・特定の曜日だけに研修を開催しないようにしている

研修の前に事前説明を行っている 2件

・事前にオリエンテーションを行い、ZOOM操作説明会を実施している。

その他 6件

・県HP等にて、年間の研修日程を掲載している。
・	R6 年度までオンライン開催としていたが、オンライン環境のトラブルが生じないよう、
専門のSEを常に配置し、指導者や受講者のサポートを行った。

特になし 4件

開催地についての工夫や時期・曜日の工夫が多くみられ、また研修の方法についてもオンラ
インで受講や課題提出を可能にしている自治体も多いことが明らかとなった。
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（ⅸ）2025（令和 7）年度以降に予定している研修方法ⅸ）令和 年度以降に予定している研修方法

図 8-3-2-19 予定している研修方法

【その他内容】
 実践リーダー研修は、全て集合研修。実践者研修は、オンライン。
 実践者研修に関しては全て対面。実践リーダー研修に関しては 日目の講義及び最終

日の報告会のみオンライン。他は対面。
約半数が対面のみの実施の予定であり、一方で、全体の約 の自治体が未定と回答して
いる。

問2.3):⑨令和7年度以降に予定している研修方法  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ
対面(集合研

修)のみの実施
を予定

実習を除いた
全ての科目を
オンラインで
実施する予定

ハイブリッド
(対面とオンラ
インの組み合

わせ)で実施す
る予定

未定 その他

対面 集合研修 のみの
実施を予定

実習を除いた全ての科目をオンラインで実施
する予定

ハイブリッド 対面とオンラインの組み
合わせ で実施する予定

未定

その他

図 8-3-2-18　予定している研修方法

【その他内容】
•		実践リーダー研修は、全て集合研修。実践者研修は、オンライン。
•		実践者研修に関しては全て対面。実践リーダー研修に関しては 1日目の講義及び最終日
の報告会のみオンライン。他は対面。

約半数が対面のみの実施の予定であり、一方で、全体の約 1/4 の自治体が未定と回答している。
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（ⅹ）オンデマンド研修を導入する場合に発生しうる支障内容ⅹ）オンデマンド研修を導入する場合に発生しうる支障内容

図 8-3-2-20 オンデマンド導入の支障

【その他内容】
 研修受託団体の人手不足により、対応できない。
 当該研修はグループワークによる学びが大きいが、それが得られなくなる。
 受講者に対する学習効果が分からない。
講師と受講者のやりとりができないと回答した自治体が最も多く、 割を超えており、
次いで、受講者間のコミュニケーションや、技術サポートが難しいということが挙げられ
ている。特に支障はないと回答した自治体はなく、いずれの自治体も課題を抱えているこ
とが窺える。

問2.3):⑩オンデマンド研修(eラーニング等)を導入する場合に発生しうる支障内容  (n=55)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 特に支障
はない

講師と受
講者との
双方向の
やりとり
ができな

くなる

受講者間
のやりと
りができ
なくなる

参加者の
技術的な
サポート

が大変

オンデマ
ンド研修
のしくみ
を開発す
る費用が

かかる

参加者の
満足度や
フィード
バックの
収集が難

しい

指導者の
役割が減

る

研修前の
連絡や案
内が行き
届かない

その他

※特に支障はない, その他を除き降順ソート

図 8-3-2-19　オンデマンド導入の支障

【その他内容】
•		研修受託団体の人手不足により、対応できない。
•		当該研修はグループワークによる学びが大きいが、それが得られなくなる。
•		受講者に対する学習効果が分からない。

講師と受講者のやりとりができないと回答した自治体が最も多く、8割を超えており、次いで、
受講者間のコミュニケーションや、技術サポートが難しいということが挙げられている。特
に支障はないと回答した自治体はなく、いずれの自治体も課題を抱えていることが窺える。
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ⅺ）研修の学習効果・受講者満足度
　ⅰ）	現在実施している研修の学習効果

ⅺ）研修の学習効果・受講者満足度

①現在実施している研修の学習効果

図 8-3-2-21 研修の学習効果

いずれの研修も、多くの自治体が効果的である（非常に効果的・効果的である）と回答し
ている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に効果的
である 効果的である どちらとも言

えない
あまり効果的

ではない
全く効果がな

い   不  明

問3):①現在実施している研修の学習効果についての評価 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

非常に効果的である 効果的である どちらとも言えない
あまり効果的ではない 全く効果がない 不 明

図 8-3-2-20　研修の学習効果

いずれの研修も、多くの自治体が効果的である（非常に効果的・効果的である）と回答している。
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ⅱ）	受講者の満足度（自治体が推測する）②受講者の満足度（自治体が推測する）

図 8-3-2-22 受講者の満足度

受講者の満足度についても、両研修にて 割以上の自治体が受講者の満足度を高い（非常
に高い・まあまあ高い）ととらえていることが明らかとなった。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に高い まあまあ高い どちらとも言
えない やや低い 非常に低い   不  明

問3):②受講者の満足度 (1)実践者研修 / (2)実践リーダー研修  (n=55)

実践者
研修

実践リーダー
研修

実践者研修

実践リーダー研修

非常に高い まあまあ高い どちらとも言えない
やや低い 非常に低い 不 明

図 8-3-2-21　受講者の満足度

受講者の満足度についても、両研修にて 9割以上の自治体が受講者の満足度を高い（非常に
高い・まあまあ高い）ととらえていることが明らかとなった。
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3）オンライン研修の実施状況
　（ⅰ）オンライン実施のカリキュラムについて
　　ⅰ）	現在のオンライン実施（予定含む）カリキュラム【認知症介護実践者研修】

（ⅲ）オンライン研修の実施状況

ⅰ）オンライン実施のカリキュラムについて

①現在のオンライン実施 予定含む カリキュラム【実践者研修】

図 8-3-2-23 オンライン実施カリキュラム（実践者研修）

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援、生活支援のためのケアの演習 、 を高める
活動と評価の観点、家族介護者の理解と支援方法、権利擁護の視点に基づく支援、
地域資源の理解とケアへの活用、学習成果の実践展開と共有、生活支援のためのケアの演
習 行動・心理症状 、アセスメントとケアの実践の基本は、オンライン研修を実施して
いる自治体の中でも 割を超えてオンラインで実施されているカリキュラムであることが
明らかとなった。またオンライン研修を行っている自治体のうち、約半数が実習以外すべ
てのカリキュラムをオンラインで実施している傾向がみられている。

問4.1):①現在オンライン実施(予定も含む)カリキュラム (1)実践者研修  (n=29/55)

※上段:実数
　下段:%
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明

全数ベース%

オンライン研
修実施ベース

図 8-3-2-22　オンライン実施カリキュラム（実践者研修）

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援、生活支援のためのケアの演習 1、QOLを高める活
動と評価の観点、家族介護者の理解と支援方法、権利擁護の視点に基づく支援、地域資源の
理解とケアへの活用、学習成果の実践展開と共有、生活支援のためのケアの演習 2（行動・心
理症状）、アセスメントとケアの実践の基本は、オンライン研修を実施している自治体の中で
も 8割を超えてオンラインで実施されているカリキュラムであることが明らかとなった。ま
たオンライン研修を行っている自治体のうち、約半数が実習以外すべてのカリキュラムをオ
ンラインで実施している傾向がみられている。
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ⅱ）	現在のオンライン実施（予定含む）カリキュラムの課題【認知症介護実践者研修】② 現在のオンライン実施(予定含む)カリキュラムの課題【実践者研修】 

 
図 8-3-2-24 オンライン実施カリキュラムの課題（実践者研修）  

 
いずれのカリキュラムも、3 割程度の⾃治体がやや課題を感じていると回答し、⼀⽅で⼤
きな課題を感じている⾃治体はなく、課題感は軽度のものと推察される。 
具体的に挙げられた課題は、下記の通りである。 

 PC 操作に慣れていない受講者が多いため、ワードやエクセルのデータを開いたり⼊
⼒したりすることが困難で演習が思うように進まない時がある。 

 オンライン開催の際は、受講者⾃⾝の PC スキルをより確認する必要があり、次年度
以降は受講要件を検討する必要がある。 

 研修で⾏った演習ワークシート。 
 講師がグループワーク関与に困難さを感じている点。講師、受講者ともに ZOOM 機

能に慣れていない点。 
 実践展開シートの回収にトラブルが起こる グループワークが円滑に進まず、クオリ

ティの⾼い計画策定がしづらい 
 受講者の理解度の把握が難しい。 
 受講者の良好なオンライン環境の確保。全てのカリキュラムの受講状況の確認。 
 受講⽣が積極的に発⾔するための「場づくり」の不⾜。態度や表情など様々な「サイ

ン」をつかみにくい。 
 受講者の⼈数（定員６０名）に⽐べ、指導者である講師の⽅が１０名弱であり、「職

場実習の課題設定」内の時間で終わらないことがある。受講者がどの程度理解出来て

問4.1):①現在オンライン実施(予定も含む)カリキュラム課題有無[オンライン実施⾃治体ベース]

認知症ケアの理念・倫理と意思決定⽀援 (n26)

⽣活⽀援のためのケアの演習1 (n26)

QOLを⾼める活動と評価の観点 (n26)

家族介護者の理解と⽀援⽅法 (n26)

権利擁護の視点に基づく⽀援 (n26)

地域資源の理解とケアへの活⽤ (n26)

学習成果の実践展開と共有 (n25)

⽣活⽀援のためのケアの演習2(⾏動・⼼理症状) (n25)

アセスメントとケアの実践の基本 (n25)

職場実習の課題設定 (n17)

職場実習評価 (n17)

実習以外全てのカリキュラム (n15)
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特に無い やや課題 ⼤きな課題 不 明

図 8-3-2-23　オンライン実施カリキュラムの課題（認知症介護実践者研修）

いずれのカリキュラムも、3割程度の自治体がやや課題を感じていると回答し、一方で大き
な課題を感じている自治体はなく、課題感は軽度のものと推察される。
具体的に挙げられた課題は、下記の通りである。

•		PC 操作に慣れていない受講者が多いため、ワードやエクセルのデータを開いたり入力
したりすることが困難で演習が思うように進まない時がある。
•		オンライン開催の際は、受講者自身のPCスキルをより確認する必要があり、次年度以
降は受講要件を検討する必要がある。
•		研修で行った演習ワークシート。
•		講師がグループワーク関与に困難さを感じている点。講師、受講者ともに ZOOM機能
に慣れていない点。
•		実践展開シートの回収にトラブルが起こるグループワークが円滑に進まず、クオリティ
の高い計画策定がしづらい
•		受講者の理解度の把握が難しい。
•		受講者の良好なオンライン環境の確保。全てのカリキュラムの受講状況の確認。
•		受講生が積極的に発言するための「場づくり」の不足。態度や表情など様々な「サイン」
をつかみにくい。
•		受講者の人数（定員 60名）に比べ、指導者である講師の方が 10名弱であり、「職場実
習の課題設定」内の時間で終わらないことがある。受講者がどの程度理解出来ているか
の把握が難しい。グループワーク時のサポートが難しい。
•		受講者の接続環境とPCスキル
受講者の空気間や緊張感など対面研修と比べて把握できない研修資料の印刷の負担
•		受講者間のコミュニケーションが取りづらい。指導者が全受講者をきめ細かく見ること
が難しい。
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ⅲ）現在のオンライン実施（予定含む）カリキュラム【認知症介護実践リーダー研修】

いるかの把握が難しい。グループワーク時のサポートが難しい。 
 受講者の接続環境と PC スキル 

受講者の空気間や緊張感など対⾯研修と⽐べて把握できない 
研修資料の印刷の負担 

 受講者間のコミュニケーションが取りづらい。指導者が全受講者をきめ細かく⾒るこ
とが難しい。 

 
③現在のオンライン実施(予定含む)カリキュラム【実践リーダー研修】 

 
図 8-3-2-25 オンライン実施カリキュラム（実践リーダー研修）  

 
認知症介護実践リーダー研修の理解、認知症の専⾨的理解、施策の動向と地域展開、チー
ムケアを構築するリーダーの役割、ストレスマネジメントの理論と⽅法、 
ケアカンファレンスの技法と実践、認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と⽅法、
職場内教育の基本視点、職場内教育(OJT)の⽅法の理解、職場内教育(OJT)の実践に関す
るカリキュラムは半数以上がオンラインを実施する傾向が明らかとなった。特に認知症介
護実践リーダー研修の理解、認知症の専⾨的理解、施策の動向と地域展開、ストレスマネ

問4.1):①現在オンライン実施(予定も含む)カリキュラム (2)実践リーダー研修  (n=20/55)

※上段:実数
 下段:%
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図 8-3-2-24　オンライン実施カリキュラム（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修の理解、認知症の専門的理解、施策の動向と地域展開、チーム
ケアを構築するリーダーの役割、ストレスマネジメントの理論と方法、
ケアカンファレンスの技法と実践、認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法、職
場内教育の基本視点、職場内教育（OJT）の方法の理解、職場内教育（OJT）の実践に関す
るカリキュラムは半数以上がオンラインを実施する傾向が明らかとなった。特に認知症介護
実践リーダー研修の理解、認知症の専門的理解、施策の動向と地域展開、ストレスマネジメ
ントの理論と方法、の 4カリキュラムについてはオンラインの実施が多い傾向がみられてい
る。
具体的な課題については、下記の通りである。

•		PC 操作に慣れていない受講者が多いため、ワードやエクセルのデータを開いたり入力
したりすることが困難で演習が思うように進まない時がある。
•		研修で行った演習ワークシート。
•		講師がグループワーク、受講者関与に困難さを感じている点。
•		受講者の良好なオンライン環境の確保。全てのカリキュラムの受講状況の確認。
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•		受講者の接続環境とPCスキル
受講者の空気間や緊張感など対面研修と比べて把握できない研修資料の印刷の負担
•		受講者間のコミュニケーションが取りづらい。指導者が全受講者をきめ細かく見ること
が難しい。

ⅳ）	現在のオンライン実施（予定含む）カリキュラムの課題【実践リーダー研修】

ジメントの理論と⽅法、の 4 カリキュラムについてはオンラインの実施が多い傾向がみら
れている。 
具体的な課題については、下記の通りである。 

 PC 操作に慣れていない受講者が多いため、ワードやエクセルのデータを開いたり⼊
⼒したりすることが困難で演習が思うように進まない時がある。 

 研修で⾏った演習ワークシート。 
 講師がグループワーク、受講者関与に困難さを感じている点。 
 受講者の理解度の把握が難しい。 
 受講者の良好なオンライン環境の確保。全てのカリキュラムの受講状況の確認。 
 受講者の接続環境と PC スキル 

受講者の空気間や緊張感など対⾯研修と⽐べて把握できない 
研修資料の印刷の負担 

 受講者間のコミュニケーションが取りづらい。指導者が全受講者をきめ細かく⾒るこ
とが難しい。 

④ 現在のオンライン実施(予定含む)カリキュラムの課題【実践リーダー研修】 

 

図 8-3-2-26 オンライン実施カリキュラムの課題（実践リーダー研修）  
 
職場内教育(OJT)の実践、職場実習の課題設定、職場実習のカリキュラムではオンライン
研修実施⾃治体のうち、およそ半数が課題を感じていると回答している。(※n が少ないた
め参考値)  

問4.1):①現在オンライン実施(予定も含む)カリキュラム課題有無 (2)実践リーダー研修[オンライン実施⾃治体ベース] 

認知症介護実践リーダー研修の理解 (n16)

認知症の専⾨的理解 (n15)

施策の動向と地域展開 (n15)

チームケアを構築するリーダーの役割 (n14)

ストレスマネジメントの理論と⽅法 (n15)

ケアカンファレンスの技法と実践 (n14)

認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と⽅法 (n14)

職場内教育の基本視点 (n13)

職場内教育(OJT)の⽅法の理解 (n13)

職場内教育(OJT)の実践 (n12)

職場実習の課題設定 (n6)

職場実習評価 (n9) ｎ

実習以外全てのカリキュラム (n6)
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図 8-3-2-25　オンライン実施カリキュラムの課題（認知症介護実践リーダー研修）

職場内教育（OJT）の実践、職場実習の課題設定のカリキュラムではオンライン研修実施自
治体のうち、およそ半数が課題を感じていると回答している。（※ nが少ないため参考値）
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（ⅱ）オンライン研修の実施状況
　ⅰ）	オンライン研修の実施理由

ⅱ）オンライン研修の実施状況
①オンライン研修の実施理由

図 8-3-2-27 オンライン研修の実施理由

【その他内容】
 研修受託法人の意向。
 緊急時に対応できるように、オンライン研修のスキルを消滅させないため
 講師の希望による。

割の自治体において参加者が受講しやすくするためと回答しており、コロナ感染症をは
じめとした安全対策としてオンライン研修を実施している自治体も半数となっている。

問4.2):①オンライン研修実施理由  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ

参
加
者
が
受
講
し
や
す
く
す
る

た
め

コ
ロ
ナ
感
染
症
等
、
健
康
と
安

全
に
関
す
る
懸
念
が
あ
る
た
め

参
加
者
の
移
動
に
負
担
が
あ
る

た
め

会
場
確
保
が
困
難
な
た
め

講
師
の
移
動
負
担
を
無
く
す
た

め 定
員
数
を
拡
大
す
る
た
め

会
場
費
、
交
通
費
、
印
刷
費
な

ど
の
経
費
削
減
の
た
め

そ
の
他

不
明

※その他, 不明を除き降順ソート

図 8-3-2-26　オンライン研修の実施理由

【その他内容】
•		研修受託法人の意向。
•		緊急時に対応できるように、オンライン研修のスキルを消滅させないため
•		講師の希望による。

7割の自治体において参加者が受講しやすくするためと回答しており、コロナ感染症をはじ
めとした安全対策としてオンライン研修を実施している自治体も半数となっている。
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ⅱ）	オンライン研修の実施方法②オンライン研修の実施方法

図 オンライン研修の方法
【その他内容】
 日目（講義）と最後の報告会をオンラインで実施。
実践者研修、実践リーダー研修ともに「実習以外全てオンライン実施」が最多であり、特
に、実践者研修では半数を超えている。

※上段:実数
　下段:%

ｎ
実習以外は全

て
オンラインで

オンライン研
修後、集合研

修実施

集合研修を実
施後、オンラ

イン研修を
その他 不明

実践リーダー
研修

問4.2):②オンライン研修実施方法 (1)実践者研修(n=29) / (2)実践リーダー研修(n=20)

実践者
研修

実践者研修

実践リーダー研
修

実習以外は全てオンラインで実施
オンライン研修後、集合研修実施
集合研修を実施後、オンライン研修を実施
その他
不明

図 8-3-2-27　オンライン研修の方法

【その他内容】
•		1 日目（講義）と最後の報告会をオンラインで実施。

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修ともに「実習以外全てオンライン実施」
が最多であり、特に、認知症介護実践者研修では半数を超えている。
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ⅲ）	オンライン研修での使用ツール③オンライン研修での使用ツール

図 オンライン研修の使用ツール
【その他内容】
 。
オンライン研修では、ほとんどの自治体が を使用して研修を行っていることが明ら
かとなった。

問4.2):③オンライン研修での使用ツール  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ zoomを使用 Teamsを使用 Google Meetを
使用 その他   不  明

※その他, 不明を除き降順ソート
図 8-3-2-28　オンライン研修の使用ツール

【その他内容】
•		OneDrive。

オンライン研修では、ほとんどの自治体がZoomを使用して研修を行っていることが明らか
となった。
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ⅳ）	オンライン研修 1回あたりの実施時間④オンライン研修 回あたりの実施時間

図 オンライン研修の実施時間

日間と回答した自治体と、 日間・半日間両方と回答した自治体で二分される結果とな
り、 回あたり 日間と設定している自治体が最も多く、オンライン研修実施自治体のう
ち半数以上であった。

問4.2):④オンライン研修の1回あたりの実施時間  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 1日間
(7時間～8時間)

半日間
(3時間～4時間)

1日間と半日間
の両方 その他 不明

日間
時間～ 時間

半日間
時間～ 時間

日間と半日間の両方

その他

不明

図 8-3-2-29　オンライン研修の実施時間

1日間と回答した自治体と、1日間・半日間両方と回答した自治体で二分される結果となり、
1回あたり 1日間と設定している自治体が最も多く、オンライン研修実施自治体のうち半数
以上であった。
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ⅴ）	オンライン研修の実施間隔⑤オンライン研修の実施間隔

図 オンライン研修の実施間隔

【その他内容 ※全件 】
 週間に 回程度。
 日連続し 週間おいて 日
 日連続でオンライン研修→実習→2 日連続でオンライン研修→実習→オンライン研

修（ 日）→実習→オンライン研修。
 ２日連続→５日空き→２日連続→ 週間実習→１日
 ３日連続の後 週後に 日（リーダー）、もしくは 日（実践者）実施。その 週後

に 日実施。
 その後 週の実習を行い、実習後に、最終（評価）を 日実施。
 
 基本、数日おき。
 講師の都合。集合する部屋の確保のため。 日おきであったり、週に 回であったり

の蓄積。
 週に 回を 週間はさんで実施。
 昨年度は、 月 日、 日、 日、 日に実施。
 実践者研修は、３週間の視聴期間を設けたオンデマンド研修の後に、計 日間（全

てオンライン研修）の研修がある。計 日間の研修のうち、 日目と 日目は約 週
間間隔があり、 日目と 日目の間隔は 日で、 日目と 日目は約 週間間隔があ

問4.2):⑤オンライン研修の実施間隔  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 毎日 1日おき 2日おき 3日おき 週に1回を
毎週

週に1回を
毎月 その他 不明

図 8-3-2-30　オンライン研修の実施間隔

【その他内容（※全件）】
•		2 週間に 1回程度。
•		2 日連続し 2週間おいて 2日
•		2 日連続でオンライン研修→実習→ 2日連続でオンライン研修→実習→オンライン研
修（1日）→実習→オンライン研修。
•		2 日連続→ 5日空き→ 2日連続→ 4週間実習→ 1日
•		3 日連続の後 2週後に 3日（リーダー）、もしくは 2日（実践者）実施。その 1週後
に 1日実施。	その後 4週の実習を行い、実習後に、最終（評価）を 1日実施。
•		基本、数日おき。
•		講師の都合。集合する部屋の確保のため。1日おきであったり、週に 1回であったり
の蓄積。
•		週に 3回を 1週間はさんで実施。
•		昨年度は、1月 9日、16日、17日、23日に実施。
•		実践者研修は、3週間の視聴期間を設けたオンデマンド研修の後に、計 4日間（全て
オンライン研修）の研修がある。計 4日間の研修のうち、1日目と 2日目は約 1週間
間隔があり、2日目と 3日目の間隔は 1日で、3日目と 4日目は約 3週間間隔があい
ている。認知症介護実践リーダー研修のオンライン研修は、4週間の視聴期間を設け
たオンデマンド形式で実施。
•		週 2日を 2週間続け、1か月後に最終日を迎える
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•		週に 1回または 2回で実施。
•		前期・後期に分け、それぞれ実践者研修は 2日間続けて、リーダー研修は 3日間続け
て行う。
•		認知症介護指導者によるカリキュラム検討委員会によって、実施間隔が独自に設定さ
れている。
•		二日間を 2週に分けて実施
•		約 2ヵ月の期間で不定期開催

各自治体で多用な方法が実施されており、毎日行っていると回答した自治体は8自治体と多く、
多くの自治体が間に中日を設けている傾向が明らかとなった。
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ⅵ）	オンラインによる教育方法上の課題⑥オンラインによる教育方法上の課題

図 教育方法上の課題

【その他内容】
 受講者が やパソコンの操作に不慣れな方が多いため、毎回研修前に操作方法

の説明を行う必要があること。
 グループワーク時に話をしている内容の把握が難しく、講師からのサポートを実施し

にくい。
 オンライン環境の確保（自宅からの受講で不安定な場合がある）
特に課題がないとした自治体はわずか 自治体で、多くの自治体が課題を抱えていること
が明らかになった。受講者の理解度について把握しにくい、参加者のコミュニケーション
不足やグループワークが十分にできないといった、コミュニケーション方法にかかわる課
題が多い傾向がみられている。また一部、受講者の スキルが不足している場合がある
といった意見も見られている。

問4.2):⑥オンラインによる教育方法上の課題  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ

特
に
課
題
は
な
い

受
講
者
の
理
解
度
の
把
握
が
難
し
い

参
加
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
が
十
分
に
実
施
で
き
な
い

個
別
指
導
が
難
し
い

参
加
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
維
持

実
践
的
な
ス
キ
ル
の
習
得
が
困
難

オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
に
よ
る
教
育
技
術

そ
の
他

不
明

※特に課題はない, その他, 不明を除き降順ソート

図 8-3-2-31　教育方法上の課題

【その他内容】
•		受講者が ZOOMやパソコンの操作に不慣れな方が多いため、毎回研修前に操作方法の
説明を行う必要があること。
•		グループワーク時に話をしている内容の把握が難しく、講師からのサポートを実施し
にくい。
•		オンライン環境の確保（自宅からの受講で不安定な場合がある）

特に課題がないとした自治体はわずか 5自治体で、多くの自治体が課題を抱えていることが
明らかになった。受講者の理解度について把握しにくい、参加者のコミュニケーション不足
やグループワークが十分にできないといった、コミュニケーション方法にかかわる課題が多
い傾向がみられている。また一部、受講者のPCスキルが不足している場合があるといった意
見も見られている。
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ⅶ）	オンライン研修の課題改善での工夫⑦オンライン研修の課題改善での工夫

図 課題改善の工夫

【その他内容】
 オンライン研修に係るパソコンの操作に関する動画を作成している。
 チャット機能を活用したりして一人一人の状況を確認する。
 令和５年度実践リーダー研修（オンライン）において、茶話会を実施した。（受講生

が指導者と気軽に話をする、受講生同士面識をつくる目的）
 受講者に対して、対面式研修によるフォローアップができるように、研修日程の前半

にオンライン研修、後半に対面式研修を実施している。
 ブレイクアウトルームを設置し、休憩時間に同じグループで会話できるようにしてい

る。
 講師間で見て回る班を決めておき、グループワーク時もサポートしやすいようにして

いる。オンラインによる操作方法は、別日で説明会を実施している。

問4.2):⑦オンライン研修の課題改善での工夫  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ

特
に
な
い

事
前
に
参
加
者
や
講
師
と
テ
ス
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
実
施
し
て
い
る

チ
ャ
ッ
ト
機
能
、
ク
イ
ズ
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
な
ど
、
双
方
向
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る

休
憩
時
間
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
る

研
修
内
容
を
録
画
し
て
、
参
加
者
が
後
で
復
習

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

研
修
終
了
後
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
機
会
を
つ

く
っ
て
い
る

研
修
時
間
を
短
時
間
に
し
て
分
割
し
て
実
施
し

て
い
る

そ
の
他

不
明

※特にない, その他, 不明を除き降順ソート

図 8-3-2-32　課題改善の工夫

【その他内容】
•		オンライン研修に係るパソコンの操作に関する動画を作成している。
•		チャット機能を活用したりして一人一人の状況を確認する。
•		令和 5年度実践リーダー研修（オンライン）において、茶話会を実施した。（受講生が
指導者と気軽に話をする、受講生同士面識をつくる目的）
•		受講者に対して、対面式研修によるフォローアップができるように、研修日程の前半
にオンライン研修、後半に対面式研修を実施している。
•		ブレイクアウトルームを設置し、休憩時間に同じグループで会話できるようにしている。
•		講師間で見て回る班を決めておき、グループワーク時もサポートしやすいようにして
いる。オンラインによる操作方法は、別日で説明会を実施している。

多くの自治体が課題改善に取り組んでおり、コミュニケーション周りの課題改善のために
チャットやクイズなどで双方向コミュニケーションを心がけているといった工夫が見られて
いる。また、研修参加前にテストセッションを実施している自治体が多い傾向であった。
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ⅷ）	今後、オンラインによる学習効果の向上に向けて必要なこと⑧今後、オンラインによる学習効果の向上に向けて必要なこと

図 学習効果に関する工夫

【その他内容】
 講師からは集合研修の希望が強い
受講者間のコミュニケーションを促進したり、理解度を確認する工夫を行うことが必要だ
と考える自治体が多くみられている。

問4.2):⑧今後、オンラインによる学習効果の向上に向けて、必要なこと  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ 特にない 受講者間の
交流促進

受講者の理
解度確認方

法の工夫(評
価方法の確

立)

実技研修や
対面での実
践と連携し
た教育の強

化

研修後の
フォロー

アップ体制
の強化

その他 不明

※特にない, その他, 不明を除き降順ソート
図 8-3-2-33　学習効果に関する工夫

【その他内容】
•		講師からは集合研修の希望が強い

受講者間のコミュニケーションを促進したり、理解度を確認する工夫を行うことが必要だと
考える自治体が多くみられている。
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ⅸ）	オンライン研修の運用に関する問題の程度⑨オンライン研修の運用に関する問題の程度

図 運用に関する問題の程度

特に問題ないと回答した自治体はオンライン研修実施自治体のうち約 割であるが、反対
にかなりの問題・ある程度の問題と捉えている自治体は 自治体で約 割みられ、オン
ライン研修の運用については問題と感じている自治体と特に問題はない自治体とか同数み
られ二極化していることが明らかとなった。

問4.3):①オンライン研修の運用についての問題について  (n=30)

※上段:実数
　下段:%

ｎ
非常に大きな
問題を感じて

いる

かなりの問題
を感じている

ある程度の問
題を感じてい

る

小さな問題を
感じている

特に問題はな
いと感じてい

る
不明

非常に大きな問題を感じている
かなりの問題を感じ

ている

ある程度の問題を感
じている

小さな問題を感じている

特に問題はないと感じている

不明

図 8-3-2-34　運用に関する問題の程度

特に問題ないと回答した自治体はオンライン研修実施自治体のうち約 4割であるが、反対に
かなりの問題・ある程度の問題と捉えている自治体は 11自治体で約 4割みられ、オンライン
研修の運用については問題と感じている自治体と特に問題はない自治体とか同数みられ二極
化していることが明らかとなった。
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ⅹ）	オンライン研修を運用する上での課題⑩オンライン研修を運⽤する上での課題  

 
図 8-3-2-36 運⽤上の課題 

 

【その他内容】 
 カリキュラム後半（課題設定・職場実習・評価等）は、集合にて実施しており、会場

を 2 箇所に分け Zoom を通して 2 箇所から同時視聴できるようにしているが、機器等
の不具合によるトラブルが発⽣することがある。 

 技術的なサポートを⾏うため、専⾨の SE を配置しているが、その費⽤が嵩んでい
る。 

運⽤上での課題として最も多く挙げられたのは研修参加者への技術的なサポートの⾯であ
り、次いで通信トラブル、フィードバックの収集の困難さであった。⼀⽅でオンライン研
修実施⾃治体のうち、3 割の⾃治体は特に課題はないと回答している。 

問4.3):②オンライン研修を運⽤する上での課題  (n=30)

※上段:実数
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図 8-3-2-35　運用上の課題

【その他内容】
•		カリキュラム後半（課題設定・職場実習・評価等）は、集合にて実施しており、会場
を 2箇所に分け Zoomを通して 2箇所から同時視聴できるようにしているが、機器等
の不具合によるトラブルが発生することがある。
•		技術的なサポートを行うため、専門のSEを配置しているが、その費用が嵩んでいる。

運用上での課題として最も多く挙げられたのは研修参加者への技術的なサポートの面であり、
次いでフィードバックの収集の困難さであった。一方でオンライン研修実施自治体のうち、
3割の自治体は特に課題はないと回答している。
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	ⅺ）	オンライン研修における参加者の管理やサポートに関しての課題⑪オンライン研修における参加者の管理やサポートに関しての課題

図 参加者の管理やサポート上の課題

【その他内容】
 グループワーク、個人ワークなど受講者の理解を把握、サポートするために指導者の

サポートが非常に必要となり、ファシリテーターとして参加する指導者の数が多くな
る。
講義時間外でも指導者のサポートが必要となり、指導者の負担となっているケースも
ある。

 受講者への技術的なサポートについて、事業所の協力を求めているが、実際は事務局
に問い合わせが来て対応する事が多い。

 受講者がオンライン研修に不慣れ、または受講場所のインターネット通信が不安定な
場合、研修担当者以外の職員が対応に当たらなければならず負担が大きいこと

オンライン研修実施自治体のうち、半数が課題はないと回答しているが、挙げられた具体
的な課題の中では、スタッフの不足や他業務の両立の難しさなど、人的リソースにかかわ
る課題が挙げられている。

問4.3):③オンライン研修における参加者の管理やサポートに関しての課題  (n=30)

※上段:実数
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図 8-3-2-36　参加者の管理やサポート上の課題

【その他内容】
•		グループワーク、個人ワークなど受講者の理解を把握、サポートするために指導者のサ
ポートが非常に必要となり、ファシリテーターとして参加する指導者の数が多くなる。	
講義時間外でも指導者のサポートが必要となり、指導者の負担となっているケースも
ある。
•		受講者への技術的なサポートについて、事業所の協力を求めているが、実際は事務局
に問い合わせが来て対応する事が多い。
•		受講者がオンライン研修に不慣れ、または受講場所のインターネット通信が不安定な
場合、研修担当者以外の職員が対応に当たらなければならず負担が大きいこと
オンライン研修実施自治体のうち、半数が課題はないと回答しているが、挙げられた
具体的な課題の中では、スタッフの不足や他業務の両立の難しさなど、人的リソース
にかかわる課題が挙げられている。
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	ⅹⅱ）	オンライン研修を運用する上でのメリット⑫オンライン研修を運用する上でのメリット

図 オンライン研修のメリット

【その他内容】
 研修の機会確保
ほぼ全てのオンライン研修実施自治体がメリットを感じており、地理的な制約を受けない
点、移動時間やコストの削減につながっている、会場の制約がなくなりコスト・定員数の
問題解決につながっているという自治体が多くみられている。

問4.3):④オンライン研修を運用する上でのメリット  (n=30)
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図 8-3-2-37　オンライン研修のメリット

【その他内容】
•		研修の機会確保
ほぼ全てのオンライン研修実施自治体がメリットを感じており、地理的な制約を受け
ない移動時間やコストの削減につながっている、会場の制約がなくなりコスト・定員
数の問題解決につながっているという自治体が多くみられている。
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	ⅹⅲ）オンライン研修に関するその他の意見

オンライン形式では受講者の反応や理解度の把握など、双方向コミュニケー
ションに課題を感じている・工夫が必要だと感じる 4件

・		コロナ禍にやむを得ず，オンライン形式で実施したが，研修講師から，「集合研修は，受
講者の反応（理解度）がよくわかり，演習（グループワーク）などにより受講者同士の
交流が図られる。また，ファシリテーターの指導も細かく行き届く。」とのことで，本県
では集合研修としている。

・		オンラインは一方通行の講義においては一定のメリットはあるものの、指導者と受講者
や受講者同士のコミュニケーションを取ることが難しい。この課題を解決しようとする
と、受講可能者数をある程度絞らざるを得ず、オンラインのメリットが減ってしまうと
感じている。

・		グループワークにて、ファシリテーターである認知症介護指導者から受講生へ助言、指
導や、受講生同士の情報交換による学びが大きなウェイトを占める研修であるため、オ
ンラインでもそれが得られる工夫が必要と考える。また、指導者が指導者連絡会をつくり、
研修内容の改善にとりくんでいるため、オンライン講義の内容も、都度、加筆、修正等
できると良い。

オンラインは受講者が参加しやすいメリットがある 2件

・		地理的な制約を受けないことなどから、受講者は参加しやすいが、研修の質の担保を図
るため、一方的ではなく双方向のコミュニケーションができるような工夫が必要である。

オンライン・ハイブリッド開催について他の成功例を参考にしたい 1件

・		集合形式で実施しながら動画の活用や外部講師のオンライン参加など、ハイブリッド形
式（集合・オンライン）で研修を実施した先行事例があれば、参考にしたい。

自治体の負担軽減を求める 1件

・		かねてから、研修の質を確保するため「対面で実施する」という講師（認知症介護指導者）
からの強い意向があり、これ以上のオンライン研修の導入に消極的である。一方、県と
しては、実践リーダー研修が各種加算の要件にもなったことから、更なる受講者の増加
に対応する研修機会の確保のためにもオンラインを活用した研修の導入は必要であると
考えている。一定以上の研修の質を確保しつつ、受講機会の提供を行うためにも、国が
実践者研修及び実践リーダー研修のオンライン研修を実施していただきたい。また、認
知症介護基礎研修のように都道府県等が認知症介護研究・研修センター等を指定しての
実施が可能であれば、県及び認知症介護指導者の負担の軽減につながると考える。今後、
研修受講者の増加が見込まれる中、すべてを都道府県が対応するには限界がある。受講
者に適切な受講機会を提供するためにも、国が主導するオンラインを活用した研修の実
施を要望する。

　研修のオンライン開催は、参加しやすいメリットがある一方で、コミュニケーションの難
しさや課題感を感じており、ほかの自治体での成功事例を参考にしたいという意見もみられ
ている。
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（3）オンライン実施群と集合形式実施群の比較
　1）学習効果の比較
　　（ⅰ）認知症介護実践者研修

（３）オンライン実施群と集合形式実施群の比較
１）学習効果の比較
（ⅰ）実践者研修

図 学習効果の比較（実践者研修）
実践者研修の学習効果については、対面のみ実施自治体とオンライン実施自治体の間で効
果に明確な差はみられず、対面のみ実施自治体では平均 点、オンライン実施では平均

点となり、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（
有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に効果的
である(+5)

効果的である どちらとも言
えない(+3)

あまり効果的
ではない 全く効果がな

い(+1) 不  明 平  均

実践者研修
オンライン

問3):①現在実施している研修の学習効果についての評価 (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

対面のみ

オンライン

非常に効果的である 効果的である どちらとも言えない
あまり効果的ではない 全く効果がない 不 明

図 8-3-3-1　学習効果の比較（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修の学習効果については、対面のみ実施自治体とオンライン実施自治体
の間で効果に明確な差はみられず、対面のみ実施自治体では平均 4.19 点、オンライン実施
では平均 4.26 点となり、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった
（p=0.6462, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 学習効果の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修の学習効果についても、対面のみとオンラインで評価に明確な差はみら
れず、対面のみ実施自治体では平均 点、オンライン実施では平均 点となり、統
計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準

）。
。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に効果的
である(+5)

効果的である どちらとも言
えない(+3)

あまり効果的
ではない 全く効果がな

い(+1) 不  明 平  均

問3):①現在実施している研修の学習効果についての評価 (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

対面のみ

オンライン

非常に効果的である 効果的である どちらとも言えない
あまり効果的ではない 全く効果がない 不 明

図 8-3-3-2　学習効果の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修の学習効果についても、対面のみとオンラインで評価に明確な
差はみられず、対面のみ実施自治体では平均 4.26 点、オンライン実施では平均 4.00 点とな
り、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.1265, 有意水準
5%）。
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2）受講者満足度の比較
　（ⅰ）認知症介護実践者研修

２）受講者満足度の比較
（ⅰ）実践者研修

図 受講者満足度の比較（実践者研修）

受講者の満足度において、対面のみ実施・オンライン実施の間で大きな差は確認できず、
対面のみが平均 点、オンライン実施の平均は 点となり、統計分析の結果、両群
間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に高い まあまあ高い どちらとも言
えない(+3)

やや低い 非常に低い 不  明 平  均

問3):②受講者の満足度 (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

対面のみ

オンライン

非常に高い まあまあ高い どちらとも言えない
やや低い 非常に低い 不 明

図 8-3-3-3　受講者満足度の比較（認知症介護実践者研修）

受講者の満足度において、対面のみ実施・オンライン実施の間で大きな差は確認できず、対
面のみが平均 4.23 点、オンライン実施の平均は 4.26 点となり、統計分析の結果、両群間に
統計的に有意な差は認められなかった（p=0.8401, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 受講者満足度の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修における満足度についても、対面のみとオンライン実施で明確な差はな
く、対面のみの平均点は 、オンライン実施の平均点は という結果であり、統計
分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準

）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に高い まあまあ高い どちらとも言
えない(+3)

やや低い 非常に低い 不  明 平  均

問3):②受講者の満足度 (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

対面のみ

オンライン

非常に高い まあまあ高い どちらとも言えない
やや低い 非常に低い 不 明

図 8-3-3-4　受講者満足度の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修における満足度についても、対面のみとオンライン実施で明確
な差はなく、対面のみの平均点は 4.21、オンライン実施の平均点は 4.18 という結果であ
り、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.8256, 有意水準
5%）。
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3）未修了者数の比較
　（ⅰ）認知症介護実践者研修

３）未修了者数の比較
（ⅰ）実践者研修

図 未修了者数の比較（実践者）

実践者研修における未修了者の数を比較すると、対面のみでは平均 人だったのに対
し、オンライン実施では平均 人とやや多い結果となり、統計分析の結果、両群間に
統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 0人 1～
3人

4～
6人

7～
9人

10～
12人

13～
15人

16～
18人

19～
21人

22人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):④令和5年度の未修了者数/年 (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

対面のみ

オンライン

人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-3-5　未修了者数の比較（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修における未修了者の数を比較すると、対面のみでは平均 5.96 人だった
のに対し、オンライン実施では平均 12.04 人とやや多い結果となり、統計分析の結果、両群
間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.0935, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 未修了者数の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修における未終了者数については、対面のみで平均 人、オンライン実
施では平均 人となり、大きな差はみられず、統計分析の結果、両群間に統計的に有意
な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
下段:%

ｎ 0人 1～
3人

4～
6人

7～
9人

10～
12人

13～
15人

16～
18人

19～
21人

22人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):④令和5年度の未修了者数/年 (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

0.

9 0.0対面のみ

オンライン

人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-3-6　未修了者数の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修における未修了者数については、対面のみで平均 1.88 人、オン
ライン実施では平均 3.06 人となり、大きな差はみられず、統計分析の結果、両群間に統計的
に有意な差は認められなかった（p=0.2942, 有意水準 5%）。
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4）受講者総数の比較
　（ⅰ）認知症介護実践者研修

４）受講者総数の比較
（ⅰ）実践者研修

図 受講者総数の比較（実践者研修）

実践者研修の受講者総数をみると、対面のみでは 人、オンラインでは 人と
双方の間に大きな差は認められず、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認めら
れなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
下段:%

ｎ 100人
未満

100～
149人

150～
199人

200～
249人

250～
299人

300人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):③令和5年度の受講者総数/年 (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

対面のみ

オンライン

人未満 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-3-7　受講者総数の比較（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修の受講者総数をみると、対面のみでは 198.42 人、オンラインでは
211.04 人と双方の間に大きな差は認められず、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差
は認められなかった（p=0.7442, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 受講者総数の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修についても、受講者総数は対面のみで平均 人、オンラインで
人となり、平均人数に大きな差はなく、統計分析の結果、両群間に統計的に有意な

差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):③令和5年度の受講者総数/年 (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

対面のみ

オンライン

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

図 8-3-3-8　受講者総数の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修についても、受講者総数は対面のみで平均 39.88 人、オンライ
ンで 43.61 人となり、平均人数に大きな差はなく、統計分析の結果、両群間に統計的に有意
な差は認められなかった（p=0.7138, 有意水準 5%）。
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5）定員数の比較
　（ⅰ）認知症介護実践者研修

５）定員数の比較
（ⅰ）実践者研修

図 定員数の比較（実践者研修）

実践者研修における定員数では、対面のみでは平均 人、オンラインでは平均
人となり、平均人数では大きな差は認められない。一方で、オンライン研修実施自治体で
は 人以上の定員を設けている自治体が 自治体（ ％）である。統計分析の結果、
両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):②令和5年度の定員数/1回 (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

実践者研修

実践リーダー研修

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

オンライン

対面のみ

図 8-3-3-9　定員数の比較（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修における定員数では、対面のみでは平均 63.99 人、オンラインでは平
均 72.56 人となり、平均人数では大きな差は認められない。一方で、オンライン研修実施自
治体では100人以上の定員を設けている自治体が4自治体（16.7％）である。統計分析の結果、
両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.3931, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 定員数の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修の定員数については、対面のみで平均 人、オンラインで 人
となり、大きな差は認められない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認めら
れなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 20人
未満

20～
29人

30～
39人

40～
49人

50～
59人

60～
69人

70～
79人

80～
89人

90～
99人

100人
以上 平均 最小値 最大値

問2.1):②令和5年度の定員数/1回 (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

実践者研修

実践リーダー研修

人未満 ～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人
～ 人 ～ 人 ～ 人 ～ 人 人以上

オンライン

対面のみ

図 8-3-3-10　定員数の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修の定員数については、対面のみで平均 44.85 人、オンラインで
42.11 人となり、大きな差は認められない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は
認められなかった（p=0.5044, 有意水準 5%）。
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6）受講料の比較
　（ⅰ）認知症介護実践者研修

６）受講料の比較
（ⅰ）実践者研修

図 受講料の比較（実践者研修）

実践者研修の研修受講料を比較すると、対面のみ実施自治体の平均は 円、オン
ライン実施ありの自治体では平均 円となり、大きな差は認められない。統計分析
の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 10,000円
未満

10,000円
～14,999
円

15,000円
～19,999
円

20,000円
～24,999
円

25,000円
～29,999
円

30,000円
～34,999
円

35,000円
～39,999
円

40,000円
～44,999
円

45,000円
～49,999
円

50,000円
以上 不明 平均 最小値 最大値

問2.3):①研修受講料(円) (1)実践者研修

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

実践者研修

実践リーダー研修

円未満 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円以上 不明

オンライン

対面のみ

図 8-3-3-11　受講料の比較（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修の研修受講料を比較すると、対面のみ実施自治体の平均は 24215.38
円、オンライン実施ありの自治体では平均 22349.57 円となり、大きな差は認められない。
統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.5821, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 受講料の比較（実践リーダー研修）

実践リーダー研修においては、対面のみで平均 円、オンライン実施ありでは
円で、大きな差は認められない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は

認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 10,000円
未満

10,000円
～14,999
円

15,000円
～19,999
円

20,000円
～24,999
円

25,000円
～29,999
円

30,000円
～34,999
円

35,000円
～39,999
円

40,000円
～44,999
円

45,000円
～49,999
円

50,000円
以上 不明 平均 最小値 最大値

問2.3):①研修受講料(円) (2)実践リーダー研修

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

実践者研修

実践リーダー研修

円未満 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円～ 円 円～ 円 円～ 円
円以上 不明

オンライン

対面のみ

図 8-3-3-12　受講料の比較（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修においては、対面のみで平均 34549.24 円、オンライン実施あ
りでは 32894.44 円で、大きな差は認められない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意
な差は認められなかった（p=0.7871, 有意水準 5%）。
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7）研修課題の改善に関する工夫の比較７）研修課題の改善に関する工夫の比較

図 改善課題の工夫

オンライン研修における課題改善の工夫を研修別に比較すると、実践者研修・実践リーダ
ー研修ともに「事前テストセッションの実施」が最多となり、次いで「チャット・クイ
ズ・ディスカッションなどで双方向のコミュニケーションを行う」となった。リーダー研
修のほうが「事前テストセッションの実施」や「双方向のコミュニケーション」の工夫を
行っている割合が高く、特に半数以上が事前にテストセッションを行っていることが明ら
かとなった。

問4.2):⑦オンライン研修の課題改善での工夫

※上段:実数
　下段:%

ｎ

特
に
な
い

事
前
に
参
加
者
や
講
師
と
テ
ス
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン

を
実
施
し
て
い
る

チ
ャ
ッ
ト
機
能
、
ク
イ
ズ
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
な
ど
、
双
方
向
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る

休
憩
時
間
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
る

研
修
内
容
を
録
画
し
て
、
参
加
者
が
後
で
復
習

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

研
修
終
了
後
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
機
会
を
つ

く
っ
て
い
る

研
修
時
間
を
短
時
間
に
し
て
分
割
し
て
実
施
し

て
い
る

そ
の
他

不
明

※特にない, その他, 不明を除き、実践者研修-オンライン のスコアで降順ソート

実践者研修
オンライン

リーダー研修
オンライン

実践者研修 オンライン
リーダー研修 オンライン

図 8-3-3-13　課題改善の工夫

オンライン研修における課題改善の工夫を研修別に比較すると、認知症介護実践者研修・認知
症介護実践リーダー研修ともに「事前テストセッションの実施」が最多となり、次いで「チャッ
ト・クイズ・ディスカッションなどで双方向のコミュニケーションを行う」となった。認知
症介護実践リーダー研修のほうが「事前テストセッションの実施」や「双方向のコミュニケー
ション」の工夫を行っている割合が高く、特に半数以上が事前にテストセッションを行って
いることが明らかとなった。
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8）2025（令和 7）年度に予定している研修方法の比較８）令和 年度に予定している研修方法の比較

図 予定している研修方法

令和 年度以降に予定している研修方法を比較すると、実践者研修・実践リーダー研修と
もに対面のみ実施自治体の 割以上が令和 年度以降も「対面のみの実施を予定」と回答
している。オンライン実施の自治体では「ハイブリッド」「未定」が半数を超える一方
で、実践者研修では ％、実践リーダー研修では が「対面のみの実施を予定」と
している。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 対面(集合研修)のみ
の実施を予定

実習を除いた全ての
科目をオンラインで

実施する予定

ハイブリッド(対面
とオンラインの組み
合わせ)で実施する

未定 その他

⑨令和7年度以降に予定している研修方法(SA)

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

実践者研修
対面のみ
実践者研修
オンライン

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

対面 集合研修 のみの実施を予定
実習を除いた全ての科目をオンラインで実施する予定
ハイブリッド 対面とオンラインの組み合わせ で実施する予定
未定
その他

図 8-3-3-14　予定している研修方法

2025（令和 7）年度以降に予定している研修方法を比較すると、認知症介護実践者研修・認
知症介護実践リーダー研修ともに対面のみ実施自治体の 7割以上が 2025（令和 7）年度以降
も「対面のみの実施を予定」と回答している。オンライン実施の自治体では「ハイブリッド」
「未定」が半数を超える一方で、認知症介護実践者研修では 25.0％、認知症介護実践リーダー
研修では 16.7%が「対面のみの実施を予定」としている。
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9）オンデマンド研修の導入に関する支障の比較９）オンデマンド研修の導入に関する支障の比較

図 オンデマンド導入の支障

対面・オンラインや実践者・実践リーダー研修に関わらず、いずれも「講師と受講者双方
向のやりとりができない」「受講者同士のやりとりができない」「技術的なサポートが大
変」が支障として目立つ結果となった。また、特にリーダー研修をオンラインで実施して
いる自治体では「講師と受講者の双方向のやりとり」が 割を超える結果となっており、
大きな課題と言える。

問2.3):⑩オンデマンド研修(eラーニング等)を導入する場合に発生しうる支障内容

※上段:実数
　下段:%

ｎ 特に支障
はない

講師と受
講者との
双方向の
やりとり
ができな

くなる

受講者間
のやりと
りができ
なくなる

参加者の
技術的な
サポート

が大変

オンデマ
ンド研修
のしくみ
を開発す
る費用が

かかる

参加者の
満足度や
フィード
バックの
収集が難

しい

指導者の
役割が減

る

研修前の
連絡や案
内が行き
届かない

その他

※特に支障はない, その他を除き、実践者研修-オンライン のスコアで降順ソート

リーダー研修
オンライン

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

リーダー研修
対面のみ

実践者研修対面のみ
実践者研修オンライン
リーダー研修対面のみ
リーダー研修オンライン

図 8-3-3-15　オンデマンド導入の支障

対面・オンラインや認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修に関わらず、いず
れも「講師と受講者双方向のやりとりができない」「受講者同士のやりとりができない」「技
術的なサポートが大変」が支障として目立つ結果となった。また、特に認知症介護実践リーダー
研修をオンラインで実施している自治体では「講師と受講者の双方向のやりとり」が 9割を
超える結果となっており、大きな課題と言える。
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10）要望の反映状況の比較）要望の反映状況の比較

図 要望の反映状況

対面のみの研修を行っている自治体では事業者からの要望に対応できている一方で、オン
ライン実施自治体では反映しきれていない結果となった。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 反映している 一部反映している
反映していないが、
今後反映する予定で

ある

反映していないし、
今後も予定はない   不  明

問2.3):⑦受けた要望の反映有無(要望あり ベースBase)

実践者研修
対面のみ

リーダー研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

リーダー研修
オンライン

実践者研修
対面のみ

実践者研修
オンライン

リーダー研修
対面のみ

リーダー研修
オンライン

反映している
一部反映している
反映していないが、今後反映する予定である
反映していないし、今後も予定はない
不 明

図 8-3-3-16　要望の反映状況

対面のみの研修を行っている自治体では事業者からの要望に対応できている一方で、オンラ
イン実施自治体では反映しきれていない結果となった。
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（4）関係団体からの要望の有無による比較
　1）学習効果の比較
　　（ⅰ）認知症介護実践者研修

（４）関係団体からの要望の有無による比較
１）学習効果の比較
（ⅰ）実践者研修

図 学習効果（実践者研修）

事業者からの要望がない自治体では平均 点、要望があった自治体では平均 点で
ある。実践者研修における事業者からの要望の有無による学習効果への影響はみられな
い。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意
水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に効果的
である(+5)

効果的である どちらとも言
えない(+3)

あまり効果的
ではない 全く効果がな

い(+1) 不  明 平  均

問3):①現在実施している研修の学習効果についての評価 (1)実践者研修

要望なし

要望あり

要望なし

要望あり

非常に効果的である 効果的である どちらとも言えない
あまり効果的ではない 全く効果がない 不 明

図 8-3-4-1　学習効果（認知症介護実践者研修）

事業者からの要望がない自治体では平均4.25点、要望があった自治体では平均4.15点である。
認知症介護実践者研修における事業者からの要望の有無による学習効果への影響はみられな
い。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.4807, 有意水準
5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 学習効果（実践リーダー研修）

実践リーダー研修では、事業者からの要望がない自治体で平均 点、要望があった自治
体では平均 点となり、実践リーダー研修においても事業者からの要望の有無による学
習効果への影響はみられない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められな
かった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に効果的
である(+5)

効果的である どちらとも言
えない(+3)

あまり効果的
ではない 全く効果がな

い(+1) 不  明 平  均

問3):①現在実施している研修の学習効果についての評価 (2)実践リーダー研修

要望なし

要望あり

要望なし

要望あり

非常に効果的である 効果的である どちらとも言えない
あまり効果的ではない 全く効果がない 不 明

図 8-3-4-2　学習効果（認知症介護実践リーダー研修）

事業者からの要望がない自治体で平均 4.25 点、要望があった自治体では平均 4.12 点となり、
認知症介護実践リーダー研修においても事業者からの要望の有無による学習効果への影響は
みられない。統計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.3492,
有意水準 5%）。
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2）受講者満足度の比較
（ⅰ）認知症介護実践者研修

２）受講者満足度の比較
（ⅰ）実践者研修

図 受講者満足度（実践者研修）

実践者研修における受講者の満足度についても、事業者からの要望がない自治体では平均
点、要望があった自治体では平均 点と、大きな差は認められない。統計分析の

結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に高い まあまあ高い どちらとも言
えない(+3)

やや低い 非常に低い 不  明 平  均

問3):②受講者の満足度 (1)実践者研修

要望なし

要望あり

要望なし

要望あり

非常に高い まあまあ高い どちらとも言えない
やや低い 非常に低い 不 明

図 8-3-4-3　受講者満足度（認知症介護実践者研修）

認知症介護実践者研修における受講者の満足度についても、事業者からの要望がない自治体
では平均 4.21 点、要望があった自治体では平均 4.23 点と、大きな差は認められない。統計
分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.9054, 有意水準 5%）。
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（ⅱ）認知症介護実践リーダー研修（ⅱ）実践リーダー研修

図 受講者満足度（実践リーダー研修）

実践リーダー研修における受講者の満足度についても、要望がない自治体では平均
点、要望があった自治体で平均 点と、要望の有無による影響は認められない。統計分
析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（ 有意水準 ）。

※上段:実数
　下段:%

ｎ 非常に高い まあまあ高い どちらとも言
えない(+3)

やや低い 非常に低い 不  明 平  均

問3):②受講者の満足度 (2)実践リーダー研修

要望なし

要望あり

要望なし

要望あり

非常に高い まあまあ高い どちらとも言えない
やや低い 非常に低い 不 明

図 8-3-4-4　受講者満足度（認知症介護実践リーダー研修）

認知症介護実践リーダー研修における受講者の満足度についても、要望がない自治体では平均
4.18 点、要望があった自治体で平均 4.23 点と、要望の有無による影響は認められない。統
計分析の結果、両群間に統計的に有意な差は認められなかった（p=0.7009, 有意水準 5%）。
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4. 結果の要約
本調査では、全国の自治体における認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研
修の実施状況について、研修の回数・定員・受講者数・未修了者の対応・研修方法・オンラ
イン研修の活用状況などの現状を調査し、効果的な研修体制整備への活用に資する傾向分析
を実施した。また、認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研修の実施形態（対
面・オンライン）の違いが、定員数、受講料、研修課題の改善工夫、研修方法の今後の予定、
オンデマンド研修の導入に関する支障、要望の反映状況、学習効果、受講者満足度にどのよ
うな影響を与えているかを比較・分析した。
（1）研修の実施状況
1）2023（令和 5）年度の研修実施状況
・	2023（令和 5）年度における認知症介護実践者研修の平均実施回数は 4.60 回 / 年、認
知症介護実践リーダー研修は 1.35 回 / 年と、認知症介護実践リーダー研修の実施回数
は極めて少なく、特に、認知症介護実践リーダー研修は 1回のみの実施が 81.8% と圧
倒的多数を占めている。
・	1 回あたりの定員は、認知症介護実践者研修で平均 67.50 人、認知症介護実践リーダー
研修で 43.42 人であり、認知症介護実践者研修の定員は 50 ～ 59 人が最多（23.6%）
である。一方、認知症介護実践リーダー研修では定員数にばらつきがみられている。
・	受講者総数は、認知症介護実践者研修の平均が 209.64 人 / 年、認知症介護実践リーダー
研修の平均が 41.18 人 / 年であり、認知症介護実践リーダー研修の受講者数が相対的
に少ない傾向である。しかし、認知症介護実践者研修の受講者は 150 ～ 199 人が最多
（25.5%）となっており、自治体ごとの受講機会には格差があることが確認された。
・	未修了者の数は、認知症介護実践者研修で平均 9.07 人、認知症介護実践リーダー研修
で 2.42 人となっており、最多の未修了理由は「一部の科目が未受講」（61.8%）である。
未修了者への対応として、「未受講科目のみ再受講」が30.9%と最多であり、自治体によっ
ては次年度以降の再受講を求めている。
・	研修方法としては、認知症介護実践者研修では「対面のみ実施」が 47.3%、認知症介護
実践リーダー研修では「対面のみ実施」が 61.8%であり、特に認知症介護実践リーダー
研修では対面形式が主流となっている。

2）2024（令和 6）年度の実施状況
・	2024（令和 6）年度の実施回数および予定は、認知症介護実践者研修が平均 4.56 回、
認知症介護実践リーダー研修が平均 1.58 回であり、前年とほぼ同水準となる。1回あ
たりの定員数もほぼ変わらず、認知症介護実践者研修では 50～ 59 人の定員が最多と
なっている。
・	受講者総数は、認知症介護実践者研修が 132.15 人、認知症介護実践リーダー研修が
43.00 人（暫定値）となっており、調査時点においては年度途中であるため前年と比
較すると減少傾向にある。また、対面のみの実施が増加しており、「対面のみ実施」の
自治体は認知症介護実践者研修で 54.5%、認知症介護実践リーダー研修で 70.9% と、
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2023（令和 5）年度から 2024（令和 6）年度における研修方法別の割合比較では、「対
面のみ実施」の割合が増加している。

（2）研修設計と関連団体からの要望
・	受講料は、認知症介護実践者研修が平均 23,608.15 円、認知症介護実践リーダー研修が
平均 33,936.27 円となっており、認知症介護実践リーダー研修の方が高額となっている。
・	申し込み方法は「郵送」が最多（52.7%）であり、次いで「電子申請」「郵送・電子併用」
が約 2割ずつとなっている。
・定員の設定根拠は、「指導可能な最大人数」を基準とする自治体が 76.4%と最多である。
・	定員超過時の調整方法は、「抽選」が最多（20.0%）、次いで「推薦者優先（18.2%）」「各
事業所 1名制限（16.4%）」といった調整が行われている。
・	関連団体からの主な要望は、「定員の確保（21.8%）」が最多であり、特に受講希望者
が多いために落選者が発生している問題が指摘されている。次いで、「研修回数の増加
（12.7%）」「オンライン研修の継続（7.3%）」「対面研修の希望（7.3%）」といった意見が
見られている。

（3）オンライン研修の実施状況
1）オンラインによるカリキュラムと課題
・	認知症介護実践者研修ではオンライン研修を実施している回答自治体 29件中「認知
症ケアの理念・倫理と意思決定支援」「生活支援のためのケアの演習 1」「QOLを高め
る活動と評価の観点」「家族介護者の理解と支援方法」「権利擁護の視点に基づく支援」
「地域資源の理解とケアへの活用」が 89.7% と最多であり、その他の理論系科目もオ
ンライン実施の割合が高い。一方、実習や演習は対面での実施が主流である。
・	オンライン研修の主な課題としては、「受講者の理解度把握の難しさ（53.3%）」「参加
者のコミュニケーション不足（46.7%）」「グループワークの進行困難（46.7%）」が挙
げられている。

2）オンライン研修の運用方法
・	オンライン研修の使用ツールは「Zoom」（93.3%）が最も多く、1回の実施時間とし
ては「1日間」（56.7%）が最多である。
・	運用上の課題としては、「技術的サポート（43.3%）」「フィードバックの収集の困難さ
（16.7％）」が挙げられている。
・	オンライン研修の改善策としては、「事前に参加者や講師とテストセッションの実施」
「チャット、クイズ、ディスカッションなど、双方向機能の強化」などの工夫が行われ
ている。

3）オンライン研修の利点
・	「地理的制約がない」（70.0%）が最多のメリットとされており、「移動負担の軽減
（60.0％）」が半数以上を占めている。

（4）研修実施状況における結論
本調査の結果から、受講機会の確保、研修方法の最適化、オンライン研修の質向上が今後
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の重要な課題であることが明らかになった。
1）研修の実施回数・定員のばらつき
自治体ごとに回数や定員設定に差があるため、統一基準の検討が求められる。

2）受講希望者の多さと選考方法の課題
「抽選」による選考が最多であるが、公平性に課題が残る。

3）オンライン研修の利便性と課題
受講しやすいが、双方向の学習が難しく、改善策が必要。
今後は、オンラインと対面研修のブレンド化及び併用運用を進め、受講者の学習効果を
最大化する仕組みの構築が求められる。さらに、研修機会を均等に提供するため、全国的
な標準化が重要となる。

（5）オンライン研修と集合型研修の比較
1）学習効果の比較
研修の学習効果について、対面研修とオンライン研修の間に統計的な有意差は認められ
なかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（平均 4.19 点）、オンライン（平均 4.26 点）、有意差な
し（p=0.6462）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（平均 4.26 点）、オンライン（平均 4.00 点）、有
意差なし（p=0.1265）。
この結果から、研修方法の違いによる学習効果への影響はほとんどないことが明らかと
なった。
2）受講者満足度の比較
受講者満足度についても、対面研修とオンライン研修で大きな差は認められなかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（平均 4.23 点）、オンライン（平均 4.26 点）、有意差な
し（p=0.8401）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（平均 4.21 点）、オンライン（平均 4.18 点）、有
意差なし（p=0.8256）。
この結果から、受講者の満足度は研修方法に関わらず一定水準を維持できていると考え
られる。
3）未修了者数の比較
未修了者数については、オンライン研修の方がやや多い傾向が見られたが、統計的に有
意な差はなかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（平均 5.96 人）、オンライン（平均 12.04 人）、有意差
なし（p=0.0935）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（平均 1.88 人）、オンライン（平均 3.06 人）、有
意差なし（p=0.2942）。
オンライン研修は受講しやすい一方で、修了率の向上が今後の課題となる。

4）受講者総数の比較
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受講者総数については、対面・オンラインの間で大きな違いは見られなかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（平均 198.42 人）、オンライン（平均 211.04 人）、有
意差なし（p=0.7442）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（平均 39.88 人）、オンライン（平均 43.61 人）、
有意差なし（p=0.7138）。

5）定員数の比較
研修の定員についても、対面・オンラインの間に有意な差は見られなかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（平均 63.99 人）、オンライン（平均 72.56 人）、有意差
なし（p=0.3931）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（平均 44.85 人）、オンライン（平均 42.11 人）、
有意差なし（p=0.5044）。

オンライン研修の一部自治体では 100 人以上の定員を設けているが、全体的な傾向とし
ては定員数に大きな差はなかった。
6）受講料の比較
受講料についても、対面研修とオンライン研修の間に大きな差はなかった。
・	認知症介護実践者研修：対面（24,215.38 円）、オンライン（22,349.57 円）、有意差
なし（p=0.5821）。
・	認知症介護実践リーダー研修：対面（34,549.24 円）、オンライン（32,894.44 円）、
有意差なし（p=0.7871）。
オンライン研修の導入による費用削減の効果は限定的であることが示唆される。

7）研修課題改善の工夫
オンライン研修において、課題改善のための工夫として以下の取り組みが多く見られた。
・	「事前テストセッションの実施」が最多。
・	「チャット・クイズ・ディスカッションなどの双方向コミュニケーションの活用」が次
に多い。
認知症介護実践リーダー研修では特に双方向の工夫が多く、半数以上が事前テストセッ
ションを実施。
8）2025（令和 7）年度の研修方針
2025（令和7）年度以降の研修方法については、対面のみを継続する自治体が多い一方で、
オンライン研修を実施している自治体ではハイブリッド型の導入を検討する動きが目立っ
た。
・	対面のみ実施自治体の 7割以上が「対面継続」を予定。
・	オンライン実施自治体では「ハイブリッド」「未定」が半数以上。

9）オンデマンド研修の課題
オンデマンド研修の導入に関しては、以下の課題が指摘された。
・	「講師と受講者の双方向のやりとりができない」（特に認知症介護実践リーダー研修で
は 9割以上）。



308

・「受講者同士のやりとりができない」。
・「技術的なサポートが大変」。
特に認知症介護実践リーダー研修では、双方向性の確保が大きな課題である。

10）事業者要望の反映状況
対面研修の方が事業者の要望を反映しやすい傾向が見られた。
・	オンライン研修では技術的・運営上の制約から、事業者要望を十分に反映できていな
い傾向。

11）事業者要望の有無による影響
事業者からの要望の有無による学習効果や満足度の違いは見られなかった。
・	認知症介護実践者研修：学習効果（要望なし 4.25 点、要望あり 4.15 点、
p=0.4807）、満足度（要望なし 4.21 点、要望あり 4.23 点、p=0.9054）。
・	認知症介護実践リーダー研修：学習効果（要望なし 4.25 点、要望あり 4.12 点、
p=0.3492）、満足度（要望なし 4.18 点、要望あり 4.23 点、p=0.7009）。

12）要点
・学習効果、満足度に研修方法の違いによる有意な差はなし。
・オンライン研修は修了率が低い傾向があり、改善が必要。
・受講者数・定員数・受講料も対面・オンラインで有意な差なし。
・双方向性確保の工夫がオンライン研修の課題改善に有効。
・	2025（令和 7）年度以降は、対面研修の継続が主流だが、オンラインによるブレンド
型研修の導入を模索する自治体も増加。
・	オンラインでは事業者の要望を反映しにくい傾向があり、改善が求められる。
今後は、オンライン研修の課題改善やブレンド型研修の活用を進めながら、より公平で
質の高い研修環境を整備することが重要である。

5. 考察
（1）研修の実施状況
1）研修回数の地域差と受講機会の格差
調査結果によると、認知症介護実践者研修は平均 4.60 回 / 年、認知症介護実践リーダー
研修は 1.35 回 / 年の実施となっており、特に認知症介護実践リーダー研修は 1回のみの
実施が 81.8% を占めている。これは、受講希望者が多いにもかかわらず、十分な受講機
会が提供されていない自治体が多いことを示唆している。認知症介護実践リーダー研修の
受講者は、現場で指導的な役割を担う重要な人材であり、受講機会の不足は現場の指導者
育成に影響を及ぼす可能性がある。地域によっては研修回数の少なさから、希望しても受
講できないケースが多く、人材育成の推進において支障となっている。今後、実施回数の
増加や複数の自治体が共同で実施する仕組みの導入も検討する必要が考えられる。
2）受講者数と定員設定の課題
　2023（令和 5）年度における認知症介護実践者研修の平均受講者は 209.64 人 / 年、



309

認知症介護実践リーダー研修は 41.18 人 / 年であり、認知症介護実践リーダー研修の受
講者数は極めて少ないことが明らかとなった。さらに、認知症介護実践者研修の受講者は
200人未満が多く（56.4%）、受講機会の確保が十分でない自治体が多い傾向にある。
定員設定については、「指導可能な最大人数を基準とする自治体」が 76.4% と多いが、
自治体ごとの基準が異なりばらつきがみられている。特に受講希望者が多い場合の対応と
して「抽選（20.0%）」が最も多く、不公平感が課題となることが予測される。
定員の設定方法に関しては、自治体ごとに異なる基準で運用されているため、全国的な
統一基準の策定が求められる。また、抽選による受講者決定は公平な手法であるものの、
落選者が継続して受講できない事態を生む可能性が考えられ、前年の落選者を優先的に受
講できる仕組みや、定員超過時の増員対応を柔軟に行う仕組みの構築が必要である。

（2）研修設計
1）受講料の地域格差
研修の受講料については、認知症介護実践者研修が平均 23,608.15 円、認知症介護実
践リーダー研修が平均 33,936.27 円であり、自治体ごとに費用設定にばらつきが見られ
ている。特に、無料で提供している自治体がある一方で、高額な受講料を設定している自
治体もあり、要因としては、自治体の財政状況や運営方針の違いによる影響も考えられる
が、高額な受講料が受講の障壁となることが予測される。小規模事業所や財政的に余裕の
ない施設では、費用負担が大きくなるため、受講機会の格差につながることも課題となる。
今後、自治体間で受講料の適正化を図るためのガイドライン策定や、低所得者向けの補助
制度の充実が求められる。

（3）オンライン研修
1）オンライン研修の活用と限界
オンライン研修のメリットとして、「地理的制約を受けない（70.0%）」「移動負担の軽
減（60.0％）」が多く挙げられ、特に離島や遠方の受講者にとって参加しやすい点が評価
されている。
オンライン研修は、受講しやすさの点では有用であるが、特にグループワークや演習が
必要な研修においては、学習効果が十分に確保できないことも課題であり、また、受講者
のパソコンやインターネット使用に関するスキル不足や、技術的なサポートが必要な点も
課題であり、オンライン研修の質を向上させるためにはサポート体制の強化が求められる。
さらに、対面研修とオンライン研修のハイブリッド化を進めることで、双方のメリットを
活かした柔軟な研修運営が可能であるため、例えば、基礎理論の講義はオンライン、実習
や演習は対面で実施する方式を採用することで、学習効果を高めつつ受講機会を広げるこ
とが可能となる。

（4）今後の研修のあり方
1）受講機会の均等化
現状では、自治体ごとに研修の実施回数や定員が異なり、受講機会の格差が生じている
ため、今後は全国的に研修の実施体制を統一し、受講者が希望するタイミングで適切に受
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講できる体制を整備し促進することが必要である。
具体的な対策としては、オンライン研修と対面研修の組み合わせによる受講機会の拡大
や、全国的な統一基準の策定（定員・受講料・受講選考基準など）、自治体間の連携によ
る研修回数の増加（共同開催など）などが必要である。

（5）オンライン研修と対面研修の実施状況に関する比較
1）定員数と受講料に関する比較
研修の定員数に関して、対面とオンラインの間で顕著な差は見られなかった。オンライ
ン研修を実施する自治体の一部では 100 人以上の定員を設定しているものの、統計的な
差異は認められず、現状においてはオンライン研修が必ずしも大幅な定員増加に影響して
いないこと示唆された。また、受講料についても、認知症介護実践者研修・認知症介護実
践リーダー研修ともに対面とオンラインの間に統計的に有意な差は見られなかった。これ
は、オンライン研修の導入によるコスト削減効果が限定的である可能性を示唆している。
2）研修課題の改善工夫に関する比較
オンライン研修における研修課題の改善策として、認知症介護実践者研修・認知症介護
実践リーダー研修ともに「事前テストセッションの実施」が最も多く、次いで「チャット・
クイズ・ディスカッションなどを活用した双方向コミュニケーション」が挙げられた。特
に認知症介護実践リーダー研修では、これらの工夫がより積極的に行われていることが明
らかとなった。このことから、受講者の理解促進や研修の質の維持・向上を目的として、
オンライン研修においては事前準備やインタラクティブな要素が重要視されていると考え
られる。
3）研修方法の予定に関する比較
2025（令和 7）年度以降の研修方法の予定について、対面のみ実施している自治体の
多くが今後も対面形式の継続を予定している一方で、オンライン実施の自治体では「ハイ
ブリッド」または「未定」が半数を超えていた。このことから、オンライン研修を導入し
ている自治体では、引き続き柔軟な研修形態の模索が続くことが考えられる。また、一部
の自治体では対面形式への回帰も見られ、オンライン研修の課題が完全には解決されてい
ない可能性がある。
4）オンデマンド研修導入における課題
オンデマンド研修の導入に関する主な支障として、「講師と受講者の双方向のやりとり
ができない」「受講者同士のやりとりができない」「技術的なサポートが大変」が挙げられ
た。特に認知症介護実践リーダー研修においては「講師と受講者の双方向のやりとりがで
きない」との回答が 9割を超え、大きな課題となっている。これらの結果から、オンデマ
ンド形式の研修においては、コミュニケーションの機会を補完する仕組みや、適切なサポー
ト体制の整備が必要であると考えられる。
5）要望の反映状況に関する考察
対面のみの研修を実施している自治体では、事業者からの要望に対応できているとする
傾向が見られた一方で、オンライン研修を実施している自治体では要望を十分に反映しき
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れていない結果となった。これは、オンライン研修では技術的・運営上の制約があり、事
業者の多様なニーズに柔軟に対応することが難しいことを示唆している。今後、オンライ
ン研修の実施にあたっては、事業者の要望を適切に収集・反映する仕組みの強化が求めら
れる。
6）学習効果と受講者満足度に関する考察
事業者からの要望の有無による学習効果の差については、認知症介護実践者研修・認知
症介護実践リーダー研修ともに統計的に有意な差は認められなかった。受講者の満足度に
ついても、要望の有無による大きな差は見られず、どの研修形式であっても一定の学習効
果と受講者の満足度が確保されていることが確認された。これは、オンライン・対面の別
にかかわらず、研修内容や運営方法によって適切な学習成果を得ることが可能であること
を示している。
7）対面研修とオンライン研修の比較に関する結論
対面研修とオンライン研修の間で、定員数や受講料、学習効果、受講者満足度において
大きな差異は見られなかった。一方で、オンライン研修には「事前テストセッションの実
施」「双方向コミュニケーションの工夫」といった改善策が求められることが明らかとなっ
た。また、オンデマンド研修の導入に際しては、講師と受講者のやりとりの確保が大きな
課題となっており、適切なサポート体制の整備が必要である。2025（令和 7）年度以降
の研修形態については、対面研修を継続する自治体が多い一方で、オンライン実施自治体
では今後の方針を検討中の自治体も多く、今後もハイブリッド型研修の可能性を模索する
動きが続くと考えられる。

（6）考察のまとめ
本調査から、認知症介護実践者等研修の実施状況において、受講機会の確保、研修方法の
多様化、オンライン研修の質の向上が重要な課題であることが明らかとなった。特に、認知
症介護実践リーダー研修の受講機会の不足や、受講者選考の不透明性が指摘されており、地
域ごとの研修回数や定員設定に大きな差があることが、受講機会の格差につながっている。
今後は、受講者数に応じた定員、回数の設定や定員超過時の柔軟な増員対応など、より公平
で効率的な研修実施体制の構築が求められる。
研修設計に関しては、受講料の地域差が受講の障壁となる可能性があることが示唆されて
おり、特に財政的に厳しい事業者や受講者にとっては研修費用の負担が課題となる。これを
解決するためには、受講料の適正化を図るためのガイドライン策定や、受講料に関する負担
軽減策の充実が必要である。
また、オンライン研修は受講の利便性向上に貢献する一方で、コミュニケーション不足や
学習効果の確保が課題となっている。特に、双方向性を確保するための「事前テストセッショ
ンの実施」や「チャット・クイズ・ディスカッションの活用」が有効な工夫として挙げられ
ているが、一方で、オンデマンド研修では講師と受講者、受講者同士のやりとりが不足する
ことが大きな支障と考えられており、インタラクティブなオンデマンド研修のシステム構築
や適切なサポート体制の整備が必要である。
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今後の研修のあり方としては、対面研修とオンライン研修のブレンド化を進め、双方のメ
リットを活かした柔軟な研修運営を検討することが重要である。具体的には、基礎理論の講
義はオンデマンド研修で学習し、実習や演習は対面で実施する形式を採用することで、学習
効果を確保しながら受講機会の拡大を図ることが可能である。
さらに、2025（令和 7）年度以降の研修方針について、対面研修を継続する自治体が多い
一方で、オンライン研修を導入している自治体ではブレンド化を含む柔軟な形態を模索する
傾向が続いている。オンライン研修の課題を克服し、質を向上させるためには、技術的な支
援の強化や、事業者の要望を反映する仕組みの整備が必要である。
以上の結果から、受講機会の均等化、受講料の適正化、オンライン研修の質向上、ブレン
ド型研修の推進が今後の研修運営の重要な方向性と考えられる。研修の目的に応じた適切な
方法を選択しながら、より多くの介護従事者が質の高い研修を受講できる環境を整備するこ
とが求められている。

6. 今後の方向性
（1）結論
本調査から、認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研修において、「受講機
会の格差」「研修方法の多様化」「オンライン研修の活用と課題」が主要な論点として浮かび
上がった。特に、認知症介護実践リーダー研修の実施回数が少なく受講機会が限られている
こと、受講者選考方法に地域差があること、オンライン研修の双方向性が課題となっている
ことが大きな課題として指摘された。
一方で、オンライン研修の普及により地理的制約が緩和され、受講の利便性が向上したこ
とも確認された。しかし、演習やグループワークが必要な研修では対面形式の方が効果的と
されており、ブレンド形式の導入や、集合とブレンドの併用運用による選択制が求められて
いることが明らかとなった。
また、対面研修とオンライン研修による比較では、定員数・受講料・学習効果・受講者満
足度に大きな差は見られなかったが、オンライン研修では「事前テストセッション」や「双
方向コミュニケーションの工夫」など事前サポートや、オンデマンド研修における講師と受
講者の双方向コミュニケーションの確保が課題となり適切なサポート体制の必要性が明らか
となった。また、2025（令和 7）年度以降、対面研修を継続する自治体が多く、一方でオン
ライン実施自治体ではブレンド型研修の可能性を模索する動きが続くと考えられる。
（2）今後の方向性
1）受講機会の拡充と公平な受講環境の整備
（ⅰ）研修回数の増加と柔軟な受講枠の確保

研修の受講機会を公平に確保するためには、研修の実施回数を増やし、受講定員の
調整を柔軟に行うことが求められる。特に、認知症介護実践リーダー研修では受講希
望者が多く、希望しても受講できない状況が続いているため、研修回数の増加が急務
である。これを実現するためには、開催頻度を増加する仕組みの導入とともに、夜間
や週末の研修等、受講者ニーズに応じた柔軟な回数設定を行うことで、受講者の勤務
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形態に合わせた受講機会を提供することになる。
（ⅱ）定員設定の見直しと柔軟な対応

研修の定員についても、受講希望者の数に応じて柔軟に増減を調整する体制が必要
となる。特に、対面研修では会場の制約があるため、座学部分をオンライン化し、実
習のみ対面で実施することで、受講枠の拡大が可能となる。さらに、自治体ごとの定
員設定のばらつきを減らすため、他自治体の受講希望者を受け入れる仕組みの導入も
検討課題の 1つである。

（ⅲ）受講者選考の透明化と公平性の確保
受講者の選考方法について、現在、抽選による選定が多い傾向にあるが、これが公
平性の問題を生む原因の一つと考えられる。今後は、落選者が翌年度に優先的に受講
できる仕組みを構築することが必要である。また、加算の要件を満たす必要がある場
合など、優先的な受講に関する基準を策定し、緊急性の高い受講希望者に配慮した受
講枠を確保することが求められる。

2）研修方法の最適化
（ⅰ）ブレンド型研修の導入

研修の方法については、対面研修とオンライン研修の特性を活かしたブレンド型研
修を推進することが重要である。座学を含む講義部分と実習が一律に対面で実施され
るケースも多く、座学や理論講義はオンラインで実施し、実習やグループワークは対
面で行う方式に移行することで、効率的かつ柔軟な研修運営が可能となる。また、オ
ンラインでもグループディスカッションを実施し、対面研修と同等の学習効果を得ら
れる仕組みを構築することが求められる。

（ⅱ）研修の全国統一基準の策定
研修に関連する各基準についても、全国統一のガイドラインを策定し、自治体ごと
のばらつきを減らす必要がある。受講条件や修了基準を統一することで、研修の質と
公平性を担保し、全国どこでも同じ基準で受講できる体制を整えることが望ましい。
また、評価基準を統一することで、修了者が全国共通のスキルや資格を持つことが認
められる仕組みを構築することが求められる。

3）オンライン研修の質向上
（ⅰ）PC操作や技術サポートの強化

オンライン研修の利便性を向上させるためには、受講者のPC操作を支援するサポー
ト体制を強化することが不可欠である。多くの受講者がオンライン研修に不慣れであ
り、スムーズに受講できないケースがあるため、受講前にPC操作の基本を学ぶため
のオリエンテーションを実施することが望ましい。また、オンライン研修の際には技
術サポートスタッフを配置し、トラブル発生時に迅速に対応できる体制を整える必要
がある。

（ⅱ）参加者同士の交流促進
オンライン研修では、受講者間のコミュニケーションが不足しがちであるため、ブ
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レイクアウトルームを活用した少人数グループディスカッションを積極的に取り入れ
ることが有効である。また、チャット機能やリアクション機能を活用し、受講者の理
解度をリアルタイムで確認できる仕組みを導入することで、講師と受講者の双方向コ
ミュニケーションを強化することができる。

（ⅲ）技術的トラブルへの対応
技術的なトラブルへの対応も課題であり、通信環境が不安定な受講者には事前にテ
スト接続を実施し、必要に応じて研修会場での受講を可能にする仕組みを検討する。
また、講師がオンラインでのファシリテーションに慣れるよう、適切なトレーニング
環境を整えることも重要である。さらに、録画配信を活用し、リアルタイムでの受講
が難しい場合にも対応できる仕組みを導入することで、受講機会の拡大を図ることが
できる。

4）自治体間の連携強化
（ⅰ）全国的なデータベースの構築と活用

現在、受講者の管理を含む研修運用は各自治体ごとの運用となっているが、受講者
のデータを全国的に一元管理し、未受講者や受講希望者が公平に研修を受けられるよ
う、自治体や地域の枠を超え運用体制の共通化に向けた検討も必要である。研修の定
員や実施スケジュールを全国自治体で共有し、受講希望者が最適な日程で受講できる
仕組みを整えることで、受講機会の最大化を図ることも可能となる。
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Ⅸ． 改定に係る周知用配信動画の作製と周知

1. 目的
研修実施主体である都道府県・指定都市等担当者、実施団体担当者、認知症介護指導者等
の関係者を対象に、改定された認知症介護実践者等研修の内容を迅速に周知し、全国におけ
る認知症介護実践研修等事業の円滑な運用を促進することを目的とし、本事業の経緯や目的
と概要、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修の改定内容を説明した配信用
動画を作製した。

2. 方法
認知症介護実践者研修および認知症介護実践リーダー研修に関する改定後の研修内容につ
いて、事業経緯、研修全体の変更点の概要、カリキュラム別の学習内容に関する変更点につ
いて説明スライド、説明文を事務局にて作成し、作業委員会、検討委員会にて検討を実施した。
スライド、説明文にナレーションを入れ説明動画を作製し、認知症介護研究・研修センター
のインターネットサイト（Dcnet）に掲載する準備を行った。

3. 動画構成
配信用動画構成については、解説内容の主旨に応じて「1．研修改定の背景と概要」「2．認
知症介護実践者研修」「3．認知症介護実践リーダー研修」の 3部構成とし、視聴者の負担軽
減を目的として各動画は20分～40分程度で視聴できるよう構成した（図9-3-1、巻末資料6）。
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図 周知用配信動画の構成

１１．．研研修修改改定定のの背背景景とと概概要要
１）認知症介護実践者研修これまでの経緯
２）改定の背景・・・令和６年度介護報酬改定に関する審議報告 今後の課題
３）「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」概要
４）改定に関する検討方針

２２．．認認知知症症介介護護実実践践者者研研修修
１）研修の改定ポイント

①目的・対象者・研修時間
②カリキュラムの新旧対照比較
③主な変更点
④日程
⑤研修の方向性

２）カリキュラム別解説（ 科目）
①目的と到達目標の変更点
②学習内容と備考の変更点

第
1
部

約
20
分

第
２
部

約
40
分

３３．．認認知知症症介介護護実実践践リリーーダダーー研研修修
１）研修の改定ポイント

①目的・対象者・研修時間
②カリキュラムの新旧対照比較
③主な変更点
④日程
⑤研修の方向性

２）カリキュラム別解説（ 科目）
①目的と到達目標の変更点
②学習内容と備考の変更点

第
３
部

約
40
分
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（1）研修改定の背景と概要
研修改定の背景と概要では、研修改定の必要性や背景、研修事業の経緯、本事業の概要、
改定の方針となる考え方について理解できるよう以下の内容で構成した。
1）認知症介護実践者研修これまでの経緯
2）改定の背景「2024（令和 6）年度介護報酬改定に関する審議報告　今後の課題」
3）「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」概要
4）改定に関する検討方針

（2）認知症介護実践者研修
認知症介護実践者研修全体の改定ポイントの解説としては、目的、対象者、研修時間、カ
リキュラム全体の新旧比較、主な変更点と研修日程、認知症介護実践者研修の方向性に関す
る内容で構成した。
　各カリキュラム別の解説では、カリキュラムの目的と到達目標、学習内容と備考に関す
る変更点を中心に解説する構成とし、以下の内容とした。
1）研修の改定ポイント
（ⅰ）目的・対象者・研修時間
（ⅱ）カリキュラムの新旧対照比較
（ⅲ）主な変更点
（ⅳ）日程
（ⅴ）研修の方向性
2）カリキュラム別解説（12科目）　
（ⅰ）目的と到達目標の変更点
（ⅱ）学習内容と備考の変更点

（3）認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践リーダー研修全体の改定ポイントの解説としては、目的、対象者、研修時間、
カリキュラム全体の新旧比較、主な変更点と研修日程、認知症介護実践リーダー研修の方向
性に関する内容で構成した。
各カリキュラム別の解説では、カリキュラムの目的と到達目標、学習内容と備考に関する
変更点を中心に解説する構成とし、以下の内容とした。
1）研修の改定ポイント
（ⅰ）目的・対象者・研修時間
（ⅱ）カリキュラムの新旧対照比較
（ⅲ）主な変更点
（ⅳ）日程
（ⅴ）研修の方向性
2）カリキュラム別解説（11科目）　
（ⅰ）目的と到達目標の変更点
（ⅱ）学習内容と備考の変更点
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4. 周知方法
認知症介護実践研修等事業を担当している自治体担当者、実施団体や認知症介護指導者へ
の研修改定内容に関する周知については、作製された周知用配信動画を認知症介護研究・研
修センターサイト「Dcnet」に掲載し、掲載URLおよび視聴に関する案内文を送付し、改定
後の円滑な運用をサポートしている。
また、今後は、視聴者からの質問、意見等についてWEB上で対応可能なQ&Aサイトを準
備し、来年度以降の実装を予定している。
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Ⅹ． 今後の課題と方向性

１．研修運用の適正化
（1）受講機会の拡充と公平な受講環境の整備
1）研修回数の増加と柔軟な受講枠の確保
研修の受講機会を公平に確保するためには、研修の実施回数を増やし、受講定員の調整
を柔軟に行うことが求められる。特に、認知症介護実践リーダー研修では受講希望者が多
く、希望しても受講できない状況が続いているため、研修回数の増加が急務である。これ
を実現するためには、開催頻度を増加する仕組みの導入とともに、受講者ニーズに応じた
柔軟な回数設定を行うことで、受講者の勤務形態に合わせた受講機会を提供することが必
要と考えられる。
2）定員設定の見直しと柔軟な対応
研修の定員についても、受講希望者の数に応じて柔軟に増減を調整する体制が必要とな
る。特に、対面研修では会場の制約があるため、座学部分をオンライン化し、実習のみ対
面で実施することで、受講枠の拡大が可能となるため、オンラインを活用した研修と対面
型の集合研修の定員設定について、それぞれの学習効果を踏まえた検討が必要と考えられ
る。
3）受講者選考の透明化と公平性の確保
受講者の選考方法について、現在、抽選による選定が多い傾向にあり受講における公平
性の課題が明らかとなった。管理者や認知症対応加算の要件を満たす必要がある場合など、
優先的な受講に関する基準を策定し、緊急性の高い受講希望者に配慮した受講枠の確保な
ど先行自治体の取り組みを参考に、全国的な標準化の必要性がある。

（2）研修方法の最適化
1）ブレンド型研修の導入
研修の方法については、対面研修とオンライン研修の特性を活かしたブレンド型研修を
推進することが重要である。座学を含む講義部分と実習が一律に対面で実施されるケース
も多く、座学や理論講義はオンラインで実施し、実習やグループワークは対面で行う方式
に移行することで、効率的かつ柔軟な研修運営が可能となる。また、オンラインでもグルー
プディスカッションを実施し、対面研修と同等の学習効果を得られる仕組みを構築するこ
とが求められる。
2）研修の全国統一基準の策定
研修に関連する各基準についても、全国統一のガイドラインを策定することが必要であ
り、受講条件や修了基準を統一することで、研修の質と公平性を担保し、全国どこでも同
じ基準で受講できる体制を整えることが望ましい。また、評価基準を統一することで、修
了者が全国共通のスキルや資格を持つことが認められる仕組みを構築することが求められ
る。
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２．改定後研修の運用促進
（1）研修の実施と受講者の適応の課題
今回の研修改定により、カリキュラムの再編や履修時間の見直しが行われた。これにより、
受講者は従来とは異なる学習プロセスを経験することになる。特に、新たに導入されたオン
ライン研修に関しては、対面研修と異なる学習環境への適応が求められる。そのため、受講
者がスムーズに研修を受講できるよう、研修の目的や学習方法について事前の周知を徹底し、
適切なサポート体制を整えることが必要である。
（2）改定内容に関する現場での活用
倫理的視点や意思決定支援といった新たに強化された分野が、受講者の支援スキルとして
確実に定着し、実際に活用されるための評価が不可欠である。
（3）サポーティブな指導方法の強化
介護分野における人材不足や生産性向上の推進を背景とした介護従事者の疲弊を踏まえ、
認知症介護実践リーダー等の教育担当者には、単なる技術指導ではなく、職員の負担軽減・
モチベーション維持・職場の心理的安全性の確保を意識したマネジメントが必要と考えられ
る。特に、指導の方法そのものが職員の負担にならないようメンタルヘルスやキャリア支援
を含めたサポーティブなマネジメントが重要であり、今後は認知症介護実践リーダーや認知
症介護指導者の指導法に関する研修内容として強化する必要がある。
（4）認知症介護指導者の教育力向上とフォローアップの必要性
認知症介護指導者養成研修では、研修の企画・運営能力や指導スキルの向上が目指されて
いる。しかし、認知症介護指導者が現場で適切な指導力を発揮するためには、研修修了後のフォ
ローアップ体制の強化が求められる。また、オンライン研修が導入されたことで、指導者自
身も新しい教育方法に適応し、オンライン環境下で効果的な学びを提供できるスキルを高め
る必要がある。これを実現するためには、認知症介護指導者フォローアップ研修の継続的な
研修機会の確保と促進が必要である。
（5）地域ごとの研修運営の違いと質のばらつき
今回の改定では、地域の実状に応じて任意で時間の延長を可能とするしくみを設定したが、
地域ごとに研修の質や内容にばらつきが生じる可能性も考えられる。特に、各地域の特性に
応じた研修内容の適応が求められるため、国や認知症介護研究・研修センターが適切な指針
を提供し、均質な研修の実施を支援する仕組みを整備することが必要となる。地域ごとの異
なる運営方針を採用しつつ、全国的な研修の質の向上を図る方略が重要となる。
（6）研修の評価と効果測定の重要性
研修改定後の効果を最大化するためには、研修の成果を定期的に評価し、次回の改定につ
なげることが不可欠である。受講者の理解度や実践力向上を測定するための指標を確立し、
特に実習や職場での応用力を適切に評価する仕組みを構築する必要がある。評価の結果をも
とに、必要に応じたカリキュラムの修正を行い、より実践的で効果的な研修となるよう改善
を続けていくことが重要である。
（7）研修効果の評価とフォローアップ体制の強化



320

研修修了後の実践状況をモニタリングし、受講者が研修で学んだ内容をどのように活用し
ているかを把握することが求められる。そのために、受講者へのアンケート調査や実地調査
を実施し、研修の効果を継続的に検証する仕組みを構築することが必要である。また、研修
修了者のフォローアップ体制を強化し、実際の現場での課題やニーズに対応する支援策を講
じることも重要である。
（8）研修講師の育成と支援の充実
研修講師の指導力を向上させるため、教育方法論や授業設計に関する知識の強化を実施し
たが、特に、新カリキュラムに基づいたシラバスの活用を支援するために、授業設計の指針
を示すガイドラインの整備と普及が必要であり、講師の負担を軽減しながら、教育の均質化
を図るとともに、研修の質を高めることが期待される。
また、認知症介護指導者の地域での役割について、認知症基本法には明記されておらず、
地域施策への貢献者としての役割が明確ではないことから、認知症介護指導者の役割を制度
的に明確にし研修講師の技量向上だけでなく、地域における認知症介護に関する専門的な指
導者として研修の方向性や内容を検討する必要がある。
（9）認知症基本法の理念を実践に反映するための取り組み
研修の目的として掲げられた「共生社会の実現」に向けて、受講者が学んだ内容を現場で
どのように活かせるかを具体的に検討することが必要である。特に、行政・医療・福祉の各
分野が連携し、認知症ケアの包括的な支援体制を整備することで、より効果的なケアの実現
を目指す必要がある。研修を通じて、認知症ケアの実践者が共生社会の形成に積極的に貢献
できるよう、具体的な支援策を展開していくことが求められる。
また、今回改定された研修内容は認知症に関する最新の施策を反映しているが、今後も本
人、家族の視点や意見を反映しながら、国のビジョンを踏まえ改定していくことが必要である。
そのためには、研修修了者への評価を継続的に行い研修による波及効果を安定的にモニター
していくしくみが必要となる。常に評価結果を踏まえ研修内容を修正、改定していくための
体制づくりが必要である。

3．オンライン研修の効果的な運用
（1）教育効果の維持と向上
1）学習効果の担保
オンライン研修は、時間や場所を問わず受講できるという利便性がある一方で、受講者
の主体的な学習姿勢や自己管理能力に依存する部分が大きい。対面研修と比較して、集中
力を維持することが難しく、知識の定着度や理解度に差が生じる可能性がある。このため、
オンライン研修でも効果的に学習できるように、インタラクティブな教材の活用、クイズ
形式の確認テスト、アクティブラーニングの導入など、学習効果を高める仕組みを標準化
する必要がある。
2）受講者同士の交流機会の確保
対面研修では、グループワークやディスカッションを通じた相互学習の機会が確保され
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ているが、オンライン研修ではコミュニケーションの機会が限定的になりやすい。この課
題に対応するために、オンライン研修においてもグループディスカッションやブレイクア
ウトルームの活用、受講者同士の意見交換の場の提供など、交流を促進する仕組みを強化
し、標準化することが求められる。

（2）研修の実施体制と運営方法の整備
1）技術的サポートの強化
オンライン研修の導入にあたっては、安定した通信環境や適切なシステムの整備が不可
欠である。特に、介護現場の受講者の中には ICT機器の操作に不慣れな者も多く、受講前
の技術的サポートが必要となる。具体的には、受講者向けにオンライン研修の操作ガイド
を作成し、事前接続テストの実施、技術的なトラブルに対応する窓口の設置など、技術サ
ポート体制を構築することが求められる。
2）運営負担の軽減
オンライン研修の実施にあたっては、運営側の負担を考慮することも重要である。特に
ライブ配信型の研修では、講師やファシリテーターの確保、事前準備、システム管理など、
従来の対面研修とは異なる運営コストが発生する。これらの負担を軽減するために、研修
運営を効率化するためのマニュアル整備、外部支援機関の活用、オンデマンド研修の併用
など、運営負担を軽減する仕組みを標準化する必要がある。

（3）対面研修とのバランスと最適な研修設計
1）実践的なスキル習得との両立
認知症介護実践者等研修では、介護技術や対人スキルの習得が不可欠であり、オンライ
ン研修だけでは対応が難しい分野がある。特に、「アセスメントとケアの実践の基本」「職
場実習」「認知症ケア指導の実践方法」などの実技を要するカリキュラムは、対面形式で
の実施が不可欠である。したがって、オンライン研修と対面研修を適切に組み合わせた効
果的なブレンド型研修を設計し、実践的な学びとオンライン学習の利便性を両立させ、標
準化する必要がある。
2）受講者の状況に応じた選択肢の提供
受講者の勤務形態や研修ニーズに応じて、オンライン研修と対面研修の選択肢を提供し、
より柔軟な学習環境を整備することが求められる。例えば、経験の浅い受講者には対面研
修を重視し、経験の豊富な受講者にはオンライン研修を中心にするなど、受講者のレベル
や状況に応じた研修プログラムの設計を検討する必要がある。

（4）オンライン研修の効果検証と改善
1）研修の受講率向上
オンライン研修の導入により受講機会が増えることが期待されるが、実際の受講率や学
習定着度を継続的に検証することが重要である。そのため、受講者アンケートや学習成果
の評価を実施し、オンライン研修の有効性を定期的に測定する必要がある。また、研修修
了後のフォローアップ研修の実施や、オンライン学習の継続的なサポート体制の構築も課
題の一つとなる。
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2）研修効果の評価基準の策定
対面研修とオンライン研修では、学習方法や評価方法が異なるため、それぞれの研修効
果を適切に評価する基準を策定する必要がある。例えば、知識習得型のオンライン研修で
はテストや課題提出を評価基準とし、実践型の対面研修では実技試験やケーススタディの
評価を導入するなど、研修内容に応じた適切な評価方法を整備することが求められる。

（5）受講者のモチベーション維持と研修修了後のフォローアップ
1）研修後の継続的な学習支援
オンライン研修は受講アクセシビリティが向上する一方で、研修修了後のフォローアッ
プが不十分になる可能性がある。受講者が学んだ内容を現場で活用できるようにするため
に、研修修了後の継続的な学習支援が必要となる。今後は、オンラインフォーラムの活用、
研修修了者向けの追加講座の提供、オンライン相談会の実施など、受講者が学び続けられ
る環境を整備することが求められる。

（6）研修修了者のネットワーク形成
研修修了者同士が情報交換や相談を行えるネットワークを形成することも、重要な課題で
ある。オンラインプラットフォームを活用し、研修修了者が定期的に意見交換を行う場を提
供することで、学習の継続と実践力の向上を図ることができる。

4．オンデマンドを活用した効果的な研修の運用
（1）学習機会や継続性
1）学習方法の工夫
オンデマンド学習は、時間や場所に制約されずに学習できる利便性がある一方で、学習
者の自己管理が基本となるため、学習機会の確保や継続性の維持に課題がある。特に、進
捗管理や強制力が弱く、学習者が途中で学習を中断してしまうケースが多い。これに対応
するためには、学習目標を明確に設定し、定期的な進捗確認やフィードバックを実施する
ことが求められる。さらに、学習者のモチベーションを向上させるために、ゲーミフィケー
ションの要素を取り入れたり、双方向学習のしくみ（レポートの提出とフィードバック等）
を導入することで、学習の継続を促進することが重要である。また、学習者間の交流を促
進するために、集合型ディスカッションを組み合わせたブレンド型の研修を実施すること
も有効である。
2）学習時間の確保
オンデマンド学習は、業務が忙しい中で自主的に学習時間を確保することが難しいため、
学習を業務の一部に位置づけるなど学習機会の確保が条件となる。また評価と業務報酬制
度を関連付けることで、学習の優先度を高めることや、短時間で学習できるマイクロラー
ニング形式のコンテンツを提供し、隙間時間を活用した効率的な学習環境を整えることも
必要である。
3）交流学習支援
オンデマンド学習は、受講者の都合で学習可能な反面、個々の学習が主となるため、集
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合型研修で得られる他者との交流学習による学習効果が不足しやすい。オンデマンドシス
テムにおいて、レポートや意見の記述を提出し受講者間で共有するしくみを構築すること
で、偏った考え方の修正や多様な考え方の学習による柔軟な思考展開が可能となる。

（2）学習効果
1）学習効果のばらつき
オンデマンド研修では、学習者ごとの理解度や進捗状況に差が生じやすく、一定の学習
効果を確保することが難しい。個別対応が可能なサポート体制を整備することが必要であ
り、チューター制度等、学習者が疑問点を解決しやすい環境を整え、学習者間の相互学習
を促すピアラーニングの機会を設けることも重要である。また、学習の進捗を適切に管理
するためのシステムを導入し、受講者ごとの理解度を把握する仕組みを構築することが必
要である。さらに、オンデマンド学習だけでなく、フォローアップとしての集合研修を併
用し、オンデマンド学習で得た知識を実践的に活用できる環境を整備することが求められ
る。
2）学習内容の質の担保
オンデマンド形式の研修では、提供されるコンテンツが古くなり最新の知識を確実に学
習できるとは限らない。オンデマンド研修を効果的に運用するためには、高品質なコンテ
ンツの制作が不可欠である。しかし、教材の作成には多大なコストと時間がかかり、さら
に内容の陳腐化を防ぐために定期的な更新が必要となる。これに対応するためには、専門
的な知識を持つ外部リソースを活用し、効果的な教材制作の体制を構築することが求めら
れる。また、コンテンツを小単位のモジュールに分割し、必要な部分のみを効率的に更新
できる仕組みを整えることが重要である。加えて、学習者からの意見やフィードバックを
収集し、それを反映させることで、常に最新かつニーズに合った内容を提供することが可
能となる。
また、オンデマンド研修のシステムは、学習者が直感的に操作でき、安定して運用でき
ることが求められる。しかし、信頼性の高い学習管理システム（LMS）の導入や継続的な
運用には、専門知識や人的リソースが必要となるため、導入のハードルが高い。よって使
いやすさと信頼性を備えた LMSを選定するとともに、技術的なトラブルに迅速に対応で
きる IT サポート体制を整備することが必要である。また、問題発生時の対応プロセスを
マニュアル化し、関係者がスムーズに対応できるよう準備しておくことも重要となる。
3）評価の限界
オンデマンド研修では、特に、実技や応用力が求められる研修内容の評価には限界があ
るため、小テストや学習ログを活用し、受講者の理解度を測定する仕組みを導入すること
が有効である。また、ケーススタディや課題提出を活用した評価方法を取り入れ、学習者
の応用力を適切に評価することも必要である。さらに、集合研修と併用し、オンデマンド
学習で得た知識を実践に活かせるかどうかを総合的に評価する仕組みを構築することが求
められる。

（3）使用・操作技術
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1）技術的な課題
オンデマンド研修の実施にあたっては、通信速度の遅延やシステム障害、インターネッ
ト環境の問題が学習の障壁となるケースが多く、また、受講者の ICTリテラシーの違いに
より、操作に関する課題も生じる。この課題に対応するためには、ユーザーフレンドリー
なプラットフォームを提供し、直感的に操作できるシステムを採用することが求められる。
さらに、インターネット環境に依存せずに学習できるよう、オフラインでも利用可能な教
材を準備し、通信環境に左右されない学習環境を整備することが必要である。また、受講
者向けの技術サポート窓口を設置し、システムの操作方法やトラブル対応を支援する体制
を整えることで、スムーズな学習環境を提供することができる。

（4）運用体制
1）運営コストの管理
オンデマンド研修の導入には、システム導入費やコンテンツ制作費、人件費など、初期
および運用コストが高額になるという課題がある。この負担を軽減するためには、まず小
規模から導入し、段階的に拡大する「スモールスタート」の手法を活用することが有効で
ある。また、既存の研修資料やビデオを再利用することで、制作コストを抑える工夫も必
要となる。さらに、クラウド型の LMSを活用することで、システム運用の負担を軽減し、
コスト削減を図ることが可能である。
2）問い合わせ対応とサポート体制の整備
オンデマンド研修では、受講者がシステムの操作方法や学習内容に関して疑問を抱くこ
とが多く、その対応が運営側の負担となる。これに対応するためには、FAQやヘルプペー
ジを充実させ、基本的な問い合わせにはチャットボットを活用することで負担を軽減する
ことが求められる。また、トラブルが解決しない場合に備えて、専用のサポート窓口を設
置し、迅速に対応できる体制を整えることが重要である。

（5）学習効率化に向けたアダプティブラーニングの必要性
従来の教育や研修では、一定の履修時間を修了要件とする制度が一般的である。しかし、
この時間の縛りは、学習者の習熟度や理解速度の個人差を考慮しない非効率な学習環境を生
み出し、学習の質や成果の向上に支障をきたす恐れがある。履修時間の縛りによる弊害を解
消するためには、学習者ごとに最適化された学習を提供し、学習成果に基づいた評価を行う
仕組みが必要である。そのために、オンデマンド学習とアダプティブラーニングを組み合わ
せることで、時間にとらわれない柔軟で効率的な学習環境を実現し、学習の質を向上させる
ことが可能となる。今後の教育や研修においては、時間の消費ではなく、学習者の理解度と
スキル習得を重視するアプローチへの転換が求められる。
1）学習速度の個人差に対応する柔軟な学習環境の構築
履修時間の縛りは、速く学べる学習者には時間の浪費となり、理解が遅れる学習者には
十分な学習時間を確保できないという問題が生じる。アダプティブラーニングは、学習者
の理解度をリアルタイムで分析し、個々の理解度に応じて学習内容や進行スピードを調整
することが可能となる。また、オンデマンド学習を組み合わせることで、学習者は自分の
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ペースで学習を進めることができるため、理解が深まるまで繰り返し学ぶことが可能とな
る。
2）学習の質を時間ではなく成果で評価する仕組みの確立
履修時間の縛りがあると、学習者は「学ぶこと」ではなく「時間を満たすこと」に意識
を向けざるを得なくなる。これに対し、オンデマンド学習を活用したアダプティブラーニ
ングでは、学習成果や習熟度に基づいた評価が可能となる。例えば、学習者がテストや演
習問題を通じて一定の理解度に到達した場合、次のステップに進める仕組みを導入するこ
とで、時間にとらわれない効率的な学習が実現する。
3）柔軟な学習機会の提供による学習継続の促進
履修時間の縛りは、学習者が自分の生活スタイルに合わせて学習を進めることを妨げる
要因となる。特に、社会人や育児・介護と両立する学習者にとって、決められた時間内に
学習を完了させることは負担となり、学習継続の障壁となる。オンデマンド学習を取り入
れることで、学習者は自身の都合に合わせて学習を進めることが可能となり、学習の機会
が大幅に拡大する。さらに、アダプティブラーニングの導入により、学習の進捗を個別に
管理し、適切なサポートを提供することで、学習の継続を促進できる。
4）実践的なスキル習得の促進
履修時間の縛りに基づく学習では、学習者が一定の時間を費やしたことが重視されるた
め、実際のスキル習得が十分でなくても修了とみなされる場合がある。しかし、アダプティ
ブラーニングを活用すれば、学習者が確実にスキルを身につけたかどうかを評価し、それ
に応じて学習を進めることが可能となる。特に、オンデマンド学習では、動画教材やイン
タラクティブな学習ツールを活用し、実践的なシナリオを取り入れた学習ができるため、
より効果的なスキル習得が期待できる。
5）デジタル技術の活用による学習の最適化
オンデマンド学習とアダプティブラーニングの組み合わせにより、学習者のデータを活
用して個別最適化された学習プランを自動生成することが可能となる。学習履歴やクイズ
の正答率、理解度のデータをもとに、AI が適切な教材や学習パスを提供することで、学習
者は自分に合ったペースで無駄なく学ぶことができる。これにより、履修時間の縛りに依
存しない、より効率的な学習環境を構築することができる。

5．継続的な指導体制づくり
研修で習得した学びが介護実践の中で実際に活用され、認知症の人に還元されるためには
習得内容の活用についてサポートする体制が必要となる。本来、人材育成の方法は研修（Off-
JT）、業務内指導（OJT）、自己啓発（SDS）の３つの方法を育成目標に応じて効果的に組み
合わせることが必要である。一般に研修は「学習内容の注入」、業務内指導は「学習内容の浸
透」、自己啓発は「学習内容の整理」を主な機能としており、研修で注入された学習内容を、
業務の中で活用しながら理解や技術を深め、自己啓発によって整理すると言われている。つ
まりこの３つの方法を巧みに組み合わせることで効果的な育成が持続可能となる。研修は新
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たな学びの注入や既存知識や経験の整理によるリフレクションを同時に行うことができ、大
変有効な方法であるが業務内指導の機能である学習内容の浸透をサポートすることでさらに
効果的な学習形態となる。つまり研修で学習された内容を浸透するために研修修了後のサポー
トが必須となる。通常、研修で学んだ内容を実践で活かすためには学んだ内容を思い出しな
がら、熟練者からアドバイスや指導を受け実践で活用することが可能となる。そのためには
指導をする者が、指導される者と同等以上の知識や技術を有している必要があり、そうでな
い場合、研修で学んだ事とは異なる指導によって学習内容の「浸透」がされず、研修で学ん
だ内容が実践に展開できないことになる。また、研修で学んだ内容を研修資料やメモを参考
に断片的にしか思い出せず研修での学びが職場での実践に結びつかない場合も多くみられる。
学習内容を実践に活用するためには熟練者によるサポートが不可欠であり、職場における指
導が不可欠であることから、研修後のフォローアップ体制を支援することが重要である。今
後は、職場の指導担当者がｅラーニング等を活用し、研修修了者への支援に活用できる職場
内の指導体制の強化が必要である。



巻末資料 1

認知症介護指導者を対象とした「認知症介護実践者研修・認知症介護
実践リーダー研修、指導者養成研修カリキュラムの改定に向けた現状
と課題に関するアンケート調査」結果
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巻末資料 2

シラバス新旧対照表
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念
を
ベ
ー
ス
と
し
た
実
践
者
像
】

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ア
）
認
知
症
の
人
が
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
、
国
民
全
員
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
支
え
あ
う
社
会

(共
生
社

会
）
の
在
り
方
を
理
解
し
て
い
る

 
イ
）
本
人
の
意
思
に
よ
る
円
滑
な
日
常
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
の
支
援
が
で
き
る

 
ウ
）
認
知
症
の
人
の
理
解
を
踏
ま
え
て
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る

 
エ
）
地
域
・
社
会
に
お
い
て
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
地
域
・
社
会
へ
の
参
画
や
活
動
の
支
援
が
で
き
る

 
オ
）
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
尊
厳
を
保
持
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
カ
）
家
族
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
キ
）
他
の
人
々
と
支
え
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
環
境
の
整
備
が
で
き
る

 
【
基
本
法
を
踏
ま
え
た
実
践
者
研
修
が
期
待
す
る
実
践
者
像
】

 
①
研
修
の
目
的
や
内
容
を
踏
ま
え
た
自
己
の
学
習
目
標
を
立
案
で
き
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
を
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る

 
②
認
知
症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、
認
知
症
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
格
や
個
別
性
、
想
い

な
ど
の
認
知
症
の
人
の
理
解
と
正
し
い
認
知
症
の
知
識
に
基
づ
い
た
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
を
理
解
し
、
認
知
症
ケ
ア

の
方
向
性
と
意
義
を
説
明
で
き
る
（
ア
）
（
ウ
）

 
③
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
・
社
会
生
活
に
お
け
る
中
核
症
状
の
影
響
を
評
価
で
き
、
認
知

症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
生
活
環
境
づ
く
り
や
、
認
知
症
の
人
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
方
法
を
理
解
し
て
い
る
（
イ
）

 
④
認
知
症
の
人
の
権
利
擁
護
を
目
的
と
し
た
制
度
や
考
え
方
、
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
適
切
な
ケ
ア
、
不
適
切
な
ケ
ア

を
理
解
し
、
身
体
拘
束
や
高
齢
者
虐
待
を
防
止
す
る
役
割
を
担
い
実
践
で
き
る
（
オ
）

 
⑤
介
護
す
る
家
族
支
援
を
実
践
す
る
上
で
、
家
族
の
状
況
や
心
理
、
介
護
負
担
の
要
因
を
理
解
し
、
必
要
な
支
援
方
法

が
展
開
で
き
る
（
カ
）

 
⑥
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
が
生
じ
て
い
る
認
知
症
の
人
に
対
し
て
、
行
動
の
背
景
を
理
解
し
た
上
で
生
活
の
質

が
高
め
ら
れ
る
よ
う
チ
ー
ム
で
支
援
で
き
る
（
オ
）

 
⑦
認
知
症
の
人
が
地
域
に
お
い
て
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
推
進
に
向

け
た
地
域
の
資
源
や
実
践
方
法
を
理
解
す
る
（
エ
）
（
キ
）

 
⑧
認
知
症
の
人
へ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
視
点
を
理
解
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
目
標
の
設
定
と
、
目
標
を
実
現
す

る
た
め
の
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
作
成
・
立
案
・
評
価
が
で
き
る
（
ア
）
（
イ
）
（
ウ
）
（
エ
）
（
オ
）
（
カ
）
（
キ
）

 
 【【
対対
象象
者者
】】

  
・
研
修
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
認
知
症
介
護
基
礎
研
修
を
修
了
し
た
者
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
者
で
あ
り
、
身
体
介
護
に
関
す
る
基
本
的
知
識
・
技
術
を
修
得
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
概
ね
実
務
経
験
２
年
程
度
の

者
と
す
る
。

 
【【
時時
間間
】】

  
講
義
・
演
習

23
時
間
（

1,
38

0
分
）

 
 
 

 
 

実
習
：
課
題
設
定

30
0
分
、
職
場
実
習

4
週
間
、
実
習
の
ま
と
め

18
0
分

 
          

【【
目目
的的
】】

  
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
の
も
と
、
本
人
主
体
の
介
護
を
行

 い
、
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
動
・

心
理
症
状
（

BP
SD
）
を
予
防
で
き
る
よ
う

 認
知
症
介
護
の
理
念
、
知
識
・
技
術
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
認

知
症
ケ
ア
の
質
向
上
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

 
 【【
実実
践践
者者
像像
】】

  
な
し

 
                                       【【
対対
象象
者者
】】

  
・
研
修
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
認
知
症
介
護
基
礎
研
修
を
修
了
し
た
者
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等

 以
上
の
能
力
を
有

す
る
者
で
あ
り
、
身
体
介
護
に
関
す
る
基
本
的
知
識
・
技
術
を
修
得
し
て
い
る

 者
で
あ
り
、
概
ね
実
務
経
験
２
年
程

度
の
者
と
す
る
。

 
 【【
時時
間間
】】

  
講
義
・
演
習

24
時
間
（

1,
44

0
分
）

 
 
 

 
 

実
習
：
課
題
設
定

24
0
分
、
職
場
実
習

4
週
間
、
実
習
の
ま
と
め

18
0
分

 
            

・
認
知
症
つ
い
て
の
理
解
の
前
提
と

し
て
人
間
性
や
個
別
性
の
理
解
が
重

要
 

➡
認
知
症
の
人
の
理
解
が
重
要

 
 ・
行
動
・
心
理
症
状
を
予
防
で
き
る

よ
う
は
、
限
定
的
で
あ
る
。

 
➡
行
動
・
心
理
症
状
を
予
防
で
き
る

よ
う
は
、
限
定
的
で
あ
り
そ
れ
ら
を

含
ん
で
希
望
を
持
っ
た
暮
ら
し
と
す

る
。

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
・
地
域
の
認
知
症
ケ
ア
の
質
向
上

は
、
限
定
的
で
あ
る
。

 
➡
地
域
の
認
知
症
ケ
ア
の
質
向
上

は
、
限
定
的
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら

を
内
包
す
る
共
生
社
会
に
向
け
た
地

域
と
す
る
。

 
 ・

 
➡
本
人
主
体
の
介
護
は
、
基
本
法
理

念
の
表
現
に
変
更
。
尊
厳
の
保
持
、

希
望
を
も
っ
た
暮
ら
し
、
意
思
の
尊

重
・
生
活
の
質
の
向
上
に
つ
い
て

も
、
基
本
法
表
現
に
従
い
、
日
常
生

活
と
社
会
生
活
を
含
ん
だ
共
生
社
会

を
使
用

 
 ・
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
い

ま
い
な
表
現
な
の
で
、
質
向
上
が
で

き
る
と
シ
ン
プ
ル
に
す
る
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

22 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修
のの
理理
解解

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

60
分
）

 
 目
的

 
認
知
症
ケ
ア
を
実
践
す
る
者
の
役
割
と
研
修
科
目
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
、
研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。
認
知
症
介

護
の
実
践
者
と
し
て
自
己
の
課
題
を
確
認
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
を
明
確
に
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 
１
．
認
知
症
介
護
を
実
践
す
る
者
の
役
割
と
研
修
科
目
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
て
研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。

 
２
．
認
知
症
介
護
を
実
践
す
る
者
と
し
て
課
題
を
認
識
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
を
明
確
化
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
認
知
症
介
護
を
実
践
す
る
者
に
必
要
な
知
識
や
技
術
の
理
解
を
踏
ま
え
、
研
修
科
目
の
必
要
性
や
研
修
全
体
の
目
的

な
ど
研
修
概
要
を
把
握
す
る
。
ま
た
、
認
知
症
介
護
を
実
践
す
る
者
と
し
て
の
自
己
課
題
を
確
認
し
研
修
の
受
講
動
機

を
高
め
、
学
習
目
標
を
明
確
に
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
 

 
１
．
認
知
症
介
護
実
践
者
の
役
割

 
１
）
認
知
症
介
護
実
践
者
に
必
要
な
知
識
や
技
術

 
（
備
考
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
準
じ
、
実
践
者
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
理
解
す
る

 
２
．
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
の
概
要

 
１
）
研
修
の
目
的

 
２
）
研
修
の
到
達
目
標

 
３
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
構
成

 
４
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
別
の
ね
ら
い
と
概
要

 
３
．
課
題
の
明
確
化

 
１
）
課
題
の
明
確
化

 
２
）
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
の
明
確
化

 
                       

                                                                                                          

・
実
践
者
研
修
概
要
の
説
明
が
な

い
。
研
修
で
の
自
己
目
標
を
立
て
に

く
い
。

 

➡
（
新
設
）
リ
ー
ダ
ー
研
修
と
同
様

に
研
修
概
要
の
理
解
、
自
己
課
題
の

明
確
化
を
目
的
と
す
る
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

33 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
のの
理理
念念

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

15
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

 
認
知
症
の
人
の
理
解
を
踏
ま
え
た
、
認
知
症
の
中
核
症
状
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
、
原
因
疾
患
等
の
正

し
い
理
解
に
基
づ
い
て
認
知
症
ケ
ア
理
念
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 
１

. 
認
知
症
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
格
や
個
別
性
、
想
い
を
理
解
し
、
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
本
人
が
望
む
生
活

を
実
現
す
る
ケ
ア
の
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
。

 
２

. 
認
知
症
の
原
因
疾
患
と
そ
の
症
状
の
特
徴
、
中
核
症
状
、
心
理
的
特
徴
及
び
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の

発
症
要
因
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 
３

. 
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
を
理
解
し
、
認
知
症
ケ
ア
の
方
向
性
と
そ
の
意
義
を
説
明
で
き
る
。

 
  概

 
 
要

 
本
科
目
で
は
、
認
知
症
の
人
の
声
や
想
い
、
生
活
の
様
子
な
ど
認
知
症
の
人
の
全
人
的
理
解
、
個
別
性
の
理
解

を
踏
ま
え
て
、
認
知
症
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
学
習
し
、
認
知
症
施
策
の
基
本
理
念
や
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー

ド
・
ケ
ア
を
基
本
と
す
る
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
に
つ
い
て
学
び
、
認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
を
実
現
す
る
た
め
の

ケ
ア
実
践
に
繋
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 

 
１

.認
知
症
の
人
の
理
解

 
１
）
様
々
な
認
知
症
の
人
の
声
（
非
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
含
む
）
と
暮
ら
し
の
様
子

 
２
）
周
囲
の
人
や
社
会
へ
の
要
望

 
（
備
考
）
・
本
人
の
声
（
態
度
や
表
情
な
ど
の
非
言
語
的
様
子
も
含
む
）
や
暮
ら
し
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
受
け
止

 
め
、
疾
患
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
性
や
人
格
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
全
人
的
理
解
を
深
め
る
。

 
・
年
齢
、
認
知
症
の
重
症
度
の
違
い
に
よ
る
様
々
な
人
の
考
え
や
想
い
、
要
望
、
暮
ら
し
の
実
状
を
知

 
り
、
個
別
性
の
理
解
を
深
め
る
。

 
 ２

.認
知
症
の
理
解

 
１
）
認
知
症
の
定
義

 
 

２
）
中
核
症
状
と
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）

 
３
）
原
因
疾
患
別
の
特
徴

 
４
）
認
知
症
に
間
違
え
ら
れ
や
す
い
状
態
、

M
CI
、
若
年
性
認
知
症

 
５
）
中
核
症
状
と
有
す
る
能
力
の
理
解

 
 ３

.認
知
症
ケ
ア
の
理
念

 
１
）
認
知
症
ケ
ア
の
変
遷

 
 

２
）
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
の
理
念

 
（
備
考
）
基
本
法
の
目
的
や
理
念
な
ど
国
の
考
え
方
を
理
解
す
る

 
３
）
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
と
そ
の
役
割

 
４
）
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
の
基
本
的
な
理
解

 
 

 
（
備
考
）
（
削
除
）

 
 

      

科科
目目
名名

  
認認
知知
症症
ケケ
アア
のの
理理
念念
・・
倫倫
理理
とと
意意
思思
決決
定定
支支
援援

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

18
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、
認
知
症
ケ
ア
の
歴
史
的
変
遷
や
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
、
認
知
症

の
原
因
疾
患
、
中
核
症
状
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
発
症
要
因
、
認
知
症
ケ
ア
の
倫
理
や
原
則
、
認
知
症

の
人
の
意
思
決
定
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

 
到
達
目
標

 
 

１
. 
尊
厳
の
保
持
、
共
生
と
予
防
、
本
人
・
家
族
視
点
の
重
視
と
い
っ
た
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
を
理
解
し
、
そ
の
意

義
を
説
明
で
き
る
。

 
２

. 
認
知
症
の
原
因
疾
患
と
そ
の
症
状
の
特
徴
、
中
核
症
状
、
心
理
的
特
徴
及
び
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の

発
症
要
因
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

 
３

. 
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
と
ら
わ
れ
ず
、
望
む
生
活
を
実
現
す
る
ケ
ア
を
行
う
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
。

 
４

. 
認
知
症
ケ
ア
の
倫
理
原
則
に
つ
い
て
、
活
用
の
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
５

. 
意
思
決
定
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
概

 
 
要

 
 

本
科
目
で
は
、
認
知
症
ケ
ア
の
歴
史
的
変
遷
を
概
観
し
、
現
行
の
認
知
症
施
策
と
そ
の
背
景
に
あ
る
認
知
症
ケ

ア
の
理
念
、
認
知
症
の
原
因
疾
患
や
症
状
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
考
え
方
を
学
び
、
認
知
症
の
人
が
望

む
生
活
を
実
現
す
る
た
め
の
ケ
ア
実
践
に
繋
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
介
護
職
員
等
は
、
尊
厳
の
保
障
、
安

全
や
健
康
管
理
に
お
い
て
専
門
職
と
し
て
倫
理
観
を
問
わ
れ
る
場
面
が
多
い
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
ケ
ア
に
お

け
る
倫
理
的
問
題
に
対
峙
し
て
い
く
た
め
の
倫
理
原
則
と
そ
の
活
用
、
意
思
決
定
支
援
の
考
え
方
に
つ
い
て
具
体

的
に
学
習
す
る
。

 
内

 
 
容

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
と
我
が
国
の
認
知
症
施
策

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
の
歴
史
的
変
遷

 
２
）
認
知
症
ケ
ア
の
理
念
と
そ
の
役
割

 
３
）
パ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ド
・
ケ
ア
の
基
本
的
な
理
解

 
４
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
の
理
解
と
実
践
者
研
修
の
位
置
づ
け
・
意
義

 
 

（
備
考
）
「
共
生
」
と
「
予
防
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 
（
備
考
）
加
算
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。

 
 

２
．
認
知
症
に
関
す
る
基
本
的
知
識

 
 

１
）
認
知
症
の
人
の
声
（
非
言
語
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
含
む
）

 
（
備
考
）
・
認
知
症
の
人
の
声
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
る
。

 
２
）
認
知
症
の
定
義
・
原
因
疾
患
と
診
断
基
準

 
３
）
認
知
症
に
間
違
え
ら
れ
や
す
い
状
態
、

M
CI
、
若
年
性
認
知
症

 
４
）
中
核
症
状
と
有
す
る
能
力
の
理
解

 
５
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
理
解

 
３
．
認
知
症
ケ
ア
の
倫
理

  
１
）
認
知
症
ケ
ア
の
倫
理
の
必
要
性

 
２
）
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
の
克
服
と
倫
理
４
原
則

 
４
．
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援

 
１
）
意
思
決
定
支
援
の
必
要
性

 
２
）
意
思
決
定
支
援
の
基
本
的
考
え
方

 
３
）
意
思
決
定
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
の
理
解

 
 

（
備
考
）
「
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
配
布
し
利
用

す
る
。

 
５
．
自
己
課
題
の
設
定

 
 

・
こ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
の
ケ
ア
を
振
り
返
り
、
実
践
者
研
修
で
の
自
己
課
題
を
設
定
す
る
。

 
 

・
タ
イ
ト
ル
が
長
く
、
内
容
も
混
在

し
て
い
る
。

 

➡
ケ
ア
の
理
念
の
重
要
性
が
主
旨
で

あ
る
た
め
科
目
名
を
理
念
に
変
更

 

 ・
内
容
に
対
し
て
時
間
が
不
足
し
て

い
る
。

 
・
目
的
が
複
雑
で
内
容
に
統
一
性
が

無
い
。

 
➡
意
思
決
定
支
援
を
権
利
擁
護
の
科

目
に
移
動
し
、
自
己
課
題
の
設
定
を

「
新
設
：
研
修
の
理
解
」
に
移
動
し

30
分
短
縮

 
 

 ・
倫
理
の
考
え
方
や
必
要
性
等
は
内

包
し
、
倫
理
原
則
は
「
権
利
擁
護
の

科
目
へ
移
動
、
到
達
目
標
か
ら
は
除

外
。

 
 ・
認
知
症
と
い
う
疾
患
そ
の
も
の
に

と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る

た
め
、
認
知
症
の
人
の
理
解
を
前
提

と
し
た
認
知
症
の
理
解
、
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
た
ケ
ア
理
念
の
構
成
。

 
 ・
年
齢
、
認
知
症
の
重
症
度
等
の
違

い
に
よ
る
本
人
の
生
活
や
心
理
を
、

複
数
の
本
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
実
例

を
通
し
て
知
る
項
目
と
し
、
全
人
的

理
解
を
目
的
と
す
る
。

 
   「
意
思
決
定
支
援
」
と
「
ケ
ア
の
倫

理
」
は
権
利
擁
護
の
科
目
へ
移
動
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認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
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践践
者者
研研
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シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
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新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

44 
/ 

1144
 

                                                                          

科科
目目
名名

  
QQ

OO
LL  
をを
高高
めめ
るる
活活
動動
とと
評評
価価
のの
観観
点点

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

60
 分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
の
心
理
的
安
定
や

 Q
O

L（
生
活
・
人
生
の
質
）
向
上
を
目
指
す
活
動
に
関
す
る
基
本
的
知
識
、
展

開
例
、
評
価
の
観
点
と
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
の
人
の
心
理
的
安
定
や

 Q
O

L 
を
向
上
す
る
た
め
の
活
動
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
２
．
生
活
の
中
で
行
う
、
認
知
症
の
人
一
人
ひ
と
り
に
合
っ
た
活
動
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

 
３
．
活
動
の
展
開
・
評
価
の
方
法
と

 P
D

CA
 サ
イ
ク
ル
を
理
解
す
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
の
人
に
対
し
て
一
定
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
心
理
療
法
等
の
活
動
は
複
数
あ
る
が
、
そ
れ
ら

 の
活

動
は

BP
SD

 の
軽
減
と
い
っ
た
症
状
対
処
を
目
的
に
ス
タ
ッ
フ
主
導
で
行
う
の
で
は
な
く
、
認
知
症
の
人
の
心
理

的
安
定
、

Q
O

L 
の
向
上
を
目
指
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の
主
体
性
や
ニ
ー
ズ
に
留
意
し
つ
つ
導
入
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
本
科
目
で
は
活
動
の
特
徴
や
展
開
、
評
価
の
観
点
と
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

PD
CA

 サ
イ

ク
ル
を
通
し
て
、
生
活
の
中
で
継
続
的
に

 Q
O

L 
を
高
め
る
た
め
の
考
え
方
や
方
法
を
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
 
１
．
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
基
礎
的
知
識
と
展
開

 
 

１
）

Q
O

L 
を
高
め
る
活
動
の
意
義

 
２
）

Q
O

L 
を
高
め
る
活
動
の
種
類
と
特
徴

 
３
）
活
動
の
導
入
に
際
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方

 
４
）
活
動
の
展
開
例
（
回
想
法
、
音
楽
療
法
、
園
芸
療
法
、
認
知
行
動
療
法
、
リ
ア
リ
テ
ィ
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
等
）

 
 

（
備
考
）
・
認
知
症
の
人
の
意
欲
や
個
性
に
合
わ
せ
た
活
動
に
す
る
こ
と
、
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
活
動
と
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
説
明
す
る
。

 
・
実
践
事
例
を
用
い
て
説
明
す
る
（
た
だ
し
効
果
に
つ
い
て
は
「
認
知

 症
疾
患
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
17
、
編
集
；
「
認
知
症
疾
患
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
作
成
委
員
会
」
を
参
考
に
す
る
）
。

 
 

２
．
心
理
療
法
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
評
価
方
法

 
 

１
）
評
価
の
基
本
的
考
え
方
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
、
定
量
評
価
と
定
性
評
価
）

 
（
備
考
）
実
際
に
評
価
尺
度
を
記
入
し
て
み
る
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
。

 
２
）
評
価
尺
度
を
利
用
す
る
意
義
と
限
界

 
３
）
評
価
尺
度
の
種
類
と
選
定

 
（
備
考
）
数
値
の
変
化
の
み
で
は
な
く
、
認
知
症
の
人
の
多
面
的
な
観
察
に
基
づ
く
評
価
の
重
要
性
を
理
解
す

る
。

 
４
）
評
価
尺
度
を
利
用
す
る
際
の
留
意
点
と
実
践
場
面
で
の

PD
CA

 サ
イ
ク
ル
の
活
用
例

 
          

➡
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め
る
活
動
と
い
う
概

念
は
、
現
在
、
生
活
の
中
の
日
常
活

動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
生
活
活
動
そ
の
も
の
が
生
活
の

質
に
影
響
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

生
活
支
援
科
目
へ
生
活
の
理
解
と
し

て
移
動

 
  ➡
心
理
療
法
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の

方
法
や
評
価
は
、
よ
り
専
門
的
な
学

習
内
容
と
し
て
実
践
リ
ー
ダ
ー
へ
移

動
 

  【
用
語
の
修
正
】

 
➡
「
生
活
の
活
動
」
に
変
更

 
・
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
非
薬
物
療
法

科
目
か
ら
の
遷
移
で
あ
り
、
医
療
分

野
に
お
け
る
薬
物
療
法
に
対
す
る
位

置
づ
け
で
あ
る
た
め
、
実
践
リ
ー
ダ

ー
科
目
で
あ
る
認
知
症
の
専
門
的
理

解
に
移
動
。

 
➡
内
容
の
移
動
に
よ
り
科
目
削
除

 
 

 ・
実
践
リ
ー
ダ
ー
【
認
知
症
の
専
門

的
理
解
】
へ
非
薬
物
的
介
入
の
方
法

や
効
果
的
な
療
法
に
関
す
る
紹
介
、

特
徴
な
ど
を
挿
入
。

 
 ・

Q
O

L
の
考
え
方
、
活
動
や
活
動

支
援
、
評
価
の
考
え
方
は
、
生
活
支

援
１
や
生
活
支
援
２
、
地
域
資
源
の

理
解
な
ど
に
日
常
生
活
、
社
会
生
活

に
お
け
る

Q
O

L
の
理
解
、
生
活
に

お
け
る
活
動
や
評
価
視
点
と
し
て
含

め
て
い
く
。
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認認
知知
症症
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研研
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ララ
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旧旧
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題題
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55 
/ 
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科科
目目
名名

  
  
生生
活活
支支
援援
のの
方方
法法

    
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

21
0
分
）

 
目

 
 
的

 
 

日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
中
核
症
状
の
影
響
を
理
解
し
た
上
で
、
認
知
症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
有

す
る
能
力
に
応
じ
た
生
活
の
支
援
を
可
能
と
す
る
生
活
環
境
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
方
法
を
理

解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
・
社
会
生
活
に
お
け
る
生
活
と
中
核
症
状
に
よ
る
影
響
を

評
価
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
日
常
生
活
・
社
会
生
活
の
支
援
方
法
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
生
活
環
境
の
支
援
方
法
を
理
解
し
実
践
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
は
、
日
常
生
活
（
食
事
、
入
浴
、
排
泄
、
生
活
管
理
等
）
に
お

け
る
活
動
を
中
心
と
し
た
社
会
生
活
全
般
に
対
す
る
伴
走
的
な
サ
ポ
ー
ト
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
認

知
機
能
の
低
下
に
よ
る
生
活
へ
の
影
響
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
有
す
る
能
力
を
活
用
し
た
生
活
全
般
を
支
援
す
る

技
術
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
の
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
生
活
を
基
本
と
し
、
中
核
症
状
の
影
響

と
有
す
る
能
力
の
影
響
を
理
解
し
た
上
で
、
生
活
環
境
づ
く
り
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
活
動
支
援
の
方
法
を

修
得
す
る
。

 
内

 
 
容

 
 

１
．

 生
活
支
援
の
方
向
性

 
１
）
生
活
の
考
え
方

 
 

２
）
意
思
を
尊
重
し
た
生
活
支
援
の
理
解

 
 

（
備
考
）
基
本
的
な
生
活
行
為
か
ら
社
会
生
活
ま
で
含
む
生
活
全
般
の
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
人
の
意
思

 
を
尊
重
し
た
伴
走
型
の
生
活
支
援
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 ２
．
認
知
症
に
よ
っ
て
起
き
や
す
い
生
活
の
障
害
と
有
す
る
能
力

 
１
）
中
核
症
状
と
日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
困
難
や
有
す
る
能
力
の
捉
え
方

 
２
）
生
活
上
の
困
難
と
有
す
る
能
力
の
評
価
方
法

 
 

（
備
考
）
認
知
機
能
の
低
下
等
に
よ
る
生
活
上
の
つ
ま
ず
き
だ
け
で
な
く
、
遂
行
可
能
な
活
動
を
理
解
す
る
と
と

も
に
、
認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
に
近
づ
け
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
検
討
す
る
。

 
 ３
．
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
へ
の
支
援

 
１
）
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
場
面
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
の
方
法

 
２
）
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
場
面
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

 
 
３
）
日
常
生
活
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
・
生
活
管
理
等
）
場
面
に
お
け
る
環
境
の
理
解
と
支
援
方
法

 
（
備
考
）
・
認
知
機
能
の
低
下
等
に
よ
る
障
害
と
、
有
す
る
能
力
に
よ
る
遂
行
可
能
な
活
動
に
対
す
る
評
価
や

 
支
援
方
法
を
学
習
す
る
。

 
・
「
認
知
症
の
人
の
日
常
・
社
会
生
活
支
援
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
し
、

 
意
思
決
定
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
や
意
思
形
成
、
意
思
表
明
、
意
思
実
現
の
具
体
的
な
支
援
方
法
に
つ
い

 
て
理
解
す
る
。

 
 ４
．
社
会
生
活
（
活
動
・
交
流
・
就
労
等
）
へ
の
支
援

 
１
）
社
会
生
活
（
活
動
・
交
流
・
就
労
等
）
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
の
方
法

 
２
）
社
会
生
活
（
活
動
・
交
流
・
就
労
等
）
に
お
け
る
活
動
支
援
の
必
要
性
と
考
え
方

 
（
備
考
）
「
認
知
症
の
人
の
日
常
・
社
会
生
活
支
援
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
し
、

 
意
思
決
定
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
や
意
思
形
成
、
意
思
表
明
、
意
思
実
現
の
具
体
的
な
支
援
方
法
に
つ
い
て

 
理
解
す
る
。

 
 

科科
目目
名名

  
生生
活活
支支
援援
のの
たた
めめ
のの
ケケ
アア
のの
演演
習習
１１

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

30
0 
分
）

 
目

 
 
的

 
 

食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
の
基
本
的
な
生
活
場
面
に
お
い
て
、
中
核
症
状
の
影
響
を
理
解
し
た
上
で
、
認
知
症
の

人
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
ケ
ア
と
し
て
の
生
活
環
境
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る
。

 
  到
達
目
標

 
 

１
．
代
表
的
な
ケ
ア
場
面
に
お
い
て
認
知
症
の
生
活
障
害
と
そ
の
背
景
に
あ
る
中
核
症
状
を
評
価
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
視
点
を
重
視
し
た
生
活
環
境
づ
く
り
が
実
践
で
き
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
践
で
き
る
。

 
  概

 
 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
は
、
食
事
、
入
浴
、
排
泄
等
の
基
本
的
な
活
動
の
ケ
ア
が
適
切

に
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
中
核
症
状
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
生
活
の
中
の
困
難
さ
を
深

く
理
解
し
対
応
で
き
る
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
の
人
の
視
点
で
生
活
や
人
生
を
捉
え
、
生

活
場
面
ご
と
に
中
核
症
状
の
影
響
と
現
に
有
す
る
能
力
の
影
響
を
分
析
し
理
解
し
た
上
で
、
生
活
環
境
づ
く
り
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
 

１
．

 生
活
支
援
の
た
め
の
ケ
ア

 
 

１
）
生
活
支
援
の
た
め
の
ケ
ア
の
理
解

 
 

 
 ２
．
認
知
症
の
生
活
障
害

  
１
）
中
核
症
状
と
日
常
生
活
に
お
け
る
困
難
の
捉
え
方

 
２
）
生
活
上
の
困
難
と
有
す
る
能
力
の
評
価
方
法

 
 

（
備
考
）
脳
の
障
害
に
よ
っ
て
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
認

知
症
の
人
が
望
む
生
活
に
近
づ
け
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
検
討
す
る
。

 
 

３
．
認
知
症
の
人
の
生
活
環
境
づ
く
り

 
 

１
）
生
活
環
境
の
理
解

 
２
）
生
活
環
境
の
評
価
視
点

 
３
）
生
活
環
境
改
善
の
具
体
的
方
法

 
 

（
備
考
）
生
活
や
環
境
に
つ
い
て
改
め
て
捉
え
な
お
す
。

 
リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応
も
含
む
。

 
 

４
．
中
核
症
状
の
理
解
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

  
１
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
知
識

 
２
）
認
知
症
の
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
困
難
さ
と
有
す
る
能
力
の
評
価

 
３
）
認
知
症
の
人
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
や
留
意
点

 
４
）
こ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
の
ケ
ア
の
振
り
返
り
と
共
有

 
 

（
備
考
）
演
習
を
取
り
入
れ
て
体
験
的
に
学
習
す
る
。

 
 

５
．
生
活
場
面
ご
と
の
生
活
障
害
の
理
解
と
ケ
ア

 
 

１
）
生
活
場
面
（
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
）
ご
と
に
考
え
ら
れ
る
生
活
障
害
の
理
解
と
ケ
ア

 
２
）
こ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
の
ケ
ア
の
振
り
返
り
と
共
有

 
  

・
基
本
的
な
活
動
だ
け
だ
と
生
活
活

動
の
視
点
が
弱
い
⇒
生
活
支
援
の
た

め
の
ケ
ア
の
演
習
で
あ
る
た
め
、
食

事
・
入
浴
・
排
泄
だ
け
に
限
ら
ず
、

そ
の
他
も
含
む
日
常
生
活
・
社
会
生

活
全
般
を
意
識
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
る
。

 
➡
生
活
の
質
を
向
上
す
る
こ
と
が
最

終
的
な
目
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
 

➡
食
事
・
入
浴
・
排
泄
だ
け
に
限
ら

ず
、
広
く
生
活
全
般
の
考
え
方
、
種

類
の
理
解
を
踏
ま
え
、
ケ
ア
の
考
え

方
を
理
解
す
る

 
 ➡
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
生
活
の
支

援
を
基
本
と
す
る

 
 ・
代
表
的
な
ケ
ア
場
面
と
い
う
表
現

だ
と
、
学
習
す
る
具
体
的
な
生
活
場

面
が
わ
か
り
に
く
い

 
➡
日
常
生
活
（

A
D

L,
IA

D
L）
、
社

会
生
活
ま
で
範
囲
と
す
る

 
・
「
分
析
」
と
い
う
表
現
が
難
し
い
。

 
➡
分
析
を
削
除

 
・
「
現
に
」
が
違
和
感
あ
り
。

 
➡
「
現
に
」
を
削
除

 
 ➡
日
常
生
活
と
社
会
生
活
に
分
類
し

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
意
思
決

定
支
援
、
環
境
支
援
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
学
習
す
る
構
成

と
す
る

 
 ➡
４
．
社
会
生
活
へ
の
具
体
的
な
支

援
方
法
は
、
「
共
生
社
会
を
推
進
す

る
地
域
資
源
の
理
解
と
展
開
」
科
目

に
含
む
た
め
、
本
科
目
で
は
、
必
要

性
と
考
え
方
に
と
ど
め
る
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科科
目目
名名

  
  
権権
利利
擁擁
護護
のの
視視
点点
にに
基基
づづ
くく
支支
援援

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

12
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

権
利
擁
護
の
観
点
か
ら
、
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
の
重
要
性
や
、
認
知
症
の
人
の
意
思
に
基
づ
く
適
切

な
支
援
方
法
を
理
解
し
、
自
分
自
身
の
現
状
の
ケ
ア
を
見
直
す
と
と
も
に
、
身
体
拘
束
や
高
齢
者
虐
待
の
防
止
の

意
識
を
深
め
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
認
知
症
の
人
の
権
利
擁
護
を
目
的
と
し
た
制
度
や
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
適
切
な
ケ
ア
、
不
適
切
な
ケ
ア
を
理
解
す
る
。

 
３
．
身
体
拘
束
や
高
齢
者
虐
待
を
防
止
す
る
役
割
を
担
い
実
践
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

ケ
ア
の
質
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
お
け
る
権
利
擁
護
の
実
践
で
あ
る
と
い
え
る
。
介
護
職
員
等
は
そ
の
役
割
を
十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
を
踏
ま
え
た
権
利
擁
護
に
必
要
な
基
本
的
知
識
を
修
得
す
る

と
と
も
に
、
権
利
擁
護
の
観
点
か
ら
現
在
の
ケ
ア
の
質
を
振
り
返
り
、
具
体
的
な
権
利
擁
護
の
方
法
と
し
て
、
高

齢
者
虐
待
や
身
体
拘
束
、
不
適
切
な
ケ
ア
の
防
止
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
権
利
擁
護
の
基
本
的
知
識

 
 

１
）
認
知
症
の
人
の
人
権
・
権
利
と
そ
の
擁
護
の
た
め
の
職
員
の
役
割

 
２
）
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
の
必
要
性
と
考
え
方

 
３
）
認
知
症
ケ
ア
の
倫
理
の
必
要
性
と
考
え
方

 
４
）
介
護
保
険
法
及
び
関
連
法
規
と
権
利
擁
護

 
５
）
認
知
症
の
人
の
権
利
擁
護
に
資
す
る
制
度
（
成
年
後
見
制
度
等
）

 
 

 
２
．
権
利
侵
害
行
為
と
し
て
の
高
齢
者
虐
待
と
身
体
拘
束

 
 

１
）
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
概
要

 
２
）
高
齢
者
虐
待
・
身
体
拘
束
の
実
態

 
３
）
高
齢
者
虐
待
の
背
景

 
 

（
備
考
）
・
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
、
養
護
者
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
両
方
を
取
り

 
扱
う
。
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
は
、
具
体
例
等
に
よ
り
詳
細
に

 
学
習
す
る
。

 
・
表
面
化
し
て
い
な
い
虐
待
や
そ
の
周
辺
の
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
行
為
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

３
．
権
利
擁
護
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み

 
 

１
）
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
権
利
侵
害
の
捉
え
方
と
防
止
の
考
え
方

 
２
）
権
利
侵
害
行
為
の
防
止
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策

 
３
）
虐
待
等
の
事
例
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
方
法

 
 

（
備
考
）
権
利
擁
護
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
で
は
、
具
体
的
な
方
策
や
対
応
方
法
を
学
び
、
受
講
者

 
自
身
の
ケ
ア
の
振
り
返
り
を
行
う
。

 
      

 

科科
目目
名名

  
  
権権
利利
擁擁
護護
のの
視視
点点
にに
基基
づづ
くく
支支
援援

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

90
 分
）

 
 目

 
 
的

 
 

権
利
擁
護
の
観
点
か
ら
、
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
適
切
な
ケ
ア
を
理
解
し
、
自
分
自
身
の
現
状
の
ケ
ア
を
見
直

す
と
と
も
に
、
身
体
拘
束
や
高
齢
者
虐
待
の
防
止
の
意
識
を
深
め
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
の
人
の
権
利
擁
護
を
目
的
と
し
た
制
度

 
２
．
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
適
切
な
ケ
ア
、
不
適
切
な
ケ
ア
を
理
解
す
る
。

 
３
．
身
体
拘
束
や
高
齢
者
虐
待
を
防
止
し
そ
の
役
割
を
担
い
実
践
で
き
る
。

 
 概
 

 
要

 
 

ケ
ア
の
質
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
お
け
る
権
利
擁
護
の
実
践
で
あ
る
と
い
え
る
。
介
護
職
員
等
は
そ
の
役
割
を
十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
を
踏
ま
え
た
権
利
擁
護
に
必
要
な
基
本
的
知

 識
を
修
得
す
る

と
と
も
に
、
権
利
擁
護
の
観
点
か
ら
現
在
の
ケ
ア
の
質
を
振
り
返
り
、
具
体
的
な
権
利
擁
護
の
方
法
と
し
て
、
高

齢
者
虐
待
や
身
体
拘
束
、
不
適
切
な
ケ
ア
の
防
止
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．
権
利
擁
護
の
基
本
的
知
識

 
 

１
）
認
知
症
の
人
の
人
権
・
権
利
と
そ
の
擁
護
の
た
め
の
職
員
の
役
割

 
２
）
介
護
保
険
法
及
び
関
連
法
規
と
権
利
擁
護

 
３
）
認
知
症
の
人
の
権
利
擁
護
に
資
す
る
制
度
（
成
年
後
見
制
度
等
）

  
  ２
．
権
利
侵
害
行
為
と
し
て
の
高
齢
者
虐
待
と
身
体
拘
束

  
１
）
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
概
要

 
２
）
高
齢
者
虐
待
・
身
体
拘
束
の
実
態

 
３
）
高
齢
者
虐
待
の
背
景

 
 

（
備
考
）

 
・
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
、
養
護
者
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
の
両
方
を
取
り
扱
う
。
養

介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
は
、
具
体
例
等
に
よ
り
詳
細
に
学
習
す
る
。

 
・
表
面
化
し
て
い
な
い
虐
待
や
そ
の
周
辺
の
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
行
為
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

３
．
権
利
擁
護
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み

 
 

１
）
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
権
利
侵
害
の
捉
え
方
と
防
止
の
考
え
方

 
２
）
権
利
侵
害
行
為
の
防
止
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策

 
３
）
虐
待
等
の
事
例
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
方
法

 
 

（
備
考
）

 
・
権
利
擁
護
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
で
は
、
具
体
的
な
方
策
や
対
応
方
法
を
学
び
、
受
講
者
自
身
の

ケ
ア
の
振
り
返
り
を
行
う
。

 
        

      ➡
意
思
決
定
を
支
援
す
る
こ
と
が
権

利
を
擁
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

た
め
、
基
本
的
な
考
え
方
と
必
要
性

を
追
加
。
意
思
決
定
支
援
を
追
加

 
➡
権
利
を
擁
護
す
る
方
法
に
お
い
て

基
準
と
な
る
考
え
方
と
し
て
「
ケ
ア

の
倫
理
の
必
要
性
と
考
え
方
」
を
追

加
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

77 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
家家
族族
介介
護護
者者
のの
理理
解解
とと
支支
援援
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

90
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

(削
除

)介
護
す
る
家
族
支
援
を
実
践
す
る
上
で
、
そ
の
家
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
心
理
、
介
護
負
担
の
要
因

を
理
解
し
、
必
要
な
支
援
方
法
が
展
開
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
（
削
除
）
介
護
す
る
家
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
心
理
を
理
解
す
る
。

 
２
．
家
族
の
介
護
負
担
の
要
因
を
理
解
し
必
要
な
支
援
方
法
が
展
開
で
き
る
。

 
３
．
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
介
護
職
員
等
と
し
て
の
家
族
支
援
の
役
割
を
理
解
す
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
認
知
症
の
人
が
生
活
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
介
護
す
る
家
族
の
支
援
は
欠

か
せ
な
い
。
本
科
目
で
は
、
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
介
護
職
員
等
と
し
て
、
家
族
介
護
者
支
援
を
行
う
上

で
必
要
な
視
点
を
理
解
し
、
多
角
的
か
つ
具
体
的
な
支
援
方
法
に
つ
い
て
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

す
。

 
 

内
 

 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
家
族
介
護
者
の
理
解

 
 

１
）
高
齢
者
世
帯
や
在
宅
介
護
の
実
態

 
２
）
在
宅
で
介
護
す
る
家
族
を
取
り
巻
く
課
題

 
（
移
動
）

 
（
備
考
）
・
介
護
保
険
事
業
計
画
や
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
結
果
な
ど
を
も
と
に
解
説
す
る
。

 
・
歴
史
的
背
景
と
ケ
ア
論
と
し
て
の
在
宅
介
護
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

２
．
家
族
介
護
者
の
心
理

 
１
）
様
々
な
家
族
介
護
者
の
声

 
 

２
）
家
族
介
護
者
の
介
護
負
担
の
実
態
と
評
価

 
３
）
認
知
症
の
人
を
介
護
す
る
家
族
の
心
理

 
（
備
考
）
・
認
知
症
の
人
を
支
援
す
る
家
族
介
護
者
の
想
い
や
要
望
に
つ
い
て
、
複
数
の
実
際
の
声
を
知
る
。

 
・
介
護
者
と
被
介
護
者
の
続
柄
や
性
別
に
よ
る
介
護
者
の
心
理
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
・
介
護
の
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

３
．
家
族
介
護
者
の
支
援
方
法

 
 

１
）
認
知
症
施
策
に
お
け
る
介
護
者
支
援

 
２
）
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
役
割

 
３
）
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
に
向
け
た
専
門
職
の
役
割

 
４
）
家
族
介
護
者
支
援
の
た
め
の
具
体
的
方
法

 
（
備
考
）
個
別
演
習
に
よ
り
自
分
自
身
の
役
割
を
自
覚
す
る
。

 
           

科科
目目
名名

  
家家
族族
介介
護護
者者
のの
理理
解解
とと
支支
援援
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

90
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

在
宅
で
介
護
す
る
家
族
支
援
を
実
践
す
る
上
で
、
そ
の
家
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
心
理
、
介
護
負
担
の
要

因
を
理
解
し
、
必
要
な
支
援
方
法
が
展
開
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
在
宅
で
介
護
す
る
家
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
心
理
を
理
解
す
る
。

 
２
．
家
族
の
介
護
負
担
の
要
因
を
理
解
し
必
要
な
支
援
方
法
が
展
開
で
き
る
。

 
３
．
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
介
護
職
員
等
と
し
て
の
家
族
支
援
の
役
割
を
理
解
す
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
認
知
症
の
人
が
生
活
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
介
護
す
る
家
族
の
支
援
は
欠

か
せ
な
い
。
本
科
目
で
は
、
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
介
護
職
員
等
と
し
て
、
家
族
介
護
者
支
援
を
行
う
上

で
必
要
な
視
点
を
理
解
し
、
多
角
的
か
つ
具
体
的
な
支
援
方
法
に
つ
い
て
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

す
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．
家
族
介
護
者
の
理
解

 
１
）
高
齢
者
世
帯
や
在
宅
介
護
の
実
態

 
２
）
在
宅
で
介
護
す
る
家
族
を
取
り
巻
く
課
題

 
３
）
認
知
症
施
策
に
お
け
る
在
宅
介
護
者
支
援

 
 

（
備
考
）

 
・
介
護
保
険
事
業
計
画
や
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
結
果
な
ど
を
も
と
に
解
説
す
る
。

 
・
歴
史
的
背
景
と
ケ
ア
論
と
し
て
の
在
宅
介
護
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

２
．
家
族
介
護
者
の
心
理

  
１
）
家
族
介
護
者
の
介
護
負
担
の
実
態
と
評
価

 
２
）
認
知
症
の
人
を
介
護
す
る
家
族
の
心
理

 
（
備
考
）

 
 

 
・
介
護
者
と
被
介
護
者
の
続
柄
や
性
別
に
よ
る
介
護
者
の
心
理
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
・
介
護
の
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

３
．
家
族
介
護
者
の
支
援
方
法

 
 

１
）
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
に
向
け
た
専
門
職
の
役
割

 
２
）
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
の
役
割

 
３
）
家
族
介
護
者
支
援
の
た
め
の
具
体
的
方
法

 
 

 （
備
考
）

 
・
個
別
演
習
に
よ
り
自
分
自
身
の
役
割
を
自
覚
す
る
。

 
         

     ・
家
族
介
護
は
在
宅
に
限
定
さ
れ
な

い
た
め
、
文
言
の
修
正
が
必
要
。

 
 

➡
目
的
・
目
標
の
「
在
宅
で
」
を
削

除
 

 ・
１
．

3）
認
知
症
施
策
に
お
け
る

在
宅
介
護
者
支
援
を
３
．
家
族
介
護

者
の
支
援
の
方
法
へ
移
動
。

 
  ・
認
知
症
の
人
本
人
と
同
様
、
介
護

家
族
等
の
当
事
者
の
声
を
実
際
に
知

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
様
々
な
介

護
者
の
実
状
を
理
解
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
た
め
、
家
族
の
実
際
の
声

を
聴
く
機
会
を
追
加
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

88 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
行行
動動
・・
心心
理理
症症
状状
（（

BBPP
SSDD
））
のの
理理
解解
とと
支支
援援

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
が
生
じ
て
い
る
認
知
症
の
人
に
対
し
て
、
行
動
の
背
景
を
理
解
し
た
上

で
生
活
の
質
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
チ
ー
ム
で
支
援
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
認
知
症
の
人
の
行
動
の
背
景
を
洞
察
し
ケ
ア
を
展
開
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
対
し
て
チ
ー
ム
で
対
応
で
き
る
。

 
３
．
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
生
活
の
質
を
高
め
る
ケ
ア
を
検
討
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
生
活
の
中
で
生
じ
る
困
難
さ
へ
の
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
場
合
、
と
き
に
行
動
・
心
理
症
状

（
BP

SD
）
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
生
活
歴
や
心
理
的
側
面
、
環
境
適
応
や
健
康
状
態
の
管
理

等
の
発
症
要
因
を
分
析
し
理
解
し
た
上
で
、
生
活
の
質
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
チ
ー
ム
で
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
本
科
目
に
お
い
て
は
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
対
症
療
法
的
な
対
応
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
を

理
解
し
た
上
で
、
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
を
高
め
る
支
援
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
（
削
除
）

 
１

.生
活
の
質
の
理
解

 
１
）
生
活
の
質
の
考
え
方

 
２
）
生
活
の
質
を
評
価
す
る
視
点

 
３
）
生
活
の
質
と
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
関
係

 
４
）
生
活
の
質
を
高
め
る
ケ
ア
の
考
え
方

 
 

（
備
考
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
緩
和
が
目
的
で
は
な
く
、
生
活
の
質
を
高
め
る
こ
と
が
最
終
的
な
目

的
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

 
 

２
.行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
基
本
的
理
解

 
１
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
捉
え
方

 
２
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
を
評
価
す
る
視
点

 
３
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
よ
る
生
活
へ
の
影
響
（
日
常
生
活
・
社
会
生
活
へ
の
影
響
）

 
 

（
備
考
）
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
つ
い
て
は
国
際
老
年
精
神
医
学
会
が
提
唱
し
た
定
義
を
基

に
す
る
。

 
 

３
.行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
を
緩
和
す
る
ケ
ア
方
法
の
理
解

 
１
）
行
動
・
心
理
症
状

(B
PS

D
)を
緩
和
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
視
点

 
２
）
行
動
・
心
理
症
状

(B
PS

D
)を
緩
和
す
る
ケ
ア
方
法
（
身
体
ケ
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
環
境
支
援
、

活
動
支
援
、
チ
ー
ム
ケ
ア
）

 
（
備
考
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
の
紹
介
だ
け
で
は
な
く
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
視
点
を
理
解
す
る
。
障
害
だ
け
で

は
な
く
、
有
す
る
能
力
に
つ
い
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
す
る
視
点
を
理
解
す
る
。

 
 

４
.主
な
症
状
を
緩
和
す
る
ケ
ア
の
検
討
（
事
例
演
習
）

 
・
複
数
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
つ
い
て
、
発
症
要
因
と
ケ
ア
方
法
を
検
討
す
る
。

 
      

科科
目目
名名

  
生生
活活
支支
援援
のの
たた
めめ
のの
ケケ
アア
のの
演演
習習
２２
（（
行行
動動
・・
心心
理理
症症
状状
））

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

24
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
が
生
じ
て
い
る
認
知
症
の
人
に
対
し
て
、
行
動
の
背
景
を
理
解
し
た
上

で
生
活
の
質
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
チ
ー
ム
で
支
援
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
の
人
の
行
動
の
背
景
を
洞
察
し
ケ
ア
を
展
開
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
対
し
て
チ
ー
ム
で
対
応
で
き
る
。

 
３
．
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
生
活
の
質
を
高
め
る
ケ
ア
を
検
討
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
生
活
の
中
で
生
じ
る
困
難
さ
へ
の
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
場
合
、
と
き
に
行
動
・
心
理
症

 
状
（

BP
SD
）
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
生
活
歴
や
心
理
的
側
面
、
環
境
適
応
や
健
康
状
態
の
管

理
等
の
発
症
要
因
を
分
析
し
理
解
し
た
上
で
、
生
活
の
質
が
高
め
ら
れ
る
よ
う
チ
ー
ム
で
支
援
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
本
科
目
に
お
い
て
は
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
対
症
療
法
的
な
対
応
で
は
な
く
、
そ
の
背
景

を
理
解
し
た
上
で
、
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
を
高
め
る
支
援
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
基
本
的
理
解

 
 

１
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
捉
え
方

 
２
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
視
点

 
３
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
く
ケ
ア

 
 

（
備
考
）
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
つ
い
て
は
国
際
老
年
精
神
医
学
会
が
提
唱
し
た
定
義
を
基

に
す
る
。

 
 
２
．
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
発
症
要
因
と
ケ
ア
の
検
討
（
事
例
演
習
）

 
 

１
）

 基
本
的
な
介
護
技
術

 
２
）

 主
な
症
状
の
発
症
要
因
と
ケ
ア
の
検
討

 
 

（
備
考
）
複
数
の
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
つ
い
て
、
発
症
要
因
と
ケ
ア
を
検
討
す
る
。

 
   ３
．
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
評
価

 
 

１
）

 行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
評
価
尺
度

 
２
）

 行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
評
価
尺
度
を
利
用
す
る
際
の
留
意
点

 
 

（
備
考
）
３
－
２
）
は
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
の
軽
減
の
み
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
や
、
定
量
評
価
と

定
性
評
価
両
方
の
重
要
性
な
ど
を
含
め
る
。

 
 

 ４
．
生
活
の
質
の
評
価

 
 

１
）

 生
活
の
質
を
評
価
す
る
こ
と
の
意
義

 
２
）

 生
活
の
質
の
評
価
尺
度

 
３
）

 生
活
の
質
の
評
価
尺
度
を
利
用
す
る
際
の
留
意
点

 
 

 
   

 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 ・
科
目
名
が
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う

指
摘
が
あ
る
た
め
、
端
的
に
「
行

動
・
心
理
症
状
の
理
解
と
支
援
」
に

変
更
。

 
  ・
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
へ
の
対
応
方
法
に
と
ど

ま
ら
な
い
よ
う
に
、
目
的
で
あ
る
生

活
の
質
を
強
調
す
る
た
め
、
生
活
の

質
に
関
す
る
内
容
を
増
加
。

 
 ・
Ｑ
Ｏ
Ｌ
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
の
評
価
尺
度

の
理
解
よ
り
も
視
点
の
理
解
が
重
要

な
た
め
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
評
価
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
は

ケ
ア
方
法
の
理
解
の
中
に
視
点
と
し

て
追
加
。
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令令
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  

99 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
学学
習習
成成
果果
のの
実実
践践
展展
開開
とと
共共
有有

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

90
 分
）

 

目
 

 
的

 
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
学
習
成
果
を
踏
ま
え
、
自
施
設
・
事
業
所
に
お
い
て
認
知
症

ケ
ア
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
修
で
得
た
知
識
を
実
践
に
お
い
て
展
開
す
る
際
に
生
じ
る
気
づ
き
や
疑
問
・

課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
検
討
し
、

他
の
受
講
者
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
の
活
用
に
関
す
る
幅
広
い
視
点
を
得
る
。

到
達
目
標

 _  
１
．
本
科
目
ま
で
の
学
習
成
果
を
実
践
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
自
分
と
認
知
症
の
人
の
こ
れ
ま
で
の
か
か
わ
り
の
あ
り
方
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

概
 

 
要

 
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
で
は
、
単
に
知
識
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
研
修
で
学
習
し
た
成
果
を
現
場
で
実
際

に
応
用
し
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
振
り
返
り
な
が
ら
、
実
際
に
実
践
に
活
用
で
き
る
技
術
と
し
て
修
得
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。
本
科
目
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
、
自
施
設
・
事
業
所
に
お
い
て
中
間
課
題
と
し

て
①
認
知
症
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
②
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
た
ケ
ア
実
践
と
そ
の
場
面
の
記

録
に
取
り
組
む
。
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
結
果
と
結
果
か
ら
の
学
び
を
、
受
講
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
上
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 

内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
自
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
実
践
の
準
備

 
・
前
期
研
修
で
の
学
び
を
踏
ま
え
た
実
践
計
画

（
備
考
）
前
期
研
修
の
最
後
に
３
０
分
程
度
実
施
す
る
。

２
.自
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
実
践

１
）
自
施
設
・
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
認
知
症
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

２
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
と
結
果
か
ら
の
学
び
の
記
録

３
）
職
場
実
習
に
お
け
る
対
象
事
例
の
選
定
と
情
報
収
集

（
備
考
）
・
前
期
研
修
終
了
後
か
ら
後
期
研
修
の
開
始
ま
で
に
実
践
す
る
こ
と
。

・
課
題
提
示
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
時
間
を
利
用
し
て
行
う
。

・
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
学
習
成
果
を
意
識
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
。

・
実
際
の
場
面
を
具
体
的
に
記
録
す
る
。

・
原
則
と
し
て
事
例
収
集
で
協
力
を
得
る
認
知
症
の
人
は
、
職
場
実
習
で
取
り
組
む
対
象
と
す
る
。

３
．
自
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
実
践
の
報
告

 
１

)
成
果
の
共
有

２
)
上
記
１
）
に
よ
る
気
づ
き
を
さ
ら
に
共
有

（
備
考
）
後
期
研
修
の
最
初
に

６
０
分
程
度
実
施
す
る
。

科科
目目
名名

  
  
学学
習習
成成
果果
のの
実実
践践
展展
開開
とと
共共
有有

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

60
 分
）

 

目
 

 
的

 
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
学
習
成
果
を
踏
ま
え
、
自
施
設
・
事
業
所
で
の
自
ら
の
認
知

症
ケ
ア
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
修
で
得
た
知
識
を
実
践
に
お
い
て
展
開
す
る
際
に
生
じ
る
気
づ
き
や
疑

問
・
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
検
討

し
、
他
の
受
講
者
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
の
活
用
に
関
す
る
幅
広
い
視
点
を
得
る
。

 

到
達
目
標

 
１
．
本
科
目
ま
で
の
学
習
成
果
を
実
践
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
自
分
と
認
知
症
の
人
の
こ
れ
ま
で
の
か
か
わ
り
の
あ
り
方
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

概
 

 
要

 
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
で
は
、
単
に
知
識
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
研
修
で
学
習
し
た
成
果
を
現
場
で
実
際

に
応
用
し
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
振
り
返
り
な
が
ら
、
実
際
に
実
践
に
活
用
で
き
る
技
術
と
し
て
修
得
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。
本
科
目
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
、
自
施
設
・
事
業
所
に
お
い
て
中
間
課
題
と
し

て
①
認
知
症
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
②
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
た
ケ
ア
実
践
と
そ
の
場
面
の
記

 
録
に
取
り
組
む
。
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
結
果
と
結
果
か
ら
の
学
び
を
、
受
講
者
間
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
分
自
身
の
認
知
症
ケ
ア
実
践
上
の
課
題
や
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 

内
 

 
容

 
備
考

 
職
場
に
お
い
て
の
取
り
組
み

 
１
．
認
知
症
の
人
本
人
の
声
を
聴
く
（
自
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
実
践
）

 
１
）
自
施
設
・
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
認
知
症
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

２
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
と
結
果
か
ら
の
学
び
の
記
録

（
備
考
）
・
課
題
提
示
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
時
間
を
利
用
し
て
行
う
。

 
・
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
学
習
成
果
を
意
識
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
。

２
．
事
例
収
集
（
自
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
実
践
）

 
１
）

 前
期
研
修
を
踏
ま
え
た
認
知
症
ケ
ア
実
践

２
）

 実
践
結
果
と
結
果
か
ら
の
学
び
の
記
録

（
備
考
）
・
実
際
の
場
面
を
具
体
的
に
記
録
す
る
。

 
・
原
則
と
し
て
事
例
収
集
で
協
力
を
得
る
認
知
症
の
人
は
、
職
場
実
習
で
取
り
組
む
対
象
と
す
る
。

３
．
中
間
課
題
の
発
表
と
共
有

 
１
）
中
間
課
題
の
成
果
の
共
有

２
）
上
記
１
）
に
よ
る
気
づ
き
を
さ
ら
に
共
有

・
事
前
計
画
が
不
足
し
て
お
り
、
実

践
と
実
践
後
だ
け
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。

➡ ・
前
期
で
の
計
画
準
備
、
イ
ン
タ
ー

バ
ル
中
の
実
践
、
実
践
後
の
後
期
最

初
の
報
告
と
共
有
と
実
施
段
階
に
分

け
て
記
載

・
事
例
収
集
は
、
実
践
に
含
む
た

め
、
階
層
を
１
つ
下
げ
る
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1100
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
共共
生生
社社
会会
をを
推推
進進
すす
るる
地地
域域
資資
源源
のの
理理
解解
とと
展展
開開

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

15
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

関
係
職
種
、
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
づ
く
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等
を
通
じ
て
、
認
知
症
の
人
が
尊

厳
を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
資
源
の
活

用
の
重
要
性
が
理
解
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
の
地
域
資
源
の
意
味
と
介
護
職
員
等
の
役
割
を
理
解
す
る
。

 
２
．
地
域
の
資
源
を
活
用
し
な
が
ら
認
知
症
の
人
が
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

 
共
生
社
会
に
向
け
た
地
域
で
の
取
り
組
み
を
理
解
す
る
。

 
３
．
居
宅
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
定
さ
れ
な
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
を
知
り
、
ケ
ア
に

 
 

 
活
用
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 
概

 
 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た

め
に
は
、
介
護
職
員
等
が
地
域
資
源
を
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や
家
族
が
望
む
地
域
・
社
会
生
活
を
共
に
高
め
て

い
く
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
認
知
症
に
よ
っ
て
社
会
と
の
関
係
性
が
希
薄
に
な
っ
た
り
、
今
ま
で
の
生

活
環
境
か
ら
異
な
る
環
境
へ
の
変
化
を
強
い
ら
れ
、
地
域
社
会
で
孤
立
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

本
科
目
で
は
、
地
域
社
会
や
関
係
職
種
、
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
づ
く
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等
の
学

び
を
通
じ
、
地
域
の
資
源
を
ケ
ア
に
活
用
し
、
認
知
症
の
人
が
尊
厳
を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
共
生
社
会
を
推
進
す
る
た
め
地
域
資
源
の
理
解
と
展
開
の
方
法
を
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
地
域
資
源
と
実
践
者
の
役
割

 
１
）
「
共
生
社
会
」
と
「
地
域
」
の
考
え
方

 
２
）
共
生
社
会
と
認
知
症
ケ
ア

 
３
）
認
知
症
の
人
の
生
活
と
地
域
資
源

 
（
備
考
）
・
共
生
社
会
と
地
域
の
関
係
性
を
明
確
に
す
る
。

 
・
日
常
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
地
域
活
動
、
社
会
活
動
へ
の
参
加
や
参
画
、
就
労
等
ま
で

 
含
む
社
会
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
 

２
．
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
地
域
資
源
の
活
用

 
１
）
介
護
保
険
・
認
知
症
施
策
等
に
基
づ
く
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
の
理
解
と
活
用

 
２
）
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
の
理
解
と
活
用

 
（
備
考
）
・
認
知
症
の
人
や
認
知
症
を
正
し
く
理
解
す
る
活
動
の
実
践
事
例
を
理
解
す
る
。

 
・
認
知
症
の
人
の
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
地
域
・
社
会
へ
の
参
画
や
活
動
の
場
を
提
供
あ
る
い
は
支
援

 
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
や
資
源
を
理
解
す
る
。

 
・
居
宅
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
な
い
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
に
お
け
る
地
域
資
源
間
の
連
携
や

 
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
             

科科
目目
名名

  
  
地地
域域
資資
源源
のの
理理
解解
とと
ケケ
アア
へへ
のの
活活
用用

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

12
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

関
係
職
種
、
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
づ
く
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等
を
通
じ
て
、
既
存
の
地
域
資
源

の
活
用
や
認
知
症
の
人
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の
地
域
資
源
の
開
発
の
提
案
が
で
き
る
。

 
  到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
の
地
域
資
源
の
意
味
と
介
護
職
員
等
の
役
割
を
理
解
す
る
。

 
２
．
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
を
ケ
ア
に
活
用
す
る
提
案
や
実
際
の
活
用
が
で
き
る
。

 
３
．
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
を
理
解
し
、
ケ
ア
に
活
用
で
き
る
。

 
４
．
各
種
地
域
資
源
を
活
用
し
認
知
症
の
人
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の
取
り
組
み
が
で
き

る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
の
人
が
自
立
的
に
生
活
す
る
た
め
に
は
、
介
護
職
員
等
が
地
域
資
源
を
理
解
し
、
ケ
ア
に
活
か
し
な
が

ら
そ
の
人
の
望
む
生
活
の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
認
知
症
や
施
設
生
活
に
よ
っ
て
社

会
と
の
関
係
が
希
薄
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
る
生
活
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
地
域
社
会
で
孤

立
し
た
り
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
本
科
目
で
は
、
地
域
社
会
や
関
係
職
種
、
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
づ

く
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
等
の
学
び
を
通
じ
、
既
存
の
地
域
資
源
を
ケ
ア
に
活
用
し
、
認
知
症
の
人
が
地
域

で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の
地
域
資
源
の
提
案
や
展
開
、
協
働
の
方
法
を
学
習
す
る
。

 
  内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
の
地
域
資
源
と
実
践
者
の
役
割

 
 

１
）
「
地
域
」
の
考
え
方

 
２
）
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
・
地
域
共
生
社
会
と
認
知
症
ケ
ア

 
３
）
認
知
症
の
人
の
生
活
と
地
域
資
源

 
４
）
介
護
職
員
等
の
地
域
で
の
役
割

 
 

（
備
考
）
・
地
域
の
定
義
を
明
確
に
す
る
。

 
・
実
践
事
例
を
基
に
理
解
す
る
。

 
 

２
．
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
活
用

  
１
）
地
域
住
民
の
認
知
症
の
理
解

 
２
）
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
で
の
家
族
会
の
役
割
と
そ
の
効
果

 
３
）
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
の
活
用
の
具
体
的
方
法

 
 

 ３
．
フ
ォ
ー
マ
ル
な
地
域
資
源
活
用

 
 

１
）
認
知
症
施
策
の
理
解
と
連
携

 
２
）
介
護
保
険
以
外
の
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
の
具
体
的
方
法

  
・
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
へ
の
支
援
、
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
状
態
の
高
齢
者
へ
の
支
援
等
を
多
職
種
連
携
の
視
点
で

検
討
す
る
。

 
 ４
．
地
域
資
源
と
し
て
の
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等

 
 

１
）
介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
等
に
お
け
る
地
域
連
携
事
例
、
地
域
資
源
開
発
事
例

 
 

    

  ➡
基
本
法
の
目
的
を
反
映
す
る
た

め
、
科
目
名
を
変
更

 
➡
基
本
法
の
理
念
に
合
わ
せ
て
科
目

名
お
よ
び
目
的
等
の
表
現
を
変
更
す

る
 

・
基
本
法
の
考
え
方
で
あ
る
共
生
社

会
を
目
指
す
こ
と
を
強
調
す
る
た

め
、
地
域
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共

生
社
会
に
つ
な
が
る
地
域
を
意
識
し

て
も
ら
う
。

 
 ・
目
的
の
「
開
発
の
提
案
」
ま
で
は

実
践
者
像
の
想
定
で
は
難
し
い
と
思

わ
れ
る
。

 
➡
目
的
、
到
達
目
標
を
「
～
理
解
す

る
」
に
変
更

 
      ➡
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
地
域

生
活
の
重
要
性
を
理
解
す
る

 
➡
地
域
に
お
け
る
生
活
サ
ポ
ー
ト
の

範
囲
は
、
日
常
生
活
だ
け
で
な
く
社

会
参
加
や
参
画
ま
で
含
む
こ
と
を
強

調
す
る

 
      ・
家
族
会
の
内
容
は
、
家
族
支
援
の

科
目
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

 
➡
【
家
族
介
護
者
の
理
解
と
支
援
方

法
】
へ
家
族
会
な
ど
の
認
知
症
施
策

に
お
け
る
介
護
者
支
援
の
内
容
を
包

含
す
る
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ンン
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1111
 /
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科科
目目
名名

  
  
アア
セセ
スス
メメ
ンン
トト
とと
ケケ
アア
のの
実実
践践
のの
基基
本本

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

33
0
分
）

 
目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
の
身
体
要
因
、
心
理
要
因
、
認
知
症
の
中
核
症
状
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
具
体
的
な
ニ
ー
ズ

を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
本
的
視
点
を
理
解
す
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
目
標
の

設
定
と
、
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
作
成
・
立
案
・
評
価
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
支
援
過
程
に
お
け
る
認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
本
的
視
点
を
理
解
し
、
認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
と

そ
れ
を
阻
む
身
体
要
因
、
心
理
要
因
、
神
経
心
理
学
的
要
因
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
に
つ
い
て
事
実
を
基
に
洞
察
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
た
目
標
を
設
定
で
き
る
。

 
３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
の
実
現
に
向
け
た
ケ
ア
の
実
践
計
画
を
作
成
・
立
案
・

評
価
で
き
る
。

 
４
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
計
画
に
つ
い
て
の
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
の
人
の
生
活
全
般
を
支
援
す
る
た
め
の
ケ
ア
の
実
践
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
角
的
な
視
点
で
ア
セ

ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
上
で
、
そ
の
人
の
望
む
生
活
像
を
洞
察
し
ケ
ア
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
科
目
で
は
認

知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
に
つ
い
て
事
実
を
基
に
洞
察
し
、
達
成
に
向
け
た
目
標
を
設
定
す
る
過
程
を
学
ぶ
。

 
ま
た
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
、
認
知
機
能
障
害
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
生
じ
て
い
る
課
題
（
例
え
ば
、

BP
SD
）
の
予
防
や
軽
減
に
資
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
ケ
ア
の
実
践
計
画
を
作
成
・
立
案
・
評
価
す
る
方
法
に
つ
い

て
学
び
、
演
習
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
の
学
習
内
容
を
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
礎
的
知
識

 
１
）
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
設
定
の
考
え
方

 
２
）
認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
抽
出
の
考
え
方

 
 

（
備
考
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
の
解
説
で
は
な
く
、
集
め
た
情
報
を
基
に
ニ
ー
ズ
や
望
む
生
活
像
を
明
確
に

 
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 

２
．
観
察
の
方
法
と
ポ
イ
ン
ト

 
１
）
認
知
症
の
人
の
背
景
を
知
る
た
め
の
観
察
の
視
点

 
２
）
観
察
と
聴
き
取
り
技
法
及
び
そ
の
記
録
方
法

 
 

 
３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
際
（
事
例
演
習
）

 
・
認
知
症
の
人
の
１
事
例
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
ニ
ー
ズ
抽
出
を
行
う

 
 

（
備
考
）
施
設
、
在
宅
い
ず
れ
の
事
例
で
も
よ
い
。

 
 

４
．
実
践
計
画
作
成
の
基
礎
的
知
識

 
１
）
ケ
ア
の
実
践
計
画
に
お
け
る
目
標
設
定
の
方
法

 
２
）
具
体
的
な
ケ
ア
の
実
践
計
画
作
成
の
基
本
視
点
と
方
法

 
 

５
．
実
践
計
画
作
成
の
展
開
（
事
例
演
習
）

 
・
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
計
画
を
立
案
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
的
に
学
ぶ
。

 
 _ 

 
６
．
実
践
計
画
の
評
価
（
削
除
）

 
１
）
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
評
価
視
点

 
（
削
除
）

 
２
）
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
評
価
方
法

 
 

科科
目目
名名

  
アア
セセ
スス
メメ
ンン
トト
とと
ケケ
アア
のの
実実
践践
のの
基基
本本

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

30
0
分
）

 
目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
の
身
体
要
因
、
心
理
要
因
、
認
知
症
の
中
核
症
状
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
具
体
的
な
ニ
ー
ズ

を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
本
的
視
点
を
理
解
す
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
目
標
の

設
定
と
、
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
作
成
・
立
案
・
評
価
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
支
援
過
程
に
お
け
る
認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
本
的
視
点
を
理
解
し
、
認
知
症
の
人
が
望
む
生

 活
と
そ
れ
を
阻
む
身
体
要
因
、
心
理
要
因
、
神
経
心
理
学
的
要
因
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
に
つ
い
て
事
実
を
基
に
洞
察
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
た
目
標
を
設
定
で
き
る
。

 
３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
の
実
現
に
向
け
た
ケ
ア
の
実
践
計
画
を
作
成
・
立

案
・
評
価
で
き
る
。

 
４
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
計
画
に
つ
い
て
の
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
の
人
の
生
活
全
般
を
支
援
す
る
た
め
の
ケ
ア
の
実
践
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
角
的
な
視
点

 で
ア

セ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
上
で
、
そ
の
人
の
望
む
生
活
像
を
洞
察
し
ケ
ア
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
科
目
で

は
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
に
つ
い
て
事
実
を
基
に
洞
察
し
、
達
成
に
向
け
た
目
標
を
設
定
す
る
過
程
を
学

ぶ
。
ま
た
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
、
認
知
機
能
障
害
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
生
じ
て
い
る
課
題
（
例
え

ば
、

BP
SD
）
の
予
防
や
軽
減
に
資
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
ケ
ア
の
実
践
計
画
を
作
成
・
立
案
・
評
価
す
る
方
法
に

つ
い
て
学
び
、
演
習
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
の
学
習
内
容
を
統
合
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．

 認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
基
礎
的
知
識

 
１
）

 認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
設
定
の
考
え
方

 
２
）

 認
知
症
の
人
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
抽
出
の
考
え
方

 
 

（
備
考
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
の
解
説
で
は
な
く
、
集
め
た
情
報
を
基
に
ニ
ー
ズ
や
望
む
生
活
像
を
明
確
に
す

る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 

 

２
．
観
察
の
方
法
と
ポ
イ
ン
ト

 
１
）
認
知
症
の
人
の
背
景
を
知
る
た
め
の
観
察
の
視
点

 
２
）
観
察
と
聴
き
取
り
技
法
及
び
そ
の
記
録
方
法

 
 

３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
際
（
事
例
演
習
）

 
・
認
知
症
の
人
の
１
事
例
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
ニ
ー
ズ
抽
出
を
行
う
。

 
（
備
考
）
施
設
、
在
宅
い
ず
れ
の
事
例
で
も
よ
い
。

 
 

４
．
実
践
計
画
作
成
の
基
礎
的
知
識

 
１
）

 ケ
ア
の
実
践
計
画
に
お
け
る
目
標
設
定
の
方
法

 
２
）

 具
体
的
な
ケ
ア
の
実
践
計
画
作
成
の
基
本
視
点
と
方
法

 
 
５
．
実
践
計
画
作
成
の
展
開
（
事
例
演
習
）

 
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
、
実
際
の
ケ
ア
を
想
定
し
た
計
画
を
立
案
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
的
に
学
ぶ
。

 
 

６
．
実
践
計
画
の
評
価
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

 
 

１
）
事
例
演
習
で
作
成
し
た
ケ
ア
の
実
践
計
画
を
も
と
に
し
た
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

 
２
）
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
際
の
視
点

 
３
）
ケ
ア
の
実
践
計
画
の
評
価
方
法

 
 

                                              ・
６
．
実
践
計
画
の
評
価
と
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
は
、
５
．
実
践
計
画
作
成

の
展
開
（
事
例
演
習
）
で
実
施
済
み

で
あ
り
、
内
容
が
重
複
し
て
い
る
。

 
➡
６
．
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
部
分

を
削
除
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1122
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習
のの
課課
題題
設設
定定

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

30
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
の
実
現
に
向
け
て
、
適
切
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
課
題
と
目
標
を
明
確
に
し
た

上
で
、
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
現
状
の
ケ
ア
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
所
属
部
署
等
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ア
実
践
計
画
が
作
成
で
き
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
課
題
と
目
標
を
明
確
に
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
の
講
義
・
演
習
で
修
得
し
た
知
識
、
技
術
を
実
践
で
活
用
す
る
た
め
に
は
、
現
状
の

ケ
ア
の
評
価
を
し
た
上
で
、
課
題
を
見
出
し
、
改
善
の
た
め
の
計
画
を
立
て
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
本
科
目

で
は
、
対
象
者
を
定
め
現
状
の
課
題
分
析
を
行
い
、
ケ
ア
実
践
計
画
案
を
作
成
す
る
。
そ
の
上
で
、
職
場
実
習
の

行
動
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
職
場
実
習
の
ね
ら
い

 
 

１
）
職
場
実
習
の
意
義

 
２
）
職
場
実
習
の
全
体
像
の
理
解

 
（
備
考
）
受
講
者
は
、
事
前
課
題
と
し
て
職
場
実
習
の
対
象
者
を
２

 例
程
度
準
備
す
る
。

 
 

２
．
対
象
者
選
定

 
 

１
）
対
象
者
の
選
定

 
２
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
通
じ
た
課
題
の
抽
出

 
 

（
備
考
）
持
参
し
た
課
題
事
例
に
つ
い
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
個
人
で
行
い
グ
ル
ー
プ
発
表
し
助
言
を
も
ら
う
。

 
 

３
．
課
題
設
定

 
 

１
）
選
定
し
た
対
象
者
の
課
題
に
関
す
る
取
組
み
の
方
向
性
の
整
理

 
２
）
職
場
実
習
の
課
題
決
定

 
 

（
備
考
）
持
参
し
た
課
題
事
例
の
望
む
生
活
像
を
個
人
で
検
討
す
る
。

 
 

４
．
４
週
間
の
行
動
計
画
の
作
成

 
 

１
）
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
項
目
の
検
討

 
２
）
ケ
ア
実
践
計
画
案
の
作
成

 
３
）
職
場
実
習
の
行
動
計
画
の
立
案

 
 

（
備
考
）
４
週
間
の
行
動
計
画
を
個
人
で
作
成
し
グ
ル
ー
プ
で
報
告
す
る
。
職
場
に
帰
っ
て
か
ら
再
ア
セ
ス

 
 

 
 

 
メ
ン
ト
が
必
要
な
点
を
整
理
す
る
。

 
          

科科
目目
名名

  
職職
場場
実実
習習
のの
課課
題題
設設
定定

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

24
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
の
実
現
に
向
け
て
、
適
切
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
課
題
と
目
標
を
明
確
に
し
た

上
で
、
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
現
状
の
ケ
ア
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
所
属
部
署
等
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ア
実
践
計
画
が
作
成
で
き
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
像
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
課
題
と
目
標
を
明
確
に
で
き
る
。

 
 

 
 

概
 

 
要

 
 

認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
の
講
義
・
演
習
で
修
得
し
た
知
識
、
技
術
を
実
践
で
活
用
す
る
た
め
に
は
、
現
状
の

ケ
ア
の
評
価
を
し
た
上
で
、
課
題
を
見
出
し
、
改
善
の
た
め
の
計
画
を
立
て
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
本
科
目

で
は
、
対
象
者
を
定
め
現
状
の
課
題
分
析
を
行
い
、
ケ
ア
実
践
計
画
案
を
作
成
す
る
。
そ
の
上
で
、
職
場
実
習
の

行
動
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．
職
場
実
習
の
ね
ら
い

  
１
）
職
場
実
習
の
意
義

 
２
）
職
場
実
習
の
全
体
像
の
理
解

 
 

（
備
考
）
受
講
者
は
、
事
前
課
題
と
し
て
職
場
実
習
の
対
象
者
を
２

 例
程
度
準
備
す
る
。

 
 

２
．
対
象
者
選
定

 
 

１
）
対
象
者
の
選
定

 
２
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
通
じ
た
課
題
の
抽
出

 
 

（
備
考
）
持
参
し
た
課
題
事
例
に
つ
い
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
個
人
で
行
い
グ
ル
ー
プ
発
表
し
助
言
を
も
ら
う
。

 
 

３
．
課
題
設
定

 
 

１
）
選
定
し
た
対
象
者
の
課
題
に
関
す
る
取
組
み
の
方
向
性
の
整
理

 
２
）
職
場
実
習
の
課
題
決
定

 
 

（
備
考
）
持
参
し
た
課
題
事
例
の
望
む
生
活
像
を
個
人
で
検
討
す
る
。

 
 

４
．
４
週
間
の
行
動
計
画
の
作
成

 
 

１
）
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
項
目
の
検
討

 
２
）
ケ
ア
実
践
計
画
案
の
作
成

 
３
）
職
場
実
習
の
行
動
計
画
の
立
案

 
 

（
備
考
）
４
週
間
の
行
動
計
画
を
個
人
で
作
成
し
グ
ル
ー
プ
で
報
告
す
る
。
職
場
に
帰
っ
て
か
ら
再
ア
セ
ス

 
メ
ン
ト
が
必
要
な
点
を
整
理
す
る
。

 
          

  ・
課
題
設
定
に
時
間
を
要
す
る
。

 
 

➡
60
分
時
間
延
長
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1133
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習
（（
アア
セセ
スス
メメ
ンン
トト
とと
ケケ
アア
のの
実実
践践
））

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 実
習
（

4
週
間
）

 
 目

 
 
的

 
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
認
知
症
の
人
や
家
族
の
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

が
で
き
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
を
も
と
に
、
認
知
症
の
人
の
生
活
支
援
に
関
す
る
目
標
設
定
、
ケ
ア
実
践
計

画
及
び
ケ
ア
の
実
践
を
展
開
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、
自
施
設
・
事
業
所
を
利
用
す
る
認
知
症
の
人
の
ニ
ー
ズ
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で

き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
向
上
を
目
的
に
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
を
立
案
で
き
る
。

 
３
．
ケ
ア
実
践
計
画
に
も
と
づ
き
、
認
知
症
の
人
へ
の
生
活
支
援
に
関
す
る
実
践
及
び
評
価
を
展
開
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

本
科
目
は
、
課
題
と
な
る
事
例
に
対
し
研
修
中
に
学
ん
だ
内
容
を
も
と
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
ケ
ア
実
践

計
画
を
実
施
す
る
過
程
で
あ
る
。
実
習
は
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
計
画
を
立
て
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
詳
細
な
記
録
と
評
価
を
行
う
。

 
 

内
 

 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
実
習
の
準
備

 
 

・
職
場
内
で
研
修
中
に
作
成
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
の

 理
解
を
得
る
た
め
説
明
を
行
う
。

  
（
備
考
）
実
習
中
の
記
録
は
す
べ
て
と
る
。

 
 

２
. 
実
習
の
開
始

 
 

・
ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
す
る
。

 
（
備
考
）
・
中
間
報
告
の
実
施
を
推
奨
す
る
。

 
・
中
間
報
告
の
頻
度
や
方
法
は
、
研
修
実
施
主
体
の
状
況
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

 
１
週
目
：
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施
、
ケ
ア
実
践
計
画
案
の
修
正

 
２
週
目
：
修
正
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
実
践

 
（
中
間
報
告
の
実
施
）

 
３
週
目
：
ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
実
践

 
４
週
目
：
実
践
し
た
ケ
ア
の
評
価

 
・
実
践
内
容
の
振
り
返
り

 
 

（
備
考
）
・
評
価
は
、
定
量
評
価
・
定
性
評
価
両
方
を
導
入
す
る
よ
う
計
画
す
る
。

 
・
認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
の
実
現
に
寄
与
し
た
か
考
察
す
る
。

 
 

３
. 
報
告
準
備

 
 

・
４
週
間
の
成
果
を
評
価
し
報
告
の
準
備
を
行
う
。

 
 

           

科科
目目
名名

  
職職
場場
実実
習習
（（
アア
セセ
スス
メメ
ンン
トト
とと
ケケ
アア
のの
実実
践践
））

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 実
習
（

4
週
間
）

 
 目

 
 
的

 
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
認
知
症
の
人
や
家
族
の
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

が
で
き
る
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
を
も
と
に
、
認
知
症
の
人
の
生
活
支
援
に
関
す
る
目
標
設
定
、
ケ
ア
実
践
計

画
及
び
ケ
ア
の
実
践
を
展
開
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、
自
施
設
・
事
業
所
を
利
用
す
る
認
知
症
の
人
の
ニ
ー
ズ
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト

で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
向
上
を
目
的
に
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
を
遂
行
で
き
る
。

 
３
．
ケ
ア
実
践
計
画
を
も
と
に
職
場
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
認
知
症
の
人
の
生
活
支
援
に
関
す
る
実
践
が
展

 開
で

き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

本
科
目
は
、
課
題
と
な
る
事
例
に
対
し
研
修
中
に
学
ん
だ
内
容
を
も
と
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
ケ
ア
実
践

計
画
を
実
施
す
る
過
程
で
あ
る
。
実
習
は
認
知
症
の
人
の
望
む
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
計
画
を
立
て
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
詳
細
な
記
録
と
評
価
を
行
う
。
職
場
実
習
の
過
程
を
通
じ
、
質
的
評
価
だ
け
で
な
く
標
準
化
さ
れ
た
尺

度
を
利
用
し
た
量
的
な
評
価
に
つ
い
て
も
体
験
的
に
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
備
考

 
１
．

 実
習
の
準
備

 
 

・
職
場
内
で
研
修
中
に
作
成
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
の

 理
解
を
得
る
た
め
説
明
を
行
う
。

 
 

（
備
考
）
実
習
中
の
記
録
は
す
べ
て
と
る
。

 
 ２
．
実
習
の
開
始

 
 

ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
す
る
。

 
（
備
考
）
中
間
報
告
の
頻
度
や
方
法
は
、
研
修
実
施
主
体
の
状
況
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

 
 １
週
目
：
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施
、
ケ
ア
実
践
計
画
案
の
修
正

 
２
週
目
：
修
正
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
実
践

 
(中
間
報
告
の
実
施

) 
３
週
目
：
ケ
ア
実
践
計
画
に
基
づ
き
実
践

 
４
週
目
：
実
践
し
た
ケ
ア
の
評
価

 
実
践
内
容
の
振
り
返
り

  
（
備
考
）
・
評
価
は
、
定
量
評
価
・
定
性
評
価
両
方
を
導
入
す
る
よ
う
計
画
す
る
。

 
・
認
知
症
の
人
が
望
む
生
活
の
実
現
に
寄
与
し
た
か
考
察
す
る
。

 
 

３
．
報
告
準
備

 
 

・
４
週
間
の
成
果
を
評
価
し
報
告
の
準
備
を
行
う
。

 
 

         

                          ・
実
習
期
間
中
の
中
間
報
告
に
つ
い

て
、
実
施
主
体
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き

が
あ
る
。

 
➡
中
間
報
告
の
実
施
に
つ
い
て
、
推

奨
レ
ベ
ル
で
備
考
に
入
れ
る

 
                      



393

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
等等
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1144
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
ケ
ア
実
践
計
画
の
実
施
結
果
を
整
理
し
た
上
で
、
客
観
的
に
評
価
、
分
析
し
職
場
及
び
自
己

の
認
知
症
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
実
施
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
を
整
理
し
、
他
の
受
講
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
他
の
受
講
者
の
ケ
ア
実
践
計
画
が
、
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
か
客
観
的
に
評
価
し
助
言

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
結
果
を
分
析
し
職
場
及
び
自
己
の
認
知
症
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

本
科
目
は
、
職
場
実
習
で
実
施
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
の
実
施
結
果
を
文
章
等
で
ま
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て

 グ
ル

ー
プ
発
表
後
、
相
互
評
価
を
行
う
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
助
言
や
指
導
を
も
と
に
今
後
の
職
場
及
び
自
己
の
認
知
症

ケ
ア
の
実
践
に
対
す
る
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
職
場
実
習
報
告

 
 

１
）
目
的
、
方
法
、
結
果
、
考
察
、
今
後
の
課
題
の
報
告

 
２
）
報
告
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
の
質
疑
応
答

 
３
）
受
講
者
間
の
相
互
評
価
並
び
に
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言

 
 

（
備
考
）
・
単
に
要
介
護
度
の
変
化
や
認
知
機
能
の
評
価
に
な
ら
な
い
よ
う
、
生
活
の
質
に
関
す
る
評
価
を
行
う
。

 
・
６
名
程
度
の
グ
ル
ー
プ
報
告
を
行
い
認
知
症
介
護
指
導
者
が
司
会
進
行
を
行
う
。

 
 

２
．
ケ
ア
実
践
計
画
の
評
価

 
 

・
報
告
内
容
の
相
互
評
価
並
び
に
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言
を
も
と
に
、
ケ
ア
実
践
計
画
を
見
直
し
・
修

正
し
、
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
。

 
 

（
備
考
）
相
互
評
価
、
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言
を
受
け
た
点
に
つ
い
て
個
人
ワ
ー
ク
で
修
正
し
提
出
す

 
る
。

 
 

３
．
職
場
へ
の
報
告
と
展
開

 
 

・
職
場
実
習
と
今
後
の
取
組
み
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
職
場
に
報
告
し
、
研
修
成
果
に
つ
い
て
、
加
算
取
得
を
含

め
た
次
の
展
開
に
結
び
つ
け
る
。

 
 

（
備
考
）
研
修
成
果
を
実
践
に
活
か
す
こ
と
に
よ
る
加
算
取
得
や
修
了
後
の
活
動
評
価
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
認

知
症
の
人
の
生
活
の
質
向
上
の
た
め
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
意
識
づ
け
る
。

 
 

   

科科
目目
名名

  
職職
場場
実実
習習
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：

 講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
ケ
ア
実
践
計
画
の
実
施
結
果
を
整
理
し
た
上
で
、
客
観
的
に
評
価
、
分
析
し
職
場
及
び
自
己

の
認
知
症
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
実
施
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
を
整
理
し
、
他
の
受
講
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
他
の
受
講
者
の
ケ
ア
実
践
計
画
が
、
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
か
客
観
的
に
評
価
し
助

言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
結
果
を
分
析
し
職
場
及
び
自
己
の
認
知
症
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

本
科
目
は
、
職
場
実
習
で
実
施
し
た
ケ
ア
実
践
計
画
の
実
施
結
果
を
文
章
等
で
ま
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て

 グ
ル

ー
プ
発
表
後
、
相
互
評
価
を
行
う
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
助
言
や
指
導
を
も
と
に
今
後
の
職
場
及
び
自
己
の
認
知
症

ケ
ア
の
実
践
に
対
す
る
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

内
 

 
容

 
 
備
考

 
１
．
職
場
実
習
報
告

 
 

１
）
目
的
、
方
法
、
結
果
、
考
察
、
今
後
の
課
題
の
報
告

 
２
）
報
告
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
の
質
疑
応
答

 
３
）
受
講
者
間
の
相
互
評
価
並
び
に
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言

  
（
備
考
）
・
単
に
要
介
護
度
の
変
化
や
認
知
機
能
の
評
価
に
な
ら
な
い
よ
う
、
生
活
の
質
に
関
す
る
評
価
を
行

 
う
。

 
・
６
名
程
度
の
グ
ル
ー
プ
報
告
を
行
い
認
知
症
介
護
指
導
者
が
司
会
進
行
を
行
う
。

 
 

２
．
ケ
ア
実
践
計
画
の
評
価

 
 

・
報
告
内
容
の
相
互
評
価
並
び
に
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言
を
も
と
に
、
ケ
ア
実
践
計
画
を
見
直
し
・
修

正
し
、
今
後
の
課
題
を
明
確
に
す
る
。

 
 

（
ビ
コ
ウ
）
相
互
評
価
、
認
知
症
介
護
指
導
者
か
ら
の
助
言
を
受
け
た
点
に
つ
い
て
個
人
ワ
ー
ク
で
修
正
し
提

 
出
す
る
。

 
 

３
．
職
場
へ
の
報
告
と
展
開

 
 

・
職
場
実
習
と
今
後
の
取
組
み
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
職
場
に
報
告
し
、
研
修
成
果
に
つ
い
て
、
加
算
取
得
を

含
め
た
次
の
展
開
に
結
び
つ
け
る
。

  
（
備
考
）
研
修
成
果
を
実
践
に
活
か
す
こ
と
に
よ
る
加
算
取
得
や
修
了
後
の
活
動
評
価
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
認

知
症
の
人
の
生
活
の
質
向
上
の
た
め
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
意
識
づ
け
る
。

 

 ・
特
に
な
し
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

11 
/ 

1144
 

【【
目目
的的
】】

  
本
研
修
は
、
認
知
症
の
人
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
の
も
と
、
本
人
・
家
族
が
尊
厳
を
保
持
し
、
希
望
を
も
っ

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
の
知
識
・
技
術
を
修
得
す

る
と
と
も
に
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
地
域
の
認
知
症
ケ
ア
の
質
向
上
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら

い
と
す
る
。

 
【【
実実
践践
リリ
ーー
ダダ
ーー
像像
】】

  
①
研
修
の
目
的
や
内
容
を
踏
ま
え
た
自
己
の
学
習
目
標
を
立
案
で
き
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
を
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る

 
②
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
に
必
要
な
認
知
症
の
病
態
や
、
治
療
薬
、
非
薬
物
的
な
介
入
方
法
等
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
し

て
い
る

 
③
認
知
症
施
策
を
踏
ま
え
た
国
の
方
向
性
を
理
解
し
、
地
域
に
お
け
る
施
策
の
展
開
例
を
理
解
し
て
い
る

 
④
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ト
レ
ス
把
握
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る

 
⑤
会
議
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
の
運
用
方
法
を
理
解
し
、
チ
ー
ム
内
の
情
報
共
有
や
ス
タ
ッ
フ
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
促
進
で
き
る

 
⑥
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
や
方
法
を
踏
ま
え
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
意
義
と
実
践
方
法
を
理
解
し
て
い
る

 
⑦
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
職
場
内
教
育
の
重
要
性
や
考
え
方
を
理
解
し
、
育
成
計
画
の
立
案
方
法
を
理
解
し
て
い
る

 
⑧
職
場
に
お
け
る
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
⑨
職
場
に
お
け
る
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
や
人
材
育
成
を
実
践
で
き
る

 
      【【
対対
象象
者者
】】

  
研
修
対
象
者
は
、
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
お
い
て
介
護
業
務
に
概
ね
５
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
ケ
ア
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
又
は
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
を
修
了
し
１
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
と
す
る
。

 
  【【
時時
間間
】】

  
・
講
義
・
演
習

28
時
間

(1
,6

80
分

) 
 実
習
：
課
題
設
定

18
0
分

 
職
場
実
習
４
週
間

 
実
習
の
ま
と
め

18
0
分

 
                

【【
目目
的的
】】

  
認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
は
、
事
業
所
全
体
で
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
の
も
と
、
本
人
主
体
の
介
護

を
行
い
、
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
を
予
防
で
き
る
チ
ー
ム
ケ
ア
を
実

施
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
知
識
・
技
術
を
修
得
す
る
こ
と
及
び
地
域
の
認
知
症
施
策
の
中
で
様
々
な
役

割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

 
 

                                      【【
対対
象象
者者
】】

  
研
修
対
象
者
は
、
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
お
い
て
介
護
業
務
に
概
ね
５
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
ケ
ア
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
又
は
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
を
修
了
し
１
年
以
上
経
過
し
て
い
る
者
と
す
る
。

 
  【【
時時
間間
】】

  
・
講
義
・
演
習

31
時
間

(1
,8

60
分

) 
 実
習
：
課
題
設
定

24
0
分

 
職
場
実
習
４
週
間

 
実
習
の
ま
と
め

42
0
分

 
               

➡
共
生
社
会
の
実
現
を
目
的
と
し
た

地
域
と
し
て
の
意
味
を
強
調

 

➡
・
基
本
法
の
考
え
方
を
挿
入
し
、

実
践
者
研
修
の
目
的
と
統
一

 

                              ➡
課
題
設
定
、
実
習
評
価
に
つ
い
て

は
、

1
8
0
分
を
標
準
と
し
、
地
域
の

実
状
に
応
じ
延
長
可
能
な
旨
を
表
記
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

22 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修
のの
理理
解解

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

60
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
と
こ
の
研
修
科
目
と
の
関
係
性
を
踏
ま

え
、
研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
己
の
課
題
を
確
認
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標

を
明
確
に
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
と
研
修
科
目
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
て
研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。

 
２
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
を
認
識
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
を
明
確
化
で
き
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

チ
ー
ム
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
知
り
、
研
修
科
目
の
必
要

性
や
研
修
全
体
の
目
的
な
ど
研
修
概
要
を
把
握
す
る
。
ま
た
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
己
課
題
を
確
認
し
、

研
修
の
受
講
動
機
を
高
め
、
学
習
目
標
を
明
確
に
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

 
１
）
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

 
２
）
職
場
に
お
け
る
指
導

 
（
備
考
）
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
る
。

 
 

２
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
概
要

 
 

１
）
研
修
の
目
的

 
２
）
研
修
の
到
達
目
標

 
３
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
構
成

 
４
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
別
の
ね
ら
い
と
概
要

 
 

（
備
考
）
・
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
ね
ら
い
や
科
目
の
ね
ら
い
と
内
容
を
理
解
す
る
。

 
・
実
習
課
題
設
定
の
内
容
と
流
れ
を
理
解
す
る
。

 
 
３
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
の
明
確
化

 
 

１
）
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
の
明
確
化

 
２
）
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
の
明
確
化

 
 

（
備
考
）
自
己
の
課
題
、
学
習
目
標
を
文
章
化
す
る
。

 
  

  
（
削
除
）

 
              

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修
のの
理理
解解

 
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

90
 分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
と
こ
の
研
修
科
目
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
、

研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
己
の
課
題
を
確
認
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
を
明
確

に
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 
 

１
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
と
研
修
科
目
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
て
研
修
の
概
要
を
把
握
す
る
。

 
２
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
を
認
識
し
、
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
を
明
確
化
で
き
る
。

 
 
概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
知
り
、
研
修
科
目
の
必
要
性

や
研
修
全
体
の
目
的
な
ど
研
修
概
要
を
把
握
す
る
。
ま
た
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
己
課
題
を
確
認
し
、
研
修

の
受
講
動
機
を
高
め
、
学
習
目
標
を
明
確
に
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

 
１
）
チ
ー
ム
構
築
に
お
け
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

  
２
）
職
場
に
お
け
る
指
導

 
（
備
考
）
認
知
症
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
る
。

 
 ２
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
概
要

 
１
）
研
修
の
目
的

  
２
）
研
修
の
到
達
目
標

 
３
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
構
成

  
 

４
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
別
の
ね
ら
い
と
概
要

 
（
備
考
）
・
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
ね
ら
い
や
科
目
の
ね
ら
い
と
内
容
を
理
解
す
る
。

 
・
実
習
課
題
設
定
の
内
容
と
流
れ
を
理
解
す
る
。

 
 ３
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
の
明
確
化

 
 

１
）
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課
題
の
明
確
化

  
２
）
研
修
に
お
け
る
学
習
目
標
の
明
確
化

  
（
備
考
）
・
自
己
の
課
題
、
学
習
目
標
を
文
章
化
す
る
。

 
・
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
強
み
・
弱
み
を
理
解
す
る
。

 
              

                 ➡
内
容
１
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役

割
、
１
）
チ
ー
ム
構
築
を
チ
ー
ム
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
に
変
更

 
 

           ・
３
．
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
課

題
の
明
確
化

 
備
考
欄

 
「
実
践
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
の
強
み
・
弱
み
を
理

解
す
る
」
は
表
現
が
冗
長
的
。

 

➡
備
考
欄

 
「
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
の
強
み
・
弱
み
を
理
解
す
る
」
を

削
除
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

33 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
のの
専専
門門
的的
理理
解解

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

90
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
を
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
高
度
な
認
知
症
の
知
識
を
有
し
、
認
知
症

ケ
ア
に
関
す
る
最
新
か
つ
専
門
的
な
知
識
を
得
る
。

  
 

到
達
目
標

 
１
．
認
知
症
の
病
態
や
、
診
断
等
に
関
す
る
専
門
知
識
を
踏
ま
え
た
上
で
、
生
活
へ
の
影
響
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
治
療
薬
に
関
す
る
開
発
の
動
向
を
理
解
し
、
認
知
症
の
人
の
生
活
へ
の
影
響
や
使
用
の
注
意
点
を
理
解

 
す
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
向
上
を
目
的
と
し
た
非
薬
物
的
介
入
の
役
割
、
方
法
、
効
果
を
理
解
す
る
。

 
 

概
 

 
要

 
 

（
削
除
）
認
知
症
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
促
進
や
介
護
職
員
等
の
指
導
を
担
う
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
最
新
の
知

識
を
有
し
、
同
時
に
認
知
症
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
活
用
し
た
ケ
ア
の
実
践
、
介
護
職
員
等
の
指
導
、
チ
ー

ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
科
目
は
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
必
要
な
認
知

症
に
関
す
る
最
新
か
つ
専
門
的
な
知
識
を
習
得
す
る
。

 
  内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
に
関
す
る
理
解

 
 

１
）
認
知
症
の
原
因
疾
患
別
の
特
徴
（
病
態
や
症
状
、
診
断
基
準
な
ど
）

 
２
）
原
因
疾
患
別
の
症
状
に
よ
る
生
活
へ
の
影
響

 
３
）
認
知
症
に
起
き
や
す
い
合
併
症

 
４
）
若
年
性
認
知
症
の
特
徴

 
 

（
備
考
）
実
践
者
研
修
で
学
ん
だ
知
識
に
最
新
の
情
報
を
加
え
て
発
展
さ
せ
る
。

 
 
２
．
医
学
的
視
点
に
基
づ
い
た
介
入

 
１
）
認
知
症
の
告
知
と
そ
の
支
援

 
２
）
認
知
症
治
療
薬
の
種
類
と
特
徴

 
３
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
薬
物
の
主
な
作
用
機
序
と
副
作
用
、
使
用
方
法

 
４
）
非
薬
物
的
介
入
の
方
法
と
特
徴
（
回
想
法

,R
O
療
法

,音
楽
療
法
な
ど
の
療
法
や
活
動
支
援
等
）

 
５
）
認
知
症
の
人
の
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
ケ
ア

 
 （
備
考
）
・
か
か
り
つ
け
医
の
た
め
の

BP
SD
に
対
応
す
る
向
精
神
薬
使
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第

2
版
）

 
（

20
15
年
度
厚
生
労
働
科
学
特
別
研
究
事
業
）
を
参
考
に
す
る
。

 
・
認
知
症
の
人
の
意
欲
や
個
性
に
合
わ
せ
た
、
生
活
の
質
を
向
上
す
る
活
動
や
療
法
の
重
要
性
を
説
明
す

 
る
。

 
・
非
薬
物
的
介
入
に
つ
い
て
は
実
践
事
例
を
用
い
て
説
明
す
る
（
た
だ
し
効
果
に
つ
い
て
「
認
知
症
疾
患

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
17
、
編
集
；
「
認
知
症
疾
患
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
作
成
委
員
会
」
を
参
考
に

す
る
）
。

 
        

科科
目目
名名

  
認認
知知
症症
のの
専専
門門
的的
理理
解解

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

12
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

一
人
の
「
人
」
と
し
て
の
理
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
行
動
の
背
景
の
一
つ
で
あ
る
認
知
症
の
病
態
を
理
解
し
、
ケ
ア

 
が
で
き
る
よ
う
、
最
新
か
つ
専
門
的
な
知
識
を
得
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
一
人
の
「
人
」
と
し
て
理
解
し
た
う
え
で
、
認
知
症
の
病
態
や
治
療
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
理
解
す
る
。

 
２
．
原
因
疾
患
別
の
病
態
や
経
過
の
捉
え
方
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
を
と
り
ま
く
社
会
的
な
課
題
に
関
す
る
最
新
の
知
識
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
に
関
す
る
研
究
は
年
々
進
展
し
て
い
る
。
認
知
症
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
促
進
や
介
護
職
員
等
の
指
導

を
担
う
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
最
新
の
知
識
を
有
し
、
同
時
に
認
知
症
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
活
用
し
た
ケ
ア
の
実

践
、
介
護
職
員
等
の
指
導
、
チ
ー
ム
ケ
ア
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
科
目
は
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
実
践

リ
ー
ダ
ー
に
必
要
な
認
知
症
に
関
す
る
最
新
の
知
識
の
修
得
や
専
門
性
の
向
上
を
目
的
と
し
、
認
知
症
の
病
態
や
治

療
、
社
会
的
課
題
等
に
関
す
る
専
門
知
識
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
認
知
症
に
関
す
る
理
解

  
１
）
認
知
症
の
原
因
疾
患
と
病
態
や
経
過
の
捉
え
方
、
診
断
基
準
な
ど

 
２
）
疾
患
別
の
中
核
症
状
と
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）

 
３
）
認
知
症
に
起
き
や
す
い
合
併
症

  
４
）
若
年
性
認
知
症
の
特
徴

 
 

（
備
考
）
・
実
践
者
研
修
で
学
ん
だ
知
識
に
最
新
の
情
報
を
加
え
て
発
展
さ
せ
る
。

 
・
脳
の
解
剖
生
理
学
的
な
視
点
か
ら
生
活
障
害
を
理
解
す
る
。

 
 ２
．
原
因
疾
患
別
の
捉
え
方
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

１
）
認
知
症
の
原
因
疾
患
別
の
特
徴

  
２
）
生
活
障
害
と
し
て
の
理
解

 
 

 ３
．
医
学
的
視
点
に
基
づ
い
た
介
入

 
 

１
）
認
知
症
治
療
薬

 
２
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
薬
物
の
主
な
作
用
機
序
と
副
作
用
、
使
用
方
法

 
３
）
そ
の
他
の
介
入
法
（
食
事
・
運
動
や
他
疾
患
と
の
関
係
等
）

 
 

（
備
考
）
・
か
か
り
つ
け
医
の
た
め
の

 B
PS

D
 に
対
応
す
る
向
精
神
薬
使
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第

 2
版
）
（

20
15

  
年
度
厚
生
労
働
科
学
特
別
研
究
事
業
）
を
参
考
に
す
る
。

 
 ４
．
認
知
症
を
取
り
ま
く
社
会
的
課
題

 
 

１
）
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援

  
２
）
認
知
症
の
告
知
と
そ
の
支
援

  
３
）
認
知
症
の
人
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

 
４
）
若
年
性
認
知
症
の
人
の
社
会
生
活
と
就
労

  
５
）
本
人
の
社
会
活
動
支
援

 
 

（
備
考
）
・
厚
生
労
働
省
「
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

 
用
い
る
。

 
   

                       ・
「
脳
の
解
剖
生
理
学
的
な
視
点
か

ら
生
活
障
害
を
理
解
す
る
」
は
難
解

な
表
現
で
あ
り
、
不
適
切

 

➡
備
考
を
削
除

 

.
 

  ➡
実
践
者
（

Q
O
L
）
の
非
薬
物
療
法

（
効
果
的
な
療
法
に
関
す
る
紹
介
や

特
徴
）
を
追
加

 

備
考
に
生
活
の
質
を
目
的
と
し
た
注

意
点
を
追
加
。

 

実
践
事
例
の
使
用
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
つ
い
て
追
加

 

 ➡
意
思
決
定
支
援
、
若
年
の
就
労

等
、
社
会
活
動
支
援
は
実
践
者
に
含

ま
れ
て
お
り
、
最
新
で
は
な
い
こ
と

か
ら
除
外
し
、
告
知
、
タ
ー
ミ
ナ
ル

を
医
学
的
専
門
情
報
と
し
て
残
す

 

 ➡
認
知
症
を
取
り
巻
く
社
会
的
課
題

の
柱
を
無
く
し
、
医
学
的
介
入
の
柱

と
し
て
告
知
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を

挿
入

 

➡
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
エ
ン
ド
オ
ブ

ラ
イ
フ
ケ
ア
に
変
更
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

44 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
施施
策策
のの
動動
向向
とと
地地
域域
展展
開開

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

12
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

地
域
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
展
開
例
を
通
し
て
認
知
症
施
策
の
動
向
を
理
解
し
、
「
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進

す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
」
の
理
念
を
推
進
す
る
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．

 認
知
症
施
策
の
変
遷
を
踏
ま
え
た
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
動
向
を
理
解
し
、
説
明
で
き
る
。

 
（
削
除
）

 
２
．
地
域
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
具
体
的
な
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

本
科
目
は
、
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
の
理
念
で
あ
る
「
認
知
症
の
人
が
尊
厳
を

保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
」
を
推
進
で
き
る
よ
う
認
知
症
施
策
の
変

遷
と
最
新
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
地
域
に
お
け
る
施
策
の
展
開
例
を
通
じ
て
認
知
症
施
策
の
方
向
性
を
理
解

す
る
。

 
  内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
施
策
の
動
向
と
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
の
方
向
性

 
１
）
認
知
症
施
策
の
変
遷

 
２
）
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
設
立
の
経
緯

 
３
）
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法
の
理
念
と
概
要

 
４
）
認
知
症
施
策
上
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
位
置
づ
け
・
意
義

 
 

（
備
考
）
・
当
該
地
域
に
お
け
る
施
策
の
実
践
例
を
理
解
す
る
。

 
・
認
知
症
加
算
・
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
等
の
解
説
を
含
む
。

 
 
２
．
地
域
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
関
連
施
策
の
展
開

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
と
施
策
の
関
係

 
２
）
全
国
に
お
け
る
各
地
域
で
の
認
知
症
施
策
の
展
開
事
例

 
３
）
地
域
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
展
開
方
法

 
 （
備
考
）
認
知
症
施
策
大
綱
、
基
本
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
地
域
で
の
実
践
展
開
の
方
法
を
、
演
習
等
を
通
し
て

 
理
解
す
る
。

 
                

科科
目目
名名

  
施施
策策
のの
動動
向向
とと
地地
域域
展展
開開

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

21
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
施
策
の
変
遷
と
最
新
の
動
向
を
理
解
す
る
。
地
域
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
展
開
例
を
知
り
、
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
必
要
な
関
係
機
関
と
の
連
携
・
参
画
で
き
る
知
識
を
修
得
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
施
策
の
変
遷
を
理
解
し
、
説
明
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
最
新
の
施
策
の
動
向
を
理
解
し
、
説
明
で
き
る
。

  
３
．
認
知
症
施
策
の
具
体
的
な
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

昨
今
、
認
知
症
に
関
連
す
る
制
度
の
整
備
は
進
ん
で
き
て
お
り
、
特
に
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
展
開
例
を
知
り
、
介
護
職
員
等
に
説
明
、
指
導
で
き
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
は
、
認
知
症
施
策
の
変

遷
と
最
新
の
動
向
や
地
域
に
お
け
る
施
策
の
展
開
例
を
知
り
、
周
辺
地
域
に
お
け
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
や
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
の
構
築
に
参
画
で
き
る
た
め
の
知
識
の
修
得
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
認
知
症
施
策
の
変
遷

 
 

１
）
認
知
症
施
策
の
歴
史

 
２
）
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
視
点
を
踏
ま
え
た
施
策

  
 ２
．
認
知
症
施
策
の
動
向
と
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
の
内
容

  
１
）
認
知
症
施
策
推
進
５
か
年
計
画
（
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）
か
ら
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
に
至
る
施
策
動
向

 
２
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
の
策
定
と
そ
の
内
容

  
３
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
、
地
域
共
生
社
会
の
構
築

 
４
）
認
知
症
施
策
上
の
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
位
置
づ
け
・
意
義

 
 

（
備
考
）
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
や
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
等
を
招
き
、
施
策
の
動
向
に
つ
い
て
当
該

 
地
域
に
お
け
る
実
践
例
を
知
り
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
理
解
す
る
。

 
・
認
知
症
加
算
・
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
等
の
解
説
を
含
む
。

 
 ３
．
地
域
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
関
連
施
策
の
展
開

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
と
施
策
の
関
係

  
２
）
地
域
の
認
知
症
施
策
の
把
握

 
３
）
地
域
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
展
開
方
法

  
４
）
地
域
に
お
け
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
役
割

 
（
備
考
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
の
項
目
に
沿
っ
て
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
地
域
で
何
が
で
き
る
か
演
習
等
を

 
通
し
て
理
解
す
る
。

 
           

    
 
 
 

 
 
 

 

➡
基
本
法
の
理
念
の
理
解
を
中
心
と

す
る

 
 

 ・
研
修
の
ね
ら
い
か
ら
す
る
と
、
連

携
・
参
画
の
目
的
は
レ
ベ
ル
が
高
い

印
象
が
あ
る
。

 

➡
目
的
に
つ
い
て
、
連
携
・
参
画
→

展
開
方
法
を
理
解
す
る
に
変
更

 

        ➡
認
知
症
施
策
の
変
遷
は
施
策
動
向

の
柱
に
含
み
、
全
体
の
内
容
を
ス
リ

ム
化
す
る

 

   ➡
２
．
３
）
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
、
地
域
共
生
社
会
の
構
築
は
基
本

法
に
も
含
ま
れ
る
た
め
項
目
か
ら
除

外
 

   
 

 
 

 

 ➡
地
域
に
限
ら
ず
、
全
国
で
の
施
策

展
開
活
動
例
も
含
む

 

              



398

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

55 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  

  
チチ
ーー
ムム
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
の
構
築
や
活
性
化
の
た
め
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
、
円
滑
に
チ
ー
ム
を
運
用
す

 
る
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
次
に
、
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
の
必
要
性
を
理
解
し
、
目
標
を

ふ
ま
え
た
実
践
の
重
要
性
と
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
チ
ー
ム
の
意
味
や
目
的
、
種
類
を
理
解
し
チ
ー
ム
の
特
徴
を
説
明
で
き
る
。

 
２
．
チ
ー
ム
の
構
築
や
活
性
化
の
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
や
方
法
を
説
明
で
き
る
。

 
３
．
チ
ー
ム
の
方
針
や
目
標
を
設
定
す
る
必
要
性
や
、
目
標
を
ふ
ま
え
た
実
践
の
展
開
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
に
よ
る
認
知
症
ケ
ア
の
向
上
に
お
い
て
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
チ
ー
ム
構
築
や
活
性
化
を
促
進
す
る
チ
ー

ム
ビ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
科
目
で
は
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
共
有
と
実
践
へ
の
展

開
、
介
護
職
員
等
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
共
有
の
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
の
実
施
、
チ
ー
ム
メ

ン
バ
ー
の
編
成
、
介
護
職
員
等
へ
の
動
機
づ
け
、
教
育
や
指
導
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と
方
法
に
つ
い
て
学

習
し
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
チ
ー
ム
を
円
滑
に
運
用
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
チ
ー
ム
の
意
味
や
目
的
、
種
類

 
１
）
チ
ー
ム
に
必
要
な
条
件

 
２
）
チ
ー
ム
の
種
類

 
３
）
チ
ー
ム
構
築
の
体
験
的
理
解
（
演
習
）

 
（
備
考
）
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
演
習
を
通
し
て
チ
ー
ム
を
活
性
化
す
る
条
件
や
要
素
、
方
法
を
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 
２
．
チ
ー
ム
の
構
築
及
び
活
性
化
す
る
た
め
の
運
用
方
法

 
１
）
（
削
除
）
目
標
や
方
針
の
必
要
性

 
２
）
メ
ン
バ
ー
選
定
や
編
成
方
法

 
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
必
要
性

 
４
）
動
機
づ
け
の
必
要
性

 
５
）
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性

 
６
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
必
要
性

 
７
）
教
育
指
導
の
必
要
性

 
（
備
考
）
チ
ー
ム
活
性
化
の
た
め
の
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
チ

 ー
ム
作
り
を
行
う
役
割

 
の
自
覚
を
促
進
す
る
。

 
 
３
．
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
設
定
と
展
開
方
法

 
 

１
）
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
方
法

 
２
）
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
展
開
（
共
有
・
展
開
・
評
価
）
方
法

 
（
備
考
）
・
（
削
除
）

 
・
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
方
法
を
学
び
、
実
践
に
活
か
す
方
法
を
体
験
的
に
学
ぶ
。

 
   「「
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
おお
けけ
るる
チチ
ーー
ムム
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト
のの
理理
論論
とと
方方
法法
」」
にに
統統
合合

 
  

 

科科
目目
名名

  
チチ
ーー
ムム
ケケ
アア
をを
構構
築築
すす
るる
リリ
ーー
ダダ
ーー
のの
役役
割割

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
の
構
築
や
活
性
化
の
た
め
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
、
円
滑
に
チ
ー
ム
を
運
用
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
次
に
、
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
の
必
要
性
を
理
解
し
、
目
標
を
ふ
ま

え
た
実
践
の
重
要
性
と
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
チ
ー
ム
の
意
味
や
目
的
、
種
類
を
理
解
し
チ
ー
ム
の
特
徴
を
説
明
で
き
る
。

  
２
．
チ
ー
ム
の
構
築
や
活
性
化
の
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
や
方
法
を
説
明
で
き
る
。

 
３
．
チ
ー
ム
の
方
針
や
目
標
を
設
定
す
る
必
要
性
や
、
目
標
を
ふ
ま
え
た
実
践
の
展
開
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
に
よ
る
認
知
症
ケ
ア
の
向
上
に
お
い
て
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
チ
ー
ム
構
築
や
活
性
化
を
促
進
す
る
チ
ー
ム

ビ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
科
目
で
は
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
共
有
と
実
践
へ
の
展
開
、

介
護
職
員
等
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
共
有
の
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
の
実
施
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー

の
編
成
、
介
護
職
員
等
へ
の
動
機
づ
け
、
教
育
や
指
導
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と
方
法
に
つ
い
て
学
習
し
、
実

践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
チ
ー
ム
を
円
滑
に
運
用
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

 内
 

 
容

 
備
考

 
１
．
チ
ー
ム
の
意
味
や
目
的
、
種
類

 
１
）
チ
ー
ム
に
必
要
な
条
件

  
 

２
）
チ
ー
ム
の
形
成
過
程
（
演
習
）

  
３
）
対
人
援
助
チ
ー
ム
の
特
徴

 
 

（
備
考
）
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
演
習
を
通
し
て
チ
ー
ム
を
活
性
化
す
る
条
件
や
要
素
、
方
法
を
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 ２
．
チ
ー
ム
の
構
築
及
び
活
性
化
す
る
た
め
の
運
用
方
法

 
１
）
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
設
定
と
実
践
へ
の
展
開

 
２
）
メ
ン
バ
ー
選
定
や
編
成
方
法

 
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

  
４
）
動
機
づ
け

 
５
）
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

  
６
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

 
７
）
教
育
指
導

 
 

（
備
考
）
チ
ー
ム
活
性
化
の
た
め
の
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
チ
ー
ム
作
り
を
行
う
役
割
の

 
自
覚
を
促
進
す
る
。

 
 ３
．
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
設
定
と
展
開
方
法

 
 

・
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
（
共
有
・
展
開
・
評
価
）
方
法

  
 （
備
考
）
・
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
設
定
と
実
践
へ
の
展
開
で
は
、
目
標
や
方
針
の
必
要
性
を
確
認
し
、
共
有
・

 
展
開
の
方
法
を
学
び
、
実
践
の
振
り
返
り
を
行
う
。

 
・
チ
ー
ム
に
お
け
る
目
標
や
方
針
の
設
定
方
法
を
学
び
、
実
践
に
活
か
す
方
法
を
体
験
的
に
学
ぶ
。

 
      

➡
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
と
誤
解
さ
れ

や
す
い
た
め
、
科
目
名
を
チ
ー
ム
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
方
法
に
変
更

 

 
 

 

➡
目
的
：
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
解
と

チ
ー
ム
づ
く
り
の
た
め
の
指
導
を
強

調
 

 ➡
到
達
目
標
：
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
実
践
を
理
解
す
る
こ
と
を
強
調

 

                 ・
中
項
目
が
項
目
名
だ
け
な
の
で
分

か
り
に
く
い
印
象
が
あ
る
。

 

➡
各
中
項
目
へ
、
「
の
必
要
性
」
を

追
加

 

       ➡
チ
ー
ム
目
標
の
設
定
や
展
開
は

３
．
で
実
施
し
て
お
り
、
重
複
す
る

た
め
削
除

 

    ➡
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
理
論
と
方

法
と
内
容
が
重
複
す
る
た
め
、
統
合
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

66 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
スス
トト
レレ
スス
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

15
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
ケ
ア
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
、
ス
ト
レ
ス
の
仕
組
み
と
対
処
法
を
理
解
し
た
上
で
、
実
践
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
介
護
職
員
等
の
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
２
．
ス
ト
レ
ス
の
し
く
み
と
対
処
法
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
と
対
処
法
を
理
解
す
る
。

 
４
．
組
織
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
や
実
践
リ
ー
ダ
ー
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
理
解
し
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の
支

 
援
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
メ
ン
バ
ー
個
々
の
ス
ト
レ
ス
評
価
を
行
い
、
ス
ト
レ
ス
度
や
原
因
に
応
じ
た

ス
ト
レ
ス
緩
和
を
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
ス
ト
レ
ス
概
念
の
理
解
や
ス
ト
レ
ス
理
論
を

理
解
し
た
上
で
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
の
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
す
る
方
法
論
や
実
践
方
法
を
学

ぶ
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
１
）

 チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
２
）

 ス
ト
レ
ス
の
考
え
方

 
３
）

 認
知
症
ケ
ア
の
ス
ト
レ
ス
の
考
え
方

 
４
）

 認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
 

（
備
考
）
・
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
理
論
を
踏
ま
え
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ

 
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
・
ス
ト
レ
ス
の
考
え
方
は
、
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 

２
．
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法

 
 

１
）
セ
ル
フ
ケ
ア
の
方
法

 
２
）
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の
支
援
方
法

 
３
）
組
織
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法

 
（
備
考
）
・
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
具
体
的
な
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
を
学
ぶ
。

 
・
実
際
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
を
、
演
習
を
通
し
て
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
                    

科科
目目
名名

  
スス
トト
レレ
スス
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

12
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
ケ
ア
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
、
ス
ト
レ
ス
の
仕
組
み
と
対
処
法
を
理
解
し
た
上
で
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
介
護
職
員
等
の
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性
を
理
解
す
る
。

  
２
．
ス
ト
レ
ス
の
し
く
み
と
対
処
法
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
と
対
処
法
を
理
解
す
る
。

 
４
．
組
織
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
や
実
践
リ
ー
ダ
ー
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
理
解
し
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の
支

 
援
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
メ
ン
バ
ー
個
々
の
ス
ト
レ
ス
評
価
を
行
い
、
ス
ト
レ
ス
度
や
原
因
に
応
じ
た
ス

ト
レ
ス
緩
和
を
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
ス
ト
レ
ス
概
念
や
ス
ト
レ
ス
理
論
を
理
解
し
た
上

で
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
の
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
す
る
方
法
論
や
実
践
方
法
を
学
習
す
る
。

 
  内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
 

１
）

 チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
２
）

 ス
ト
レ
ス
の
考
え
方

 
３
）

 認
知
症
ケ
ア
の
ス
ト
レ
ス
の
考
え
方

 
４
）

 認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
 

（
備
考
）
・
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
理
論
を
踏
ま
え
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ

 
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
・
ス
ト
レ
ス
の
考
え
方
は
、
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

 
 ２
．
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法

 
 

１
）

 セ
ル
フ
ケ
ア
の
方
法

 
２
）

 組
織
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法

 
３
）

 環
境
の
調
整
方
法

 
 

（
備
考
）
・
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
具
体
的
な
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
を
学
ぶ
。

 
・
ス
ト
レ
ス
理
論
を
踏
ま
え
て
、
実
際
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
を
演
習
を
通
し
て
体
験
的
に

 
理
解
す
る
。

 
                   

 ・
科
目
名
：
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

だ
と
ケ
ア
の
話
が
中
心
に
な
っ
て
し

ま
う
。

 

➡
科
目
名
変
更
「
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

（
会
議
）
の
技
法
と
実
践
」
へ
変
更

 
 

 ➡
目
的
：
チ
ー
ム
作
り
の
た
め
の
方

法
と
し
て
会
議
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の

必
要
性
を
強
調

 

 ➡
到
達
目
標
：
２
．
３
．
表
現
の
仕

方
、
理
解
が
難
し
い
た
め
、
変
更

 

 ・
ケ
ア
に
特
化
し
た
会
議
だ
と
、
ケ

ア
以
外
の
情
報
共
有
の
必
要
性
や
、

会
議
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
イ
メ
ー
ジ
し

に
く
く
、
ケ
ア
会
議
の
み
に
な
っ
て

し
ま
い
、
広
く
チ
ー
ム
づ
く
り
の
手

法
と
し
て
理
解
さ
れ
に
く
い
。

 
 
 
 

 
 

 

➡
ケ
ア
に
限
ら
ず
、
会
議
や
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
な
ど
情
報
共
有
や
意
思
決
定

を
目
的
と
す
る
広
い
意
味
と
し
て
の

会
議
に
修
正

 
 

 ➡
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と
ケ
ア
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
を
別
に
説
明
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

77 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
カカ
ンン
フフ
ァァ
レレ
ンン
スス
（（
会会
議議
））
のの
技技
法法
とと
実実
践践

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 

目
 

 
的

 
 

チ
ー
ム
に
お
け
る
意
思
決
定
、
情
報
共
有
、
メ
ン
バ
ー
間
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を
促
進

し
チ
ー
ム
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
効
果
的
な
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
展
開
方
法
を
習
得
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
目
的
と
し
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
目
的
や
意
義
、
必
要
性
を
理
解
す

 
る
。

 
２
．
チ
ー
ム
の
意
思
決
定
や
、
情
報
の
共
有
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を
促
進
す
る
方
法
を
理
解
し
、
目

 
的
に
応
じ
た
効
果
的
な
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
（
削
除
）

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
導
か
れ
た
ケ
ア
の
目
的
や
目
標
に
沿
っ
て

決
定
し
た
ケ
ア
の
方
法
に
つ
い
て
、
（
削
除
）
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
間
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
ま
た
、
チ

ー
ム
メ
ン
バ
ー
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
し
、
チ
ー
ム
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
円
滑
な
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
の
運
用
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
チ
ー
ム
力
を
向
上
す
る
た
め
の
効
果
的
な
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の

展
開
方
法
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
（
削
除
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
目
的
と
意
義

 
１
）
（
削
除
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
目
的
や
意
義

 
２
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
種
類
と
特
徴

 
３
）
チ
ー
ム
ケ
ア
に
お
け
る
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
目
的
と
意
義

 
 
２
．
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
１
）
報
告
・
連
絡
・
相
談
の
違
い

 
２
）
建
設
的
な
議
論
に
な
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
留
意
点

 
 
３
．
効
果
的
な
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
展
開

 
 

１
）
事
前
周
知
（
告
知
、
開
催
目
的
の
明
確
化
、
検
討
内
容
の
通
知
、
資
料
配
布
と
議
事
録
）

 
２
）
（
削
除
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
会
議
）
の
役
割
分
担
（
進
行
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
、
参
加
メ
ン
バ
ー
）

 
３
）
効
果
的
な
議
論
を
促
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

（
備
考
）
模
擬
（
削
除
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
て
実
際
に
進
行
役
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
役
等
を
体
験
し
な
が
ら

 
体
験
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
効
果
的
な
（
削
除
）
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
振
り
返
り
を
行
う
。

 
              

科科
目目
名名

  
  
ケケ
アア
カカ
ンン
フフ
ァァ
レレ
ンン
スス
のの
技技
法法
とと
実実
践践

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

12
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
効
果
的
な
展
開
方
法
を
身
に
つ
け
、
チ
ー
ム

に
お
け
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
共
有
を
実
現
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
目
的
と
し
た
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
目
的
や
意
義
、
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
２
．
チ
ー
ム
に
お
け
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
共
有
化
を
図
る
方
法
と
し
て
の
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
あ
り

 
方
を
理
解
し
実
践
で
き
る
。

 
３
．
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
の
ケ
ア
を
導
く
思
考
過
程
を
振
り
返
り
、
職
場
に
お
い
て
効
果
的
な
実
践
を
促
す
た
め
の
ケ

 
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
展
開
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

チ
ー
ム
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
導
か
れ
た
ケ
ア
の
目
的
や
目
標
に
沿
っ
て
決

定
し
た
ケ
ア
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
間
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

ケ
ア
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
共
有
す
る
方
法
の
一
つ
が
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
り
、
チ
ー
ム
内
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
一
つ
で
も
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
学
習
す

る
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
チ
ー
ム
ケ
ア
に
お
け
る
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
目
的
と
意
義

 
１
）
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
目
的
や
意
義

 
２
）
チ
ー
ム
ケ
ア
に
お
け
る
ケ
ア
の
決
定
過
程
と
共
有
化

 
 ２
．
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
１
）
報
告
・
連
絡
・
相
談
の
違
い

 
２
）
建
設
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ポ
イ
ン
ト

 
 ３
．
効
果
的
な
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
展
開

 
 

１
）
事
前
周
知
（
告
知
、
開
催
目
的
の
明
確
化
、
検
討
内
容
の
通
知
、
資
料
配
布
と
議
事
録
）

 
２
）
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
役
割
分
担
（
進
行
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
、
参
加
メ
ン
バ
ー
）

 
３
）
効
果
的
な
議
論
を
促
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

（
備
考
）
模
擬
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
て
実
際
に
進
行
役
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
役
等
を
体
験
し
な
が
ら
体
験

 
的
に
理
解
し
た
う
え
で
、
効
果
的
な
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
振
り
返
り
を
行
う
。

 
                

                              ・
チ
ー
ム
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ー
ム

の
中
で
困
っ
て
い
る
個
々
の
メ
ン
バ

ー
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
チ
ー
ム

構
築
に
は
必
要
。

 

➡
２
．
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

方
法

 
２
）
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
へ
の

支
援
方
法
へ
変
更

 

 ➡
環
境
は
組
織
と
同
義
で
あ
る
た

め
、
２
）
に
含
む
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

88 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
おお
けけ
るる
チチ
ーー
ムム
ママ
ネネ
ジジ
メメ
ンン
トト
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

24
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
、
円
滑
に
チ
ー
ム
を
運
用
す
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

の
役
割
を
自
覚
し
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
や
方
法
を
説
明
で
き
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
実
践
方
法
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
理
解
し
実
践
で
き
る
。

 
 

 概
 

 
要

 
 

チ
ー
ム
に
よ
る
認
知
症
ケ
ア
の
向
上
に
お
い
て
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
チ
ー
ム
構
築
や
活
性
化
を
促
進
す
る
チ
ー

ム
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
本
科
目
で
は
チ
ー
ム
の
目
標
や
方
針
の
設
定
と
管
理
、

介
護
職
員
等
の
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
情
報
共
有
の
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
の
実
施
、
職
員
等
へ
の
動

機
づ
け
、
教
育
や
指
導
等
の
基
本
的
な
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
を
踏
ま
え
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー

ム
ケ
ア
を
促
進
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
方
法
を
修
得
す
る

 
 

 内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基
本
的
理
解

 
１
）
チ
ー
ム
づ
く
り
に
必
要
な
条
件

 
２
）
チ
ー
ム
の
種
類
と
役
割

 
３
）
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
方
法

 
・
目
標
や
方
針
の
設
定
と
管
理

 
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
必
要
性

 
・
動
機
づ
け
の
必
要
性

 
・
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性

 
・
情
報
共
有
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
必
要
性

 
・
教
育
指
導
の
必
要
性

 
 ２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性

 
１
）
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
意
義
と
必
要
性

 
２
）
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
必
要
性

 
 

３
．
認
知
症
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開

 
 

 
１
）

BP
SD
と
そ
の
ケ
ア
の
基
本
的
考
え
方

 
 

 
２
）
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
の
具
体
的
方
法

 
＊

 
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
例
と
し
て
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
研
修
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
準
拠
し
た
内
容
を
学
習
す
る
。
（

70
分
）

 
 

４
．
認
知
症
の
チ
ー
ム
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
方
法

 
１
）
多
職
種
・
同
職
種
チ
ー
ム
に
お
け
る
効
果
的
な
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
方
法

 
  

 （
備
考
）
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
理
論
や
方
法
に
つ
い
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
事
例

を
通
し
て
具
体
的
な
実
践
方
法
を
学
ぶ
。

 
   

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
おお
けけ
るる
チチ
ーー
ムム
アア
ププ
ロロ
ーー
チチ
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

多
職
種
・
同
職
種
間
で
の
適
切
な
役
割
分
担
や
連
携
に
あ
た
っ
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ

の
方
法
を
理
解
し
、
実
践
す
る
た
め
の
指
導
力
を
身
に
つ
け
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
意
義
と
必
要
性
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
の
種
類
と
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
展
開
方
法
を
理
解
す
る
。
ケ
ア
チ
ー
ム
に
お
け
る
ケ
ア
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
、
目
標
や
情
報
の
共
有
、
多
職
種
・
同
職
種
の
役
割
分
担
と
連
携
等
に
つ
い
て
施
設
入
居
事
例
、
在
宅
事

例
な
ど
の
実
践
事
例
を
踏
ま
え
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
理
解
し
、
受
講
者
が
こ
れ
ま

で
学
習
し
た
内
容
を
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
実
践
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
指
導
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
目

指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
と
必
要
性
（
ま
と
め
）

 
１
）
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
理
解

  
２
）
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
と
チ
ー
ム
ケ
ア

  
３
）
チ
ー
ム
ケ
ア
の
意
義

 
４
）
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア

  
（
備
考
）
「
チ
ー
ム
ケ
ア
を
構
築
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
」
で
学
習
し
た
チ
ー
ム
の
構
築
及
び
活
性
化
す
る
た
め
の

 
運
用
方
法
等
を
ま
と
め
る
。

 
 ２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
の
種
類
と
特
徴

 
 

１
）
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
形
態

 
２
）
多
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
役
割
と
連
携

 
３
）
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
管
理

  
４
）
認
知
症
ケ
ア
へ
の
有
効
性
と
留
意
点

  
 ３
．
施
設
・
在
宅
で
の
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

  
１
）
施
設
・
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
効
果
的
な
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
活
用
方
法

 
２
）
関
係
機
関
へ
の
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ

  
（
備
考
）
施
設
・
在
宅
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
実
践
事
例
に
基
づ
き
、
こ
こ
ま
で
学
習
し
た
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー

 
チ
に
関
す
る
理
論
や
方
法
を
実
際
の
認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て
活
用
す
る
方
法
を
学
ぶ
。
加
え
て
、
活
用

 
す
る
際
に
必
要
と
な
る
指
導
能
力
を
高
め
る
よ
う
な
内
容
を
含
む
。

 
          

 ➡
リ
ー
ダ
ー
は
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ

を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
方
法
を
理
解
す
る
よ
う
表

現
を
変
更

 

 
科
目
名
「
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る

チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
方

法
」
に
変
更

 

 ➡
目
的
：
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
解
と

チ
ー
ム
づ
く
り
の
た
め
の
指
導
を
強

調
 

 ➡
到
達
目
標
：
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
実
践
を
理
解
す
る
こ
と
を
強
調

 

 ➡
概
要
：
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
展

開
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
、
科
目
の
主

旨
で
あ
り
、
内
容
を
変
更

 

 ➡
チ
ー
ム
ケ
ア
を
構
築
す
る
リ
ー
ダ

ー
の
役
割
と
内
容
が
重
複
す
る
た

め
、
統
合
し
、
チ
ー
ム
作
り
に
必
要

な
ポ
イ
ン
ト
を
挿
入

 

           ・
関
連
機
関
へ
の
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー

チ
が
分
か
り
に
く
い
。

 

➡
関
連
機
関
へ
の
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー

チ
を
削
除
し
、
施
設
と
在
宅
に
分
離

 

   ➡
新
設

 

認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
プ
ロ
グ
ラ

ム
7
0
分
の
導
入
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

99 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
内内
教教
育育
（（

OO
JJTT
））
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

42
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
認
知
症
に
お
け
る
チ
ー
ム
ケ
ア
を
向
上
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
指
導
に
関
す
る
理
論
と
指
導
計
画
の
立
案
方

法
、
指
導
技
法
の
種
類
と
特
徴
を
学
び
、
認
知
症
ケ
ア
の
効
果
的
な
指
導
方
法
を
修
得
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
１
．
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
人
材
育
成
の
意
義
と
方
法
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
意
義
を
理
解
す
る
。

 
３
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
計
画
方
法
を
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
４
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
有
効
な
指
導
技
法
の
種
類
と
実
際
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
介
護
職
員
等
の
技
術
向
上
は
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
や
個
別
指
導
等
の
職
場
内
の
指
導
に
よ
る
教
育
が
有
効
で

あ
り
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
は
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
を
実
践
し
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
達
成
す
る
役
割
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
実
践
者
へ
の
指
導
や
教
育
を
担
っ
て
い
る
実
践
リ
ー
ダ
ー
の
指
導
能
力
は
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
に

大
き
く
影
響
し
て
い
る
た
め
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
は
人
材
育
成
に
関
す
る
知
識
や
理
論
、
方
法
を
理
解
し
指
導
力
を

高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
指
導
の
理
論
や
指
導
計
画
の
立
案
方
法
、
指
導
技
法
の
理
解
を
通
じ

職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
理
論
と
方
法
を
学
ぶ
。

 
内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
人
材
育
成
の
意
義
と
方
法

 
 

１
）
人
材
育
成
の
意
義
と
目
的

 
２
）
指
導
に
お
け
る
基
本
的
態
度

 
３
）
育
成
方
法
の
種
類
と
特
徴

 
（
削
除
）

 
 

 
 
（
備
考
）
指
導
者
の
基
本
的
な
態
度
と
し
て
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
視
点
や
動
機
付
け
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。

 
  
２
．
職
場
内
教
育
の
意
義
と
方
法

 
 

１
）
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
意
義
と
目
的

 
２
）

O
ff-

JT
、
自
己
啓
発
（

SD
S）
の
限
界
と
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
有
効
性

 
 

３
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
指
導
技
法

 
１
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
の
理
論
と
技
法
の
理
解

 
（
備
考
）
演
習
を
通
し
て
実
際
の
技
法
を
体
験
し
、
基
本
的
な
技
術
を
修
得
す
る
。

 
２
）
面
接
技
法
の
理
論
と
技
法
の
理
解

 
３
）
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本
的
理
解

 
４
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
・
面
接
技
法
を
活
用
し
た
指
導
の
実
際

 
（
削
除
）

 
（
備
考
）
・
指
導
事
例
を
通
し
て
指
導
技
法
の
実
践
方
法
を
理
解
す
る
。

 
・
指
導
の
際
に
留
意
す
る
倫
理
的
配
慮
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

４
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
実
践
方
法

 
１
）
指
導
課
題
の
設
定
方
法

 
２
）
指
導
目
標
の
設
定
方
法

 
３
）
指
導
計
画
の
立
案
方
法

 
（
備
考
）
・
人
材
育
成
の
事
例
に
つ
い
て
評
価
方
法
、
指
導
目
標
設
定
、
指
導
方
法
等
の
職
場
内
教
育
（

O
JT
）

 
の
計
画
立
案
の
方
法
を
、
演
習
を
通
し
て
理
解
す
る
。

 
・
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
限
定
し
な
い
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
計
画
立
案
の
過
程
に
つ
い
て
体
験
的

 
に
理
解
す
る
。

 

科科
目目
名名

  
職職
場場
内内
教教
育育
のの
基基
本本
視視
点点

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

24
0 
分
）

 
 目

  
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
を
指
導
す
る
立
場
と
し
て
、
指
導
に
関
す
る
考
え
方
や
基
本
的
態
度
を
学
び
、
認
知
症
ケ
ア
の
理

念
を
踏
ま
え
た
指
導
に
必
要
な
視
点
を
理
解
し
、
職
場
内
教
育
の
種
類
、
特
徴
を
踏
ま
え
た
実
際
の
方
法
を
修
得

す
る
。

 
到
達
目
標

 
 

１
．
人
材
育
成
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
と
ら
え
方
を
理
解
す
る
。

  
２
．
場
内
教
育
を
行
う
指
導
者
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
３
．
チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
人
材
育
成
の
意
義
と
方
法
を
理
解
す
る
。

 
４
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

 
概

 
 
要

 
 

本
科
目
で
は
、
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
関
す
る
考
え
方
や
指
導
上
の
留
意
点
な
ど
基
本
的
態
度
を
学
び
、
認
知
症

ケ
ア
の
理
念
を
踏
ま
え
た
指
導
理
念
や
指
導
視
点
を
学
ぶ
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
へ

の
指
導
計
画
立
案
を
通
し
て
職
場
内
教
育
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
  内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
人
材
育
成
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
と
ら
え
方

 
 

１
）
人
材
育
成
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
と
ら
え
方

  
２
）
介
護
職
員
等
へ
の
指
導
の
目
標
と
留
意
点

  
３
）
介
護
職
員
等
に
指
導
す
る
態
度
、
知
識
、
技
術

 
 

 ２
．
指
導
者
の
あ
り
方
の
理
解

 
 

１
）
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
態
度
の
理
解

 
２
）
介
護
職
員
等
の
指
導
に
お
け
る
理
念
の
理
解

 
  ３
．
人
材
育
成
の
意
義
と
方
法

 
 

１
）
人
材
育
成
の
意
義
と
目
的

  
 

２
）
人
材
育
成
の
方
法
の
種
類
と
特
徴

 
３
）
課
題
に
応
じ
た
人
材
育
成
の
方
法
と
効
果

 
 

（
備
考
）

O
JT

 に
限
ら
な
い
、
職
場
内
教
育
に
つ
い
て
も
学
習
す
る
。

 
 ４
．
職
場
内
教
育
の
意
義

 
 

１
）
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
有
効
性

 
２
）

O
ff-

JT
、
自
己
啓
発
（

SD
S）
の
限
界
と
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
効
用

 
３
）
指
導
に
必
要
な
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
技
術

 
 

 ５
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
実
践
方
法

 
 

１
）
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
た
め
の
介
護
職
員
等
の
評
価
方
法

 
２
）
人
材
育
成
の
課
題
設
定

 
３
）
受
講
者
に
よ
る
育
成
目
標
の
設
定

  
４
）
人
材
育
成
の
課
題
に
応
じ
た
指
導
計
画

 
 

（
備
考
）
・
人
材
育
成
の
事
例
に
つ
い
て
評
価
方
法
、
指
導
目
標
設
定
、
指
導
方
法
等
の
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の

 
計
画
立
案
の
方
法
を
演
習
を
通
し
て
理
解
す
る
。

 
  

 
 

 
 ・
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
限
定
し
な
い
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
計
画
立
案
の
過
程
に
つ
い
て
体
験
的
に

 
理
解
す
る
。

 
 

・
科
目
名
が
分
か
り
に
く
い
た
め

 
 

➡
育
成
計
画
の
手
順
を
学
ぶ
科
目
で

あ
り
「
職
場
内
教
育
（

O
J
T
）
の
理

論
と
方
法
」
へ
科
目
変
更

 
 

   ・
到
達
目
標
：
基
本
視
点
に
関
す
る

目
標
が
多
い

 

➡
基
本
視
点
に
関
す
る
目
標
が
多
い

た
め
、

1
つ
に
絞
る
。
ま
た
、
学
習

ウ
ェ
イ
ト
と
し
て

O
J
T
に
関
す
る
項

目
を
追
加

 

       ・
基
本
視
点
の
項
目
が
多
く
、
配
分

時
間
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
。

 

➡
全
体
配
分
を
考
慮
し
項
目
を
減
じ

る
 

１
）
介
護
職
員
の
と
ら
え
方
、
指
導

者
の
あ
り
方
の
理
解
を
統
合
し
、
指

導
の
基
本
視
点
に
絞
る

 

  ➡
３
．
備
考
：
人
材
育
成
全
体
の
科

目
で
あ
り
、
注
記
は
必
要
な
い

 

   ・
４
．
１
）
有
効
性
の
解
釈
が
困
難

 

➡
意
義
と
目
的
に
変
更

 

    ・
５
．
３
）
４
）
人
材
育
成
は
大
き

な
概
念
で
あ
り
、
分
か
り
に
く
い
。

 

➡
指
導
に
関
す
る
文
言
へ
変
更

 

  ・
職
場
内
教
育
の
方
法
の
理
解
と
内

容
重
複
が
あ
る
た
め
、
科
目
を
統
合
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年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1100
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
内内
指指
導導
（（

OO
JJTT
））
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

30
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

介
護
職
員
等
へ
の
指
導
に
有
効
な
技
法
の
種
類
と
特
徴
を
理
解
し
、
職
場
で
実
践
で
き
る
指
導
技
術
の
基
本
を

 
修
得
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 _  
１
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
有
効
な
指
導
技
法
の
種
類
と
実
際
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
へ
の
活
用
と
留
意
点
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

介
護
職
員
等
の
技
術
向
上
は
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
や
個
別
指
導
等
の
職
場
内
の
指
導
に
よ
る
教
育
が
有
効
で

あ
り
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
は
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
を
実
践
し
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
達
成
す
る
役
割
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
本
科
目
は
、
人
材
育
成
の
方
法
に
お
け
る
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
技
法
を
理
解
し
、
認
知
症

ケ
ア
の
指
導
技
術
の
修
得
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
指
導
技
法

 
１
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
の
理
論
と
技
法
の
理
解

 
（
備
考
）
演
習
を
通
し
て
実
際
の
技
法
を
体
験
し
、
基
本
的
な
技
術
を
修
得
す
る
。

 
２
）
面
接
技
法
の
理
論
と
技
法
の
理
解

 
３
）
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本
的
理
解

 
（
削
除
）

 
 

   ２
．
指
導
に
お
け
る
活
用
と
留
意
点

 
 

１
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
・
面
接
技
法
を
活
用
し
た
指
導
の
実
際

 
２
）
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
い
て
指
導
技
法
を
活
用
す
る
際
の
留
意
点

 
３
）
指
導
に
お
け
る
倫
理
的
配
慮

 
（
備
考
）
指
導
事
例
を
通
し
て
指
導
技
法
の
実
践
方
法
を
理
解
す
る

 
      

「「
職職
場場
内内
教教
育育
（（

OO
JJTT
））
のの
理理
論論
とと
方方
法法
」」
にに
統統
合合

 
          

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
内内
教教
育育
（（

OO
JJTT
））
のの
方方
法法
のの
理理
解解

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

24
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

介
護
職
員
等
へ
の
指
導
に
有
効
な
技
法
の
種
類
と
特
徴
を
理
解
し
、
職
場
で
実
践
で
き
る
指
導
技
術
の
基
本
を
修

得
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
有
効
な
指
導
技
法
の
種
類
と
実
際
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
へ
の
活
用
と
留
意
点
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

介
護
職
員
等
の
技
術
向
上
は
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
や
個
別
指
導
等
の
職
場
内
の
指
導
に
よ
る
教
育
が
有
効
で
あ

り
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
に
は
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
を
実
践
し
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
達
成
す
る
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
本
科
目
は
、
人
材
育
成
の
方
法
に
お
け
る
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
の
技
法
を
理
解
し
、
認
知
症
ケ
ア
の

指
導
技
術
の
修
得
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
け
る
指
導
技
法

 
１
）
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
理
論
と
技
法
の
理
解

  
（
備
考
）
演
習
を
通
し
て
実
際
の
技
法
を
体
験
し
、
基
本
的
な
技
術
を
修
得
す
る
。

 
２
）
面
接
技
法
の
理
解

 
３
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
の
理
論
と
技
法
の
理
解

  
４
）
コ
ー
チ
ン
グ
の
理
論
と
技
法
の
理
解

 
５
）
職
場
内
教
育
（

O
JT
）
に
お
い
て
指
導
技
法
を
活
用
す
る
際
の
留
意
点

 
（
備
考
）
演
習
は
、
倫
理
、
権
利
擁
護
、
家
族
介
護
者
支
援
、
介
護
技
術
等
の
指
導
例
を
基
に
具
体
的
に
解
説
す

 
る
。

 
 ２
．
指
導
に
お
け
る
活
用
と
留
意
点

 
 

１
）
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
・
面
接
技
法
の
統
合

 
 ２
）
指
導
に
お
け
る
倫
理
的
配
慮

 
 

                   

 ・
実
技
習
得
の
た
め
の
体
験
演
習
を

す
る
に
は
時
間
不
足

 
 

➡
6
0
分
時
間
増

 

         ・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
と
コ
ー
チ
ン
グ
は

対
で
対
比
的
に
す
る
方
が
理
解
し
や

す
い
。

 

➡
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
の

中
項
目
を
統
合
。

 

 ➡
１
．
５
）
活
用
は
、
２
．
２
）
へ

移
動

 

 ・
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
は
教
育
内
容

が
多
い
た
め
時
間
的
に
も
習
得
が
難

し
い
。

 

➡
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
具

体
的
な
指
導
方
法
は
コ
ー
チ
ン
グ
や

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
、
面
接
技
法
と
重
複

し
て
い
る
点
も
あ
る
た
め
、
基
本
的

理
解
に
と
ど
め
る

 

 ・
２
．
１
）
統
合
の
表
現
が
わ
か
り

に
く
い
。

 

➡
活
用
の
実
際
、
留
意
点
に
変
更

 

  ・
職
場
内
教
育
の
基
本
視
点
と
内
容

重
複
が
あ
る
た
め
、
「
職
場
内
教
育

（
O
J
T
）
の
理
論
と
方
法
」
に
統
合
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度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1111
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
指指
導導
のの
実実
践践
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

42
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
指
導
技
術
に
つ
い
て
、
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
の
日
常
生
活

や
、
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
が
生
じ
て
い
る
具
体
的
場
面
に
お
い
て
、
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
向
上
を

目
的
と
し
た
ケ
ア
の
指
導
方
法
を
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
１
．

 行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
支
援
方
法
や
生
活
支
援
の
方
法
に
対
す
る
指
導
の
演
習
を
通
じ
、
介
護

職
員
等
を
指
導
す
る
た
め
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
（
削
除
）

 
２
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
へ
の
指
導
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
介
護
職
員
等
に
対
す
る
自
己
の
指
導
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
認
知
症
の
人
の
能
力
に
応
じ
た
自
立
支
援
に
よ
る
生
活
の
質
の
向
上
を
目
指
し
、
介
護
職
員
等
を
現
場
で
指
導

す
る
に
あ
た
り
、
（
削
除
）
介
護
職
員
等
の
ケ
ア
の
評
価
、
個
別
課
題
の
明
確
化
、
指
導
目
標
の
設
定
及
び
指
導
計

画
の
立
案
に
つ
い
て
事
例
演
習
を
通
し
て
体
験
的
に
学
習
し
、
実
践
的
な
指
導
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま

た
、
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
今
後
学
習
を
進
め
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
介
護
目
標
設
定
に
関
す
る
指
導
（
事
例
演
習
）

 
１
）
生
活
の
質
を
向
上
す
る
介
護
目
標
の
考
え
方

 
２
）
介
護
目
標
に
関
す
る
評
価
の
視
点

 
３
）
介
護
目
標
立
案
に
関
す
る
指
導
方
法
（
課
題
の
設
定
、
指
導
目
標
、
指
導
方
法
）

 
（
備
考
）
・
介
護
職
員
の
介
護
事
例
を
取
り
上
げ
、
介
護
職
員
へ
の
指
導
方
法
の
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
的
に
学
ぶ

 
演
習
と
す
る
。
な
お
、
事
例
の
選
定
は
、
「
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
の
日
常
生
活
場
面
に
お
け
る
介
護

 
事
例
」
、
「
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
事
例
」
か
ら

1
つ
以
上
を
選
択
す
る
こ
と

 
・
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
、
権
利
擁
護
、
家
族
介
護
者
支
援
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
事
例
も
含
む
こ
と

 
 

２
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
指
導
（
事
例
演
習
）

 
 

１
）
生
活
の
質
を
向
上
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
視
点

 
２
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
評
価
の
視
点

 
３
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
に
関
す
る
指
導
方
法
（
課
題
の
設
定
、
指
導
目
標
、
指
導
方
法
）

 
 

３
．
生
活
の
質
を
向
上
す
る
ケ
ア
方
法
に
関
す
る
指
導
（
事
例
演
習
）

 
１
）
生
活
の
質
を
向
上
す
る
ケ
ア
の
考
え
方

 
２
）
ケ
ア
方
法
に
関
す
る
評
価
の
視
点

 
３
）
ケ
ア
方
法
に
関
す
る
指
導
方
法
（
課
題
の
設
定
、
指
導
目
標
、
指
導
方
法
）

 
 ４
．
自
己
の
指
導
の
特
徴
の
振
り
返
り

 
 

１
）
演
習
全
体
を
通
じ
た
学
び
の
振
り
返
り

 
２
）
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
課
題
の
共
有

 
 

      

科科
目目
名名

  
職職
場場
内内
教教
育育
（（

OO
JJTT
））
のの
実実
践践

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

36
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
指
導
技
術
に
つ
い
て
、
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
の
介
護
、
行
動
・

心
理
症
状
（

BP
SD
）
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
ケ
ア
の
実
践
な
ど
の
具
体
的
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い

け
ば
良
い
か
、
演
習
を
通
じ
て
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
へ
の
介
護
に
対
す
る
指
導
の
演
習
を
通
じ
、
介
護
職
員
等
を
指
導
す
る
た
め
の
指
導

計
画
の
立
案
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 

２
．
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
に
対
す
る
指
導
方
法
を
理
解
す
る
。

 
３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
計
画
立
案
に
関
す
る
指
導
を
実
践
で
き
る
。

  
４
．
介
護
職
員
等
に
対
す
る
自
己
の
指
導
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
の
人
の
能
力
に
応
じ
た
自
立
支
援
に
よ
る
生
活
の
質
の
向
上
を
目
指
し
、
介
護
職
員
等
を
現
場
で
指
導
を

す
る
に
あ
た
り
、
必
要
と
な
る
介
護
職
員
等
の
力
量
の
評
価
、
個
別
課
題
の
明
確
化
と
指
導
目
標
の
設
定
、
及
び
指

導
計
画
の
立
案
、
並
び
に
介
護
技
術
に
関
す
る
指
導
方
法
、
そ
の
結
果
・
成
果
の
評
価
に
つ
い
て
事
例
演
習
に
よ
っ

て
体
験
的
に
学
習
し
、
実
践
的
な
指
導
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
今
後
学
習
を

進
め
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
へ
の
介
護
に
関
す
る
指
導
計
画
（
事
例
演
習
）

  
１
）
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
へ
の
介
護
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
力
量
と
そ
の
評
価

 
２
）
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
へ
の
介
護
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
個
別
課
題
の
明
確
化
と
指
導
目
標
の
設
定

 
３
）
食
事
・
入
浴
・
排
泄
等
へ
の
介
護
技
術
に
関
す
る
指
導
計
画
の
立
案

  
      ２
．
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
に
関
す
る
指
導
（
事
例
演
習
）

 
１
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
力
量
評
価
と
個
別
課
題
の
明
確
化

 
２
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
技
術
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
指
導
目
標
の
設
定
と
指
導
計
画
の

 
立
案

 
３
）
行
動
・
心
理
症
状
（

BP
SD
）
へ
の
介
護
技
術
に
関
す
る
指
導
方
法

  
 ３
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
計
画
立
案
の
指
導
方
法
（
事
例
演
習
）

 
 

１
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
力
量
評
価
と
個
別
課
題
の
明
確
化

 
２
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
介
護
職
員
等
の
指
導
目
標
の
設
定
と
指
導
計
画
の
立
案

 
３
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
ケ
ア
の
実
践
に
関
す
る
指
導
方
法
と
指
導
成
果
の
評
価

 
 

（
備
考
）
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
、
権
利
擁
護
、
家
族
介
護
者
支
援
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
他
の
知
識
・
技
術
・

 
態
度
の
指
導
の
際
に
も
応
用
で
き
る
こ
と
に
触
れ
る
。

 
 ４
．
自
己
の
指
導
の
特
徴
の
振
り
返
り

 
 

１
）
演
習
全
体
を
通
じ
た
学
び
の
振
り
返
り

  
２
）
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
課
題
の
共
有

  
 

・
「
職
場
内
教
育
の
実
践
」
が
科
目

名
と
し
て
あ
い
ま
い
な
た
め
、
認
知

症
ケ
ア
指
導
の
実
践
方
法
へ
変
更

 

 ・
実
習
と
連
動
す
る
準
備
科
目
で
あ

る
た
め
、
十
分
な
時
間
を
確
保
す
る

た
め

6
0
分
延
長
、

 

     ・
２
．
行
動
・
心
理
症
状
に
限
定
し

た
話
で
は
な
い

 

➡
１
．
２
．
を
統
合

 

     ➡
概
要
：
学
習
項
目
に
対
応
し
修
正

 

     ・
１
．
と
２
．
を
分
け
る
こ
と
で
演

習
の
事
例
設
定
を
難
し
く
さ
せ
て
い

る
印
象
が
あ
る
。

 

➡
１
．
２
．
を
統
合
し
項
目
名
を

「
介
護
目
標
設
定
に
関
す
る
指
導

（
事
例
演
習
）
」
に
変
更

 
 

 ・
食
事
入
浴
排
泄
、

B
P
S
D
、
ア
セ
ス

メ
ン
ト
と
ケ
ア
の
指
導
を
す
べ
て
教

え
る
と
の
誤
解
が
あ
り
、
時
間
数
が

少
な
い
と
の
意
見
が
多
い
。

 

➡
場
面
別
に
分
類
せ
ず
、
そ
れ
ら
の

指
導
に
共
通
す
る
手
順
を
学
習
す
る

こ
と
が
主
旨
で
あ
る
た
め
、
場
面
や

事
例
の
選
定
数
は
任
意
と
し
、
指
導

手
順
ご
と
に
学
習
す
る
項
目
と
す
る

 
 

・
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
、
権
利
擁
護
、

家
族
介
護
者
支
援
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
等
へ
の
指
導
に
つ
い
て
は
、

事
例
の
中
に
い
ず
れ
か
を
盛
り
込
む

こ
と
を
記
載
し
、
い
ず
れ
か
を
選
択

す
る
こ
と
と
す
る
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1122
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習
のの
課課
題題
設設
定定

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
の
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 

 到
達
目
標

 _  
１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
に
関
す
る
評
価
方
法
を
立
案
で
き
る
。

 
２
．
講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、

 認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
関
す
る
実
習
計
画
を
立
案
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、

技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
、
指
導
を
実
践
し
、
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
指
導
方
法
の
実
際
を
体
験
的
に
理
解

す
る
た
め
、
本
科
目
で
は
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
を
評
価
す
る
方
法
を
立
案
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
に
関
す
る
評
価
方
法
の
理
解

 
 

１
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、
技
術
に
関
す
る
現
状
分
析
の
方
法

 
２
）
指
導
対
象
と
な
る
介
護
職
員
等
の
選
定

 
３
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
方
法
立
案
の
過
程

 
４
）
実
習
計
画
作
成
の
過
程

 
（
備
考
）
研
修
時
間
が
不
足
す
る
場
合
は
、
地
域
の
実
状
に
応
じ
て
任
意
に
延
長
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 
 

 
２
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
に
関
す
る
評
価
方
法
の
立
案
（
演
習
）

 
 

１
）
基
本
的
知
識
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

 
２
）
ケ
ア
目
標
へ
の
評
価
方
法
立
案

 
３
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

 
４
）
ケ
ア
方
法
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

 
５
）
ケ
ア
評
価
に
関
す
る
評
価
方
法
の
立
案

 
（
備
考
）
実
習
に
向
け
、
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
評
価
方
法
案
を
考
え
実
習
へ
の
準
備
を
行
う
。

 
 

３
．
実
習
計
画
の
立
案
（
演
習
）

 
１
）
実
習
目
標

 
２
）
実
習
計
画

 
３
）
実
習
中
の
資
料
作
成

 
 

（
備
考
）
実
習
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
し
、
実
習
の
目
標
と
流
れ
を
理
解
す
る
。

 
               

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習
のの
課課
題題
設設
定定

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

24
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
の
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
に
関
す
る
評
価
方
法
を
立
案
で
き
る
。

 
２
．
講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、

 認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
関
す
る
実
習
計
画
を
立
案
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、

技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
、
指
導
を
実
践
し
、
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
指
導
方
法
の
実
際
を
体
験
的
に
理
解

す
る
た
め
、
本
科
目
で
は
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
を
評
価
す
る
方
法
を
立
案
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
  内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
に
関
す
る
評
価
方
法
の
理
解

 
 

１
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、
技
術
に
関
す
る
現
状
分
析
の
方
法

 
２
）
指
導
対
象
と
な
る
介
護
職
員
等
の
選
定

 
３
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
方
法
立
案
の
過
程

 
４
）
実
習
計
画
作
成
の
過
程

 
 

 ２
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
方
法
の
立
案

 
 

１
）
基
本
的
知
識
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

  
２
）
ケ
ア
目
標
へ
の
評
価
方
法
立
案

 
３
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

  
４
）
ケ
ア
方
法
へ
の
評
価
方
法
の
立
案

 
５
）
ケ
ア
評
価
に
関
す
る
評
価
方
法
の
立
案

 
 

（
備
考
）
こ
の
研
修
の
学
習
内
容
を
介
護
職
員
等
の
評
価
に
活
用
す
る
方
法
を
学
ぶ
。

 
 ３
．
実
習
計
画
の
立
案

 
 

１
）
実
習
目
標

  
２
）
実
習
計
画

 
３
）
実
習
中
の
資
料
作
成

  
（
備
考
）
実
習
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
し
、
実
習
の
目
標
と
流
れ
を
理
解
す
る
。

 
              

 ➡
1
8
0
分
を
標
準
と
し
、
不
足
す
る

場
合
は
、
自
治
体
裁
量
に
て
延
長
を

任
意
と
す
る

 

                    ・
演
習
部
分
が
分
か
り
に
く
い
。

 

➡
２
．
３
．
演
習
を
追
加
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1133
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
実
習
（

4 
週
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
の
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
、
課
題
の
設
定
・
合

意
、
指
導
目
標
の
設
定
や
指
導
計
画
を
作
成
し
、
指
導
計
画
に
基
づ
い
た
認
知
症
ケ
ア
を
指
導
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
を
評
価
し
、
課
題
を
設
定
・
合
意
で
き
る
。

 
２
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
指
導
目
標
を
立
案
で
き
る
。

 
３
．
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
計
画
を
作
成
で
き
る
。

 
４
．
講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
指
導
方
法
を
職
場
で
実
際
に
活
用
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、

 
知
識
、
技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
、
指
導
方
法
の
実
際
を
理
解
す
る
た
め
、
本
科
目
で
は
実
習
に
協
力
す
る

介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
上
の
課
題
に
応
じ
た
指
導
計
画
の
作
成
を
体
験
的
に
理
解
し
、
職
場
内
で
の
指
導
方
法

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
能
力
の
評
価
と
課
題
の
設
定
・
合
意

 
１
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、
技
術
の
評
価

 
２
）
実
習
に
協
力
す
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
上
の
課
題
案
の
設
定
・
合
意

 
（
備
考
）
１
－
１
）
評
価
に
基
づ
き
、
課
題
案
の
設
定
・
合
意
を
行
う
。

 
 
２
．
指
導
目
標
の
立
案
方
法
の
理
解

 
 

・
認
知
症
ケ
ア
の
課
題
に
応
じ
た
指
導
目
標
の
立
案

 
 
３
．
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
計
画
の
作
成

 
・
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
視
点
や
方
法
に
関
す
る
指
導
計
画
の
作
成

 
 

 
４
．
指
導
計
画
に
応
じ
た
指
導
の
実
施

 
 

１
）
指
導
計
画
に
応
じ
た
基
本
的
知
識
に
関
す
る
指
導
の
実
践

 
２
）
指
導
計
画
に
応
じ
た
ケ
ア
目
標
や
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
へ
の
指
導
の
実
践

 
 

（
備
考
）
・
作
成
し
た
指
導
計
画
を
基
に
し
た
指
導
は
、
任
意
と
す
る
。
た
だ
し
、
作
成
し
た
指
導
計
画
を
協
力

 
す
る
介
護
職
員
等
と
共
有
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
職
場
内
で
の
指
導
に
お
け
る
自
己
の
課
題
を
検
討

 
す
る
取
り
組
み
は
必
ず
実
施
す
る
。

 
・
中
間
報
告
の
実
施
を
推
奨
す
る
。

 
            

科科
目目
名名

  
  
職職
場場
実実
習習

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
実
習
（

4 
週
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
の
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
の
評
価
、
課
題
の
設
定
・
合

意
、
指
導
目
標
の
設
定
や
指
導
計
画
を
作
成
し
、
指
導
計
画
に
基
づ
い
た
認
知
症
ケ
ア
を
指
導
す
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
の
能
力
を
評
価
し
、
課
題
を
設
定
・
合
意
で
き
る
。

 
２
．
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
指
導
目
標
を
立
案
で
き
る
。

 
３
．
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
計
画
を
作
成
で
き
る
。

 
４
．
講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
指
導
方
法
を
職
場
で
実
際
に
活
用
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

講
義
、
演
習
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知

識
、
技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
、
指
導
方
法
の
実
際
を
理
解
す
る
た
め
、
本
科
目
で
は
実
習
に
協
力
す
る
介

護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
上
の
課
題
に
応
じ
た
指
導
計
画
の
作
成
を
体
験
的
に
理
解
し
、
職
場
内
で
の
指
導
方
法
の

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
備

 
考

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
能
力
の
評
価
と
課
題
の
設
定
・
合
意

 
１
）
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
態
度
、
知
識
、
技
術
の
評
価

 
２
）
実
習
に
協
力
す
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
上
の
課
題
案
の
設
定
・
合
意

 
（
備
考
）
１
－
１
）
評
価
に
基
づ
き
、
課
題
案
の
設
定
・
合
意
を
行
う
。

 
 ２
．
指
導
目
標
の
立
案
方
法
の
理
解

 
・
認
知
症
ケ
ア
の
課
題
に
応
じ
た
指
導
目
標
の
立
案

 
 ３
．
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
計
画
の
作
成

 
・
指
導
目
標
に
応
じ
た
指
導
視
点
や
方
法
に
関
す
る
指
導
計
画
の
作
成

 
 ４
．
指
導
計
画
に
応
じ
た
指
導
の
実
施

 
 

１
）
指
導
計
画
に
応
じ
た
基
本
的
知
識
に
関
す
る
指
導
の
実
践

 
２
）
指
導
計
画
に
応
じ
た
ケ
ア
目
標
や
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
へ
の
指
導
の
実
践

 
 

（
備
考
）
作
成
し
た
指
導
計
画
を
基
に
し
た
指
導
は
、
任
意
と
す
る
。
た
だ
し
、
作
成
し
た
指
導
計
画
を
協
力
す

 
る
介
護
職
員
等
と
共
有
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
職
場
内
で
の
指
導
に
お
け
る
自
己
の
課
題
を
検
討
す

 
る
取
り
組
み
は
必
ず
実
施
す
る
。

 
             

                  ・
中
間
報
告
に
つ
い
て
、
シ
ラ
バ
ス

に
記
載
が
必
要
。

 

➡
中
間
報
告
は
設
定
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
旨
を
備
考
に
明
記

 

                          



407

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
リリ
ーー
ダダ
ーー
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
  

1144
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
結結
果果
報報
告告
／／
職職
場場
実実
習習
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

18
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

職
場
実
習
を
通
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
指
導
の
方
法
に
関
す
る
課
題
や
あ
り
方
に
つ
い
て
客
観
的
・
論
理
的
に
考

察
・
報
告
し
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
指
導
の
方
向
性
を
明
確
に
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
職
場
実
習
に
お
け
る
学
び
を
通
し
、
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
方
法
の
課
題
や
あ
り
方
に
つ
い
て
客
観
的
・
論
理
的

 
に
考
察
し
、
報
告
で
き
る
。

 
２
．
介
護
職
員
等
へ
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
か
か
る
自
己
の
課
題
を
評
価
し
、
指
導
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る

 
 

 
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

職
場
実
習
を
踏
ま
え
、
実
習
報
告
へ
の
評
価
に
よ
っ
て
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す

る
態
度
、
知
識
、
技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
指
導
方
法
の
課
題
や
今
後
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
を

目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
指
導
の
実
践
方
法
に
関
す
る
自
己
の
課
題
の
整
理
と
考
察

 
１
）
結
果
報
告
と
評
価

 
２
）
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
課
題
分
析

 
３
）
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
課
題
の
明
確
化

 
（
備
考
）
研
修
時
間
が
不
足
す
る
場
合
は
、
地
域
の
実
状
に
応
じ
て
任
意
に
延
長
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 
 

２
．
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
関
す
る
方
向
性
の
明
確
化

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
課
題

 
２
）
今
後
の
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
自
己
の
学
習
目
標
と
内
容
の
明
確
化

 
 

  

科科
目目
名名

  
  
結結
果果
報報
告告
／／
職職
場場
実実
習習
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

42
0 
分
）

 
 目

 
 
的

 
 

職
場
実
習
を
通
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
指
導
の
方
法
に
関
す
る
課
題
や
あ
り
方
に
つ
い
て
客
観
的
・
論
理
的
に
考

察
・
報
告
し
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
指
導
の
方
向
性
を
明
確
に
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 
 

１
．
職
場
実
習
に
お
け
る
学
び
を
通
し
、
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
方
法
の
課
題
や
あ
り
方
に
つ
い
て
客
観
的
・
論
理
的

 
に
考
察
し
、
報
告
で
き
る
。

 
２
．
介
護
職
員
等
へ
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
に
か
か
る
自
己
の
課
題
を
評
価
し
、
指
導
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ

 
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

職
場
実
習
を
踏
ま
え
、
実
習
報
告
へ
の
評
価
に
よ
っ
て
、
職
場
に
お
け
る
介
護
職
員
等
の
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る

態
度
、
知
識
、
技
術
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
指
導
方
法
の
課
題
や
今
後
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
指

す
。

 
 内

 
 
容

 
備
考

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
指
導
の
実
践
方
法
に
関
す
る
自
己
の
課
題
の
整
理
と
考
察

 
１
）
結
果
報
告
と
評
価

 
２
）
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
課
題
分
析

  
３
）
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
課
題
の
明
確
化

 
 ２
．
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
関
す
る
方
向
性
の
明
確
化

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
自
己
の
指
導
の
特
徴
と
課
題

 
２
）
今
後
の
認
知
症
ケ
ア
指
導
に
お
け
る
自
己
の
学
習
目
標
と
内
容
の
明
確
化

 
 

 

➡
・
標
準
時
間
を

1
8
0
分
に
設
定

し
、
時
間
延
長
は
自
治
体
、
実
施
主

体
の
判
断
と
す
る
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

11 
/ 

1144
 

【【
目目
的的
】】

  
 
本
研
修
は
、
認
知
症
の
人
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
の
も
と
、
本
人
・
家
族
が
尊
厳
を
保
持
し
、
希
望
を
も
っ
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
介
護
基
礎
研
修
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
及
び
認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修

 
を
企
画
・
立
案
し
、
講
義
、
演
習
、
実
習
の
講
師
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
及
び
介

護
保
険
施
設
・
事
業
者
等
に
お
け
る
介
護
の
質
の
改
善
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た

認
知
症
施
策
の
推
進
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

 
   【【
指指
導導
者者
像像
】】

  
     【【
対対
象象
者者
】】

  
研
修
対
象
者
は
、
医
療
・
福
祉
に
係
る
国
家
資
格
を
有
す
る
者
（
ま
た
は
準
ず
る
者
）
、
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修

及
び
認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
修
了
し
た
者
（
ま
た
は
同
等
者
）
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
の
企
画
・
立

案
、
講
師
、
地
域
ケ
ア
の
推
進
を
担
う
見
込
み
の
者
と
す
る

 
 【【
時時
間間
】】

  
＊
前
期
集
合
形
式

 
・
講
義
・
演
習

12
8
時
間
（
う
ち

30
時
間
は
職
場
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
）
、
職
場
実
習
５
週
間
（

25
日
）

 
 
注
：
他
施
設
・
事
業
所
実
習
は
講
義
・
演
習
に
振
り
替
え
て
上
記
時
間
に
含
ま
れ
て
い
る

 
＊
前
期
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式

 
・
講
義
・
演
習

12
8
時
間
（
う
ち

60
時
間
は
職
場
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
）
、
職
場
実
習
５
週
間
（

25
日
）

 
 
注
：
他
施
設
・
事
業
所
実
習
は
講
義
・
演
習
に
振
り
替
え
て
上
記
時
間
に
含
ま
れ
て
い
る

 
                       

【【
目目
的的
】】

  
本
研
修
は
、
認
知
症
介
護
従
事
者
が
認
知
症
に
つ
い
て
の
理
解
の
も
と
、
本
人
主
体
の
介
護
を
行
い
、
生
活
の
質
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
動
・
心
理
症
状

(B
PS

D
)を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
介
護
基
礎
研
修
、

認
知
症
介
護
実
践
研
修
及
び
認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修

 を
企
画
・
立
案
し
、
講
義
、
演
習
、
実
習
の
講
師
を

担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
及
び
介
護
保
険
施
設
・
事
業
者
等
に
お
け
る
介
護
の
質
の
改

善
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
等
に
お
け
る
認
知
症
施
策
の
推
進
に
寄
与
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
す
る
。

 
  
【【
指指
導導
者者
像像
】】

  
     【【
対対
象象
者者
】】

  
研
修
対
象
者
は
、
医
療
・
福
祉
に
係
る
国
家
資
格
を
有
す
る
者
（
ま
た
は
準
ず
る
者
）
、
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修

及
び
認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
修
了
し
た
者
（
ま
た
は
同
等
者
）
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
の
企
画
・
立

案
、
講
師
、
地
域
ケ
ア
の
推
進
を
担
う
見
込
み
の
者
と
す
る

 
 【【
時時
間間
】】

  
・
講
義
・
演
習

11
2
時
間
（
う
ち

30
時

 間
は
職
場
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
）
、
職
場
実
習
５
週
間
（

25
日
）
、

他
施
設
・
事
業
所

 実
習

21
時
間

 
                           

・
基
本
法
の
考
え
方
、
基
本
理
念
を

反
映
す
べ
き

 
➡
基
本
法
の
表
現
に
揃
え
る

 
 ・
”
共
生
社
会
の
実
現
の
推
進
”
”

社
会
参
加
の
機
会
の
確
保
”
な
ど
が

弱
い

 
➡
「
自
治
体
等
に
お
け
る
」
→
「
共

生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
」
へ
変
更

 
・
「
推
進
に
寄
与
で
き
る
よ
う
」
→

「
関
与
で
き
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す

る
」
へ
変
更

 
・
「
本
人
・
家
族
の
尊
厳
」
→
「
本

人
・
家
族
が
」
へ
変
更
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認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

22 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
等等
養養
成成
事事
業業
のの
実実
施施

 
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

1
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
け
る
各
研
修
の
目
的
や
実
施
の
背
景
、
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
に

つ
い
て
理
解
し
、
各
研
修
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
た
実
施
方
法
を
具
体
的
に
把
握
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的
と
実
施
の
背
景
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
い
て
実
施
す
る
各
研
修
の
概
要
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
展
開
状
況
を
理
解
す
る
。

 
４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
と
実
践
事
例
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
実
践
研
修
等
を
担
う
た
め
に
、
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
概
要
を
理
解

し
、
（
削
除
）
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
や
活
動
状
況
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的
と
実
施
の
背
景
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的

 
２
）
旧
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
概
要
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 
（
削
除
）

 
（
備
考
）
厚
生
労
働
省
に
よ
る
通
知
を
用
い
て
説
明
す
る
。

 
 
２
．
実
践
研
修
等
の
概
要
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
基
礎
研
修
、
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
、
指
導
者
養
成
研
修
、
開
設
者
研
修
、
管
理
者
研
修
、
計

 
画
作
成
担
当
者
研
修
の
目
的
、
対
象
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
修
了
要
件

 
２
）
都
道
府
県
・
指
定
都
市
ご
と
の
基
礎
研
修
、
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
、
指
導
者
養
成
研
修
の
修

 
了
者
数

 
 
３
．
実
践
研
修
等
の
展
開
状
況
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
お
け
る
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
実
施
状
況

 
２
）
各
研
修
の
課
題
や
そ
の
対
策
等

 
 

 
４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
と
実
践
事
例

 
 

１
）
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
、
活
動
状
況

 
２
）
認
知
症
介
護
指
導
者
の
実
践
事
例

 
 

 
 
（
削
除
）

 
            

科科
目目
名名

  認認
知知
症症
介介
護護
実実
践践
者者
等等
養養
成成
事事
業業
のの
実実
施施

 
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

1
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
け
る
各
研
修
の
目
的
や
実
施
の
背
景
、
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
に
つ

い
て
理
解
し
、
各
研
修
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
た
実
施
方
法
を
具
体
的
に
把
握
す
る
。

 
 到
達
目
標

  
１
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的
と
実
施
の
背
景
を
理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
い
て
実
施
す
る
各
研
修
の
概
要
を
理
解
す
る
。

  
３
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
展
開
状
況
を
理
解
す
る
。

 
４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
と
実
践
事
例
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
実
践
研
修
等
を
担
う
た
め
に
、
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
概
要
を

 
理
解
し
、
特
に
令
和
３
年
度
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
の
背
景
と
改
訂
内
容
を
踏
ま
え
、
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
や

活
動
状
況
を
学
習
す
る

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的
と
実
施
の
背
景
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
目
的

 
２
）
旧
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
概
要
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 
３
）
令
和
３
年
度
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
の
背
景

 
（
備
考
）
厚
生
労
働
省
に
よ
る
通
知
を
用
い
て
説
明
す
る
。

 
 ２
．
実
践
研
修
等
の
概
要
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
基
礎
研
修
、
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
、
指
導
者
養
成
研
修
、
開
設
者
研
修
、
管
理
者
研
修
、
計

 
画
作
成
担
当
者
研
修
の
目
的
、
対
象
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
修
了
要
件

 
２
）
都
道
府
県
・
指
定
都
市
ご
と
の
基
礎
研
修
、
実
践
者
研
修
、
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
、
指
導
者
養
成
研
修
の
修

 
了
者
数

 
 

 ３
．
実
践
研
修
等
の
展
開
状
況
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
お
け
る
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
の
実
施
状
況

 
２
）
各
研
修
の
課
題
や
そ
の
対
策
等

 
 

 ４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
と
実
践
事
例

 
 

１
）
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割
、
活
動
状
況

  
２
）
認
知
症
介
護
指
導
者
の
実
践
事
例

 
 

（
備
考
）
認
知
症
介
護
指
導
者
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
事
例
報
告
を
行
う
。

 
           

                      ・
前
回
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
定
の
背
景

は
必
要
な
い
。

 
➡
令
和
３
年
度
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂

の
背
景
の
削
除

 
       シ
ラ
バ
ス
備
考
「
認
知
症
介
護
指
導

者
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
事

例
報
告
を
行
う
は
、
や
り
方
が
限
定

さ
れ
て
し
ま
う
。

 
➡
現
行
シ
ラ
バ
ス
備
考
「
認
知
症
介

護
指
導
者
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と

し
て
事
例
報
告
を
行
う
」
を
削
除

 
※
柔
軟
な
や
り
方
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
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認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

33 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
関関
すす
るる
施施
策策
とと
行行
政政
とと
のの
連連
携携

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

1
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
動
向
及
び
施
策
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
認
知
症
ケ
ア
の
専
門
職
の
役
割
や
ス
キ

ル
を
理
解
す
る
。
行
政
の
役
割
を
理
解
し
、
行
政
と
効
果
的
に
連
携
・
協
働
す
る
た
め
の
視
点
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．

 認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
動
向
及
び
施
策
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
材
の
役
割
や
ス
キ
ル
を

理
解
す
る
。

 
２
．
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
行
政
と
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
れ
ば
よ
い
か
、
事
例
を

 
基
に
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
は
認
知
症
ケ
ア
の
発
展
の
経
過
と
共
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
経
過
の
学
習
は
、

今
後
認
知
症
ケ
ア
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
実
践
研
修
等
の
実
施
に
お
い
て
は
、
最
新
の
情
報

を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
最
新
の
動
向
を

 理
解
す
る
と
と
も

に
、
協
働
す
る
可
能
性
の
あ
る
専
門
職
等
に
つ
い
て
そ
の
役
割
と
ス
キ
ル
を
理
解
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
・
市
区

町
村
行
政
と
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
れ
ば
よ
い
か
、
事
例
を
基
に
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
施
策
の
変
遷
（
事
前
課
題
）

 
（
削
除
）

 
１
）
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン

 
２
）
認
知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）

 
 

２
．
現
在
の
認
知
症
施
策
の
動
向
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
、
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基
本
法

 
２
）
認
知
症
の
人
・
家
族
の
視
点
を
重
視
し
た
支
援

 
３
）
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援

 
 

 
 
（
削
除
）

 
  
３
．
関
連
専
門
職
の
役
割
と
ス
キ
ル
（
事
前
課
題
）

 
 

（
削
除
）

 
１
）
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

 
２
）
か
か
り
つ
け
医
、
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
等
の
医
療
従
事
者

 
 

４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
と
行
政
と
の
連
携
の
ポ
イ
ン
ト
と
事
例

 
 

１
）
行
政
と
の
連
携
の
ポ
イ
ン
ト

 
２
）
認
知
症
介
護
指
導
者
と
都
道
府
県
と
の
連
携
事
例

 
３
）
認
知
症
介
護
指
導
者
と
市
区
町
村
の
連
携
事
例

 
 

        

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
関関
すす
るる
施施
策策
とと
行行
政政
とと
のの
連連
携携

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

1
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
動
向
及
び
施
策
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
認
知
症
ケ
ア
の
専
門
職
の
役
割
や
ス
キ
ル

を
理
解
す
る
。
行
政
の
役
割
を
理
解
し
、
行
政
と
効
果
的
に
連
携
・
協
働
す
る
た
め
の
視
点
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

  
１
．

 認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
動
向
及
び
施
策
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
材
の
役
割
や
ス
キ
ル

を
理
解
す
る
。

 
２
．

 認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
行
政
と
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
れ
ば
よ
い
か
、
事
例

を
基
に
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
は
認
知
症
ケ
ア
の
発
展
の
経
過
と
共
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
経
過
の
学
習
は
、

今
後
認
知
症
ケ
ア
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
実
践
研
修
等
の
実
施
に
お
い
て
は
、
最
新
の
情
報

を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す
る
施
策
の
最
新
の
動
向
を
理
解
す
る
と
と
も

に
、
協
働
す
る
可
能
性
の
あ
る
専
門
職
等
に
つ
い
て
そ
の
役
割
と
ス
キ
ル
を
理
解
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
・
市
区

町
村
行
政
と
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
れ
ば
よ
い
か
、
事
例
を
基
に
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
と
認
知
症
施
策
の
歴
史
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
認
知
症
ケ
ア
の
歴
史

  
２
）
２
０
１
５
年
の
認
知
症
介
護

 
３
）
認
知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）

 
 

 ２
．
最
新
の
認
知
症
施
策
の
動
向
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
、
地
域
共
生
社
会

  
２
）
認
知
症
の
人
・
家
族
の
視
点
を
重
視
し
た
支
援

 
３
）
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援

 
 

（
備
考
）
認
知
症
施
策
推
進
大
綱
に
お
け
る
「
共
生
」
と
「
予
防
」
の
考
え
方
、
５
つ
の
柱
及
び
地
域
共
生
社
会

 
の
構
築
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 
 ３
．
関
連
専
門
職
の
役
割
と
ス
キ
ル
（
事
前
課
題
）

 
１
）
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
２
）
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

 
３
）
か
か
り
つ
け
医
、
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
等
の
医
療
従
事
者

 
 

 ４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
と
行
政
と
の
連
携
の
ポ
イ
ン
ト
と
事
例

 
 

１
）
行
政
と
の
連
携
の
ポ
イ
ン
ト

 
２
）
認
知
症
介
護
指
導
者
と
都
道
府
県
と
の
連
携
事
例

  
３
）
認
知
症
介
護
指
導
者
と
市
区
町
村
の
連
携
事
例

 
 

        

                      ➡
「
１
．
認
知
症
ケ
ア
と
認
知
症
施

策
の
歴
史
」
→
「
１
．
認
知
症
施
策

の
変
遷
」
に
変
更
。
ま
た
、
中
項
目

を
変
更
。

 
  ・
２
．
最
新
の
認
知
症
施
策
の
動
向

の
最
新
の
定
義
が
分
か
り
に
く
い

 
➡
「
２
．
最
新
の
認
知
症
施
策
の
動

向
」
→
「
現
在
の
認
知
症
施
策
の
動

向
」
に
変
更

 
 

 
 ➡
２
．
認
知
症
施
策
の
動
向
の
中

に
、
基
本
法
を
追
加
。

 
 

 
  ・「
３
．
関
連
専
門
職
の
役
割
と
ス

キ
ル
」
に
つ
い
て
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
理
解
は
周
知
さ
れ
て
お

り
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
➡
「
３
．
関
連
専
門
職
の
役
割
と
ス

キ
ル
」
に
つ
い
て
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
削
除

 
       



411

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

44 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
研研
修修
のの
目目
標標
設設
定定
とと
研研
修修
総総
括括

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

7 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
養
成
研
修
の
目
的
を
踏
ま
え
、
自
己
課
題
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
自
己
評

価
で
き
る
。
自
己
課
題
の
設
定
と
そ
の
評
価
の
経
験
を
基
に
し
て
、
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の
自
己
研
鑽
の

あ
り
方
を
考
察
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１

. 
指
導
者
養
成
研
修
の
位
置
づ
け
と
目
的
を
踏
ま
え
て
、
研
修
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
自
己
課
題
を
設
定
で
き

 
る
。

 
２

. 
設
定
し
た
自
己
課
題
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
、
自
己
評
価
で
き
る
。

 
３

. 
研
修
で
の
自
己
の
学
習
成
果
及
び
今
後
の
自
己
研
鑚
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

 
４

. 
研
修
修
了
後
の
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

指
導
者
養
成
研
修
の
受
講
者
は
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
種
別
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
や
職
位
に
応
じ
た
多

様
な
学
習
経
験
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
者
が
、
指
導
者
養
成
研
修
の
研
修
目
標
の
達
成
を
目
指
す
に

あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
学
習
を
進
め
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
、
達
成
可
能
な
自
己
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
研
修
成
果
の
総
括
や
、
研
修
修
了
後
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
あ
り
方
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
自
己
の
目
標
設
定

 
１
）
目
標
設
定
の
意
義

 
２
）
目
標
設
定
の
方
法

 
３
）
指
導
者
養
成
研
修
に
お
け
る
自
己
の
目
標
設
定

 
 

 
２
．
目
標
の
達
成
状
況
の
評
価

 
 

１
）
目
標
の
達
成
度
と
、
達
成
度
を
評
価
し
た
根
拠

 
２
）
達
成
で
き
た
（
で
き
な
か
っ
た
）
理
由
の
検
討

 
 

 
３
．
今
後
の
取
り
組
み
の
検
討

 
１
）
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
と
取
り
組
み
方
法
の
検
討

 
２
）
研
修
全
体
で
の
学
習
成
果
の
振
り
返
り

 
３
）
研
修
修
了
後
の
課
題
設
定

 
 

 
４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

 
 

１
）
研
修
修
了
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方

 
２
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
認
知
症
介
護
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（

D
Cn

et
）
の
活
用

 
 

 
         

科科
目目
名名

  
  
研研
修修
のの
目目
標標
設設
定定
とと
研研
修修
総総
括括

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

9 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
介
護
指
導
者
養
成
研
修
の
目
的
を
踏
ま
え
、
自
己
課
題
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
自
己
評

価
で
き
る
。
自
己
課
題
の
設
定
と
そ
の
評
価
の
経
験
を
基
に
し
て
、
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の
自
己
研
鑽
の

あ
り
方
を
考
察
す
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
指
導
者
養
成
研
修
の
位
置
づ
け
と
目
的
を
踏
ま
え
て
、
研
修
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
自
己
課
題
を
設
定
で
き

 
る
。

 
２
．
設
定
し
た
自
己
課
題
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
、
自
己
評
価
で
き
る
。

 
３
．
研
修
で
の
自
己
の
学
習
成
果
及
び
今
後
の
自
己
研
鑚
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
で
き
る
。

 
４
．
研
修
修
了
後
の
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

指
導
者
養
成
研
修
の
受
講
者
は
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
種
別
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
や
職
位
に
応
じ
た
多

様
な
学
習
経
験
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
者
が
、
指
導
者
養
成
研
修
の
研
修
目
標
の
達
成
を
目
指
す
に

あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
学
習
を
進
め
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
、
達
成
可
能
な
自
己
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
研
修
成
果
の
総
括
や
、
研
修
修
了
後
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
あ
り
方
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
自
己
の
目
標
設
定

 
１
）
目
標
設
定
の
意
義

  
２
）
目
標
設
定
の
方
法

 
３
）
指
導
者
養
成
研
修
に
お
け
る
自
己
の
目
標
設
定

 
 ２
．
目
標
の
達
成
状
況
の
評
価

 
１
）
目
標
の
達
成
度
と
、
達
成
度
を
評
価
し
た
根
拠

  
２
）
達
成
で
き
た
（
で
き
な
か
っ
た
）
理
由
の
検
討

 
 ３
．
今
後
の
取
り
組
み
の
検
討

 
１
）
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
と
取
り
組
み
方
法
の
検
討

  
２
）
研
修
全
体
で
の
学
習
成
果
の
振
り
返
り

 
３
）
研
修
修
了
後
の
課
題
設
定

 
 ４
．
認
知
症
介
護
指
導
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

 
 

１
）
研
修
修
了
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方

 
２
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
認
知
症
介
護
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（

D
Cn

et
）
の
活
用

 
          

 全
体
日
程
に
お
け
る
時
間
調
整
の
た

め
、

2
時
間
短
縮

 
                                                  



412

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

55 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
教教
育育
方方
法法
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

16
 時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
現
場
や
認
知
症
介
護
実
践
研
修
等
に
お
い
て
活
用
す
る
技
法
の
特
徴
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
活
用

し
て
、
介
護
職
員
等
の
課
題
解
決
力
を
高
め
る
た
め
の
支
援
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１

. 
 
１
．
認
知
症
ケ
ア
現
場
や
実
践
研
修
等
で
活
用
す
る
討
議
法
、
課
題
分
析
の
技
法
、
事
例
検
討
法
等
の
演
習
技
法
の

 
２

. 
 

 
 
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
２

. 
課
題
解
決
力
を
高
め
る
た
め
の
教
育
・
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
ケ
ア
の
実
践
に
お
い
て
は
、
様
々
な
目
的
で
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
技
法
は
、
目
的
や
方
法
等
を

正
し
く
理
解
し
た
上
で
意
識
的
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
等
を
実
施
す

る
際
に
ベ
ー
ス
と
な
る
基
本
的
な
課
題
解
決
技
法
に
つ
い
て
概
観
し
、
適
切
に
教
育
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
視
点

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
教
育
技
法
の
特
徴
と
活
用

 
１
）
討
議
法
の
特
徴
と
活
用

 
２
）
課
題
分
析
に
関
す
る
技
法
の
特
徴
と
活
用

 
３
）
事
例
検
討
法
の
特
徴
と
活
用

 
４
）
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
の
特
徴
と
活
用

 
（
備
考
）
討
議
法
の
特
徴
と
活
用
と
し
て
は

BS
法
や
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
等
、
課
題
分
析
に
関

 
す
る
技
法
の
特
徴
と
活
用
と
し
て
は
マ
ン
ダ
ラ
ー
ト
や

K
J
法
、
図
解
、
ロ
ジ
ッ
ク
ツ
リ
ー
等
、
事
例

 
検
討
法
の
特
徴
と
し
て
は
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
や
イ
ン
シ
デ
ン
ト
法
等
を
用
い
る
。

 
 ２
．
認
知
症
ケ
ア
実
践
に
お
け
る
課
題
解
決
技
法
の
活
用
（
演
習
）

 
 

・
課
題
解
決
技
法
を
活
用
し
た
演
習

 
                    

科科
目目
名名

  
  
教教
育育
方方
法法
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

14
 時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
ケ
ア
現
場
や
認
知
症
介
護
実
践
研
修
等
に
お
い
て
活
用
す
る
技
法
の
特
徴
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
し

て
、
介
護
職
員
等
の
課
題
解
決
力
を
高
め
る
た
め
の
支
援
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１
．
認
知
症
ケ
ア
現
場
や
実
践
研
修
等
で
活
用
す
る
討
議
法
、
課
題
分
析
の
技
法
、
事
例
検
討
法
等
の
演
習
技
法

 
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

 
２
．
課
題
解
決
力
を
高
め
る
た
め
の
教
育
・
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
体
験
的
に
理
解
す
る
。

 
 

 
概

 
 
要

  
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
に
お
い
て
は
、
様
々
な
目
的
で
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
技
法
は
、
目
的
や
方
法
等
を

正
し
く
理
解
し
た
上
で
意
識
的
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
等
を
実
施
す

る
際
に
ベ
ー
ス
と
な
る
基
本
的
な
課
題
解
決
技
法
に
つ
い
て
概
観
し
、
適
切
に
教
育
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
視
点

を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
討
議
法
の
特
徴
と
活
用

 
１
）

BS
 法
、
３
段
階
討
議
法
、
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
等

 
２
）
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
割
と
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
技
法

 
 
２
．
課
題
分
析
に
関
す
る
技
法
の
特
徴
と
活
用

 
１
）
マ
ン
ダ
ラ
ー
ト
（

Q
 シ
ー
ト
）
、

K
J 
法
、
セ
ブ
ン
ク
ロ
ス
法
等

  
２
）
図
解
、
ロ
ジ
ッ
ク
ツ
リ
ー
、
関
連
図
等

 
 ３
．
事
例
検
討
法
の
特
徴
と
活
用

 
１
）
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
法
等

 
 ４
．
認
知
症
ケ
ア
実
践
に
お
け
る
課
題
解
決
技
法
の
活
用
（
演
習
）

 
 

・
課
題
解
決
技
法
を
活
用
し
た
演
習

 
 

                   

                 ・
拡
散
技
法
や
収
束
技
法
等
を
具
体

的
に
指
定
し
て
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
か

 
➡
１
．
～
３
．
を
「
教
育
技
法
の
特

徴
」
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
る
。

 
（
検
討
事
項
）

 
 

・
具
体
的
方
法
は
備
考
欄
へ
追
加

 
  ➡
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
機
会
が
増
加

し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
講

義
・
演
習
技
法
の
習
得
が
必
須
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

の
技
法
と
留
意
点
を
追
加

 
                     



413

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

66 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
授授
業業
設設
計計
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

35
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
授
業
（
講
義
・
演
習
）
計
画
書
の
作
成
の
際
に
必
要
と
な
る
基
本
的
考
え
方
や
方
法
を

理
解
す
る
。
模
擬
授
業
の
計
画
作
成
を
通
し
て
、
研
修
の
実
施
形
態
の
特
徴
に
合
わ
せ
た
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い

て
理
解
し
、
授
業
の
ね
ら
い
を
踏
ま
え
た
教
材
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
到
達
目
標

 _  
１

.認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
授
業
を
計
画
す
る
際
に
必
要
と
な
る
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２

.授
業
の
ね
ら
い
の
設
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 
３

.授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
内
容
と
授
業
の
構
造
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
４

.授
業
計
画
の
作
成
及
び
効
果
的
な
授
業
実
施
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。

 
５

.授
業
の
評
価
と
改
善
方
法
を
理
解
す
る
。

 
６

.授
業
を
計
画
し
、
教
材
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
７

.研
修
の
実
施
形
態
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
授
業
設
計
が
で
き
る
。

 

 概
 

 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
が
均
質
な
授
業
を
提
供
す
る
観
点
か
ら
、
再
現
性
の
高
い
授
業
計
画
書
を
準
備
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
研
修
の
実
施
形
態
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
効
果
的
で
再
現
性
の
高
い
授
業
計
画

の
作
成
の
基
本
的
考
え
方
、
実
施
方
法
及
び
そ
の
評
価
方
法
を
講
義
・
演
習
を
通
じ
て
体
験
的
に
学
習
す
る

 
内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
授
業
計
画
や
教
材
作
成
の
基
本
的
考
え
方

 
 

１
）
授
業
計
画
作
成
の
目
的
と
意
義

 
（
備
考
）
知
的
財
産
の
取
り
扱
い
留
意
事
項
に
ふ
れ
る
こ
と
。

 
２
）
授
業
計
画
の
構
造
・
構
成

 
３
）
講
義
・
演
習
の
特
徴
・
意
義

 
４
）
教
材
検
索
、
教
材
開
発
、
教
材
選
択
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

２
．
授
業
の
ね
ら
い
の
設
定

 
１
）
現
場
の
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
設
定

 
２
）
授
業
の
条
件
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
設
定

 
３
）
受
講
者
の
力
量
の
把
握

 
 

３
．
授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
内
容
と
授
業
の
構
造

 
 

１
）
実
践
の
振
り
返
り
と
先
行
研
究
の
把
握

 
２
）
講
義
・
演
習
の
組
み
合
わ
せ
方

 
 

４
．
授
業
計
画
作
成
及
び
効
果
的
な
授
業
実
施
の
ポ
イ
ン
ト

 
１
）
講
義
・
演
習
実
施
の
ポ
イ
ン
ト

 
２
）
チ
ー
ム
編
成
の
視
点

 
３
）
時
間
配
分

 
４
）
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
の
協
働

 
５
．
授
業
の
評
価
と
改
善
方
法

 
１
）
授
業
評
価
の
目
的

 
２
）
授
業
評
価
の
た
め
の
デ
ー
タ

 
３
）
評
価
を
踏
ま
え
た
授
業
改
善
の
考
え
方
と
具
体
例

 
４
）
テ
ス
ト
の
実
施
方
法

  
 

６
．
授
業
計
画
及
び
教
材
作
成
（
演
習
）

 
 

・
授
業
計
画
及
び
教
材
の
作
成

 
 

    

科科
目目
名名

  
  
授授
業業
設設
計計
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

28
 時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
授
業
（
講
義
・
演
習
）
計
画
書
の
作
成
の
際
に
必
要
と
な
る
基
本
的
考
え
方
や
方
法
を

理
解
す
る
。
模
擬
授
業
の
計
画
作
成
を
通
し
て
、
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
し
、
授
業
の
ね
ら
い
を
踏
ま
え

た
教
材
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
授
業
を
計
画
す
る
際
に
必
要
と
な
る
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

  
２

. 
授
業
の
ね
ら
い
の
設
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 
３
．
授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
内
容
と
授
業
の
構
造
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

  
４

. 
授
業
計
画
の
作
成
及
び
効
果
的
な
授
業
実
施
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。

 
５

. 
授
業
の
評
価
と
改
善
方
法
を
理
解
す
る
。

 
６

. 
授
業
を
計
画
し
、
教
材
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
が
均
質
な
授
業
を
提
供
す
る
観
点
か
ら
、
再
現
性
の
高
い
授
業
計
画
書
を
準
備
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
効
果
的
で
再
現
性
の
高
い
授
業
計
画
の
作
成
の
基
本
的
考
え
方
、
実
施
方
法

及
び
そ
の
評
価
方
法
を
講
義
・
演
習
を
通
じ
て
体
験
的
に
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
授
業
計
画
や
教
材
作
成
の
基
本
的
考
え
方

 
１
）
授
業
計
画
作
成
の
目
的
と
意
義

  
 ２
）
授
業
計
画
の
構
造
・
構
成

  
３
）
講
義
・
演
習
の
特
徴
・
意
義

 
４
）
教
材
検
索
、
教
材
開
発
、
教
材
選
択
の
ポ
イ
ン
ト

 
２
．
授
業
の
ね
ら
い
の
設
定

 
１
）
現
場
の
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
設
定

  
２
）
授
業
の
条
件
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
設
定

  
３
）
受
講
者
の
力
量
の
把
握

 
３
．
授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
内
容
と
授
業
の
構
造

 
１
）
実
践
の
振
り
返
り
と
先
行
研
究
の
把
握

  
２
）
講
義
・
演
習
の
組
み
合
わ
せ
方

 
４
．
授
業
計
画
作
成
及
び
効
果
的
な
授
業
実
施
の
ポ
イ
ン
ト

 
１
）
講
義
・
演
習
実
施
の
ポ
イ
ン
ト

  
２
）
チ
ー
ム
編
成
の
視
点

 
３
）
時
間
配
分

 
４
）
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
の
協
働

 
５
．
授
業
の
評
価
と
改
善
方
法

 
１
）
授
業
評
価
の
目
的

 
２
）
授
業
評
価
の
た
め
の
デ
ー
タ

 
３
）
評
価
を
踏
ま
え
た
授
業
改
善
の
考
え
方
と
具
体
例

  
４
）
テ
ス
ト
の
実
施
方
法

 
６
．
授
業
計
画
及
び
教
材
作
成
（
演
習
）

 
 

・
授
業
計
画
及
び
教
材
の
作
成

 
 

  

           ・
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
計
画
法
が
不

足
し
て
い
る

 
➡
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
の
計
画
法
も
ふ

く
め
る
た
め
、
到
達
目
標
７
を
追
加

 
           ・
著
作
権
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
が

あ
る
。

 
➡
著
作
権
に
つ
い
て
、
備
考
欄
に
、

教
材
検
索
、
教
材
開
発
、
教
材
選
択

の
ポ
イ
ン
ト
の
備
考
欄
に
追
加
す

る
。
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

77 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
授授
業業
のの
実実
施施
とと
評評
価価

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
演
習
（

17
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

授
業
計
画
に
基
づ
く
講
義
・
演
習
を
展
開
で
き
る
。
模
擬
授
業
で
の
演
習
の
成
果
や
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
、

授
業
の
ね
ら
い
や
内
容
、
方
法
に
つ
い
て
改
善
の
た
め
の
提
案
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
授
業
計
画
に
基
づ
き
、
研
修
の
実
施
形
態
の
特
徴
に
合
わ
せ
た
講
義
・
演
習
を
展
開
で
き
る
。

 
２
．
よ
り
効
果
的
な
授
業
を
構
築
・
展
開
す
る
た
め
に
授
業
の
ね
ら
い
・
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
改
善
の
た
め
の
提

 
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３
．
授
業
の
評
価
を
踏
ま
え
て
、
授
業
計
画
を
修
正
・
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

本
科
目
で
は
、
実
際
に
計
画
し
た
講
義
・
演
習
の
一
部
を
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
形
式
で
実
施
し
、
授
業
の
ね
ら
い
に

対
す
る
授
業
の
内
容
の
適
切
さ
、
講
師
役
の
教
授
の
あ
り
方
、
教
材
の
有
効
性
等
、
講
義
・
演
習
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
受
講
者
同
士
で
相
互
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
検
討
す
る
。
ま
た
、
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
、
授
業
の
内
容

を
修
正
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
効
果
的
な
研
修
実
施
と
そ
の
改
善
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
模
擬
授
業
の
実
施

 
１
）
授
業
計
画
の
解
説
（
授
業
の
ね
ら
い
、
全
体
の
構
成
、
実
演
す
る
部
分
）

 
２
）
授
業
計
画
に
則
っ
た
模
擬
授
業
の
実
施

 
 

（
備
考
）
対
面
形
式
と
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
の
ど
ち
ら
も
実
施
す
る
こ
と
。

 
 
２
．
受
講
者
間
の
討
議
に
よ
る
模
擬
授
業
の
評
価

 
 

１
）
模
擬
授
業
の
実
演
結
果
に
つ
い
て
の
討
議

 
２
）
模
擬
授
業
で
の
学
習
成
果
の
ま
と
め

 
 

 
３
．
授
業
計
画
及
び
教
材
の
修
正

 
 

・
授
業
の
実
施
と
評
価
を
踏
ま
え
、
授
業
計
画
及
び
教
材
の
修
正

 
 

 
                   

科科
目目
名名

  
  
模模
擬擬
授授
業業

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
演
習
（

14
 時
間
）

 
 目

 
 
的

  
授
業
計
画
に
基
づ
く
講
義
・
演
習
を
展
開
で
き
る
。
模
擬
授
業
で
の
演
習
の
成
果
や
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
、

授
業
の
ね
ら
い
や
内
容
、
方
法
に
つ
い
て
改
善
の
た
め
の
提
案
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
授
業
計
画
に
基
づ
き
、
講
義
・
演
習
を
展
開
で
き
る
。

 
２

. 
よ
り
効
果
的
な
授
業
を
構
築
・
展
開
す
る
た
め
に
授
業
の
ね
ら
い
・
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
改
善
の
た
め
の
提

 
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
３

. 
授
業
の
評
価
を
踏
ま
え
て
、
授
業
計
画
を
修
正
・
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

  
本
科
目
で
は
、
実
際
に
計
画
し
た
講
義
・
演
習
の
一
部
を
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
形
式
で
実
施
し
、
授
業
の
ね
ら
い
に

対
す
る
授
業
の
内
容
の
適
切
さ
、
講
師
役
の
教
授
の
あ
り
方
、
教
材
の
有
効
性
等
、
講
義
・
演
習
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
受
講
者
同
士
で
相
互
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
検
討
す
る
。
ま
た
、
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
、
授
業
の
内
容

を
修
正
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
効
果
的
な
研
修
実
施
と
そ
の
改
善
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
模
擬
授
業
の
実
施

 
１
）
授
業
計
画
の
解
説
（
授
業
の
ね
ら
い
、
全
体
の
構
成
、
実
演
す
る
部
分
）

 
２
）
授
業
計
画
に
則
っ
た
模
擬
授
業
の
実
施

 
 ２
．
受
講
者
間
の
討
議
に
よ
る
模
擬
授
業
の
評
価

 
１
）
模
擬
授
業
の
実
演
結
果
に
つ
い
て
の
討
議

  
２
）
模
擬
授
業
で
の
学
習
成
果
の
ま
と
め

 
 ３
．
授
業
計
画
及
び
教
材
の
修
正

 
 

・
授
業
の
実
施
と
評
価
を
踏
ま
え
、
授
業
計
画
及
び
教
材
の
修
正

 
 

                      

 ・
実
施
内
容
が
科
目
名
と
な
っ
て
お

り
、
学
習
内
容
を
表
現
し
て
い
な
い

➡
科
目
名
を
「
授
業
の
実
施
と
評

価
」
へ
変
更

 
 ・
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
に
お
け
る
授
業

方
法
の
学
習
を
含
む
た
め
、
到
達
目

標
お
よ
び
備
考
に
追
加
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

88 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
研研
修修
企企
画画
とと
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

5 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
の
位
置
づ
け
や
受
講
者
の
力
量
等
、
研
修
の
条
件
に
合
わ
せ
た
研
修
目
標
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
及
び
そ

の
評
価
方
法
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
し
、
適
切
な
研
修
企
画
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１

. 
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
た
め
の
基
本
的
知
識
を
理
解
す
る
。

 
２

. 
研
修
の
位
置
づ
け
や
受
講
者
の
受
講
準
備
状
況
（
力
量
）
等
を
踏
ま
え
た
、
研
修
目
標
の
設
定
方
法
を
理
解
す

 
る
。

 
３

. 
研
修
目
標
や
研
修
の
諸
条
件
（
時
間
数
、
費
用
等
）
に
応
じ
、
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
す
る
際
の
内
容
や

 
順
序
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
４

. 
実
践
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価
の
考
え
方
及
び
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
か
か
わ
る
人
材
育
成
に
お
い
て
は
、
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、

単
発
の

O
ff-

JT
を
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
研
修
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

O
JT
に
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
効
果
的
な
研
修
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
研
修
や
研
修
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
目
的
に
沿
っ
た
成
果
を
上
げ
て
い
る
か
評
価
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知

症
ケ
ア
に
お
け
る
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
築
の
あ
り
方
及
び
そ
の
評
価
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
基
本
的
知
識

 
１
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
を
学
習
す
る
意
味

 
２
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス

 
３
）
シ
ラ
バ
ス
の
位
置
づ
け
と
役
割

 
 

 
２
．
研
修
目
標
の
設
定

 
１
）
研
修
目
標
の
設
定
方
法

 
２
）
研
修
受
講
者
の
受
講
準
備
状
況
（
力
量
）
の
把
握
と
評
価

 
 

 
３
．
研
修
内
容
と
順
序
の
検
討

 
 

１
）
研
修
目
標
と
研
修
内
容
の
関
係

 
２
）
研
修
の
順
序
と
学
習
効
果

 
３
）
研
修
講
師
選
定
の
基
本
的
考
え
方
と
講
師
依
頼
の
ポ
イ
ン
ト

 
４
）
事
前
課
題
の
設
定

 
５
）
研
修
を
構
築
す
る
際
に
検
討
す
べ
き
諸
条
件
（
対
象
要
件
、
修
了
要
件
、
１
コ
マ
の
時
間
数
、
休
憩
、
受
講

 
定
員
、
受
講
料
等
）
の
考
え
方

 
 

 
４
．
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価

 
 

１
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価
の
目
的
・
意
義

 
２
）
研
修
の
目
的
に
合
わ
せ
た
評
価
対
象
と
評
価
時
期
の
設
定

 
３
）
実
践
研
修
の
評
価
方
法
（
演
習
）

 
     

科科
目目
名名

  研研
修修
企企
画画
とと
評評
価価

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

5 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
研
修
の
位
置
づ
け
や
受
講
者
の
力
量
等
、
研
修
の
条
件
に
合
わ
せ
た
研
修
目
標
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
及
び
そ

の
評
価
方
法
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
し
、
適
切
な
研
修
企
画
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
た
め
の
基
本
的
知
識
を
理
解
す
る
。

 
２
．
研
修
の
位
置
づ
け
や
受
講
者
の
受
講
準
備
状
況
（
力
量
）
等
を
踏
ま
え
た
、
研
修
目
標
の
設
定
方
法
を
理
解
す

 
る
。

 
３

. 
研
修
目
標
や
研
修
の
諸
条
件
（
時
間
数
、
費
用
等
）
に
応
じ
、
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
す
る
際
の
内
容
や

 
順
序
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
４

. 
実
践
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価
の
考
え
方
及
び
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
ケ
ア
に
か
か
わ
る
人
材
育
成
に
お
い
て
は
、
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、

単
発
の

O
ff-

JT
を
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
研
修
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

O
JT
に
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
効
果
的
な
研
修
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
研
修
や
研
修
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
目
的
に
沿
っ
た
成
果
を
上
げ
て
い
る
か
評
価
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知

症
ケ
ア
に
お
け
る
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
築
の
あ
り
方
及
び
そ
の
評
価
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
基
本
的
知
識

 
１
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
を
学
習
す
る
意
味

  
２
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス

  
３
）
シ
ラ
バ
ス
の
位
置
づ
け
と
役
割

 
 ２
．
研
修
目
標
の
設
定

 
１
）
研
修
目
標
の
設
定
方
法

 
２
）
研
修
受
講
者
の
受
講
準
備
状
況
（
力
量
）
の
把
握
と
評
価

 
 ３
．
研
修
内
容
と
順
序
の
検
討

 
１
）
研
修
目
標
と
研
修
内
容
の
関
係

  
２
）
研
修
の
順
序
と
学
習
効
果

 
３
）
研
修
講
師
選
定
の
基
本
的
考
え
方
と
講
師
依
頼
の
ポ
イ
ン
ト

  
４
）
事
前
課
題
の
設
定

 
５
）
研
修
を
構
築
す
る
際
に
検
討
す
べ
き
諸
条
件
（
対
象
要
件
、
修
了
要
件
、
１
コ
マ
の
時
間
数
、
休
憩
、
受
講

 
定
員
、
受
講
料
等
）
の
考
え
方

 
 ４
．
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価

 
 

１
）
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
評
価
の
目
的
・
意
義

 
２
）
研
修
の
目
的
に
合
わ
せ
た
評
価
対
象
と
評
価
時
期
の
設
定

  
３
）
実
践
者
研
修
の
評
価
方
法
（
演
習
）

  
      

                                             ・
４
．

3）
実
践
者
研
修
の
～

 
実

践
者
研
修
だ
け
で
な
く
、
リ
ー
ダ
ー

研
修
も
含
ま
れ
る

 
 

➡
実
践
研
修
～
に
変
更
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66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

99 
/ 

1144
 

科科
目目
名名

  
  
人人
材材
育育
成成
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

3 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
人
材
育
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
構
築
等
効
果
的
な
人
材
育

成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１

.人
材
育
成
の
基
本
的
考
え
方
と
認
知
症
ケ
ア
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
人
材
育
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 
２

.人
材
育
成
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
重
要
性
と
動
機
づ
け
を
高
め
る
た
め
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
３

.ケ
ア
現
場
に
お
け
る
効
果
的
な
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
け
る
研
修
の
他
、
地
域
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す

る
あ
ら
ゆ
る
組
織
の
中
で
人
材
育
成
に
関
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成

事
業
設
立
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て
、
効
果
的
な
人
材
育
成
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的

知
識
を
学
習
す
る
。
ま
た
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
認
知
機
能
の
低
下
や
認
知
症
の
人
の
個
性
等
に
応
じ
た

個
別
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
考
え
行
動
す
る
人
材
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
学
習
し
た

成
果
を
現
場
で
活
用
す
る
た
め
の
動
機
づ
け
を
高
め
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
人
材
育
成
の
た
め
の

視
点
や
条
件
整
備
・
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
の
組
織
的
な
取
り
組
み
の
あ
り
方
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
人
材
育
成

 
 

１
）
こ
れ
か
ら
の
人
材
育
成
の
あ
り
方

 
２
）

O
JT
、

O
ff-

JT
、

SD
S 
の
活
用

 
３
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
人
材
育
成
の
課
題

 
 

 
２
．
人
材
育
成
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
理
解

 
１
）
動
機
づ
け
の
理
解
（
内
発
的
動
機
、
達
成
動
機
、
ワ
ー
ク
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
等
）

 
２
）
人
材
育
成
に
お
い
て
動
機
づ
け
向
上
を
働
き
か
け
る
方
法

 
 

 
３
．
効
果
的
な
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
と
運
用

 
 

１
）
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
づ
く
り
・
環
境
づ
く
り

 
２
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
構
築
と
支
援
体
制

 
３
）
初
任
者
・
新
任
者
へ
の

 O
JT

 の
計
画
と
実
施

 
４
）
中
堅
職
員
の
人
材
育
成

 
 

 
             

科科
目目
名名

  
  
人人
材材
育育
成成
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
（

3 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
ケ
ア
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
人
材
育
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
構
築
等
効
果
的
な
人
材
育

成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
人
材
育
成
の
基
本
的
考
え
方
と
認
知
症
ケ
ア
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
人
材
育
成
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

  
２

. 
人
材
育
成
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
重
要
性
と
動
機
づ
け
を
高
め
る
た
め
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
３

. 
ケ
ア
現
場
に
お
け
る
効
果
的
な
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
者
等
養
成
事
業
に
お
け
る
研
修
の
他
、
地
域
に
お
け
る
認
知
症
ケ
ア
に
関
連
す

る
あ
ら
ゆ
る
組
織
の
中
で
人
材
育
成
に
関
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
科
目
で
は
、
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成

事
業
設
立
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て
、
効
果
的
な
人
材
育
成
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的

知
識
を
学
習
す
る
。
ま
た
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
認
知
機
能
の
低
下
や
認
知
症
の
人
の
個
性
等
に
応
じ
た

個
別
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
考
え
行
動
す
る
人
材
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
学
習
し
た

成
果
を
現
場
で
活
用
す
る
た
め
の
動
機
づ
け
を
高
め
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
人
材
育
成
の
た
め
の

視
点
や
条
件
整
備
・
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
の
組
織
的
な
取
り
組
み
の
あ
り
方
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
人
材
育
成

 
１
）
こ
れ
か
ら
の
人
材
育
成
の
あ
り
方

  
２
）

O
JT
、

O
ff-

JT
、

SD
S 
の
活
用

 
３
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
人
材
育
成
の
課
題

 
 ２
．
人
材
育
成
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
理
解

 
１
）
動
機
づ
け
の
理
解
（
内
発
的
動
機
、
達
成
動
機
、
ワ
ー
ク
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
等
）

 
２
）
人
材
育
成
に
お
い
て
動
機
づ
け
向
上
を
働
き
か
け
る
方
法

 
 ３
．
効
果
的
な
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
と
運
用

 
 

１
）
人
材
育
成
の
た
め
の
組
織
づ
く
り
・
環
境
づ
く
り

  
２
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
構
築
と
支
援
体
制

 
３
）
初
任
者
・
新
任
者
へ
の

 O
JT

 の
計
画
と
実
施

  
４
）
中
堅
職
員
の
人
材
育
成
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

1100
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
成成
人人
教教
育育
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

3 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

成
人
教
育
学
に
お
け
る
成
人
の
特
徴
を
理
解
し
、
効
果
的
な
支
援
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

 
 

到
達
目
標

 
１

. 
成
人
教
育
の
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２

.成
人
教
育
に
お
け
る
、
教
育
者
の
役
割
を
理
解
し
、
倫
理
的
視
点
を
醸
成
す
る
。

 
３

. 
成
人
教
育
の
考
え
方
を
実
践
研
修
等
研
修
に
お
け
る
学
習
支
援
に
活
用
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
は
基
礎
教
育
と
異
な
り
、
現
に
実
務
に
従
事
し
て
い
る
成
人
に
対
す
る

 現
任

教
育
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
効
果
的
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
教
育
に
お

け
る
教
え
る
―
教
え
ら
れ
る
関
係
と
異
な
り
、
成
人
教
育
の
特
徴
に
配
慮
し
た
働
き
か
け
が
求
め
ら
れ
る
。
本
科

目
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
学
習
す
る
成
人
の
特
徴
を
理
解
し
、
そ
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
学
習
支
援
の
あ
り
方

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
実
践
研
修
修
了
者
の
学
習
支
援
や
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の

自
身
の
発
展
を
に
ら
み
、
そ
の
よ
う
な
学
習
支
援
を
発
展
さ
せ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方
を
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
成
人
教
育
学
の
基
本
的
考
え
方

 
 

１
）
成
人
学
習
者
の
特
徴
（
自
己
決
定
性
、
経
験
の
観
点
か
ら
）

 
 

２
）
成
人
学
習
の
プ
ロ
セ
ス

 
３
）
意
識
変
容
の
学
習
プ
ロ
セ
ス

 
 

 
２
．
教
育
者
の
役
割
と
倫
理

 
１
）
教
育
者
の
役
割

 
２
）
教
育
者
の
振
り
返
り
の
重
要
性

 
 

 
３
．
学
習
支
援
の
方
法

 
 

１
）
振
り
返
り
の
方
法

 
２
）
振
り
返
る
意
味

 
３
）
学
習
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成

 
 

                

科科
目目
名名

  
  
成成
人人
教教
育育
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

3 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
成
人
教
育
学
に
お
け
る
成
人
の
特
徴
を
理
解
し
、
効
果
的
な
支
援
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
成
人
教
育
の
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２

. 
成
人
教
育
に
お
け
る
、
教
育
者
の
役
割
を
理
解
し
、
倫
理
的
視
点
を
醸
成
す
る
。

 
３

. 
成
人
教
育
の
考
え
方
を
実
践
研
修
等
研
修
に
お
け
る
学
習
支
援
に
活
用
す
る
方
法
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業
は
基
礎
教
育
と
異
な
り
、
現
に
実
務
に
従
事
し
て
い
る
成
人
に
対
す
る
現
任

教
育
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
効
果
的
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
教
育
に
お

け
る
教
え
る
―
教
え
ら
れ
る
関
係
と
異
な
り
、
成
人
教
育
の
特
徴
に
配
慮
し
た
働
き
か
け
が
求
め
ら
れ
る
。
本
科

目
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
学
習
す
る
成
人
の
特
徴
を
理
解
し
、
そ
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
学
習
支
援
の
あ
り
方

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
実
践
研
修
修
了
者
の
学
習
支
援
や
認
知
症
介
護
指
導
者
と
し
て
の

自
身
の
発
展
を
に
ら
み
、
そ
の
よ
う
な
学
習
支
援
を
発
展
さ
せ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方
を
学
習
す
る
。

 
 

内
 

 
容

 
 
備
考

 
１
．
成
人
教
育
学
の
基
本
的
考
え
方

 
１
）
成
人
学
習
者
の
特
徴
（
自
己
決
定
性
、
経
験
の
観
点
か
ら
）

  
２
）
成
人
学
習
の
プ
ロ
セ
ス

 
３
）
意
識
変
容
の
学
習
プ
ロ
セ
ス

 
 ２
．
教
育
者
の
役
割
と
倫
理

 
１
）
教
育
者
の
役
割

 
２
）
教
育
者
の
振
り
返
り
の
重
要
性

 
 ３
．
学
習
支
援
の
方
法

 
 

１
）
振
り
返
り
の
方
法

  
２
）
振
り
返
る
意
味

 
３
）
学
習
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

1111
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
関関
すす
るる
研研
究究
法法
のの
概概
論論

  
研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

2 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

認
知
症
ケ
ア
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
課
題
設
定
、
デ
ー
タ
収
集
、
分
析
及
び
評
価
な
ど
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
到
達
目
標

 
１

. 
 認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
学
術
的
な
研
究
の
考
え
方
と
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２

. 
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
を
取
り
ま
と
め
る
際
の
研
究
課
題
の
設
定
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
３

. 
 介
入
方
法
に
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
収
集
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
４

. 
 研
究
結
果
の
分
析
、
結
果
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
研
修
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
や
根

拠
に
基
づ
い
た
実
践
を
推
進
す
る
立
場
と
な
る
ほ
か
、
受
講
者
の
実
践
事
例
報
告
に
対
す
る
指
導
を
行
う
立
場
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
公
平
・
公
正
に
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
認
知
症
ケ
ア
の
研
究
報
告
を
読
み

解
く
力
を
修
得
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
力
量
は
、
認
知
症
介
護
指
導
者
と
な
っ
た
の
ち
に
も
自
己

学
習
等
に
よ
り
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
本
科
目
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
研
究
の
プ

ロ
セ
ス
を
概
観
し
、
職
場
実
習
に
取
り
組
み
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
研
究
的
な
考
え
方
を
理

解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
学
術
的
な
研
究
の
考
え
方
と
プ
ロ
セ
ス

 
１
）
学
術
的
な
研
究

 
２
）
仮
説
・
検
証
の
必
要
性

 
３
）
研
究
の
過
程

 
 

 
２
．
研
究
課
題
の
設
定

 
 

１
）
問
題
意
識
・
興
味
か
ら
明
確
な
課
題
へ
の
転
換

 
２
）
因
果
と
説
明

 
３
）
研
究
の
デ
ザ
イ
ン

 
４
）
デ
ー
タ
の
収
集
方
法

 
５
）
倫
理
的
配
慮

 
 

（
備
考
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
介
入
研
究
を
具
体
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
。

 
 

３
．
介
入
方
法
に
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
収
集
の
方
法

 
 

１
）
介
入
と
デ
ー
タ
収
集

 
２
）
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
尺
度
の
種
類

 
 

 
４
．
分
析
と
仮
説
の
検
証

 
１
）
質
的
デ
ー
タ
・
量
的
デ
ー
タ
の
整
理
・
分
析

 
２
）
考
察
・
仮
説
の
検
証

 
 

 
５
．
研
究
成
果
の
ま
と
め
方
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 
 

１
）
背
景
、
目
的
、
方
法
、
結
果
、
考
察

 
２
）
倫
理
的
配
慮
の
示
し
方

 
３
）
結
果
と
考
察
の
違
い
、
目
的
と
考
察
の
対
応
等

 
４
）
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

 
５
）
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
・
ポ
ス
タ
ー
作
成
の
ポ
イ
ン
ト

 
６
）
質
疑
応
答
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

科科
目目
名名

  
  
認認
知知
症症
ケケ
アア
にに
関関
すす
るる
研研
究究
法法
のの
概概
論論

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

2 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
ケ
ア
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
課
題
設
定
、
デ
ー
タ
収
集
、
分
析
及
び
評
価
な
ど
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
到
達
目
標

  
１

. 
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
学
術
的
な
研
究
の
考
え
方
と
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  
２

. 
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
を
取
り
ま
と
め
る
際
の
研
究
課
題
の
設
定
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
。

 
３

. 
介
入
方
法
に
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
収
集
の
方
法
を
理
解
す
る
。

 
４

. 
研
究
結
果
の
分
析
、
結
果
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
研
修
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
や
根

拠
に
基
づ
い
た
実
践
を
推
進
す
る
立
場
と
な
る
ほ
か
、
受
講
者
の
実
践
事
例
報
告
に
対
す
る
指
導
を
行
う
立
場
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
公
平
・
公
正
に
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
認
知
症
ケ
ア
の
研
究
報
告
を
読
み

解
く
力
を
修
得
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
力
量
は
、
認
知
症
介
護
指
導
者
と
な
っ
た
の
ち
に
も
自
己

学
習
等
に
よ
り
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
本
科
目
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
認
知
症
ケ
ア
の
実
践
研
究
の
プ

ロ
セ
ス
を
概
観
し
、
職
場
研
修
に
取
り
組
み
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
研
究
的
な
考
え
方
を
理

解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
学
術
的
な
研
究
の
考
え
方
と
プ
ロ
セ
ス

 
１
）
学
術
的
な
研
究

  
 

２
）
仮
説
・
検
証
の
必
要
性

  
３
）
研
究
の
過
程

 
 ２
．
研
究
課
題
の
設
定

 
１
）
問
題
意
識
・
興
味
か
ら
明
確
な
課
題
へ
の
転
換

  
２
）
因
果
と
説
明

 
３
）
研
究
の
デ
ザ
イ
ン

  
４
）
デ
ー
タ
の
収
集
方
法

  
５
）
倫
理
的
配
慮

 
（
備
考
）
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る
介
入
研
究
を
具
体
例
に
挙
げ
て
説
明
す
る
。

 
 ３
．
介
入
方
法
に
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
収
集
の
方
法

 
１
）
介
入
と
デ
ー
タ
収
集

 
２
）
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
尺
度
の
種
類

 
 ４
．
分
析
と
仮
説
の
検
証

 
１
）
質
的
デ
ー
タ
・
量
的
デ
ー
タ
の
整
理
・
分
析

  
２
）
考
察
・
仮
説
の
検
証

 
 ５
．
研
究
成
果
の
ま
と
め
方
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 
 

１
）
背
景
、
目
的
、
方
法
、
結
果
、
考
察

  
２
）
倫
理
的
配
慮
の
示
し
方

 
３
）
結
果
と
考
察
の
違
い
、
目
的
と
考
察
の
対
応
等

  
４
）
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

 
５
）
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
・
ポ
ス
タ
ー
作
成
の
ポ
イ
ン
ト

  
６
）
質
疑
応
答
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

                                                     



419

令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

1122
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
職職
場場
実実
習習
企企
画画

  
職職
場場
実実
習習

  職職
場場
実実
習習
（（
振振
りり
返返
りり
））
職職
場場
実実
習習
報報
告告

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
演
習
（

12
 時
間
）

 実
習
（

5 
週
間
）

 演
習
（

3 
時
間
）
演
習
（

14
 時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
実
習
企
画
、
そ
の
実
践
及
び
評
価
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
到
達
目
標

 _  
１

.認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
研
究
的
な
取
り
組
み
を
企
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

２
.企
画
に
基
づ
い
て
職
場
実
習
の
実
践
及
び
評
価
が
で
き
る
。

 
３

. 
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
研
修
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
や
根

拠
に
基
づ
い
た
実
践
を
推
進
す
る
立
場
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
役
割
と
し
て
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
に
お
け
る

職
場
実
習
に
お
い
て
は
、
受
講
者
の
実
践
事
例
報
告
に
対
す
る
指
導
を
行
う
立
場
に
な
り
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
公

平
・
公
正
に
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
認
知
症
ケ
ア
の
研
究
報
告
を
読
み
解
く
力
を
修
得
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
科
目
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
職
場
実
習
企
画
書
に
基
づ
き
、
職
場
実
習
を
実
施
し
、
ま
と
め
る
過
程
を
通
じ

て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
研
究
的
な
取
り
組
み
の
企
画
と
実
践
、
評
価
及
び
報
告
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
目
指
す
。

 
内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
【
職
場
実
習
企
画
】

 
１

. 
職
場
実
習
に
関
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 
 

１
）
職
場
実
習
の
目
的

 
２
）
職
場
実
習
企
画
書
の
構
成
と
記
入
方
法

 
３
）
職
場
実
習
企
画
書
及
び
実
習
報
告
の
実
践
事
例
の
紹
介

 
 

 
２

. 
職
場
実
習
企
画
書
の
作
成

 
 

１
）
解
決
し
た
い
職
場
の
課
題
の
選
定
及
び
目
的
の
決
定

 
２
）
方
法
の
検
討

 
３
）
評
価
方
法
の
検
討

 
４
）
職
場
管
理
者
等
上
司
へ
の
確
認

 
 

（
備
考
）
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
進
め
る
。

 
 

【
職
場
実
習
】

 
３

. 
企
画
書
に
基
づ
い
た
実
践

 
 

１
）
協
力
者
に
対
す
る
説
明
と
同
意

 
２
）
企
画
書
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
の
展
開

 
３
）
取
り
組
み
の
成
果
の
評
価

 
４
）
報
告
資
料
の
と
り
ま
と
め
と
提
出

 
 

（
備
考
）
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
進
め
る
。

 
 

【
職
場
実
習
（
振
り
返
り
）
】

 
４

. 
職
場
実
習
全
体
の
振
り
返
り

 
 

・
職
場
実
習
に
関
す
る
取
り
組
み
の
振
り
返
り

 
 

 
【
職
場
実
習
成
果
報
告
】

 
５

. 
取
り
組
み
の
成
果
の
報
告

 
 

１
）
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
の
報
告

 
２
）
質
疑
応
答

 

科科
目目
名名

  職職
場場
実実
習習
企企
画画

  
職職
場場
実実
習習

  職職
場場
実実
習習
（（
振振
りり
返返
りり
））
職職
場場
実実
習習
報報
告告

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
演
習
（

14
 時
間
）
実
習
（

5 
週
間
）
演
習
（

3 
時
間
）
演
習
（

14
 時
間
）
）

 
 目

 
 
的

  
研
修
で
学
ん
だ
内
容
を
生
か
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
実
習
企
画
、
そ
の
実
践
及
び
評
価
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
到
達
目
標

  
１

. 
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
研
究
的
な
取
り
組
み
を
企
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  
２

. 
企
画
に
基
づ
い
て
職
場
実
習
の
実
践
及
び
評
価
が
で
き
る
。

 
３

. 
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
実
践
研
修
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
や
根

拠
に
基
づ
い
た
実
践
を
推
進
す
る
立
場
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
役
割
と
し
て
、
認
知
症
介
護
実
践
研
修
に
お
け
る

職
場
実
習
に
お
い
て
は
、
受
講
者
の
実
践
事
例
報
告
に
対
す
る
指
導
を
行
う
立
場
に
な
り
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
公

平
・
公
正
に
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
認
知
症
ケ
ア
の
研
究
報
告
を
読
み
解
く
力
を
修
得
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
科
目
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
職
場
実
習
企
画
書
に
基
づ
き
、
職
場
実
習
を
実
施
し
、
ま
と
め
る
過
程
を
通
じ

て
、
認
知
症
ケ
ア
に
お
け
る
研
究
的
な
取
り
組
み
の
企
画
と
実
践
、
評
価
及
び
報
告
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
目
指
す
。

 
内

 
 
容

 
 
備
考

 
【
職
場
実
習
企
画
】

 
１

. 
職
場
実
習
に
関
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 
１
）
職
場
実
習
の
目
的

 
２
）
職
場
実
習
企
画
書
の
構
成
と
記
入
方
法

 
３
）
職
場
実
習
企
画
書
及
び
実
習
報
告
の
実
践
事
例
の
紹
介

 
 ２

. 
職
場
実
習
企
画
書
の
作
成

 
 

１
）
解
決
し
た
い
職
場
の
課
題
の
選
定
及
び
目
的
の
決
定

  
２
）
方
法
の
検
討

 
３
）
評
価
方
法
の
検
討

 
４
）
職
場
管
理
者
等
上
司
へ
の
確
認

 
 

（
備
考
）
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
進
め
る
。

 
 【
職
場
実
習
】

 
３

. 
企
画
書
に
基
づ
い
た
実
践

 
 

１
）
協
力
者
に
対
す
る
説
明
と
同
意

  
 

２
）
企
画
書
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
の
展
開

  
３
）
取
り
組
み
の
成
果
の
評
価

 
４
）
報
告
資
料
の
と
り
ま
と
め
と
提
出

 
 

（
備
考
）
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
進
め
る
。

 
 【
職
場
実
習
（
振
り
返
り
）
】

  
４

. 
職
場
実
習
全
体
の
振
り
返
り

 
 

・
職
場
実
習
に
関
す
る
取
り
組
み
の
振
り
返
り

 
 

 【
職
場
実
習
成
果
報
告
】

  
５

. 
取
り
組
み
の
成
果
の
報
告

 
 

１
）
職
場
実
習
に
お
け
る
取
り
組
み
の
成
果
の
報
告

  
２
）
質
疑
応
答
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令令
和和

66
年年
度度
改改
定定
版版

  
認認
知知
症症
介介
護護
研研
究究
・・
研研
修修
セセ
ンン
タタ
ーー

  

認認
知知
症症
介介
護護
指指
導導
者者
養養
成成
研研
修修

  
シシ
ララ
ババ
スス
新新
旧旧
対対
照照
表表

  
新新

  
旧旧

  
課課
題題
及及
びび
改改
善善
点点

  
（（
・・
課課
題題
➡➡
改改
善善
点点
））

  
  

1133
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  
共共
生生
のの
たた
めめ
にに
地地
域域
でで
支支
ええ
合合
うう
体体
制制
づづ
くく
りり

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

2 
時
間
）

 
 目

 
 
的

 
 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
や
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
を
理
解
し
、
地
域
に
お
い
て
認
知
症
の
人
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た

め
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
解
決
の
提
案
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

 _  
１
．
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
連
携
に
必
要
な
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２
．
関
連
機
関
等
と
の
連
携
体
制
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け
と
役
割
を
理
解
す
る
。

 
３
．
認
知
症
の
人
が
地
域
の
中
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
自
己
の
目
標
と
課
題

 
を
整
理
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
地
域
に
お
い
て
行
政
の
施
策
に
則
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、
認
知
症
基
本
法
で
目
指
し
て
い
る
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
地
域
に
お
け
る
認
知
症
の
人
の
生
活
の

質
の
向
上
や
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
継
続
で
き
る
た
め
の
様
々
な
取
り
組
み
を
実
践
し
て
い
る
ケ
ー

  
 ス
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
践
研
修
に
お
い
て
は
、
認
知
症
の
人
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と

を
支
え
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
教
育
す
る
立
場
に
も
な
る
。
本
科
目
で
は
、
共
生
社
会
を
築
い
て
い
く
た

め
の
地
域
で
の
活
動
の
推
進
や
実
践
研
修
で
の
授
業
の
展
開
な
ど
、
指
導
者
と
し
て
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
上

で
重
要
と
な
る
地
域
連
携
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
や
取
り
組
み
の
実
践
事
例
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
共
生
及
び
そ
の
た
め
の
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
必
要
な
基
本
的
考
え
方
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
共
生
に
つ
い
て
の
理
解
と
自
地
域
の
課
題

 
（
備
考
）
認
知
症
基
本
法
に
お
け
る
「
共
生
」
の
概
念
を
説
明
す
る
。

 
２
）
他
施
設
・
事
業
所
、
他
機
関
、
他
職
種
の
理
解

 
３
）
関
係
機
関
等
と
の
連
携
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
ポ
イ
ン
ト

 
 

２
．
関
連
機
関
等
と
の
連
携
体
制
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け
と
役
割
（
事
前
課
題
）

 
 

１
）
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
資
源
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
際
の
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け

 
２
）
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
資
源
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
際
の
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割

 
 

３
．
医
療
・
介
護
・
地
域
連
携
等
の
実
践
事
例

 
 

１
）
啓
発
・
本
人
発
信
支
援

 
２
）
本
人
の
社
会
参
加
活
動
支
援

 
３
）
安
心
・
安
全
な
外
出
支
援
（
行
方
不
明
対
応
を
含
む
）

 
４
）
本
人
が
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
の
医
療
・
介
護
・
地
域
連
携
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

 
 

 ４
．
地
域
に
お
け
る
認
知
症
の
人
に
対
す
る
支
援
体
制
づ
く
り
の
目
標
と
課
題
の
整
理

 
 

・
以
上
の
学
習
を
踏
ま
え
、
自
己
の
目
標
と
課
題
を
整
理

 
 

       

科科
目目
名名

  共共
生生
のの
たた
めめ
にに
地地
域域
でで
支支
ええ
合合
うう
体体
制制
づづ
くく
りり

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

1 
時
間
）

 
 目

 
 
的

  
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
や
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
を
理
解
し
、
地
域
に
お
い
て
認
知
症
の
人
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た

め
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
解
決
の
提
案
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
連
携
に
必
要
な
基
本
的
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
２

. 
関
連
機
関
等
と
の
連
携
体
制
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け
と
役
割
を
理
解
す
る
。

  
３

. 
認
知
症
の
人
が
地
域
の
中
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
自
己
の
目
標
と
課
題

 
を
整
理
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
地
域
に
お
い
て
行
政
の
施
策
に
則
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、
大
綱
で
目
指
し
て
い
る
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
地
域
に
お
け
る
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
の
向
上

や
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を
継
続
で
き
る
た
め
の
様
々
な
取
り
組
み
を
実
践
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
実
践
研
修
に
お
い
て
は
、
認
知
症
の
人
が
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
を
支
え
る
た

め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
教
育
す
る
立
場
に
も
な
る
。
本
科
目
で
は
、
共
生
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
の
地
域
で

の
活
動
の
推
進
や
実
践
研
修
で
の
授
業
の
展
開
な
ど
、
指
導
者
と
し
て
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
上
で
重
要
と
な

る
地
域
連
携
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
や
取
り
組
み
の
実
践
事
例
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

 
 内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
共
生
及
び
そ
の
た
め
の
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
必
要
な
基
本
的
考
え
方
（
事
前
課
題
）

 
１
）
共
生
に
つ
い
て
の
理
解
と
自
地
域
の
課
題

  
（
備
考
）
大
綱
に
お
け
る
「
共
生
」
の
概
念
を
説
明
す
る
。

 
２
）
他
施
設
・
事
業
所
、
他
機
関
、
他
職
種
の
理
解

 
３
）
関
係
機
関
等
と
の
連
携
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
ポ
イ
ン
ト

 
 ２
．
関
連
機
関
等
と
の
連
携
体
制
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け
と
役
割
（
事
前
課
題
）

 
１
）
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
資
源
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
際
の
認
知
症
介
護
指
導
者
の
位
置
づ
け

 
２
）
共
生
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
資
源
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
際
の
認
知
症
介
護
指
導
者
の
役
割

 
 ３
．
医
療
・
介
護
・
地
域
連
携
等
の
実
践
事
例

 
１
）
啓
発
・
本
人
発
信
支
援

  
２
）
本
人
の
社
会
参
加
活
動
支
援

 
３
）
安
心
・
安
全
な
外
出
支
援
（
行
方
不
明
対
応
を
含
む
）

  
４
）
本
人
が
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
の
医
療
・
介
護
・
地
域
連
携
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

 
 ４
．
地
域
に
お
け
る
認
知
症
の
人
に
対
す
る
支
援
体
制
づ
く
り
の
目
標
と
課
題
の
整
理

 
 

・
以
上
の
学
習
を
踏
ま
え
、
自
己
の
目
標
と
課
題
を
整
理

  
         

  ・
共
生
社
会
の
推
進
を
掲
げ
て
い
る

認
知
症
基
本
法
の
理
念
を
踏
ま
え
た

主
要
な
科
目
で
あ
る
が
、
研
修
時
間

が
短
く
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い

 
➡

1
時
間
延
長

 
           ➡
・
大
綱
か
ら
認
知
症
基
本
法
へ
表

現
を
変
更
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知知
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介介
護護
研研
究究
・・
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修修
セセ
ンン
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認認
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介介
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（（
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課課
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➡➡
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））

  
  

1144
 /

 11
44 

科科
目目
名名

  
  

  
相相
談談
援援
助助
のの
理理
論論
とと
方方
法法

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
（

7 
時
間
）

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 目
 

 
的

 
 

「
認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
及
び
認
知
症
の
人
に
関
す
る
正
し
い
理
解
を
深
め
る
」
た
め
に
、
認
知
症
ケ

ア
に
お
け
る
相
談
援
助
の
役
割
を
担
う
者
と
し
て
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
を
理
解
し
、
課
題
に
応
じ
た
対
応
及

び
支
援
を
実
践
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

 
 到
達
目
標

 
１
．

 既
習
の
科
目
で
学
ん
だ
内
容
と
関
連
さ
せ
、
相
談
援
助
に
お
け
る
原
則
や
基
本
的
態
度
、
必
要
な
知
識
・
技
術
を
理
解

す
る
。

 

２
．

 相
談
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
課
題
、
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
課
題
解
決
す
る
た
め
の
情
報
収
集
及
び
そ
の
分
析
方
法

を
実
践
的
に
理
解
す
る
。

 

３
．

 事
例
等
を
用
い
た
演
習
を
通
し
て
、
具
体
的
な
相
談
援
助
の
場
面
及
び
過
程
に
お
け
る
技
術
等
を
習
得
す
る
。

 

４
．

 自
己
の
相
談
援
助
の
あ
り
方
を
振
り
返
り
、
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
確
化
で
き
る
。

 

 概
 

 
要

 
 

認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
専
門
職
の
み
な
ら
ず
認
知
症
当
事
者
や
そ
の
家
族
、
地
域
住
民
か
ら
の
相
談
に
応

じ
、
「
認
知
症
の
人
に
関
す
る
正
し
い
理
解
」
を
推
進
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
役
割
を
果
た
す
た
め

に
は
、
認
知
症
当
事
者
や
ケ
ア
に
携
わ
る
人
々
の
相
談
内
容
に
適
し
た
的
確
な
助
言
・
支
援
の
技
術
が
求
め
ら
れ

る
。
本
科
目
で
は
、
当
該
事
業
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指
導
者
の
相
談
援
助
の
取
り
組
み
が
、
実
際
に
効
果
の
あ

る
働
き
か
け
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
今
後
地
域
で
活
動
す
る
に
あ
た
っ
て
の
自
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 内

 
 
容

 
 
（
削
除
）

 
１
．
相
談
援
助
に
お
け
る
原
則
や
基
本
的
態
度
、
必
要
な
知
識
・
技
術
の
理
解

 
 

１
）
相
談
援
助
を
実
施
す
る
前
に
修
得
を
要
す
る
原
則
や
基
本
的
態
度

 
２
）

 相
談
援
助
を
実
施
す
る
際
に
必
要
な
知
識
・
技
術

 
 ２
．
相
談
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
課
題
、
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
課
題
解
決
す
る
た
め
の
情
報
収
集
及
び

 
そ
の
分
析
方
法
の
実
践
的
理
解

 
 
１
）
相
談
者
の
課
題
に
関
す
る
情
報
収
集

 
 
２
）
課
題
の
焦
点
化

 
 
３
）
課
題
の
発
生
要
因
の
分
析
の
実
践
的
理
解

 
 

 
３
．
事
例
等
を
用
い
た
演
習
を
通
し
て
具
体
的
な
相
談
援
助
の
場
面
及
び
過
程
に
お
け
る
技
術
等
の
習
得

 
 

１
）
専
門
職
、
認
知
症
の
当
事
者
と
そ
の
家
族
、
地
域
住
民
等
の
様
々
な
事
例
を
用
い
た
演
習

 
２
）
上
記
１
）
の
相
談
者
に
合
わ
せ
た
支
援
の
過
程
に
お
け
る
技
術
の
習
得

 
 
４
．
自
己
の
相
談
援
助
の
あ
り
方
の
振
り
返
り
と
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
の
明
確
化

 
 

１
）
演
習
全
体
の
振
り
返
り

 
２
）
相
談
援
助
の
役
割
を
担
う
者
と
し
て
の
自
己
の
課
題

 
３
）
今
後
の
相
談
援
助
の
取
り
組
み
の
方
向
性
の
明
確
化

 
 

 
 

科科
目目
名名

  
  
他他
施施
設設
・・
事事
業業
所所
実実
習習

  
  

研
修
形
態
と
講
義
時
間
：
講
義
・
演
習
・
実
習
（

21
 時
間
）

 
 目

 
 
的

  
認
知
症
の
人
の
生
活
に
お
け
る
課
題
解
決
の
た
め
、
他
施
設
・
事
業
所
の
認
知
症
対
応
力
の
向
上
に
向
け
た
指

導
を
実
践
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 到
達
目
標

  
１

. 
認
知
症
対
応
力
向
上
の
取
り
組
み
に
際
し
て
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
を
理
解
す
る
。

  
２

. 
他
施
設
・
事
業
所
に
お
い
て
、
課
題
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
そ
の
分
析
が
で
き
る
。

  
３

. 
他
施
設
・
事
業
所
の
課
題
の
発
生
要
因
を
分
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
。

 
４

. 
自
己
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
課
題
及
び
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
を
明
確
化
で
き
る
。

 
 概

 
 
要

  
認
知
症
介
護
指
導
者
は
、
他
施
設
・
事
業
所
の
認
知
症
対
応
力
向
上
の
た
め
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
役
割
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
対
象
施
設
・
事
業
所
の
認
知
症
ケ
ア
の
質
が
実
際
に
向
上

す
る
よ
う
な
助
言
・
指
導
を
で
き
る
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
本
科
目
で
は
、
当
該
事
業
に
お
け
る
認
知
症
介
護
指

導
者
の
介
入
が
実
際
に
効
果
の
あ
る
働
き
か
け
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
他
施
設
・
事
業
所
の
課
題
を
捉
え
分
析

す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
他
施
設
・
事
業
所
に
対
し
て
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
実
践
的

に
展
開
す
る
能
力
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
今
後
地
域
で
活
動
す
る
に

あ
た
っ
て
の
自
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

 
 

 
内

 
 
容

 
 
備
考

 
１
．
実
習
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
事
前
課
題
）

 
１
）
実
習
の
目
的
及
び
目
標

  
２
）
実
習
の
具
体
的
な
進
め
方

  
３
）
実
習
に
お
け
る
倫
理
的
配
慮

 
 ２
．
認
知
症
対
応
力
向
上
の
取
り
組
み
に
際
し
て
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
の
理
解

 
１
）
自
施
設
・
事
業
所
と
他
施
設
・
事
業
所
の
違
い
の
捉
え
方

  
２
）
他
施
設
・
事
業
所
の
課
題
を
理
解
す
る
た
め
の
態
度
や
視
点

 
 ３
．
実
習
施
設
・
事
業
所
の
認
知
症
ケ
ア
の
課
題
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
そ
の
分
析

 
１
）
実
習
施
設
・
事
業
所
の
課
題
に
関
す
る
情
報
収
集
・
課
題

 の
焦
点
化

 
２
）
上
記
１
）
の
課
題
の
発
生
要
因
の
検
討

 
 ４
．
実
習
施
設
・
事
業
所
の
認
知
症
ケ
ア
の
課
題
の
発
生
要
因
の
説
明

 
１
）
課
題
の
発
生
要
因
を
検
討
し
た
結
果
の
説
明

  
２
）
説
明
を
踏
ま
え
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

  
３
）
説
明
し
た
結
果
の
評
価

 
 ５
．
実
習
成
果
の
振
り
返
り
と
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
自
己
の
課
題
の
明
確
化

 
 

１
）
実
習
全
体
の
振
り
返
り

 
２
）
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
自
己
の
課
題

 
 

  

  ・
他
施
設
に
限
定
せ
ず
、
自
施
設
も

含
め
た
相
談
援
助
の
知
識
技
術
を
学

ぶ
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
実
習
に
要

す
る
学
習
時
間
が
多
い

 
→
他
施
設
実
習
か
ら
講
義
・
演
習
に

切
り
替
え
（
時
間
短
縮
・
実
習
施
設

の
確
保
負
担
減
）
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
等

を
実
践
す
る
こ
と
で
基
本
を
確
認

し
、
よ
い
実
践
に
つ
な
が
る
よ
う
な

深
い
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 

科 目 名 認知症介護実践者研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60 分） 

目 的 
認知症ケアを実践する者の役割と研修科目との関係性を踏まえ、研修の概要を把握する。 

認知症介護の実践者として自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。 

到達目標 
１．認知症介護を実践する者の役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．認知症介護を実践する者として課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

認知症介護を実践する者に必要な知識や技術の理解を踏まえ、研修科目の必要性や研修全体の目

的など研修概要を把握する。また、認知症介護を実践する者としての自己課題を確認し研修の受講

動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．認知症介護実践者の 

役割 

 

 

 

 

 

 

２．認知症介護実践者研修

の概要 

 

 

 

 

 

３．課題の明確化 

 

１）認知症介護実践者に必要な知識や技術 

 

 

 

 

 

 

 

１）研修の目的 

２）研修の到達目標 

３）カリキュラム全体の構成 

４）カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

１）課題の明確化 

２）研修における学習目標の明確化 

・研修カリキュラムに準

じ、実践者に必要な知

識や技術を理解する。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 

科 目 名 認知症介護実践者研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60 分） 

目 的 
認知症ケアを実践する者の役割と研修科目との関係性を踏まえ、研修の概要を把握する。 

認知症介護の実践者として自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。 

到達目標 
１．認知症介護を実践する者の役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．認知症介護を実践する者として課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

認知症介護を実践する者に必要な知識や技術の理解を踏まえ、研修科目の必要性や研修全体の目

的など研修概要を把握する。また、認知症介護を実践する者としての自己課題を確認し研修の受講

動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．認知症介護実践者の 

役割 

 

 

 

 

 

 

２．認知症介護実践者研修

の概要 

 

 

 

 

 

３．課題の明確化 

 

１）認知症介護実践者に必要な知識や技術 

 

 

 

 

 

 

 

１）研修の目的 

２）研修の到達目標 

３）カリキュラム全体の構成 

４）カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

１）課題の明確化 

２）研修における学習目標の明確化 

・研修カリキュラムに準

じ、実践者に必要な知

識や技術を理解する。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

 

科 目 名 認知症ケアの理念 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
認知症の人の理解を踏まえた、認知症の中核症状、行動・心理症状（BPSD）、原因疾患等の

正しい理解に基づいて認知症ケア理念の重要性を理解する。  

到達目標 

１． 認知症だけにとらわれない人格や個別性、想いを理解し、有する能力に応じた本人が望む
生活を実現するケアの姿勢を身につける。 

２． 認知症の原因疾患とその症状の特徴、中核症状、心理的特徴及び行動・心理症状（BPSD）

の発症要因について説明できる。 

３． 認知症ケアの理念を理解し、認知症ケアの方向性とその意義を説明できる。 

概 要 

本科目では、認知症の人の声や想い、生活の様子など認知症の人の全人的理解、個別性の理

解を踏まえて、認知症に関する基礎知識を学習し、認知症施策の基本理念やパーソン・センタ

ード・ケアを基本とする認知症ケアの理念について学び、認知症の人が望む生活を実現するた

めのケア実践に繋げることを目指す。 

内 容 備 考 

１.認知症の人の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.認知症の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.認知症ケアの理念 

 

１） 様々な認知症の人の声（非言語メッセージも含
む）と暮らしの様子 

２） 周囲の人や社会への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 認知症の定義 

２） 中核症状と行動・心理症状（BPSD） 

３） 原因疾患別の特徴 

４） 認知症に間違えられやすい状態、MCI、若年性認

知症 

５） 中核症状と有する能力の理解 

 

 

 

 

１）認知症ケアの変遷 

２）共生社会の実現を推進するための認知症基本法の 

理念 

３）認知症ケアの理念とその役割 

４）パーソン・センタード・ケアの基本的な理解 

 

・本人の声（態度や表

情などの非言語的様

子も含む）や暮らし

の様子をそのまま受

け止め、疾患だけで

はなく、人間性や人

格、ライフスタイル

などの全人的理解を

深める。 

・年齢、認知症の重症

度の違いによる様々

な人の考えや想い、

要望、暮らしの実状

を知り、個別性の理

解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基本法の目的や理念

など、国の考え方を

理解する。 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 生活支援の方法 研修形態と講義時間：講義・演習（210分） 

目 的 

日常生活・社会生活における中核症状の影響を理解した上で、認知症の人の意思を尊重し、

有する能力に応じた生活の支援を可能とする生活環境づくりやコミュニケーションの実践方法

を理解する。  

到達目標 

１． 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）・社会生活における生活と中核症状による影響 

を評価できる。 

２． 認知症の人の意思を尊重した日常生活・社会生活の支援方法を理解する。 

３． 認知症の人の意志を尊重したコミュニケーションや生活環境の支援方法を理解し実践でき
る。 

概 要 

認知症の人が望む生活を支援するためには、日常生活（食事、入浴、排泄、生活管理等）に

おける活動を中心とした社会生活全般に対する伴走的なサポートが求められる。そのために

は、認知機能の低下による生活への影響の理解だけでなく、有する能力を活用した生活全般を

支援する技術が必要である。本科目では、認知症の人の意思を尊重した生活を基本とし、中核

症状の影響と有する能力の影響を理解した上で、生活環境づくり・コミュニケーション・活動

支援の方法を修得する。  

内 容 備 考 

１．生活支援の方向性 

 

 

 

 

 

 

２．認知症によって起きやすい

生活の障害と有する能力 

 

 

 

 

 

 

３．日常生活（食事・入浴・排

泄・生活管理等）への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．社会生活（活動・交流・就

労等）への支援 

 

１）生活の考え方 

２）意思を尊重した生活支援の理解 

 

 

 

 

 

１） 中核症状と日常生活・社会生活における
困難や有する能力の捉え方 

２） 生活上の困難と有する能力の評価方法 

 

 

 

 

 

１） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面における意思決定支援の方法 

２） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面におけるコミュニケーションの

方法 

３） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面における環境の理解と支援方法 

 

 

 

 

 

 

 

１)社会生活（活動・交流・就労等）における

意思決定支援の方法 

２)社会生活（活動・交流・就労等）における

活動支援の必要性と考え方 

・基本的な生活行為から社

会生活まで含む生活全般

の考え方を踏まえた上

で、本人の意思を尊重し

た伴走型の生活支援方法

を理解する。 

 

・認知機能の低下等による

生活上のつまずきだけで

なく、遂行可能な活動を

理解するとともに、認知

症の人が望む生活に近づ

けるためにできることは

何かを検討する。 

 

・認知機能の低下等による

障害と、有する能力によ

る遂行可能な活動に対す

る評価や支援方法を学習

する。 

・「認知症の人の日常・社

会生活支援における意思

決定支援ガイドライン」

を参考にし、意思決定支

援のプロセスや意思形

成、意思表明、意思実現

の具体的な支援方法につ

いて理解する。 

 

・上記同様 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 生活支援の方法 研修形態と講義時間：講義・演習（210分） 

目 的 

日常生活・社会生活における中核症状の影響を理解した上で、認知症の人の意思を尊重し、

有する能力に応じた生活の支援を可能とする生活環境づくりやコミュニケーションの実践方法

を理解する。  

到達目標 

１． 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）・社会生活における生活と中核症状による影響 

を評価できる。 

２． 認知症の人の意思を尊重した日常生活・社会生活の支援方法を理解する。 

３． 認知症の人の意志を尊重したコミュニケーションや生活環境の支援方法を理解し実践でき
る。 

概 要 

認知症の人が望む生活を支援するためには、日常生活（食事、入浴、排泄、生活管理等）に

おける活動を中心とした社会生活全般に対する伴走的なサポートが求められる。そのために

は、認知機能の低下による生活への影響の理解だけでなく、有する能力を活用した生活全般を

支援する技術が必要である。本科目では、認知症の人の意思を尊重した生活を基本とし、中核

症状の影響と有する能力の影響を理解した上で、生活環境づくり・コミュニケーション・活動

支援の方法を修得する。  

内 容 備 考 

１．生活支援の方向性 

 

 

 

 

 

 

２．認知症によって起きやすい

生活の障害と有する能力 

 

 

 

 

 

 

３．日常生活（食事・入浴・排

泄・生活管理等）への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．社会生活（活動・交流・就

労等）への支援 

 

１）生活の考え方 

２）意思を尊重した生活支援の理解 

 

 

 

 

 

１） 中核症状と日常生活・社会生活における
困難や有する能力の捉え方 

２） 生活上の困難と有する能力の評価方法 

 

 

 

 

 

１） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面における意思決定支援の方法 

２） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面におけるコミュニケーションの

方法 

３） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理
等）場面における環境の理解と支援方法 

 

 

 

 

 

 

 

１)社会生活（活動・交流・就労等）における

意思決定支援の方法 

２)社会生活（活動・交流・就労等）における

活動支援の必要性と考え方 

・基本的な生活行為から社

会生活まで含む生活全般

の考え方を踏まえた上

で、本人の意思を尊重し

た伴走型の生活支援方法

を理解する。 

 

・認知機能の低下等による

生活上のつまずきだけで

なく、遂行可能な活動を

理解するとともに、認知

症の人が望む生活に近づ

けるためにできることは

何かを検討する。 

 

・認知機能の低下等による

障害と、有する能力によ

る遂行可能な活動に対す

る評価や支援方法を学習

する。 

・「認知症の人の日常・社

会生活支援における意思

決定支援ガイドライン」

を参考にし、意思決定支

援のプロセスや意思形

成、意思表明、意思実現

の具体的な支援方法につ

いて理解する。 

 

・上記同様 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 権利擁護の視点に基づく支援 研修形態と講義時間： 講義・演習（120分） 

目  的 

権利擁護の観点から、認知症の人の意思決定支援の重要性や、認知症の人の意思に基づく適切

な支援方法を理解し、自分自身の現状のケアを見直すとともに、身体拘束や高齢者虐待の防止の

意識を深める。 

到達目標 

１．認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考え方を理解する。 

２．認知症の人にとって適切なケア、不適切なケアを理解する。 

３．身体拘束や高齢者虐待を防止する役割を担い実践できる。 

概  要 

ケアの質を維持・向上させることによって認知症の人の生活の質を維持することは、介護サ

ービスにおける権利擁護の実践であるといえる。介護職員等はその役割を十分に認識する必要

がある。本科目では、認知症の人の意思決定支援を踏まえた権利擁護に必要な基本的知識を修

得するとともに、権利擁護の観点から現在のケアの質を振り返り、具体的な権利擁護の方法と

して、高齢者虐待や身体拘束、不適切なケアの防止の取り組みについて学習する。  

内 容 備 考 

１．権利擁護の基本的知識 

 

 

 

 

 

 

 

２．権利侵害行為としての

高齢者虐待と身体拘束 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．権利擁護のための具体

的な取り組み 

 

１） 認知症の人の人権・権利とその擁護のための職員
の役割 

２） 認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方 

３） 認知症ケアの倫理の必要性と考え方 

４） 介護保険法及び関連法規と権利擁護 

５） 認知症の人の権利擁護に資する制度（成年後見制度
等） 

 

１）高齢者虐待防止法の概要 

２）高齢者虐待・身体拘束の実態 

３）高齢者虐待の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 介護サービスにおける権利侵害の捉え方と防止の
考え方 

２） 権利侵害行為の防止のための具体的な方策 

３） 虐待等の事例が発生した場合の対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養介護施設従事者等

による高齢者虐待、

養護者における高齢

者虐待の両方を取り

扱う。養介護施設従

事者等による高齢者

虐待については、具

体例等により詳細に

学習する。 

・表面化していない虐

待やその周辺の「グ

レーゾーン」行為に

ついても取り上げ

る。 

 

・権利擁護のための具

体的な取り組みで

は、具体的な方策や

対応方法を学び、受

講者自身のケアの振

り返りを行う。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 家族介護者の理解と支援方法 研修形態と講義時間： 講義・演習（90分） 

目 的 
介護する家族の支援を実践する上で、その家族の置かれている状況や心理、介護負担の要因を

理解し、必要な支援方法が展開できる。 

到達目標 

１．介護する家族の置かれている状況や心理を理解する。 

２．家族の介護負担の要因を理解し、必要な支援方法が展開できる。 

３．介護保険施設・事業所等の介護職員等としての家族支援の役割を理解する。 

概 要 

可能な限り住み慣れた地域で認知症の人が生活を継続するためには、介護する家族の支援は

欠かせない。本科目では、介護保険施設・事業所等の介護職員等として、家族介護者支援を行

う上で必要な視点を理解し、多角的かつ具体的な支援方法について実践できるようになること

を目指す。  

内 容 備 考 

１．家族介護者の理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．家族介護者の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．家族介護者の支援方法 

 

１）高齢者世帯や在宅介護の実態 

２）在宅で介護する家族を取り巻く課題 

 

 

 

 

 

 

１）様々な家族介護者の声 

２）家族介護者の介護負担の実態と評価 

３）認知症の人を介護する家族の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 認知症施策における介護者支援 

２） 介護保険施設・事業所等の役割 

３） 家族の介護負担の軽減に向けた専門職の役
割 

４） 家族介護者支援のための具体的方法 

 

・介護保険事業計画や国民

生活基礎調査の結果など

をもとに解説する。 

・歴史的背景とケア論と

しての在宅介護につい

ても取り上げる。 

 

 

・認知症の人を支援する

家族介護者の想いや要

望について、複数の実

際の声を知る。 

・介護者と被介護者の続

柄や性別による介護者

の心理についても取り

上げる。 

・介護の肯定的側面につ

いても取り上げる。 

 

 

 

 

 

 

・個別演習により自分自

身の役割を自覚する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 家族介護者の理解と支援方法 研修形態と講義時間： 講義・演習（90分） 

目 的 
介護する家族の支援を実践する上で、その家族の置かれている状況や心理、介護負担の要因を

理解し、必要な支援方法が展開できる。 

到達目標 

１．介護する家族の置かれている状況や心理を理解する。 

２．家族の介護負担の要因を理解し、必要な支援方法が展開できる。 

３．介護保険施設・事業所等の介護職員等としての家族支援の役割を理解する。 

概 要 

可能な限り住み慣れた地域で認知症の人が生活を継続するためには、介護する家族の支援は

欠かせない。本科目では、介護保険施設・事業所等の介護職員等として、家族介護者支援を行

う上で必要な視点を理解し、多角的かつ具体的な支援方法について実践できるようになること

を目指す。  

内 容 備 考 

１．家族介護者の理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．家族介護者の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．家族介護者の支援方法 

 

１）高齢者世帯や在宅介護の実態 

２）在宅で介護する家族を取り巻く課題 

 

 

 

 

 

 

１）様々な家族介護者の声 

２）家族介護者の介護負担の実態と評価 

３）認知症の人を介護する家族の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 認知症施策における介護者支援 

２） 介護保険施設・事業所等の役割 

３） 家族の介護負担の軽減に向けた専門職の役
割 

４） 家族介護者支援のための具体的方法 

 

・介護保険事業計画や国民

生活基礎調査の結果など

をもとに解説する。 

・歴史的背景とケア論と

しての在宅介護につい

ても取り上げる。 

 

 

・認知症の人を支援する

家族介護者の想いや要

望について、複数の実

際の声を知る。 

・介護者と被介護者の続

柄や性別による介護者

の心理についても取り

上げる。 

・介護の肯定的側面につ

いても取り上げる。 

 

 

 

 

 

 

・個別演習により自分自

身の役割を自覚する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 

6 

認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 行動・心理症状（BPSD）の理解と支援 研修形態と講義時間： 講義・演習（180分） 

目 的 
認知症の行動・心理症状（BPSD）が生じている認知症の人に対して、行動の背景を理解した

上で生活の質が高められるようチームで支援できる。 

到達目標 

１． 認知症の人の行動の背景を洞察しケアを展開できる。 

２． 認知症の行動・心理症状（BPSD）に対してチームで対応できる。 

３． 認知症の行動・心理症状（BPSD）にとらわれすぎず、生活の質を高めるケアを検討でき

る。 

概 要 

認知症の人が生活の中で生じる困難さへの適切な対応ができない場合、ときに行動・心理症

状（BPSD）として表出することがある。その際に生活歴や心理的側面、環境適応や健康状態の

管理等の発症要因を分析し理解した上で、生活の質が高められるようチームで支援することが

求められる。本科目においては、行動・心理症状（BPSD）への対症療法的な対応ではなく、そ

の背景を理解した上で、認知症の人の生活の質を高める支援ができるようになることを目指

す。  

内 容 備 考 

１.生活の質の理解 

 

 

 

 

 

 

２.行動・心理症状（BPSD）

の基本的理解 

 

 

 

 

 

３.行動・心理症状（BPSD）を

緩和するケア方法の理解 

 

 

 

 

 

 

 

４.主な症状を緩和するケアの

検討（事例演習） 

 

１）生活の質の考え方 

２）生活の質を評価する視点 

３）生活の質と行動・心理症状（BPSD）の関係 

４）生活の質を高めるケアの考え方 

 

 

 

１） 行動・心理症状（BPSD）の捉え方 

２） 行動・心理症状（BPSD）を評価する視点 

３） 行動・心理症状（BPSD）による生活への影

響（日常生活・社会生活への影響） 

 

 

 

１） 行動・心理症状(BPSD)を緩和するためのア

セスメント視点  

２） 行動・心理症状(BPSD)を緩和するケア方法

（身体ケア、コミュニケーション、環境支

援、活動支援、チームケア）  

 

 

 

 

・複数の行動・心理症状（BPSD）について、発

症要因とケア方法を検討する 

・行動・心理症状（BPSD）

の緩和が目的ではなく、

生活の質を高めることが

最終的な目的であること

に留意する。 

 

 

・認知症の行動・心理症状

（BPSD）については国際

老年精神医学会が提唱し

た定義を 基 にする。 

 

 

 

・アセスメントシートの紹

介だけではなく、アセス

メントの視点を理解す

る。障害だけではなく、

有する能力についてアセ

スメント及び支援する視

点を理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版 令和7年3月31日  

科目名 学習成果の実践展開と共有 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目  的 

認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を踏まえ、自施設・事業所において認知

症ケアを実践することにより、研修で得た知識を実践において展開する際に生じる気づきや疑

問・課題を明らかにする。それらの自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を検

討し、他の受講者と共有することにより、知識の活用に関する幅広い視点を得る。  

到達目標 

１．本科目までの学習成果を実践に活用することができる。 

２．自分と認知症の人のこれまでのかかわりのあり方を振り返ることができる。 

３．自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を明らかにすることができる。 

概  要 

認知症介護実践者研修では、単に知識を得るだけではなく、研修で学習した成果を現場で実

際に応用し、その経験をもとに振り返りながら、実際に実践に活用できる技術として修得する

ことを目指している。本科目では、これまでの学習を踏まえ、自施設・事業所において中間課

題として①認知症の人とのコミュニケーション、②これまでの学習を踏まえたケア実践とその

場面の記録に取り組む。それらの取り組みの結果と結果からの学びを、受講者間で共有するこ

とにより、自分自身の認知症ケア実践上の課題や取り組みの方向性を明らかにすることを目指

す。  

内 容 備 考 

１．自施設・事業所における 

実践の準備 

２.自施設・事業所における 

実践 

３．自施設・事業所における 

実践の報告 

・前期研修での学びを踏まえた実践計画

１）自施設・事業所のサービスを利用する認知症

の人とのコミュニケーション

２）コミュニケーションの結果と結果からの学び

の記録

３）職場実習における対象事例の選定と情報収集

１）成果の共有 

２）上記１）による気づきをさらに共有 

・前期研修の最後に３０

分程度実施する。

・前期研修終了後から後

期研修の開始までに実

践すること。

・課題提示はオリエンテ 

ーション等の時間を利

用して行う。

・認知症介護実践者研修

におけるこれまでの学

習成果を意識しながら

コミュニケーションを

とる。

・実際の場面を具体的に

記録する。

・原則として事例収集で

協力を得る認知症の人

は、職場実習で取り組

む対象とする。

・後期研修の最初に６０

分程度実施する。

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版 令和7年3月31日  

科目名 学習成果の実践展開と共有 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目  的 

認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を踏まえ、自施設・事業所において認知

症ケアを実践することにより、研修で得た知識を実践において展開する際に生じる気づきや疑

問・課題を明らかにする。それらの自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を検

討し、他の受講者と共有することにより、知識の活用に関する幅広い視点を得る。  

到達目標 

１．本科目までの学習成果を実践に活用することができる。 

２．自分と認知症の人のこれまでのかかわりのあり方を振り返ることができる。 

３．自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を明らかにすることができる。 

概  要 

認知症介護実践者研修では、単に知識を得るだけではなく、研修で学習した成果を現場で実

際に応用し、その経験をもとに振り返りながら、実際に実践に活用できる技術として修得する

ことを目指している。本科目では、これまでの学習を踏まえ、自施設・事業所において中間課

題として①認知症の人とのコミュニケーション、②これまでの学習を踏まえたケア実践とその

場面の記録に取り組む。それらの取り組みの結果と結果からの学びを、受講者間で共有するこ

とにより、自分自身の認知症ケア実践上の課題や取り組みの方向性を明らかにすることを目指

す。  

内 容 備 考 

１．自施設・事業所における 

実践の準備 

２.自施設・事業所における 

実践 

３．自施設・事業所における 

実践の報告 

・前期研修での学びを踏まえた実践計画

１）自施設・事業所のサービスを利用する認知症

の人とのコミュニケーション

２）コミュニケーションの結果と結果からの学び

の記録

３）職場実習における対象事例の選定と情報収集

１）成果の共有 

２）上記１）による気づきをさらに共有 

・前期研修の最後に３０

分程度実施する。

・前期研修終了後から後

期研修の開始までに実

践すること。

・課題提示はオリエンテ 

ーション等の時間を利

用して行う。

・認知症介護実践者研修

におけるこれまでの学

習成果を意識しながら

コミュニケーションを

とる。

・実際の場面を具体的に

記録する。

・原則として事例収集で

協力を得る認知症の人

は、職場実習で取り組

む対象とする。

・後期研修の最初に６０

分程度実施する。

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 共生社会を推進する地域資源の理解と展開 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 

関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづくり等を通じて、認知症の人が尊

厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現を推進するための地域資源の活

用の重要性が理解できる。 

到達目標 

１． 認知症の人にとっての地域資源の意味と介護職員等の役割を理解する。 

２． 地域の資源を活用しながら認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
る共生社会に向けた地域での取り組みを理解する。 

３． 居宅・施設サービスに限定されないインフォーマル・フォーマルな地域資源を知り、ケア
に活用する方法を理解する。 

概 要 

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現を推進する

ためには、介護職員等が地域資源を理解し、認知症の人や家族が望む地域・社会生活を共に高

めていく支援が求められる。しかし、認知症によって社会との関係性が希薄になったり、今ま

での生活環境から異なる環境への変化を強いられ、地域社会で孤立したりすることなどが懸念

される。本科目では、地域社会や関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづ

くり等の学びを通じ、地域の資源をケアに活用し、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持っ

て暮らすことができる共生社会を推進するため地域資源の理解と展開の方法を学習する。  

内 容 備 考 

１．共生社会の実現を推進する

地域資源と実践者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．共生社会の実現を推進する

地域資源の活用 

 

１）「共生社会」と「地域」の考え方 

２）共生社会と認知症ケア 

３）認知症の人の生活と地域資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）介護保険・認知症施策等に基づくフォーマルな

地域資源の理解と活用 

２）インフォーマルな地域資源の理解と活用 

 

・共生社会と地域の関

係性を明確にする。  

・日常生活のサポート

だけでなく、地域活

動、社会活動への参

加や参画、就労等ま

で含む社会生活をサ

ポートする必要性を

理解する 。 

 

 

・認知症の人や認知症

を正しく理解する活

動の実践事例を理解

する。  

・認知症の人の個性や

能力に応じた地域・

社会への参画や活動

の場を提供あるいは

支援しているサービ

スや資源を理解す

る。  

・居宅・施設サービス

に限らない介護保険

施設・事業所等にお

ける地域資源間の連

携や展開方法を理解

する。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 アセスメントとケアの実践の基本 研修形態と講義時間：講義・演習（330分） 

目 的 

認知症の人の身体要因、心理要因、認知症の中核症状のアセスメントを行い、具体的なニーズ

を導くことができるようアセスメントの基本的視点を理解する。アセスメントを踏まえた目標の

設定と、目標を実現するためのケアの実践計画の作成・立案・評価ができる。 

到達目標 

１．支援過程における認知症の人のアセスメントの基本的視点を理解し、認知症の人が望む生 

活とそれを阻む身体要因、心理要因、神経心理学的要因等を明らかにすることができる。 

２．認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、その達成に向けた目標を設定でき

る。 

３．アセスメントに基づき、認知症の人の望む生活の実現に向けたケアの実践計画を作成・立

案・評価できる。 

４．アセスメント及びケアの実践計画についてのケアカンファレンスを行うことができる。 

概 要 

認知症の人の生活全般を支援するためのケアの実践が展開されるためには、多角的な視点で

アセスメントが行われた上で、その人の望む生活像を洞察しケアが行われる必要がある。本科

目では認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、達成に向けた目標を設定する過程

を学ぶ。また、アセスメントを踏まえ、認知機能障害の影響を大きく受けて生じている課題

（例えば、BPSD）の予防や軽減に資する部分について、ケアの実践計画を作成・立案・評価す

る方法について学び、演習を通してこれまでの学習内容を統合することを目指す。  

内 容 備 考 

１． 認知症の人のアセスメン
トの基礎的知識 

 

 

 

 

 

２．観察の方法とポイント 

 

 

 

 

３．アセスメントの実際 

（事例演習） 

 

 

 

４． 実践計画作成の基礎的知
識 

 

 

 

 

５． 実践計画作成の展開 

（事例演習） 

 

 

 

６． 実践計画の評価 

 

 

 

１）認知症の人の望む生活像設定の考え方 

２）認知症の人のアセスメントにおけるニーズ

抽出の考え方 

 

 

 

 

１）認知症の人の背景を知るための観察の視点  

２）観察と聴き取り技法及びその記録方法  

 

 

 

・認知症の人の１事例をアセスメントし、ニー

ズ抽出を行う 

 

 

 

１） ケアの実践計画における目標設定の方法 

２）具体的なケアの実践計画作成の基本視点と

方法 

 

 

 

・ケアカンファレンスによって、ケア計画を立

案するプロセスを体験的に学ぶ 

 

 

 

１）ケアの実践計画の評価視点 

２）ケアの実践計画の評価方法 

・アセスメントツールの解説

ではなく、集めた情報を基

にニーズや望む生活像を明

確にするプロセスについて

学習する。 

 

 

 

 

 

 

 

・施設、在宅いずれの事例 

でもよい。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 アセスメントとケアの実践の基本 研修形態と講義時間：講義・演習（330分） 

目 的 

認知症の人の身体要因、心理要因、認知症の中核症状のアセスメントを行い、具体的なニーズ

を導くことができるようアセスメントの基本的視点を理解する。アセスメントを踏まえた目標の

設定と、目標を実現するためのケアの実践計画の作成・立案・評価ができる。 

到達目標 

１．支援過程における認知症の人のアセスメントの基本的視点を理解し、認知症の人が望む生 

活とそれを阻む身体要因、心理要因、神経心理学的要因等を明らかにすることができる。 

２．認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、その達成に向けた目標を設定でき

る。 

３．アセスメントに基づき、認知症の人の望む生活の実現に向けたケアの実践計画を作成・立

案・評価できる。 

４．アセスメント及びケアの実践計画についてのケアカンファレンスを行うことができる。 

概 要 

認知症の人の生活全般を支援するためのケアの実践が展開されるためには、多角的な視点で

アセスメントが行われた上で、その人の望む生活像を洞察しケアが行われる必要がある。本科

目では認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、達成に向けた目標を設定する過程

を学ぶ。また、アセスメントを踏まえ、認知機能障害の影響を大きく受けて生じている課題

（例えば、BPSD）の予防や軽減に資する部分について、ケアの実践計画を作成・立案・評価す

る方法について学び、演習を通してこれまでの学習内容を統合することを目指す。  

内 容 備 考 

１． 認知症の人のアセスメン
トの基礎的知識 

 

 

 

 

 

２．観察の方法とポイント 

 

 

 

 

３．アセスメントの実際 

（事例演習） 

 

 

 

４． 実践計画作成の基礎的知
識 

 

 

 

 

５． 実践計画作成の展開 

（事例演習） 

 

 

 

６． 実践計画の評価 

 

 

 

１）認知症の人の望む生活像設定の考え方 

２）認知症の人のアセスメントにおけるニーズ

抽出の考え方 

 

 

 

 

１）認知症の人の背景を知るための観察の視点  

２）観察と聴き取り技法及びその記録方法  

 

 

 

・認知症の人の１事例をアセスメントし、ニー

ズ抽出を行う 

 

 

 

１） ケアの実践計画における目標設定の方法 

２）具体的なケアの実践計画作成の基本視点と

方法 

 

 

 

・ケアカンファレンスによって、ケア計画を立

案するプロセスを体験的に学ぶ 

 

 

 

１）ケアの実践計画の評価視点 

２）ケアの実践計画の評価方法 

・アセスメントツールの解説

ではなく、集めた情報を基

にニーズや望む生活像を明

確にするプロセスについて

学習する。 

 

 

 

 

 

 

 

・施設、在宅いずれの事例 

でもよい。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

 

科 目 名 職場実習の課題設定 研修形態と講義時間：講義・演習（300分） 

目 的 
認知症の人が望む生活の実現に向けて、適切にアセスメントを行い、課題と目標を明確にした

上で、ケアの実践に関する計画を作成することができる。 

到達目標 

１．研修で学んだ内容を生かして、現状のケアを評価することができる。 

２．所属部署等に良い影響を及ぼすケア実践計画が作成できる。 

３．認知症の人の望む生活像をアセスメントし、課題と目標を明確にできる。 

概 要 

認知症介護実践者研修の講義・演習で修得した知識、技術を実践で活用するためには、現状

のケアの評価をした上で、課題を見出し、改善のための計画を立てて取り組む必要がある。本

科目では、対象者を定め現状の課題分析を行い、ケア実践計画案を作成する。その上で、職場

実習の行動計画を立てることを目指す。  

内 容 備 考 

１．職場実習のねらい  

 

 

 

 

２．対象者選定  

 

 

 

 

 

３．課題設定  

 

 

 

 

４．４週間の行動計画の作成 

１）職場実習の意義  

２）職場実習の全体像の理解  

 

 

 

１）対象者の選定  

２）アセスメントを通じた課題の抽出  

 

 

 

 

１） 選定した対象者の課題に関する取組みの
方向性の整理  

２） 職場実習の課題決定  

 

 

１）再アセスメントする項目の検討 

２）ケア実践計画案の作成 

３）職場実習の行動計画の立案 

・受講者は、事前課題として

職場実習の対象者を２ 例

程度準備する。  

 

 

・持参した課題事例について

アセスメントを個人で行い

グループ発表し助言をもら

う。  

 

 

・持参した課題事例の望む生

活像を個人で検討する。  

 

 

 

・４週間の行動計画を個人で

作成しグループで報告す

る。職場に帰ってから再ア

セスメントが必要な点を整

理する。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 職場実習（アセスメントとケアの実践） 研修形態と講義時間： 実習（4 週間） 

目 的 

研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明らかにするためのアセスメント

ができる。アセスメントの内容をもとに、認知症の人の生活支援に関する目標設定、ケア実践計

画及びケアの実践を展開できる。 

到達目標 

１．研修で学んだ内容を生かし、自施設・事業所を利用する認知症の人のニーズをアセスメン

トできる。  

２．認知症の人の生活の質の向上を目的にしたケア実践計画を立案できる。  

３．ケア実践計画にもとづき、認知症の人への生活支援に関する実践及び評価を展開できる。  

概 要 

本科目は、課題となる事例に対し研修中に学んだ内容をもとにアセスメントを行い、ケア実践

計画を実施する過程である。実習は認知症の人の望む生活の実現に寄与する計画を立て、それに

基づいた詳細な記録と評価を行う。 

内 容 備 考 

１．実習の準備 

 

 

 

２．実習の開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.報告準備 

 

・職場内で研修中に作成したケア実践計画の 

理解を得るため説明を行う。 

 

 

・ケア実践計画に基づき計画的に実施する。 

 

１週目：再アセスメント実施、ケア実践計画

案の修正 

２週目：修正したケア実践計画に基づき実践 

(中間報告の実施) 

３週目：ケア実践計画に基づき実践 

４週目：実践したケアの評価 

・実践内容の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４週間の成果を評価し報告の準備を行う。 

・実習中の記録はすべてと

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・中間報告の実施を推奨す

る。 

・中間報告の頻度や方法

は、研修実施主体の状況

に応じて実施する。 

 

・評価は、定量評価・定性

評価両方を導入するよう

計画する。 

・認知症の人が望む生活の

実現に寄与したか考察す

る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 職場実習（アセスメントとケアの実践） 研修形態と講義時間： 実習（4 週間） 

目 的 

研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明らかにするためのアセスメント

ができる。アセスメントの内容をもとに、認知症の人の生活支援に関する目標設定、ケア実践計

画及びケアの実践を展開できる。 

到達目標 

１．研修で学んだ内容を生かし、自施設・事業所を利用する認知症の人のニーズをアセスメン

トできる。  

２．認知症の人の生活の質の向上を目的にしたケア実践計画を立案できる。  

３．ケア実践計画にもとづき、認知症の人への生活支援に関する実践及び評価を展開できる。  

概 要 

本科目は、課題となる事例に対し研修中に学んだ内容をもとにアセスメントを行い、ケア実践

計画を実施する過程である。実習は認知症の人の望む生活の実現に寄与する計画を立て、それに

基づいた詳細な記録と評価を行う。 

内 容 備 考 

１．実習の準備 

 

 

 

２．実習の開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.報告準備 

 

・職場内で研修中に作成したケア実践計画の 

理解を得るため説明を行う。 

 

 

・ケア実践計画に基づき計画的に実施する。 

 

１週目：再アセスメント実施、ケア実践計画

案の修正 

２週目：修正したケア実践計画に基づき実践 

(中間報告の実施) 

３週目：ケア実践計画に基づき実践 

４週目：実践したケアの評価 

・実践内容の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４週間の成果を評価し報告の準備を行う。 

・実習中の記録はすべてと

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・中間報告の実施を推奨す

る。 

・中間報告の頻度や方法

は、研修実施主体の状況

に応じて実施する。 

 

・評価は、定量評価・定性

評価両方を導入するよう

計画する。 

・認知症の人が望む生活の

実現に寄与したか考察す

る。 
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認知症介護実践者研修 シラバス改定版                                  令和7年3月31日  

 

科 目 名 職場実習評価 研修形態と講義時間： 講義・演習（180分） 

目 的 
アセスメントやケア実践計画の実施結果を整理した上で、客観的に評価、分析し職場及び自 

己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。 

到達目標 

１． 実施したケア実践計画を整理し、他の受講者に伝えることができる。 

２． 他の受講者のケア実践計画が、認知症の人にとって有益なものであったか客観的に評価し
助言することができる。 

３． 結果を分析し職場及び自己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。 

概 要 

本科目は、職場実習で実施したケア実践計画の実施結果を文章等でまとめ、それについて グ

ループ発表後、相互評価を行う。そこで得られた助言や指導をもとに今後の職場及び自己の認

知症ケアの実践に対する課題を明確にすることを目指す。  

内 容 備 考 

１．職場実習報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ケア実践計画の評価 

 

 

 

 

 

３．職場への報告と展開 

 

１） 目的、方法、結果、考察、今後の課題の報
告  

２） 報告についてグループでの質疑応答  

３） 受講者間の相互評価並びに認知症介護指導
者からの助言  

 

 

 

 

・報告内容の相互評価並びに認知症介護指導者

からの助言をもとに、ケア実践計画を見直

し・修正し、今後の課題を明確にする。  

 

 

 

・職場実習と今後の取組み課題について整理し

職場に報告し、研修成果について、加算取得

を含めた次の展開に結びつける。  

 

・単に要介護度の変化や認

知機能の評価にならない

よう、生活の質に関する

評価を行う。  

・６名程度のグループ報告

を行い認知症介護指導者

が司会進行を行う。  

 

 

・相互評価、認知症介護指

導者からの助言を受けた

点について個人ワークで

修正し提出する。 

 

 

・研修成果を実践に活かす

ことによる加算取得や修

了後の活動評価等につい

て説明し、認知症の人の

生活の質向上のために展

開していくことを意識づ

ける。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長

を可能とする 
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認知症介護実践リーダー研修シラバス改定版                               令和7年3月31日 

 

科 目 名 認知症介護実践リーダー研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60分） 

目 的 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科目との関係性を踏ま

え、研修の概要を把握する。実践リーダーとしての自己の課題を確認し、研修における学

習目標を明確にする。 

到達目標 
１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーに求められる役割を知り、研修科目の必

要性や研修全体の目的など研修概要を把握する。また、実践リーダーとしての自己課題を確認

し、研修の受講動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．実践リーダーの役割  

 

 

 

 

 

２．実践リーダー研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

３．実践リーダーとしての課題

の明確化  

 

１） チームマネジメントにおける実践リーダ
ーの役割 

２） 職場における指導 

 

 

 

１） 研修の目的 

２） 研修の到達目標 

３） カリキュラム全体の構成 

４） カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

 

１） 実践リーダーとしての課題の明確化 

２） 研修における学習目標の明確化 

 

・認知症ケアを推進するため

の実践リーダーの役割のポイ

ントを知る。  

 

 

 

・実践リーダー研修のねらい

や科目のねらいと内容を理

解する。 

・実習課題設定の内容と流れ

を理解する。 

 

 

 

・自己の課題、学習目標を文

章化する。  

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践リーダー研修シラバス改定版                               令和7年3月31日 

 

科 目 名 認知症介護実践リーダー研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60分） 

目 的 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科目との関係性を踏ま

え、研修の概要を把握する。実践リーダーとしての自己の課題を確認し、研修における学

習目標を明確にする。 

到達目標 
１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーに求められる役割を知り、研修科目の必

要性や研修全体の目的など研修概要を把握する。また、実践リーダーとしての自己課題を確認

し、研修の受講動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．実践リーダーの役割  

 

 

 

 

 

２．実践リーダー研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

３．実践リーダーとしての課題

の明確化  

 

１） チームマネジメントにおける実践リーダ
ーの役割 

２） 職場における指導 

 

 

 

１） 研修の目的 

２） 研修の到達目標 

３） カリキュラム全体の構成 

４） カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

 

１） 実践リーダーとしての課題の明確化 

２） 研修における学習目標の明確化 

 

・認知症ケアを推進するため

の実践リーダーの役割のポイ

ントを知る。  

 

 

 

・実践リーダー研修のねらい

や科目のねらいと内容を理

解する。 

・実習課題設定の内容と流れ

を理解する。 

 

 

 

・自己の課題、学習目標を文

章化する。  

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護実践リーダー研修シラバス改定版                               令和7年3月31日 

 

科 目 名 施策の動向と地域展開 研修形態と講義時間：講義・演習（120分） 

目 的 
地域における認知症施策の展開例を通して認知症施策の動向を理解し、「共生社会の実現を推進

する認知症基本法」の理念を推進する展開方法を理解する。 

到達目標 
１．認知症施策の変遷を踏まえた認知症ケアに関連する施策の動向を理解し、説明できる。 

２．地域における認知症施策の具体的な展開方法を理解する。 

概 要 

本科目は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念である「認知症の人が尊厳を保

持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現」を推進できるよう認知症施策の変遷と

最新の動向を踏まえた上で、地域における施策の展開例を通じて認知症施策の方向性を理解する。 

内 容 備 考 

１．認知症施策の動向と共生社会

の実現を推進するための認知

症基本法の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域における認知症ケア関連

施策の展開 

 

１） 認知症施策の変遷 

２） 共生社会の実現を推進する認知症基本法
設立の経緯 

３） 共生社会の実現を推進する認知症基本法
の理念と概要 

４） 認知症施策上の実践リーダー研修の位置
づけ・意義 

 

 

 

１） 認知症ケアの実践と施策の関係 

２） 全国における各地域での認知症施策の展
開事例 

３） 地域における認知症施策の展開方法 

 

・当該地域における施策の

実践例を理解する。 

・認知症加算・認知症専門

ケア加算等の解説を含

む。 

 

 

 

 

 

・認知症施策推進大綱、基

本法の内容について、地

域での実践展開の方法

を、演習等を通して理解

する。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 認知症の専門的理解 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するリーダーとして、高度な認知症の知識を有し、認知症

ケアに関する最新かつ専門的な知識を得る。 

到達目標 

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活への影響を理解する。 

２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の人の生活への影響や使用の注意点を理解

する。 

３．認知症の人の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、方法、効果を理解する。 

概 要 

認知症におけるチームケアの促進や介護職員等の指導を担う実践リーダーは最新の知識を有し、

同時に認知症に関する専門的な知識を活用したケアの実践、介護職員等の指導、チームケアの質の

向上が期待されている。本科目は、認知症ケアにおける実践リーダーに必要な認知症に関する最新

かつ専門的な知識を習得する。 

内 容 備考 

１． 認知症に関する理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．医学的視点に基づいた介入 

 

１） 認知症の原因疾患別の特徴（病態や症
状、診断基準など） 

２） 原因疾患別の症状による生活への影響 

３） 認知症に起きやすい合併症 

４） 若年性認知症の特徴 

 

 

 

１） 認知症の告知とその支援 

２） 認知症治療薬の種類と特徴 

３） 行動・心理症状（BPSD）に用いられるこ

とがある薬物の主な作用機序と副作用、

使用方法 

４）非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO 

療法,音楽療法などの療法や活動支援等） 

５）認知症の人のエンドオブライフケア 

 

・実践者研修で学んだ知識に

最新の情報を加えて発展さ

せる。 

 

 

 

 

 

・かかりつけ医のための 

BPSD に対応する向精神薬

使用ガイドライン（第 2 

版）（2015年度厚生労働科

学特別研究事業）を参考に

する。 

・認知症の人の意欲や個性に

合わせた、生活の質を向上

する活動や療法の重要性を

説明する。 

・非薬物的介入については、

実践事例を用いて説明する

（ただし効果については

「認知症疾患診療ガイドラ

イン2017、編集；「認知症

疾患診療ガイドライン」作成

委員会」を参考にする）。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 認知症の専門的理解 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するリーダーとして、高度な認知症の知識を有し、認知症

ケアに関する最新かつ専門的な知識を得る。 

到達目標 

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活への影響を理解する。 

２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の人の生活への影響や使用の注意点を理解

する。 

３．認知症の人の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、方法、効果を理解する。 

概 要 

認知症におけるチームケアの促進や介護職員等の指導を担う実践リーダーは最新の知識を有し、

同時に認知症に関する専門的な知識を活用したケアの実践、介護職員等の指導、チームケアの質の

向上が期待されている。本科目は、認知症ケアにおける実践リーダーに必要な認知症に関する最新

かつ専門的な知識を習得する。 

内 容 備考 

１． 認知症に関する理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．医学的視点に基づいた介入 

 

１） 認知症の原因疾患別の特徴（病態や症
状、診断基準など） 

２） 原因疾患別の症状による生活への影響 

３） 認知症に起きやすい合併症 

４） 若年性認知症の特徴 

 

 

 

１） 認知症の告知とその支援 

２） 認知症治療薬の種類と特徴 

３） 行動・心理症状（BPSD）に用いられるこ

とがある薬物の主な作用機序と副作用、

使用方法 

４）非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO 

療法,音楽療法などの療法や活動支援等） 

５）認知症の人のエンドオブライフケア 

 

・実践者研修で学んだ知識に

最新の情報を加えて発展さ

せる。 

 

 

 

 

 

・かかりつけ医のための 

BPSD に対応する向精神薬

使用ガイドライン（第 2 

版）（2015年度厚生労働科

学特別研究事業）を参考に

する。 

・認知症の人の意欲や個性に

合わせた、生活の質を向上

する活動や療法の重要性を

説明する。 

・非薬物的介入については、

実践事例を用いて説明する

（ただし効果については

「認知症疾患診療ガイドラ

イン2017、編集；「認知症

疾患診療ガイドライン」作成

委員会」を参考にする）。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 

4 

認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 カンファレンス（会議）の技法と実践 研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
チームにおける意思決定、情報共有、メンバー間の円滑なコミュニケーションの活性化を促進し

チーム力の向上を図るため、効果的なカンファレンス（会議）の展開方法を習得する。 

到達目標 

１．チームケアの質の向上を目的としたカンファレンス（会議）の目的や意義、必要性を理解す

る。 

２．チームの意思決定や、情報の共有、コミュニケーションの活性化を促進する方法を理解し、目

的に応じた効果的なカンファレンス（会議）を展開することができる。 

概 要 

チームケアを実現するためには、利用者のニーズに基づき導かれたケアの目的や目標に沿って

決定したケアの方法について、チームメンバー間で共有することが必須である。また、チームメ

ンバー間のコミュニケーションを円滑にし、チームを活性化するためには円滑なカンファレンス

の運用が必要である。本科目では、チーム力を向上するための効果的なカンファレンスの展開方

法を学習する。  

内 容 備 考 

１． チームにおけるカンファレンス
（会議）の目的と意義 

 

 

 

 

 

２．カンファレンス(会議)を円滑に

行うためのコミュニケーション 

 

 

 

 

３． 効果的なカンファレンス 

（会議）の展開 

 

１） カンファレンス（会議）の目的や意義 

２） カンファレンス(会議) の種類と特徴 

３） チームケアにおけるケアカンファレンスの
目的と意義 

 

 

 

１） 報告・連絡・相談の違い 

２） 建設的な議論になるためのコミュニケーシ
ョンの留意点 

 

 

 

１） 事前周知（告知、開催目的の明確化、検討
内容の通知、資料配布と議事録） 

２） カンファレンス（会議）の役割分担 

（進行、スーパーバイザー、参加メンバー） 

３） 効果的な議論を促すためのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・模擬カンファレンスに

て実際に進行役、スー

パーバイザー役等を体

験的に理解したうえ

で、効果的なカンファ

レンスについて振り返

りを行う。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 ストレスマネジメントの理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を理解した上で、実践リーダーと

して介護職員等のストレスの緩和やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。 

到達目標 

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。 

２．ストレスのしくみと対処法を理解する。 

３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。 

４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理解し、チームメンバーへの支

援方法を理解する。 

概 要 

チームを活性化するためにはメンバー個々のストレス評価を行い、ストレス度や原因に応じた

ストレス緩和を実行することが必要である。本科目では、ストレス概念の理解やストレス理論を

理解した上で、実践リーダーとしてチームメンバーのストレスを緩和する方法論や実践方法を学

ぶ。  

内 容 備 考 

１．チームにおけるストレスマネ

ジメントの意義と必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．ストレスマネジメントの方法 

 

１） チームにおけるストレスマネジメントの
意義と必要性 

２） ストレスの考え方 

３） 認知症ケアのストレスの考え方 

４） 認知症ケアにおけるストレスマネジメン
トの意義と必要性 

 

 

 

 

 

１） セルフケアの方法 

２） チームメンバーへの支援方法 

３） 組織によるストレスマネジメントの方法 

 

・ストレスマネジメントに

関する理論を踏まえて、

認知症ケアにおけるスト

レスマネジメントの意義

と必要性を理解する。 

・ストレスの考え方は、肯

定的側面についても取り

上げる。 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおける具体

的なストレスマネジメン

トの方法を学ぶ。 

・実際のストレスマネジメ

ントの方法を、演習を通

して体験的に理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 ストレスマネジメントの理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を理解した上で、実践リーダーと

して介護職員等のストレスの緩和やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。 

到達目標 

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。 

２．ストレスのしくみと対処法を理解する。 

３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。 

４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理解し、チームメンバーへの支

援方法を理解する。 

概 要 

チームを活性化するためにはメンバー個々のストレス評価を行い、ストレス度や原因に応じた

ストレス緩和を実行することが必要である。本科目では、ストレス概念の理解やストレス理論を

理解した上で、実践リーダーとしてチームメンバーのストレスを緩和する方法論や実践方法を学

ぶ。  

内 容 備 考 

１．チームにおけるストレスマネ

ジメントの意義と必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．ストレスマネジメントの方法 

 

１） チームにおけるストレスマネジメントの
意義と必要性 

２） ストレスの考え方 

３） 認知症ケアのストレスの考え方 

４） 認知症ケアにおけるストレスマネジメン
トの意義と必要性 

 

 

 

 

 

１） セルフケアの方法 

２） チームメンバーへの支援方法 

３） 組織によるストレスマネジメントの方法 

 

・ストレスマネジメントに

関する理論を踏まえて、

認知症ケアにおけるスト

レスマネジメントの意義

と必要性を理解する。 

・ストレスの考え方は、肯

定的側面についても取り

上げる。 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおける具体

的なストレスマネジメン

トの方法を学ぶ。 

・実際のストレスマネジメ

ントの方法を、演習を通

して体験的に理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と

同程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 
認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論

と方法 
研修形態と講義時間：講義・演習（240分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するため、円滑にチームを運用する実践リーダーとして 

の役割を自覚し、認知症ケアにおけるチームケアのマネジメント方法を理解する。 

到達目標 

１．チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を説明できる。 

２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と実践方法を理解する。 

３．認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる。 

概 要 

チームによる認知症ケアの向上において、実践リーダーはチーム構築や活性化を促進するチーム

マネージャーとしての役割が期待されている。本科目ではチームの目標や方針の設定と管理、介護

職員等のストレスマネジメント、情報共有のためのカンファレンス等の実施、職員等への動機づ

け、教育や指導等の基本的なチームマネジメントの方法を踏まえ、認知症ケアにおけるチームケア

を促進するマネジメントの実践方法を修得する。 

内 容 備 考 

１．チームマネジメントの基本的理     

解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認知症ケアにおけるチームマネ

ジメントの必要性 

 

 

 

 

 

３．認知症におけるチームケア推進

プログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

４．認知症のチームケアにおける 

チームマネジメントの実践方法 

 

１） チームづくりに必要な条件 

２） チームの種類と役割 

３） チームマネジメントの理論と方法 

 

・目標や方針の設定と管理 

・コミュニケーション支援の必要性 

・動機づけの必要性 

・ストレスマネジメントの必要性 

・情報共有やカンファレンスの必要性 

・教育指導の必要性 

 

 

 

１） 認知症ケアにおけるチームケアの意義と
必要性 

２） 認知症ケアにおけるチームマネジメント
の意義と必要性 

 

 

 

１）BPSDとそのケアの基本的考え方 

２）認知症チームケア推進の具体的方法 

 

 

 

 

 

 

 

１）多職種・同職種チームにおける効果的な

チームマネジメントの展開方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおけるチ

ームマネジメントの展

開例として認知症チー

ムケア推進研修プログ

ラムに準拠した内容を

学習する。（70 分） 

 

 

 

・チームマネジメントに関

する理論や方法につい

て、認知症ケアにおける

チームケア事例を通して

具体的な実践方法を学

ぶ。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 職場内教育（OJT）の理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 
認知症におけるチームケアを向上するリーダーとして、指導に関する理論と指導計画の立案方

法、指導技法の種類と特徴を学び、認知症ケアの効果的な指導方法を修得する。 

到達目標 

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。 

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解する。 

３．職場内教育（OJT）の計画方法を体験的に理解する。 

４．職場内教育（OJT）における有効な指導技法の種類と実際の方法を理解する。 

概 要 

介護職員等の技術向上は、スーパービジョンや個別指導等の職場内の指導による教育が有効で

あり、実践リーダーには職場内教育（OJT）を実践しチームケアの質の向上を達成する役割が期待

されている。実践者への指導や教育を担っている実践リーダーの指導能力はチームケアの質に大

きく影響しているため、実践リーダーは人材育成に関する知識や理論、方法を理解し指導力を高

めることが必要である。本科目では指導の理論や指導計画の立案方法、指導技法の理解を通じ職

場内教育（OJT）の理論と方法を学ぶ。  

内 容 備 考 

１．人材育成の意義と方法 

 

 

 

 

 

２．職場内教育の意義と方法 

 

 

 

 

３． 職場内教育（OJT）における

指導技法 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職場内教育（OJT）の実践 

方法 

 

１）人材育成の意義と目的 

２）指導における基本的態度 

３）育成方法の種類と特徴 

 

 

 

１）職場内教育（OJT）の意義と目的 

２）Off-JT、自己啓発（SDS）の限界と職場内

教育（OJT）の有効性 

 

 

１）ティーチング・コーチングの理論と技法

の理解 

 

２）面接技法の理論と技法の理解 

３）スーパービジョンの基本的理解 

４）ティーチング・コーチング・面接技法を

活用した指導の実際 

 

 

 

１）指導課題の設定方法 

２）指導目標の設定方法 

３）指導計画の立案方法 

 

・指導者の基本的な態度とし

てエンパワーメント視点や

動機付けの重要性を理解す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・演習を通して実際の技法を

体験し、基本的な技術を修

得する。 

・指導事例を通して指導技法

の実践方法を理解する。 

・指導の際に留意する倫理的

配慮の方法を理解する。 

 

 

 

・人材育成の事例について評

価方法、指導目標設定、指

導方法等の職場内教育

（OJT）の計画立案の方法

を、演習を通して理解す

る。 

・認知症ケアの指導に限定し

ない職場内教育（OJT）の

計画立案の過程について体

験的に理解する。  
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 職場内教育（OJT）の理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 
認知症におけるチームケアを向上するリーダーとして、指導に関する理論と指導計画の立案方

法、指導技法の種類と特徴を学び、認知症ケアの効果的な指導方法を修得する。 

到達目標 

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。 

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解する。 

３．職場内教育（OJT）の計画方法を体験的に理解する。 

４．職場内教育（OJT）における有効な指導技法の種類と実際の方法を理解する。 

概 要 

介護職員等の技術向上は、スーパービジョンや個別指導等の職場内の指導による教育が有効で

あり、実践リーダーには職場内教育（OJT）を実践しチームケアの質の向上を達成する役割が期待

されている。実践者への指導や教育を担っている実践リーダーの指導能力はチームケアの質に大

きく影響しているため、実践リーダーは人材育成に関する知識や理論、方法を理解し指導力を高

めることが必要である。本科目では指導の理論や指導計画の立案方法、指導技法の理解を通じ職

場内教育（OJT）の理論と方法を学ぶ。  

内 容 備 考 

１．人材育成の意義と方法 

 

 

 

 

 

２．職場内教育の意義と方法 

 

 

 

 

３． 職場内教育（OJT）における

指導技法 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職場内教育（OJT）の実践 

方法 

 

１）人材育成の意義と目的 

２）指導における基本的態度 

３）育成方法の種類と特徴 

 

 

 

１）職場内教育（OJT）の意義と目的 

２）Off-JT、自己啓発（SDS）の限界と職場内

教育（OJT）の有効性 

 

 

１）ティーチング・コーチングの理論と技法

の理解 

 

２）面接技法の理論と技法の理解 

３）スーパービジョンの基本的理解 

４）ティーチング・コーチング・面接技法を

活用した指導の実際 

 

 

 

１）指導課題の設定方法 

２）指導目標の設定方法 

３）指導計画の立案方法 

 

・指導者の基本的な態度とし

てエンパワーメント視点や

動機付けの重要性を理解す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・演習を通して実際の技法を

体験し、基本的な技術を修

得する。 

・指導事例を通して指導技法

の実践方法を理解する。 

・指導の際に留意する倫理的

配慮の方法を理解する。 

 

 

 

・人材育成の事例について評

価方法、指導目標設定、指

導方法等の職場内教育

（OJT）の計画立案の方法

を、演習を通して理解す

る。 

・認知症ケアの指導に限定し

ない職場内教育（OJT）の

計画立案の過程について体

験的に理解する。  
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 認知症ケア指導の実践方法 研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 

これまでに学習した認知症ケアに関する指導技術について、食事・入浴・排泄等の日常生活

や、行動・心理症状（BPSD）が生じている具体的場面において、認知症の人の生活の質の向上を

目的としたケアの指導方法を体験的に理解する。  

到達目標 

１．行動・心理症状（BPSD）への支援方法や生活支援の方法に対する指導の演習を通じ、介護職

員等を指導するための方法を理解する。  

２．認知症ケアにおけるアセスメント及びケアへの指導計画を立案することができる。  

３．介護職員等に対する自己の指導の特徴を理解する。  

概 要 

認知症の人の能力に応じた自立支援による生活の質の向上を目指し、介護職員等を現場で指導

するにあたり、介護職員等のケアの評価、個別課題の明確化、指導目標の設定及び指導計画の立

案について事例演習を通して体験的に学習し、実践的な指導力を高めることを目指す。また、自

己の指導の特徴と今後学習を進める課題を明らかにすることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 介護目標設定に関する指導
（事例演習） 

 

 

 

 

 

 

２． アセスメントに関する指導
（事例演習） 

 

 

 

 

 

 

３． 生活の質を向上するケア方
法に関する指導 

（事例演習） 

 

 

 

 

 

４．自己の指導の特徴の振り返    

  り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）生活の質を向上する介護目標の考え方 

２）介護目標に関する評価の視点 

３）介護目標立案に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

  

 

 

１）生活の質を向上するアセスメントの視点 

２）アセスメントに関する評価の視点 

３）アセスメント方法に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）生活の質を向上するケアの考え方 

２）ケア方法に関する評価の視点 

３）ケア方法に関する指導方法（課題の設定、

指導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）演習全体を通じた学びの振り返り 

２）自己の指導の特徴と課題の共有 

・介護職員の介護事例を取り

上げ、介護職員への指導方

法のプロセスを体験的に学

ぶ演習とする。なお、事例

の選定は、「食事・入浴・

排泄等の日常生活場面にお

ける介護事例」、「行動・心

理症状（BPSD）への介護事

例」から1つ以上を選択す

ること。 

・倫理的ジレンマ、権利擁

護、家族介護者支援、リス

クマネジメント等の事例も

含むこと。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 職場実習の課題設定 研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を理解する。 

到達目標 
１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法を立案できる。 

２．講義、演習で学んだ内容を生かし、 認知症ケアの指導に関する実習計画を立案できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かし、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、知 

識、技術の向上を目的とした教育、指導を実践し、認知症ケアに関する指導方法の実際を体験的

に理解するため、本科目では介護職員等の認知症ケアの能力を評価する方法を立案することを目

指す。 

内 容 備 考 

１．介護職員等の認知症ケアの能

力に関する評価方法の理解 

 

 

 

 

 

  

２． 介護職員等の認知症ケアの能
力に関する評価方法の立案

（演習） 

 

 

 

 

３．実習計画の立案（演習） 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、

知識、技術に関する現状分析の方法 

２）指導対象となる介護職員等の選定 

３）介護職員等の認知症ケアの能力の評価方

法立案の過程 

４）実習計画作成の過程 

 

 

１）基本的知識への評価方法の立案 

２）ケア目標への評価方法立案 

３）アセスメント方法への評価方法の立案 

４）ケア方法への評価方法の立案 

５）ケア評価に関する評価方法の立案 

 

 

１）実習目標 

２）実習計画 

３）実習中の資料作成 

 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実状に応じて

任意に延長することが望

ましい。 

 

 

 

 

・実習に向け、介護職員等

の認知症ケアの評価方法

案を考え実習への準備を

行う。 

 

 

 

・実習のタイムスケジュー

ルを作成し、実習の目標

と流れを理解する。 

 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を

可能とする 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 職場実習の課題設定 研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を理解する。 

到達目標 
１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法を立案できる。 

２．講義、演習で学んだ内容を生かし、 認知症ケアの指導に関する実習計画を立案できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かし、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、知 

識、技術の向上を目的とした教育、指導を実践し、認知症ケアに関する指導方法の実際を体験的

に理解するため、本科目では介護職員等の認知症ケアの能力を評価する方法を立案することを目

指す。 

内 容 備 考 

１．介護職員等の認知症ケアの能

力に関する評価方法の理解 

 

 

 

 

 

  

２． 介護職員等の認知症ケアの能
力に関する評価方法の立案

（演習） 

 

 

 

 

３．実習計画の立案（演習） 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、

知識、技術に関する現状分析の方法 

２）指導対象となる介護職員等の選定 

３）介護職員等の認知症ケアの能力の評価方

法立案の過程 

４）実習計画作成の過程 

 

 

１）基本的知識への評価方法の立案 

２）ケア目標への評価方法立案 

３）アセスメント方法への評価方法の立案 

４）ケア方法への評価方法の立案 

５）ケア評価に関する評価方法の立案 

 

 

１）実習目標 

２）実習計画 

３）実習中の資料作成 

 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実状に応じて

任意に延長することが望

ましい。 

 

 

 

 

・実習に向け、介護職員等

の認知症ケアの評価方法

案を考え実習への準備を

行う。 

 

 

 

・実習のタイムスケジュー

ルを作成し、実習の目標

と流れを理解する。 

 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を

可能とする 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 職場実習 研修形態と講義時間：実習（4週間） 

目 的 
研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価、課題の設定・合

意、指導目標の設定や指導計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケアを指導する。 

到達目標 

１．介護職員等の認知症ケアの能力を評価し、課題を設定・合意できる。 

２．介護職員等の認知症ケアにおける指導目標を立案できる。 

３．指導目標に応じた指導計画を作成できる。 

４．講義、演習で学んだ指導方法を職場で実際に活用できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かして、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、 

知識、技術の向上を目的とした教育、指導方法の実際を理解するため、本科目では実習に協力す

る介護職員等の認知症ケア上の課題に応じた指導計画の作成を体験的に理解し、職場内での指導

方法の理解を深めることを目指す。  

内 容 備 考 

１．認知症ケア能力の評価と課題

の設定・合意 

 

 

 

 

 

２．指導目標の立案方法の理解 

 

 

 

 

３．指導目標に応じた指導計画の

作成 

 

 

 

 

４．指導計画に応じた指導の実施 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、

知識、技術の評価 

２）実習に協力する介護職員等の認知症ケア

上の課題案の設定・合意 

 

 

 

・認知症ケアの課題に応じた指導目標の立案 

 

 

 

 

・指導目標に応じた指導視点や方法に関する 

指導計画の作成 

 

 

 

 

１）指導計画に応じた基本的知識に関する指

導の実践 

２）指導計画に応じたケア目標やアセスメン

ト方法への指導の実践 

 

・１－１）評価に基づき、

課題案の設定・合意を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・作成した指導計画を基に

した指導は、任意とす

る。ただし、作成した指

導計画を協力する介護職

員等と共有し、その結果

をもとに職場内での指導

における自己の課題を検

討する取り組みは必ず実

施する。 

・中間報告の実施を推奨す

る。 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 結果報告／職場実習評価 研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・論理的に考

察・報告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。 

到達目標 

１．職場実習における学びを通し、認知症ケアの指導方法の課題やあり方について客観的・論理的

に考察し、報告できる。 

２．介護職員等への認知症ケアの指導にかかる自己の課題を評価し、指導の方向性を明確にするこ

とができる。 

概 要 

職場実習を踏まえ、実習報告への評価によって、職場における介護職員等の認知症ケアに関する

態度、知識、技術の向上を目的とした教育指導方法の課題や今後の方向性を明確にすることを目指

す。 

内 容 備 考 

１．認知症ケア指導の実践方法に

関する自己の課題の整理と考

察 

 

 

 

２．認知症ケア指導に関する方向

性の明確化 

 

１）結果報告と評価 

２）認知症ケア指導における課題分析 

３）認知症ケア指導における課題の明確化 

 

 

 

１）認知症ケアに関する自己の指導の特徴と

課題 

２）今後の認知症ケア指導における自己の学

習目標と内容の明確化 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実状に応じて任

意に延長することが望まし

い。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を

可能とする 
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認知症介護リーダー研修シラバス                                       令和7年3月31日 

 

科 目 名 結果報告／職場実習評価 研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・論理的に考

察・報告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。 

到達目標 

１．職場実習における学びを通し、認知症ケアの指導方法の課題やあり方について客観的・論理的

に考察し、報告できる。 

２．介護職員等への認知症ケアの指導にかかる自己の課題を評価し、指導の方向性を明確にするこ

とができる。 

概 要 

職場実習を踏まえ、実習報告への評価によって、職場における介護職員等の認知症ケアに関する

態度、知識、技術の向上を目的とした教育指導方法の課題や今後の方向性を明確にすることを目指

す。 

内 容 備 考 

１．認知症ケア指導の実践方法に

関する自己の課題の整理と考

察 

 

 

 

２．認知症ケア指導に関する方向

性の明確化 

 

１）結果報告と評価 

２）認知症ケア指導における課題分析 

３）認知症ケア指導における課題の明確化 

 

 

 

１）認知症ケアに関する自己の指導の特徴と

課題 

２）今後の認知症ケア指導における自己の学

習目標と内容の明確化 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実状に応じて任

意に延長することが望まし

い。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を

可能とする 

1 

認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 認知症介護実践者等養成事業の実施 研修形態と講義時間：講義（1時間） 

目 的 
認知症介護実践者等養成事業における各研修の目的や実施の背景、認知症介護指導者の役割

について理解し、各研修の現状と課題を踏まえた実施方法を具体的に把握する。 

到達目標 

１．認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景を理解する。 

２．認知症介護実践者等養成事業において実施する各研修の概要を理解する。 

３．認知症介護実践者等養成事業の展開状況を理解する。 

４．認知症介護指導者の役割と実践事例を理解する。 

概 要 
認知症介護指導者として実践研修等を担うために、認知症介護実践者等養成事業の概要を理

解し、認知症介護指導者の役割や活動状況を学習する。 

内 容 備 考 

１．認知症介護実践者等

養成事業の目的と実

施の背景（事前課

題）  

 

 

 

２．実践研修等の概要

（事前課題）  

 

 

 

 

 

 

３．実践研修等の展開状

況（事前課題）  

 

 

 

 

４．認知症介護指導者の

役割と実践事例  

 

１） 認知症介護実践者等養成事業の目的  

２） 旧実践者研修、実践リーダー研修の概要とカリキュラ
ム  

 

 

 

 

１） 基礎研修、実践者研修、実践リーダー研修、指導者養
成研修、開設者研修、管理者研修、計画作成担当者研

修の目的、対象、カリキュラム、修了要件  

２） 都道府県・指定都市ごとの基礎研修、実践者研修、実
践リーダー研修、指導者養成研修の修了者数  

 

 

 

１） 各都道府県・指定都市における認知症介護実践者等養
成事業の実施状況  

２） 各研修の課題やその対策等  

 

 

 

１） 認知症介護指導者の役割、活動状況  

２）認知症介護指導者の実践事例  

・厚生労働省によ

る通知を用いて

説明する。  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。 
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 認知症ケアに関する施策と行政との連携 研修形態と講義時間：講義（1時間） 

目 的 

認知症ケアに関連する施策の動向及び施策に位置づけられた認知症ケアの専門職の役割やス

キルを理解する。行政の役割を理解し、行政と効果的に連携・協働するための視点を理解す

る。 

到達目標 

１．認知症ケアに関連する施策の動向及び施策において位置づけられている人材の役割や 

  スキルを理解する。  

２．認知症介護指導者として、都道府県・市区町村行政とどのように連携を図ればよいか、 

事例を基に理解する。  

概 要 

認知症ケアに関連する施策は認知症ケアの発展の経過と共に変化しており、その経過の学習

は、今後認知症ケアを発展させるために重要である。また、実践研修等の実施においては、最

新の情報を適切に反映することが求められる。認知症ケアに関連する施策の最新の動向を理解

するとともに、協働する可能性のある専門職等についてその役割とスキルを理解する。また、

都道府県・市区町村行政とどのように連携を図ればよいか、事例を基に学習する。  

内 容 備 考 

１．認知症施策の変遷

（事前課題）  

 

 

２．現在の認知症施策の

動向（事前課題）  

 

 

 

 

 

３．関連専門職の役割と

スキル（事前課題）  

 

 

４．認知症介護指導者と

行政との連携のポイ

ントと事例  

 

１）オレンジプラン  

２）認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）  

 

 

１） 認知症施策推進大綱、共生社会の実現を推進するため
の認知症基本法  

２） 認知症の人・家族の視点を重視した支援  

３） 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援  

 

 

１）認知症地域支援推進員  

２）かかりつけ医、認知症サポート医等の医療従事者 

 

  

１）行政との連携のポイント  

２）認知症介護指導者と都道府県との連携事例  

３）認知症介護指導者と市区町村の連携事例  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 認知症ケアに関する施策と行政との連携 研修形態と講義時間：講義（1時間） 

目 的 

認知症ケアに関連する施策の動向及び施策に位置づけられた認知症ケアの専門職の役割やス

キルを理解する。行政の役割を理解し、行政と効果的に連携・協働するための視点を理解す

る。 

到達目標 

１．認知症ケアに関連する施策の動向及び施策において位置づけられている人材の役割や 

  スキルを理解する。  

２．認知症介護指導者として、都道府県・市区町村行政とどのように連携を図ればよいか、 

事例を基に理解する。  

概 要 

認知症ケアに関連する施策は認知症ケアの発展の経過と共に変化しており、その経過の学習

は、今後認知症ケアを発展させるために重要である。また、実践研修等の実施においては、最

新の情報を適切に反映することが求められる。認知症ケアに関連する施策の最新の動向を理解

するとともに、協働する可能性のある専門職等についてその役割とスキルを理解する。また、

都道府県・市区町村行政とどのように連携を図ればよいか、事例を基に学習する。  

内 容 備 考 

１．認知症施策の変遷

（事前課題）  

 

 

２．現在の認知症施策の

動向（事前課題）  

 

 

 

 

 

３．関連専門職の役割と

スキル（事前課題）  

 

 

４．認知症介護指導者と

行政との連携のポイ

ントと事例  

 

１）オレンジプラン  

２）認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）  

 

 

１） 認知症施策推進大綱、共生社会の実現を推進するため
の認知症基本法  

２） 認知症の人・家族の視点を重視した支援  

３） 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支
援  

 

 

１）認知症地域支援推進員  

２）かかりつけ医、認知症サポート医等の医療従事者 

 

  

１）行政との連携のポイント  

２）認知症介護指導者と都道府県との連携事例  

３）認知症介護指導者と市区町村の連携事例  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。

3 

認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 研修の目標設定と研修総括 研修形態と講義時間：講義・演習（7時間） 

目 的 

認知症介護指導者養成研修の目的を踏まえ、自己課題を設定し、その達成状況について自己

評価できる。自己課題の設定とその評価の経験を基にして、認知症介護指導者としての自己研

鑽のあり方を考察する。 

到達目標 

１. 指導者養成研修の位置づけと目的を踏まえて、研修目標を達成するための自己課題を設定

できる。  

２. 設定した自己課題の達成状況について、自己評価できる。  

３. 研修での自己の学習成果及び今後の自己研鑚のあり方を明らかにできる。  

４. 研修修了後の認知症介護指導者としてのネットワークのあり方を理解する。  

概 要 

指導者養成研修の受講者は、多様なサービス種別において、それぞれの資格や職位に応じた

多様な学習経験を有している。それぞれの受講者が、指導者養成研修の研修目標の達成を目指

すにあたり、どのように学習を進めればよいかを考え、達成可能な自己課題を設定すること、

そしてその達成状況について評価することを目指す。また、研修成果の総括や、研修修了後の

ネットワークのあり方について学習する。  

内 容 備 考 

１．自己の目標設定  

 

 

 

 

２．目標の達成状況の 

評価  

 

 

３．今後の取り組みの 

検討  

 

 

 

４．認知症介護指導者の

ネットワークについ

て  

 

１）目標設定の意義  

２）目標設定の方法  

３）指導者養成研修における自己の目標設定  

 

 

１）目標の達成度と、達成度を評価した根拠  

２）達成できた（できなかった）理由の検討  

 

 

１）今後の取り組みの方向性と取り組み方法の検討  

２）研修全体での学習成果の振り返り  

３）研修修了後の課題設定  

 

 

１） 研修修了後のネットワークのあり方  

２） ネットワークのツールとしての認知症介護情報ネット
ワーク（DCnet）の活用  

  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 教育方法論 研修形態と講義時間：講義・演習（16 時間） 

目 的 
認知症ケア現場や認知症介護実践研修等において活用する技法の特徴を理解し、それらを活

用して、介護職員等の課題解決力を高めるための支援ができる。 

到達目標 

１．認知症ケア現場や実践研修等で活用する討議法、課題分析の技法、事例検討法等の演習技

法の特徴を理解する。  

２. 課題解決力を高めるための教育・指導のあり方について体験的に理解する。  

概 要 

認知症ケアの実践においては、様々な目的で技法が用いられている。技法は、目的や方法等

を正しく理解した上で意識的に活用する必要がある。本科目では、認知症介護実践研修等を実

施する際にベースとなる基本的な課題解決技法について概観し、適切に教育に反映させるため

の視点を身につけることを目指す。  

内 容 備 考 

１．教育技法の特徴と 

活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認知症ケア実践にお

ける課題解決技法の

活用（演習）  

 

１）討議法の特徴と活用  

２）課題分析に関する技法の特徴と活用  

３）事例検討法の特徴と活用  

４）オンライン教育の特徴と活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題解決技法を活用した演習  

 

・討議法の特徴と活用

としてはBS法やワー

ルドカフェ、ディベ

ート等、課題分析に

関する技法の特徴と

活用としてはマンダ

ラートやKJ法、図

解、ロジックツリー

等、事例検討法の特

徴としてはケースメ

ソッドやインシデン

ト法等を用いる。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 教育方法論 研修形態と講義時間：講義・演習（16 時間） 

目 的 
認知症ケア現場や認知症介護実践研修等において活用する技法の特徴を理解し、それらを活

用して、介護職員等の課題解決力を高めるための支援ができる。 

到達目標 

１．認知症ケア現場や実践研修等で活用する討議法、課題分析の技法、事例検討法等の演習技

法の特徴を理解する。  

２. 課題解決力を高めるための教育・指導のあり方について体験的に理解する。  

概 要 

認知症ケアの実践においては、様々な目的で技法が用いられている。技法は、目的や方法等

を正しく理解した上で意識的に活用する必要がある。本科目では、認知症介護実践研修等を実

施する際にベースとなる基本的な課題解決技法について概観し、適切に教育に反映させるため

の視点を身につけることを目指す。  

内 容 備 考 

１．教育技法の特徴と 

活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．認知症ケア実践にお

ける課題解決技法の

活用（演習）  

 

１）討議法の特徴と活用  

２）課題分析に関する技法の特徴と活用  

３）事例検討法の特徴と活用  

４）オンライン教育の特徴と活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・課題解決技法を活用した演習  

 

・討議法の特徴と活用

としてはBS法やワー

ルドカフェ、ディベ

ート等、課題分析に

関する技法の特徴と

活用としてはマンダ

ラートやKJ法、図

解、ロジックツリー

等、事例検討法の特

徴としてはケースメ

ソッドやインシデン

ト法等を用いる。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。

5 

認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 授業設計法 研修形態と講義時間：講義・演習（35時間） 

目 的 

認知症ケアにおける授業（講義・演習）計画書の作成の際に必要となる基本的考え方や方法

を理解する。模擬授業の計画作成を通して、研修の実施形態の特徴に合わせた授業のあり方に

ついて理解し、授業のねらいを踏まえた教材を準備することができる。  

到達目標 

１.認知症ケアにおける授業を計画する際に必要となる基本的考え方を理解する。  

２.授業のねらいの設定の考え方について理解する。  

３.授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造のあり方を理解する。  

４.授業計画の作成及び効果的な授業実施のポイントを理解する。  

５.授業の評価と改善方法を理解する。  

６.授業を計画し、教材を作成することができる。  

７.研修の実施形態の特徴を踏まえた授業設計ができる。  

概 要 

認知症介護指導者が均質な授業を提供する観点から、再現性の高い授業計画書を準備するこ

とが不可欠である。本科目では、研修の実施形態の特徴を踏まえ、効果的で再現性の高い授業

計画の作成の基本的考え方、実施方法及びその評価方法を講義・演習を通じて体験的に学習す

る。 

内 容 備 考 

１．授業計画や教材作成

の基本的考え方  

 

 

 

 

２．授業のねらいの設定  

 

 

 

 

３．授業のねらいを達成

するための学習内容

と授業の構造  

 

 

４．授業計画作成及び効

果的な授業実施のポ

イント  

 

 

 

５．授業の評価と改善方

法  

 

 

 

 

６．授業計画及び教材作

成（演習）  

１）授業計画作成の目的と意義  

２）授業計画の構造・構成  

３）講義・演習の特徴・意義  

４）教材検索、教材開発、教材選択のポイント  

 

 

１）現場の課題を踏まえたねらいの設定  

２）授業の条件を踏まえたねらいの設定  

３）受講者の力量の把握  

 

 

１）実践の振り返りと先行研究の把握  

２）講義・演習の組み合わせ方  

 

 

 

１）講義・演習実施のポイント  

２）チーム編成の視点  

３）時間配分  

４）ファシリテーターとの協働  

 

 

１）授業評価の目的  

２）授業評価のためのデータ  

３）評価を踏まえた授業改善の考え方と具体例  

４）テストの実施方法  

 

 

・授業計画及び教材の作成  

 

・知的財産の取り扱

い留意事項にふれ

ること。 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 授業の実施と評価  研修形態と講義時間：演習（17時間） 

目 的 
授業計画に基づく講義・演習を展開できる。模擬授業での演習の成果や評価結果に基づい

て、授業のねらいや内容、方法について改善のための提案ができる。  

到達目標 

１．授業計画に基づき、研修の実施形態の特徴に合わせた講義・演習を展開できる。  

２．より効果的な授業を構築・展開するために授業のねらい・内容・方法について改善のため

の提案をすることができる。  

３．授業の評価を踏まえて、授業計画を修正・改善することができる。  

概 要 

本科目では、実際に計画した講義・演習の一部をロールプレイ形式で実施し、授業のねらい

に対する授業の内容の適切さ、講師役の教授のあり方、教材の有効性等、講義・演習のあり方

について、受講者同士で相互評価することにより検討する。また、評価結果を踏まえて、授業

の内容を修正する過程を通じて、効果的な研修実施とその改善方法を理解することを目指す。  

内 容 備 考 

１．模擬授業の実施  

 

 

 

 

２．受講者間の討議によ

る模擬授業の評価  

 

 

３．授業計画及び教材の

修正  

 

１） 授業計画の解説（授業のねらい、全体の構成、実演す
る部分）  

２） 授業計画に則った模擬授業の実施  

 

 

１）模擬授業の実演結果についての討議  

２）模擬授業での学習成果のまとめ  

 

 

・授業の実施と評価を踏まえ、授業計画及び教材の修正  

 

  

・対面形式とオンラ

イン形式のどちら

も実施すること。 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 授業の実施と評価  研修形態と講義時間：演習（17時間） 

目 的 
授業計画に基づく講義・演習を展開できる。模擬授業での演習の成果や評価結果に基づい

て、授業のねらいや内容、方法について改善のための提案ができる。  

到達目標 

１．授業計画に基づき、研修の実施形態の特徴に合わせた講義・演習を展開できる。  

２．より効果的な授業を構築・展開するために授業のねらい・内容・方法について改善のため

の提案をすることができる。  

３．授業の評価を踏まえて、授業計画を修正・改善することができる。  

概 要 

本科目では、実際に計画した講義・演習の一部をロールプレイ形式で実施し、授業のねらい

に対する授業の内容の適切さ、講師役の教授のあり方、教材の有効性等、講義・演習のあり方

について、受講者同士で相互評価することにより検討する。また、評価結果を踏まえて、授業

の内容を修正する過程を通じて、効果的な研修実施とその改善方法を理解することを目指す。  

内 容 備 考 

１．模擬授業の実施  

 

 

 

 

２．受講者間の討議によ

る模擬授業の評価  

 

 

３．授業計画及び教材の

修正  

 

１） 授業計画の解説（授業のねらい、全体の構成、実演す
る部分）  

２） 授業計画に則った模擬授業の実施  

 

 

１）模擬授業の実演結果についての討議  

２）模擬授業での学習成果のまとめ  

 

 

・授業の実施と評価を踏まえ、授業計画及び教材の修正  

 

  

・対面形式とオンラ

イン形式のどちら

も実施すること。 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 研修企画と評価 研修形態と講義時間：講義・演習（5時間） 

目 的 
研修の位置づけや受講者の力量等、研修の条件に合わせた研修目標やカリキュラム構築及び

その評価方法の基本的考え方について理解し、適切な研修企画ができる 

到達目標 

１. 研修カリキュラム構築のための基本的知識を理解する。  

２. 研修の位置づけや受講者の受講準備状況（力量）等を踏まえた、研修目標の設定方法を理

解する。  

３. 研修目標や研修の諸条件（時間数、費用等）に応じ、研修カリキュラムを構築する際の内

容や順序のあり方を理解する。  

４. 実践研修のカリキュラムの評価の考え方及び方法を理解する。  

概 要 

認知症ケアにかかわる人材育成においては、必要となる知識・技術が多岐にわたることか

ら、単発のOff-JTを実施するだけでなく、複数の研修を効果的に組み合わせて実施することに

より、OJTに生かしていく必要がある。また効果的な研修を展開していくためには、各研修や

研修カリキュラムが目的に沿った成果を上げているか評価をすることが不可欠である。本科目

では、認知症ケアにおける研修カリキュラムの構築のあり方及びその評価方法を理解すること

を目指す。 

内 容 備 考 

１．カリキュラム構築の基

本的知識  

 

 

 

２．研修目標の設定  

 

 

 

３．研修内容と順序の検討  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．研修カリキュラムの評

価  

 

１）研修カリキュラム構築を学習する意味  

２）研修カリキュラム構築の基本的なプロセス  

３）シラバスの位置づけと役割  

 

 

１）研修目標の設定方法  

２）研修受講者の受講準備状況（力量）の把握と評価  

 

 

１） 研修目標と研修内容の関係  

２） 研修の順序と学習効果  

３） 研修講師選定の基本的考え方と講師依頼のポイント  

４） 事前課題の設定  

５） 研修を構築する際に検討すべき諸条件 （対象要件、

修了要件、１コマの時間数、休憩、受講定員、受講料

等）の考え方  

 

 

１）研修カリキュラムの評価の目的・意義  

２）研修の目的に合わせた評価対象と評価時期の設定  

３）実践研修の評価方法（演習）  
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 人材育成論 研修形態と講義時間：講義（3時間） 

目 的 
認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。キャリアパス構築等効果的な人材

育成のための組織体制づくりのあり方を理解する。  

到達目標 

１.人材育成の基本的考え方と認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。  

２.人材育成における動機づけの重要性と動機づけを高めるための方法を理解する。  

３.ケア現場における効果的な人材育成のための組織体制づくりのあり方を理解する。  

概 要 

認知症介護指導者は、実践者等養成事業における研修の他、地域における認知症ケアに関連

するあらゆる組織の中で人材育成に関与する可能性がある。本科目では、認知症介護実践者等

養成事業設立の経緯を踏まえ、認知症ケアにおいて、効果的な人材育成を展開していくための

基本的知識を学習する。また、認知症ケアにおいては、認知機能の低下や認知症の人の個性等

に応じた個別ケアが求められる。そのためには、自ら考え行動する人材を育成する必要があ

り、学習した成果を現場で活用するための動機づけを高めることも重要となる。そのような人

材育成のための視点や条件整備・仕組みづくりなどの組織的な取り組みのあり方を学習する。  

内 容 備 考 

１．認知症ケアにおける

人材育成  

 

 

 

２．人材育成における 

動機づけの理解  

 

 

 

３．効果的な人材育成の

ための組織体制づく

りと運用  

 

１）これからの人材育成のあり方  

２）OJT、Off-JT、SDS の活用  

３）認知症ケアに関する人材育成の課題  

 

 

１）動機づけの理解（内発的動機、達成動機、ワークエン

ゲイジメント等）  

２）人材育成において動機づけ向上を働きかける方法  

 

 

１）人材育成のための組織づくり・環境づくり  

２）キャリアパスの構築と支援体制  

３）初任者・新任者への OJT の計画と実施  

４）中堅職員の人材育成  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 人材育成論 研修形態と講義時間：講義（3時間） 

目 的 
認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。キャリアパス構築等効果的な人材

育成のための組織体制づくりのあり方を理解する。  

到達目標 

１.人材育成の基本的考え方と認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。  

２.人材育成における動機づけの重要性と動機づけを高めるための方法を理解する。  

３.ケア現場における効果的な人材育成のための組織体制づくりのあり方を理解する。  

概 要 

認知症介護指導者は、実践者等養成事業における研修の他、地域における認知症ケアに関連

するあらゆる組織の中で人材育成に関与する可能性がある。本科目では、認知症介護実践者等

養成事業設立の経緯を踏まえ、認知症ケアにおいて、効果的な人材育成を展開していくための

基本的知識を学習する。また、認知症ケアにおいては、認知機能の低下や認知症の人の個性等

に応じた個別ケアが求められる。そのためには、自ら考え行動する人材を育成する必要があ

り、学習した成果を現場で活用するための動機づけを高めることも重要となる。そのような人

材育成のための視点や条件整備・仕組みづくりなどの組織的な取り組みのあり方を学習する。  

内 容 備 考 

１．認知症ケアにおける

人材育成  

 

 

 

２．人材育成における 

動機づけの理解  

 

 

 

３．効果的な人材育成の

ための組織体制づく

りと運用  

 

１）これからの人材育成のあり方  

２）OJT、Off-JT、SDS の活用  

３）認知症ケアに関する人材育成の課題  

 

 

１）動機づけの理解（内発的動機、達成動機、ワークエン

ゲイジメント等）  

２）人材育成において動機づけ向上を働きかける方法  

 

 

１）人材育成のための組織づくり・環境づくり  

２）キャリアパスの構築と支援体制  

３）初任者・新任者への OJT の計画と実施  

４）中堅職員の人材育成  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 成人教育論 研修形態と講義時間：講義・演習（3時間） 

目 的 成人教育学における成人の特徴を理解し、効果的な支援のあり方を考察する。 

到達目標 

１. 成人教育の基本的考え方を理解する。  

２．成人教育における、教育者の役割を理解し、倫理的視点を醸成する。  

３. 成人教育の考え方を実践研修等研修における学習支援に活用する方法を理解する。  

概 要 

認知症介護実践者等養成事業は基礎教育と異なり、現に実務に従事している成人に対する現

任教育である。そのため、効果的な研修プログラムを構築し実践していくためには、学校教育

における教える―教えられる関係と異なり、成人教育の特徴に配慮した働きかけが求められ

る。本科目においては、そのような学習する成人の特徴を理解し、その特徴を踏まえた学習支

援のあり方について理解することを目指す。また、実践研修修了者の学習支援や認知症介護指

導者としての自身の発展をにらみ、そのような学習支援を発展させたコミュニティの形成に関

する基本的な考え方を学習する。  

内 容 備 考 

１．成人教育学の基本的

考え方  

 

 

 

２．教育者の役割と倫理  

 

 

 

３．学習支援の方法  

 

１）成人学習者の特徴（自己決定性、経験の観点から）  

２）成人学習のプロセス  

３）意識変容の学習プロセス  

 

 

１）教育者の役割  

２）教育者の振り返りの重要性  

 

 

１）振り返りの方法  

２）振り返る意味  

３）学習者のコミュニティ形成  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 認知症ケアに関する研究法の概論 研修形態と講義時間：講義・演習（2時間） 

目 的 
認知症ケアについての学術的な課題設定、データ収集、分析及び評価などの方法を理解す

る。 

到達目標 

１. 認知症ケアにおける学術的な研究の考え方とプロセスを概観することができる。  

２. 認知症ケアの実践を取りまとめる際の研究課題の設定のあり方を理解する。  

３. 介入方法に合わせたデータ収集の方法を理解する。  

４. 研究結果の分析、結果報告のポイントを理解する。  

概 要 

認知症介護指導者は、実践研修をはじめとした地域における取り組みにおいては、データや

根拠に基づいた実践を推進する立場となるほか、受講者の実践事例報告に対する指導を行う立

場になる。そのため、データに基づき公平・公正に物事を捉える視点や認知症ケアの研究報告

を読み解く力を修得していく必要がある。そのような力量は、認知症介護指導者となったのち

にも自己学習等により高めることが期待されるが、本科目はその第一歩として認知症ケアの実

践研究のプロセスを概観し、職場実習に取り組みその結果を報告するために必要となる研究的

な考え方を理解することを目指す。 

内 容 備 考 

１．学術的な研究の考え

方とプロセス  

 

 

 

２．研究課題の設定  

 

 

 

 

 

 

３．介入方法に合わせた

データ収集の方法  

 

 

４．分析と仮説の検証  

 

 

 

５．研究成果のまとめ方

やプレゼンテーション  

 

１）学術的な研究  

２）仮説・検証の必要性  

３）研究の過程  

 

 

１）問題意識・興味から明確な課題への転換  

２）因果と説明  

３）研究のデザイン  

４）データの収集方法  

５）倫理的配慮  

 

 

１）介入とデータ収集  

２）アウトカム評価尺度の種類  

 

 

１）質的データ・量的データの整理・分析  

２）考察・仮説の検証  

 

 

１）背景、目的、方法、結果、考察  

２）倫理的配慮の示し方  

３）結果と考察の違い、目的と考察の対応等  

４）プレゼンテーションの方法  

５）パワーポイント・ポスター作成のポイント  

６）質疑応答のポイント  

・認知症ケアに関す

る介入研究を具体

例に挙げて説明す

る。  
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

科 目 名 

職場実習企画 

職場実習 

職場実習（振り返り） 

職場実習報告 

研修形態と講義時間： 

演習（12時間） 

実習（5週間） 

演習（3時間） 

演習（14時間） 

目 的 
研修で学んだ内容を生かして、認知症ケアにおける実習企画、その実践及び評価をすること

ができる。職場実習における取り組みの成果を分かりやすく報告することができる。  

到達目標 

１.認知症ケアにおける研究的な取り組みを企画することができる。  

２.企画に基づいて職場実習の実践及び評価ができる。  

３.職場実習における取り組みの成果を分かりやすく報告することができる。  

概 要 

認知症介護指導者は、実践研修をはじめとした地域における取り組みにおいては、データや

根拠に基づいた実践を推進する立場となる。また、その役割として、認知症介護実践研修にお

ける職場実習においては、受講者の実践事例報告に対する指導を行う立場になり、データに基

づき公平・公正に物事を捉える視点や認知症ケアの研究報告を読み解く力を修得していく必要

がある。本科目はその第一歩として職場実習企画書に基づき、職場実習を実施し、まとめる過

程を通じて、認知症ケアにおける研究的な取り組みの企画と実践、評価及び報告ができるよう

になることを目指す。  

内 容 備 考 

【職場実習企画】  

１. 職場実習に関する 

オリエンテーション  

 

 

２. 職場実習企画書の 

作成  

 

 

 

【職場実習】  

３. 企画書に基づいた 

実践  

 

 

 

【職場実習（振り返り）】  

４. 職場実習全体の振り

返り  

 

 

【職場実習成果報告】  

５. 取り組みの成果の 

報告  

 

１）職場実習の目的  

２）職場実習企画書の構成と記入方法  

３）職場実習企画書及び実習報告の実践事例の紹介  

 

１）解決したい職場の課題の選定及び目的の決定  

２）方法の検討  

３）評価方法の検討  

４）職場管理者等上司への確認  

 

 

１）協力者に対する説明と同意  

２）企画書に基づいた取り組みの展開  

３）取り組みの成果の評価  

４）報告資料のとりまとめと提出  

 

 

・職場実習に関する取り組みの振り返り  

 

 

 

 

１）職場実習における取り組みの成果の報告  

２）質疑応答  

 

 

 

 

 

・センタースタッフ

の指導を受けなが

ら進める。  

 

 

 

・上記同様  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 共生のために地域で支え合う体制づくり 研修形態と講義時間：講義・演習（2時間） 

目 的 

地域包括ケアシステムや認知症とともに生きる共生社会づくりのための関係機関との連携体

制の構築についての基本的考え方を理解し、地域において認知症の人が自分らしく暮らし続け

るための支援体制に関する課題解決の提案ができる。  

到達目標 

１．認知症とともに生きる共生社会づくりのための地域連携に必要な基本的考え方を理解す

る。  

２．関連機関等との連携体制における認知症介護指導者の位置づけと役割を理解する。  

３．認知症の人が地域の中で自分らしく暮らし続けるための取り組みに関して、自己の目標と

課題を整理できる。  

概 要 

認知症介護指導者は、地域において行政の施策に則った役割を果たしていくことが期待され

ており、認知症基本法で目指している共生社会の実現に向けて、地域における認知症の人の生

活の質の向上や住み慣れた地域で生活を継続できるための様々な取り組みを実践しているケー

スも報告されている。また、実践研修においては、認知症の人が地域で自分らしく暮らし続け

ることを支えるための基本的な考え方を教育する立場にもなる。本科目では、共生社会を築い

ていくための地域での活動の推進や実践研修での授業の展開など、指導者としての取り組みを

推進する上で重要となる地域連携についての基本的考え方や取り組みの実践事例について学習

する。  

内 容 備 考 

１．共生及びそのための

関係機関等との連携

に必要な基本的考え

方（事前課題）  

 

 

２．関連機関等との連携

体制における認知症

介護指導者の位置づ

けと役割    

（事前課題）  

 

 

３．医療・介護・地域連

携等の実践事例  

 

 

 

 

 

４．地域における認知症

の人に対する支援体

制づくりの目標と課

題の整理  

 

１）共生についての理解と自地域の課題  

２）他施設・事業所、他機関、他職種の理解  

３）関係機関等との連携やネットワーク構築のポイント  

 

 

 

１） 共生社会づくりのための地域資源との連携体制を構築
する際の認知症介護指導者の位置づけ  

２） 共生社会づくりのための地域資源との連携体制を構築
する際の認知症介護指導者の役割  

 

 

 

１） 啓発・本人発信支援  

２） 本人の社会参加活動支援  

３） 安心・安全な外出支援（行方不明対応を含む）  

４） 本人が生活を継続していくための医療・介護・地域連
携・ネットワーキング  

 

 

・以上の学習を踏まえ、自己の目標と課題を整理  

 

・認知症基本法にお

ける「共生」の概

念を説明する。  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 共生のために地域で支え合う体制づくり 研修形態と講義時間：講義・演習（2時間） 

目 的 

地域包括ケアシステムや認知症とともに生きる共生社会づくりのための関係機関との連携体

制の構築についての基本的考え方を理解し、地域において認知症の人が自分らしく暮らし続け

るための支援体制に関する課題解決の提案ができる。  

到達目標 

１．認知症とともに生きる共生社会づくりのための地域連携に必要な基本的考え方を理解す

る。  

２．関連機関等との連携体制における認知症介護指導者の位置づけと役割を理解する。  

３．認知症の人が地域の中で自分らしく暮らし続けるための取り組みに関して、自己の目標と

課題を整理できる。  

概 要 

認知症介護指導者は、地域において行政の施策に則った役割を果たしていくことが期待され

ており、認知症基本法で目指している共生社会の実現に向けて、地域における認知症の人の生

活の質の向上や住み慣れた地域で生活を継続できるための様々な取り組みを実践しているケー

スも報告されている。また、実践研修においては、認知症の人が地域で自分らしく暮らし続け

ることを支えるための基本的な考え方を教育する立場にもなる。本科目では、共生社会を築い

ていくための地域での活動の推進や実践研修での授業の展開など、指導者としての取り組みを

推進する上で重要となる地域連携についての基本的考え方や取り組みの実践事例について学習

する。  

内 容 備 考 

１．共生及びそのための

関係機関等との連携

に必要な基本的考え

方（事前課題）  

 

 

２．関連機関等との連携

体制における認知症

介護指導者の位置づ

けと役割    

（事前課題）  

 

 

３．医療・介護・地域連

携等の実践事例  

 

 

 

 

 

４．地域における認知症

の人に対する支援体

制づくりの目標と課

題の整理  

 

１）共生についての理解と自地域の課題  

２）他施設・事業所、他機関、他職種の理解  

３）関係機関等との連携やネットワーク構築のポイント  

 

 

 

１） 共生社会づくりのための地域資源との連携体制を構築
する際の認知症介護指導者の位置づけ  

２） 共生社会づくりのための地域資源との連携体制を構築
する際の認知症介護指導者の役割  

 

 

 

１） 啓発・本人発信支援  

２） 本人の社会参加活動支援  

３） 安心・安全な外出支援（行方不明対応を含む）  

４） 本人が生活を継続していくための医療・介護・地域連
携・ネットワーキング  

 

 

・以上の学習を踏まえ、自己の目標と課題を整理  

 

・認知症基本法にお

ける「共生」の概

念を説明する。  

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同

程度の効果が期待できる講義などに限る。
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認知症介護指導者養成研修 シラバス改定版                            令和7年3月31日 

 

 

科 目 名 相談援助の理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（7時間） 

目 的 

「認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深める」ために、認知症

ケアにおける相談援助の役割を担う者として必要となる知識・技術を理解し、課題に応じた対

応及び支援を実践的に展開することができる。 

到達目標 

１．既習の科目で学んだ内容と関連させ、相談援助における原則や基本的態度、必要な 

  知識・技術を理解する。  

２．相談者の置かれている状況や課題、ニーズを踏まえ、課題解決するための情報収集及び   

  その分析方法を実践的に理解する。  

３．事例等を用いた演習を通して、具体的な相談援助の場面及び過程における技術等を習得す

る。  

４．自己の相談援助のあり方を振り返り、今後の取り組みの方向性を明確化できる。  

概 要 

認知症介護指導者は、専門職のみならず認知症当事者やその家族、地域住民からの相談に応

じ、「認知症の人に関する正しい理解」を推進する役割が期待されている。この役割を果たす

ためには、認知症当事者やケアに携わる人々の相談内容に適した的確な助言・支援の技術が求

められる。本科目では、当該事業における認知症介護指導者の相談援助の取り組みが、実際に

効果のある働きかけとなることを目指す。また、今後地域で活動するにあたっての自らの課題

を明らかにすることを目指す。  

内 容 備 考 

１．相談援助における原則

や基本的態度、必要な

知識・技術の理解  

 

 

２．相談者の置かれている

状況や課題、ニーズを

踏まえ、課題解決する

ための情報収集及び 

その分析方法の実践的

理解  

 

 

３．事例等を用いた演習を

通して具体的な相談援

助の場面及び過程にお

ける技術等の習得 

 

 

４．自己の相談援助のあ

り方の振り返りと今

後の取り組みの方向

性の明確化 

 

１） 相談援助を実施する前に修得を要する原則や基本的 

態度  

２） 相談援助を実施する際に必要な知識・技術  

 

 

１） 相談者の課題に関する情報収集  

２） 課題の焦点化  

３） 課題の発生要因の分析の実践的理解  

 

 

 

 

 

１） 専門職、認知症の当事者とその家族、地域住民等の
様々な事例を用いた演習 

２） 上記１）の相談者に合わせた支援の過程における技
術の習得 

 

 

１）演習全体の振り返り 

２）相談援助の役割を担う者としての自己の課題 

３）今後の相談援助の取り組みの方向性の明確化 

 

 





巻末資料 4

「新カリキュラム改訂にともなう各科目シラバス
変更のポイントと運用のヒント」案



462

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症介護実践者研修  

 

新カリキュラム改訂にともなう 

各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント 

 

令和 7年 3月版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護研究・研修センター 
 

※ ここに記載されている内容は、令和 7年度から運用されている認知症介護実践者研修シラバスに基づ

く運用のヒントです。この通りに行うということではなく、参考にしていただき、各都道府県・指定都市で

研修内容を検討する際の資料としてください。 

※ この資料は、認知症介護指導者向けです。 
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認知症介護研究・研修センター 
 

※ ここに記載されている内容は、令和 7年度から運用されている認知症介護実践者研修シラバスに基づ

く運用のヒントです。この通りに行うということではなく、参考にしていただき、各都道府県・指定都市で

研修内容を検討する際の資料としてください。 

※ この資料は、認知症介護指導者向けです。 
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1 
 

シシララババスス運運用用ののヒヒンントトのの使使いい方方  

○ 資料の趣旨 

・ 本資料は、新カリキュラムの運用を進めるにあたって、移行期間の授業作成をサポートすること

を目的に、シラバスを運用する際のヒントとなるような情報（内容や実施方法のイメージ）を提供

することを念頭に作成した、認知症介護指導者向けの資料です。 

・ 本資料に記載された構成や時間配分は、あくまでも運用のヒントであり、授業の内容を縛るもの

ではありません。実践研修の授業は、これまで通り、各都道府県・指定都市において、認知症介

護指導者がシラバスに即し、実践をふまえた授業を自ら作成し、展開するということを前提として

います。 

 

○ 資料の構造 

 

‧ 本資料は、1 科目について見開きで参照できるように構成しました。左側に令和 7 年 4 月 1 日版の

シラバス、右側に運用のヒント等を掲載しています。 

‧ 「旧カリキュラムとの対応」欄は、旧カリキュラムの科目名と時間数を掲載しました。DCnet 上には、

新カリキュラムのシラバスとともに旧カリキュラムのシラバスも掲載していますので、参照ください。 

‧ 「運用のヒント」欄は、シラバスの「内容」の左側にある柱（項番号をふってある部分）ごとにヒントを

掲載しています。 

‧ 「参考」欄は、各科目の参考文献となりうるもののうち、国の事業や 3 センターの事業で作成した文

献・資料等を掲載しました。文献は、時間の経過とともに古くなるほか、増えますので、随時文献に

あたり、情報を刷新していただければ幸いです。 
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1 
 

シシララババスス運運用用ののヒヒンントトのの使使いい方方  

○ 資料の趣旨 

・ 本資料は、新カリキュラムの運用を進めるにあたって、移行期間の授業作成をサポートすること

を目的に、シラバスを運用する際のヒントとなるような情報（内容や実施方法のイメージ）を提供

することを念頭に作成した、認知症介護指導者向けの資料です。 

・ 本資料に記載された構成や時間配分は、あくまでも運用のヒントであり、授業の内容を縛るもの

ではありません。実践研修の授業は、これまで通り、各都道府県・指定都市において、認知症介

護指導者がシラバスに即し、実践をふまえた授業を自ら作成し、展開するということを前提として

います。 

 

○ 資料の構造 

 

‧ 本資料は、1 科目について見開きで参照できるように構成しました。左側に令和 7 年 4 月 1 日版の

シラバス、右側に運用のヒント等を掲載しています。 

‧ 「旧カリキュラムとの対応」欄は、旧カリキュラムの科目名と時間数を掲載しました。DCnet 上には、

新カリキュラムのシラバスとともに旧カリキュラムのシラバスも掲載していますので、参照ください。 

‧ 「運用のヒント」欄は、シラバスの「内容」の左側にある柱（項番号をふってある部分）ごとにヒントを

掲載しています。 

‧ 「参考」欄は、各科目の参考文献となりうるもののうち、国の事業や 3 センターの事業で作成した文

献・資料等を掲載しました。文献は、時間の経過とともに古くなるほか、増えますので、随時文献に

あたり、情報を刷新していただければ幸いです。 

  

 

2 
 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。  

科  目  名  認知症介護実践者研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60 分） 

目 的 
認知症ケアを実践する者の役割と研修科目との関係性を踏まえ、研修の概要を把握する。 

認知症介護の実践者として自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。 

到達目標  
１．認知症介護を実践する者の役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．認知症介護を実践する者として課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

認知症介護を実践する者に必要な知識や技術の理解を踏まえ、研修科目の必要性や研修全体の目的

など研修概要を把握する。また、認知症介護を実践する者としての自己課題を確認し研修の受講動機を高

め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１． 認知症介護実践者の 

役割 

 

 

 

 

 

 

２．認知症介護実践者研修の

概要 

 

 

 

 

 

３．課題の明確化 

 

１）認知症介護実践者に必要な知識や技術 

 

 

 

 

 

 

 

１）研修の目的 

２）研修の到達目標 

３）カリキュラム全体の構成 

４）カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

１）課題の明確化 

２）研修における学習目標の明確化 

・研修カリキュラムに準じ、

実践者に必要な知識や

技術を理解する。 
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科目名：認知症介護実践者研修の理解（60分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

新設科目です。 

運用の 

ヒント 

 

‧ これまで認知症介護実践者研修には、研修の目的や内容を解説する授業がありません

でしたが、認知症介護実践リーダー研修と揃えて、本科目を新設することにしました。 

 

1．認知症介護実践者の役割 

受講者に、認知症介護実践者研修を修了したのちに期待される役割、そのために必要な

知識・技術を理解してもらうことがねらいです。カリキュラム改定において実施した検討委

員会では、以下の人物像を想定してカリキュラムを改訂しましたので、参照ください。これら

は認知症基本法の理念をベースにして位置付けられました。 

 

【基本法の理念をベースとした実践者像の立案】 

ア）認知症の人が個性と能力を発揮し、国民全員が相互に人格と個性を尊重し支

えあう社会(共生社会）の在り方を理解している 

イ）本人の意思による円滑な日常生活および社会生活の支援ができる 

ウ）認知症の人の理解を踏まえて認知症を正しく理解している 

エ）地域・社会において個性や能力に応じた地域・社会への参画や活動の支援が

できる 

オ）本人の意思を尊重し、尊厳を保持できるよう支援することができる 

カ）家族が安心して生活できるよう支援することができる 

キ）他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備ができる 

 

 

2．認知症介護実践者研修の概要 

研修の目的、到達目標、カリキュラム全体の構成、カリキュラム別のねらいと概要を理解し

てもらい、一つ一つの授業の位置づけを明確にしたうえで授業を受講できるようにするこ

とをねらっています。 

受講者に、到達目標をすべて達成すると研修の目的が達成される、到達目標を達成できる

ように各科目が位置付けられているといった研修の構造を理解してもらうことが必要で

す。 

 

 

3．課題の明確化 

研修修了後に期待される役割や研修の概要を踏まえたうえで、研修における課題を設定

してもらうことを意図しています。現状と研修の目的とのギャップを埋めるために、取り組

んだり、習得したりする必要があることを課題と定義すると受講者が考えやすいでしょう。

また、日常の認知症ケア実践を振り返りながら考えられるとよいでしょう。 

  

参考 

・ 認知症基本法（概要）
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf 

・ 本研究の報告書名を記述 

・ 認知症介護実践者研修シラバス（最終的にはURLを提示） 
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科目名：認知症介護実践者研修の理解（60分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

新設科目です。 

運用の 

ヒント 

 

‧ これまで認知症介護実践者研修には、研修の目的や内容を解説する授業がありません

でしたが、認知症介護実践リーダー研修と揃えて、本科目を新設することにしました。 

 

1．認知症介護実践者の役割 

受講者に、認知症介護実践者研修を修了したのちに期待される役割、そのために必要な

知識・技術を理解してもらうことがねらいです。カリキュラム改定において実施した検討委

員会では、以下の人物像を想定してカリキュラムを改訂しましたので、参照ください。これら

は認知症基本法の理念をベースにして位置付けられました。 

 

【基本法の理念をベースとした実践者像の立案】 

ア）認知症の人が個性と能力を発揮し、国民全員が相互に人格と個性を尊重し支

えあう社会(共生社会）の在り方を理解している 

イ）本人の意思による円滑な日常生活および社会生活の支援ができる 

ウ）認知症の人の理解を踏まえて認知症を正しく理解している 

エ）地域・社会において個性や能力に応じた地域・社会への参画や活動の支援が

できる 

オ）本人の意思を尊重し、尊厳を保持できるよう支援することができる 

カ）家族が安心して生活できるよう支援することができる 

キ）他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備ができる 

 

 

2．認知症介護実践者研修の概要 

研修の目的、到達目標、カリキュラム全体の構成、カリキュラム別のねらいと概要を理解し

てもらい、一つ一つの授業の位置づけを明確にしたうえで授業を受講できるようにするこ

とをねらっています。 

受講者に、到達目標をすべて達成すると研修の目的が達成される、到達目標を達成できる

ように各科目が位置付けられているといった研修の構造を理解してもらうことが必要で

す。 

 

 

3．課題の明確化 

研修修了後に期待される役割や研修の概要を踏まえたうえで、研修における課題を設定

してもらうことを意図しています。現状と研修の目的とのギャップを埋めるために、取り組

んだり、習得したりする必要があることを課題と定義すると受講者が考えやすいでしょう。

また、日常の認知症ケア実践を振り返りながら考えられるとよいでしょう。 

  

参考 

・ 認知症基本法（概要）
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf 

・ 本研究の報告書名を記述 

・ 認知症介護実践者研修シラバス（最終的にはURLを提示） 
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科 目 名 認知症ケアの理念 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
認知症の人の理解を踏まえた、認知症の中核症状、行動・心理症状（BPSD）、原因疾患等の正しい

理解に基づいて認知症ケア理念の重要性を理解する。  

到達目標 

１． 認知症だけにとらわれない人格や個別性、想いを理解し、有する能力に応じた本人が望む生活
を実現するケアの姿勢を身につける。 

２． 認知症の原因疾患とその症状の特徴、中核症状、心理的特徴及び行動・心理症状（BPSD）の発

症要因について説明できる。 

３． 認知症ケアの理念を理解し、認知症ケアの方向性とその意義を説明できる。 

概 要 

本科目では、認知症の人の声や想い、生活の様子など認知症の人の全人的理解、個別性の理解を

踏まえて、認知症に関する基礎知識を学習し、認知症施策の基本理念やパーソン・センタード・ケアを基

本とする認知症ケアの理念について学び、認知症の人が望む生活を実現するためのケア実践に繋げる

ことを目指す。 

内 容 備 考 

１.認知症の人の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.認知症の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.認知症ケアの理念 

 

１） 様々な認知症の人の声（非言語メッセージも含
む）と暮らしの様子 

２） 周囲の人や社会への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 認知症の定義 

２） 中核症状と行動・心理症状（BPSD） 

３） 原因疾患別の特徴 

４） 認知症に間違えられやすい状態、MCI、若年性

認知症 

５） 中核症状と有する能力の理解 

 

 

 

 

１）認知症ケアの変遷 

２）共生社会の実現を推進するための認知症基本法

の理念 

３）認知症ケアの理念とその役割 

４）パーソン・センタード・ケアの基本的な理解 

・本人の声（態度や表情など

の非言語的様子も含む）

や暮らしの様子をそのまま

受け止め、疾患だけでは

なく、人間性や人格、ライ

フスタイルなどの全人的理

解を深める。 

・年齢、認知症の重症度の違

いによる様々な人の考え

や想い、要望、暮らしの実

状を知り、個別性の理解を

深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基本法の目的や理念など、

国の考え方を理解する。 

 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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科目名：認知症ケアの理念（150分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分）の倫理、意思決定支援、自己課題の設

定を別科目に移動しました。 

 

1．認知症の人の理解 

受講者に、まず、認知症の前に、人の理解をしていこうとする姿勢を明確に示すことを意

図しています。本人の声をそのまま受け止め全人的理解を深められるようにします。 

一部の人の声を、全ての認知症の人の意見であると誤解したり、軽度の認知症の人の声

だけをとりあげて議論する、といったように、認知症の人のイメージを固定するのではな

く、年齢や認知症の重症度の違いによる様々な人の考えや想い、要望、暮らしの実状を知

り、個別性の理解を深めることをねらいます。 

 

 

2．認知症の理解 

認知症の定義や中核症状、行動心理症状、原因疾患の特徴など認知症についての基本的

な知識を理解することを意図しています。認知症によってできなくなることのみを知ると、

それによる偏見が生じやすいことを念頭に、受講者には、「中核症状はありながらも有する

能力もある」といったように、できること・できないことをそれぞれとらえることの重要性を

理解してもらう必要があります。 

 

 

3．認知症ケアの理念 

認知症ケア変遷を知ったうえで、認知症基本法やパーソン・センタード・ケアの理念を理解

することを意図しています。認知症施策含めた歴史的な変遷の説明は最低限にとどめ、認

知症基本法の目的や理念などを理解できるようにします。また、認知症ケアの理念が、ケア

や人材育成、チームアプローチの指針になる土台となる考え方であり、理念を指針として認

知症ケアを実施することの必要性を理解できるようにします。 

 

  

参考 
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科目名：認知症ケアの理念（150分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援（180分）の倫理、意思決定支援、自己課題の設

定を別科目に移動しました。 

 

1．認知症の人の理解 

受講者に、まず、認知症の前に、人の理解をしていこうとする姿勢を明確に示すことを意

図しています。本人の声をそのまま受け止め全人的理解を深められるようにします。 

一部の人の声を、全ての認知症の人の意見であると誤解したり、軽度の認知症の人の声

だけをとりあげて議論する、といったように、認知症の人のイメージを固定するのではな

く、年齢や認知症の重症度の違いによる様々な人の考えや想い、要望、暮らしの実状を知

り、個別性の理解を深めることをねらいます。 

 

 

2．認知症の理解 

認知症の定義や中核症状、行動心理症状、原因疾患の特徴など認知症についての基本的

な知識を理解することを意図しています。認知症によってできなくなることのみを知ると、

それによる偏見が生じやすいことを念頭に、受講者には、「中核症状はありながらも有する

能力もある」といったように、できること・できないことをそれぞれとらえることの重要性を

理解してもらう必要があります。 

 

 

3．認知症ケアの理念 

認知症ケア変遷を知ったうえで、認知症基本法やパーソン・センタード・ケアの理念を理解

することを意図しています。認知症施策含めた歴史的な変遷の説明は最低限にとどめ、認

知症基本法の目的や理念などを理解できるようにします。また、認知症ケアの理念が、ケア

や人材育成、チームアプローチの指針になる土台となる考え方であり、理念を指針として認

知症ケアを実施することの必要性を理解できるようにします。 

 

  

参考 
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科 目 名 生活支援の方法 研修形態と講義時間：講義・演習（210分） 

目 的 
日常生活・社会生活における中核症状の影響を理解した上で、認知症の人の意思を尊重し、有する

能力に応じた生活の支援を可能とする生活環境づくりやコミュニケーションの実践方法を理解する。  

到達目標 

１． 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）・社会生活における生活と中核症状による影響 を評価

できる。 

２． 認知症の人の意思を尊重した日常生活・社会生活の支援方法を理解する。 

３． 認知症の人の意志を尊重したコミュニケーションや生活環境の支援方法を理解し実践できる。 

概 要 

認知症の人が望む生活を支援するためには、日常生活（食事、入浴、排泄、生活管理等）における

活動を中心とした社会生活全般に対する伴走的なサポートが求められる。そのためには、認知機能の

低下による生活への影響の理解だけでなく、有する能力を活用した生活全般を支援する技術が必要で

ある。本科目では、認知症の人の意思を尊重した生活を基本とし、中核症状の影響と有する能力の影

響を理解した上で、生活環境づくり・コミュニケーション・活動支援の方法を修得する。  

内 容 備 考 

１．生活支援の方向性 

 

 

 

 

 

 

２．認知症によって起きやすい生活

の障害と有する能力 

 

 

 

 

 

 

３．日常生活（食事・入浴・排泄・

生活管理等）への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．社会生活（活動・交流・就労

等）への支援 

 

１）生活の考え方 

２）意思を尊重した生活支援の理解 

 

 

 

 

 

１） 中核症状と日常生活・社会生活における困
難や有する能力の捉え方 

２） 生活上の困難と有する能力の評価方法 

 

 

 

 

 

１） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場
面における意思決定支援の方法 

２） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場
面におけるコミュニケーションの方法 

３） 日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場
面における環境の理解と支援方法 

 

 

 

 

 

 

１)社会生活（活動・交流・就労等）における意思

決定支援の方法 

２)社会生活（活動・交流・就労等）における活動

支援の必要性と考え方 

・基本的な生活行為から社会

生活まで含む生活全般の

考え方を踏まえた上で、本

人の意思を尊重した伴走型

の生活支援方法を理解す

る。 

 

・認知機能の低下等による生

活上のつまずきだけでなく、

遂行可能な活動を理解する

とともに、認知症の人が望

む生活に近づけるためにで

きることは何かを検討する。 

 

 

・認知機能の低下等による障

害と、有する能力による遂

行可能な活動に対する評価

や支援方法を学習する。 

・「認知症の人の日常・社会生

活支援における意思決定

支援ガイドライン」を参考に

し、意思決定支援のプロセ

スや意思形成、意思表明、

意思実現の具体的な支援

方法について理解する。 

 

・上記同様 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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科目名：生活支援の方法（210分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

生活支援のためのケアの演習１（300分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 「生活支援のためのケアの演習Ⅰ」を内容を端的に示した「生活支援の方法」へ改名しま

した。 

‧ 日常生活に加え、社会生活まで含めた生活の考え方と支援方法の理解を強調(就労、社

会活動、参画支援の必要性を追加）しました。 

‧ 基本的な活動だけだと生活活動の視点が弱くなるため、生活支援における、生活場面別

の意思決定支援の具体的方法、コミュニケーション、環境支援に関する具体的方法の理

解を強化しました。 

‧ ３．認知症の人の生活環境づくり、４．中核症状の理解に基づくコミュニケーションの柱を

整理し、各生活場面での具体的な支援方法の理解として整理したため、300 分から

210分へ 90分短縮しました。 

 

１．生活支援の方向性 

基本的な生活行為から社会生活まで含む生活全般の考え方を踏まえた上で、本人の意思

を尊重した伴走型の生活支援方法を理解することを意図しています。生活の考え方につい

ては、以下、参考を参照ください。 

 

 

２．認知症によって起きやすい生活の障害と有する能力 

中核症状の影響によって日常生活・社会生活に困難さが生じることを理解し、そのうえで

有する能力を把握して生活の困難さやできることは何かを検討することを意図していま

す。また望む生活に近づけるという観点も含めることとしています。 

 

 

３．日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）への支援 

日常生活と社会生活に分類し、それぞれの場面における意思決定支援、環境支援、コミュ

ニケーションの方法を学習する構成としました。 

 

４．社会生活（活動・交流・就労等）への支援 

「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」科目に含むため、本項は、演習等で理解を

深めるのではなく、受講者が必要性と考え方を理解することにとどめることとしています。 

社会生活は、基本的な生活構造を念頭に、構成してください。（参考を参照） 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10分程度）を

加味してください。 

  

参考 

・ 世界保健機関 ICF国際生活機能分類: 国際障害分類改定版 
「認知症の人の日常・社会生活支援における意思決定支援ガイドライン（第２版）」 

・ 林崎光弘、永田久美子ら：「痴呆性老人グループホームケアの理念と技術―その人らしく
最期まで」、P72、バオバブ社、東京（1996） 

・ 社会生活については、「白石大介：「対人援助技術の実際ー面接技法を中心にー」、
P151、創元社、東京（1998）」などを参照  
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7 
 

科目名：生活支援の方法（210分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

生活支援のためのケアの演習１（300分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 「生活支援のためのケアの演習Ⅰ」を内容を端的に示した「生活支援の方法」へ改名しま

した。 

‧ 日常生活に加え、社会生活まで含めた生活の考え方と支援方法の理解を強調(就労、社

会活動、参画支援の必要性を追加）しました。 

‧ 基本的な活動だけだと生活活動の視点が弱くなるため、生活支援における、生活場面別

の意思決定支援の具体的方法、コミュニケーション、環境支援に関する具体的方法の理

解を強化しました。 

‧ ３．認知症の人の生活環境づくり、４．中核症状の理解に基づくコミュニケーションの柱を

整理し、各生活場面での具体的な支援方法の理解として整理したため、300 分から

210分へ 90分短縮しました。 

 

１．生活支援の方向性 

基本的な生活行為から社会生活まで含む生活全般の考え方を踏まえた上で、本人の意思

を尊重した伴走型の生活支援方法を理解することを意図しています。生活の考え方につい

ては、以下、参考を参照ください。 

 

 

２．認知症によって起きやすい生活の障害と有する能力 

中核症状の影響によって日常生活・社会生活に困難さが生じることを理解し、そのうえで

有する能力を把握して生活の困難さやできることは何かを検討することを意図していま

す。また望む生活に近づけるという観点も含めることとしています。 

 

 

３．日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）への支援 

日常生活と社会生活に分類し、それぞれの場面における意思決定支援、環境支援、コミュ

ニケーションの方法を学習する構成としました。 

 

４．社会生活（活動・交流・就労等）への支援 

「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」科目に含むため、本項は、演習等で理解を

深めるのではなく、受講者が必要性と考え方を理解することにとどめることとしています。 

社会生活は、基本的な生活構造を念頭に、構成してください。（参考を参照） 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10分程度）を

加味してください。 

  

参考 

・ 世界保健機関 ICF国際生活機能分類: 国際障害分類改定版 
「認知症の人の日常・社会生活支援における意思決定支援ガイドライン（第２版）」 

・ 林崎光弘、永田久美子ら：「痴呆性老人グループホームケアの理念と技術―その人らしく
最期まで」、P72、バオバブ社、東京（1996） 

・ 社会生活については、「白石大介：「対人援助技術の実際ー面接技法を中心にー」、
P151、創元社、東京（1998）」などを参照  
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科 目 名 権利擁護の視点に基づく支援 研修形態と講義時間： 講義・演習（120分） 

目  的 

権利擁護の観点から、認知症の人の意思決定支援の重要性や、認知症の人の意思に基づく適切な

支援方法を理解し、自分自身の現状のケアを見直すとともに、身体拘束や高齢者虐待の防止の意識を

深める。 

到達目標 

１．認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考え方を理解する。 

２．認知症の人にとって適切なケア、不適切なケアを理解する。 

３．身体拘束や高齢者虐待を防止する役割を担い実践できる。 

概  要 

ケアの質を維持・向上させることによって認知症の人の生活の質を維持することは、介護サービスに

おける権利擁護の実践であるといえる。介護職員等はその役割を十分に認識する必要がある。本科目

では、認知症の人の意思決定支援を踏まえた権利擁護に必要な基本的知識を修得するとともに、権利

擁護の観点から現在のケアの質を振り返り、具体的な権利擁護の方法として、高齢者虐待や身体拘

束、不適切なケアの防止の取り組みについて学習する。  

内 容 備 考 

１．権利擁護の基本的知識 

 

 

 

 

 

 

 

２．権利侵害行為としての高

齢者虐待と身体拘束 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．権利擁護のための具体的

な取り組み 

 

１） 認知症の人の人権・権利とその擁護のための職員の
役割 

２） 認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方 

３） 認知症ケアの倫理の必要性と考え方 

４） 介護保険法及び関連法規と権利擁護 

５） 認知症の人の権利擁護に資する制度（成年後見制度
等） 

 

１）高齢者虐待防止法の概要 

２）高齢者虐待・身体拘束の実態 

３）高齢者虐待の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 介護サービスにおける権利侵害の捉え方と防止の考
え方 

２） 権利侵害行為の防止のための具体的な方策 

３） 虐待等の事例が発生した場合の対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待、養護

者における高齢者虐

待の両方を取り扱う。

養介護施設従事者等

による高齢者虐待につ

いては、具体例等によ

り詳細に学習する。 

・表面化していない虐待

やその周辺の「グレー

ゾーン」行為について

も取り上げる。 

 

 

 

・権利擁護のための具体

的な取り組みでは、具

体的な方策や対応方

法を学び、受講者自身

のケアの振り返りを行

う。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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科目名：権利擁護の視点に基づく支援（120分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

権利擁護の視点に基づく支援（90分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 権利擁護に関連する意思決定支援、認知症ケアの倫理についての説明を追加し、旧カリキュラ

ムでは 90分であった時間を、120分に延長しました。 

 

 

1. 権利擁護の基礎知識 

 「認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方」「認知症ケアの倫理の必要性と考え方」を追加し

ました。意思決定支援、倫理とも詳細に解説するのではなく、「必要性と考え方」に絞って理解を促

すことを意図しています。 

 介護保険法及び関連法規（社会福祉法、老人福祉法、高齢者虐待防止法）等は、最新の情報を伝

えてください。 

 

 

2. 権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束 

 旧カリキュラムと同様の内容となります。 

「グレーゾーン」の行為については、具体的事例を例示し、受講者が日々の「グレーゾーン」にあるケ

アを振り返り、不適切なケアが放置されたり助長されたりすることで虐待に結びついていくことを

理解したうえで、次の３.権利擁護のための具体的な取り組みへつなげていきます。 

 

 

３. 権利擁護のための具体的な取り組み 

 旧カリキュラムと同様の内容となります。 

受講者が日々のケアを振り返り、権利侵害行為の防止と虐待等の事例が発生した場合の具体的

な対応について考えられるような工夫が大切です。 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10 分程度）を加味し

てください。 

 

 

参考 

‧ 厚生労働省ホームページ 高齢者虐待防止（高齢者虐待防止関連調査・資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_ko

ureisha/boushi/index.html 

 

‧ 認知症介護情報ネットワーク DCnet（介護現場のための高齢者虐待防止教育システム） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_364_center_3.php 

 

‧ 厚生労働省「認知症施策関連ガイドライン（手引き等）、取組事例 認知症の人の日常生活・社会

生活における意思決定支援ガイドライン 第 2版」  
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科目名：権利擁護の視点に基づく支援（120分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

権利擁護の視点に基づく支援（90分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 権利擁護に関連する意思決定支援、認知症ケアの倫理についての説明を追加し、旧カリキュラ

ムでは 90分であった時間を、120分に延長しました。 

 

 

1. 権利擁護の基礎知識 

 「認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方」「認知症ケアの倫理の必要性と考え方」を追加し

ました。意思決定支援、倫理とも詳細に解説するのではなく、「必要性と考え方」に絞って理解を促

すことを意図しています。 

 介護保険法及び関連法規（社会福祉法、老人福祉法、高齢者虐待防止法）等は、最新の情報を伝

えてください。 

 

 

2. 権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束 

 旧カリキュラムと同様の内容となります。 

「グレーゾーン」の行為については、具体的事例を例示し、受講者が日々の「グレーゾーン」にあるケ

アを振り返り、不適切なケアが放置されたり助長されたりすることで虐待に結びついていくことを

理解したうえで、次の３.権利擁護のための具体的な取り組みへつなげていきます。 

 

 

３. 権利擁護のための具体的な取り組み 

 旧カリキュラムと同様の内容となります。 

受講者が日々のケアを振り返り、権利侵害行為の防止と虐待等の事例が発生した場合の具体的

な対応について考えられるような工夫が大切です。 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10 分程度）を加味し

てください。 

 

 

参考 

‧ 厚生労働省ホームページ 高齢者虐待防止（高齢者虐待防止関連調査・資料） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_ko

ureisha/boushi/index.html 

 

‧ 認知症介護情報ネットワーク DCnet（介護現場のための高齢者虐待防止教育システム） 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_364_center_3.php 

 

‧ 厚生労働省「認知症施策関連ガイドライン（手引き等）、取組事例 認知症の人の日常生活・社会

生活における意思決定支援ガイドライン 第 2版」  
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科 目 名 家族介護者の理解と支援方法 研修形態と講義時間： 講義・演習（90分） 

目 的 
介護する家族の支援を実践する上で、その家族の置かれている状況や心理、介護負担の要因を理解

し、必要な支援方法が展開できる。 

到達目標 

１．介護する家族の置かれている状況や心理を理解する。 

２．家族の介護負担の要因を理解し、必要な支援方法が展開できる。 

３．介護保険施設・事業所等の介護職員等としての家族支援の役割を理解する。 

概 要 

可能な限り住み慣れた地域で認知症の人が生活を継続するためには、介護する家族の支援は欠か

せない。本科目では、介護保険施設・事業所等の介護職員等として、家族介護者支援を行う上で必要

な視点を理解し、多角的かつ具体的な支援方法について実践できるようになることを目指す。  

内 容 備 考 

１．家族介護者の理解 

 

 

 

 

 

 

 

２． 家族介護者の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．家族介護者の支援方法 

 

１）高齢者世帯や在宅介護の実態 

２）在宅で介護する家族を取り巻く課題 

 

 

 

 

 

 

１）様々な家族介護者の声 

２）家族介護者の介護負担の実態と評価 

３）認知症の人を介護する家族の心理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 認知症施策における介護者支援 

２） 介護保険施設・事業所等の役割 

３） 家族の介護負担の軽減に向けた専門職の役
割 

４） 家族介護者支援のための具体的方法 

 

・介護保険事業計画や国民

生活基礎調査の結果など

をもとに解説する。 

・歴史的背景とケア論として

の在宅介護についても取

り上げる。 

 

 

・認知症の人を支援する家

族介護者の想いや要望に

ついて、複数の実際の声

を知る。 

・介護者と被介護者の続柄

や性別による介護者の心

理についても取り上げる。 

・介護の肯定的側面につい

ても取り上げる。 

 

 

 

・個別演習により自分自身

の役割を自覚する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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科目名：家族介護者の理解と支援方法（90分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

家族介護者の理解と支援方法（90分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ これまでは、到達目標に「在宅で介護する家族の置かれている状況や心理を理解する」とありま

したが、「在宅で」が削除されました。 

 

１．家族介護者の理解 

旧カリキュラムの「認知症施策における在宅介護者支援」は、３.家族介護者の支援方法に移動し、

在宅をとって、「認知症施策における介護者支援」としました。 

 

 

２．家族介護者の心理 

「様々な家族介護者の声」を追加しました。複数の実際の声を取り上げて、家族介護者について理

解を深められるようにすることを意図しています。家族の声を取り上げる方法は、ゲストスピーカー

として登壇を求める方法に限らず、動画や資料等の活用も想定しています。いずれの方法でも複数

の人の声を取り上げ、様々な声があることの理解を深めるようにします。 

家族介護者の続柄については、今の状況を反映していただくことが大切ですので、引き続き最新

の国民生活基礎調査の結果を反映するようにして下さい。介護の負担感に加え、介護の肯定的側面

について加えておりますが、具体的には演習にてこの点を取り上げていきます。 

 

 

３．家族介護者の支援方法 

「認知症施策における介護者支援」について、ここで説明するようにしました。最新の認知症施策

を踏まえ、地域の実情等も考慮しながら理解していただけるとよいでしょう。 

演習は実施から報告、講師のまとめまでを考慮し十分時間が確保できるように留意してくださ

い。なお、居宅系サービスと入所系サービスでは家族支援の方法も異なりますのでグループ構成や

演習テーマなどで工夫が必要です。地域のインフォーマルな社会資源も家族支援では重要な役割が

あります。全体のまとめなどで触れ詳しくは、社会資源科目につなげるようにしましょう。「共生社会

を推進する地域資源の理解と展開」の科目を担当する講師と内容を打ち合わせしておくことを推奨

します。 

 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10分程度）を加味し

てください。 

  

参考 

‧ 厚生労働省 国民生活基礎調査（※印の大規模調査結果に介護に関する項目が掲載されていま

す）https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21kekka.html 

‧ 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症の家族等介護者支援ガイドブック」

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_320_center_3.php 

‧ 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症の当事者と家族を一体的に支援する支援プログラム

のあり方に関する調査研究事業 報告書」

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_375_center_3.php  
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科目名：家族介護者の理解と支援方法（90分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

家族介護者の理解と支援方法（90分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ これまでは、到達目標に「在宅で介護する家族の置かれている状況や心理を理解する」とありま

したが、「在宅で」が削除されました。 

 

１．家族介護者の理解 

旧カリキュラムの「認知症施策における在宅介護者支援」は、３.家族介護者の支援方法に移動し、

在宅をとって、「認知症施策における介護者支援」としました。 

 

 

２．家族介護者の心理 

「様々な家族介護者の声」を追加しました。複数の実際の声を取り上げて、家族介護者について理

解を深められるようにすることを意図しています。家族の声を取り上げる方法は、ゲストスピーカー

として登壇を求める方法に限らず、動画や資料等の活用も想定しています。いずれの方法でも複数

の人の声を取り上げ、様々な声があることの理解を深めるようにします。 

家族介護者の続柄については、今の状況を反映していただくことが大切ですので、引き続き最新

の国民生活基礎調査の結果を反映するようにして下さい。介護の負担感に加え、介護の肯定的側面

について加えておりますが、具体的には演習にてこの点を取り上げていきます。 

 

 

３．家族介護者の支援方法 

「認知症施策における介護者支援」について、ここで説明するようにしました。最新の認知症施策

を踏まえ、地域の実情等も考慮しながら理解していただけるとよいでしょう。 

演習は実施から報告、講師のまとめまでを考慮し十分時間が確保できるように留意してくださ

い。なお、居宅系サービスと入所系サービスでは家族支援の方法も異なりますのでグループ構成や

演習テーマなどで工夫が必要です。地域のインフォーマルな社会資源も家族支援では重要な役割が

あります。全体のまとめなどで触れ詳しくは、社会資源科目につなげるようにしましょう。「共生社会

を推進する地域資源の理解と展開」の科目を担当する講師と内容を打ち合わせしておくことを推奨

します。 

 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10分程度）を加味し

てください。 

  

参考 

‧ 厚生労働省 国民生活基礎調査（※印の大規模調査結果に介護に関する項目が掲載されていま

す）https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21kekka.html 

‧ 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症の家族等介護者支援ガイドブック」

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_320_center_3.php 

‧ 認知症介護研究・研修仙台センター「認知症の当事者と家族を一体的に支援する支援プログラム

のあり方に関する調査研究事業 報告書」

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_375_center_3.php  
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科 目 名 行動・心理症状（BPSD）の理解と支援 研修形態と講義時間： 講義・演習（180分） 

目 的 
認知症の行動・心理症状（BPSD）が生じている認知症の人に対して、行動の背景を理解した上で生

活の質が高められるようチームで支援できる。 

到達目標 

１． 認知症の人の行動の背景を洞察しケアを展開できる。 

２． 認知症の行動・心理症状（BPSD）に対してチームで対応できる。 

３． 認知症の行動・心理症状（BPSD）にとらわれすぎず、生活の質を高めるケアを検討できる。 

概 要 

認知症の人が生活の中で生じる困難さへの適切な対応ができない場合、ときに行動・心理症状

（BPSD）として表出することがある。その際に生活歴や心理的側面、環境適応や健康状態の管理等の

発症要因を分析し理解した上で、生活の質が高められるようチームで支援することが求められる。本科

目においては、行動・心理症状（BPSD）への対症療法的な対応ではなく、その背景を理解した上で、認

知症の人の生活の質を高める支援ができるようになることを目指す。  

内 容 備 考 

１.生活の質の理解 

 

 

 

 

 

 

２.行動・心理症状（BPSD）の基

本的理解 

 

 

 

 

 

３.行動・心理症状（BPSD）を緩和

するケア方法の理解 

 

 

 

 

 

 

 

４.主な症状を緩和するケアの検

討（事例演習） 

 

１）生活の質の考え方 

２）生活の質を評価する視点 

３）生活の質と行動・心理症状（BPSD）の関係 

４）生活の質を高めるケアの考え方 

 

 

 

１） 行動・心理症状（BPSD）の捉え方 

２） 行動・心理症状（BPSD）を評価する視点 

３） 行動・心理症状（BPSD）による生活への影響

（日常生活・社会生活への影響） 

 

 

 

１） 行動・心理症状(BPSD)を緩和するためのアセ

スメント視点  

２） 行動・心理症状(BPSD)を緩和するケア方法

（身体ケア、コミュニケーション、環境支援、活

動支援、チームケア）  

 

 

 

 

・複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要

因とケア方法を検討する 

・行動・心理症状（BPSD）の緩

和が目的ではなく、生活の

質を高めることが最終的な

目的であることに留意す

る。 

 

 

・認知症の行動・心理症状

（BPSD）については国際老

年精神医学会が提唱した

定義を 基 にする。 

 

 

 

・アセスメントシートの紹介だ

けではなく、アセスメントの

視点を理解する。障害だけ

ではなく、有する能力につ

いてアセスメント及び支援

する視点を理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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科目名：行動・心理症状（BPSD）の理解と支援（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

生活支援のためのケアの演習２（行動・心理症状）（240分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 科目名がわかりづらいというニーズがあるため、「行動・心理症状の理解と支援」に変更

しました。 

‧ 実践的な BPSD ケアの理解にとどまらず、生活の質を向上するための基本的ケアとし

て位置づけました。 

‧ 総合科目ではなく、行動心理症状（BPSD）のケアに特化した内容とし、インターバルの

前に実施することとしました。 

‧ 生活の質の評価に関する内容を整理し 240分を 180分にしました。 

 

 

１．生活の質の理解 

  生活の質の考え方や、生活の質を評価する視点などについて説明し、行動・心理症状

（BPSD）の緩和が目的ではなく、生活の質を高めることが最終的な目的であることの理解

を深めることを意図しています。例えば、認知症の人のニーズを満たすことで、以前より繰

り返しの訴えが増えたといった場合、BPSD が増悪したというよりも、以前より意欲が高ま

ったととらえることができるかもしれません。同様に BPSDが軽減したように見えて、意欲

が低減しているだけということもあるかもしれません。受講者が、生活の質と行動心理症状

（BPSD）との関係をとらえることの重要性を理解できるようにします。 

 

 

２．行動・心理症状（BPSD）の基本的理解 

  行動・心理症状（BPSD）の捉え方及び評価する視点を知り、中核症状の影響だけでなく、

生活への影響（日常生活・社会生活への影響）について理解を得ることを意図しています。

社会生活は、基本的な生活構造を念頭に、構成してください。（参考を参照） 

 

 

３．行動・心理症状（BPSD）を緩和するケア方法の理解 

アセスメント視点と、アセスメントに基づくケアについて、理解を深めることを意図してい

ます。アセスメントシートの紹介だけではなく、アセスメントの視点を理解するようにしま

す。また、障害だけではなく、有する能力についてアセスメントおよび支援する視点も理解

できるよう留意します。 

 

 

４．主な症状を緩和するケアの検討（事例演習） 

 複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要因とケア方法を検討し、ここまでの学習

成果を実際の事例にどのように落とし込めばよいかを受講者が理解できるようになること

を意図していします。 

  

参考 

‧ 「第 2版 認知症の行動と心理症状 BPSD」 著者：国際老年精神医学会 監訳：日本

老年精神医学会 アルタ出版株式会社 2013 

‧ 「認知症疾患診療ガイドライン 2017」監修：日本神経学会 編集：認知症疾患診療ガイド

ライン作成委員会 医学書院 2017 pp28－30 https://www.neurology-

jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html（オンラインにて無料で閲覧可能です） 

‧ 「白石大介：「対人援助技術の実際ー面接技法を中心にー」、P151、創元社、東京

（1998）」 
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科目名：行動・心理症状（BPSD）の理解と支援（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

生活支援のためのケアの演習２（行動・心理症状）（240分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 科目名がわかりづらいというニーズがあるため、「行動・心理症状の理解と支援」に変更

しました。 

‧ 実践的な BPSD ケアの理解にとどまらず、生活の質を向上するための基本的ケアとし

て位置づけました。 

‧ 総合科目ではなく、行動心理症状（BPSD）のケアに特化した内容とし、インターバルの

前に実施することとしました。 

‧ 生活の質の評価に関する内容を整理し 240分を 180分にしました。 

 

 

１．生活の質の理解 

  生活の質の考え方や、生活の質を評価する視点などについて説明し、行動・心理症状

（BPSD）の緩和が目的ではなく、生活の質を高めることが最終的な目的であることの理解

を深めることを意図しています。例えば、認知症の人のニーズを満たすことで、以前より繰

り返しの訴えが増えたといった場合、BPSD が増悪したというよりも、以前より意欲が高ま

ったととらえることができるかもしれません。同様に BPSDが軽減したように見えて、意欲

が低減しているだけということもあるかもしれません。受講者が、生活の質と行動心理症状

（BPSD）との関係をとらえることの重要性を理解できるようにします。 

 

 

２．行動・心理症状（BPSD）の基本的理解 

  行動・心理症状（BPSD）の捉え方及び評価する視点を知り、中核症状の影響だけでなく、

生活への影響（日常生活・社会生活への影響）について理解を得ることを意図しています。

社会生活は、基本的な生活構造を念頭に、構成してください。（参考を参照） 

 

 

３．行動・心理症状（BPSD）を緩和するケア方法の理解 

アセスメント視点と、アセスメントに基づくケアについて、理解を深めることを意図してい

ます。アセスメントシートの紹介だけではなく、アセスメントの視点を理解するようにしま

す。また、障害だけではなく、有する能力についてアセスメントおよび支援する視点も理解

できるよう留意します。 

 

 

４．主な症状を緩和するケアの検討（事例演習） 

 複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要因とケア方法を検討し、ここまでの学習

成果を実際の事例にどのように落とし込めばよいかを受講者が理解できるようになること

を意図していします。 

  

参考 

‧ 「第 2版 認知症の行動と心理症状 BPSD」 著者：国際老年精神医学会 監訳：日本

老年精神医学会 アルタ出版株式会社 2013 

‧ 「認知症疾患診療ガイドライン 2017」監修：日本神経学会 編集：認知症疾患診療ガイド

ライン作成委員会 医学書院 2017 pp28－30 https://www.neurology-

jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html（オンラインにて無料で閲覧可能です） 

‧ 「白石大介：「対人援助技術の実際ー面接技法を中心にー」、P151、創元社、東京

（1998）」 
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科目名 学習成果の実践展開と共有 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目  的 

認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を踏まえ、自施設・事業所において認知症ケア

を実践することにより、研修で得た知識を実践において展開する際に生じる気づきや疑問・課題を明ら

かにする。それらの自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を検討し、他の受講者と

共有することにより、知識の活用に関する幅広い視点を得る。  

到達目標 

１．本科目までの学習成果を実践に活用することができる。 

２．自分と認知症の人のこれまでのかかわりのあり方を振り返ることができる。 

３．自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を明らかにすることができる。 

概  要 

認知症介護実践者研修では、単に知識を得るだけではなく、研修で学習した成果を現場で実際に応

用し、その経験をもとに振り返りながら、実際に実践に活用できる技術として修得することを目指してい

る。本科目では、これまでの学習を踏まえ、自施設・事業所において中間課題として①認知症の人との

コミュニケーション、②これまでの学習を踏まえたケア実践とその場面の記録に取り組む。それらの取り

組みの結果と結果からの学びを、受講者間で共有することにより、自分自身の認知症ケア実践上の課

題や取り組みの方向性を明らかにすることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 自施設・事業所における 

実践の準備 

 

 

２.自施設・事業所における 

実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自施設・事業所における 

実践の報告 

 

・前期研修での学びを踏まえた実践計画 

 

 

 

１） 自施設・事業所のサービスを利用する認知症の
人とのコミュニケーション 

２） コミュニケーションの結果と結果からの学びの記
録 

３） 職場実習における対象事例の選定と情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）成果の共有 

２）上記１）による気づきをさらに共有 

 

・前期研修の最後に３０分

程度実施する。 

 

 

・前期研修終了後から後期

研修の開始までに実践

すること。 

・課題提示はオリエンテー

ション等の時間を利用し

て行う。 

・認知症介護実践者研修に

おけるこれまでの学習成

果を意識しながらコミュニ

ケーションをとる。 

・実際の場面を具体的に記

録する。 

・原則として事例収集で協

力を得る認知症の人は、

職場実習で取り組む対

象とする。 

 

・後期研修の最初に６０分

程度実施する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度

の効果が期待できる講義などに限る。 
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15 
 

 

 

 

 

 

学習成果の実践展開と共有（90分）については、別冊「学習成果の

実践展開と共有 ガイドライン（参考資料）」を参照ください。 
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学習成果の実践展開と共有（90分）については、別冊「学習成果の

実践展開と共有 ガイドライン（参考資料）」を参照ください。 
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科 目 名 共生社会を推進する地域資源の理解と展開 研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 

関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづくり等を通じて、認知症の人が尊厳を保持

しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現を推進するための地域資源の活用の重要性が

理解できる。 

到達目標 

１． 認知症の人にとっての地域資源の意味と介護職員等の役割を理解する。 

２． 地域の資源を活用しながら認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生
社会に向けた地域での取り組みを理解する。 

３． 居宅・施設サービスに限定されないインフォーマル・フォーマルな地域資源を知り、ケアに活用す
る方法を理解する。 

概 要 

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現を推進するために

は、介護職員等が地域資源を理解し、認知症の人や家族が望む地域・社会生活を共に高めていく支援

が求められる。しかし、認知症によって社会との関係性が希薄になったり、今までの生活環境から異な

る環境への変化を強いられ、地域社会で孤立したりすることなどが懸念される。本科目では、地域社会

や関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづくり等の学びを通じ、地域の資源をケアに

活用し、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会を推進するため地

域資源の理解と展開の方法を学習する。  

内 容 備 考 

１． 共生社会の実現を推進する
地域資源と実践者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．共生社会の実現を推進する地

域資源の活用 

 

１）「共生社会」と「地域」の考え方 

２）共生社会と認知症ケア 

３）認知症の人の生活と地域資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）介護保険・認知症施策等に基づくフォーマルな地域

資源の理解と活用 

２）インフォーマルな地域資源の理解と活用 

 

・共生社会と地域の関係

性を明確にする。  

・日常生活のサポートだ

けでなく、地域活動、

社会活動への参加や

参画、就労等まで含む

社会生活をサポートす

る必要性を理解す

る 。 

 

 

・認知症の人や認知症を

正しく理解する活動の

実践事例を理解する。  

・認知症の人の個性や

能力に応じた地域・社

会への参画や活動の

場を提供あるいは支

援しているサービスや

資源を理解する。  

・居宅・施設サービスに

限らない介護保険施

設・事業所等における

地域資源間の連携や

展開方法を理解する。 
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科目名：共生社会を推進する地域資源の理解と展開（150分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

地域資源の理解とケアへの活用（120分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 認知症基本法の「共生社会の推進」を科目名に加え、基本法の理念を踏まえた内容を強化するた

め、時間数を 30分延長し、150分としました。 

‧ 全体として、基本法の考え方である共生社会を目指すことを強調するため、地域だけにとどまら

ず、共生社会につながる地域を意識してもらうことが重要です。 

‧ 地域資源の活用は、日常生活支援だけでなく、社会参加や参画支援に関する実践活動までを含む

ことを想定しています。 

‧ 中間実習後、共生社会の推進に向けた地域支援の実際や展開方法の理解を総合科目として位置づ

け、実習前に移動しました。 

 

 

１．共生社会の実現を推進する地域資源と実践者の役割 

共生社会（認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性

を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会）について、十分理解が得られるように留意しま

す。また、受講者が、日常生活のサポートだけでなく、地域活動、社会活動への参加や参画、就労等まで

含む社会生活をサポートする必要性を理解できるようにします。 

 

 

２．共生社会の実現を推進する地域資源の活用 

施設・地域密着・在宅サービス等の種別に限らず、受講者が、認知症の人や認知症を正しく理解する

活動の実践事例を理解できるようにします。また、認知症の人の個性や能力に応じた地域・社会への参

画や活動の場を提供あるいは支援しているサービスや資源を理解できるようにします。インフォーマル

な地域資源活用においては、「家族介護者の理解と支援方法」において取り扱うことが想定されるた

め、家族会の項は削除しました。 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10 分程度）を加味してく

ださい。 

  

参考 

・ 認知症とともに生きるまち大賞 HP 

https://npwo.or.jp/tomoniikirumachi/archive/84、2023.1 

・ 経産省 HP：「認知症当事者とともにつくる先行事例」 

https://dementia-pr.com/innovations/report_01.html、2024.12.9 

・ 厚生労働省 認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例（社会参加の支援）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700_00002.html 
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科目名：共生社会を推進する地域資源の理解と展開（150分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

地域資源の理解とケアへの活用（120分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 認知症基本法の「共生社会の推進」を科目名に加え、基本法の理念を踏まえた内容を強化するた

め、時間数を 30分延長し、150分としました。 

‧ 全体として、基本法の考え方である共生社会を目指すことを強調するため、地域だけにとどまら

ず、共生社会につながる地域を意識してもらうことが重要です。 

‧ 地域資源の活用は、日常生活支援だけでなく、社会参加や参画支援に関する実践活動までを含む

ことを想定しています。 

‧ 中間実習後、共生社会の推進に向けた地域支援の実際や展開方法の理解を総合科目として位置づ

け、実習前に移動しました。 

 

 

１．共生社会の実現を推進する地域資源と実践者の役割 

共生社会（認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性

を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会）について、十分理解が得られるように留意しま

す。また、受講者が、日常生活のサポートだけでなく、地域活動、社会活動への参加や参画、就労等まで

含む社会生活をサポートする必要性を理解できるようにします。 

 

 

２．共生社会の実現を推進する地域資源の活用 

施設・地域密着・在宅サービス等の種別に限らず、受講者が、認知症の人や認知症を正しく理解する

活動の実践事例を理解できるようにします。また、認知症の人の個性や能力に応じた地域・社会への参

画や活動の場を提供あるいは支援しているサービスや資源を理解できるようにします。インフォーマル

な地域資源活用においては、「家族介護者の理解と支援方法」において取り扱うことが想定されるた

め、家族会の項は削除しました。 

 

 

 

※「学習成果の実践展開と共有」に反映する、科目の振り返りを記入する時間（10 分程度）を加味してく

ださい。 

  

参考 

・ 認知症とともに生きるまち大賞 HP 

https://npwo.or.jp/tomoniikirumachi/archive/84、2023.1 

・ 経産省 HP：「認知症当事者とともにつくる先行事例」 

https://dementia-pr.com/innovations/report_01.html、2024.12.9 

・ 厚生労働省 認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例（社会参加の支援）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167700_00002.html 
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科 目 名 アセスメントとケアの実践の基本 研修形態と講義時間：講義・演習（330分） 

目 的 

認知症の人の身体要因、心理要因、認知症の中核症状のアセスメントを行い、具体的なニーズを導く

ことができるようアセスメントの基本的視点を理解する。アセスメントを踏まえた目標の設定と、目標を実

現するためのケアの実践計画の作成・立案・評価ができる。 

到達目標 

１．支援過程における認知症の人のアセスメントの基本的視点を理解し、認知症の人が望む生 活とそ

れを阻む身体要因、心理要因、神経心理学的要因等を明らかにすることができる。 

２．認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、その達成に向けた目標を設定できる。 

３．アセスメントに基づき、認知症の人の望む生活の実現に向けたケアの実践計画を作成・立案・評価で

きる。 

４．アセスメント及びケアの実践計画についてのケアカンファレンスを行うことができる。 

概 要 

認知症の人の生活全般を支援するためのケアの実践が展開されるためには、多角的な視点でアセ

スメントが行われた上で、その人の望む生活像を洞察しケアが行われる必要がある。本科目では認知

症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、達成に向けた目標を設定する過程を学ぶ。また、ア

セスメントを踏まえ、認知機能障害の影響を大きく受けて生じている課題（例えば、BPSD）の予防や軽

減に資する部分について、ケアの実践計画を作成・立案・評価する方法について学び、演習を通してこ

れまでの学習内容を統合することを目指す。  

内 容 備 考 

１． 認知症の人のアセスメント
の基礎的知識 

 

 

 

 

２．観察の方法とポイント 

 

 

 

 

３．アセスメントの実際 

（事例演習） 

 

 

 

４． 実践計画作成の基礎的知
識 

 

 

 

 

５． 実践計画作成の展開 

（事例演習） 

 

 

 

６． 実践計画の評価 

 

 

１）認知症の人の望む生活像設定の考え方 

２）認知症の人のアセスメントにおけるニーズ抽出

の考え方 

 

 

 

１）認知症の人の背景を知るための観察の視点  

２）観察と聴き取り技法及びその記録方法  

 

 

 

・認知症の人の１事例をアセスメントし、ニーズ抽出

を行う 

 

 

 

１） ケアの実践計画における目標設定の方法 

２） 具体的なケアの実践計画作成の基本視点と方
法 

 

 

 

・ケアカンファレンスによって、ケア計画を立案する

プロセスを体験的に学ぶ 

 

 

 

１）ケアの実践計画の評価視点 

２）ケアの実践計画の評価方法 

・アセスメントツールの解説では

なく、集めた情報を基にニー

ズや望む生活像を明確にす

るプロセスについて学習す

る。 

 

 

 

 

 

 

・施設、在宅いずれの事例 

でもよい。 
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科目名：アセスメントとケアの実践の基本（330分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

アセスメントとケアの実践の基本（300分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 職場実習に直接つながる科目であり、ここでのグループワークにて、アセスメントや観

察、計画作成を経験することが重要なポイントであり、旧カリキュラムと比較し、時間を

30分延長しました。 

 

１．認知症の人のアセスメントの基礎的知識 

具体的なアセスメントツールを解説するのではなく、認知症の人の望む生活像の設定の

考え方や認知症の人のアセスメントにおけるニーズ抽出の考え方について重きを置いて講

義・演習を行うことを想定しています。課題事例を指導者が準備し、この科目全体を通して

その事例についてグループワークで取り組むという方法もあります。 

 

 

２．観察の方法とポイント 

認知症の人の背景を知るために、本人からの聞き取りに加えて、どのようなことに留意し

て情報を集めればいいか、観察の視点や聞き取り技法を学び、その結果を事実に基づいて

適切に記録できるようにするための方法について学びます。 

 

 

３．アセスメントの実際（事例演習） 

ニーズを抽出するまでの事例演習を想定しています。 

 

 

４．実践計画作成の基礎的知識 

１．２．３．を踏まえてケアの実践計画における目標設定の方法、ケアの実践計画作成の基

本視点と方法について学びます。 

 

 

５．実践計画作成の展開（事例演習） 

３．４を踏まえて、計画を立案するプロセスを学習することを想定しています。 

 

 

６．実践計画の評価 

５．実践計画作成の展開（事例演習）で実施済みであり、内容が重複しているため、「カン

ファレンス」の要素は削除しました。 

  

参考 
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科目名：アセスメントとケアの実践の基本（330分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

アセスメントとケアの実践の基本（300分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 職場実習に直接つながる科目であり、ここでのグループワークにて、アセスメントや観

察、計画作成を経験することが重要なポイントであり、旧カリキュラムと比較し、時間を

30分延長しました。 

 

１．認知症の人のアセスメントの基礎的知識 

具体的なアセスメントツールを解説するのではなく、認知症の人の望む生活像の設定の

考え方や認知症の人のアセスメントにおけるニーズ抽出の考え方について重きを置いて講

義・演習を行うことを想定しています。課題事例を指導者が準備し、この科目全体を通して

その事例についてグループワークで取り組むという方法もあります。 

 

 

２．観察の方法とポイント 

認知症の人の背景を知るために、本人からの聞き取りに加えて、どのようなことに留意し

て情報を集めればいいか、観察の視点や聞き取り技法を学び、その結果を事実に基づいて

適切に記録できるようにするための方法について学びます。 

 

 

３．アセスメントの実際（事例演習） 

ニーズを抽出するまでの事例演習を想定しています。 

 

 

４．実践計画作成の基礎的知識 

１．２．３．を踏まえてケアの実践計画における目標設定の方法、ケアの実践計画作成の基

本視点と方法について学びます。 

 

 

５．実践計画作成の展開（事例演習） 

３．４を踏まえて、計画を立案するプロセスを学習することを想定しています。 

 

 

６．実践計画の評価 

５．実践計画作成の展開（事例演習）で実施済みであり、内容が重複しているため、「カン

ファレンス」の要素は削除しました。 

  

参考 
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科 目 名 職場実習の課題設定 研修形態と講義時間：講義・演習（300分） 

目 的 
認知症の人が望む生活の実現に向けて、適切にアセスメントを行い、課題と目標を明確にした上で、

ケアの実践に関する計画を作成することができる。 

到達目標 

１．研修で学んだ内容を生かして、現状のケアを評価することができる。 

２．所属部署等に良い影響を及ぼすケア実践計画が作成できる。 

３．認知症の人の望む生活像をアセスメントし、課題と目標を明確にできる。 

概 要 

認知症介護実践者研修の講義・演習で修得した知識、技術を実践で活用するためには、現状のケア

の評価をした上で、課題を見出し、改善のための計画を立てて取り組む必要がある。本科目では、対象

者を定め現状の課題分析を行い、ケア実践計画案を作成する。その上で、職場実習の行動計画を立て

ることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 職場実習のねらい  

 

 

 

 

２． 対象者選定  

 

 

 

 

 

３． 課題設定  

 

 

 

 

４．４週間の行動計画の作成 

１）職場実習の意義  

２）職場実習の全体像の理解  

 

 

 

１）対象者の選定  

２）アセスメントを通じた課題の抽出  

 

 

 

 

１） 選定した対象者の課題に関する取組みの方
向性の整理  

２） 職場実習の課題決定  

 

 

１）再アセスメントする項目の検討 

２）ケア実践計画案の作成 

３）職場実習の行動計画の立案 

・受講者は、事前課題として職

場実習の対象者を２ 例程度

準備する。  

 

 

・持参した課題事例についてア

セスメントを個人で行いグル

ープ発表し助言をもらう。  

 

 

 

・持参した課題事例の望む生

活像を個人で検討する。  

 

 

 

・４週間の行動計画を個人で作

成しグループで報告する。職

場に帰ってから再アセスメン

トが必要な点を整理する。 
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科目名：職場実習の課題設定（300分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習の課題設定（240分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 実習に向けた実習課題や実習計画の策定時間を十分に確保するため、60 分延長しまし

た。 

‧ 職場実習で取り組む事例は、一度職場に帰る期間である「学習成果の実践展開と共有」

で、収集した事例を用いることを想定しています。 

 

１．職場実習のねらい 

実践者研修で学習した内容を実践の場で展開し、実践的な力量を高めることを意図した

プログラムであることを受講者に十分理解していただくようにします。 

 

 

２．対象者選定 

内容の変更はありません。対象者は、「学習成果の実践展開と共有」で選定した対象者の

事例を想定しています。 

 

 

３．課題設定 

取り組みの方向性を整理したうえで、受講者自身がそこからどのようなことを学ぶのか、

受講者自身の目標の達成に向けて乗り越える課題を整理します。 

 

 

４．４週間の行動計画の作成 

再アセスメントする項目の検討とケア実践計画案の作成を行った上で、4週間の職場実習

の行動計画を立案します。 

実践者研修全体の学びを踏まえ、評価方法も含めたケア実践計画案となることを想定し

ています。 

評価については、認知症の本人の言動の変化の記録や、声掛けの回数、訴えの回数、かか

わりの回数、あるいは標準化された尺度による評価なども加えて総合的な評価することを

想定しています。 

 

 

 

 

 

参考 
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科目名：職場実習の課題設定（300分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習の課題設定（240分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 実習に向けた実習課題や実習計画の策定時間を十分に確保するため、60 分延長しまし

た。 

‧ 職場実習で取り組む事例は、一度職場に帰る期間である「学習成果の実践展開と共有」

で、収集した事例を用いることを想定しています。 

 

１．職場実習のねらい 

実践者研修で学習した内容を実践の場で展開し、実践的な力量を高めることを意図した

プログラムであることを受講者に十分理解していただくようにします。 

 

 

２．対象者選定 

内容の変更はありません。対象者は、「学習成果の実践展開と共有」で選定した対象者の

事例を想定しています。 

 

 

３．課題設定 

取り組みの方向性を整理したうえで、受講者自身がそこからどのようなことを学ぶのか、

受講者自身の目標の達成に向けて乗り越える課題を整理します。 

 

 

４．４週間の行動計画の作成 

再アセスメントする項目の検討とケア実践計画案の作成を行った上で、4週間の職場実習

の行動計画を立案します。 

実践者研修全体の学びを踏まえ、評価方法も含めたケア実践計画案となることを想定し

ています。 

評価については、認知症の本人の言動の変化の記録や、声掛けの回数、訴えの回数、かか

わりの回数、あるいは標準化された尺度による評価なども加えて総合的な評価することを

想定しています。 

 

 

 

 

 

参考 

 

 

 

 

  

  

 

22 
 

科 目 名 職場実習（アセスメントとケアの実践） 研修形態と講義時間： 実習（4 週間） 

目 的 

研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明らかにするためのアセスメントができ

る。アセスメントの内容をもとに、認知症の人の生活支援に関する目標設定、ケア実践計画及びケアの

実践を展開できる。 

到達目標 

１．研修で学んだ内容を生かし、自施設・事業所を利用する認知症の人のニーズをアセスメントできる。  

２．認知症の人の生活の質の向上を目的にしたケア実践計画を立案できる。  

３．ケア実践計画にもとづき、認知症の人への生活支援に関する実践及び評価を展開できる。  

概 要 

本科目は、課題となる事例に対し研修中に学んだ内容をもとにアセスメントを行い、ケア実践計画を実

施する過程である。実習は認知症の人の望む生活の実現に寄与する計画を立て、それに基づいた詳細

な記録と評価を行う。 

内 容 備 考 

１． 実習の準備 

 

 

 

２．実習の開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.報告準備 

 

・職場内で研修中に作成したケア実践計画の 理

解を得るため説明を行う。 

 

 

・ケア実践計画に基づき計画的に実施する。 

 

１週目：再アセスメント実施、ケア実践計画案の修

正 

２週目：修正したケア実践計画に基づき実践 

(中間報告の実施) 

３週目：ケア実践計画に基づき実践 

４週目：実践したケアの評価 

・実践内容の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４週間の成果を評価し報告の準備を行う。 

・実習中の記録はすべてと

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・中間報告の実施を推奨す

る。 

・中間報告の頻度や方法は、

研修実施主体の状況に応

じて実施する。 

 

・評価は、定量評価・定性評

価両方を導入するよう計画

する。 

・認知症の人が望む生活の

実現に寄与したか考察す

る。 
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23 
 

科目名：職場実習（アセスメントとケアの実践）（4週間） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習（アセスメントとケアの実践）（4週間） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数（4週間）と到達目標に変更はありません。 

 

１．実習の準備 

内容の変更はありません。新カリキュラムにおいても倫理的配慮を徹底した上で、実習に

向けた準備をしてください。 

 

 

２．実習の開始 

4 週目では、実施したケアの評価を行うことを想定しています。備考欄にあるように、受

講者が認知症の人が望む生活の実現に寄与したかを総合的※に判断できるよう指導するこ

とが望まれます。（※総合的とは、観察記録だけではなく例えば、声掛けの回数、訴えの回

数、かかわりの回数など定性的な評価に加えて定量的な評価も加えて総合的な評価するこ

とを想定しています） 

研修の質の担保と進捗管理の観点から、中間報告の実施を推奨することをシラバスに明

記しました。 

 

３．報告準備 

各地域の実情に合わせて 4週間の成果報告の準備をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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23 
 

科目名：職場実習（アセスメントとケアの実践）（4週間） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習（アセスメントとケアの実践）（4週間） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数（4週間）と到達目標に変更はありません。 

 

１．実習の準備 

内容の変更はありません。新カリキュラムにおいても倫理的配慮を徹底した上で、実習に

向けた準備をしてください。 

 

 

２．実習の開始 

4 週目では、実施したケアの評価を行うことを想定しています。備考欄にあるように、受

講者が認知症の人が望む生活の実現に寄与したかを総合的※に判断できるよう指導するこ

とが望まれます。（※総合的とは、観察記録だけではなく例えば、声掛けの回数、訴えの回

数、かかわりの回数など定性的な評価に加えて定量的な評価も加えて総合的な評価するこ

とを想定しています） 

研修の質の担保と進捗管理の観点から、中間報告の実施を推奨することをシラバスに明

記しました。 

 

３．報告準備 

各地域の実情に合わせて 4週間の成果報告の準備をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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科 目 名 職場実習評価 研修形態と講義時間： 講義・演習（180分） 

目 的 
アセスメントやケア実践計画の実施結果を整理した上で、客観的に評価、分析し職場及び自 

己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。 

到達目標 

１． 実施したケア実践計画を整理し、他の受講者に伝えることができる。 

２． 他の受講者のケア実践計画が、認知症の人にとって有益なものであったか客観的に評価し助言す
ることができる。 

３． 結果を分析し職場及び自己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。 

概 要 

本科目は、職場実習で実施したケア実践計画の実施結果を文章等でまとめ、それについて グルー

プ発表後、相互評価を行う。そこで得られた助言や指導をもとに今後の職場及び自己の認知症ケアの

実践に対する課題を明確にすることを目指す。  

内 容 備 考 

１．職場実習報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

２． ケア実践計画の評価 

 

 

 

 

 

３．職場への報告と展開 

 

１） 目的、方法、結果、考察、今後の課題の報告  

２） 報告についてグループでの質疑応答  

３） 受講者間の相互評価並びに認知症介護指導
者からの助言  

 

 

 

 

 

・報告内容の相互評価並びに認知症介護指導者

からの助言をもとに、ケア実践計画を見直し・修

正し、今後の課題を明確にする。  

 

 

 

・職場実習と今後の取組み課題について整理し職

場に報告し、研修成果について、加算取得を含

めた次の展開に結びつける。 

 

・単に要介護度の変化や認知

機能の評価にならないよ

う、生活の質に関する評価

を行う。  

・６名程度のグループ報告を

行い認知症介護指導者が

司会進行を行う。  

 

 

・相互評価、認知症介護指導

者からの助言を受けた点に

ついて個人ワークで修正し

提出する。 

 

 

・研修成果を実践に活かすこ

とによる加算取得や修了後

の活動評価等について説

明し、認知症の人の生活の

質向上のために展開してい

くことを意識づける。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を可能

とする 
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科目名：職場実習評価（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習評価（180分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 目的・内容の変更はありません。 

 

１．職場実習報告 

内容について変更点はありません。 

 

 

２．ケア実践計画の評価 

内容について変更点はありません。 

 

 

３．職場への報告と展開 

実践者研修内だけの共有をしたうえで、研修終了後、取り組みの成果や課題も含め自身

の職場でどのように伝え、生かすかを整理する時間を持つことを想定しています。 

また、シラバス上は加算について言及してありますが、これは加算を取得することを推奨

する意図ではありません。しかし、加算は、実践研修を前提にその成果を実践で生かすよう

な施策的な措置と理解できますので、研修での成果を実践に活かす形の一つとして活用で

きるでしょう。加算に限らず、受講者が研修での学習成果を実践に活かすことをねらいとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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25 
 

科目名：職場実習評価（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習評価（180分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 目的・内容の変更はありません。 

 

１．職場実習報告 

内容について変更点はありません。 

 

 

２．ケア実践計画の評価 

内容について変更点はありません。 

 

 

３．職場への報告と展開 

実践者研修内だけの共有をしたうえで、研修終了後、取り組みの成果や課題も含め自身

の職場でどのように伝え、生かすかを整理する時間を持つことを想定しています。 

また、シラバス上は加算について言及してありますが、これは加算を取得することを推奨

する意図ではありません。しかし、加算は、実践研修を前提にその成果を実践で生かすよう

な施策的な措置と理解できますので、研修での成果を実践に活かす形の一つとして活用で

きるでしょう。加算に限らず、受講者が研修での学習成果を実践に活かすことをねらいとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症介護実践リーダー研修  

 

新カリキュラム改訂にともなう 

各科目シラバス変更のポイントと運用のヒント 

 

令和 7年 3月版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護研究・研修センター 
 

※ ここに記載されている内容は、令和 7年度から運用されている認知症介護実践リーダー研修シラバスに

基づく運用のヒントです。この通りに行うということではなく、参考にしていただき、各都道府県・指定都市

で研修内容を検討する際の資料としてください。 

※ この資料は、認知症介護指導者向けです。  
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1 
 

シシララババスス運運用用ののヒヒンントトのの使使いい方方  

○ 資料の趣旨 

・ 本資料は、新カリキュラムの運用を進めるにあたって、移行期間の授業作成をサポートすることを目

的に、シラバスを運用する際のヒントとなるような情報（内容や実施方法のイメージ）を提供することを

念頭に作成した、認知症介護指導者向けの資料です。 

・ 本資料に記載された構成や時間配分は、あくまでも運用のヒントであり、授業の内容を縛るものでは

ありません。実践研修の授業は、これまで通り、各都道府県・指定都市において、認知症介護指導者

がシラバスに即し、実践をふまえた授業を自ら作成し、展開するということを前提としています。 

 

○ 資料の構造 

・ 本資料は、1科目について見開きで参照できるように構成しました。左側に令和 7年 4月 1日版のシ

ラバス、右側に運用のヒント等を掲載しています。 

・ 「旧カリキュラムとの対応」欄は、旧カリキュラムの科目名と時間数を掲載しました。DCnet上には、新

カリキュラムのシラバスとともに旧カリキュラムのシラバスも掲載していますので、参照ください。 

・ 「運用のヒント」欄は、シラバスの「内容」の左側にある柱（項番号をふってある部分）ごとにヒントを掲

載しています。 

・ 「参考」欄は、各科目の参考文献となりうるもののうち、国の事業や 3センターの事業で作成した文

献・資料等を掲載しました。文献は、時間の経過とともに古くなるほか、増えますので、随時文献にあ

たり、情報を刷新していただければ幸いです。 
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2 
 

科 目 名 認知症介護実践リーダー研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60分） 

目 的 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科目との関係性を踏まえ、

研修の概要を把握する。実践リーダーとしての自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確に

する。 

到達目標 
１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーに求められる役割を知り、研修科目の必要性や

研修全体の目的など研修概要を把握する。また、実践リーダーとしての自己課題を確認し、研修の受講

動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．実践リーダーの役割  

 

 

 

 

 

２．実践リーダー研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

３．実践リーダーとしての課題の明

確化 

 

１） チームマネジメントにおける実践リーダーの
役割 

２） 職場における指導 

 

 

 

１） 研修の目的 

２） 研修の到達目標 

３） カリキュラム全体の構成 

４） カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

 

１） 実践リーダーとしての課題の明確化 

２） 研修における学習目標の明確化 

 

・認知症ケアを推進するための

実践リーダーの役割のポイント

を知る。  

 

 

 

・実践リーダー研修のねらいや

科目のねらいと内容を理解す

る。 

・実習課題設定の内容と流れを

理解する。 

 

 

 

・自己の課題、学習目標を文章

化する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 

 

 



493

 

2 
 

科 目 名 認知症介護実践リーダー研修の理解 研修形態と講義時間：講義・演習（60分） 

目 的 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科目との関係性を踏まえ、

研修の概要を把握する。実践リーダーとしての自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確に

する。 

到達目標 
１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要を把握する。 

２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明確化できる。 

概 要 

チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーに求められる役割を知り、研修科目の必要性や

研修全体の目的など研修概要を把握する。また、実践リーダーとしての自己課題を確認し、研修の受講

動機を高め、学習目標を明確にする。 

内 容 備 考 

１．実践リーダーの役割  

 

 

 

 

 

２．実践リーダー研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

３．実践リーダーとしての課題の明

確化 

 

１） チームマネジメントにおける実践リーダーの
役割 

２） 職場における指導 

 

 

 

１） 研修の目的 

２） 研修の到達目標 

３） カリキュラム全体の構成 

４） カリキュラム別のねらいと概要 

 

 

 

 

１） 実践リーダーとしての課題の明確化 

２） 研修における学習目標の明確化 

 

・認知症ケアを推進するための

実践リーダーの役割のポイント

を知る。  

 

 

 

・実践リーダー研修のねらいや

科目のねらいと内容を理解す

る。 

・実習課題設定の内容と流れを

理解する。 

 

 

 

・自己の課題、学習目標を文章

化する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 

 

 

 

3 
 

科目名：認知症介護実践リーダー研修の理解（60分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

認知症介護実践リーダー研修の理解（90分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 目的・到達目標の変更はありませんが、他の科目とのバランスを考慮し、時間数は90分

から 60分に短縮しました。より効率的に実施できるように留意してください。 

 

 

１．実践リーダーの役割 

チーム構築➡チームマネジメントに変更し、チームを構築するだけでなく、その後のマネジ

メントも含めて役割を考えるような内容に変更しました。 

カリキュラム改定において実施した検討委員会では、以下の人物像を想定してカリキュラ

ムを改訂しましたので、参照ください。これらは認知症基本法の理念をベースにして位置付

けられました。 

【基本法の理念をベースとした実践者像の立案】 

①研修の目的や内容を踏まえた自己の学習目標を立案でき、目標を達成するための学習

を遂行することできる 

②チームリーダーに必要な認知症の病態や、治療薬、非薬物的な介入方法等に関する専門

知識を有している 

③認知症施策を踏まえた国の方向性を理解し、地域における施策の展開例を理解してい

る。 

④認知症ケアにおけるスタッフのストレス把握やマネジメントができる。 

⑤会議やミーティング等の運用方法を理解し、チーム内の情報共有やスタッフ間コミュニ

ケーションを促進できる。 

⑥チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を踏まえ、認知症ケアにおけるチー

ムマネジメントの意義と実践方法を理解している 

⑦職場におけるチームメンバーへの適切なアドバイス方法や指導方法を理解し、育成計画

を立案できる 

⑧職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの指導計画を立案することができる 

⑨職場におけるチームメンバーへの認知症ケアの指導や人材育成を実践できる 

 

 

２．実践リーダー研修の概要 

内容の変更はありません。実践リーダー研修の全体の構成を説明する際、職場実習の課

題設定の内容と実習の流れについて説明を行い、各科目と職場実習との関連性について理

解を深める機会にすることを想定しています。 

 

 

３．実践リーダーとしての課題の明確化 

実践リーダーの役割や研修の概要を踏まえたうえで、研修における課題を設定してもら

うことを意図しています。「現状」と「研修の目的」とのギャップを埋めるために、取り組んだ

り、習得したりする必要があることを「課題」と定義すると受講者が考えやすいでしょう。ま

た、日常のチームでの認知症ケア実践を振り返りながら考えられるとよいでしょう。 

  

参考 

・ 認知症基本法（概要） 
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf 

・ 本研究の報告書名を記述 

・ 認知症介護リーダー研修シラバス（最終的にはURLを提示）  
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4 
 

科 目 名 施策の動向と地域展開  研修形態と講義時間：講義・演習（120分） 

目 的 
地域における認知症施策の展開例を通して認知症施策の動向を理解し、「共生社会の実現を推進する認

知症基本法」の理念を推進する展開方法を理解する。 

到達目標 
１．認知症施策の変遷を踏まえた認知症ケアに関連する施策の動向を理解し、説明できる。 

２．地域における認知症施策の具体的な展開方法を理解する。 

概 要 

本科目は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念である「認知症の人が尊厳を保持し

つつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現」を推進できるよう認知症施策の変遷と最新の動向

を踏まえた上で、地域における施策の展開例を通じて認知症施策の方向性を理解する。 

内 容 備 考 

１．認知症施策の動向と共生社会の

実現を推進するための認知症

基本法の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域における認知症ケア関連施

策の展開 

 

１） 認知症施策の変遷 

２） 共生社会の実現を推進する認知症基本法設
立の経緯 

３） 共生社会の実現を推進する認知症基本法の
理念と概要 

４） 認知症施策上の実践リーダー研修の位置づ
け・意義 

 

 

 

１） 認知症ケアの実践と施策の関係 

２） 全国における各地域での認知症施策の展開
事例 

３） 地域における認知症施策の展開方法 

 

・当該地域における施策の実

践例を理解する。 

・認知症加算・認知症専門ケ

ア加算等の解説を含む。 

 

 

 

 

 

・認知症施策推進大綱、基本

法の内容について、地域で

の実践展開の方法を、演習

等を通して理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 
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4 
 

科 目 名 施策の動向と地域展開  研修形態と講義時間：講義・演習（120分） 

目 的 
地域における認知症施策の展開例を通して認知症施策の動向を理解し、「共生社会の実現を推進する認

知症基本法」の理念を推進する展開方法を理解する。 

到達目標 
１．認知症施策の変遷を踏まえた認知症ケアに関連する施策の動向を理解し、説明できる。 

２．地域における認知症施策の具体的な展開方法を理解する。 

概 要 

本科目は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念である「認知症の人が尊厳を保持し

つつ希望を持って暮らすことができる共生社会の実現」を推進できるよう認知症施策の変遷と最新の動向

を踏まえた上で、地域における施策の展開例を通じて認知症施策の方向性を理解する。 

内 容 備 考 

１．認知症施策の動向と共生社会の

実現を推進するための認知症

基本法の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域における認知症ケア関連施

策の展開 

 

１） 認知症施策の変遷 

２） 共生社会の実現を推進する認知症基本法設
立の経緯 

３） 共生社会の実現を推進する認知症基本法の
理念と概要 

４） 認知症施策上の実践リーダー研修の位置づ
け・意義 

 

 

 

１） 認知症ケアの実践と施策の関係 

２） 全国における各地域での認知症施策の展開
事例 

３） 地域における認知症施策の展開方法 

 

・当該地域における施策の実

践例を理解する。 

・認知症加算・認知症専門ケ

ア加算等の解説を含む。 

 

 

 

 

 

・認知症施策推進大綱、基本

法の内容について、地域で

の実践展開の方法を、演習

等を通して理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 

 

5 
 

科目名：施策の動向と地域展開（120分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

施策の動向と地域展開（210分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数は 210 分から 120 分になり、認知症基本法の理念の理解を中心とする構成と

しました。 

‧ 研修のねらいから考えると、旧カリキュラムにおける「連携・参画」という目的はレベルが

高いため、目的について、「関係機関との連携・参画できる知識を修得する」から、「『共生

社会の実現を推進する認知症基本法』の理念を推進する展開方法を理解する」という表

現に変更しました。併せて、「認知症施策の具体的な展開方法を理解する。」は、「地域に

おける」という表現を追記し、意図を明確にしました。 

 

１．認知症施策の動向と共生社会の実現を推進するための認知症基本法の方向性 

・施策の動向は「認知症施策の変遷」とし、概要の説明にとどめ、２）共生社会の実現を推進

する認知症基本法設立の経緯、や、３）共生社会の実現を推進する認知症基本法の理念と概

要、などを説明したうえで、研修の位置づけや意義を説明する構成としています。 

 

 

２．地域における認知症ケア関連施策の展開 

地域における認知症施策の展開事例だけではなく、全国における各地域での認知症施策

の展開事例も紹介し、認知症施策の方向性を理解できるように構成するよう変更しました。

また、目的の変更に合わせて、「実践リーダーとして地域で何ができるか」を考える演習か

ら、「大綱、基本法の内容について、地域での実践展開の方法を、演習等を通して理解する」

内容に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

・ 認知症基本法（概要）
（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119099.pdf) 

・ 認知症施策推進基本計画 

https://www.mhlw.go.jp/content/001344090.pdf 
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6 
 

科 目 名 認知症の専門的理解 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するリーダーとして、高度な認知症の知識を有し、認知症ケアに関

する最新かつ専門的な知識を得る。 

到達目標 

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活への影響を理解する。 

２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の人の生活への影響や使用の注意点を理解す

る。 

３．認知症の人の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、方法、効果を理解する。 

概 要 

認知症におけるチームケアの促進や介護職員等の指導を担う実践リーダーは最新の知識を有し、同時

に認知症に関する専門的な知識を活用したケアの実践、介護職員等の指導、チームケアの質の向上が期

待されている。本科目は、認知症ケアにおける実践リーダーに必要な認知症に関する最新かつ専門的な知

識を習得する。 

内 容 備考 

１． 認知症に関する理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．医学的視点に基づいた介入 

 

１） 認知症の原因疾患別の特徴（病態や症状、
診断基準など） 

２） 原因疾患別の症状による生活への影響 

３） 認知症に起きやすい合併症 

４） 若年性認知症の特徴 

 

 

 

１） 認知症の告知とその支援 

２） 認知症治療薬の種類と特徴 

３） 行動・心理症状（BPSD）に用いられることが

ある薬物の主な作用機序と副作用、使用方

法 

４）非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO療法、

音楽療法などの療法や活動支援等） 

５）認知症の人のエンドオブライフケア 

 

・実践者研修で学んだ知識に最

新の情報を加えて発展させ

る。 

 

 

 

 

 

・かかりつけ医のための BPSD 

に対応する向精神薬使用ガ

イドライン（第 2 版）（2015年

度厚生労働科学特別研究事

業）を参考にする。 

・認知症の人の意欲や個性に合

わせた、生活の質を向上する

活動や療法の重要性を説明

する。 

・非薬物的介入については、実

践事例を用いて説明する（た

だし効果については「認知症

疾患診療ガイドライン2017、

編集；「認知症疾患診療ガイドラ

イン」作成委員会」を参考にす

る）。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 
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6 
 

科 目 名 認知症の専門的理解 研修形態と講義時間：講義・演習（90分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するリーダーとして、高度な認知症の知識を有し、認知症ケアに関

する最新かつ専門的な知識を得る。 

到達目標 

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活への影響を理解する。 

２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の人の生活への影響や使用の注意点を理解す

る。 

３．認知症の人の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、方法、効果を理解する。 

概 要 

認知症におけるチームケアの促進や介護職員等の指導を担う実践リーダーは最新の知識を有し、同時

に認知症に関する専門的な知識を活用したケアの実践、介護職員等の指導、チームケアの質の向上が期

待されている。本科目は、認知症ケアにおける実践リーダーに必要な認知症に関する最新かつ専門的な知

識を習得する。 

内 容 備考 

１． 認知症に関する理解 

 

 

 

 

 

 

 

２．医学的視点に基づいた介入 

 

１） 認知症の原因疾患別の特徴（病態や症状、
診断基準など） 

２） 原因疾患別の症状による生活への影響 

３） 認知症に起きやすい合併症 

４） 若年性認知症の特徴 

 

 

 

１） 認知症の告知とその支援 

２） 認知症治療薬の種類と特徴 

３） 行動・心理症状（BPSD）に用いられることが

ある薬物の主な作用機序と副作用、使用方

法 

４）非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO療法、

音楽療法などの療法や活動支援等） 

５）認知症の人のエンドオブライフケア 

 

・実践者研修で学んだ知識に最

新の情報を加えて発展させ

る。 

 

 

 

 

 

・かかりつけ医のための BPSD 

に対応する向精神薬使用ガ

イドライン（第 2 版）（2015年

度厚生労働科学特別研究事

業）を参考にする。 

・認知症の人の意欲や個性に合

わせた、生活の質を向上する

活動や療法の重要性を説明

する。 

・非薬物的介入については、実

践事例を用いて説明する（た

だし効果については「認知症

疾患診療ガイドライン2017、

編集；「認知症疾患診療ガイドラ

イン」作成委員会」を参考にす

る）。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。 

 

7 
 

科目名：認知症の専門的理解（90分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

認知症の専門的理解（120分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 到達目標がより実践に即した内容に変更されました。併せて、時間数は 120分から 90

分に短縮しました。実践リーダーに必要なより高度な内容に絞り、効率的に実施できる

ように留意ください。 

‧ 実践リーダー研修の初日に行われるこの科目で、認知症の人を一人の「人」として理解す

ることを押さえておくことが、目的や到達目標に組み込まれています。また、認知症の人

を取り巻く社会的な課題として、意思決定支援の内容についてもこの科目に含まれま

す。 

 

１．認知症に関する理解 

認知症介護実践者研修で学習する内容を勘案しながらより専門的内容を学習します。 

これまで実践者研修で学習していた、非薬物的介入の意義と展開例については、この科

目で学習することとしました。 

また、旧カリキュラムで本科目の柱となっていた「原因疾患別の捉え方のポイント」及び

「医学的視点に基づいた介入」の項は本項に統合しました。 

治療薬については、特徴だけでなく、認知症治療薬や BPSD にもちいられることがある

薬物について、認知症ケアを行う際に必要となる内容（作用機序や副作用、使用方法等）に

ついて触れるようにします。 

意思決定支援、就労支援等については、最新ではない他、実践者研修に含めることとした

ため、削除しました。告知、ターミナルケアは、医学的専門情報として、統合し本項に位置付

けました。 

 

２．医学的視点に基づいた介入 

これまで実践者研修で学習していた、「非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO 療法,音

楽療法等の療法や活動支援等）」はこちらに含めました。 

認知症の人のターミナルケアは、より包括的に認知症の人のエンドオブライフケアとしま

した。 

 

  

参考 

‧ 厚生労働省「認知症施策関連ガイドライン（手引き等）、取組事例 認知症の人の日常生

活・社会生活における意思決定支援ガイドライン（第 2版）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212395.html 

  

  



498

 

8 
 

科 目 名 カンファレンス（会議）の技法と実践  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
チームにおける意思決定、情報共有、メンバー間の円滑なコミュニケーションの活性化を促進しチーム力

の向上を図るため、効果的なカンファレンス（会議）の展開方法を習得する。 

到達目標 

１．チームケアの質の向上を目的としたカンファレンス（会議）の目的や意義、必要性を理解する。 

２．チームの意思決定や、情報の共有、コミュニケーションの活性化を促進する方法を理解し、目的に応じ

た効果的なカンファレンス（会議）を展開することができる。 

概 要 

チームケアを実現するためには、利用者のニーズに基づき導かれたケアの目的や目標に沿って決定し

たケアの方法について、チームメンバー間で共有することが必須である。また、チームメンバー間のコミュ

ニケーションを円滑にし、チームを活性化するためには円滑なカンファレンスの運用が必要である。本科

目では、チーム力を向上するための効果的なカンファレンスの展開方法を学習する。  

内 容 備 考 

１． チームにおけるカンファレンス（会
議）の目的と意義 

 

 

 

 

 

２． カンファレンス(会議)を円滑に行う

ためのコミュニケーション 

 

 

 

 

３． 効果的なカンファレンス 

（会議）の展開 

 

１） カンファレンス（会議）の目的や意義 

２） カンファレンス(会議) の種類と特徴 

３） チームケアにおけるケアカンファレンスの目的
と意義 

 

 

 

１） 報告・連絡・相談の違い 

２） 建設的な議論になるためのコミュニケーション
の留意点 

 

 

 

１） 事前周知（告知、開催目的の明確化、検討内
容の通知、資料配布と議事録） 

２） カンファレンス（会議）の役割分担 

（進行、スーパーバイザー、参加メンバー） 

３） 効果的な議論を促すためのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・模擬カンファレンスにて実

際に進行役、スーパーバ

イザー役等を体験的に理

解したうえで、効果的なカ

ンファレンスについて振

り返りを行う。 
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科 目 名 カンファレンス（会議）の技法と実践  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
チームにおける意思決定、情報共有、メンバー間の円滑なコミュニケーションの活性化を促進しチーム力

の向上を図るため、効果的なカンファレンス（会議）の展開方法を習得する。 

到達目標 

１．チームケアの質の向上を目的としたカンファレンス（会議）の目的や意義、必要性を理解する。 

２．チームの意思決定や、情報の共有、コミュニケーションの活性化を促進する方法を理解し、目的に応じ

た効果的なカンファレンス（会議）を展開することができる。 

概 要 

チームケアを実現するためには、利用者のニーズに基づき導かれたケアの目的や目標に沿って決定し

たケアの方法について、チームメンバー間で共有することが必須である。また、チームメンバー間のコミュ

ニケーションを円滑にし、チームを活性化するためには円滑なカンファレンスの運用が必要である。本科

目では、チーム力を向上するための効果的なカンファレンスの展開方法を学習する。  

内 容 備 考 

１． チームにおけるカンファレンス（会
議）の目的と意義 

 

 

 

 

 

２． カンファレンス(会議)を円滑に行う

ためのコミュニケーション 

 

 

 

 

３． 効果的なカンファレンス 

（会議）の展開 

 

１） カンファレンス（会議）の目的や意義 

２） カンファレンス(会議) の種類と特徴 

３） チームケアにおけるケアカンファレンスの目的
と意義 

 

 

 

１） 報告・連絡・相談の違い 

２） 建設的な議論になるためのコミュニケーション
の留意点 

 

 

 

１） 事前周知（告知、開催目的の明確化、検討内
容の通知、資料配布と議事録） 

２） カンファレンス（会議）の役割分担 

（進行、スーパーバイザー、参加メンバー） 

３） 効果的な議論を促すためのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・模擬カンファレンスにて実

際に進行役、スーパーバ

イザー役等を体験的に理

解したうえで、効果的なカ

ンファレンスについて振

り返りを行う。 
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科目名：カンファレンス（会議）の技法と実践（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

ケアカンファレンスの技法と実践（120分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数は 120 分が 180 分となり、チーム作りのための方法として会議やミーティング

の必要性を強調し、科目名から「ケア」をとりました。ケアに限らず、会議やミーティング

等情報共有や意思決定を目的とする広い意味としての会議に修正したと理解ください。

到達目標もその意図に沿って、表現を変更しました。 

‧ 時間内で、演習にて模擬カンファレンス等により、受講者に実践的に理解を深めていた

だくことが重要になります。 

 

１．チームケアにおけるカンファレンス（会議）の目的と意義 

カンファレンス（会議）の種類と特徴に触れる項を追加しました。 

 

 

２．カンファレンス（会議）を円滑に行うためのコミュニケーション 

「建設的なコミュニケーションのポイント」という表現が理解しにくかったため、「建設的な

議論になるためのコミュニケーションの留意点」という表現に変更しました。 

 

 

３．効果的なカンファレンス（会議）の展開 

演習にて模擬カンファレンス等を行うことにより、受講者に実践的に理解を深めていただ

く時間を十分とるように留意ください。カンファレンスが、ケアを検討することにとどまら

ず、広くチームづくりの手法として理解されるように留意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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科 目 名 ストレスマネジメントの理論と方法  研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を理解した上で、実践リーダーとして介護

職員等のストレスの緩和やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。 

到達目標 

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。 

２．ストレスのしくみと対処法を理解する。 

３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。 

４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理解し、チームメンバーへの支援方法

を理解する。 

概 要 

チームを活性化するためにはメンバー個々のストレス評価を行い、ストレス度や原因に応じたストレス

緩和を実行することが必要である。本科目では、ストレス概念の理解やストレス理論を理解した上で、実

践リーダーとしてチームメンバーのストレスを緩和する方法論や実践方法を学ぶ。  

内 容 備 考 

１． チームにおけるストレスマネジメ
ントの意義と必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．ストレスマネジメントの方法 

 

１） チームにおけるストレスマネジメントの意義と
必要性 

２） ストレスの考え方 

３） 認知症ケアのストレスの考え方 

４） 認知症ケアにおけるストレスマネジメントの意
義と必要性 

 

 

 

 

 

１） セルフケアの方法 

２） チームメンバーへの支援方法 

３） 組織によるストレスマネジメントの方法 

 

・ストレスマネジメントに関する

理論を踏まえて、認知症ケ

アにおけるストレスマネジメ

ントの意義と必要性を理解

する。 

・ストレスの考え方は、肯定的

側面についても取り上げ

る。 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおける具体的

なストレスマネジメントの方

法を学ぶ。 

・実際のストレスマネジメント

の方法を、演習を通して体

験的に理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。  
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科 目 名 ストレスマネジメントの理論と方法  研修形態と講義時間：講義・演習（150分） 

目 的 
チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を理解した上で、実践リーダーとして介護

職員等のストレスの緩和やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。 

到達目標 

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。 

２．ストレスのしくみと対処法を理解する。 

３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。 

４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理解し、チームメンバーへの支援方法

を理解する。 

概 要 

チームを活性化するためにはメンバー個々のストレス評価を行い、ストレス度や原因に応じたストレス

緩和を実行することが必要である。本科目では、ストレス概念の理解やストレス理論を理解した上で、実

践リーダーとしてチームメンバーのストレスを緩和する方法論や実践方法を学ぶ。  

内 容 備 考 

１． チームにおけるストレスマネジメ
ントの意義と必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．ストレスマネジメントの方法 

 

１） チームにおけるストレスマネジメントの意義と
必要性 

２） ストレスの考え方 

３） 認知症ケアのストレスの考え方 

４） 認知症ケアにおけるストレスマネジメントの意
義と必要性 

 

 

 

 

 

１） セルフケアの方法 

２） チームメンバーへの支援方法 

３） 組織によるストレスマネジメントの方法 

 

・ストレスマネジメントに関する

理論を踏まえて、認知症ケ

アにおけるストレスマネジメ

ントの意義と必要性を理解

する。 

・ストレスの考え方は、肯定的

側面についても取り上げ

る。 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおける具体的

なストレスマネジメントの方

法を学ぶ。 

・実際のストレスマネジメント

の方法を、演習を通して体

験的に理解する。 

※オンラインを部分的に活用する場合は、同時双方向で意思疎通等できる方法とし、実質的に集合研修と同程度の

効果が期待できる講義などに限る。  
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科目名：ストレスマネジメントの理論と方法（150分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

ストレスマネジメントの理論と方法（120分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数は 120分が 150分になりました。 

 

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性 

内容の 1）チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性 4）認知症ケアにおけるス

トレスマネジメント意義と必要性については、この科目の導入部分として講義で解説し、一般

的なストレスマネジメント論に偏らずに、認知症ケアだから必要となるストレスマネジメントで

あるこの意識付けが必要でしょう。 

そして、2）、3）ついては、認知症ケアのストレス事例を用いて解説するか、事例演習を用い

ることをお勧めします。ストレスは、肯定的側面についても取り上げることが大切です。 

 

 

２．ストレスマネジメントの方法 

チームにおけるストレスマネジメントだけではなく、チームの中で困っている個々のメンバ

ーをサポートすることがチーム構築には必要ではないかという観点から、「チームメンバーへ

の支援方法」を追加しました。３） 環境の調整方法、は、２） 組織によるストレスマネジメント

の方法に含みました。 

授業では、スタッフのマネジメントでリーダー自身のストレスマネジメントがおろそかにな

らないよう、「リーダー自身のセルフマネジメントも必要」という観点の内容も加えるようにし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

‧ 認知症介護研究・研修仙台センター「介護現場のためのストレスマネジメント支援テキス

ト」 

https://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/detail_61_center_3.php 
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科 目 名 
認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方

法 
研修形態と講義時間：講義・演習（240分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するため、円滑にチームを運用する実践リーダーとして 

の役割を自覚し、認知症ケアにおけるチームケアのマネジメント方法を理解する。 

到達目標 

１．チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を説明できる。 

２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と実践方法を理解する。 

３．認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる。 

概 要 

チームによる認知症ケアの向上において、実践リーダーはチーム構築や活性化を促進するチームマネ

ージャーとしての役割が期待されている。本科目ではチームの目標や方針の設定と管理、介護職員等の

ストレスマネジメント、情報共有のためのカンファレンス等の実施、職員等への動機づけ、教育や指導等の

基本的なチームマネジメントの方法を踏まえ、認知症ケアにおけるチームケアを促進するマネジメントの実

践方法を修得する。 

内 容 備 考 

１． チームマネジメントの基本的理     

解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 認知症ケアにおけるチームマネジ
メントの必要性 

 

 

 

 

 

３． 認知症におけるチームケア推進
プログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

４． 認知症のチームケアにおける 

チームマネジメントの実践方法 

 

１） チームづくりに必要な条件 

２） チームの種類と役割 

３） チームマネジメントの理論と方法 

 

・目標や方針の設定と管理 

・コミュニケーション支援の必要性 

・動機づけの必要性 

・ストレスマネジメントの必要性 

・情報共有やカンファレンスの必要性 

・教育指導の必要性 

 

 

 

１） 認知症ケアにおけるチームケアの意義と必
要性 

２） 認知症ケアにおけるチームマネジメントの意
義と必要性 

 

 

 

１）BPSDとそのケアの基本的考え方 

２）認知症チームケア推進の具体的方法 

 

 

 

 

 

 

 

１）多職種・同職種チームにおける効果的なチー

ムマネジメントの展開方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおけるチーム

マネジメントの展開例とし

て認知症チームケア推進

研修プログラムに準拠し

た内容を学習する。（70 

分） 

 

 

 

・チームマネジメントに関する

理論や方法について、認知

症ケアにおけるチームケア

事例を通して具体的な実践

方法を学ぶ。 
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科 目 名 
認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方

法 
研修形態と講義時間：講義・演習（240分） 

目 的 
認知症ケアにおけるチームケアを推進するため、円滑にチームを運用する実践リーダーとして 

の役割を自覚し、認知症ケアにおけるチームケアのマネジメント方法を理解する。 

到達目標 

１．チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を説明できる。 

２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と実践方法を理解する。 

３．認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる。 

概 要 

チームによる認知症ケアの向上において、実践リーダーはチーム構築や活性化を促進するチームマネ

ージャーとしての役割が期待されている。本科目ではチームの目標や方針の設定と管理、介護職員等の

ストレスマネジメント、情報共有のためのカンファレンス等の実施、職員等への動機づけ、教育や指導等の

基本的なチームマネジメントの方法を踏まえ、認知症ケアにおけるチームケアを促進するマネジメントの実

践方法を修得する。 

内 容 備 考 

１． チームマネジメントの基本的理     

解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 認知症ケアにおけるチームマネジ
メントの必要性 

 

 

 

 

 

３． 認知症におけるチームケア推進
プログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

４． 認知症のチームケアにおける 

チームマネジメントの実践方法 

 

１） チームづくりに必要な条件 

２） チームの種類と役割 

３） チームマネジメントの理論と方法 

 

・目標や方針の設定と管理 

・コミュニケーション支援の必要性 

・動機づけの必要性 

・ストレスマネジメントの必要性 

・情報共有やカンファレンスの必要性 

・教育指導の必要性 

 

 

 

１） 認知症ケアにおけるチームケアの意義と必
要性 

２） 認知症ケアにおけるチームマネジメントの意
義と必要性 

 

 

 

１）BPSDとそのケアの基本的考え方 

２）認知症チームケア推進の具体的方法 

 

 

 

 

 

 

 

１）多職種・同職種チームにおける効果的なチー

ムマネジメントの展開方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症ケアにおけるチーム

マネジメントの展開例とし

て認知症チームケア推進

研修プログラムに準拠し

た内容を学習する。（70 

分） 

 

 

 

・チームマネジメントに関する

理論や方法について、認知

症ケアにおけるチームケア

事例を通して具体的な実践

方法を学ぶ。 
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科目名：認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法（240分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法（180分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 本研修を受講・修了することにより、「認知症チームケア推進研修」を修了したとみなすこ

とができるよう「認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる」という目的を追

加し、その分の時間を加え、180分から 240分に時間数を増やしました。 

‧ また、科目名を、「認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法」から、「認知症ケ

アにおけるチームマネジメントの理論と方法」に変更しました。全体として、チームアプロ

ーチを理解するのではなく、そのためのマネジメントの方法を理解できるような構成と

なるよう留意してください。 

 

 

１．チームマネジメントの基本的理解 

チームづくりに必要な条件やチームの種類と役割を確認したうえで、「目標や方針の設定

と管理」「コミュニケーション支援の必要性」「動機づけの必要性」「ストレスマネジメントの必

要性」「情報共有やカンファレンスの必要性」「教育指導の必要性」など、チームを安定的に管

理していくことができるようになるための基礎知識を学習します。 

 

 

２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの必要性 

「チームケアの意義と必要性」に触れたうえで、チームマネジメントの意義と必要性を改め

て確認します。 

 

 

３．認知症におけるチームケア推進プログラムの展開 

認知症ケアにおけるチームマネジメントの展開例として認知症チームケア推進研修プログ

ラムに準拠した内容を学習します。この項を担当する認知症介護指導者は、認知症チーム

ケア推進研修の内容を十分把握するとともに、実際に研修の内容を踏まえた実践を行って

いることが推奨されます。 

 

４．認知症のチームケアにおけるチームマネジメントの実践方法 

チームマネジメントに関する理論や方法について、認知症ケアにおけるチームケア事例を

通して、受講者が具体的な実践方法を学ぶことができるように構成してください。 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

‧ 認知症介護研究・研修東京センター「認知症チームケア推進研修テキスト～認知症の人

のその人らしい暮らしのために～」 
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14 
 

科 目 名 職場内教育（OJT）の理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 
認知症におけるチームケアを向上するリーダーとして、指導に関する理論と指導計画の立案方法、指導

技法の種類と特徴を学び、認知症ケアの効果的な指導方法を修得する。 

到達目標 

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。 

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解する。 

３．職場内教育（OJT）の計画方法を体験的に理解する。 

４．職場内教育（OJT）における有効な指導技法の種類と実際の方法を理解する。 

概 要 

介護職員等の技術向上は、スーパービジョンや個別指導等の職場内の指導による教育が有効であり、

実践リーダーには職場内教育（OJT）を実践しチームケアの質の向上を達成する役割が期待されている。

実践者への指導や教育を担っている実践リーダーの指導能力はチームケアの質に大きく影響しているた

め、実践リーダーは人材育成に関する知識や理論、方法を理解し指導力を高めることが必要である。本

科目では指導の理論や指導計画の立案方法、指導技法の理解を通じ職場内教育（OJT）の理論と方法を

学ぶ。 

内 容 備 考 

１． 人材育成の意義と方法 

 

 

 

 

 

２． 職場内教育の意義と方法 

 

 

 

 

３． 職場内教育（OJT）における指

導技法 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 職場内教育（OJT）の実践 

方法 

 

１）人材育成の意義と目的 

２）指導における基本的態度 

３）育成方法の種類と特徴 

 

 

 

１）職場内教育（OJT）の意義と目的 

２）Off-JT、自己啓発（SDS）の限界と職場内教育

（OJT）の有効性 

 

 

１）ティーチング・コーチングの理論と技法の理解 

 

２）面接技法の理論と技法の理解 

３）スーパービジョンの基本的理解 

４）ティーチング・コーチング・面接技法を活用した

指導の実際 

 

 

 

１）指導課題の設定方法 

２）指導目標の設定方法 

３）指導計画の立案方法 

 

・指導者の基本的な態度として

エンパワーメント視点や動機

付けの重要性を理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

・演習を通して実際の技法を体

験し、基本的な技術を修得す

る。 

・指導事例を通して指導技法の

実践方法を理解する。 

・指導の際に留意する倫理的配

慮の方法を理解する。 

 

 

 

・人材育成の事例について評価

方法、指導目標設定、指導方

法等の職場内教育（OJT）の

計画立案の方法を、演習を通

して理解する。 

・認知症ケアの指導に限定しな

い職場内教育（OJT）の計画

立案の過程について体験的

に理解する。  
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14 
 

科 目 名 職場内教育（OJT）の理論と方法 研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 
認知症におけるチームケアを向上するリーダーとして、指導に関する理論と指導計画の立案方法、指導

技法の種類と特徴を学び、認知症ケアの効果的な指導方法を修得する。 

到達目標 

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。 

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解する。 

３．職場内教育（OJT）の計画方法を体験的に理解する。 

４．職場内教育（OJT）における有効な指導技法の種類と実際の方法を理解する。 

概 要 

介護職員等の技術向上は、スーパービジョンや個別指導等の職場内の指導による教育が有効であり、

実践リーダーには職場内教育（OJT）を実践しチームケアの質の向上を達成する役割が期待されている。

実践者への指導や教育を担っている実践リーダーの指導能力はチームケアの質に大きく影響しているた

め、実践リーダーは人材育成に関する知識や理論、方法を理解し指導力を高めることが必要である。本

科目では指導の理論や指導計画の立案方法、指導技法の理解を通じ職場内教育（OJT）の理論と方法を

学ぶ。 

内 容 備 考 

１． 人材育成の意義と方法 

 

 

 

 

 

２． 職場内教育の意義と方法 

 

 

 

 

３． 職場内教育（OJT）における指

導技法 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 職場内教育（OJT）の実践 

方法 

 

１）人材育成の意義と目的 

２）指導における基本的態度 

３）育成方法の種類と特徴 

 

 

 

１）職場内教育（OJT）の意義と目的 

２）Off-JT、自己啓発（SDS）の限界と職場内教育

（OJT）の有効性 

 

 

１）ティーチング・コーチングの理論と技法の理解 

 

２）面接技法の理論と技法の理解 

３）スーパービジョンの基本的理解 

４）ティーチング・コーチング・面接技法を活用した

指導の実際 

 

 

 

１）指導課題の設定方法 

２）指導目標の設定方法 

３）指導計画の立案方法 

 

・指導者の基本的な態度として

エンパワーメント視点や動機

付けの重要性を理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

・演習を通して実際の技法を体

験し、基本的な技術を修得す

る。 

・指導事例を通して指導技法の

実践方法を理解する。 

・指導の際に留意する倫理的配

慮の方法を理解する。 

 

 

 

・人材育成の事例について評価

方法、指導目標設定、指導方

法等の職場内教育（OJT）の

計画立案の方法を、演習を通

して理解する。 

・認知症ケアの指導に限定しな

い職場内教育（OJT）の計画

立案の過程について体験的

に理解する。  

 

  

 

15 
 

科目名：職場内教育（OJT）の理論と方法（420分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場内教育の基本視点（240分） 

職場内教育（OJT）の方法の理解（240分） を統合 

運用の 

ヒント 

 

‧ 旧カリキュラムの上記 2 科目を OJT を総合的に学ぶ科目として統合しました。そのた

め、到達目標では、１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する、

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解できる 2項目を追加しました。 

 

 

１．人材育成の意義と方法 

基本視点に関する内容のウエイトが大きかったため、全体のバランスを考慮し１）人材育成

の意義と目的、２）指導における基本的態度、３）育成方法の種類と特徴、の項に整理しまし

た。 

 

 

２．職場内教育の意義と方法 

職場内教育（OJT）の有効性は、有効性の解釈が困難であったため、意義と目的に変更し

ました。 

 

 

３．職場内教育（OJT）における指導技法 

旧カリキュラムの、「職場内指導（OJT）の理論と方法」の内容を、再構成し、ここに追加し

ました。 

受講者が、演習を通して実際の技法を体験し、基本的な技術を修得できるように留意してく

ださい。 

スーパービジョンにおける具体的な指導方法はコーチングやティーチング、面接技法と重

複している点もあるため、基本的理解にとどめることとしました。シラバスの備考に記述され

ている内容にも留意しながら、授業を計画・展開してください。 

 

 

４．職場内教育の意義と方法 

項の表現がわかりにくかったために、１）指導課題の設定方法、２）指導目標の設定方法、

３）指導計画の立案方法、という 3つの項に整理しました。 

 

 

 

 

  

参考 
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科 目 名 認知症ケア指導の実践方法  研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 

これまでに学習した認知症ケアに関する指導技術について、食事・入浴・排泄等の日常生活や、行動・

心理症状（BPSD）が生じている具体的場面において、認知症の人の生活の質の向上を目的としたケアの

指導方法を体験的に理解する。  

到達目標 

１．行動・心理症状（BPSD）への支援方法や生活支援の方法に対する指導の演習を通じ、介護職員等を

指導するための方法を理解する。  

２．認知症ケアにおけるアセスメント及びケアへの指導計画を立案することができる。  

３．介護職員等に対する自己の指導の特徴を理解する。  

概 要 

認知症の人の能力に応じた自立支援による生活の質の向上を目指し、介護職員等を現場で指導する

にあたり、介護職員等のケアの評価、個別課題の明確化、指導目標の設定及び指導計画の立案につい

て事例演習を通して体験的に学習し、実践的な指導力を高めることを目指す。また、自己の指導の特徴と

今後学習を進める課題を明らかにすることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 介護目標設定に関する指導
（事例演習） 

 

 

 

 

 

 

２． アセスメントに関する指導（事
例演習） 

 

 

 

 

 

 

３． 生活の質を向上するケア方法
に関する指導 

（事例演習） 

 

 

 

 

 

４．自己の指導の特徴の振り返    

  り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）生活の質を向上する介護目標の考え方 

２）介護目標に関する評価の視点 

３）介護目標立案に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

  

 

 

１）生活の質を向上するアセスメントの視点 

２）アセスメントに関する評価の視点 

３）アセスメント方法に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）生活の質を向上するケアの考え方 

２）ケア方法に関する評価の視点 

３）ケア方法に関する指導方法（課題の設定、指

導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）演習全体を通じた学びの振り返り 

２）自己の指導の特徴と課題の共有 

・介護職員の介護事例を取り上

げ、介護職員への指導方法

のプロセスを体験的に学ぶ演

習とする。なお、事例の選定

は、「食事・入浴・排泄等の日

常生活場面における介護事

例」、「行動・心理症状

（BPSD）への介護事例」から1

つ以上を選択すること。 

・倫理的ジレンマ、権利擁護、家

族介護者支援、リスクマネジメ

ント等の事例も含むこと。 
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16 
 

科 目 名 認知症ケア指導の実践方法  研修形態と講義時間：講義・演習（420分） 

目 的 

これまでに学習した認知症ケアに関する指導技術について、食事・入浴・排泄等の日常生活や、行動・

心理症状（BPSD）が生じている具体的場面において、認知症の人の生活の質の向上を目的としたケアの

指導方法を体験的に理解する。  

到達目標 

１．行動・心理症状（BPSD）への支援方法や生活支援の方法に対する指導の演習を通じ、介護職員等を

指導するための方法を理解する。  

２．認知症ケアにおけるアセスメント及びケアへの指導計画を立案することができる。  

３．介護職員等に対する自己の指導の特徴を理解する。  

概 要 

認知症の人の能力に応じた自立支援による生活の質の向上を目指し、介護職員等を現場で指導する

にあたり、介護職員等のケアの評価、個別課題の明確化、指導目標の設定及び指導計画の立案につい

て事例演習を通して体験的に学習し、実践的な指導力を高めることを目指す。また、自己の指導の特徴と

今後学習を進める課題を明らかにすることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 介護目標設定に関する指導
（事例演習） 

 

 

 

 

 

 

２． アセスメントに関する指導（事
例演習） 

 

 

 

 

 

 

３． 生活の質を向上するケア方法
に関する指導 

（事例演習） 

 

 

 

 

 

４．自己の指導の特徴の振り返    

  り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）生活の質を向上する介護目標の考え方 

２）介護目標に関する評価の視点 

３）介護目標立案に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

  

 

 

１）生活の質を向上するアセスメントの視点 

２）アセスメントに関する評価の視点 

３）アセスメント方法に関する指導方法 

（課題の設定、指導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）生活の質を向上するケアの考え方 

２）ケア方法に関する評価の視点 

３）ケア方法に関する指導方法（課題の設定、指

導目標、指導方法） 

 

 

 

 

１）演習全体を通じた学びの振り返り 

２）自己の指導の特徴と課題の共有 

・介護職員の介護事例を取り上

げ、介護職員への指導方法

のプロセスを体験的に学ぶ演

習とする。なお、事例の選定

は、「食事・入浴・排泄等の日

常生活場面における介護事

例」、「行動・心理症状

（BPSD）への介護事例」から1

つ以上を選択すること。 

・倫理的ジレンマ、権利擁護、家

族介護者支援、リスクマネジメ

ント等の事例も含むこと。 

 

 

 

17 
 

科目名：認知症ケア指導の実践方法（420分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場内教育（OJT）の実践（360分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 時間数は合計 360分が 420分になりました。 

‧ 旧カリキュラムでは、「食事・入浴・排泄等」「行動心理症状」「アセスメント」に分けて、指導

計画、指導、評価を学ぶ構成としていましたが、食事入浴排泄、BPSD、アセスメントとケ

アの指導をすべて教えるとの誤解があり、時間数が少ないとの意見が多かったほか、学

習する領域と計画、指導、評価が分かれることで、演習の事例設定を難しくさせていまし

た。そこで、「介護目標設定に関する指導（事例演習）」を学んだうえで、「アセスメントに

関する指導（事例演習）」「生活の質を向上するケア方法に関する指導（事例演習）」を学

習するよう、再構成しました。 

‧ 場面別に分類せず、それらの指導に共通する手順を学習することが主旨であるため、場

面や事例の選定数は任意とし、指導手順ごとに学習する項目と理解してください。 

 

１． 介護目標設定に関する指導（事例演習） 
介護職員の介護事例を取り上げ、介護職員への指導方法のプロセスを体験的に学ぶ演習

を行うことを意図しています。「食事・入浴・排泄等の日常生活場面における介護事例」、「行

動・心理症状（BPSD）への介護事例」を踏まえて、事例は 1 つ以上を取り上げてください。

「生活の質を向上する介護目標の考え方」「介護目標に関する評価の視点」について、学習し

たうえで、「介護目標立案に関する指導方法」を学ぶよう構成しています。 

 

 

２． アセスメントに関する指導（事例演習） 
「生活の質を向上するアセスメントの視点」「アセスメントに関する評価の視点」を抑えたう

えで、「アセスメント方法に関する指導方法」を学習する構成としています。 

 

 

３． 生活の質を向上するケア方法に関する指導（事例演習） 
「生活の質を向上するケアの考え方」「ケア方法に関する評価の視点」を抑えたうえで、「ケ

ア方法に関する指導方法」を学習する構成としています。 

 

 

４．自己の指導の特徴の振り返り 

演習での体験について、受講者や指導者が良い指導・悪い指導などと価値判断しそれを

基に悪い点を修正するといった視点ではなく、受講者自身が、自分の指導の特徴（自分がど

のように指導しているか）を見つめ、その体験を基に自分なりに今後学習を進める課題を考

えられることをねらいとしています。 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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科 目 名 職場実習の課題設定  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を理解する。 

到達目標 
１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法を立案できる。 

２．講義、演習で学んだ内容を生かし、 認知症ケアの指導に関する実習計画を立案できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かし、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、知 識、技

術の向上を目的とした教育、指導を実践し、認知症ケアに関する指導方法の実際を体験的に理解する

ため、本科目では介護職員等の認知症ケアの能力を評価する方法を立案することを目指す。 

内 容 備 考 

１．介護職員等の認知症ケアの能力

に関する評価方法の理解 

 

 

 

 

 

  

２． 介護職員等の認知症ケアの能
力に関する評価方法の立案（演

習） 

 

 

 

 

３．実習計画の立案（演習） 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知

識、技術に関する現状分析の方法 

２）指導対象となる介護職員等の選定 

３）介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法

立案の過程 

４）実習計画作成の過程 

 

 

１）基本的知識への評価方法の立案 

２）ケア目標への評価方法立案 

３）アセスメント方法への評価方法の立案 

４）ケア方法への評価方法の立案 

５）ケア評価に関する評価方法の立案 

 

 

１）実習目標 

２）実習計画 

３）実習中の資料作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実習に向け、介護職員等の

認知症ケアの評価方法案を

考え実習への準備を行う。 

 

 

 

・実習のタイムスケジュールを

作成し、実習の目標と流れ

を理解する。 

 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を可能

とする 
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科 目 名 職場実習の課題設定  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を理解する。 

到達目標 
１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法を立案できる。 

２．講義、演習で学んだ内容を生かし、 認知症ケアの指導に関する実習計画を立案できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かし、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、知 識、技

術の向上を目的とした教育、指導を実践し、認知症ケアに関する指導方法の実際を体験的に理解する

ため、本科目では介護職員等の認知症ケアの能力を評価する方法を立案することを目指す。 

内 容 備 考 

１．介護職員等の認知症ケアの能力

に関する評価方法の理解 

 

 

 

 

 

  

２． 介護職員等の認知症ケアの能
力に関する評価方法の立案（演

習） 

 

 

 

 

３．実習計画の立案（演習） 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知

識、技術に関する現状分析の方法 

２）指導対象となる介護職員等の選定 

３）介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法

立案の過程 

４）実習計画作成の過程 

 

 

１）基本的知識への評価方法の立案 

２）ケア目標への評価方法立案 

３）アセスメント方法への評価方法の立案 

４）ケア方法への評価方法の立案 

５）ケア評価に関する評価方法の立案 

 

 

１）実習目標 

２）実習計画 

３）実習中の資料作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実習に向け、介護職員等の

認知症ケアの評価方法案を

考え実習への準備を行う。 

 

 

 

・実習のタイムスケジュールを

作成し、実習の目標と流れ

を理解する。 

 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を可能

とする 
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科目名：職場実習の課題設定（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習の課題設定（240分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 自治体や地域によって事情が異なるため、カリキュラム検討委員会の結果、時間設定は

自治体、実施主体の判断で延長することも可能という前提で、標準実施時間を 180 分

とすることとなりました。不足する場合は、各地域での実施方法に合わせて、時間を調整

してください。 

‧ 事前課題等で協力してもらうスタッフを想定しておき、前の科目の中で対象者に関連し

たワークを入れる等、他の科目との連動も合わせて授業を構成するとよいでしょう。 

 

１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の理解 

スタッフの力量の現状分析の仕方を学習したうえで、職場実習に協力を得るスタッフの選

定方法や実習計画の作成方法を学習します。評価ツールの作成に関しては任意となってい

ます。 

 

 

２．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の立案（演習） 

演習科目です。「基本的知識」「ケア目標」「アセスメント方法」「ケア方法」「ケア評価」等に分

けて、スタッフの能力を評価する方法を演習にて立案することを意図しています。 

 

 

３．実習計画の立案（演習） 

演習科目です。実習の目標を設定したうえで、具体的な計画を立て、実習中に活用する

資料の作成等を行うような構成としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

 

 

 

 

  
  



510

 

20 
 

科 目 名 職場実習 研修形態と講義時間：実習（4週間） 

目 的 
研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価、課題の設定・合意、

指導目標の設定や指導計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケアを指導する。 

到達目標 

１．介護職員等の認知症ケアの能力を評価し、課題を設定・合意できる。 

２．介護職員等の認知症ケアにおける指導目標を立案できる。 

３．指導目標に応じた指導計画を作成できる。 

４．講義、演習で学んだ指導方法を職場で実際に活用できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かして、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、 知識、

技術の向上を目的とした教育、指導方法の実際を理解するため、本科目では実習に協力する介護職員

等の認知症ケア上の課題に応じた指導計画の作成を体験的に理解し、職場内での指導方法の理解を

深めることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 認知症ケア能力の評価と課題
の設定・合意 

 

 

 

 

 

２． 指導目標の立案方法の理解 

 

 

 

 

３． 指導目標に応じた指導計画の
作成 

 

 

 

 

４．指導計画に応じた指導の実施 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知

識、技術の評価 

２）実習に協力する介護職員等の認知症ケア上の

課題案の設定・合意 

 

 

 

・認知症ケアの課題に応じた指導目標の立案 

 

 

 

 

・指導目標に応じた指導視点や方法に関する 指

導計画の作成 

 

 

 

 

１）指導計画に応じた基本的知識に関する指導の

実践 

２）指導計画に応じたケア目標やアセスメント方法

への指導の実践 

 

・１－１）評価に基づき、課題

案の設定・合意を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・作成した指導計画を基にし

た指導は、任意とする。た

だし、作成した指導計画を

協力する介護職員等と共

有し、その結果をもとに職

場内での指導における自

己の課題を検討する取り

組みは必ず実施する。 

・中間報告の実施を推奨す

る。 
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科 目 名 職場実習 研修形態と講義時間：実習（4週間） 

目 的 
研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価、課題の設定・合意、

指導目標の設定や指導計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケアを指導する。 

到達目標 

１．介護職員等の認知症ケアの能力を評価し、課題を設定・合意できる。 

２．介護職員等の認知症ケアにおける指導目標を立案できる。 

３．指導目標に応じた指導計画を作成できる。 

４．講義、演習で学んだ指導方法を職場で実際に活用できる。 

概 要 

講義、演習で学んだ内容を生かして、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態度、 知識、

技術の向上を目的とした教育、指導方法の実際を理解するため、本科目では実習に協力する介護職員

等の認知症ケア上の課題に応じた指導計画の作成を体験的に理解し、職場内での指導方法の理解を

深めることを目指す。  

内 容 備 考 

１． 認知症ケア能力の評価と課題
の設定・合意 

 

 

 

 

 

２． 指導目標の立案方法の理解 

 

 

 

 

３． 指導目標に応じた指導計画の
作成 

 

 

 

 

４．指導計画に応じた指導の実施 

 

１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知

識、技術の評価 

２）実習に協力する介護職員等の認知症ケア上の

課題案の設定・合意 

 

 

 

・認知症ケアの課題に応じた指導目標の立案 

 

 

 

 

・指導目標に応じた指導視点や方法に関する 指

導計画の作成 

 

 

 

 

１）指導計画に応じた基本的知識に関する指導の

実践 

２）指導計画に応じたケア目標やアセスメント方法

への指導の実践 

 

・１－１）評価に基づき、課題

案の設定・合意を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・作成した指導計画を基にし

た指導は、任意とする。た

だし、作成した指導計画を

協力する介護職員等と共

有し、その結果をもとに職

場内での指導における自

己の課題を検討する取り

組みは必ず実施する。 

・中間報告の実施を推奨す

る。 
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科目名：職場実習（4週間） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

職場実習（4週間） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 4週間は、週 7日間のうちの 5日間職場実習を実施することを想定しています。 

‧ 以下のプロセスが、適切に進められるように中間報告の実施を推奨することを明記しま

した。 

 

１．認知症ケア能力の評価と課題の設定・合意 

実習に協力する介護職員等の認知症ケア能力を評価します。その上で、認知症ケア上の課

題案を設定し、介護職員等と課題案の合意を得ることを想定しています。 

 

 

２．指導目標の立案方法の理解 

自職場において、スタッフの認知症ケアの課題に応じた指導目標の立案を行います。 

 

 

３．指導目標に応じた指導計画の作成 

自職場において、指導目標に応じた指導視点や方法に関する指導計画の作成を行います。 

 

 

４．指導計画に応じた指導の実施 

作成した指導計画を基に、実際に指導することは、任意としています。ただし、作成した指

導計画を協力する介護職員等と共有し、その結果をもとに職場内での指導における自己の

課題を検討する取り組みは必ず実施することとしています。 

 

・研修の質の担保と進捗管理の観点から、中間報告の実施を推奨することをシラバスに明記

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 
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科 目 名 結果報告／職場実習評価  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・論理的に考察・報

告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。 

到達目標 

１．職場実習における学びを通し、認知症ケアの指導方法の課題やあり方について客観的・論理的に考

察し、報告できる。 

２．介護職員等への認知症ケアの指導にかかる自己の課題を評価し、指導の方向性を明確にすることが

できる。 

概 要 
職場実習を踏まえ、実習報告への評価によって、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態

度、知識、技術の向上を目的とした教育指導方法の課題や今後の方向性を明確にすることを目指す。 

内 容 備 考 

１． 認知症ケア指導の実践方法に
関する自己の課題の整理と考

察 

 

 

 

２．認知症ケア指導に関する方向性

の明確化 

 

１）結果報告と評価 

２）認知症ケア指導における課題分析 

３）認知症ケア指導における課題の明確化 

 

 

 

１）認知症ケアに関する自己の指導の特徴と課題 

２）今後の認知症ケア指導における自己の学習目

標と内容の明確化 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実情に応じて任意

に延長することが望ましい。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を可能

とする 
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科 目 名 結果報告／職場実習評価  研修形態と講義時間：講義・演習（180分） 

目 的 
職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・論理的に考察・報

告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。 

到達目標 

１．職場実習における学びを通し、認知症ケアの指導方法の課題やあり方について客観的・論理的に考

察し、報告できる。 

２．介護職員等への認知症ケアの指導にかかる自己の課題を評価し、指導の方向性を明確にすることが

できる。 

概 要 
職場実習を踏まえ、実習報告への評価によって、職場における介護職員等の認知症ケアに関する態

度、知識、技術の向上を目的とした教育指導方法の課題や今後の方向性を明確にすることを目指す。 

内 容 備 考 

１． 認知症ケア指導の実践方法に
関する自己の課題の整理と考

察 

 

 

 

２．認知症ケア指導に関する方向性

の明確化 

 

１）結果報告と評価 

２）認知症ケア指導における課題分析 

３）認知症ケア指導における課題の明確化 

 

 

 

１）認知症ケアに関する自己の指導の特徴と課題 

２）今後の認知症ケア指導における自己の学習目

標と内容の明確化 

・研修時間が不足する場合

は、地域の実情に応じて任意

に延長することが望ましい。 

※カリキュラムの目的および到達目標の達成が見込めない場合、実施主体の判断によって学習時間の延長を可能

とする 
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科目名：結果報告／職場実習評価（180分） 

旧カリキ

ュラムと

の対応 

結果報告／職場実習評価（420分） 

運用の 

ヒント 

 

‧ 本科目について、旧カリキュラムの 420 分は、長いという意見もありましたが、自治体

や地域によって事情が異なるため、カリキュラム検討委員会の結果、時間設定は自治体、

実施主体の判断で延長することも可能という前提で、標準実施時間を 180 分とするこ

ととなりました。不足する場合は、各地域での実施方法に合わせて、時間を調整してくだ

さい。 

 

 

 

１．認知症ケア指導の実践方法に関する自己の課題の整理と考察 

研修生ごとに取り組みの結果を発表し、評価を行います。そのプロセスで、受講者の認知

症ケア指導における課題を分析し明確化します。 

 

 

２．認知症ケア指導に関する方向性の明確化 

職場実習に協力の得られたスタッフの課題ではなく、受講者自身が自己の指導の在り方

について課題を明らかにし、目標を設定できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考 

 

 

 

 

  
 





巻末資料 5

認知症介護実践研修等の実施状況に関する
全国調査調査票



令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、認知症基本法）第１８条３

項」では、「国及び地方公共団体は、個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが提供されるよう、認知症の人の保健、医療又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材

の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」としており、共生社会の実現を推進しう

る専門的介護人材の確保と資質向上の必要性が明記されています。また「令和６年度介護報酬改定に関する審

議報告」では、認知症介護に関する研修について、研修の質を担保しつつ、研修のスリム化やオンライン化など受

講アクセシビリティを向上する必要性について指摘されており、認知症介護に係る研修等の受講しやすい環境整

備は喫緊の課題と考えられます。本調査では、全国で実施されている認知症介護実践研修等の実施状況および

オンラインを活用した研修の効果や課題を把握し、認知症介護実践者研修・実践リーダー研修の効果的な実施

方法の提案を目的としています

業務御多用の折誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解賜り、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

全国の都道府県政令市の認知症介護研修事業担当部署のご担当者様

次のいずれかより任意で選択してください

①本調査票に直接ご記入いただき、回答済みの調査票（兼回答票）を、同封の返信用封筒にてご返送ください。

② メモリ内にある調査票ファイルに、パソコン上で直接入力し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

＊尚、メールでの送付をご希望の方は、下記連絡先までご連絡ください。調査票ファイルをメールで送付致します。

⚫ 本調査は、認知症介護研究・研修仙台センターが設置する倫理審査委員会の承認を受けて実施しております。
⚫ 本調査は社会福祉の向上を目的とした学術研究の一環として行うものであり、得られたデータは研究及びその
成果をもとにした社会的還元以外の目的には使用しません。

⚫ 調査結果は統計的に処理し、要約された分析結果を公表しますので、回答者を特定するような個別の結果につ
いて公表することはありません。自治体名等の個別的な情報については、必要な処理後コード化した上でデータ

管理を行います。

⚫ 調査資料の保管・管理・廃棄は、当センターの研究事業に係る文書保存基準に従い、厳重に実施いたします。
⚫ 本調査へのご回答は任意であり、ご回答いただけなかった場合でも、不利益が生じることはありません。
⚫ 調査へのご協力（回答）の撤回・訂正が必要な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。成果公表までの
間、回答を特定可能な範囲でできる限り対応させていただきます。

令和 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 課題

「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」

認知症介護実践研修等の実施状況に

関する全国調査

本調査は、令和 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」に

よる調査として、皆様にご協力をお願いしております。

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター 研究事業室（担当：阿部・工藤）

〒 仙台市青葉区国見ヶ丘

： ： （※平日 ～ ）

本調査に関するお問い合わせ先

調査の目的

調査の対象者（回答をお願いしたい方）

回答およびご返送の方法

調査票

（兼回答票）

ご回答にあたって（情報管理等のご説明）

回答期限：令和６年 月 日（火）

■前ページ（表紙）に示した内容をご確認いただき、本調査にご回答いただける場合は、下記にチェック（☑）を
入れていただいた上で、回答を開始してください。 

□□ 表紙の内容を理解し、本調査への回答に同意します。

問１．記入日、貴自治体名についてご回答ください。

１）記入日（記入） 年 月 日

２）自治体名（記入） 県・市・都・府・道

問２．認知症介護実践研修等事業の実施状況についてお伺いします

１）令和 年度の実施状況についてお伺いします

（１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①実施回数 年（記入） 回 年 回 年

②定員数 回 記入 名 回 名 回

③受講者総数 年 記入 名 年 名 年

④未修了者数 年 記入 名 年 名 年

④ 未修了の理由は何ですか？

複数選択可

一部の科目が未受講

修了時評価で不合格
３．その他（以下に記入）

④ 未修了者にはどのような対応

をしましたか？（複数選択可）

全ての科目を再受講

未受講科目のみ再受講

３．レポート等で補講

４．その他（以下に記入）

⑤実施した研修方法はどれで

すか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

２）令和６年度（予定を含む）の実施状況についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①実施回数 年（記入） 回 年 回 年

②定員数 回 記入 名 回 名 回

③受講者総数 令和６年度実施済 名 年 名 年

④実施している研修方法はど

れですか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

以降の質問項目について、当てはまる番号を選択あるいは必要事項をご記入ください。
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令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、認知症基本法）第１８条３

項」では、「国及び地方公共団体は、個々の認知症の人の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが提供されるよう、認知症の人の保健、医療又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材

の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」としており、共生社会の実現を推進しう

る専門的介護人材の確保と資質向上の必要性が明記されています。また「令和６年度介護報酬改定に関する審

議報告」では、認知症介護に関する研修について、研修の質を担保しつつ、研修のスリム化やオンライン化など受

講アクセシビリティを向上する必要性について指摘されており、認知症介護に係る研修等の受講しやすい環境整

備は喫緊の課題と考えられます。本調査では、全国で実施されている認知症介護実践研修等の実施状況および

オンラインを活用した研修の効果や課題を把握し、認知症介護実践者研修・実践リーダー研修の効果的な実施

方法の提案を目的としています

業務御多用の折誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解賜り、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

全国の都道府県政令市の認知症介護研修事業担当部署のご担当者様

次のいずれかより任意で選択してください

①本調査票に直接ご記入いただき、回答済みの調査票（兼回答票）を、同封の返信用封筒にてご返送ください。

② メモリ内にある調査票ファイルに、パソコン上で直接入力し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

＊尚、メールでの送付をご希望の方は、下記連絡先までご連絡ください。調査票ファイルをメールで送付致します。

⚫ 本調査は、認知症介護研究・研修仙台センターが設置する倫理審査委員会の承認を受けて実施しております。
⚫ 本調査は社会福祉の向上を目的とした学術研究の一環として行うものであり、得られたデータは研究及びその
成果をもとにした社会的還元以外の目的には使用しません。

⚫ 調査結果は統計的に処理し、要約された分析結果を公表しますので、回答者を特定するような個別の結果につ
いて公表することはありません。自治体名等の個別的な情報については、必要な処理後コード化した上でデータ

管理を行います。

⚫ 調査資料の保管・管理・廃棄は、当センターの研究事業に係る文書保存基準に従い、厳重に実施いたします。
⚫ 本調査へのご回答は任意であり、ご回答いただけなかった場合でも、不利益が生じることはありません。
⚫ 調査へのご協力（回答）の撤回・訂正が必要な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。成果公表までの
間、回答を特定可能な範囲でできる限り対応させていただきます。

令和 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 課題

「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」

認知症介護実践研修等の実施状況に

関する全国調査

本調査は、令和 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 「認知症介護実践者等研修の研修内容に関する調査研究事業」に

よる調査として、皆様にご協力をお願いしております。

社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター 研究事業室（担当：阿部・工藤）

〒 仙台市青葉区国見ヶ丘

： ： （※平日 ～ ）

本調査に関するお問い合わせ先

調査の目的

調査の対象者（回答をお願いしたい方）

回答およびご返送の方法

調査票

（兼回答票）

ご回答にあたって（情報管理等のご説明）

回答期限：令和６年 月 日（火）

■前ページ（表紙）に示した内容をご確認いただき、本調査にご回答いただける場合は、下記にチェック（☑）を
入れていただいた上で、回答を開始してください。 

□□ 表紙の内容を理解し、本調査への回答に同意します。

問１．記入日、貴自治体名についてご回答ください。

１）記入日（記入） 年 月 日

２）自治体名（記入） 県・市・都・府・道

問２．認知症介護実践研修等事業の実施状況についてお伺いします

１）令和 年度の実施状況についてお伺いします

（１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①実施回数 年（記入） 回 年 回 年

②定員数 回 記入 名 回 名 回

③受講者総数 年 記入 名 年 名 年

④未修了者数 年 記入 名 年 名 年

④ 未修了の理由は何ですか？

複数選択可

一部の科目が未受講

修了時評価で不合格
３．その他（以下に記入）

④ 未修了者にはどのような対応

をしましたか？（複数選択可）

全ての科目を再受講

未受講科目のみ再受講

３．レポート等で補講

４．その他（以下に記入）

⑤実施した研修方法はどれで

すか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

２）令和６年度（予定を含む）の実施状況についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①実施回数 年（記入） 回 年 回 年

②定員数 回 記入 名 回 名 回

③受講者総数 令和６年度実施済 名 年 名 年

④実施している研修方法はど

れですか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

対面（集合研修）のみ

実習を除いて全てオンライン

対面とオンラインの組合わせ

その他（以下に記入）

以降の質問項目について、当てはまる番号を選択あるいは必要事項をご記入ください。
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３）研修の受講料・申込み方法・定員数の設定・実施方法等についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①研修受講料（記入） 円 円

②研修の申込みはどのような

方法ですか？

（単一回答）

１ 必要書類の郵送

２ メール等による電子申請

３．書類の郵送とメール等の電子申請

４．その他（具体的にご記入ください）

③ 回あたりの定員数はどのよ

うに設定していますか？

（複数選択可）

前年度の参加者数に基づいて

予想される参加者数に基づいて

研修内容の難易度や範囲に応じた学習効果に基づいて

適正な指導が可能な最大人数に基づいて

その他（具体的にご記入ください）：

④定員を超過した際はどのよ

うに参加者の調整を行ってい

ますか？（記入）

（具体的にご記入ください）

⑤年間の実施回数はどのよう

に設定していますか？

（複数選択可）

前年度の実績に基づいて

予想される参加者数に基づいて

予算の制約に基づいて

講師や教育スタッフのスケジュールやリソースに基づいて

研修内容の難易度や範囲に応じた効果的な学習時間に基づいて

受講者からのアンケートや意見に基づいて

その他（具体的にご記入ください）：

⑥令和４年度以降、研修の定員

数や実施回数、研修方法等につ

いて、関連団体や事業所等から

要望を受けることがありました

か？「２．ある」場合、どのような

要望ですか？ （単一回答）

１ ない

２ ある

⇒どのような要望か具体的にご記入ください

⑦⑥で「２．ある」と回答した方

のみお答えください。

受けた要望は反映しています

か？反映していない場合、ど

のような内容と理由ですか？

（単一回答）

１ 反映している

２．一部反映している

３．反映していないが、今後反映する予定である

４．反映していないし、今後も予定はない

⇒反映していない内容と理由について具体的にご記入ください

⑧受講しやすい環境整備のた

めに工夫、配慮されているこ

とはありますか？

（記入）

（具体的にご記入ください）

例：平日の日中だけではなく、休日や夜間にも研修を実施している、特定の

曜日だけに研修を開催しないようにしている など

⑨令和 年度以降に予定して

いる研修方法はどれですか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみの実施を予定

実習を除いた全ての科目をオンラインで実施する予定

ハイブリッド（対面とオンラインの組み合わせ）で実施する予定

未定

その他（具体的にご記入ください）：

⑩オンデマンド研修（ｅラーニ

ング等）を導入する場合、どの

ような支障が考えられます

か？

（複数選択可）

特に支障はない

．オンデマンド研修のしくみを開発する費用がかかる

３ 講師と受講者との双方向のやりとりができなくなる

４ 受講者間のやりとりができなくなる

５ 参加者の技術的なサポートが大変

６ 研修前の連絡や案内が行き届かない

７ 参加者の満足度やフィードバックの収集が難しい

８ 指導者の役割が減る

９ その他（具体的にご記入ください）：

問３．認知症介護実践研修等事業の効果についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①現在実施している研修の学

習効果について、どのように

評価していますか？

（単一回答）

非常に効果的である

効果的である

どちらとも言えない

あまり効果的ではない

全く効果がない

非常に効果的である

効果的である

どちらとも言えない

あまり効果的ではない

全く効果がない

②受講した方の満足度はどの

ようですか？

（単一回答）

非常に高い

まあまあ高い

どちらとも言えない

やや低い

非常に低い

非常に高い

まあまあ高い

どちらとも言えない

やや低い

非常に低い
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３）研修の受講料・申込み方法・定員数の設定・実施方法等についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①研修受講料（記入） 円 円

②研修の申込みはどのような

方法ですか？

（単一回答）

１ 必要書類の郵送

２ メール等による電子申請

３．書類の郵送とメール等の電子申請

４．その他（具体的にご記入ください）

③ 回あたりの定員数はどのよ

うに設定していますか？

（複数選択可）

前年度の参加者数に基づいて

予想される参加者数に基づいて

研修内容の難易度や範囲に応じた学習効果に基づいて

適正な指導が可能な最大人数に基づいて

その他（具体的にご記入ください）：

④定員を超過した際はどのよ

うに参加者の調整を行ってい

ますか？（記入）

（具体的にご記入ください）

⑤年間の実施回数はどのよう

に設定していますか？

（複数選択可）

前年度の実績に基づいて

予想される参加者数に基づいて

予算の制約に基づいて

講師や教育スタッフのスケジュールやリソースに基づいて

研修内容の難易度や範囲に応じた効果的な学習時間に基づいて

受講者からのアンケートや意見に基づいて

その他（具体的にご記入ください）：

⑥令和４年度以降、研修の定員

数や実施回数、研修方法等につ

いて、関連団体や事業所等から

要望を受けることがありました

か？「２．ある」場合、どのような

要望ですか？ （単一回答）

１ ない

２ ある

⇒どのような要望か具体的にご記入ください

⑦⑥で「２．ある」と回答した方

のみお答えください。

受けた要望は反映しています

か？反映していない場合、ど

のような内容と理由ですか？

（単一回答）

１ 反映している

２．一部反映している

３．反映していないが、今後反映する予定である

４．反映していないし、今後も予定はない

⇒反映していない内容と理由について具体的にご記入ください

⑧受講しやすい環境整備のた

めに工夫、配慮されているこ

とはありますか？

（記入）

（具体的にご記入ください）

例：平日の日中だけではなく、休日や夜間にも研修を実施している、特定の

曜日だけに研修を開催しないようにしている など

⑨令和 年度以降に予定して

いる研修方法はどれですか？

（単一回答）

対面（集合研修）のみの実施を予定

実習を除いた全ての科目をオンラインで実施する予定

ハイブリッド（対面とオンラインの組み合わせ）で実施する予定

未定

その他（具体的にご記入ください）：

⑩オンデマンド研修（ｅラーニ

ング等）を導入する場合、どの

ような支障が考えられます

か？

（複数選択可）

特に支障はない

．オンデマンド研修のしくみを開発する費用がかかる

３ 講師と受講者との双方向のやりとりができなくなる

４ 受講者間のやりとりができなくなる

５ 参加者の技術的なサポートが大変

６ 研修前の連絡や案内が行き届かない

７ 参加者の満足度やフィードバックの収集が難しい

８ 指導者の役割が減る

９ その他（具体的にご記入ください）：

問３．認知症介護実践研修等事業の効果についてお伺いします

設問 （１）実践者研修 （２）実践リーダー研修

①現在実施している研修の学

習効果について、どのように

評価していますか？

（単一回答）

非常に効果的である

効果的である

どちらとも言えない

あまり効果的ではない

全く効果がない

非常に効果的である

効果的である

どちらとも言えない

あまり効果的ではない

全く効果がない

②受講した方の満足度はどの

ようですか？

（単一回答）

非常に高い

まあまあ高い

どちらとも言えない

やや低い

非常に低い

非常に高い

まあまあ高い

どちらとも言えない

やや低い

非常に低い
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＊以降の質問は、令和５年度・令和６年度にオンラインによる研修を実施している自治体のみ

ご回答ください

問 ．貴自治体におけるオンラインによる研修の実施状況についてお伺いします

１）現在、オンラインで実施 予定も含む）しているカリキュラムは何ですか（複数選択可）

また、オンラインで実施しているカリキュラムについて、指導する上での課題はありますか

●実践者研修

①該当す

る番号全

てを選択

してくだ

さい

オンラインで実施しているカリキュラム 課題の有無

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援

生活支援のためのケアの演習１

を高める活動と評価の観点

家族介護者の理解と支援方法

権利擁護の視点に基づく支援

地域資源の理解とケアへの活用

学習成果の実践展開と共有

生活支援のためのケアの演習２

（行動・心理症状）

アセスメントとケアの 実践の基本

職場実習の課題設定

職場実習（アセスメントとケアの実践）

職場実習評価

実習以外全てのカリキュラム

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

どのよう

な課題で

すか

（具体的にご記入ください）

●実践リーダー研修

①該当す

る番号全

てを選択

してくだ

さい

オンラインで実施しているカリキュラム 課題の有無

認知症介護実践リーダー研修の理解

認知症の専門的理解

施策の動向と地域展開

チームケアを構築するリーダーの役割

ストレスマネジメントの理論と方法

ケアカンファレンスの技法と実践

認知症ケアにおけるチームアプローチの

理論と方法

職場内教育の基本視点

職場内教育（ ）の方法の理解

職場内教育（ ）の実践

職場実習の課題設定

職場実習

職場実習評価

実習以外全てのカリキュラム

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

どのよう

な課題で

すか

（具体的にご記入ください）

２）オンライン研修の実施状況についてお伺いします

①オンライン研修を実施す

る理由は何ですか？

（複数選択可）

定員数を拡大するため

会場確保が困難なため

参加者の移動に負担があるため

コロナ感染症等、健康と安全に

関する懸念があるため

会場費、交通費、印刷費などの

経費削減のため

参加者が受講しやすくするため

講師の移動負担を無くすため

その他（具体的にご記入ください）：

②オンライン研修をどのよ

うに実施していますか？

単一回答

実践者研修 実践リーダー研修

実習以外は全てオンラインで実施

オンライン研修後、集合研修実施

集合研修を実施後、オンライン研

修を実施

その他（ご記入ください）：

実習以外は全てオンラインで実施

オンライン研修後、集合研修実施

集合研修を実施後、オンライン研

修を実施

その他（記入ください）：

③オンライン研修で使用し

ているツールは何ですか？

（複数選択可）

を使用

を使用

を使用

その他（具体的にご記入ください）：

④オンライン研修の 回あ

たりの実施時間はどれくら

いですか？ 単一回答

１日間 ７時間～８時間）

半日間 ３時間～４時間）

日間と半日間の両方

その他（具体的にご記入ください）：

⑤オンライン研修の実施間

隔はどれくらいですか？

（複数選択可）

毎日

日おき

日おき

４ 日おき

５ 週に 回を毎週

６ 週に 回を毎月

７ その他（具体的にご記入ください）：

⑥オンラインによる教育方

法上の課題はありますか？

（複数選択可）

特に課題はない

受講者の理解度の把握が難しい

参加者のコミュニケーション不足

グループディスカッションやグル

ープワークが十分に実施できない

参加者のモチベーション維持

実践的なスキルの習得が困難

個別指導が難しい
オンラインツールによる教育技
術

その他（具体的にご記入ください）：
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＊以降の質問は、令和５年度・令和６年度にオンラインによる研修を実施している自治体のみ

ご回答ください

問 ．貴自治体におけるオンラインによる研修の実施状況についてお伺いします

１）現在、オンラインで実施 予定も含む）しているカリキュラムは何ですか（複数選択可）

また、オンラインで実施しているカリキュラムについて、指導する上での課題はありますか

●実践者研修

①該当す

る番号全

てを選択

してくだ

さい

オンラインで実施しているカリキュラム 課題の有無

認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援

生活支援のためのケアの演習１

を高める活動と評価の観点

家族介護者の理解と支援方法

権利擁護の視点に基づく支援

地域資源の理解とケアへの活用

学習成果の実践展開と共有

生活支援のためのケアの演習２

（行動・心理症状）

アセスメントとケアの 実践の基本

職場実習の課題設定

職場実習（アセスメントとケアの実践）

職場実習評価

実習以外全てのカリキュラム

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

どのよう

な課題で

すか

（具体的にご記入ください）

●実践リーダー研修

①該当す

る番号全

てを選択

してくだ

さい

オンラインで実施しているカリキュラム 課題の有無

認知症介護実践リーダー研修の理解

認知症の専門的理解

施策の動向と地域展開

チームケアを構築するリーダーの役割

ストレスマネジメントの理論と方法

ケアカンファレンスの技法と実践

認知症ケアにおけるチームアプローチの

理論と方法

職場内教育の基本視点

職場内教育（ ）の方法の理解

職場内教育（ ）の実践

職場実習の課題設定

職場実習

職場実習評価

実習以外全てのカリキュラム

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

．特に無い ２．やや課題 ３．大きな課題

どのよう

な課題で

すか

（具体的にご記入ください）

２）オンライン研修の実施状況についてお伺いします

①オンライン研修を実施す

る理由は何ですか？

（複数選択可）

定員数を拡大するため

会場確保が困難なため

参加者の移動に負担があるため

コロナ感染症等、健康と安全に

関する懸念があるため

会場費、交通費、印刷費などの

経費削減のため

参加者が受講しやすくするため

講師の移動負担を無くすため

その他（具体的にご記入ください）：

②オンライン研修をどのよ

うに実施していますか？

単一回答

実践者研修 実践リーダー研修

実習以外は全てオンラインで実施

オンライン研修後、集合研修実施

集合研修を実施後、オンライン研

修を実施

その他（ご記入ください）：

実習以外は全てオンラインで実施

オンライン研修後、集合研修実施

集合研修を実施後、オンライン研

修を実施

その他（記入ください）：

③オンライン研修で使用し

ているツールは何ですか？

（複数選択可）

を使用

を使用

を使用

その他（具体的にご記入ください）：

④オンライン研修の 回あ

たりの実施時間はどれくら

いですか？ 単一回答

１日間 ７時間～８時間）

半日間 ３時間～４時間）

日間と半日間の両方

その他（具体的にご記入ください）：

⑤オンライン研修の実施間

隔はどれくらいですか？

（複数選択可）

毎日

日おき

日おき

４ 日おき

５ 週に 回を毎週

６ 週に 回を毎月

７ その他（具体的にご記入ください）：

⑥オンラインによる教育方

法上の課題はありますか？

（複数選択可）

特に課題はない

受講者の理解度の把握が難しい

参加者のコミュニケーション不足

グループディスカッションやグル

ープワークが十分に実施できない

参加者のモチベーション維持

実践的なスキルの習得が困難

個別指導が難しい
オンラインツールによる教育技
術

その他（具体的にご記入ください）：



522

⑦オンライン研修の課題を

改善するために、工夫して

いることはありますか？

（複数選択可）

特にない

事前に参加者や講師とテストセッションを実施している

研修時間を短時間にして分割して実施している

チャット機能、クイズ、ディスカッションなど、双方向になるようにしている

研修内容を録画して、参加者が後で復習できるようにしている

研修終了後にフォローアップの機会をつくっている

休憩時間を多く取り入れている

その他（具体的にご記入ください）：

⑧今後、オンラインによる

学習効果の向上に向けて、

必要なことはありますか？

（複数選択可）

特にない

受講者の理解度確認方法の工夫（評価方法の確立）

研修後のフォローアップ体制の強化

受講者間の交流促進

実技研修や対面での実践と連携した教育の強化

その他（具体的にご記入ください）：

３）オンライン研修の運用・管理状況についてお伺いします

①オンライン研修の運用につ

いて、どの程度の問題を感じ

ていますか？

（単一回答）

非常に大きな問題を感じている

かなりの問題を感じている

ある程度の問題を感じている

小さな問題を感じている

特に問題はないと感じている

②オンライン研修を運用す

る上でどのような課題があ

りますか？

（複数選択可）

特にない

参加者の出欠管理が難しい

参加者の技術的なサポートが大変

研修前の連絡や案内が行き届かない

参加者の満足度やフィードバックの収集が難しい

研修実施後のフォローアップ体制が不足している

その他（具体的に記入してください）：

③オンライン研修における参

加者の管理やサポートに関

してどのような課題があり

ますか？

（複数選択可）

特にない

十分な運営スタッフが確保できない

予算や資金の不足

適切な技術や設備が揃っていない

他の業務と研修運営の両立が難しい

その他（具体的に記入してください）：

④オンライン研修を運用す

る上でどのようなメリットが

あると思いますか？

（複数選択可）

特にない

会場費や設備費を削減できる

地理的な制約を受けず参加者を募集できる

講師や参加者の移動が不要で時間やコストを削減できる

専門家や講師を容易に招聘できる

研修内容の記録が容易で活用しやすい

複数の講師が簡単に参加しやすい

定員数の制限が緩和される

デジタル形式の資料を簡単に配布でき、印刷や郵送の手間が不要

スケジュール変更や調整が柔軟に対応可能

参加者のログイン状況を自動的に記録でき、運営上の管理が簡単

その他（具体的に記入してください）：

問 ．オンラインを活用した研修について、その他のご意見があればご記入ください

質問項目は以上です。ご協力誠にありがとうございました。

同封の返信用封筒にて、

令和６年 月 日（火）までのご返送にご協力ください。
調査結果は報告書として当センターのウェブサイト「 」に掲載の上、皆様にご案内申し上げます。
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⑦オンライン研修の課題を

改善するために、工夫して

いることはありますか？

（複数選択可）

特にない

事前に参加者や講師とテストセッションを実施している

研修時間を短時間にして分割して実施している

チャット機能、クイズ、ディスカッションなど、双方向になるようにしている

研修内容を録画して、参加者が後で復習できるようにしている

研修終了後にフォローアップの機会をつくっている

休憩時間を多く取り入れている

その他（具体的にご記入ください）：

⑧今後、オンラインによる

学習効果の向上に向けて、

必要なことはありますか？

（複数選択可）

特にない

受講者の理解度確認方法の工夫（評価方法の確立）

研修後のフォローアップ体制の強化

受講者間の交流促進

実技研修や対面での実践と連携した教育の強化

その他（具体的にご記入ください）：

３）オンライン研修の運用・管理状況についてお伺いします

①オンライン研修の運用につ

いて、どの程度の問題を感じ

ていますか？

（単一回答）

非常に大きな問題を感じている

かなりの問題を感じている

ある程度の問題を感じている

小さな問題を感じている

特に問題はないと感じている

②オンライン研修を運用す

る上でどのような課題があ

りますか？

（複数選択可）

特にない

参加者の出欠管理が難しい

参加者の技術的なサポートが大変

研修前の連絡や案内が行き届かない

参加者の満足度やフィードバックの収集が難しい

研修実施後のフォローアップ体制が不足している

その他（具体的に記入してください）：

③オンライン研修における参

加者の管理やサポートに関

してどのような課題があり

ますか？

（複数選択可）

特にない

十分な運営スタッフが確保できない

予算や資金の不足

適切な技術や設備が揃っていない

他の業務と研修運営の両立が難しい

その他（具体的に記入してください）：

④オンライン研修を運用す

る上でどのようなメリットが

あると思いますか？

（複数選択可）

特にない

会場費や設備費を削減できる

地理的な制約を受けず参加者を募集できる

講師や参加者の移動が不要で時間やコストを削減できる

専門家や講師を容易に招聘できる

研修内容の記録が容易で活用しやすい

複数の講師が簡単に参加しやすい

定員数の制限が緩和される

デジタル形式の資料を簡単に配布でき、印刷や郵送の手間が不要

スケジュール変更や調整が柔軟に対応可能

参加者のログイン状況を自動的に記録でき、運営上の管理が簡単

その他（具体的に記入してください）：

問 ．オンラインを活用した研修について、その他のご意見があればご記入ください

質問項目は以上です。ご協力誠にありがとうございました。

同封の返信用封筒にて、

令和６年 月 日（火）までのご返送にご協力ください。
調査結果は報告書として当センターのウェブサイト「 」に掲載の上、皆様にご案内申し上げます。
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1

認認知知症症介介護護実実践践研研修修等等のの改改定定にに関関すするる
改改定定内内容容のの解解説説

令和６年度老人保健健康増進等事業

認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー

１１．．研研修修改改定定のの背背景景とと概概要要

認知症介護実践者研修これまでの経緯

H13-17 H17-H27 H27-R3 R3-

名名称称 基礎課程 認知症介護
実践者研修①

認知症介護
実践者研修②

認知症介護
実践者研修③

期期間間 3日間 講義演習36時間
実習 4週間＋1日

講義演習35.5時間
実習4週間＋半日

講義演習28時間
実習4週間＋半日

特特徴徴 ・痴呆の基礎知識
・BPSDの原因理
解
・環境づくり
・認知症介護の基
本理念（本人主
体）

・理念教育の継続強化
・生活の視点重視
・生活者としてとらえる
・生活をケアとする
・生活支援の重要性
・生活環境の重要性
・コミュニケーション技術

・生活支援の重要性継続
・人格、人間理解、本人主
体、人権重視
・家族支援の重要性
・原因疾患別ケアの強化
・BPSD予防と緩和
・アセスメントとケア計画
の強化
・ケアの実践力強化

・本人視点拡充
・受講のアクセシビ
リティ向上のため、
統合と整理によるス
リム化

背背景景 H15 2015年の高
齢者介護(2003）
H16 痴呆から認
知症へ（2004）

H18地域密着型サービス
（2006）
H20認知症の医療と生活
の質を高める緊急プロジ
ェクト2008
H24オレンジプラン(2012)

H27新オレンジプラン
（2015）
H27認知症介護基礎研修
創設（2015）

R1認知症施策推進
大綱（2019）
R3認知症介護基礎
研修無資格者義務
付け（2021）

基基本本理理念念普普及及 生生活活者者復復権権 本本人人・・家家族族ととBPSD

2

改改定定のの背背景景

令令和和６６年年度度介介護護報報酬酬改改定定にに関関すするる審審議議報報告告 今今後後のの課課題題

１１．．地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの深深化化・・推推進進
【【認認知知症症介介護護にに係係るる研研修修等等のの受受講講ししややすすいい環環境境整整備備】】

〇 認知症介護に関する研修（認知症介護指導者養
成研修や認知症介護実践リーダー研修等）について、
現行の研修方法では実地の講義等が多いことから、
研修の質を担保しつつ、研修時間数も含めた研修の
スリム化やオンライン化について積極的に検討して
いくべきである。

「厚生労働省老健局老人保険課：令和６年度介護報酬改定に関する審議報告
令和５年12月19日 P59より引用」

令和6年度老人保健健康増進等事業（公募テーマ89）

認認知知症症介介護護実実践践者者等等研研修修のの研研修修内内容容にに関関すするる調調査査研研究究事事業業
認知症介護研究・研修仙台センター

【【背背景景】】
共生社会の実現を推進するための認認知知症症基基本本法法（以下、認知症基本法）の理念である認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持

って暮らすことができる共生社会を推進する人材の養成、介護人材不足を原因とする研研修修受受講講率率低低迷迷のの解解消消、BPSDの予防軽減
を促進する認認知知症症チチーームムケケアアのの推推進進などを踏まえた効果的な研修方法の検討と実装が急務である。

【【目目的的】】
①認知症基本法の基本理念、認知症チームケア推進研修プログラム等、認知施策動向を反映した認知症介護実践研修等のカリキ
ュラム改定
②受講アクセシビリティを向上する効果的な研修方法の提案

カリキュラム改定案の検
討と承認
【構成】
・学識経験者
・研修実施自治体、実施団体
・認知症介護指導者
・認知症介護研究・研修セン
ター

カリキュラム改定案の検
討と作製
【構成】
・認知症介護指導者
・認知症介護研究・研修セン
ター

認知症基本法の理念、認知症チームケア推進研修プログラム、研
修実施上の課題等を踏まえた、「認知症介護実践者研修・実践リ
ーダー研修・指導者養成研修」の目的、対象者、カリキュラム内
容に関する検討および改定を行う

・全国自治体における認知症介護実践研修等事業の実施状況調査
を実施し、オンライン等の活用による研修効果や課題を明らかに
する
・多用な事業所に従事する全ての介護職員が受講しやすい研修方
法の検討を目的とし、オンライン受講、分散型実施、研修内容の
スリム化等を活用した研修の実施形態案を作製する

基本法理念の浸透、
チームケア推進等の
普及および認知症介
護従事者全体の知識
及びスキルの向上

多様な受講者ニーズ
に応じた研修受講の
促進および増加

検検討討委委員員会会（（33回回））

作作業業委委員員会会（（44回回））

効効果果的的なな研研修修カカリリキキ
ュュララムムのの実実施施

研研修修受受講講のの促促進進

１１．．認認知知症症介介護護実実践践研研修修等等ののカカリリキキュュララムム改改定定

２２．．アアククセセシシビビリリテティィ向向上上ののたためめのの研研修修方方法法のの検検討討

事業体制 事業内容 事業成果

4

検討方針

【【目目的的】】認認知知症症のの人人をを含含めめたた国国民民一一人人一一人人ががそそのの個個性性とと能能力力をを十十分分にに発発揮揮しし、、相相互互にに人人格格とと
個個性性をを尊尊重重ししつつつつ支支ええ合合いいななががらら共共生生すするる活活力力ああるる社社会会（（＝＝共共生生社社会会））のの実実現現をを推推進進

＊＊認認知知症症施施策策はは、、認認知知症症のの人人がが尊尊厳厳をを保保持持ししつつつつ希希望望をを持持っってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう、、①①～～⑦⑦をを基基本本理理念念ととししてて行行うう。。

①全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

②国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深める
ことができる。

③認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会
の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関
係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と
能力を十分に発揮することができる。

④認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

⑤認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことが
できる。

⑥共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びに
リハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知
症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究
等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

⑦教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

ⅠⅠ．．認認知知症症基基本本法法理理念念のの反反映映

5

基本法理念を踏まえた人物像案

求められる人物像

【【目目的的】】認認知知症症のの人人をを含含めめたた国国民民一一人人一一人人ががそそのの個個性性とと能能力力をを十十分分にに発発揮揮しし、、相相互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重ししつつつつ支支ええ合合いいななががらら共共
生生すするる活活力力ああるる社社会会（（＝＝共共生生社社会会））のの実実現現をを推推進進

認認知知症症施施策策はは、、認認知知症症のの人人がが尊尊厳厳をを保保持持ししつつつつ希希望望をを持持っってて暮暮ららすすここととががででききるるよようう、、①①～～⑦⑦をを基基本本理理念念ととししてて行行うう。。
①全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

②国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深める
ことができる。

③認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会
の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関
係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と
能力を十分に発揮することができる。

④認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

⑤認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことが
できる。

⑥共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びに
リハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知
症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究
等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

⑦教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

アア 認認知知症症のの人人がが個個性性とと能能力力をを発発揮揮しし、、国国民民全全員員がが相相互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重しし支支ええああうう共共生生社社会会のの在在りり方方
をを理理解解ししてていいるる

イイ 本本人人のの意意思思にによよるる円円滑滑なな日日常常生生活活おおよよびび社社会会生生活活のの支支援援ががででききるる

ウウ 認認知知症症のの人人のの理理解解をを踏踏ままええてて認認知知症症をを正正ししくく理理解解ししてていいるる

エエ 地地域域・・社社会会ににおおいいてて個個性性やや能能力力にに応応じじたた地地域域・・社社会会へへのの参参画画やや活活動動のの支支援援ががででききるる

オオ 本本人人のの意意思思をを尊尊重重しし、、尊尊厳厳をを保保持持ででききるるよようう支支援援すするるここととががででききるる

カカ 家家族族がが安安心心ししてて生生活活ででききるるよようう支支援援すするるここととががででききるる

キキ 他他のの人人々々とと支支ええ合合いいななががらら共共生生すするるここととががででききるる社社会会環環境境のの整整備備ががででききるる
6
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【【３３．．研研修修ププロロググララムム評評価価】】

１．目的とカリキュラムの整合性
２．カリキュラム連動制
３．カリキュラムの順序性
４．カリキュラム独自性

５．カリキュラム名の適切性
６．カリキュラム目的の適切性と妥当性
７．時間配分の適切性
８．公正性・バランス

【【４４．．認認知知症症介介護護指指導導者者のの指指導導課課題題】】

１．研修目的・対象者・期間、時間の適切性
２．カリキュラム名の適切性
３．カリキュラム時間適切性

４．カリキュラム内容の適切性
５．カリキュラム必要性
６．オンライン化可能カリキュラムおよび内容

ⅡⅡ．．アアククセセシシビビリリテティィ向向上上ののたためめのの研研修修形形態態のの検検討討

【【１１．．オオンンラライインン利利用用にによよるる実実施施形形態態】】・全オンライン化、オンライン+集合のブレンド化、オンデマンド化

【【２２．．分分散散型型実実施施】】・週１日ペース、月１日ペース、半日連続

【【３３．．研研修修時時間間ののススリリムム化化】】・時間短縮の可能性

7

● BPSDのとらえかた
● 重要なアセスメント項目
● 評価尺度の理解と活用方法
● ケア計画の基本的考え方

● チームケアにおけるPDCAサイクルの重要性
● チームケアにおけるチームアプローチの重要性

【【２２．．認認知知症症チチーームムケケアア推推進進研研修修のの内内容容】】

介護保険最新情報Vol.１２７９ 令和６年６月２１日 厚 生 労 働 省 老 健 局、事務連絡「認知症チームケア推進研修の実施について（依頼）」、実施要綱参照

8

認認知知症症介介護護実実践践研研修修等等のの改改定定にに関関すするる
改改定定内内容容のの解解説説

令和６年度老人保健健康増進等事業

認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー

２．認知症介護実践者研修の変更点

現行 新 主な変更点と特徴

目的

認知症についての理解のもと、本人主体の介
護を行い、 生活の質の向上を図るとともに、
行動・心理症状（BPSD）を予防できるよう
認知症介護の理念、知識・技術を修得すると
ともに、地域の認知症ケアの質向上に関与す
ることができるようになることをねらいとす
る

認知症の人についての正しい理解のもと、本
人・家族の尊厳を保持し、希望をもって暮ら
すことができるよう認知症介護の理念、知
識・技術を修得するとともに、共生社会の実
現に向けた地域の認知症ケアの質向上ができ
るようになることをねらいとする。 

基本法の考え方に関する文言を反映
【目的】【基本理念】①②③④⑤⑥

・認知症の人の理解を強調
・家族も含む基本法の理念に準拠
し、尊厳の保持と希望を持った暮
らしを強調
・共生社会の実現につながる地域
に修正
・実践者全てが地域ケアに関与す
ることは困難であるため削除

対象者
研修対象者は、原則として認知症介護基礎研
修を修了した者あるいはそれと同等 以上の能
力を有する者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している 者であり、概ね
実務経験２年程度の者とする。

研修対象者は、原則として認知症介護基礎研
修を修了した者あるいはそれと同等 以上の能
力を有する者であり、身体介護に関する基本
的知識・技術を修得している 者であり、概ね
実務経験２年程度の者とする。

変更なし

時間
講義・演習24時間（1,440分）実習：課題設
定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180
分

講義・演習23時間（1,380分）実習：課題設定
300分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

・講義演習内容の整理により1
時間減
・職場課題設定時間の延長に
より1時間増

実践者研修の目的・対象者・時間 新旧対照

9

実践者研修カリキュラムの新旧対照

１ 認知症ケアの基本
(1)認知症介護実践者研修の理解 ・認知症介護実践者研修の概要

・自己課題の設定 60

(2)認知症ケアの理念
・認知症の人の理解・認知症の理解 
・認知症ケアの理念（認知症ケアの変遷、パー
ソンセンタードケア 、共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法の理念）

150

(3)生活支援の方法

・生活支援の方向性
（生活の考え方、意思を尊重した生活支援の理
解） ・認知症によって起きやすい生活の障害と
有する能力 ・日常生活（食事・入浴・排泄・生
活管理等）への支援（日常生活（食事・入浴・
排泄・生活管理等）場面におけるコミュニケー
ションの方法、意思決定支援の方法、環境支援
の方法） 
・社会生活（活動・交流・就労等）への支援
（ 社会生活（活動・交流・就労等）における意
思決定支援の方法）

210

(4)権利擁護の視点に基づく支援

・権利擁護の基本的 知識 
（認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方
、認知症ケアの倫理の必要性と考え方） 
・権利侵害行為とし ての高齢者虐待と 身体拘束
 ・権利擁護のための 具体的な取組み

120

(5)家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解 
・家族介護者の心理（様々な家族介護者の声）
 ・家族介護者の支援 方法

90

(6)行動・心理症状（BPSD）の理解
と支援

・生活の質の理解
・ 行動・心理症状 （BPSD）の基本的 理解
 ・行動・心理症状(BPSD)を緩和するケア方法の
理解 ・主な症状を緩和するケアの検討（事例演
習）

180

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

(1) 学習成果 の実践展開と 共有
・自施設・事業所における実践の準備
 ・自施設・事業所における実践
 ・自施設・事業所における実践の報告

90

(2)共生社会を推進する地域資源の
理解と展開

・共生社会を推進する地域資源と実践者の役割
 ・共生社会の実現を推進する地域資源の活用 150

(3)アセスメ ントとケアの 実践の基
本

・認知症の人のアセ スメントの基礎的 知識
 ・観察の方法とポイ ント
 ・アセスメントの実 際（事例演習）
 ・実践計画作成の基礎的知識
 ・実践計画作成の展 開（事例演習） 
・実践計画の評価

330

３ 実習
(1)課題設定 変更なし 300
(2)職 場 実 習 変更なし ４ 週間
(3)職場実習 評価 変更なし 180

現現行行カカリリキキュュララムム 改改定定案案

１ 認知症ケアの基本

(1) 認知症ケアの理念・倫理と意思 
決定支援

・認知症ケアの理念と我が国の認知症施
策 ・認知症に関する基 本的知識 ・認知症ケ
アの倫理・認知症の人の意思決定支援・自己
課題の設定

180

(2) 生活支援のためのケアの演習１

・生活支援のための ケア
・認知症の生活障害
・認知症の人の生活 環境づくり ・中核症状
の理解に 基づくコミュニケ ーション
・生活場面ごとの生 活障害の理解とケ ア

300

(3) QOLを高める活動と評価の観点 ・アクティビティの 基礎的知識と展開
 ・心理療法やアクテ ィビティの評価方 法 60

(4) 家族介護者の理解と支援方法
・家族介護者の理解 
・家族介護者の心理
 ・家族介護者の支援方法

90

(5) 権利擁護の視点に基づく支援
・権利擁護の基本的 知識 
・権利侵害行為とし ての高齢者虐待と 身体
拘束
 ・権利擁護のための 具体的な取組み

90

(6) 地域資源の理解とケアへの活用

・認知症の人にとっ ての地域資源と実践者
の役割
 ・インフォーマルな 地域資源活用
・フォーマルな地域資源活用
・地域資源としての介護保険施設・事業所等

120

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践

(1) 学習成果の実践展開と共有

・認知症の人本人の 声 を 聴 く （ 自 施 
設・事業所におけ る実践）
 ・事例収集（自施 設・事業所におけ る実
践）
 ・中間課題の発表と 共有

60

(2) 生活支援のためのケアの演習２
（行 動・心理症 状）

・ 行動・心理症状 （BPSD）の基本的 理解
 ・行動・心理症状 （BPSD）の発症要 因 と 
ケ ア の 検 討 （事例演習）
 ・行動・心理症状 （BPSD）の評価 ・生活
の質の評価

240

(3) アセスメントとケアの実践の基
本

・認知症の人のアセ スメントの基礎的 知識
 ・観察の方法とポイ ント
 ・アセスメントの実 際（事例演習）
 ・実践計画作成の基礎的知識
 ・実践計画作成の展 開（事例演習） 
・実践計画の評価と カンファレンス

300

３ 実習
(1)職場実習 の課題設定 240
(2) 職 場 実 習 （アセスメントとケ 
アの実践）

４ 週
間

(3) 職場実習評価 180

Ⅵ．「生活支援のためのケアの演習Ⅰ」意思決定支援による社会生活支援を強化

Ⅲ．「QOLを高める活動と評価の観点」科目を移動統合し、単独科目は廃止

Ⅱ．「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」に基本法理念を反映

Ⅰ．「認知症介護実践者研修の理解」を新設

実践者研修カリキュラム改定のポイント

・「認知症の人」の理解を踏まえた、認知症の理解を強化
・認知症基本法の理念や方向性の理解を強調

・非薬物的介入など療法、活動の理解は実践リーダーへ
・QOLを高める活動と評価は、生活の質、生活とは、生活の評価視点として「生活支援の方法」へ

・実践リーダーと揃え、自己目標機会を挿入

・ 「生活支援のためのケアの演習Ⅰ 」を内容を端的に示した「生活支援の方法」へ改名
・日常生活+社会生活まで含めた生活の考え方と支援方法の理解を強調(就労、社会活動、参画支援の必要性
を追加）
・生活支援における、生活場面別の意思決定支援の具体的方法を強化
・生活支援における、生活場面別のコミュニケーション、環境支援に関する具体的方法の理解を強化
・３．認知症の人の生活環境づくり、４．中核症状の理解に基づくコミュニケーションの柱を整理し、各生
活場面での具体的な支援方法の理解として整理したため、300分から210分へ90分短縮

Ⅳ．「権利擁護の視点に基づく支援」に意思決定支援・認知症ケアの倫理を挿入

・ 「認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援」から、意思決定支援、認知症ケアの倫理に関する考え方
を移動して挿入

ⅤⅤ．．  「「家家族族介介護護者者のの理理解解とと支支援援方方法法」」にに家家族族のの声声をを追追加加

・認知症の当事者と同様、介護家族当事者の声を追加し、実状や心理の理解を促進

ⅨⅨ．．  「「学学習習成成果果のの実実践践展展開開とと共共有有」」をを3300分分延延長長

・中間実習であるインターバル期間後の報告時間を延長し、報告による共有機会の確保を促進

・ 基本法理念を反映し、「共生社会を推進する地域資源の理解と展開」に改名
・共生社会の実現を推進するための社会資源の理解や活用に変更
・日常生活支援から社会参加・参画支援に関する実践活動まで資源と活用に含む

・中間実習後、共生社会の推進に向けた地域支援の実際や展開方法の理解を総合科目として位置づけ、実習前に移動
・基本法の理念を踏まえた内容を強化するため、120分から150分へ30分延長

ⅩⅩ．．  「「アアセセススメメンントトととケケアアのの実実践践のの基基本本」」をを3300分分延延長長
・実習と連動する科目であり、アセスメント立案スキルの向上を目的に演習時間を十分に確保

Ⅷ．「 地域資源の理解とケアへの活用」基本法理念を反映

Ⅶ．「生活支援のためのケアの演習Ⅱ」生活の質を目的とした支援を強調

・ 「生活支援のためのケアの演習Ⅱ」を「行動・心理症状（BPSD）の理解と支援」に改名
・実践的なBPSDケアの理解にとどまらず、生活の質を向上するための基本的ケアとしての位置づけを強調
・行動心理症状へのケアに特化した内容であり、総合科目ではなくなったため基本知識科目群に移動
・生活の質の評価に関する内容を整理し、240分から180分へ60分短縮

ⅪⅪ．．  「「職職場場実実習習課課題題のの設設定定」」をを6600分分延延長長

・実習に向けた実習課題や実習計画の策定時間を十分に確保するため

ⅫⅫ．．  「「職職場場実実習習評評価価」」 変変更更ななしし

・180分を標準とし現状維持だが、不足の場合は実状に応じて延長を任意で可能とする

7 8

9 10

11 12
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AM PM

1日目 認知症ケ ア の 理念・ 倫理と意思 決定支援
(180） 生活支援 のためのケア の演習１（240）

2日目
生活支援 のため
のケア の演習１

（60）

QOLを高 め
る活動と評
価の観点

(60)

家族介護 者の理解と 
支援方法(90)

権利擁護の視点に基づ
く支援（90）

地域資源の理解とケアへの活用
（120）

インターバル期間
3日目 学習成果 の実践

展開と 共有(60)
生活支援 のためのケア の演
習２（行 動・心理症 状）

(120)
生活支援 のためのケア の演習２

（行 動・心理症 状）(120)
アセスメ ントとケアの 実践の基本

（120）

4日目 アセスメ ントとケアの 実践の基本（180） 課題設定（240）

AM PM

1日目 認知症介護実践者
研修の理解（60） 認知症ケアの理念（150) 生活支援の方法(210)

2日目 権利擁護の視点に基づく支援
（120））

家族介護者の理解と
支援方法（90) 行動・心理症状（BPSD）の理解と支援（180）

学習成果 
の実践展
開と 共有
(30)

インターバル期間

3日目 学習成果 の実践
展開と 共有(60)

共生社会を推進するための地域資
源の理解と展開（150） アセスメ ントとケアの 実践の基本（210）＊330分

4日目 アセスメ ントとケアの 実践の
基本（120） 課題設定（60） 課題設定（240）

改定後

実践者研修日程案

（食事・入浴・排泄・生活管理・社会生活）

（コミュニケーション、環境支援、意思決定支援の展開）

【現在の日程】講義・演習24時間（1,440分）実習：課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

【改定日程案】講義・演習23時間（1,380分）実習：課題設定300分、職場実習4週間、実習のまとめ180分

R６ 実践者研修の方向性

11.. 認認知知症症基基本本法法のの基基本本理理念念ををベベーースス

・その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会

・尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる

①認知症の人の理解が前提
②本人の意思の尊重→意思決定支援の必要性だけではなく、具体的実践方法の理解
③家族当事者を理解する重要性→一般論だけでなく個別性や多様性の理解
④生活支援における範囲の拡大→日常生活から地域・社会生活（活動・就労）まで
⑤参加支援から参画支援の方法まで
⑥社会生活を可能とする制度・サービス・インフォーマル資源・しくみの理解と発想支援

22.. 実実践践ににつつななががるる学学習習をを((継継続続））

新たな知識や情報の獲得だけではなく、深く理解し、実践場面に生かす
技術や考え方を理解することが目標

知っている→わかる（理論・考え方・技術）→できる→実践できる

３３..指指導導ししややすすささ・・受受講講ししややすすささのの向向上上
・受講アクセシビリティと学習効果のバランス調整
・指導者の指導課題の解消

カカリリキキュュララムム別別変変更更点点

認知症ケアを実践する者の役割と研修科目との関係性を踏ま

え、研修の概要を把握する。認知症介護の実践者として自己の

課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。

認知症介護実践者研修の理解 60分

【到達目標】
１．認知症介護を実践する者の役割と研修科目との関連性を

踏まえて研修の概要を把握する。

２．認知症介護を実践する者として課題を認識し、研修に

おける学習目標を明確化できる。

【目的】

17

１１．．認認知知症症介介護護実実践践者者のの役役割割
１）認知症介護実践者に必要な知識や技術

（備考）＊実践リーダー研修カリキュラムに準じ、実践者に必要な知識や技
術を理解する。

２２．．認認知知症症介介護護実実践践者者研研修修のの概概要要
１）研修の目的
２）研修の到達目標
３）カリキュラム全体の構成
４）カリキュラム別のねらいと概要

３３．．課課題題のの明明確確化化
１）課題の明確化
２）研修における学習目標の明確化

内容と備考
認知症ケアの理念 150分

（（旧旧 認認知知症症ケケアアのの理理念念・・倫倫理理とと意意思思決決定定支支援援 118800分分））

認知症の人が望む生活を実現するため、認知症ケアの歴史的変

遷や認知症ケアの理念、認知症の原因疾患、中核症状、行動・心

理症状（BPSD）の発症要因、認知症ケアの倫理や原則、認知症

の人の意思決定支援のあり方について理解を深める。

【旧目的】

【新目的】
認知症の人の理解を踏まえた、認知症の中核症状、行動・心理症
状（BPSD）、原因疾患等の正しい理解に基づいて認知症ケア理
念の重要性を理解する。

13 14

15 16

17 18
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【【新新到到達達目目標標】】

１. 認知症だけにとらわれない人格や個別性、想いを理解し、有する能力
に応じた本人が望む生活を実現するケアの姿勢を身につける。

２. 認知症の原因疾患とその症状の特徴、中核症状、心理的特徴及び行
動・心理症状（BPSD）の発症要因について説明できる。

３. 認知症ケアの理念を理解し、認知症ケアの方向性とその意義を説明で
きる。

【【旧旧到到達達目目標標】】

１. 尊厳の保持、共生と予防、本人・家族視点の重視といった認知症ケアの理念
を理解し、その意義を説明できる。

２. 認知症の原因疾患とその症状の特徴、中核症状、心理的特徴及び行動・心理
症状（BPSD）の発症要因について説明できる。

３. 行動・心理症状（BPSD）にとらわれず、望む生活を実現するケアを行う姿
勢を身につける。

４. 認知症ケアの倫理原則について、活用の具体例を挙げることができる。

５. 意思決定支援のプロセスについて具体例を挙げることができる。

20

１１．．認認知知症症ケケアアのの理理念念とと我我がが国国のの認認知知症症施施策策  
１）認知症ケアの歴史的変遷
２）認知症ケアの理念とその役割
３）パーソン・センタード・ケアの基本的な理解
４）認知症施策推進大綱の理解と実践者研修の位置づけ・意義 

（備考）「共生」と「予防」の考え方について説明する。
（備考）加算との関連についても解説する。

２２．．認認知知症症にに関関すするる基基本本的的知知識識  
１）認知症の人の声（非言語メッセージも含む）

（備考）・認知症の人の声をそのまま受け止めることの重要性を伝える。
２）認知症の定義・原因疾患と診断基準
３）認知症に間違えられやすい状態、MCI、若年性認知症
４）中核症状と有する能力の理解
５）行動・心理症状（BPSD）の理解

３３．．認認知知症症ケケアアのの倫倫理理  
１）認知症ケアの倫理の必要性
２）倫理的ジレンマの克服と倫理４原則

４４．．認認知知症症のの人人のの意意思思決決定定支支援援
１）意思決定支援の必要性
２）意思決定支援の基本的考え方
３）意思決定支援のプロセスの理解 

（備考）「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を配布し利用する。

５５．．自自己己課課題題のの設設定定 
・これまでの自分自身のケアを振り返り、実践者研修での自己課題を設定する。

（旧）内容と備考

21

１１．．認認知知症症のの人人のの理理解解
１）様々な認知症の人の声（非言語メッセージも含む）と暮らしの様子
２）周囲の人や社会への要望 
（備考）
＊本人の声（態度や表情などの非言語的様子も含む）や暮らしの様子をそのまま受け止め、

疾患だけではなく、人間性や人格、ライフスタイルなどの全人的理解を深める。
＊年齢、認知症の重症度の違いによる様々な人の考えや想い、要望、暮らしの実状を知り、

個別性の理解を深める。

２２．．認認知知症症のの理理解解
      １）認知症の定義

２）中核症状と行動・心理症状
３）原因疾患別の特徴
４）認知症に間違えられやすい状態、MCI、若年性認知症
５）中核症状と有する能力の理解

 

３３．．認認知知症症ケケアアのの理理念念
１）認知症ケアの変遷
２）共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念
３）認知症ケアの理念とその役割
４）パーソン・センタード・ケアの基本的な理解
（備考）＊基本法の目的や理念など国の考え方を理解する。

新 内容と備考 単独科目は廃止し、内容を他科目へ移動
（旧 QOL を高める活動と評価の観点 120分）

認知症の人の心理的安定や QOL（生活・人生の質）向上を

目指す活動に関する基本的知識、展開例、評価の観点と方法に

ついて理解を深める。

【目的】

【到達目標】
１．認知症の人の心理的安定や QOL を向上するための活動の特
徴を理解する。

２．生活の中で行う、認知症の人一人ひとりに合った活動の重要
性を理解する。

３．活動の展開・評価の方法と PDCA サイクルを理解する。

23

１１．．アアククテティィビビテティィのの基基礎礎的的知知識識とと展展開開 

１）QOL を高める活動の意義
２）QOL を高める活動の種類と特徴
３）活動の導入に際しての基本的な考え方
４）活動の展開例（回想法、音楽療法、園芸療法、認知行動療法、リアリティオリエンテ

ーション等） 
（備考）・認知症の人の意欲や個性に合わせた活動にすること、生活に溶け込んだ活

動とすることの重要性を説明する。
・実践事例を用いて説明する（ただし効果については「認知 症疾患診療ガイ

ドライン2017、編集；「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会」を
参考にする）。

２２．．心心理理療療法法ややアアククテティィビビテティィのの評評価価方方法法 

１）評価の基本的考え方（アセスメントとアウトカム評価、定量評価と定性評価）
（備考）実際に評価尺度を記入してみるワークを実施する。

２）評価尺度を利用する意義と限界
３）評価尺度の種類と選定

（備考）数値の変化のみではなく、認知症の人の多面的な観察に基づく評価の重要性を
理解する。

４）評価尺度を利用する際の留意点と実践場面でのPDCA サイクルの活用例

旧 内容と備考

実践リーダー研修「認知症の専門的理解」へ移動

「生活支援の方法」へ生活活動として移動

生活支援の方法 210分
（旧 生活支援のためのケアの演習１ 300分）

日常生活・社会生活における中核症状の影響を理解した上で、

認知症の人の意思を尊重し、有する能力に応じた生活の支援を

可能とする生活環境づくりやコミュニケーションの実践方法を

理解する。

【目的】

【到達目標】
１．日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）・社会生活に
おける生活と中核症状による影響を評価できる。

２．認知症の人の意思を尊重した日常生活・社会生活の支援方
法を理解する。

３．認知症の人の意思を尊重したコミュニケーションや生活環
境の支援方法を理解し実践できる。
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旧 内容と備考
１１．．  生生活活支支援援ののたためめののケケアア

１）生活支援のためのケアの理解

２２．．認認知知症症のの生生活活障障害害
１）中核症状と日常生活における困難の捉え方
２）生活上の困難と有する能力の評価方法
（備考）脳の障害によってできなくなっていること、分からなくなっていることを理解し、認知症の人が望む生活に近

づけるためにできることは何かを検討する。

３３．．認認知知症症のの人人のの生生活活環環境境づづくくりり
１）生活環境の理解
２）生活環境の評価視点
３）生活環境改善の具体的方法
（備考）生活や環境について改めて捉えなおす。

リスクの評価と対応も含む。

４４．．中中核核症症状状のの理理解解にに基基づづくくココミミュュニニケケーーシショョンン
１）コミュニケーションの基本知識
２）認知症の人のコミュニケーションの困難さと有 する能力の評価
３）認知症の人の有する能力に応じたコミュニケーションの工夫や留意点
４）これまでの自分自身のケアの振り返りと共有
（備考）演習を取り入れて体験的に学習する。

５５．．生生活活場場面面ごごととのの生生活活障障害害のの理理解解ととケケアア
１）生活場面（食事・入浴・排泄等）ごとに考えられる生活障害の理解とケア
 ２）これまでの自分自身のケアの振り返りと共有

26

１１．．生生活活支支援援のの方方向向性性
 １）生活の考え方
２）意思を尊重した生活支援の理解
 （備考）＊基本的な生活行為から社会生活まで含む生活全般の考え方を踏まえた上で、本人の意思を尊重した伴走型の

生活支援方法を理解する。

２２．．認認知知症症にによよっってて起起ききややすすいい生生活活のの障障害害とと有有すするる能能力力
 １）中核症状と日常生活・社会生活における困難や有する能力の捉え方
２）生活上の困難と有する能力の評価方法

 （備考）＊認知機能の低下等による生活上のつまづきだけでなく、遂行可能な活動を理解するとともに、認知症の人が
 望む生活に近づけるためにできることは何かを検討する。

３３．．日日常常生生活活（（食食事事・・入入浴浴・・排排泄泄・・生生活活管管理理等等））へへのの支支援援
 １）日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面における意思決定支援の方法
２）日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面におけるコミュニケーションの方法
３）日常生活（食事・入浴・排泄・生活管理等）場面における環境の理解と支援方法

（備考）＊認知機能の低下等による障害と、有する能力による遂行可能な活動に対する評価や支援方法を学習する。
   ＊「認知症の人の日常・社会生活支援における意思決定支援ガイドライン」を参考にし、意思決定支援のプロセスや

意思形成、意思表明、意思実現の具体的な支援方法について理解する。

４４．．社社会会生生活活（（活活動動・・交交流流・・就就労労等等））へへのの支支援援
１）社会生活（活動・交流・就労等）における意思決定支援の方法
２）社会生活（活動・交流・就労等）における活動支援の必要性と考え方
  （備考）＊「認知症の人の日常・社会生活支援における意思決定支援ガイドライン」を参考にし、意思決定支援のプロセスや

意思形成、意思表明、意思実現の方法について基本的な考え方や必要性を理解する

新 内容と備考

権利擁護の視点に基づく支援 120分
（旧 権利擁護の視点に基づく支援 90分）

権利擁護の観点から、認知症の人の意思決定支援の重要性や、

認知症の人の意思に基づく適切な支援方法を理解し、自分自身

の現状のケアを見直すとともに、身体拘束や高齢者虐待の防止

の意識を深める。

【目的】

【到達目標】
１．認知症の人の権利擁護を目的とした制度や考え方を理解する。

２．認知症の人にとって適切なケア、不適切なケアを理解する。

３．身体拘束や高齢者虐待を防止しその役割を担い実践できる。

28

１１．．権権利利擁擁護護のの基基本本的的知知識識
１）認知症の人の人権・権利とその擁護のための職員の役割
２）認知症の人の意思決定支援の必要性と考え方
３）認知症ケアの倫理の必要性と考え方
４）介護保険法及び関連法規と権利擁護
５）認知症の人の権利擁護に資する制度（成年後見制度等）

 

２２．．権権利利侵侵害害行行為為ととししててのの高高齢齢者者虐虐待待とと身身体体拘拘束束
１）高齢者虐待防止法の概要
２）高齢者虐待・身体拘束の実態
３）高齢者虐待の背景

 （備考）
＊養介護施設従事者等による高齢者虐待、養護者における高齢者虐待の両方を取り扱う。

養介護施設従事者等による高齢者虐待については、具体例等により詳細に学習する。
＊表面化していない虐待やその周辺の「グレーゾーン」行為についても取り上げる。

３３．．権権利利擁擁護護ののたためめのの具具体体的的なな取取りり組組みみ
１）介護サービスにおける権利侵害の捉え方と防止の考え方
２）権利侵害行為の防止のための具体的な方策
３）虐待等の事例が発生した場合の対応方法
（備考）＊権利擁護のための具体的な取り組みでは、具体的な方策や対応方法を学び、

受講者自身のケアの振り返りを行う。

新 内容と備考

家族介護者の理解と支援方法 90分
（旧 家族介護者の理解と支援方法（90 分） 

介護する家族の支援を実践する上で、その家族の置かれて

いる状況や心理、介護負担の要因を理解し、必要な支援方法

が展開できる。

【目的】

【到達目標】
１．介護する家族の置かれている状況や心理を理解する。

２．家族の介護負担の要因を理解し、必要な支援方法が展開

できる。

３．介護保険施設・事業所等の介護職員等としての家族支援の

役割を理解する。

30

１１．．家家族族介介護護者者のの理理解解
１）高齢者世帯や在宅介護の実態
２）在宅で介護する家族を取り巻く課題

  （備考）＊介護保険事業計画や国民生活基礎調査の結果などをもとに解説する。
  ＊歴史的背景とケア論としての在宅介護についても取り上げる。

２２．．家家族族介介護護者者のの心心理理
１）様々な家族介護者の声 
２）家族介護者の介護負担の実態と評価
３）認知症の人を介護する家族の心理

 （備考）＊認知症の人を支援する家族介護者の想いや要望について、複数の実際の声を知る。
 ＊介護者と被介護者の続柄や性別による介護者の心理についても取り上げる。
 ＊介護の肯定的側面についても取り上げる。

３３．．家家族族介介護護者者のの支支援援方方法法
１）認知症施策における介護者支援
２）介護保険施設・事業所等の役割
３）家族の介護負担の軽減に向けた専門職の役割
４）家族介護者支援のための具体的方法

（備考）＊個別演習により自分自身の役割を自覚する。

新 内容と備考
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行動・心理症状（BPSD）の理解と支援 180分
（旧 生活支援のためのケアの演習２(行動・心理症状）240分）

認知症の行動・心理症状（BPSD）が生じている認知症の人

に対して、行動の背景を理解した上で生活の質が高められるよ

うチームで支援できる。

【目的】

【到達目標】
１．認知症の人の行動の背景を洞察しケアを展開できる。

２．認知症の行動・心理症状（BPSD）に対してチームで

対応できる。

３．認知症の行動・心理症状（BPSD）にとらわれすぎず、

生活の質を高めるケアを検討できる。
32

旧 内容と備考

１１．．行行動動・・心心理理症症状状（（BBPPSSDD））のの基基本本的的理理解解
１）行動・心理症状（BPSD）の捉え方
２）行動・心理症状（BPSD）のアセスメント視点
３）行動・心理症状（BPSD）のアセスメントに基づくケア
（備考）認知症の行動・心理症状（BPSD）については国際老年精神医学会が提唱した定義

を基にする。

２２．．行行動動・・心心理理症症状状（（BBPPSSDD））のの発発症症要要因因ととケケアアのの検検討討（（事事例例演演習習））
１） 基本的な介護技術
２） 主な症状の発症要因とケアの検討
（備考）複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要因とケアを検討する。

３３．．行行動動・・心心理理症症状状（（BBPPSSDD））のの評評価価
１） 行動・心理症状（BPSD）の評評価価尺尺度度
２） 行動・心理症状（BPSD）の評価尺度を利用する際の留意点
（備考）３－２）は、行動・心理症状（BPSD）の軽減のみを目的としないことや、定量評

価と定性評価両方の重要性などを含める。

４４．．生生活活のの質質のの評評価価
１） 生活の質を評価することの意義
２） 生活の質の評評価価尺尺度度
３） 生活の質の評価尺度を利用する際の留意

33

１１．．生生活活のの質質のの理理解解
 １）生活の質の考え方
 ２）生活の質を評価する視点
 ３）生活の質と行動・心理症状（BPSD）の関係
 ４）生活の質を高めるケアの考え方

  （備考）＊行動・心理症状（BPSD）の緩和が目的ではなく、生活の質を高めることが最終的な目的で
  あることに留意する。

２２．．行行動動・・心心理理症症状状（（BBPPSSDD））のの基基本本的的理理解解
１）行動・心理症状（BPSD）の捉え方
２）行動・心理症状（BPSD）を評価する視点
３）行動・心理症状（BPSD）による生活への影響（日常生活・社会生活への影響）

 （備考）＊認知症の行動・心理症状（BPSD）については国際老年精神医学会が提唱した定義を基にする。

３３．．行行動動・・心心理理症症状状（（BBPPSSDD））をを緩緩和和すするるケケアア方方法法のの理理解解
１）行動・心理症状(BPSD)を緩和するためのアセスメント視点
２）行動・心理症状(BPSD)を緩和するケア方法（身体ケア、コミュニケーション、環境支援

、活動支援、チームケア）
（備考）＊アセスメントシートの紹介だけではなく、アセスメントの視点を理解する。障害だけではなく、 

有する能力についてアセスメントおよび支援する視点を理解する

４４．．主主なな症症状状をを緩緩和和すするるケケアアのの検検討討（（事事例例演演習習））
・複数の行動・心理症状（BPSD）について、発症要因とケア方法を検討する

新 内容と備考 学習成果の実践展開と共有 90分
（旧 学習成果の実践展開と共有 60分）

認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を踏まえ、自施設・

事業所において認知症ケアを実践することにより、研修で得た知識を実践

において展開する際に生じる気づきや疑問・課題を明らかにする。それら

の自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を検討し、他の受

講者と共有することにより、知識の活用に関する幅広い視点を得る。

【目的】

【到達目標】
１．本科目までの学習成果を実践に活用することができる。

２．自分と認知症の人のこれまでのかかわりのあり方を

振り返ることができる。

３．自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性

を明らかにすることができる。

35

職職場場ににおおいいててのの取取りり組組みみ

１１．．認認知知症症のの人人本本人人のの声声をを聴聴くく（（自自施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる実実践践））  
１）自施設・事業所のサービスを利用する認知症の人とのコミュニケーション
２）コミュニケーションの結果と結果からの学びの記録 

（備考）・課題提示はオリエンテーション等の時間を利用して行う。
・認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を意識しながらコミュニケーショ

ンをとる。

２２．．事事例例収収集集（（自自施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる実実践践））  

１） 前期研修を踏まえた認知症ケア実践
２） 実践結果と結果からの学びの記録 

（備考）・実際の場面を具体的に記録する。
・原則として事例収集で協力を得る認知症の人は、職場実習で取り組む対象とする

３３．．中中間間課課題題のの発発表表とと共共有有  
１）中間課題の成果の共有
２）上記１）による気づきをさらに共有 

旧 内容と備考

36

１１．．自自施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる実実践践のの準準備備
・前期研修での学びを踏まえた実践計画

  （備考）＊前期研修の最後に３０分程度実施する。

２２．．自自施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる実実践践
１）自施設・事業所のサービスを利用する認知症の人とのコミュニケーション
２）コミュニケーションの結果と結果からの学びの記録
３）職場実習における対象事例の選定と情報収集

 （備考）＊前期研修終了後から後期研修の開始までに実践すること。
 ＊課題提示はオリエンテーション等の時間を利用して行う。
 ＊認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を意識しながらコミュニケー

ションをとる。
 ＊実際の場面を具体的に記録する。

             ＊原則として事例収集で協力を得る認知症の人は、職場実習で取り組む対象とする。

３３．．自自施施設設・・事事業業所所ににおおけけるる実実践践のの報報告告
１）成果の共有
２）上記１）による気づきをさらに共有

 （備考）＊後期研修の最初に6０分程度実施する。

新 内容と備考

31 32

33 34

35 36
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共生社会を推進する地域資源の理解と展開 150分
（旧 地域資源の理解とケアへの活用 120分）

関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづく

り等を通じて、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮ら

すことができる共生社会の実現を推進するための地域資源の活用

の重要性が理解できる。

【目的】

【到達目標】
１．認知症の人にとっての地域資源の意味と介護職員等の役割を

理解する。

２．地域の資源を活用しながら認知症の人が尊厳を保持しつつ

希望を持って暮らすことができる共生社会に向けた地域での

取り組みを理解する。

３．居宅・施設サービスに限定されないインフォーマル・フォー

マルな地域資源を知り、ケアに活用する方法を理解する。
38

旧 内容と備考

１１．．認認知知症症のの人人ににととっっててのの地地域域資資源源とと実実践践者者のの役役割割
１）「地域」の考え方
２）地域包括ケアシステム・地域共生社会と認知症ケア
３）認知症の人の生活と地域資源
４）介護職員等の地域での役割
（備考）・地域の定義を明確にする。

・実践事例を基に理解する。

２２．．イインンフフォォーーママルルなな地地域域資資源源活活用用
１）地域住民の認知症の理解
２）介護保険施設・事業所等での家族会の役割とその効果
３）インフォーマルな地域資源の活用の具体的方法

３３．．フフォォーーママルルなな地地域域資資源源活活用用
１）認知症施策の理解と連携
２）介護保険以外のフォーマルサービスの活用の具体的方法
（備考）一人暮らし高齢者への支援、セルフネグレクト状態の高齢者への支援等を多職種連

携の視点で検討する。

４４．．地地域域資資源源ととししててのの介介護護保保険険施施設設・・事事業業所所等等
１）介護保険施設・事業所等における地域連携事例、地域資源開発事例

39

１１．．共共生生社社会会のの実実現現をを推推進進すするる地地域域資資源源とと実実践践者者のの役役割割
１）「共生社会」と「地域」の考え方
２）共生社会と認知症ケア
３）認知症の人の生活と地域資源

 （備考）＊共生社会と地域の関係性を明確にする。
          ＊日常生活のサポートだけでなく、地域活動、社会活動への参加や参画、就労等

まで含む社会生活をサポートする必要性を理解する。

２２．．共共生生社社会会のの実実現現をを推推進進すするる地地域域資資源源のの活活用用
１）介護保険・認知症施策等に基づくフォーマルな地域資源の理解と活用
２）インフォーマルな地域資源の理解と活用 

 （備考）＊認知症の人や認知症を正しく理解する活動の実践事例を理解する。
 ＊認知症の人の個性や能力に応じた地域・社会への参画や活動の場を提供

あるいは支援しているサービスや資源を理解する。
＊居宅・施設サービスに限らない介護保険施設・事業所等における地域資源間の

連携や展開方法を理解する

新 内容と備考
アセスメントとケアの実践の基本 330分

(旧 アセスメントとケアの実践の基本 300分）

認知症の人の身体要因、心理要因、認知症の中核症状のアセスメント

を行い、具体的なニーズを導くことができるようアセスメントの基本的

視点を理解する。アセスメントを踏まえた目標の設定と、目標を実現す

るためのケアの実践計画の作成・立案・評価ができる。

【目的】

【到達目標】
１．支援過程における認知症の人のアセスメントの基本的視点を理解し、認知症

の人が望む生活とそれを阻む身体要因、心理要因、神経心理学的要因等を

明らかにすることができる。

２．認知症の人の望む生活像について事実を基に洞察し、その達成に向けた目標

を設定できる。

３．アセスメントに基づき、認知症の人の望む生活の実現に向けたケアの実践計画

を作成・立案・評価できる。

４．アセスメント及びケアの実践計画についてのケアカンファレンスを行うこと

ができる。

41

１１．．認認知知症症のの人人ののアアセセススメメンントトのの基基礎礎的的知知識識
１）認知症の人の望む生活像設定の考え方
２）認知症の人のアセスメントにおけるニーズ抽出の考え方

（備考）＊アセスメントツールの解説ではなく、集めた情報を基にニーズや望む生活像を明確にする
プロセスについて学習する。

２２．．観観察察のの方方法法ととポポイインントト
１）認知症の人の背景を知るための観察の視点
２）観察と聴き取り技法及びその記録方法

 

３３．．アアセセススメメンントトのの実実際際（（事事例例演演習習））
・認知症の人の１事例をアセスメントし、ニーズ抽出を行う。
（備考）＊施設、在宅いずれの事例でもよい。

４４．．実実践践計計画画作作成成のの基基礎礎的的知知識識
１） ケアの実践計画における目標設定の方法
２） 具体的なケアの実践計画作成の基本視点と方法

５５．．実実践践計計画画作作成成のの展展開開（（事事例例演演習習））
・ケアカンファレンスによって、ケア計画を立案するプロセスを体験的に学ぶ。

６６．．実実践践計計画画のの評評価価
１）ケアの実践計画の評価視点
２）ケアの実践計画の評価方法

内容と備考 職場実習の課題設定 300分
（旧 職場実習の課題設定 240分）

認知症の人が望む生活の実現に向けて、適切にアセスメント

を行い、課題と目標を明確にした上で、ケアの実践に関する計

画を作成することができる。

【目的】

【到達目標】
１．研修で学んだ内容を生かして、現状のケアを評価すること

ができる。

２．所属部署等に良い影響を及ぼすケア実践計画が作成できる。

３．認知症の人の望む生活像をアセスメントし、課題と目標を

明確にできる。

37 38
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43

１１．．職職場場実実習習ののねねららいい
１）職場実習の意義
２）職場実習の全体像の理解
（備考）＊受講者は、事前課題として職場実習の対象者を２ 例程度準備する。

２２．．対対象象者者選選定定
１）対象者の選定
２）アセスメントを通じた課題の抽出
（備考）＊持参した課題事例についてアセスメントを個人で行い、グループ発表し助言をもらう。

３３．．課課題題設設定定
１）選定した対象者の課題に関する取組みの方向性の整理
２）職場実習の課題決定
（備考）＊持参した課題事例の望む生活像を個人で検討する。

４４．．４４週週間間のの行行動動計計画画のの作作成成
１）再アセスメントする項目の検討
２）ケア実践計画案の作成
３）職場実習の行動計画の立案
（備考）＊４週間の行動計画を個人で作成しグループで報告する。

職場に帰ってから再アセスメントが必要な点を整理する。
＊研修時間が不足する場合は、地域の実状に応じて任意に延長することが望ましい

内容と備考
職場実習（アセスメントとケアの実践） ４週間

（旧 職場実習（アセスメントとケアの実践）4週間）

研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明

らかにするためのアセスメントができる。アセスメントの内容を

もとに、認知症の人の生活支援に関する目標設定、ケア実践計画

及びケアの実践を展開できる。

【目的】

【到達目標】
１．研修で学んだ内容を生かし、自施設・事業所を利用する

認知症の人のニーズをアセスメントできる。

２．認知症の人の生活の質の向上を目的にしたケア実践計画を

遂行できる。

３．ケア実践計画をもとに職場の理解を得ながら、認知症の人の

生活支援に関する実践が展開できる。

45

１１．．実実習習のの準準備備
・職場内で研修中に作成したケア実践計画の理解を得るため説明を行う。

  （備考）＊実習中の記録はすべてとる。

２２．．実実習習のの開開始始
・ケア実践計画に基づき計画的に実施する。

 （備考）＊中間報告の頻度や方法は、研修実施主体の状況に応じて実施する。
 ＊中間報告の実施を推奨する。

１週目：再アセスメント実施、ケア実践計画案の修正
２週目：修正したケア実践計画に基づき実践

(中間報告の実施)
３週目：ケア実践計画に基づき実践
４週目：実践したケアの評価

・実践内容の振り返り
（備考）＊評価は、定量評価・定性評価両方を導入するよう計画する。

＊認知症の人が望む生活の実現に寄与したか考察する。

３３．．報報告告準準備備
・４週間の成果を評価し報告の準備を行う。

内容と備考 職場実習評価 180分
（旧 職場実習評価 180分）

アセスメントやケア実践計画の実施結果を整理した上で、客観

的に評価、分析し職場及び自己の認知症ケアの今後の課題を明確

にすることができる。

【目的】

【到達目標】
１．実施したケア実践計画を整理し、他の受講者に伝えること

ができる。

２．他の受講者のケア実践計画が、認知症の人にとって有益な

ものであったか客観的に評価し助言することができる。

３．結果を分析し職場及び自己の認知症ケアの今後の課題を

明確にすることができる。

47

１１．．職職場場実実習習報報告告
１）目的、方法、結果、考察、今後の課題の報告
２）報告についてグループでの質疑応答
３）受講者間の相互評価並びに認知症介護指導者からの助言

  （備考）＊単に要介護度の変化や認知機能の評価にならないよう、生活の質に関する評価
 を行う。

  ＊６名程度のグループ報告を行い認知症介護指導者が司会進行を行う。

２２．．ケケアア実実践践計計画画のの評評価価
・報告内容の相互評価並びに認知症介護指導者からの助言をもとに、ケア実践

計画を見直し・修正し、今後の課題を明確にする。
 （備考）＊相互評価、認知症介護指導者からの助言を受けた点について個人ワークで修正し

提出する。

３３．．職職場場へへのの報報告告とと展展開開
・職場実習と今後の取組み課題について整理し職場に報告し、研修成果について、

加算取得を含めた次の展開に結びつける。
（備考）＊研修成果を実践に活かすことによる加算取得や修了後の活動評価等について

説明し、認知症の人の生活の質向上のために展開していくことを意識づける。
＊研修時間が不足する場合は、地域の実状に応じて任意に延長することが望ましい

内容と備考

48

認認知知症症介介護護実実践践研研修修等等のの改改定定にに関関すするる
改改定定内内容容のの解解説説

令和６年度老人保健健康増進等事業

認認知知症症介介護護研研究究・・研研修修セセンンタターー

３．認知症介護実践リーダー研修の変更点

43 44

45 46

47 48



534 9

現行 新 主な変更点と特徴

目的

認知症介護実践リーダー研修は、事業所全体
で認知症についての理解のもと、本人主体の
介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、
行動・心理症状（BPSD）を予防できるチーム
ケアを実施できる体制を構築するための知
識・技術を修得すること及び地域の認知症施
策の中で様々な役割を担うことができるよう
になることをねらいとする

本研修は、認知症の人についての正しい理解の
もと、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもっ
て暮らすことができるよう認知症ケアにおける
チームケアを推進するための知識・技術を修得
するととともに、共生社会の実現に向けた地域
の認知症ケアの質向上ができるようになること
をねらいとする 

基本法の目的や基本理念を反映
・認知症の人の理解を強調
・家族も含む基本法の理念に準拠し、
尊厳の保持と希望を持った暮らしを
強調
・体制の構築から、チームケアの推
進に変更
・共生社会の実現につながる地域に
修正
・実践リーダー全てが施策の中で役
割を担うことは困難であるため削除

対象者

研修対象者は、介護保険施設、指定居宅サー
ビス事業者、指定地域密着型サービス事業者、
指定介護予防サービス事業者又は指定地域密
着型介護予防サービス事業者等において介護
業務に概ね５年以上従事した経験を有してい
る者であり、かつ、ケアチームのリーダー又
はリーダーになることが予定される者であっ
て、認知症介護実践者研修を修了し１年以上
経過している者とする

研修対象者は、介護保険施設、指定居宅サービ
ス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指
定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型
介護予防サービス事業者等において介護業務に
概ね５年以上従事した経験を有している者であ
り、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダー
になることが予定される者であって、認知症介
護実践者研修を修了し１年以上経過している者
とする

変更なし

時間 講義・演習31時間(1,860分)  実習：課題設定
240分 職場実習４週間 実習のまとめ420分

講義・演習28時間(1,680分)  実習：課題設定
180分 職場実習４週間 実習のまとめ180分

・スリム化、統合により講義演習時
間を3時間減
・課題設定時間、職場実習のまとめ
については研修時間を短くし、240
分減＊ただし、地域の実状に応じて
延長を選択とする

実践リーダー研修の目的・対象者・時間 新旧対照

4
9

実践リーダ-研修カリキュラム新旧対照

21

科目 内容 時間数
１ 認知症介護実践リーダー研修総論

(1) 認知症介護実践リーダー研修の理解
・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

60分

2 認知症の専門的知識

(1)施策の動向と地域展開

・認知症施策の動向と共生社会の実現を推
進するための認知症基本法の方向性（認知
症施策の変遷、共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法設立の経緯、理念と概
要）・地域における認知症ケア関連施策の
展開

120分

(2) 認知症の専門的理解

１．認知症に関する理解 （・認知症の原因
疾患別の特徴（病態や症状、診断基準な
ど）・原因疾患別の生活への影響・認知症
に起きやすい合併症・若年性認知症の特
徴）
２．医学的視点に基づいた介入（認知症の
告知とその支援・認知症治療薬の種類と特
徴・行動心理症状（BPSD）に用いられるこ
とがある薬物の主な作用機序と副作用、使
用方法・非薬物的介入の方法と特徴（回想
法,RO療法,音楽療法などの療法や活動支援
等）・認知症の人のエンドオブライフケア

90分

3 認知症ケアにおけるチームマネジメント
(1) ストレスマネジメントの理論と方
法

・チームにおけるストレスマネジメントの
意義と必要性・ストレスマネジメントの方
法

150分

(2) カンファレンス(会議）の技法と実
践

・チームにおけるカンファレンスの目的と
意義・カンファレンスを円滑に行うための
コミュニケーション・効果的なケアカンフ
ァレンスの展開

180分

(3) 認知症ケアにおけるチームマネジ
メントの理論と方法

・チームマネジメントの基本的理解
・認知症ケアにおけるチームマネジメント
の必要性・認知症におけるチームケア推進
プログラムの展開・認知症のチームケアに
おけるチームマネジメントの実践方法

240分

4 認知症ケアの指導方法

(1) 職場内教育（OJT）の理論と方法
・人材育成の意義と方法・職場内教育の意
義と方法・職場内教育（OJT）における指導
技法・職場内教育（OJT）の実践方法

420分

(2) 認知症ケア指導の実践方法

・介護目標設定 に関する指導（事例演習）
・アセスメントに関する指導（事例演習）
・生活の質を向上するケア方法に関する指
導（事例演習）・自己の指導の特徴の振り
返り

420分

5 認知症ケア指導実習
(1) 職場実習の課題設定 変更なし 180分
(2) 職 場 実 習 変更なし ４ 週間
(3) 結果報告/職場実習 評価 変更なし 180分

科目 内容 時間数
１ 認知症介護実践リーダー研修総論
(1) 認知症介護実践リーダー研修の理解 ・実践リーダーの役割

・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化

90分

２ 認知症の専門知識
(1) 認知症の専門的理解 ・認知症に関する理解

・原因疾患別の捉え方のポイント
・医学的視点に基づいた介入
・認知症を取りまく社会的課題

120分

(2)施策の動向と地域展開 ・認知症施策の変遷
・認知症施策の動向と認知症施策推進大綱の内
容
・地域における認知症ケア関連施策の展開

210分

３ 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント
(1) チームケアを構築するリーダーの役
割

・チームの意味や目的、種類
・チームの構築及び活性化するための運用方
法・チームの目標や方針の設定と展開方法 180分

(2) ストレスマネジメントの理論と方法 ・チームにおけるストレスマネジメントの意義
と必要性
・ストレスマネジメントの方法

120分

(3) ケアカンファレンスの技法と実践 ・チームケアにおけるケアカンファレンスの目
的と意義・ケアカンファレンスを円滑に行うた
めのコミュニケーション
・効果的なケアカンファレンスの展開

120分

(4) 認知症ケアにおけるチームアプロー
チの理論と方法

・認知症ケアにおけるチームアプローチの意義
と必要性（まとめ）
・認知症ケアにおけるチームの種類と特徴
・施設・在宅での認知症ケアにおけるチームア
プローチの方法

180分

４ 認知症ケアの指導方法
(1) 職場内教育の基本視点 ・人材育成における介護職員等のとらえ方

・指導者のあり方の理解・人材育成の意義と方
法・職場内教育の意義
・職場内教育（OJT）の実践方法

240分

(2) 職場内教育（OJT）の方法の理解 ・職場内教育（OJT）における指導技法
・指導における活用と留意点 240分

(3) 職場内教育（OJT）の実践 ・食事・入浴・排泄等への介護に関する指導計
画（事例演習）・行動・心理症状（BPSD）への
介護に関する指導（事例演習）・アセスメント
及びケアの実践に関する計画立案の指導方法
（事例演習）・自己の指導の特徴の振り返り

360分

５ 認知症ケア指導実習
(1)職場実習の課題設定 240分
(2) 職場実習 4週間
(3) 結果報告/職場実習評価 420分

【現在カリキュラム】 【改定案】

ⅢⅢ．．  「「チチーームムケケアアをを構構築築すするるリリーーダダーーのの役役割割」」とと「「認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムアアププロローーチチのの理理論論とと方方法法」」
をを統統合合しし、、224400分分へへ

ⅠⅠ．．「「認認知知症症のの専専門門的的理理解解」」ををススリリムム化化 112200分分かからら9900分分へへ

実践リーダー研修カリキュラム改定のポイント

・内容重複のため、科目を統合
・認知症ケアにおけるチームマネジメント手法の一環として、チームケア推進研修プログラムに準拠した学習内容を追加

・実践者研修との内容重複を鑑み、疾患や病態、治療薬等の知識を整理
・実践者研修科目「ＱＯＬを高める活動と評価の観点」科目より、非薬物的介入の意義と展開例を追加

ⅣⅣ．．「「職職場場内内教教育育のの基基本本視視点点」」とと「「職職場場内内教教育育（（OOJJTT））のの方方法法のの理理解解」」をを統統合合しし442200分分へへ

・人材育成科目として、基本視点、指導技法、指導計画法を統合
・１．人材育成の意義と方法２）指導における基本的態度を追加
・（備考）に「指導者の基本的な態度としてエンパワーメント視点や動機付けの重要性を理解する」を追加

ⅤⅤ．．  「「カカンンフファァレレンンスス((会会議議））のの技技法法とと実実践践」」をを112200分分かからら118800分分にに延延長長

ⅡⅡ．．  「「施施策策のの動動向向とと地地域域展展開開」」へへ基基本本法法をを反反映映

・認知症基本法の目的や理念の理解を強調

・変遷や経緯をスリム化し認知症施策推進大綱、基本法の理念と地域展開に焦点化したため、210分から120分へ短縮

・模擬カンファレンスの演習時間確保のため60分延長

ⅦⅦ．．  「「職職場場実実習習のの課課題題設設定定・・職職場場実実習習評評価価」」をを118800分分にに短短縮縮

・標準時間を短縮し、不足する場合は任意で延長可能なしくみとする

ⅥⅥ．．  「「認認知知症症ケケアア指指導導のの実実践践方方法法」」をを336600分分かからら442200分分にに延延長長

・実習の準備科目としての位置づけであり、十分な学習時間を確保するため60分延長

AM PM

1日目 リーダー研修の理解（90） 認知症の専門的理解（90）
※計120分

認知症の
専門的理
解（30）

施策の動向と地域展開（210）

2日目 チームケアを構築するリーダーの役割（180） ストレスマネジメントの理論と方法
（120）

ケアカンファレンスの技法と
実践（120）

3日目 認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法
（180） 職場内教育の基本視点（240）

4日目 職場内教育（OJT)の方法の理解（180）※計240分 職場内教育（OJT)の方法
の理解（60） 職場内教育（OJT)の実践（180）※計360分

5日目 職場内教育（OJT)の実践（180） 職場実習の課題設定（240）

結果報告・職場実習評価（420）

AM PM
1日目 リーダー研修の理

解（60） 施策の動向と地域展開（120） 認知症の専門的理解
（90） ストレスマネジメントの理論と方法（150）

2日目 カンファレンス（会議）の技法と実践（180） 認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法（240）

3日目 職場内指導（OJT)の理論と方法（180））※計420分 職場内指導（OJT)の理論と方法（240）

4日目 認知症ケア指導の実践方法(180)※計420分 認知症ケア指導の実践方法(240)

5日目 職場実習の課題設定（180） ＊地域の実状によって任意に延長可能

結果報告・職場実習評価（180）

実践リーダー研修日程案

改定後

現行日程（講義・演習31時間(1,860分)  実習：課題設定240分 職場実習４週間 実習のまとめ420分）

改定日程案（講義・演習28時間(1,680分)  実習：課題設定180分 職場実習４週間 実習のまとめ180分）

職場実習（４週間）

職場実習（４週間）

＊地域の実状によって任意に延長可能

53

11.. 認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムママネネジジメメンントト力力のの向向上上

チームづくりをどのように実践していくのかを理解し実践できることがリーダーに必要です。

22.. 認認知知症症ケケアアのの指指導導力力向向上上

００．．認認知知症症基基本本法法のの理理解解

RR６６ 実実践践リリーーダダーー研研修修のの方方向向性性

①目標の設定・統一・共有化・管理
②チームメンバーのストレス緩和→動機付け、エンパワーメント
③情報共有・意思決定の支援と促進→会議・コミュニケーション活性化
④チームマネジメントの実践方法の理解

①職場内指導の強化→実践者研修での学びを実践につなげる
②チーム内のスキル格差を解消する→チーム力向上
③認知症ケア技術の向上→実践者の体得を支援する

認知症ケアの指導手順・指導方法・評価方法を体験的に理解する

カカリリキキュュララムム別別変変更更点点

49 50

51 52

53 54
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チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科

目との関係性を踏まえ、研修の概要を把握する。実践リーダーとしての

自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。

認知症介護実践リーダー研修の理解 60分
（旧 認知症介護実践リーダー研修の理解 90分）

【到達目標】

１．実践リーダーの役割と研修科目との関連性を踏まえて研修の概要
を把握する。

２．実践リーダーとしての課題を認識し、研修における学習目標を明
確化できる。

【目的】

56

１１..実実践践リリーーダダーーのの役役割割
１）チームマネジメントにおける実践リーダーの役割
２）職場における指導
（備考）＊認知症ケアを推進するための実践リーダーの役割のポイントを知る。

２２..実実践践リリーーダダーー研研修修のの概概要要
１）研修の目的
２）研修の到達目標
３）カリキュラム全体の構成
４）カリキュラム別のねらいと概要
 （備考）＊実践リーダー研修のねらいや科目のねらいと内容を理解する。

＊実習課題設定の内容と流れを理解する。

３３..実実践践リリーーダダーーととししててのの課課題題のの明明確確化化
１）実践リーダーとしての課題の明確化
２）研修における学習目標の明確化  

（備考）＊自己の課題、学習目標を文章化する。

内容と備考

地域における認知症施策の展開例を通して認知症施策の動向

を理解し、「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」の理念を推進する展開方法を理解する。

施策の動向と地域展開 120分
（旧 施策の動向と地域展開 210分）

【到達目標】

１．認知症施策の変遷を踏まえた認知症ケアに関連する施策の動向を
理解し、説明できる。

２．地域における認知症施策の具体的な展開方法を理解する。

【目的】

58

１１..認認知知症症施施策策のの動動向向とと共共生生社社会会のの実実現現をを推推進進すするるたためめのの認認知知
症症基基本本法法のの方方向向性性

１）認知症施策の変遷
２）共生社会の実現を推進するための認知症基本法設立の経緯
３）共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念と概要
４）認知症施策上の実践リーダー研修の位置づけ・意義 
（備考）＊当該地域における施策の実践例を理解する。

＊認知症加算・認知症専門ケア加算等の解説を含む。

２２..地地域域ににおおけけるる認認知知症症ケケアア関関連連施施策策のの展展開開
１）認知症ケアの実践と施策の関係
２）全国における各地域での認知症施策の展開事例
３）地域における認知症施策の展開方法
 （備考）＊認知症施策推進大綱、基本法の内容について、地域での実践展開の方

法を、演習等を通して理解する。

内容と備考

認知症ケアにおけるチームケアを推進するリーダーとして、

高度な認知症の知識を有し、認知症ケアに関する最新かつ専

門的な知識を得る。

認知症の専門的理解 90分
（旧 認知症の専門的理解 120分）

【到達目標】

１．認知症の病態や、診断等に関する専門知識を踏まえた上で、生活
への影響を理解する。

２．認知症治療薬に関する開発の動向を理解し、認知症の人の生活へ
の影響や使用の注意点を理解する

３．認知症の人の生活の質の向上を目的とした非薬物的介入の役割、
方法、効果を理解する

【目的】

60

旧 内容と備考

１１．．認認知知症症にに関関すするる理理解解 

１）認知症の原因疾患と病態や経過の捉え方、診断基準など
２）疾患別の中核症状と行動・心理症状（BPSD）
３）認知症に起きやすい合併症 
４）若年性認知症の特徴 

（備考）＊実践者研修で学んだ知識に最新の情報を加えて発展させる。
＊脳の解剖生理学的な視点から生活障害を理解する。

２２．．原原因因疾疾患患別別のの捉捉ええ方方ののポポイインントト 

１）認知症の原因疾患別の特徴 
２）生活障害としての理解 

３３．．医医学学的的視視点点にに基基づづいいたた介介入入 

１）認知症治療薬
２）行動・心理症状（BPSD）に用いられることがある薬物の主な作用機序と副作用、使用方法
３）その他の介入法（食事・運動や他疾患との関係等） 

（備考）＊かかりつけ医のための BPSD に対応する向精神薬使用ガイドライン（第 2版）（2015年度厚生労働科学特別研
究事業）を参考にする。

４４．．認認知知症症をを取取りりままくく社社会会的的課課題題 

１）認知症の人の意思決定支援 
２）認知症の告知とその支援 
３）認知症の人のターミナルケア
４）若年性認知症の人の社会生活と就労 
５）本人の社会活動支援 

（備考）＊厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を用いる。

55 56
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61

１１..認認知知症症にに関関すするる理理解解
１）認知症の原因疾患別の特徴（病態や症状、診断基準など）
２）原因疾患別の症状による生活への影響
３）認知症に起きやすい合併症
４）若年性認知症の特徴
（備考）＊実践者研修で学んだ知識に最新の情報を加えて発展させる。

２２..医医学学的的視視点点にに基基づづいいたた介介入入
１）認知症の告知とその支援
２）認知症治療薬の種類と特徴
３）行動・心理症状（BPSD）に用いられることがある薬物の主な作用機序

と副作用、使用方法
４）非薬物的介入の方法と特徴（回想法,RO療法,音楽療法などの療法や活動

支援等）
５）認知症の人のエンドオブライフケア
 （備考）＊かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン（第2版）（2015年度厚生労働科

学特別研究事業）を参考にする。
＊認知症の人の意欲や個性に合わせた、生活の質を向上する活動や療法の重要性を説明する。
＊非薬物的介入については実践事例を用いて説明する（効果について「認知症疾患診療ガイドラ

イン2017、編集；「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会」を参考にする）。

新 内容と備考

チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を

理解した上で、実践リーダーとして介護職員等のストレスの緩和

やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。

ストレスマネジメントの理論と方法 150分
(旧 ストレスマネジメントの理論と方法 120分）

【到達目標】

１．チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性を理解する。

２．ストレスのしくみと対処法を理解する。

３．認知症ケアにおけるストレッサーと対処法を理解する。

４．組織のメンタルヘルス対策や実践リーダーが果たすべき役割を理
解し、チームメンバーへの支援方法を理解する。

【目的】

63

１１..チチーームムににおおけけるるスストトレレススママネネジジメメンントトのの意意義義とと必必要要性性
１）チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性
２） ストレスの考え方
３） 認知症ケアのストレスの考え方
４） 認知症ケアにおけるストレスマネジメントの意義と必要性
（備考）＊ストレスマネジメント に関する理論を踏まえて、認知症ケアにおけるストレス

マネジメントの意義と必要性を理解する。
＊ストレスの考え方は、肯定的側面についても取り上げる。

２２..スストトレレススママネネジジメメンントトのの方方法法
１）セルフケアの方法
２）チームメンバーへの支援方法
３）組織によるストレスマネジメントの方法 
 （備考）＊認知症ケアにおける具体的なストレスマネジメントの方法を学ぶ。

＊実際のストレスマネジメントの方法を、演習を通して体験的に理解する。

内容と備考

チームにおける意思決定、情報共有、メンバー間の円滑なコ

ミュニケーションの活性化を促進しチーム力の向上を図るた

め、効果的なカンファレンス（会議）の展開方法を習得する。

カンファレンス（会議）の技法と実践 180分
（旧 ケアカンファレンスの技法と実践 120分）

【到達目標】

１．チームケアの質の向上を目的としたカンファレンス（会議）の目
的や意義、必要性を理解する。

２．チームの意思決定や、情報の共有、コミュニケーションの活性化
を促進する方法を理解し、目的に応じた効果的なカンファレンス（会
議）を展開することができる。

【目的】

65

１１..チチーームムににおおけけるるカカンンフファァレレンンスス（（会会議議））のの目目的的とと意意義義
１）カンファレンス（会議）の目的や意義
２）カンファレンス(会議)の種類と特徴
３）チームケアにおけるケアカンファレンスの目的と意義

２２..カカンンフファァレレンンスス((会会議議))をを円円滑滑にに行行ううたためめののココミミュュニニケケーーシショョンン
１）報告・連絡・相談の違い
２）建設的な議論になるためのコミュニケーションの留意点

３３..効効果果的的ななカカンンフファァレレンンスス（（会会議議））のの展展開開
１）事前周知（告知、開催目的の明確化、検討内容の通知、資料配布と議事録）
２）カンファレンス（会議）の役割分担（進行、スーパーバイザー、参加メンバー）
３）効果的な議論を促すためのポイント

（備考）＊模擬カンファレンスにて実際に進行役、スーパーバイザー役等を体験しながら体験

的に理解したうえで、効果的なカンファレンスについて振り返りを行う。

内容と備考

認知症ケアにおけるチームケアを推進するため、円滑にチー

ムを運用する実践リーダーとしての役割を自覚し、認知症ケ

アにおけるチームケアのマネジメント方法を理解する。

認知症ケアにおけるチームマネジメントの理論と方法 240分
（旧 チームケアを構築するリーダーの役割 180分）

（旧 認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法 180分）

【到達目標】

１．チームマネジメントに関する基本的な考え方や方法を説明できる。

２．認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と実践方法を理解
する。

３．認知症チームケア推進プログラムを理解し実践できる。

【目的】
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67

１１..チチーームムママネネジジメメンントトのの基基本本的的理理解解
１）チームづくりに必要な条件
２）チームの種類と役割
３）チームマネジメントの理論と方法

・目標や方針の設定と管理
・コミュニケーション支援の必要性
・動機づけの必要性
・ストレスマネジメントの必要性
・情報共有やカンファレンスの必要性
・教育指導の必要性

２２..認認知知症症ケケアアににおおけけるるチチーームムママネネジジメメンントトのの必必要要性性
１）認知症ケアにおけるチームケアの意義と必要性
２）認知症ケアにおけるチームマネジメントの意義と必要性

３３..認認知知症症ににおおけけるるチチーームムケケアア推推進進ププロロググララムムのの展展開開
１）BPSDとそのケアの基本的考え方
２）認知症チームケア推進の具体的方法

（備考）＊認知症ケアにおけるチームマネジメントの展開例として認知症チームケア推進研修プログラムに
準拠した内容を学習する（70分）。

４４..認認知知症症ののチチーームムケケアアににおおけけるるチチーームムママネネジジメメンントトのの実実践践方方法法
１）多職種・同職種チームにおける効果的なチームマネジメントの展開方法

（備考）＊チームマネジメントに関する理論や方法について、認知症ケアにおけるチームケア事例を通して
具体的な実践方法を学ぶ。

内容と備考

「「チチーームムケケアアをを構構築築すするるリリーーダダーーのの役役割割」」かからら

認知症におけるチームケアを向上するリーダーとして、指導

に関する理論と指導計画の立案方法、指導技法の種類と特徴

を学び、認知症ケアの効果的な指導方法を修得する。

職場内教育（OJT）の理論と方法 420分
（旧 職場内教育の基本視点 240分）

（旧 職場内教育（ＯＪＴ）の方法の理解 240分）

【到達目標】

１．チームマネジメントにおける人材育成の意義と方法を理解する。

２．認知症ケアにおける職場内教育（OJT）の意義を理解する。

３．職場内教育（OJT）の計画方法を体験的に理解する。

４．職場内教育（OJT）における有効な指導技法の種類と実際の方法
を理解する。

【目的】

69

１１..人人材材育育成成のの意意義義とと方方法法
１）人材育成の意義と目的
２）指導における基本的態度
３）育成方法の種類と特徴
（備考）＊指導者の基本的な態度としてエンパワーメント視点や動機付けの重要性を理解する

２２..職職場場内内教教育育のの意意義義とと方方法法
１）職場内教育（OJT）の意義と目的
２）Off-JT、自己啓発（SDS）の限界と職場内教育（OJT）の有効性

３３..職職場場内内教教育育（（OOJJTT））ににおおけけるる指指導導技技法法
１）ティーチング・コーチングの理論と技法の理解
（備考）演習を通して実際の技法を体験し、基本的な技術を修得する。
２）面接技法の理論と技法の理解
３）スーパービジョンの基本的理解
４）ティーチング・コーチング・面接技法を活用した指導の実際
（備考）＊指導事例を通して指導技法の実践方法を理解する

指導の際に留意する倫理的配慮の方法を理解する

４４..職職場場内内教教育育（（OOJJTT））のの実実践践方方法法
１）指導課題の設定方法
２）指導目標の設定方法
３）指導計画の立案方法
（備考）＊人材育成の事例について評価方法、指導目標設定、指導方法等の職場内教育（OJT）の計画立案

の方法を演習を通して理解する。
＊認知症ケアの指導に限定しない職場内教育（OJT）の計画立案の過程について体験的に理解する

内容と備考

これまでに学習した認知症ケアに関する指導技術について、食事・入浴・排
泄等の日常生活や、行動・心理症状（BPSD）が生じている具体的場面にお
いて、認知症の人の生活の質の向上を目的としたケアの指導方法を体験的に
理解する。

認知症ケア指導の実践方法 420分
(旧 職場内教育（OJT）の実践 360分）

【到達目標】

１．行動・心理症状（BPSD）への支援方法や生活支援の方法に対す
る指導の演習を通じ、介護職員等を指導するための方法を理解する。

２．認知症ケアにおけるアセスメント及びケアへの指導計画を立案す
ることができる。

３．介護職員等に対する自己の指導の特徴を理解する。

【目的】

71

１１..介介護護目目標標設設定定にに関関すするる指指導導（（事事例例演演習習））
１）生活の質を向上する介護目標の考え方
２）介護目標に関する評価の視点
３）介護目標立案に関する指導方法（課題の設定、指導目標、指導方法）
（備考）＊介護職員の介護事例を取り上げ、介護職員への指導方法のプロセスを体験的に学ぶ演習とす

る。なお、事例の選定は、「食事・入浴・排泄等の日常生活場面における介護事例」、「行動
・心理症状（BPSD）への介護事例」から1つ以上を選択すること

＊倫理的ジレンマ、権利擁護、家族介護者支援、リスクマネジメント等の事例も含むこと

２２..アアセセススメメンントトにに関関すするる指指導導（（事事例例演演習習））
１）生活の質を向上するアセスメントの視点
２）アセスメントに関する評価の視点
３）アセスメント方法に関する指導方法（課題の設定、指導目標、指導方法）

３３..生生活活のの質質をを向向上上すするるケケアア方方法法にに関関すするる指指導導（（事事例例演演習習））
１）生活の質を向上するケアの考え方
２）ケア方法に関する評価の視点
３）ケア方法に関する指導方法（課題の設定、指導目標、指導方法）

４４..自自己己のの指指導導のの特特徴徴のの振振りり返返りり
１）演習全体を通じた学びの振り返り
２）自己の指導の特徴と課題の共有

内容と備考

研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケ

アの能力の評価方法を理解する。

職場実習の課題設定 180分
（旧 職場実習の課題設定 240分）

【到達目標】

１．介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法を立案できる。

２．講義、演習で学んだ内容を生かし、 認知症ケアの指導に関する実
習計画を立案できる。

【目的】
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73

１１..介介護護職職員員等等のの認認知知症症ケケアアのの能能力力にに関関すするる評評価価方方法法のの理理解解
１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知識、技術に関する現状分析の方法
２）指導対象となる介護職員等の選定
３）介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法立案の過程
４）実習計画作成の過程

２２..介介護護職職員員等等のの認認知知症症ケケアアのの能能力力にに関関すするる評評価価方方法法のの立立案案（（演演習習））
１）基本的知識への評価方法の立案
２）ケア目標への評価方法立案
３）アセスメント方法への評価方法の立案
４）ケア方法への評価方法の立案
５）ケア評価に関する評価方法の立案

（備考）＊実習に向け、介護職員等の認知症ケアの評価方法案を考え実習への準備を行う。

３３..実実習習計計画画のの立立案案（（演演習習））
１）実習目標
２）実習計画
３）実習中の資料作成

（備考）＊実習のタイムスケジュールを作成し、実習の目標と流れを理解する

内容と備考

研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケ

アの能力の評価、課題の設定・合意、指導目標の設定や指導

計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケアを指導する。

職場実習 4週間
(旧 職場実習 4週間））

【到達目標】

１．介護職員等の認知症ケアの能力を評価し、課題を設定・合意でき
る。

２．介護職員等の認知症ケアにおける指導目標を立案できる。

３．指導目標に応じた指導計画を作成できる。

４．講義、演習で学んだ指導方法を職場で実際に活用できる。

【目的】

75

１１..認認知知症症ケケアア能能力力のの評評価価とと課課題題のの設設定定・・合合意意
１）介護職員等の認知症ケアに関する態度、知識、技術の評価
２）実習に協力する介護職員等の認知症ケア上の課題案の設定・合意

（備考）＊１）の評価に基づき、課題案の設定・合意を行う。

２２..指指導導目目標標のの立立案案方方法法のの理理解解
・認知症ケアの課題に応じた指導目標の立案

３３..指指導導目目標標にに応応じじたた指指導導計計画画のの作作成成
・指導目標に応じた指導視点や方法に関する 指導計画の作成

４４..認認知知症症ケケアア能能力力のの評評価価とと課課題題のの設設定定・・合合意意
１）指導計画に応じた基本的知識に関する指導の実践
２）指導計画に応じたケア目標やアセスメント方法への指導の実践

（備考）＊作成した指導計画を基にした指導は、任意とする。ただし、作成した指
導計画を協力する介護職員等と共有し、その結果をもとに職場内での指
導における自己の課題を検討する取り組みは必ず実施する。

＊中間報告の実施を推奨する。

内容と備考

職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあ

り方について客観的・論理的に考察・報告し、実践リーダー

として指導の方向性を明確にできる。

結果報告/職場実習評価 180分
（旧 結果報告／職場実習評価 420分）

【到達目標】

１．職場実習における学びを通し、認知症ケアの指導方法の課題やあ
り方について客観的・論理的に考察し、報告できる。

２．介護職員等への認知症ケアの指導にかかる自己の課題を評価し、
指導の方向性を明確にすることができる。

【目的】

77

１１..認認知知症症ケケアア指指導導のの実実践践方方法法にに関関すするる自自己己のの課課題題のの整整理理とと考考察察
１）結果報告と評価
２）認知症ケア指導における課題分析
３）認知症ケア指導における課題の明確化

２２..認認知知症症ケケアア指指導導にに関関すするる方方向向性性のの明明確確化化
１）認知症ケアに関する自己の指導の特徴と課題
２）今後の認知症ケア指導における自己の学習目標と内容の明確化

内容と備考

73 74

75 76
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